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昭 和49年6月

Ulp旺 £

.財団法人 日本 情 報 処 理 開発 セ ン ター



この報告 書は,日 本 自転車振興会か ら競輪 収益の一

部で ある機 械工業振興資金の補助 を受 けて昭和48年

度 に実施 した 「社会 開発 システムに関する調査研究」

の一環 と して とりま とめた ものであ ります。
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近年,科 学技術の進歩はまこ とにめ ざま しくなかでも情報 処理や電子工学

技術 においては,と くに著 しい ものが あ ります。

一方
,国 民の間には福祉向上 に対す る期待 がますます強 ま り,こ れ ととも

に,こ れ ら科学技術の進 歩を直接,国 民の福祉 に役立てようとす る機 運 も高 ま

ってまい りま した。

こ うした情勢か ら,当 財団では,か ねて情報処理技術の立場 か ら公共性 の

高 いシステ ムの開発あるいはこれに関する調査研究 をすすめて まい りま した

が,昭 和48年 度にお きま しては,こ の うち国民 の健康に密接な 関わ りをも

つ医療 の分野への適用について調査研究 を実施いた しま した。

本報告 書はその成果の一環 と して とりま とめた ものであ ります。

この成果が,今 後わが国におけ る医療 の システム化へ寄与 し,ひ いては 国

民の医療 サー ビス向上 に貢献 し得ま すよ う,念 願す る次第であ ります。

おわ りに,こ の調査研究の実施 にあた り,ご 協 力賜 りま した各位 に深 く感

謝の意 を表 します。

昭和49年6月

財団法人 日本情報処理開発セ ンター

会 長 中 島 征 帆
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第1章 医 療 機 器 シ ス テ ム の必 要 性

■

1.僻 地医 療 の現 状

1.1わ が 国 に お け る 保 健 需 要 の 変 化

わ が 国 に お け る平均 寿 命 は,昭 和46年 現 在 男70.17才,女75.58才 と な っ た。これ は世 界 的 に

みて もわ が国の 健 康の 水 準 が非 常 に 高 い もの とな っ た こと を意 味 す る。 ちな み に これ を第2次 世 界

大戦 の 直 後の 昭 和22年 の わ が 国 に お け る平 均 寿 命,男50.06才,女53.96才 と比 べ てみ る と,こ の

20数 年 の 間の 健康 状態 の 改善 の早 さ に も驚 くの で あ る。

この よ うな 急 速 で大 きな 健康 水準 の改 善 の 内容 は死 亡 率 の減 少,と くに 若 年 者 層 の 死 亡 率 の 減少

が著 しい こと に よ って い る。(図1-1参 照)

さ らに これ を疾 病 の 構造 とい う観 点 か らみ る と,図1-2に 示 す よ うに,全 結 核,肺 炎 およ び気

管支 炎 に よ る死 亡 の 激 減 が 著 明 で あ る。 と くに結 核 は 戦 後 指 数 関 数 的 に減少 し,現 在 で は5才 区 分

でみ る と,図1-3に み る よ うに,0才 ～4才 ま での 部 分 を例 外 とす る と,死 亡率 は全 く年令 順 に

な った。 つ ま り結 核 は高 令 者 の 疾 病 とな って しま った 。

肺 炎,気 管 支 炎 お よび 胃 腸 炎 に よ る死 亡率 の 変 化 もほ ぼ これ と似 た よ うな急 激 な 減少 を示 して い

る。!4)

心 臓 に っい ては これ まで の パ タ ー ンと異 な り,若 年 お よ び壮 年 層 で改 善 が み られ,高 令者 層 で は

増 加 し て い る。(図1-4)

●

今←,
こ こ で い う 「僻 地 」 と は一般 的 に 「医 療 サ ー ビスに め ぐま れ て いな い,へ ん ぴな地 域 」 を 指 し,

都市 部 に比 べ 交 通 や生 活,文 化,経 済 な どの諸 条件 が 未 整 備 な た め,医 療 施 設 や保 健施 設 が 不 足 し,

その 地 域 の住 民 が 十 分 な医療 サ ー ビスを うけ るこ とが 困 難 な地 域 を い う。

この よ うな概 念 を法 律 あ る いは 行 政 上 の 定義 か ら参 照 す れ ば 離 島振 興 法 に い う 「離 島 」,山 村 振

興法 に い う 「山村」,過 疎 対 策 緊 急 措 置 法 に い う 「過 疎 地域 」,辺 地 に 係 る 財政 上 の 特 別 措 置 に 関
　 　 　 　

す る法律 にい う 「辺地 」,へ き地 教 育振 興 法 にい う 「へ き地 」,豪 雪 地帯 対 策特 別 措 置 法 にい う 「豪

雪 地 帯lteよ び 「特 別豪雪 地 帯 」,等 が,ま た 行政 上 の定 義 に したが えぱ厚 生 省 の行 な う,無 医地 区

調 査 にい う 「無 医地 区」 が,ほ ぼ,こ れ に相 似 してい る もの と考 え られ る。

(離 島 振興 法,山 村 振興 法,過 疎 対 策緊 急 措置 法 等 に 関 して は,本 報告 書 の 第4章2節 の 「地 方 公

共 団 体 との 関係 」 にお いて詳 述 す る。)
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もう一つのパ ターンは 悪 性 新 生 物 で あ る。 図1-5に 示す よ うに,壮 年 層 で変 化 が な い の に,若 年

者 層,お よ び高 令者 層 に お い て死 亡 率 の 増 加 が み られ る。

この よ うな変 化 を経 て,現 在 わが 国 に お け る主 要死 因 は,第1位 脳 血 管 疾 患,第2位 悪 性 新 生 物,

第3位 心疾 患,第4位 不 慮の 事 故,第5位 老衰 の 順 で ある 。 第'4位 の 不 慮 の 事 故 を 除 けば,他 は い

わ ゆ る成 人病 と呼 ば れ る もの で あ る。 すな わ ち疾 病 の パ タ ー ンは 成 人病 化 し た とい う ことが で き る。

平均 寿 命 の 延 長 に 対 し て 寄 与 し た もう一 つ の 大 きな 因 子 は,乳 児 死 亡 の 減少 で あ る。 乳 児 死 亡

とは 生 後1年 未 満 の死 亡 を い い,通 常 は 出 生 千 に 対 す る 率,す な わ ち乳 児死 亡 率 とし て 観 察 す る。

この 数 は 母 体 の健 康状 態 ・養 育 条件 等 の 影 響 を強 く受 け る ため,そ の 地 域 の 衛 生機 能,生 活水 準 を

反 映 す る一 つ の指 標 と 考 え られ て き た。

この指 標 は 今 世 紀 の は じ めか ら,多 少 の 変 動 は あ っ て も次第 に しか も確 実 な減 少 の 傾 向 が み られ

て い た。 今 世 紀 初 めか ら戦 前 ま では わ が国 の乳 児死 亡 率は 他 の先 進 国 と比 べ る とか な りの 高 率 であ

った が,戦 後 は急 速 に 減少 し,現 在 で は非 常 に 低 い もの とな って い る。

平 均 寿 命,す な わ ち0才 の 平均 余 命の 延 長 の背 景 に は 以 上 の よ うな変 化が 存 在 す る。

一方
,出 生 を み る と,や は り戦 前 に お い て 高 率 で あ っtg出 生率 は,戦 後急 激に 減少 し,昭 和36

年 に は17.0と な り,昭和41年 の例 外 を除 け ば,最 低 を 記録 し た。 これ は人 口の 純 再 生 産 率 か らみ

て も0.90と 最 低 で あ っ たが,そ の後 戦 後 の ベ ビ ー ・ブ ー ムの 影 響 で 出生 率,純 再生 産 率 と もに 増 加

の 傾 向に あ る。

以 上 の よ うな 低 出生,低 死 亡 の た め に,わ が国 の 人 口 構造 は 図1-6の よ うにttつ り鐘 型"に な

って きた。 この図 を 横 に た お し たよ うな グラ フ,つ ま り横 軸 に年 令 を取 り,縦 軸 に個 体 の 生存 数 を

取 った もの を生 存 曲 線 とい う。 図1-7は わ が 国 の年 代 に よ る生 存 典線 の 変 化 を表 わ し て い る。

これ1こよ る とわが 国 に お け る生 存 曲線 は急速 に 右上 に ふ く らん で きて い る とい え る。 そ れ に 比 べ

て,曲 線 のX軸 との 交 点 は さほ ど右 へ 移 行 し てい な い。

っ ま り人 間が 本質 的に 長 生 きす る よ うに な った の で はな い こ とを 表 わ して い る。 つ ま りman's

P・t・nti・1f・rh・althがb曽 加 したの では な い16)と い え よ う・x

この よ うな 人 口 構造 の 変 化 を 別の 見方 か ら見 る と,人 口 の 老 令 化 と呼 ぶ こ とが で き よ う。 い ま0

才 ～14才 を幼 年 人 口,15才 ～65才 を生 産 年 令 人 口,65才 以 上 を老 年 人 口 と呼 ぶ と,わ が 国 に お

い て も人 口 全 体 に対 す る老 年 人 口 の 割 合 は 次 第 に 増 加 して きて い る。

人 口問 題 研 究 所 の将 来推 計 に よ る と,表1-1に 示 す よ うに,65才 以 上 人 口の 全人 口 に対 す る

割 合 は昭 和10年4.7%だ っ た もの が,確 実 に 増 大 し,昭 和45年 で7.0%に 達 した。そ の後 の 予 測 を

見 ると,あ と 数 十 年 の 間 に 急 激 に増 大 す る よ うに 見 え る。'こ れ は 図1-6の 人 口構 成 図 を 見 て も,

その 傾向 は ほ ぼ明 らか で あ ろ う。

この よ うな 人 口の 老 令化 と,疾 病 構造 の 成 人病 化 を 考 え合 わせ る と,こ れ らの 疾 病 に 関 す る医療

需 要 が 急 激 に増 大 す るで あ ろ う こ とは 十分 予 測 で きる ことであ る。
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ま た この よ うな 医療 需 要 の増 大 は,一 部 は す でに 現 実で あ って,た とえば 地 域 に よ って は 病 院 に

おけ るベ ッ ドが 老 人 に よ っ て占 有 され て い る とい う事 態 も起 こ って きて い る 。 この 傾向 に対 す る全

国的 な実 態 は ま だ把握 され てい な い が,表1-2に 示 す よ うに 一般病 床'平 均 存院 日数 の.伸びは ・

上述 した よ うな傾 向を あ る程度 反 映 して い る か も知 れ な い 。

これ ら質量 と もに変 化 しつ つ ある 医 療 需 要 に対 す る もの と して,医 療 サ ー ビ スは 考 え られ な けれ

ば な らな い。

戦 前 の よ うに感 染 症 に よ る死 亡 が 高 率 を占 め る よ うな健康 水 準 に ある 場合 は 予 防医 学,お よ び予

防活 動 は 治 療つ ま り臨 床医 学 とは か な り独 立 し て活 動 し て,か っ効 果 が あ っ た 。 しか し健 康 水 準 が

上 が り人 口の 老 令化 と疾 病 構造 が 成 人 病 化 す るに つれ て,予 防 と臨 床 は 必 ず し も独 立 で は な く,日

常の 管 理 の 重 要 性 が増 大 し て きた。 また 高令 者 の 長 期 に わ た る疾病 罹患 は,経 済 問 題 は もちろ んの

こと,本 人 の 日常 生活 に も不 自 由を生 じ て くる こ とが 多い 。 いわゆ る寝 た き り老 人 の 問題 は そ の 一

つの 典型 例 で あ り,彼 等は 個 々人 が それ ぞれ の ケ ア ーを必 要 と してお り,か つ その ケ ア ーは 欠 け る

とこ ろが な い もの で な けれ ば な らな い。 すな わ ち ケ ア ーは 包括 的で な け れ ば な らない.

こ の よ うなわ けで 現 在の わ が 国に おい て 重 要な こ とは この 包 括医 療(ComprehensiveHealth

Care)の 概 念 を早急 に 実 現す る ことで あ り,そ の た めの サ ービス体制,お よび必 要 な資 源 を準 備

す る こ とが 必要 で あ る。

●

●
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日本 の 年 代 別 の 生 存 数 曲 線 の 比 較
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1.2僻 地 に お け る 保 健 需 要

この よ うな わが 国 に お け る現 状 の 中 に あ っ てい わ ゆ る僻 地の 問題 は 深 刻 で あ る。 憲 法第25条 に

いう「鹸 破 化的な雛 随 の生活」を保障するためには,医 療サゴ ・の保障・ま殴 不敬 と

いわ ざ るを 得 な い 。 .

しか しな が ら現在 の 僻 地 に お げ る医療 サ ービス は 現 在 わが 国の 技術 的水 準 と して提 供 可能 な サ ー

ビス とは ほ ど遠 い もの が あ る。 ま た これ まで 多 くの行 政 上 ,な らび に各 地 域 に お け る努 力 に もか か

わ らず,最 低 限 の 医療 の 確 保,つ ま り医 師の 確保 さ え も容 易 で は な い地 域 が 多 く
,い わ ゆ る無 医 地

区が 多数 存 在 し てい る。

この よ うな 現 状 は早 急 に 解 決 さ れ なけ れ ば な らな い 。 しか しな が ら過 疎 化 と い う現 象 自体 が わ が

国の 社 会 構造 の 変 化の 過 渡 的 現 象 で あ るな らば,そ れ を単 に 医療 の 面に っ い て だけ くい 止 め よ うと

す るの は 不可 能 で あ っ て,な ん らか の抜 本 的 な対 策 が 考 え られ な け れ ば な らな い で あ ろ う。

わ が 国 に お け る人 口 は上 述 し た ご と く,い わ ば安 定 した もの とな って き たが ,地 域 別 にみ る と急

激な 人 口変 動 が あ る。 これ は お もに わが 国の 戦 後 の 経 済構 造 の 変 化 に よ る もの で,第 一次 産業 人 口

の減 少 と第二 次,第 三 次 産 業 人 口の 増 加 とな って表 われ て い る。 この3区 分 で 第 一産 業 就 業 者 の 割

合 の変 化 をみ る と昭 和30年 に41.1%だ った もの が ,昭 和46年 に は15.9%に 減 少 して い る。 これ

はと り もなお さず,農 業 的経 済 基 盤 を持 った地域 か ら,都 市 工業 地 絹 へ の 人 口移 動 を示 して お り,

過疎 化の 影 響 を う け る地 域 の 出 現 す る原 因 と な って い る。(過 疎 化 お よ び 過疎 地 域 に 関 し ては 第4章

の2で 述 べ る。)こ の よ う な人 口 の 移 動 は府 県 の 間 で も,ま た県 内 の市 町村 単 位 で も観 察 され る。15)

また この よ うな 多 くの地 域 に お い て は,人 口の 自然 増 減 よ り も,社 会 的増 減 が うわ ま って お り,

人口 構造 も特 異 な パ タ ーンを示 す 。 と くに過疎 地 域 に お い て は生 産 年 令 人 口流 出 に よ る減少
,従 っ

て当然 の結 果 と し て幼 年 人 口の 著 しい 減少 ,お よび 老年 人 口の割 合 の 相対 的 増 加 が 起 こ って い る。

従 って 過 疎 地域 に お い て は,わ が 国 の平 均 よ り も急 激 に 人 口の 老令 化 が 進 ん で い る と い う こ とに な

り,疾 病 の 構造 の変 化 の 基 本 的 要 因 とな って い る 。

過 疎 地域 に お け る人 口,と ぐに 生 産年 令 人 口 の 減少 が急 な の に対 して ,戸 数 の 減少 は緩 徐 で あ る。

た とえ ば 農 家総 数 は 昭 和35年 か ら45年 の10年 間 に1L8%の 減少 率 を 示 して い るが
,過 疎地 域 の

同じ 期間 の 減少 率 は14.3%で 全 国 平 均 を若 干上 ま わ るに す ぎな い。 この こ と を上 述 の 事 実 と 考え

合 わ せ る と,過 疎 地 域 こそ 包 括 医療 を 必要 とし て い る とい うこ とが で き よ う。

全 国 の過疎 地 域 に お け る医 療 需 要 に関 す る デ ー タは ま だな い の で ,そ の 全 貌 を把 握 す る こと は難

しい。 しか し最 近 の岩 手 県 で の 調 査t2)に は表1-3の よ うな数 をみ る ことが で き る
。

これ を本 報告 書 第3部 ・第3章 の和 歌 山県 南 部の 過 疎 地 域 の デ ー タと比 べ て み る と;有 病率 は か

な り一致 し てい る とみ て も よい 。 ほ ぼ20数%程 度の 有病 率 で あ るが ,これ を表1-4の 全国 平 均 と

比 べ てみ る と,全 体 の 平 均 が936%で あ るか らこれ よ り非 常 に 高率 で あ り,65才 以 上 の全 国 平 均

とほ ぼ一 致 して い る。
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表1-3岩 手県N地 区(Y町 ・S村 …… と もに過 疎 地域 指 定 団 体)

に お け る罹 患 率 ・有 病率

月 地 域 罹 患 率, 有 病 率

2

月

N地 区 316.7 4002

S村 297.0 396.6

Y町 339.5 404.3

5

月

N地 区 508.0 233.0

S村 511.6 216.1

Y町 503.8 252.0
'

'

注:各 率 は 人 口1,000対 の2ヵ 月 値

文 献12)よ り引 用

疾 病の 構 造 を死 因分 類 別 死 亡 数 でみ るため に,北 海 道 宗 谷地 区,岩 手 県,秋 田 県,和 歌 山県,島

根 県,長 崎県 五 島 地 区 内 の 過 疎 地域 に っ い て,死 亡数 を 調 べ,全 国 の 平 均 値 か ら計算 した 死亡 数 と

比 較 して み た。 この 計 算 値 は,そ の地 区 が 全 国 の 平均 的状 態 で あ る と仮 定 した と きに.現 在 の人 口

構 成 か ら期待 さ れ る死 因 分 類 別死 亡数 で あ る。表 中 で は推 計 値 とい う値 が そ れ で あ る 。

表1-4を み る と岩手,長 崎,秋 田,北 海 道,和 歌 山,島 根 の 順 に全 国平 均 との 差 が 大 き くな っ

てい る。 死 亡 総 数 で み る と,岩 手,秋 田,長 崎 で は 全国 平 均 を 大 き く上 まわ ってお り,と くに 特 徴 的

な の は,岩 手,秋 田 で脳 血 管 疾 患 が 多 く,全 国 平 均 の ほぼ2倍 に 達 し て い る。 それ とは 逆 に 和 歌 山,

島 根 で は,全 国平 均 を下 ま わ って い る。 ま た長 崎県 に 自殺が 多い の が 目立 っ 。

この よ うな ご く限 られ た デ ータの 分析 か らで は あ るが,各 地 域 に よ って 明 らかに 異な った保 健上

の 問題 が 存 在 す る ことが わ か る。 いい か え る と これ は客 観 点 デ ー タの 分析 か らで て く る,保 健 ニ ー

ド(healthneed)で あ り,か っ それ は地 域 に よ って異 な っ てい る とい う ことが で き る。

保 健 ニ ー ドを 住民 に対 す る ア ンケ ー ト調 査 に よ って知 ろ う とす る試 み もあ る。12)17)t8)こ の よ

うな 調 査 に'よれ ば,身 近 か に 信頼 で きか か りや すい 医師 に い て も らい たい,と い う こと に つ きる。

しか し これ らの 結 果 か ら医師 に対 す る接 近 を 可 能 に すれ ばそ れ で よい と考 え るの は誤 りで あ ろ う。

なぜ な らば,こ れ は 最 低の 改 善 に対 す る願 望 で あ って,最 低 の もの が 満 た され れ ば,さ らに それ 以

上の 願 望が 現 われ る可能 性 が あ る か らで あ る 。 た とえ ば内 科 の 医 師 が 近 くに い れ ば,次 には 歯 科 医

が近 くに い て ほ しい,さ らに 外科,眼 科 と,そ の 要 求 は 高 ま っ て い く。 すな わ ち まず 一般 的 医 療 サ

ービ スに 対 す る願 望 が あ り,そ れ が 満 た さ れ る と専 門 的 医療 サ ー ビスに 対 す る願望 が 現 わ れ る。 そ

して これ は 当然 包 括 医療 に対 す る願 望 に っな が って行 く もの で ある。

しか し現 実的 に は多 くの 無 医 地 区 が 存 在 す る状 況の 中 で,そ の よ うな 地域 に 高 度 な 包 括 的 な 医 療

サ ー ビス を提 供 す る とい う こ とは不 可能 であ り,な ん らかの 抜 本 的 対 策 が 必要 と され てい る。
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表1-4過 疎 地 域 に お け る死 因 別 ・死 亡者 数

'ー

qo

ー

胃腸炎 全結核
悪 性

新生物
糖尿病 心疾患

高血圧

性疾患

脳血管

疾 患

肺 炎
および
気管支炎

消化性

潰 瘍
肝硬変

腎 炎
お よ び

ネフローゼ
老 衰

不慮の

事 故
自 殺 総 計 X2

北海道

実測

推計

差

1.0

3.9

-2 .9

4.0

7.2

-3 .2

60.0

54.6

5.4

4.0

3.5

0.5

58.0

40.9

17.1

22.0

&4

13.6

63.0

77.0

-14 .0

15.0

,16.3

-1 .3

3.0

3.6

-0 .6

4.0

5.9

-1 .9

5.0

4.1

0.9

140

18.6

-4 .6

30.0

18.7

11.3

11.0

5.9

5.1

294.0

268.6

25.4

49,285

岩手県

実測

推計

差

23.0

14.8

8.2

22.0

2&1

-6 .1

218.0

214.5

3.5

11.O

l3.8

-2 .8

204.O

l629

41.1

50.0

34.0

16.0

652.0

311.0

341.0

154.0

62.5

91.5

28.O

l4.5

13.5

12.0

22.9

-10 .9

28.0

15.5

12.5

34.0

73.1

-39ユ

106.0

67.0

39.0

45.0

22.1

22.9

1587.O

lO56.7

530.3

」27,423

秋田県

実測

推計

差

21.0

13.6

7.4

19.0

31.9

-12 .9

276.0

2432

32.8

12.O

l5.5

-3 .5

190.O

l66.4

23.6

28.0

33.6

-5 .6

509.0

321.6

187.4

71.0

61.7

9.3

9.0

15.4

-6 .4

12.0

26.1

-14 .1

1&O

l7.1

0.9

90.0

57.3

32.7

78.0

75.1

2.9

37.0

25.3

11.7

1370.0

1103.8

266.2

163,847

和歌山皐

実測

推計

差

18.O

l1.4

6.6

15.0

18.8

-3 .8

167.0

145.6

21.4

5.0

9.7

-4 .7

100.0

122.7

-22 .7

29.0

26.6

2.4

180.0

233.8

-53 .8

27.0

46.3

-19 .3

8.0

10.5

-2 .5

11.O

l5.1

-4 .1

12.0

10.0

2.0

82.0

65.4

16.6

41.0

37.8

3.2

ll.O

l3.3

-2 .3

706.0

766.9

-60 .9

4L843

島根県

実測

推計

差

5.0

5.8

-0 .8

40

7.7

-3 .7

45.0

59.6

-14 .6

5.0

4.0

1.0

54.0

57.1

-3 .1

5.0

12.7

-7 .7

72.0

106.5

-34 .5

16.0

21.9

-5 .9

8.0

4.6

3.4

8.0

6.2

1.8

5.0

4.3

0.7

35.0

37.4

-2 .4

20.O

l5.8

4.2

5.0

5.5

-0 .5

287.0

349.3

-62 .3

29,532

長崎県

実測

推計

差

12.0

8.5

3.5

16.0

14.ぴ

2.0

129.O

lO8.1

20.9

7.0

7.1

-0 .1

91.0

87.0

4.0

21.0

1&5

2.5

171.O

l65.2

・5.8

38.0

34.8

3.2

8.0

7.6

0.4

23.0

11.4

11.6

17.0

7.8

92

51.0

42.7

8.3

40.0

34.4

5.6

52.O

lO.7

41.3

676.0

557.8

118.2

190,339

注:北 海 道 は宗 谷 地 区 にお け る過 疎 地 域,他 は全県 の 過 疎 地 域 を対 象 と して 集 計 し た。

x2は 全 国 平 均(推 計 値)を 期待 値 と した場 合 の値



1.3医 療 資 源

保 健 ニ ー ドを満 たす た め に は 医療 資 源が 必 要 で あ る。 医療 資源 は物 的 資源 と人 的 資 源 に わけ られ

る が,僻 地で まず 問 題 に な って い るの は 人 的 資 源,と くに 医師 と保健 婦 で あ る。

物 的 資 源 に関 し て は あ ま りデ ー タが な くそ れ に っ い て十 分 に 考 察 をす る ことが で きな い。 従 っ て

この 点 に関 して行 な うべ き こ とは,ま ず デ ー タの 収 集 で あろ う。

無 医地 区 化 す る とい う現 象 は,過 疎 化 現 象 が医 師 の 世 界 につ いて も起 こった もの とみ る こと がで

きる。 経 済 的側 面 か らの み 見 る ことは 必 ず し も正 し くな いが,わ が 国 の 医療 が い わ ゆ る開 業 医 制 を

と って い るの で,過 疎 化が 進 め ば経 営 的に も成 り立 た な くな る。 従 っ て 医師,あ るいは 他 の 医 療 従

事 者 が,地 域 外 に 流 出 す る こ とは 当然 の 結 果 で あ る。

厚 生 省 の 無 医 地 区 の 定 義は 「人 口,面 積,地 勢 お よ び その 地 方の 辺 地 か らみ て,医 療 機 関 の 設 置

を 必 要 とす る地 域 で,お お む ね 半 径4キ ロ メ ー トル の 区 域 に50人 以 上 が居 住 し て い る 地 区 」

で あるが,こ の無 医 地 区 を 実 に第1種 か ら番3種 ま で分 類 して お り,そ の 分類 に は 経 営 的 側 面 が 考慮

され て い る。

第1種 は,当 該地 域 に お け る交通 機 関 の 関係,ま た は地 理 的 事 情 か ら,そ の地 域 に 医療 機 関 が な

くて も,も よ りの 医療機 関 を容 易 に 利用 す る こと が 可能 であ るため,と くに支 障 が な い と認 め られ る

地 区 。

第2種 は,・人 口,面 積,地 勢 お よ び 交通 の状 況 か ら医 療 機 関が 設 け られ て も,そ の 経 営 が 事 実 上

困 難 と認 め られ る地 区。

第3種 は,人 口,面 積,地 勢 の 状 況 か ら医 療機 関 が 設 置 され れ ば,そ の経 営 は可 能 と み と め られ

る地 区 で あ る』

表1-5は この分 類 に もとつ い た昭 和33年 と昭 和41年 の 無 医 地 区 数 で あ るが,第2種,す な

わ ち 経 営 的 に 成 り立 た な い地 区 の無 医 地 区 化 が と くに 激 し い こ とは,上 述 の 観 点 を うらづ けて い る 。

な お,最 近(昭 和46年1月 お よび 昭和48年5月)の 無 医地 区 調査 に よれ ば,そ の総 数 は,2,473

カ所,2,044カ 所 と,そ れぞ れ前 回 調査 よ り減 少 してい るが,依 然 と して高 い水 準 で あ る ことに は

変 わ りがな い。

表1-5無 医地 区数 の 推 移

年種 別 昭和33年 昭和41年

第1種

第2種

第3種

416

656

112

613

2,186

121

計 1,184 2,920
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ま た僻 地 とい われ る地域 で は 人 口対 医 師数 の比 が 小 さ く な り,従 って 医師1人 あ た りの人 口は 都

市 部 の2倍 に近 い こ とが 多 い。 一方 人 口 密度 は 低 い わ けで あ るか ら,往 診 な どの場合 医 師 に対 す る

負担 は大 き くな る。 こ の こ とは 患 者 に とって も同 じで,成 人病 の 患 者 で も通 院 し きれ な い場 合 が 多

い。患 者 の ケ ア ーは 本 質 的 に専 門 知 識 と技 術 を持 った人 に よ っ て行 な わ れ な け れ ば な らな いの で,

僻地 にお け る保 健 婦 の 活 動 に対 す る期待 は は なは だ大 きい 。

全 国 的に 保健 婦 の数 をみ る と若 干 な が ら増 加 しつ っ ある現 状 で あ る。 しか し過 疎 地域 に お け る保

健婦 の 充 足は 必ず し も十 分 で は な い。

保 健婦 の 活 動 内 容 も事 務 的 な もの の比 重 が大 き く,家 庭 訪 門 等本 来 の 期待 され て い る業務 に 十 分

な時 間 が さけ な い状 況 で あ る。

ま た 保 健婦 の 教 育体 制 に も問題 が あ る。 多 くの 保健婦 が 臨床 経験 が 十 分 で な く,期 待 され る業 務

内容 に 十 分 熟達 で き な い者 もで て くる可 能 性 が大 きい 。

2.僻 地 医 療 改 善 の 方 策

無 医 地 区 の増 加 と い う ものが,過 疎 化 とい う,社 会,お よ び産 業 構 造 の 基 本 的 な 変化 に 起 因 して

い る とす れ ば,そ の 抜 本 的 な対 策 と い う もの もそ れ に 見合 っ た総 合 的 な もの でな けれ ばな らな い。

すな わ ち生 活 環境,産 業 基 盤 の 整 備か ら行 な わ れ な け れ ばな らな い。

そ の た めに 国お よ び地 方 公共 団 体 に よ って それ ぞれの 行 政 的 努 力 が は らわ れ て きた 。 これ につ い

ては 第4章2節 に おい て詳 述 さ れ るで あ ろ う。

これ らの施 策 は 長 期 的展 望 に お い て,そ の効 果 が 期待 さ れ る もの であ る。 しか しな が ら現在 の 段

階で み るか ぎ りに おい ては,無 医 地 区 の 減少 を もた らすに は 至 っ て い ない 。

経 済 的な イ ンセ ンテ ィブ のみ に よ って は 医師 を 確保 で きない し,包 括 医療 の 「 一 ドに対 して応 え

得る もの で な い こ とが 明 らか とな っ た現 在,医 療 サ ービス体 制 の 問 題 と して 根 本 的 な検討 を 必要 と

して い る。

医 療 サ ー ビス体 制 の 問題 は きわ め て根 の深 い問 題 で あ って,お そ ら くわ が 国に お いて も近 い将 来

に一 つ の 研 究領 域 とな る で あ ろ う。 僻地 医 療 の 問題 もそ の よ うな 領 域 の 中 で 研 究 され るべ き もの で

あ るけ れ ど も,一 方で は現 実 の 問題 に 当 面 した場 合 に は,早 急 に な ん らか の対 策 を 講 じ て行 か な け

れば な らな いの が 僻 地 医 療 の 問 題 で もあ ろ う。 しか しそ の際,行 な われ る施 策 の 方 向 は ,理 想 へ 向

って の確 実 な 一歩 でな け れ ばな らな い。

現 在 医 療 の中 に起 こ りっ つ あ る変 化 の 一つ は,個 人 の 包括 的な ケ ア ー を目 的 に した,い わ ゆ る一

次医 療 と,専 門 分化 し た医 療 を 目的 と し た三 次医 療 へ の分 極 であ る 。一 次 医 療施 設 はわ が国 に お い

ては 一 般 診 療所,三 次 医 療 施設 は 大 学 あ る い は専 門病 院 とい う こ と に対 応 づ け られ て い る。 ま た そ

の 中 間 と して一 般入 院 医 療 を 二 次 医療 とい う もの を 考 え るの が世 界 的 な 傾 向 で あ る。

WHOの ブ リ ッ ジマ ンは三 次 医 療施 設 が 成立 す るため の 人 口 規 模 と して100万 人 を 考え た が ,

r--11一



己 れ は わ が国 で 一県 一 医科 大 学 が 実現 す る と,奇 し く も一致 す る こ と にな る。

ここ で 医 学,お よ び新 しい 医療 技 術 の進 歩 が 最 も積 極 的 に行 な わ れ るの は 三 次 医療 施 設 で あ り,

それ らの 実 践 をす る のが 一次 医 療 であ ると すれ ば,当 然 そ の間 に 知 識 ・技 術 の 勾 配 が 出 現 す る こ と

に な り,そ れ を 可能 な か ぎ りゆ る やか に し て行 く ことが 必要 そ あ る。 これ も と り もな お さず.医 師

の 生 涯 教 育 とい う こ とで あ るが.医 療 シス テムが この よ うな機 構 を持 って い る こ とは本 質 的 に 重 要

な こ とで あ る。 別の 見方 か らすれ ば医 療に 経 済 以外 の もう一 つの インセ ンテ ィブを よ り大 き くす る と

い うこ とで もあ るか らで あ る。

ブ リ ッ ジマ ン らは,は じめ 医 療施 設 の ハ イア ラー キ構 造 を提唱 した と きに は,末 端 の 医療 施 設 に

19)

来 た患 者 を その 診 断 ・治 療 の 困 難 さに応 じて,よ り上 の レベ ルの 医 療 施 設 に 移 す こ とを 考え て い た 。

しか し後 に この 考 え方 は 必 ず し も現 実 的 に は な い ことを認 め て い る。 な ぜ な ら,患 者 自身 も移 動 し

よ うと しな い し,ま た医 師 達 も患 者 を 移 動 させ よ うと しな い 傾向 が認 め られ たか らで あ る。 すな わ

ちそ れ ぞ れ の医 療 機 関 は 自己完 結 性 を持 っ てい る とい う ことが で き よ う。20)こ の よ うな 現 実 に 対

す る彼 等 の 提案 す る対 策 は.む しろ医 療 側 が 動 け と い うこと,お よ び それ を受 け入 られ る よ うな 人

的 組 織 を 日頃作 って お くべ き で ある と い う こ とで あ る。

僻 地 に お け る医 療 も,こ の よ うな 医 療 シ ステ ム の一 部 と して 考 えて は じめ て 解決 の 可能 性 が 期待

され るで あ ろ う。

しか し現 在 のわ が国 に お いて,発 達 し た情 報処 理技 術 を前 提 に 考 え る な らば.こ の よ うな 医 療 シ

ス テ ムの 発 展 の た めに 多 くの 技術 の 利 用の 可能 性 が 存在 す る。 ま た,そ こで医 療 機 器,あ る い は そ

の他 の技 術 が な ん らか の 形 で役 割 が期待 され るな らば,そ れ らは 鋭 意研 究 され て 然 るべ きで あ る。

僻 地 に お け る包 括 医療 の 早急 な実 現 は 不 可能 と して も、 その 方 向へ 進 ま ね ば な らな い と すれ ば.

こ うし た機 器 シ ス テムへ の期 待 は 大 きい とい え よ う。

3.諸 外 国 に お け る 現 状

医療 あ るい は 僻 地 医 療 に お け る機 器 シ ス テ ムの 役割 は.諸 外 国 に お い て もそ の 重 要 性 が 認 め られ

て,す で に い くつ か の 試 み が行 な わ れ つ っ あ る。 ア メ リカに お い てはNASAの 宇 宙 技 術 を応用 して,

'
移 動 す る 診療 ユ ニ ッ トと セ ン タ ーを無 線 に よ る情 報 シ ステ ム で結 び 僻 地 の 医 療 対 策 と し て研 究 開

発 さ れ っ っ あ る。

テ ネ シ ー州 で は テ ネ シー 渓谷 の 自然 開 発 の ため に.劣 悪 な環 境 に移 住 して きた人 々の 健 康 管 理 を

中 心 に 種 々の 機器 シ ステ ムが現 実 に稼 動 し.効 果 を上 げ て い る。

バ ーモ ント,ニ ューハ ンプシ ャーの 二つの 州 の28マ イ ル 離 れ た医 療 施 設 の 間に は専 用 の テ レ ビ ジ

ョン ニシス テ ムが 設 置 され.主 に 教育 的な 目 的に 試用 され て い る。

ミズ ー リ州 ではRMP(RegionalMedicalProgram)と して.総 合 健 診.生 涯 教 育..心 電 図

自動 解 析 等の 多 くの 試 み が な さ れた 。
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また ス ウ ェーデ ンに お い て も,各 カ ウジ テ ィごとにそ れぞ れ の医療 情報 シス テ ムを実 験 中で あ る。
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第2章 医 療 機 器 シ ス テ ム 開 発 の プ ロ ジ ェ ク ト

↓

.第1章 にお い て は,日 本 に お け る医療 の 現 状 を と くに 僻 地 に 重点 をお い て概 観 し た。

本 章 にお い て は か か る医 療 の 現 状 を 改善 す る上 で,工 学 的技 術 や ソ フ トテ ク ノ ロ ジ ーが どの よ う

に 貢 献 し得 るか に っ い て検 討 す る。 そ の 上 で後 節 に お い ては
,か か る可能 性 を 実施 に 移 す.ヒでの モ

デ ル プ ロ ジ ェ ク トの あ り方 にっ いて,考 察 を 進 め る こ とにす る。

1.医 療 サ ー ビ ス 改 善 の 技 術 的 可 能 性

医療 の 改 善 の ため に は,医 療 制 度 や医 学 教育 の 改 善 をは じめ として,社 会 福祉 お よ び 社 会 保 障 の

充 実な ど国 の総 合的 な施 策 が 必要 であ るこ とは い うま で もな い。

しか し,こ れ らの 問題 は 一 つ 一つ が 複 雑 困難 な 問題 を 内包 してお り
,即 座 に 解 決 され る性 質 の も

の で は な い。

これ らの 問題 の解 決 の た め に これ ま で に も多 くの努 力 が注 が れ てきた し
,今 後 も こ う した努 力 は

続 け られ る であ ろ う 。

しか し こ こで は 最近 の 発 達 した科 学 技 術 や,技 術 的 な 側面 か ら も,医 療 の 現 状 の 改 善 に 対 しなん

らか の貢 献 を な し得 るの で は な い か と考 え て調 査 研 究 を進 め た。 ・

現 在 で も医 療 の 世 界 で は 多 くの 工 学技 術 や 機 器 が 使用 され て い る。

か か る科 学 技 術 を とり入 れ る こ とに 医 学 は これ ま で に も著 し く貧欲 で あ った 。従 っ て最 近 の 発達

した情 報 処 理技 術,い わ ゆ る ソ フ トテ ク ノ ロ ジ ー等 が,医 療 の 世 界 で も貢 献 し得 る と考え る こと は
,

あ なが ち無 理 な こ とでは な い 。

この よ うな 発 想 から 最近 い わ ゆ る 「医 療 の シ ス テ ム化」 とい う ことが叫 ば れ て い る。 た とえば 救

急 医療 の シ ス テム化,僻 地 あ るいは 無 医 地 区 を含 む 地域 医 療 の シ ス テム化 や 健康 管 理 シス テ ム
,ホ

ス ピタ ル ・オ ー トメ ーシ ョン ・シ ス テム等 を 実 現 す る こ とな どで あ る
。

この よ うな 医療 の シ ス テ ム化 が 真 に 有効 な もの とな り得 るか 否 か は ま だ多 くの 日時 をか け た検 討

が 必要 で あ るが,医 療 の 場 に お け る各 種 資 源 の 有 効 な 利 用 が図 られ
,現 状 に お け る医 療 サ ー ビスの

改善 になん らかの貢献 をす'る こ とが 可能 に な る もの と考 え られ る。

この 医 療 の シス テ ム化 に 結 集 し得 る分野 と し ては ,こ こ数年 来 著 しい進 歩 を とげ て きた 医 用 電 子

工学 を中 心に 医 学,生 化 学,生 体 工学,計 測 工学 ,通 信 工学,さ らに は,こ れ らを体 系 化 す る意 味

で の 情 報 処 理 技 術 があ げ られ よ う。

この よ うな技 術 的な 可能 性 を,前 に 述 べ た よ う な医 療の 現状 を 考 えて,僻 地 医療 の 改善 の た め に

・応 用 す るの が本 調 査の 趣 旨 であ る
。

ム15r



かかる技術が僻地医療の改善に役立ち得 ると考えられる根拠は次の二つにある。

① 僻地における医療環境の改善

② 限 られた医療資源の有効な利用

以下これについて述べる。

1.1僻 地 にお ける医 療 環 境 の 改 善

僻地における医療の問題 の多くは,く り返すまでもなくそこにおける医師の不足に起因している。

したがって僻地の医療に従事する医師を大量に養成すれば僻地医療の問題は解決できるかのような

感を与える。

しか し,現 実 に僻 地 医 療 の 実題 を み る とき,問 題 は それ ほ ど単 純 で な い こ とが 明 らか で ある。 す

なわ ち,現 在 で も都会 に は比 較 的 多 くの 医 師が 存 在 す るが僻 地 に は少 な い。 この よ うな 医 師 の地 域

的な 偏 在 と い う事実 を 考 慮 しな いで は,た とえ 医師 を大 量 に養 成 した と して も問題 の解 決 に は 繋 が

らな い。

な ぜ,医 師 が 僻 地に 赴 こ う と しな いの か,こ の 理 由 を具体 的 に分 析 し てみ る こ とに よ り,こ の 問

題 の 解 決 の い と ぐち が 見い 出せ る。

こ れ まで 僻 地 に 赴 き,そ この 医 療 に あ た っ た経 験 の あ る医 師 の 言 葉 に,「 僻 地 で は 医療 の進 歩 と

は 隔絶 さ れ た形 で医 療 を行 な わ ね ばな らな い 。 これ が い ち ばん の悩 み だ。 」 とい うの が あ る。 これ

を一 言 で 表 現 す れ ば,"医 師 に とって の 医 療 環境 の 不 備"と い う こと が で き よ う。

今 日の 医療 が 医師 と患 者 との 人間 関係 の うえに 成 立 し てい る こ とは疑 問 の余 地 がな い。 しか し,

医師 は そ の 医 師 個 人 の 医学 的知 識 や技 能 を駆 使 し て診 療 に あ た って い るが,そ れ ばか りで はな く,

医師 は そ の周 囲 に あ る医 療 環 境 を さ ま ざ まな形 で 利 用 しつっ,こ れ を行 な ってい る。

た と えば 検 査 セ ンタ ベ の 検 査 の依 頼,最 新 医 学 情 報の 取 得,医 師 ど うしの 相 談,自 らの診 療 機

関で は 診 療不 能 な 患者 を 上 位 診 療機 関 に 紹介 す る こ と,保 健所 等 の 予 防 医療 活 動 との 連 繋 等 であ る。

今 日の 分科 し,専 門 化 した 診 療 の な か では,こ う した医 療環 境は 医 師 個 人 の診 療 行 為 と 同等,あ

る いは それ 以 上 の 重要 な 役 割 を担 って い る。

この よ うな 医療 環境 が 整備 され てい な い場 所 で診 療 を行 な う医 師 は,あ たか も道 具 を持 たな い大

工に も た とえ られ よ う。

こ う した悪 条件 に もか か わ らず,僻 地 の 医療 に 一生 を捧 げ る覚 悟 で僻 地 に 赴 い た医 師 は,こ れ ま

でに も決 し て少 な くは な い 。 しか し,こ れ ら僻 地 に 赴 任,あ る いは 開業 した 医師 に対 して,そ この

住民 は,い った い どの よ うに 接 し た であ ろ うか 。住 民 の 多 くは,日 常 の 軽 い病 気 や け が の 際に は,

これ らの医 師 を訪 れ るが,ひ とたび症 状 が 重 い と感 じ る と,そ の 医師 を た の ま ずに,わ ざわ ざ遠 く

の大病 院 な どに 診療 を求 め に行 く。 この よ うな場 合,僻 地 の 医師 は失 望 し,つ い には 永 久 に そ こを

離れ,都 会 へ と去 っ て行 く 。
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この よ うな例 は,こ れ まで に も数 多 くみ られ た が,だ か らと い っ て,あ な が ちそ の 住民 達 を責 め

る こ と はで きな い 。 な ぜ な ら,僻 地 に よ い医 療 環 境 が 存 在 しな い こ と,そ の た めに十 分 な 診 療 を行

な え る体 制 にな い こ と を住 民 自身 が 知 ってい る た め と もい え るか らで あ る。

この よ うに 考 える と,僻 地 の 医 療の 改 善 に は僻 地 に よ い医療 環 境 を作 り,医 師 が 十分 な 診 療 を行

な え.るよ うに し,ひ い ては 医 師 と患者(住 民)と の 信頼 関係 を確 立 す る こ とが 最 も重 要 で あ る と思

われ る 。

この よ うな 環 境 を 作 れ ば,医 師 は,た とえ僻 地 で あ ろ うと安 心 し て赴任 す るで あ ろ う。

こ うした 都会に も劣 らぬ 医 療環 境 を 作 るこ とは 地 理 的悪 条 件 を持 つ僻 地に お いて は,容 易 では な

い6

しか し,こ こに こそ 工 学 あ る いは 技 術 の 貢 献 し 得 る分 野 が あ り,僻 地 の住 民 に そ の進 歩 の 恩 恵 を

医 療 とい う最 も身近 な形 で もた らす こ とが で き るの で あ る。

[

1.2医 療 資 源 の 有 効 利 用

これ まで の僻 地 に お け る医 療 の改 善 の た め,よ い 医 療 環境 をっ くる こ との 重 要 性 を 述 べ た が,さ

らに も う一 つ の 重要 な 問題 が あ る。

現 在,僻 地 では あ って も幸 い に して,医 師 を 得 てい る ところ もあ る。

しか し,こ の よ うな と こ ろ であ って も住 民 の 医 療 サ ー ビス に対 す る不 満 は解 消 され て いる とは い .

えな い。 そ れ は専 門科 医師 の 診療 を受 けた い とい う要 望 が あ るか らであ る。

一般 に
,こ の よ うな と ころ で診 療 に あ た る医 師 は 内科 ま たは 外 科 の 医師 であ る。 これ らの 医 師 は

広 い診 療領 域 を も ってい る とは い っ て も,今 日さ ま ざ まに わ か れ て い る専 門科 の すべ て に 対 応 す る

こ とは,実 際 上不 可 能 で あ る。 そ の 結果,た とえ ば 耳鼻 科,眼 科,皮 膚科 と い った 専 門科 医 師 へ の

住民 の 要 望 が 満 た され な い こ とに な る。

この よ うな 専 門科 医 師 を,前 に 述 べ た よ うな医 療 環 境の 整 備 に よ って常 駐 させ る こと がで き るで

あ ろ うか 。

答は 当然 な が ら否 であ る。 それ は,こ れ らの 医 師の 数 は僻 地 に 常 駐 して診 療 に あ た れ る ほ ど多 く

は な く,仮 りに 常駐 した と し て も対象 とす る患者 はそ の 専 門 医 が フ ル タイ ムで 診 療 に あ た る ほ ど 多

くは ないか らで あ る。

以 上 述 べ た こ とが ら は 一つ の例 であ るが,こ の よ うな こ とを 考 え る と僻 地 医療 の 改善 に は,ど う

して もそ の対 象 を 都市 部 ま で を含 め た 大 きな 単 位 で抱 え る必 要が で て くる。 そ の 上 で,そ の な か で

の 限 られ た 人的,物 的 資 源 を いか に有 効 に利 用 す る か,と い う命題 の解 決 を図 らな けれ ば な らな い 。

この よ うな 問題 に対 して は,こ れ までに も巡 回診 療 等 が あ る が,こ れ らは 必ず し も系統 的 に 行 な

われ て きた とは い え な い。

、 そ こ で,こ れ らを さ らに整 備 強 化 す る と と もに,一 定 の 体 系 の もとに 総 合 的か つ 計 画 的 に 医 療
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資源 の有 効 な 利用 を図 る こ とが 必 要 と な っ て くる。

こ の よ うな 問題 に対 し て も新 しい 工 学 技 術 の 貢 献 す ると こ ろ は大 き な もの が あ る。

そ して,さ ら に これ らの 工学 技 術 を総 合 化 し,体 系 化す る ことが 可能 で あ れ ば,そ の もた らす 効

琴は,は るか に大 きな もの とな る で あ ろ う。

2.医 療 機 器 トー タ ル シ ス テ ム

前 節 に おい ては,僻 地 を モ デ ル と して 医療 の 改 善 の た め に工学 技 術 が 貢 献 し得 る可 能 性 に っ い て

述 べ た。

本節 で は,こ の可 能 性 を 実施 に 移 す こ と を 想定 した場 合,ど の よ うな ア プ ロ ーチ を と る ことが 妥

当で あ るか に っ い て検 討 す る こと に す る 。

2.1開 発 の た め の プ ロ ジ ェ ク ト

これ ま で の 考察か ら明 らか な よ うに,こ こで想 定 した 種 々の技 術 を医 療 に 応 用 して い くに は,個

々の技 術 あ るい は,機 器 単位 で は 限 界 があ ることが考 え られ る。通 信技 術,医 療 機 器,映 像技 術,情 報

処 理技 術 等 を互 い に連 繋 させ,総 合化 す る こと に よ って,個 々の技 術 単 位 で は な し得 な か った 可能

性 が で て くる こ とは他 の分 野 の 応 用 を 考 え て も明 らか で あ る。 こ こで は仮 りに こ うした 総 合 的 な技

.術 の結 集 した もの を,「 医 療 機 器 トー タル ・シス テ ム」 と名 づ け る こ と とす る 。

しか し,こ うした 「医 療機 器 トー タ ル ・シ ステ ム」 を実 現 す る こ とは,個 々の 医療 機 関 の 努 力 で

は もは や 不可能 であ る。 こ の ため には 何 らか の組 織 の 下に,わ が国におけ る英 智 と技 術 を結 集 し,そ

の 実現 を め ざす他 は な い。 す なわ ち,こ こ に一 つ の 「プ ロ ジ ェ ク ト」 が必 要 と考 え られ るの で あ る。

従 って,こ の調 査研 究 に お いて は,こ の よ うな プ ロ ジ ェ ク トを想 定 し,こ の プ ロ ジ ェ ク トの 下 に

か か る 医療 機 器 シ ス テムの 開発 が行 な わ れ る こ とを想 定 し て,調 査研 究 を行 な った 。

2.2調 査 研 究 の 進 め 方

この 調 査 研究 の全 体 的 な 進 め方 に つ い て は,図2-1に 示 す よ うな ス テ ップに よ って,こ れ を 行

な った。 す な わ ち,

第1のstepに お い て は,ま ず プ ロ.ジェ ク トの 性格 につ い て 考察 を進 め,次 い で,こ の 性格 の も

とに 開 発 すべ き医療 機器 システ ム の 基 本 的 な 設 計 を作 りあ げ た 。

第 ・の ・t・pe・おいては・ ・う亘 医繊 齢 ステム稜 駈 る上での綱 条件1こなると思われ

る事 項 を で き 得 る限 り詳 細 に検 討 した 。

第3の 、t。pe・お い て は,第1・ 第2の ・t・peこお い て調査 した結 果 を,モ デル地 区 を想 定 し て・

こ こに あ ては めて 設計 し てみ た 。 この 過程 で 得 られ た 種 々の 問 題 点 につ い て は,第1・ 第2の

stepに 還 元 し て検 討す る と 共に,現 在 考え 得 る解決 案 に つい て も検 討 を 重ね た。
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図2-1調 査 研 究 の ス テ ップ

第4のstepに お い て は,将 来 これ を実施 す るこ とを考 え た と きのプ ロ ジ ェク ト管理 の手法,評 価

の手 法,運 営 の手 法等 につ い て概 観 し,ま た 種 々 の代 替案 として,上 記 第3のstepで と りあげ た地

区以 外 の僻 地 にお い て検 討 され た もの を と りあ げた。

ま た,こ れ らのstepと 並行 して,現 状 に お け る医用機 器 の 使用,開 発 の状 況 を調 査 し,そ の動 向

を探 ぐる うえ での 手 がか りと した。

■

■

3.医 療 機 器 シ ス テ ム の 基 本 的 性 格

本 節 で は 前節 で述 べ た プ ロ ジ ェク トで 開 発 す る医 療 機 器 シス テ ムの 基 本 的 な性 格 に つ い て 考 察 す

る。

か か る プ ロジ ェ ク トを 実 施 す るに あた っては,さ ま ざまの ア プロ ーチの 仕 方 が あ る もの と思 われ

る 。例 え ば 医療 のみ な らず 行 政 か ら医 学 教 育 等 ま で含 め て,ま ず 何 をな す べ きか を考 察 す る と い っ

た ア プ ロ ーチの 方 法,ま た わ が 国 の 僻 地 医 療 を平 均 的に 改善 す る た めに は どの よ うに 技 術 を 利用

す るか を検 討 す る,と い った ア プロ ー チ の方 法 等 々 で あ る。
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これ らの アプ ロ ーチの 方 法 は,い ず れ も,目 標 は 同 一で ある筈 で あ り,最 終 的に は 一致 しなけ れ

ば な らな い。 しか し,種 々の制約の 故に, .異なった ア プ ロー チの 方 法 が で て くる ζと も当然 で あ ろ う。

・ここで は
,本 プ ロ ジ ェク トの もっ 性 格 を考 え て,こ こで 開発 す る機 器 シ ス テ ムの基 本的 な性格 を 次

のよ うに 規 定 し て,調 査 を進 め る こ とに した。

① こ こで 開 発 さ れ る機 器 シ ス テムは,一 つ の モ デル ・・シ ス テム で あ る。

② ここで 開発 され る機 器 シ ス テム は,医 療 を技 術 的 な側 面 か ら補 助 す る ことを 目的 とし て い る

もの で あ り,医 療そ の もの の シ ス テ ムで は な い 。

③ こ こで開 発 され る機 器 シス テ ムは,単 に複 数 の機 器 を組 み 合 わ せ た もの で な く全 体 が一 つ の

ま とま りを もっ総 合 シ ス テ ムで あ る。

④ こ こで開 発 され る機 器 シ ス テ ムは,開 発 の み で な く,最 終 的 に は実 地 に 設置 され,評 価 され

る もので あ る。

以 下 に この 項 の 意 味 に つ き概 説 す る。

(1)モ デル シス テムで あ る こ と。

僻 地 医療 の 改 善 の方 法 と して は,ま ず全 国 の僻 地 の 実態 を 調 査 し,そ の すべ ての 僻 地 の 医 療

状態 を 改善 す るよ うに 企 て る こ とが 最 も標 準 的 な方 法 で あろ う。

しか し,本 プ ロ ジ ェク トでは この よ うな ア プ ロ ーチ は想 定 し ない 。 す な わ ち・ あ る 限 ら れ

た モ デル 地 区 を 定 め,そ の 場 所 にお い て 従来 の 方 法 に加 え て新 し い技 術 的方 法 を用 い,医 療 の

改善 を 試 み よ う とす る もの で あ る。 そ れ は 次の よ うな 理 由か ら で あ る。

① 隈 られ た期 間 と限 られ た 資 金 で行 な うプ ロジ ェク トで あ る こ と。

② 現在 あ る方 法 では 僻 地 医 療 の改 善 に 限界 が あ る と い う認 識 に た ち,新 し い技 術 的 な 方 法 を

見 出す こ とを一 つ の 目的 と した プ ロ ジ ェ ク トで あ る こ と。

この機 器 シ ステ ムの 性格 を この よ うに 規定 す る こ とに よ り,以 下 に 設計 す る シ ステ ムの 特 徴

が い くつか 浮 びあ が って く る。 す なわ ち,こ の シ ス テ ムは一 つ の 限 られ た地 域 を対 象 とす る も

の とい う点 で あ る。 こ の サ ー ビス地 域 の 範 囲 を どの位 の 大 きさ に す るか に つ いて は,後 に 詳 細

に検 討 す るが,い ずれ に して も全国 の 全 ての 僻地 の 医 療 を 一挙 に 技 術 的 に 改善 しよ う とす る も

の で は な い。 しか し,幸 い に して,こ の プ ロ ジ ェク トが 実 施 に 移 され,効 果 が 認 め られ た上 でジ

全 国 に 普及 す る こ とに なれ ば,そ れ が この プ ロ ジェ ク トの 最 も大 きな 目 的で あ る こ と はい うま

で もな い 。

さ て,モ デル シ ス テ ムで あ る ことか ら派 生 す る もう一 つ の 特 徴 は,こ こで 開発 され る第1号

の機 器に 対 し て,医 療 実 施 に 際 しての 費 用/効 果 の 考え 方 と は 別 の 考え 方に た って 投 資 を行 な

う必 要 が あ る と い う点 で あ る。 す なわ ち,す でに 述 べ た よ うに,こ の プ ロ ジェ ク トは 新 し い技

術 の 可能 性 を 試 す もの で あ る の で,こ れ に必 要 と され る費 用 は 開発 研 究 費 的 な1もの とな る 。 従

って,こ こで の 開 発 費 が 一見 現 在 の 医療 費 の 概 念 か ら大 き くは み だす よ うに 見 え て も,こ の プ

一20－

i



も

q

ロ ジ ェ ク トと して は 許 容 す べ き もの と 考 え られ る。

た だ しか か る シス テ ムが実 際 に完:成 し,普 及 の 段 階 に至 れ ば,現 在 の 医療 体 系 の 中 で の 費 用

/効 果 の 問 題 は 真 剣 に 検討 さ れな け れ ば な ら な い。

② 医 療 を補 助 す るもの であ る。 ・

医 療 機 器 シ ス テ ムは,決 して現 在 の医 療 供 給 体 制 を根本 か ら変 更 す る こ と を目的 と し た もの

では な い。

現 在 の 医 療 供 給 体系 は,多 くの歴 史 的事 実 と行 政 そ の 他 の複 雑 な 現状 の 上 に成 立 し た もの で

あ るか ら,こ れ を根 本 的 に 変 更 す る こと は,当 然 の こ とな が ら行 な うべ き で は な くま た実 際 的

に も不 可 能 であ る。 く り返 し述 べ る ごと く,こ の機 器 シ ス テ ムは,か か る 医 療改 善 へ の一 つ の

アプ ロ ーチ と し て,技 術的 側 面 か ら現 在 の 医 療 に 貢献 しよ うと す る もの で あ る。

(3)総 合 的 な機 器 シ ス テ ムで あ る こと。

医 療 の 分野 へ の工学 技 術 の 導 入 は 現在 もか な り進 ん でい る。 とくに大 規模な病 院 等においては

その 診 断 治 療 の場 を み わ た す と,必 ず 多 くの機 器 類 が 目 に と.まるで あ ろ う。

しか し,こ れ までの機器は,と もすれ ば それ ぞれ が 独 立 した機 器 で あ り,個 々の 機器 単 位 で医

療 に 用 い られ て きた とい え る。

ここで 目 的 と して い るのは,こ の よ う な個 々の機 器 を開 発す る の では な く,多 くの機 器 が 一

体 とな っ た一 つの 機 器 シス テ ム を作 りあ げ る こと にあ る。 こ の よ うな機 器 シス テム を 想定 す る

こ とに よ り,こ れ ま で 個 々の機 器 単 位 で は行 な い得 なか った よ うな 新 し い効 果 が 出 現 す る こ と

を期 待 して い る の で あ る。

(4)評 価 まで を含 む プ ロ ジ ェ ク トで あ る こと。

第4の 特 徴 は,こ れ を設 置運 営 し て評 価を行 な う ことま でを含 ん で い る プ ロ ジ ェク トで あ る

こ とで あ る。

か か る総 合 的な 機 器 シス テ ムは 設 置 され運 営 され て こそ は じ めて その 意 義 が生 まれ る もの で

あ っ て,単 に 開 発 す る ことの み に終 っ ては な らな い。

従 って こ こで 開 発 され る 機器 シ ス テ ム は,実 際 の 場 に設 置 され るこ と を常 に想 定 しつ つ そ の

設 計 調 査 を進 め て いか な けれ ばな らない 。

以 下に 述 べ る本 調 査 研 究 も,こ の よ うな 考 え方 か ら,実 際 の場 を 常 に想 定 し,そ の場 にお い

て機 器 の 開 発 を 行な う こと とし て調 査 を 進 め た の で あ る。

ま た 第1の 特 徴 と して 述べ た モ デル で あ る とい う意 味 か ら もその 評 価 は と くに 重 要 で あ る。

か か る大 規 模 シ ス テ ムは,ア セ ス メ ン トな し に普 及 させ よ う とす るこ とは 害 あ っ て益 は な い 。・

この シス テ ム は それ らの 一 つ の 先 が け と し てあ らゆ る位 置 か らの 厳 密 な 評 価 を受 け る必 要 が あ

ろ う。.これ が,本 調 査 研 究 の な か に と くに 評 価 の 一項 を 設 け た 理 由 な の で あ る。
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第3章 医療 機 器 シ ステ ムの基 本設 計

前 章 ま でに,本 調 査 研 究 にお いて 想 定 した プロ ジ ェ ク ト及 び その プ ロ ジ ェ ク トの中 で開 発 され る

医療 機 器 トー タル シ ステ ム に っ い て の 基 本的 な 考 え方 を述 べ た。

本 章 で は これ を 受 け て,医 療 機 器 トー タル シ ス テムの 基 本 設 計 を行 な う。

この 基本 設 計 に お い て,想 定 した トータ ル機 器 シ ステ ムを まず 概 念 図 と して 示 す な らば,図3-

1の ご と くで あ る。 この 詳 細 は後 に 述 べ るが,こ こで その 大 きな 特 徴 を ま と め る と,次 の よ うに な

る。

① 全 体 を3レ ベ ル の構 成 と した こ と。

各 レベ ルは,そ れ ぞ れ,セ ン タ ー ・サ テ ラ イ ト ・タ ー ミナル と よ ぶ こ とにす る。

それ ぞれ の 機能 は,セ ン タ ーが高 度 の 医療 と コ ンサ ル テ ーシ ョン,サ テ ラ イ トが実 務 の 中 心,

ター ミナ ルが 実 務 の 先端 で あ る。

② この機 器 シ ス テ ムの もつ 機能 は,あ くまで も技 術 面 か ら医 療 の 支援 で あ るが,そ の対 象 は単

に 日常 の 診 療 の み な らず,保 健衛 生 活 動ま で を含 め 次の 七 つ の 分 野 を想 定 した こ と。'

す なわ ち

① 僻 地 の一 般 診療 補 助

② 僻 地 の 救 急診 療

③ 僻 地 を含 む 一 定 地域 の 健 康管 理

④ 医 療 従 事 者 に対 す る コ ンサ ル テ ーシ 。ン

⑤ 僻 地 に働 く医 療関 係者 の生 涯 教 育

⑥ 僻 地 住民 の 保 健 教 育

⑦ 僻 地 医 療実 施 に関 連 す る 物 資そ の他 の 管 理

であ る。

この 他に も,こ の プ ロ ジ ェク ト自体 の運 営 の た めの 機 能 に っ い て も別 に 論 ず る。

以 下 に そ の詳 細 を 記 す 。

1.シ ス テ ム の機 能 お よ び範 囲

1.1シ ス テ ム の 目 的 お よ び 位 置

本 シス テ ム は,こ れ ま で も述べ た よ うに僻 地 な ど 医療 供 給 の 不 十 分 な地 域 に対 し て高 度 の 医 療 を

提供 す る こ と(僻 地 医療)を 目 的 と した もの であ るが,医 療 機 関 そ の もので は な い 。 す な わ ち,本
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シ ス テ ムは,蹴 医療 の 重 要 な構 成 要 素 で あ る医療 機 関 と・ そ の 中 で 働 く医 師 や パ ラ ・デ ・カルの

人 々 の活 動 を 支援 す る こ と を 目的 とす る もので あ り,か つ これ らの 医 療 機 関 と表 裏 一 体 とな って効

果 的 な僻地 医療 を実 現 す る こ とを 目 的 とす る もの で あ る。 ・・,

し たが って本 シ ステ ムの 関 与 す る僻 地 医療 は,あ くまで も既存 の 医療 体 系 の 中 で 行 な わ れ る もの

で あ り,医 療が それ を受 け る 人 々 に と って 効果 的 に行 な われ るべ く本 機 器 シ ス テムが 作動 す るの で

あ る。

上 の 意 味に お け る本機 器 シ ス テ ムの 概 念 図 を図3-2に 示 す。
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本 プ ロ ジ ェ ク トで

開 発 す る 『シ ス デ ム

'

図3-2シ ス テ ムの 位 置 づ け

「

1.2サ ー ビ ス の 対 象

こ こで 開発 す べ きシ ス テム の 規 模 とし ては,す で に第2章 で述 べ た ご とく一 つ の モ デル で あ るこ

とを 考 慮 して,全 国 的 な もの で は な く一つ の地 域 単 位 の もの と す る。 さ らに 本機 器 シス テムの 対 象

は,一 行 政 区域,.た と え ば県 の 全 ての 医 療 で は な く,当 該 県 下 の い くっ か の 僻地 を対 象 と す る もの

であ る。

したが って 本 機 器 シ ス テ ムが 関 与 す る サ ー ビスの対 象は,第 一 義 的 に は当 該僻 地 の 住民 で あ る。

しか しな が ら本 機 器 シス テ ムの 関与 す る僻地 医療 に お い ては,後 述 す る よ うに大 都市 の 中 心 的 医

療機 関 も重要 な 構成 要 素 の 一つ をな して い る。 ま た 当然な が ら僻 地 に利 用 し得 る技 術 は 大 都 市 に お

い て も応 用 し得 るそ あ ろ う。 した が って こ う した 大 都市 周 辺の 医 療 機 関 や住 民 の うち,本 シ ス テム

のサ ー ビスを 希望 す る もの に対 し て は 同様 の サ ー ビス を行 な う こ と.はい うまで もな し'・ま た サ ー ビ

ス対 象僻 地 に 近 い小 都 市 の 医療 機 関 や 住民 に 対 し て も,可 能 な限 り同 様 の サ ー ビス を提 供 す る こ と

を原 則 と してい る。

以 上の 考 え方 を 図3-3に 示 す 。 す な わ ち,図 に お い て,一 つの 行 政 区域,例 え ば 「県 」 を示 す
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もの ζ し,網 目の 部 分が こ の シス デムの サ ー ビ ス対象 区域 で あ る。

これ らの 対 象 区域 力～ 全 て を 含 ん で い ない の は,こ の プロ ジ ェ ク トが モ デル で あ るた め,対 象 区

域 の 人 々と の 合意 の 上に 任 意 加 盟 の 形 で この サ ー ビス が行 な わ れ ると考 え られ るか らであ る。

、

帝 都儒
町 レ 市 ル

村 ベ
ル

匂 〕剛

市
町
村 レ

ベ

ル

僻 地

図3-3シ ス テ ムの対 象地 域

モ デ ル ・シ ステ ム とし て は,僻 地 の 質 的 観 点(離 島 型 ・山間 型 等)か ら2シ ス テ ム以 上 を 考慮 す

る必 要 が あ ろ う。

1.3シ ス テ ム の 機 能

医 療 サ ー ビス機 能

本機 器 シス テ ムが 前 記 の 目 的(第2章 参照)を 遂行 す る ため に 必 要 な 機能 は,次 の7項 目に 分 類

す る こと がで きる。 これ ら は す で に 述べ た よ うに 医 療 行為 そ の もの では な く,医 療 を側 面 か ら補 助

す る機能 で あ る。

① 一 般診 療 に対 す る補 助 機能

僻地 医 療に 直 接 従事 す る医 師 お よ びパ ラ メ デ ィカル の 人 々に対 し,そ の 診療 行為 が 円 滑 に 行

な わ れ るよ うに 補 助 す る機 能

② 救 急 診療 サ ニ ビス ー・ 　

救 急 患 者 が 発生 した場 合 の 連 絡 ・上位 医療 機 関 か らの 指 示 の 伝 達 ・搬 送 ・入院 な どの ア レン

ジ,緊 急 の 検 査 等 を行 な う機能

③ 健 康 管 理

僻 地 の 住民 を 対象 と した 健康 管理 の 実 施 お よ びその 記 録の 管 理

④ 医 療 コ ンサ ル テ ー シ ョン

僻地 医 療 に 従事 す る医 師 に対 し,医 療 上の バ ッ ク ア ップ を 行 な う機 能

⑤ 医療 関 係者 へ の 知識 ・情 報 の 提 供
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∀

医 療 関係者 に対 す る生涯 教 育 の 実 施,最 新の 医 学 情 報 の 提 供 な ど

⑥ 住 民 に 対す る保 健 教 育

僻 地 に お け る医 療 活 動 が 円 滑 に行 な わ れ るた め に必 要 な住 民 に 対 す る教 育 活動

⑦ 医 療資 源 の 管 理

医 療 実施 の ス ケ ジ ュ ー リ ング,医 療 材料 の在 庫 管理

シス テ ム 運 営機 能

一ヒに述 べ た機 能 は,住 民 お よ び医 療従 事者 に対 す る各 種 の サ ー ビス を行 な う医 療上 の機 能 で あ る

が,第2章 で 述 べ た ご と く本 プ ロ ジ ェ ク トは モ デル と して運 営 さ れ,評 価 され る もの で あ るため,

これ に伴 う機 能 が 必 要 で あ る。 すな わ ち,

① シス テ ム全 体 を管 理 す る機 能

本 シス テム と他 機 関 との調整,全 体 の 予 算 ・施 設 ・人事 な ど の計 画 と管 理(プ ロ ジ ェク トの

管理 一 シス テム 開発 中 に必要 な管理 機能),本 シ ス テ ムに対 す る評価 方法 の作 成 お よび 評価 の

実施,そ の他 。

② シ ス テ ム ・サ ポー ト機能 ・

本 シ ス テムに 含 まれ る医 療 機 器 ・通 信 機 器 ・映 像機 器 ・情 報 処 理 機器 ・搬 送 機 器 な ど各 種 機

器 の 保 守,シ ステ ム要 員 の 養 成,そ の 他 。

本 節 の(1),(2)で 述べ た各 機能 の関 連 は 図3-4に 示 す とお りで あ る。

医療関係者
への教育

　

理
療
等

医

原

管
(
資

へ

都
b
の

ス
機
能

ス

救 急 診療

サ ー ビス

　般診療

補 助

図3-4シ ス テムの 各 機 能 の 関連
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2.シ ス テ ム の基 本 構 成

2.1シ ス テ ム の 構 成 と レ ベ ル

本 シ ス テ ムの 構 成 は 僻地 の住 民 に 対 す る都 市 部 よ りの医 療 サ ポ ー トを行 な う ことを 目的 と して い

る の で,そ の 構 造 の レ ベル に よ り次の3段 階 に 分 け る こ とが で きる。 す なわ ち,

① 僻 地 の住 民 に 対 し直接 対 応 す る 施 設。

② これ ら複 数 の 僻地 施 設 を遠 隔 に て統 括 で き る位 置 に あ る施 設 。

③ こ れ らの 市 町 村 レベ ル の 施設 に対 し,コ ンサ ル テ ーシ ・ ンを行な い,高 度 の 医 療 を ア レ ンジ

す る都 市 レ ベル の 施 設 。

で あ る。

これ らの レベ ルを 次の よ うに 呼称 す る。

(a)都 市 レベ ル セ ン タ ー

(b)市 町村 レベ ル サ テ ラ イ ト ・

(c)僻 地 レベ ル タ ー ミナル

さ らに,各 ・ベ ルの 間 で の密接 な 連蜘 まか る ため に,各 種の 緬 機 器・ 贈 機 器・ 情 報 処 搬

器,搬 送 機 器 な どが 必要 とな る。

・ シタ ー!サ テ ラ イ ト,タ ー ・ナル の位 置 お よ び それ ぞれ の間 の 関 髄 示 し た もの が 図3-5で

あ る 。

'
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図3-5シ ス テ ムの構 成 レベ ル

、-29一



セ ン ター

セ ンターは 原則 と し て1シ ス テム1個 で,高 度 の 医 療 水 準 を持 つ 大 学 病院 ま たは 県 庁 所 在 地 の総

,合病 院な どに 付 設 す る。

セ ンタ ーは あ く まで も対 象 地 域 内 の各 レベ ル を統 括 し,高 度 の 医療 の ア レ ン ジ と各 レベ ルへ の コ

ンサ ル テ ー シ ョン を第一 義 とす る。 また,こ の シ ス テ ムの運 営 管 理 は こ こ で行 な われ る。

サ テ ライ ト

.サ テラ イ トは 本 シス テム に お け る医療 上 の 実務 の 中 心 とし て の 位 置 に あ る。

この サ テ ライ トほ 次 の観 点 か ら もその 必要 性は 大 で あ る。

・各 種 医療 資源 の 最 適配 置

・医師 の 定 着 へ の推 進

・伝 送 の 中 継 地

・搬 送 機 器 の 中 継 お よび基 地

・地 理 的 な 条 件 に よ る必要 性

以 上の 条 件 を 考慮 す る と サ テ ラ イ トの 設 置場所 は,一 定 地 域 内 に 実 在 す る僻 地 を統 括 す るに可 能

な市 町 村 レベ ルの 総 合病 院 に付設 され る場 合 と,あ る一 定 地 域 に お け る僻地 の内 部 に設 置 され る場

合 が ある。

今 回 の モ デル ・シ ス テム に お け るサ テ ラ イ トの 設 置 数 は,僻 地の 質 的 な 面 と シ ス テム と し て の評

価の 点か ら考 慮 さ れ る。

ター ミナ ル

タ ァ ミナ ルは 僻 地 住民 と直 接 に 接 す る と ころ で あ る。

タ ー ミナルは 僻地 に設 置 され る のが 原則 で あ り,現 在 医 師 が非 常 勤 で 勤務 して い るよ うな診 療 所

内や,僻 地 の 一般 診 療 所 内 に 設 置 され る。 ま た 必要 に よ って は 新 し く新 設 す る場 合 も考 え られ る。

設 置数 は シ ス テム の 永 続 性,医 療上 の有 効 性,シ ス テ ムと し ての 社会 的,技 術 的 な 評価 な どの 点

か ら決 定 され る こ とが望 ま し い。

以上,各 ・ベル噛 する設置数は・デル地域を縦 し詳艦 計を行なう段階でおのずカ〉ら明らか

にな る もの と思 われ る 。

磯

2.2各 レ ベ ル の 機 能

本 シ ス テ ムは,前 述 の ご とく医 療 上の機 能 と して は 僻 地 を主 な 対 象 地 域 と し,医 療 環境 の整 備,

す な わ ち 一般 診 療 の 改善,救 急 診 療の 改善,健 康 管理 の 効 靴,医 療 関 係者 の 教 育,僻 地 住 民 に対

す る保 健教 育 な どを行 な う もの で あ る。

乙れ らの機 能 は,セ ン タ ー,サ テ ラ イ ト,タ ー ミナル の各 レベ ル に対 し て,次 の よ うに 分 割 す る

ことが 適 切 と 考 え られ る。
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セ ンタ ー 下 位 レ ベ ルに 対 す る コ ン サル テ ー シ ョン機能 お よび 高 度医 療 のア レ ンジ機

能

サ テ ラ イ ト 医療 実 務 機能 の 中 心

タ ー ミナル 上位 レベル か らの 指示 に もとつ く実務 機 能 の 先 端

本 シ ス テ ムの設 計 に あ た っては,上 記 の 僻 地 に 対 す る機 能 の 実現 を はか る ことが 最 も重 要 で あ る

が,そ れ とと もに サ テ ラ イ トお よ び タ ー ミナル周 辺 の 都市 部 に対 して も同 様 の サ ー ビス が必 要 で あ

れば これ を行 な うた め,拡 張 の 可能 性 を配 慮 して お く必 要 が あ る。

セ ンタ ー
,サ テ ラ イ ト,タ ー ミナ ルに お け る主 要 機能 を実 現 す るた め に,各 レベ ル に お い て 保 有

す べ き具体 的な 機 能 を示 し た ものが,表3-1で あ る。

これか ら明 らか な よ うに,医 療上 の 実 務 機能 の中 心 は サ テ ラ イ トに ある。

サ テラ イ トに お いて は,医 療 実務 の ス ケ ジ ュ ー リ ング,遠 隔 装 置 に よ るタ ー ミナル の 医 療補 助,

救急 時 の 判断 お よ び処 理 な どの機 能 が 保 有 さ れ て い る。

セ ンタ ーに は,サ テ ラ イ トの 要求 に もとつ く医 療 の コ ンサ ル テ ー シ ョン ・指 示,高 度 な 医 療 の ア'

レン ジ,サ テ ラ イ ト ・タ ー ミナ ル の医 療 関 係者 に対 す る教 育 な どシ ス テムの バ ッ クア ップ機 能 が 保

有さ れ て い る。

タ ー ミ ナル は 医療 実務 の 最先端 で あ り,サ テ ラ イ ト(場 合 に よっ て はセ ンタ ーか らの こ と もあ り

うる)か らの指 示 に もとつ く医 療活 動,住 民 の 健 康 管 理,住 民 の保 健教育 な ど直接1こ僻 地 の 住民 と

結 び つ い た機 能 が 保 有 され て い る。

な お,そ の 他,コ ン サル テ ーシ ョンと い う意 味か ら,医 療 デ ータの 蓄積 と 高 度 な 解析,最 新 医 療

情報 の提 供 な ど もセ ンタ ーの 保 有 すべ.き機能 で あ り,医 療 実 務 に関 連 して 医 療 デ ー タの 蓄積 と解 析,

医療 資 材 の 在 庫管 理,住 民 に対 す る保健 教 育,タ ー ミナルお よ び サ テ ラ イ ト周 辺 の 住民 の 健康 管 理

な どは サ テ ラ イ トが 保 有 す べ き機 能 とな る。

本 シ ス テ ムは,こ れ らの 医 療 上 の機能 の 他 に も,前 節 で 述 べ た ご と く,次 の 二つ の 機能 を も って

い る。

① シ ス テム 自体 を管 理 ・評 価 す る機 能

② シ ス テ ムを サ ポ ー トす る機 能

この二 つ の機 能 の 各 レベ ルで の分 担 は,同 様 に 表3-1に 示 され る とお りで あ る。 これ らは セ ンタ

ーが 中 心 とな って受 持 つ機 能 で あ るが
,運 営 上,場 合 に よ って は セ ン ターか らの 委 託 に よ り一部 サ

デラ イ トが分 担 す る こ と もあ り うる。
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義3-'1各 レベル に お い て保 有 す べ き具 体 的 な機 能

機 能 主
要
機

医 療 上 の 機 能 管 理 上 の 機 能 シス テム ・サポ ー ト上 の 機 能

レベ ル 能

}

コ 高 ・ サ テ ラ イ トの 要 求 に 基 づ く 医 療 の コ ン サ ル テ ー シ ョ ・他機 関 と の調 整 ・保 守と保守計画

ン度 ン指示
'

・プ ロジ ェ ク ト管 理 お よ び評 価 ・シス テム 要員 の 養成

サ 医 ・高度 医 療 の ア レ ン ジ ・予 算 管 理

ル療 ヘ リコ プ タに よ る医師 派 遣 ・施 設 計 画

セ ン タ ー テ の 重症思者の受入れ ・人事 管 理

1ア
高度な精密検査の受入れ ● ド キ ュ メ ン テ ー シ ョ ン

シ レ
・サ テ ライ ト ・タ ー ミナル の 医療 関 係者 に対 す る教 育

ヨ ン

ン ジ
・医 療 デ ー タの 蓄積 と高 度 な 解析

と
・最新医療情報の提供

・医 療 実 施 の ス ケ ジ ュ ー リ ン グ ・保 守

実 ・遠 隔 装 置 に よ る タ ー ミナルの 医 療補 助

1

務 一
・救急時の判断および処置

サ テ ラ イ ト の ・医 療 デ ータ の蓄 積 と解 析

中 ・医療資材の在庫管理

心 ・住民 の 保{建教 育

・タ ー ミナ ル
,サ テ ラ イ ト周 辺 住 民 の 健 康 管 理

・サ テ ラ イ トの 指 示 に基 づ く活 動

実 (た だ し,セ ンタ ーか らの指 示 もあ りう る)

務 ・上 位 レ ベル か ら送 られ た移 動 健診 施 設 ま た は固 定 の

タ ー ミ ナ ル の 健診施設による健診 膓

先 ・応急 措 置

端 ・診 療

・住民の保健教育

●
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表3-2 各 レ ベ ル ご と の 必 要 資 源

必要資源 通 信 関 係
人 的 資 源 建 造 物 関 係 医 療 器 搬 送 機 器機 映 像 機 器 情 報処 理機器

レベ ル 、

通 信 機 器

・管 理 者 ・総合病院の建屋 ・高度生体情報解析装置④ ((セ ン ター ・サ テ ラ イ ト間) ・広帯域多重送受信 ・ イ メ ー ジ フ ァ イ ル ・大 型 計 算機 ・ヘ リ コ プ タ ②

医療上の管理者 内 設 置 も し くは ・ヘ リ コプ タ搭 載 医 療機 器② 双方向同時通話装置①②④⑤⑥⑦ 装置 ④⑤⑥ ・高速大容量情報検

プロジェク ト管 理 者 敷地内に新設 遠隔聴診装置④' ・ヘ リコプタ搭 載 無 ・TVカ メ ラ ・モ ニ 索装置
・専 門 医 ・ 一・ ・ ヘ リ ポ ー ト 心電図伝送装置④ 線装置

*

タ(黒 白,カ ラ ー) ・量子化画像処理装

セ ン タ ー
・パ ラ メ デ ィ カル 手書 き書画伝送装置④⑤ ・遠隔制御装置 ④ 置
・シ ス テ ム ・エ ン ジ ニ フ ァ ク シ ミ リ④ ⑤ ・X線 モ ニタ④ ・COM

ア 静 止 画像 伝 送 装 置(黒 白,カ ラ ー)④ ⑤ ・ フ ァク シ ミ り ④ ⑤

・事 務 職 員
,保 守 要 員 動 画像 伝 送 装 置(黒 白,カ ラ ー)④ ・生体 ア ナロ グ情 報

・ヘ リ コ プ タ 操 縦 士 データ通信装置②④⑤⑦ リ ト リ ー バ ル ・ フ
'

制御情報伝送装置②④ アイル ⑤ 、

・一般 医 ・そ の地 区 の 医 療 ・健診検査装置③ ((サ テ ラ イ ト ・タ ー ミナ ル間 》 ・広帯域多重送受信 ・ イ メ ー ジ フ ァ イ ル ・中 型or小 型 計 算 ・救 急 車 ・救 急 船 ②

・パ ラ メ デ ィ カ ル 機関の建屋内設 ・検体検査装置①②③ 双方向同時通話装置①②④⑤⑥⑦ 装置 ④⑤⑥ 機 ・健 診 車 ・健 診 船 ③
'

・職 員 ・保 守 要 員9 置 も し くは 敷 地 ・ 自 動 細 胞 ス ク リ ーニ ン グ装 遠隔聴診装置①② ・救急指令装置 ・TVカ メ ラ ・ モ ニ ・デ ー タ バ ン ク入 出 ・診療車①

● シ ス テ ム ・ オ ベ レ ー 内に新設 置①③ 心電図伝送装置①②③ ・中 継施 設
*

タ(黒 白,カ ラ ー) 力用端末装置

サ テ ラ イ ト
タ

・車 輌 等 運 転 者

・ヘ リ ポ ー ト

・車 庫

・生体情報解析装置①②③

・X線 装置①②③
手 書 き書 画 伝 送 装 置① ②

フ ァ クシ ミリ① ②

・遠隔制御装置
① ～ ⑥

・X線 カ メ ラ ・モ ニ

・医療情報入出力用

端末装置
・生体情報収集装置①②③ 静 止画 像 伝 送 装 置(黒 白,カ ラ ー)① ⑦ タ①②③

・量子化画像処理装

動 画 像 伝送 装 置(黒 白,カ ラ ー)① ② ・フ ァ ク シ ミ リ① ② 置

データ通信装置①②⑤
一

制御情報伝送装置①②
.

・パ ラ メ デ ィ カ ル ・既設の医療関係 ・患者監視装置② 《 タ ー ミナ ル ・現 地 間)) ・広帯域多重送受信 ・TVカ メ ラ ・モ ニ ・イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・簡易救急移動施設

・医 師 く 非 常勤 も し く 施設内設置もし ・分娩監 視装置①② 双方向同時通話装置①②④⑤⑥⑦ 装置
*

タ(黒 白,カ ラ ー) タ ー ミナ ル ②
は巡 回〉) くは新 設 ・簡易環境分析装置 心電図伝送装置①②③ ・移動無線装置 ① ～⑥ ・ ポ ー タ ブ ル 音 響 力 ・患者輸送車①

・ヘ リ コ プ タ 着 地 ・ ポ ー タ ブ ル 診 療 ユ ニ ッ ト フ ァ ク シ ミ リ① ② ・X線 カ メ ラ① ② ③ プラ端末装置

場所 ①② ・保健教育用

・健診実施場所 ・自動問診装置①③ オ ー デ ィ オ ビ ジ ユ

タ ー ミ ナ ル ・簡 易 車 庫 ・ ポ ー タ ブ ルor小 型 レ ソ ト アル装置⑥

ゲン装置①② ,

・生体情報収集装置①②③

・簡易検体検査装置①②③

' ・簡易応急処理装置②

・X線 装置①②③

・遠隔聴診装置①
、

((サ ー ビス対 象 ① 一 般 診 療 ② 救 急診 療 ③ 健康 管 理 ④ コ ンサ ル テ ーシ ・ ン ⑤ 医療 関 係者 教 育 ⑥ 保 健 教 育 ⑦ 管 理 》(・TV問 診,TV視 診 な どを 含 む。))
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23 ,必 要 な 資 源

(1)概 要

これ ま でに検 討 した セ ン タ ー,サ テ ラ イ ト,タ ー ミナル の 各 レ ベル の機能 に もと づき,次 に これ.

らの 機 能 の 実現 に 必要 な資 源 に つ い て述 べ る。'

各 レベ ルに お い て 必要 な資 源は 大 別 す る と次 の三 つ に 分 け る ことが で きる。

① 人 的 資 源

② 建 造 物 関 係

③ 機 器

・医 療 機 器

・通 信機 器

・映 像 機器

・情 報処 理 機 器

・搬送 機 器

各 レ ベル ご とに 必要 と され る資 源 を表3-2に 示 した 。

人 的資 源 に つ い ては,医 療 上 の機 能,管 理 上 の機 能 お よ び シ ステ ム ・サ ポ ー ト上 の機 能 を実 現 す

るた め に,医 療 関係 者,管 理 関 係者,保 守 関 係者 な ど各 種 の マ ンパ ワ ーを必 要 とす る。 さ らに,各

レベ ル ご との 医 療 サ ポ ー トの 程度 な どを 考慮 して 配 置 され な けれ ば な らな い。

建 造 物 に 関 して は,セ ン タ ー,サ テ ラ イ トは 既 設 の 大学 病 院 ・総 合病 院 な どへ の付 設が 考 え られ

てお り,タ ー ミナル は新 設 の可 能 性 も考 え られ る。

機 器 関 係 に つ い ては,前 述 の よ うに 五 つ の カ テ ゴ リーに 分 け られ て いる が,相 互 に関 連 す る もの

も多 い 。 と くに 通信 機 器 は,他 の 医療 機 器,映 像機 器,情 報 処 理機 器,搬 送 機 器 な ど と密接 な 関 連

を有 す るた め,表3-2で は他 の機 器 と関 係 が 深 く明 確 に区 分 しえ な い部分 と,通 信機 器 独 自の 部

分 と に 分 け て示 し て あ る。

各機 器 が 医療 上 の 機器,す なわ ち,

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

一般診療

救急診療

健康管理

コンサルテーション

医療関係者の教育

住民に対する保健教育

医療上の管理

の い ず れ の サポ ー ト機能 の 実現 に 役立 つ か もあ わせ て,示 さ れ て い る 。
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本 節 次項 以 トで は,医 療 機 器,通 信機 器,映 像機 器,情 報処 理 機 器,搬 送 機 器 の 詳 細 こつ い て述,

べ る。

、② 医療 機器

各 レ ベ ル に設 置 さ れ るべ き 医療 機 器 は 次 の よ うな もの が 考 え られ る。 、

ター ミナ ル

タ ー ミナ ルに お いて は,一 般診 療補 助,救 急 診 療 サ ービ ス を中 心 と した 医療 機 器 が必 要 で あ る。

一般 診 療 に お い ては
,必 要時 に は サ テ ラ イ トの 医 師 と連絡 を と りっ っ タ ー ミナルの 医師 ま たは パ

ラ メ デ ィ カル が動 くが,こ れ らの 診 療 を補 助 す る もの と して で きる 限 りの 施設 が整 備 さ れ て い る こ

と が 望 ま しい 。 基 本的 に は,双 方 向 テ レ ビに よる 患 者 の 遠 隔 診療(た とえ ば問 診 な ど)お よ び指 示

を 行 な う.さ ら に これ を補 助 す る もの とし て,次 に述 べ る よ うな 医 療 機 器 も必 要で あ る。

① 自 動問 診 機 器

② 遠 隔聴 診 を含 め た 生体 情 報収 集 機 器

③ 簡 易か つ短 時 間 で検 体 を検 査 し う る機 器

④ 必 要 に 応 じX線 写 真 の撮 影 で きる ポ ー タブ ル もし くは 小 型X線 装置

緊急ぽ おいても搬 診瓢 の各繊 器が適宜 使用され るのは聡 の ことであるが!こ れに加え

て次 の よ うな機 器 が 必・要 で あ る。

① 医師 の 指 導 に よ り簡単 な 応 急 措 置を行 な うた めに 必要 な 機 器

② 救 急車 ・へiJコ プ タ ーな どの 到着 ま で一 時 患者 を 遠 隔 監 視す るた めの 装 置

③ 分 娩 監 視 装 置

さ らに,タ ー け ル{こお い ては サ テ ラ イ トの 医 師 との 翻 が 可能 な よ う樋 話装 置 を 含 ん だ ポ ー

タ ブル 診療 ユ ニ 。 トが 配 置 され る.ま 了・住 民 に 対 す 錬 麟 育等 の 一 端 を担 う た め住 民 の 生 活 環境

の 状況 を測 定 す る簡 易環境 分 析 装 置を 配 置す る。

サ テ ライ ト

サ テ ラ イ トは 医療 実施 の 中 心 で あ り,当 然 の こ と と して各 種 の 医療 機器 が 必 要 とな るが,総 合 病

院な ど酎 誤 れているのでこれに関連し機 器を除くと,主 として鯨 診断 救急関係で次のよ

うな 機 器 が 必 要 とな る。

① 健 康 診 断 用 機 器

・健診 車搭 載 用 機 器

・検 体 自 動 分 析 用 の 検 体 検 査装 置

・自動 細 胞 ス ク リ ー ニ ング装 置 等

② 生 体 情 報解 析 装 置

タ ー ミナルか ら伝送 され た心 電 図 あ る いは 健 診 車 が カセ ッ トに 収 録 した 心 電 図 な どの 自

動 解 析
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③ 救急 車搭 載 用 医療 機 器

セ ン ター

、高 度 の 医 療行 為 その もの は,セ ン タ ーが 付 設 され て い る総 合病 院 で行 な わ れ る.。セ ンタ,一に お い

て必 要 な機 器 は 次の よ うな もの で あ る。

① 脳波 あ るい は 心音 解析 の よ うな 高度 な生 体 情 報 自動解 析 装 置

② ヘ リコプ タ搭 載 用 医療 機 器

a救 急 処 置に 関 す る 機 器'

b患 者 監 視 用機 器

(3)通 信 機 器

本 シ ス テム にお い て伝送 す べ き情 報 に は,デ ィジ タル,ア ナロ グ,画 像,音 声 な ど各 種 の もの が ・

あ り,そ の 処 理 もリ アル タ イム,バ ッチ,リ'モ ー トバ ッチ,TSSな ど各 種あ り うる が,多 量 で あ る

とと もに 必要 に 応 じ 同時 伝送 す る こ とが 要 求 され る の で 多重 変 調 方 式 を 利用 す る必要 が あ る。

僻地 に 視点 を 置 き種 々の通信 方式の実現可能性 や実現性 を考 えてみ ると,本 システムの開発で は原則 と し

て電 々 公 社の 施 設 を 用 い る こ と とし,特 別 な場 合に の み私 設 回線 を 敷設 す る とい う方針 が 望 ま し い 。

従 って本 シ ス テム にお い て 開発 され る医 療 機 器,映{象 機 器 な どは 既設 の通 信回 線 方 式 の 制約 条 件

下 で,目 的 とす る情 報 の伝 送 が可 能 な よ うに 帯域 圧 縮 ・画像 蓄積 ・量 子 化 な ど高度 の変 換 技術 を取

り入 れ て設 計 す る必 要 が あ る。

セ ンタ ー,サ テ ライ ト,タ ー ミナ ルお よ び移 動 施 設 相 互間 の ネ ッ トワー ク設 計 に お い.ては,.地 形

・中 継 点 の 位 置 ・フ ェ イデ ィングの 影 響の 有無 ・伝送 す べ き情 報 の量 ・速度 な どの 条 件 を考 慮 せ ね

、

ばな らな い。

さ らに,将 来性 を 考慮 し て静 止 衛 星 あ る いは リ フレ ク タ ーな どを利 用 した 効 果 的 な 情 報 伝 送 方 式

に つ い て検 討 してお く こ と も重 要 な こと と 考え られ る。

本 シ ス テ ムに お い て必 要 と 考 え られ る伝送 経 路 を各 レベ ル間 の関 連 か ら分 類 す る と 図3-6に 示

され る よ うな5種 類 に 分 け る ことが で き る。

a

b

C

d

e

セ ンタ ーとサ テ ラ イ ト間

サ テ ライ トとタ ー ミナル 間

タ ー ミナル と現 地(家 庭 ま た は移 動施 設)間

セ ンタ ーま たは サ テ ライ トと救 急 車 な ど地 上移 動 施設 問

ヘ リコ プタ と セ ンタ ー,サ テ ライ トお よ び タ ー ミナル間

本 シ ス テ ムに お い て扱 う医 療関 係 情 報 の 性質 をと くに伝送 の立場か ら分 類 した もの が,表3-3で

あ る。 表 に示 され て い る よ うに これ らの 情 報 は1か ら測 ま で の12種 類 に分 け て 考え る こ とが で き

る。1か らXま でにっ い ては,ほ ぼ情 報量(伝 送 に 必 要 な周 波 数 帯域 幅 に対 応 す る)の 少 な い もの

か ら多 い もの の順 に な って い る。
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図3-6シ ス テ ム構成 に お け る各 種伝 送 経 路

'

((a)～(e)の 区 別 は本 文 参 照)

① 狭 帯域 伝送(1～IV)

会 話 用 音 声 ・聴 診 音 ・心 電 図 ・手書 き書 画 な どの 情 報 は,種 々の 変 換 技術 を 駆 使 す る ことに

よ り通 常 の 電 話回 線 を 利用 し て伝 送 し うる もの と考 え られ る。

② 中 帯域 伝送(V～ 珊)

フ ァ ク シ ミリ(模 写 伝送),静 止白 黒 像,静 止 カ ラ ー像 の情 報 は,低 速 度 走 査 技術,画 像蓄

積 変換,走 査 速 度 変 換,デ ィス ク レコ ー ダー,コ ンデ ン サ ー ・メ モ リ ーな どのい わゆ る静 止 テ

レ ビ関 連技 術,さ ら にはAD,DA、 変 換 を伴 う量子 化 画像 伝送 技 術(PCM方 式)な どを用 い

る ことに よ り高 解像 度,高 カ ラ ー忠 実 度 の 画像 伝 送 が比 較 的 狭 い 帯域 幅の 伝送 路(中 帯域 伝送)

で も実現 可 能 で あ る と考 え られ る。

③ 広 帯 域 伝 送(咀 ～X)

動 き のあ る 白黒 画 像 あ るいは カ ラー画像(胃X線 像 透 視撮 影,患 者 ・医 師 間 の テ レ ビ電 話な ど

に よる遠 隔診 療 な ど)は 比較 的広 い 帯域 幅 の 伝 送 路(広 帯 域伝 送)が 必要 とな るp
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表3-3情 報 伝 送 方式対 応 表(伝 送 路 別 使用 目的)

単方向 同時 または切換 双方向

情 報 の 種 類

音

声

情

報

S
O

U
N
D

波

形

情

報

A
V
E
F
O
R
"

静

止

画

像

情

報

S
T
A
T
I
C

I
M
A
G
E

動

画

像

情

報

D
Y
N
A
M
I
C

I
M
A
G
E

数

値

・
コ
ー

ド

情

報

N
U
M

E
R
I
C
S

A
L

P
H

A

話

訂

会

P

用 音

ミ》
Gen

声

㏄D

診 音

Pat Doc

ECG(PCG,EEG)

OP〔 刈)ev-一 －Dev

llP
atDoc

手書書画(体形地図等)
NurDoc

(P・t)一=タ

加
写譜方図

拠 等
)

c

け
真

恥肛
D

紙
含

N
氏

手
(

(

　
等

㏄D恥
D

黒

O

a

白

Q

カ ラ

Pat Doc

X

(胃X線 等)
Pat Doc

動 白黒像
(患 者像 等)

Pat Doc

カ ラ ー

(顔 色 等)

Pat Doc

検 査 結 果 情報
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④ デー タ伝 送 等(XI～XH)

デ ータ伝 送 あ るい は 各 種 制御 情 報 の 伝 送 は,そ の使 用 目 的,適 用 範 囲 が 極 め て広 くい ち が い

に 定 義 を 固定 す る こ とは難 か し い が,1か らXま での 各 種情 報 と も関連 し伝送 を 考 え る上 に お

い て も非常 に 重要 な ものの ひ とつ で あ る。

伝 送 す べ き情 報 の種 類,伝 送 方 式 お よ び使 用 目的 と各 種 伝送 路 へ の 対 応 づ け も表3-3に は 示 さ

れて い る。

(4)映 像機 器

本 シス テムに 必要 と 考 え られ る 映 像機 器 と シ ス テ ムの機能 との 関連 を 表3-4に 示 し た。

一般 に 映 像機 器 は映 像情 報 を
,入 出力,伝 送,記 録,処 理 す る もの で あ る が,伝 送 に つ い ては す

で に述 べ たの で こ こで は と くに 記録 を中 心 とし て述 べ る。

セ ンタ ー,サ テ ラ イ ト,タ ー ミナル の 各 レ ベ ルに お いて効 果 的な 医 療 サ ポ ー トを行 な うため に 必

要 と 考 え られ る映像 機 器 は 次 の よ うな もので あ る。

① 医療 画 像情 報 の 蓄積 ・検索 に用 い られ て い る イメ ー ジ ・フ ァイル関 連 装 置 、

② 生 体 ア ナロ グ情報 な どの フ ァイル ・検 索 装 置

③ 各 種 情 報 交 換 の た め の白 黒 あ るい は カ ラ ーテ レ ビカ メ ラ ・モ ニ タ ー装 置

④X線 カ メ ラ ・モ ニ タ ー装 置

⑤ 手 書 き書 画 伝 送 装 置 あ る いは フ ァク シ ミリ装 置

⑥ 各種 教育 用 オ ー デ ィオ ・ビジ ュ ア ル装 置

イメ ー ジ ・フ ァイル 関 連 装 置 お よ び生 体 ア ナ ログ情報 な どの フ7イ ル ・検 索 装 置 は主 と して 医師

の 間 の コ ンサ ル テ ー シ ョ ン,医 療 デ ータの 高度 の 解 析等 に 用 い られ る 。

テ レ ビカ メラ ・モニ タ ー装 置,X線 カ メラ ・モ ニ タ ー装 置は,一 般診 療,救 亀 健 康 管理 な どに

関 し遠 隔地 か ら医 師 が患 者 の 情 報 を収 集 し効 果 的 な 判 断 を 下す た め に主 と して用 い られ る。

さ らに コンサ ル テー シ ョンな どに お い て医 師 の指 示 を誤 りな く伝 え る た めの 手 書 き書 画 伝 送装 置

あ る い は フ ァク シ ミリ装 置 な ど も一配置 され る必 要 が あ る。

ま た,医 療 関 係者 の 教 育,住 民 に対 す る 保健 教 育 に お い ては,オ ー デ ィオ ・ビジ ュア ル装 置 の 配

置 も 必要 で あ る。
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表3-4映 像 関 連 装 置 と本 シス テ ム機能 マ ト リク ス表
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⑤ 情 報 処 理機 器

本 シ ス テムの 各 レベ ルに お いて 必要 と考 え られ る情 報処 理機 器は 次 の とお りで あ る。

セン ター

健 康管 理 用 の 住民 デ ータ,各 種 医 療 資材 な どの 医療 上の 管 理 デー タを蓄 積 す る フ ァイル と高 速 大

容量 情 報 検 索 装 置,こ れ らの中 央 処 理 装 置 と して の 大 型計 算 機 が 必 要 で あ る。

さ らに,量 子 化 画像 処 理 ・伝 送 装 置 の 設 置 も必要 とな って くる。

サテ ラ イ ト

医 療 事 務 の中 心 と して,セ ンタ ーお よ び タ ー ミナル との情 報 交換 の た め デ ー タ伝送 の ス イ ッチ ン

グ装 置,各 種 デ ータの フ ァ イル が 必 要 で あ り,処 理 装 置 と しては 中 型 計 算機 の 設 置 が必 要 とな る。

さ ら に,セ ン タ ー設 置 の デ ー タバ ンクな どの 医 療 情 報検 索用 入 出 力 端末 装 置,X線 フイ ル ム,心

電 図 な どの画 像 情 報 蓄積 ・検索 の ため の イ メ ー ジ ・フ ァイル入 出力端 末 装置 な ど も必要 で あ る。

ター ミナ ル

主 と して サ テ ライ トとの 情 報 交換 の 端末 が 必要 で あ り,イ ン テ リ ジ ェン ト ・タ ー ミナ ルの 設 置 が

望 まれ る。

さ らに,電 話回 線 を利 用 して 計 算 機 と医 療情 報 の 入出力 を行 な うた めの ポ ー タ ブル音 響 カプ ラ端

末 装 置 な ど も必要 な もの と考 え られ る。

(6)搬 送 機 器

搬 送 機 器 は大 き く分 け て 次 の2種 を 考え る ことが で きる。

① 救 急診 療 にお ける 搬送 機 器

② 巡 回 診療(一 般 診 療 ・健康 管 理)に お け る搬 送 機 器

① 救 急診 療 に お け る搬 送 機 器

僻 地 に お け る急 性 疾 患,未 熟 児 の 出 産,事 故 発生 な どに 際 し,患 者 と医 師 お よび 医療 施 設 と

の 迅 速 な 接 触 をは か るた め,・次 の よ うな搬 送 機器 が 必 要 で あ る。

・ヘ リコプ タ ー

・救 急 車 ・救急 船

・簡易 救 急移 動 施 設 ・',

へ りコ プ タ ーは セ ン タ ー常 備 と し,要 員 お よび移 動 無 線 ・心 電 図 伝送 機 器 ・応 急処 置 機 器 な

どの 機 器 の収 容 ・輸 送 能 力 を 十分 考慮 し てお く必要 が あ る。

救 急 車 ・船 は サ テ ラ イ ト常 備 を原 則 とす るが,場 合 によ って は タ ー ミナル に常 駐 す るこ と も

あ り う る。 タ ー ミナ ル の 設置 条 件,す なわ ち気 象 条件,海 上 山間状 況な どに よ っては 雪 上 車,

ホ バ ーク ラ フ トな どの 常 備 も考 慮す る 必要 が あ る。

簡易 救 急 移 動施 設 は ター ミナ ルに 置 かれ,ポ ー タブ ル診 療 ユ ニ ッ トな どを 搭 載 し て出 動 す る

もの で あ る。

一43一



② 巡 回 診 療(一 般 診 療 ・健康 管 理)に お け る搬 送 機 器

僻地 に 対 し ては 計 画 的か っ継 続的 に 医 療 を 供 与 し,あ るい は 健康 管 理 を行 な うた め に,次 の

よ うな 搬 送 機 器が 必 要 で ある。

・診 療 車

・健 診 車 ・健 診 船

診 療 車 は 僻 地 に お い て一 般診 療 を行 な うた め の もの で,医 師 が 同 乗 し定 期 的な巡 回診 療 を 行

な う。

健 診車 ・船 は 定期 的 な'巡回 健診 の ため の もの で あ る。 ・

診 療 車 ・健 診 車 ・船 と もサ テ ラ イ ト常 備 を 原 則 と し,診 療 車 に は 診療 用 と して 心電 図伝 送 装

置 な どの 搭 載 が,ま た 健診 車 ・船 に はス ク リー ニ ングを 主 体 と す る医療 機 器 の 搭 載 が 必 要で あ

る。

3.シ ス テ ム の 態 様

こ こで,か か る シ ステ ム が 設 置 され た と きに 医 療 が どの よ うに行 なわ れ る よ うに な るか を,さ き

に 述 べ た分 類 に従 って 考 え て み よ う。

3、1一 般 診 療 補 助

す で に 第2章 に お い て 述べ た よ うに,僻 地 の 第 一線 で 働 く診 療所 医 師 は,常 に 孤立 無 援 の 感を抱

い て い る。

自分 の 専 門外 の 疾 患 を含 め て,著 し く広 い 範 囲 の 疾 患 を 一 人 で 診 療 し な けれ ば な ら ない し,専 門

外 の疾 患に つ い て 相 談 を した く て も,近 くに 相 談 で きる 医師は い な い。

また,人 口密度 が 低い た め に,診 療 す べ き地 域 の範囲 も広 く・ と くに往診 に は著 し く長 い 時 間 を

必 要 とす る。

この よ うな事 情 を 考 え る と き,こ こに想 定 し た 医 療機 器 シ ステ ムは,第 一 線の 医師 を 支援 す る大

きな力 ζ な るで あろ う。 ま ず,僻 地 の 診療 所 とサ テ ラ イ トの 間に 通 信 回線 が 結 ばれ る こ とに よ り,

consultationの み な らず,患 者の収容 等に関 して も,す ぐ処 理 が 可能 に な り,サ テ.ライ トと僻 地 の

診 療 所 は 医 療上 の 一 体 感 が で きあ がる であ ろ う。

ま た,緊 急の 場 合 には,保 健 婦 を指 示 し て遠 隔 地 の 患 者 の 処 理 も指 示 で きる場 合 もあ ろ う。 ま た

次 に述 べ る 健康 管 理 との 一体 化 に よ って巡 回健 診 の効 果 等が 一 般 診 療 に も容易 に 利 用 で きる よ うに

な ろ う。

しか し,何 よ り も重要 な こと は,か か るサ テラ イ トとの 医 療 上の 一 体 化 が進 む こ とに よ り,そ の

地 域 の 患 者 との 信 頼 関係 が よ り一層 強 化 され る とい う こ とで あ ろ う(図3-7参 照)。
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3.2救 急 診 療

僻 地 の場 合は 交 通事故 は ほ とん どな いに もか か わ らず,救 急 医療 対 策な どの 立 ち遅 れ の た め,不

慮の 事 故 に よ る死 亡者 は意 外 に 多 い。 これ を 含 め,僻 地 救 急 医療対 策は お もに 急 性 疾患 ・災害 ・特

殊救 急 ・出 産 ・日 曜祭 日な どの休 診 日に お け る診 療 を対 象 として,適 切 な 医師 の 判 断 に よ り迅 速 な

措置 と処 理 が行 なえ る こと を 目標 と して い る。

従 って こ こにお け る救 急 医療 サ ー ビス は,こ れ らの 急患 の ため,救 急 車 ・病 院 の 手 配 を 素 早 く行

な う と と もに 応 急 措 置 法 の 指 示 と,救 急 車 到 達予 定 時 刻 を表 示 す る こ とに よ っ て,病 状 の 悪 化 を 防

ぐと と もに,患 者 の不 安 感 をな くそ う とす る もの で あ る。 具 体 的 に は,

① 急 患発 生 報 知,患 者 移 動 可否 につ い ての 判 断(判 断は サ テ ラ イ ト医 師 等 に よ る)

② 搬 送 と収容 先 の手 配(救 急 車,ヘ リコ プ ター な ど)

③ サ テ ライ ト医師 の迅 速 な活 動 開始,も し くは セ ン タ ー医師 の 介 入

④ 迅 速 な 応急 処 置 と蘇 生 術 の 適 用

この 考 え方 を よ り明確 に した もの が,図3-8で あ る。
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図3-8救 急診療 サ ー ビ ス

3.3健 康 管 理
』健

康 管 理は,一 般 に 定 期 健 康診 断,妊 産 婦 の健 診,乳 児 ・三 才 児 健 診,老 人 健 診 等 を含 む 。 僻 地

に お いて もこの 実 状 は 同 じ 筈で あ る が,実 際は これ ら を全 て行 な うこ とは 不 可能 で,不 定期 の 巡 回

健 診等 に よ り,健 康 管 理 お よ び診 療 を 同時 に行 な って い る場 合 が 多 い。

現 在 め 巡 回 健診 の 一 つ の 大 きな 問 題 点 は,と か く連 続 性 が な く,一 回 限 りの健 診 に終 って し ま う

場 合 の 多 い こと,ま た その 地 域 の診 療所 に お け る 一般 診 療 との結 び つ きがな く,疾 患 が 見 出 され て

もfollowupが しに くい こ とが これ ま で も指 摘 され て い る。

本 シ ステ ム の 導 入 に よ り,サ テ ラ イ トの 医 療 デー タの処 理能 力 は 著 し く向 上 す る と思 わ れ る

た め,'健 診 は能 率 よ くか っ 正確 に な る こ とが 考 え られ る。 しか レ,.そ れ に もま して重 要 な の は,か

か るデ ータが 情 報 処 理シ ス テムで`的 確 に 整 理 さ れ る た め・健診 を一般 診 療 の 間 で 相 互 に これ を利
'

用 す る ことが 可 能 に な り,こ れ らの デ ー タが 有 機 的 に活 か さ れ る点 で あ ろ う。

また,健 診 車,健 診 船 寺 の 整 備 に よ って,こ れ まで不可能 であったよ うな 場 所 の 健診 も行 な え るよ

うに な る であ ろ う。
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図3-9健 康 管 理

3.4コ ン サ ル テ ー シ ョ ン

一 般 に 医師 は ひ と りの 患者 の診療 を進 め るに あ た って
,他 の 専 門 医 の コ ンサ ル テ ーシ ョン を受 け

っっ,診 療 が行 な われ る こ とが 多 い 。僻地 に お い て も,通 信 技 術 に よ ってこれ らの 専 門 医 に 接 近 可

能 とな る な らば,そ の 意 義 は ま こと に大 きい とい わ ね ばな らな い。

以 上 の 観 点か ら,図3-10に も示 した よ うに,コ ンサ ル テ ーシ ョンには 次 の 二 つ の タ イ プの 内

容 の もの が必 要 で あ る と考 え られ る。 す なわ ち,

① 専 門 医 に よ る コ ンサル テ ー シ ・ン

これ は 医師 と 医師 間 の行 為 で,特 に 一 般 医 と専 門 医 間 に行 な わ れ る相 談 や 助 言 で あ る。

② サ テラ イ ト医師 に よ る コ ンサ ル テ ーシ ・ ン。 ・

これ は サ テ ラ イ ト医 師が タ ー ミナ ルの パ ラ メ デ ィカ ルに 対 し て行 な う監 督 お よび指 示 で あ る 。

以 上 の よ うに,こ こ で い うコ ンサ ル テ ー シ ョンは 医 療 従事 著 聞 に お け る医療 活 動 上 の 相談 や助 言

にか ぎ られ る もの とす る。
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図3-10コ ン サ ル テ ー シ ョ ン

3.5住 民 へ の 保 健教 育

僻地医療の改善の上で最 も重要なことは,住 民に対する保健教育であるともいわれる。僻地にお

いてA・ 日まだ解決されていない結核や雛 虫の問麟 は,麟 の轄 も腰 であるが・それ以上

に 保 健 教 育 の 必 要性 が大 き い。

こ こ で想 定 した シス テ ム は,か か る 保健 教育 に 関 して も,従 来 の方 法 に 加 え て新 しい機 材 を提 供

しよ うと す る もの で あ る。 これ は主 と して,audiovisualな 方 法 に よ って保 健衛 生 の 徹 底 を図 る

こ と で あ る 。

3.6医 師 の 生 涯 教 育

医 師 は,大 学 卒 業 後 も生 涯 に わ た ・て教 育を 受 け る 必 要 があ る・ 都会 の 医師1ま調 会 や縮 の 医

学 雑 誌 等 に よ 。て,最 新 の 知識 を容 別 こ15ら れ るが僻 地の 医師 は,著 し く困難 で あ る といわ れ て い

た 。
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こ こ で想 定 した シス テ ムは,こ の 問題 に対 し て も大 きな 貢献 をな す で あ ろ う1。セ ン タ ーの文 献 や

専門 医 の 知 識 は 通信 装 置 を通 じて 僻地 に お い て も容 易1こ取 得 で きる よ うに な る であ ろ う。

ま た,個 々の 患者 に つ い てのconsultationは 生涯 教育 の 上 で も大 き な力 と な る であ ろ う。

ひ

●

3.7物 品 管 理 な ど

保 健計 画 をす す め るに あ た って は,種 々 の医 療 上 の管 理 的 業務 が 必 要 とな る。

そ の 一つ は 医療実 施 の ス ケ ジ ュ ー リ ング作業 が あ る。 健診 の場 合 は 特 に 必 要 で あ り,併 せ て 僻 地

住民 へ の 連絡 法(連 絡 の徹 底)も 管 理 の 一つ で あ る と考 え られ る。

ま た,医 療 材 料 の 在 庫 管理 と い っ た作業 があ る 。か か る作業 は 本 シ ス テムに よ り著 し く容 易 にな

り,医 療 の 改善 に 役 立つ で あ ろ う。

4.利 用 の 可 能 性 あ る 技 術 要 素

前 節(2.医 療 機 器 シス テ ムの 基 本 構 成)に 述 べ た よ うな 設 計 を実 現 す るに は,当 然 な が らま だ

多 くの 解決 すべ き事 項 が あ る。

この中 には,技 術 以 外 の 問題 も多 くあ る。 例 えば 法 規 一ヒ,行 政 上 の 問題 で あ り,こ れ にっ い ては

第4章 「医 療機 器 シ ス テム を と りま く諸 問 題 」 の 中 で詳細 に述 べ られ る で あろ う。

技 術 上 の問題 として は,現 在,可 能 な 技 術 の み を用 い る場 合 は問 題 は な い が,前 節 の 設 計 の 中 に

は,現 段階 で は入 手 し 得な い技 術 要 素 も含 ま れ て い る。 か か る部 分 に っ いて は,今 後 数 年 間 に わ た

って の技 術の 発 展 の動 向 を 予測 しつ つ,開 発 可 能 な新 技 術 に つ いては その 実 現 に努 力 す る こと が 必

要 で あ る。

こ う した 開 発の 必要 の あ る技 術 要 素 を前 節 の 設計 の 中 か ら,選 別 した もの が,表3-4で あ る。

全体 で5テ ーマ,41項 目に わ た っ て い る。 た だ し,こ の テ ー マを選 別 し たか らとL)っ て,こ れ

らの技 術 要 素 が すべ て,こ の プ ロ ジ ェク トの 中 で 開発 され る とい う こと を意 味 す る もの では な い 。

これ らの技 術 要素 は,単 に医 療機 器 シス テ ムの み に応 用 され る もの とい うよ りは,'さらに広 く他分

野 に 応用 され る可 能 性 の あ る もの が 多 い。 一部 の もの は む しろ医療 機 器 以 外 で の 応 用範 囲 が広 い 。

従 って,こ こ で こ うした テ ー マ を選 定 した理 由 は,こ れ らの技 術 要 素 が 今後 数 年 間 の 間 に どの 程

度 まで 進み得 るヵ㌔ま た その 問 題 点 は 何か を 明 らか に す る こと に あ る。 これ に よ って,こ こに 設計 し

た シ ステ ムの 実 現 の可 能 性 が技 術 的 な観 点 か ら明 らか とな る で あ ろ う。
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表3-4新 し く開 発 す べ き技術 お よ び新 装置

1

調 査 研 究 テ ー マ 名 開 発 す べ き 新 し い 技 術 要 素 又 は 新 装 置 名 備 ㍑ 考

各種医療情報の効率的伝送のための多重化 1.多 重化 お よ び変 調 等に よ る効 率 的 伝送 技 術

方式,変 調方式送受方式に関する調査研究 2.ア ンテ ナ に 関 す る新 技 術

'

3.各 種 移 動 な い し携 帯用 無 線 装 置、
1

4.ネ ッ ト ワ ー ク制 御 技 術

5.ミ リ波送 受 信 に 関 す る新技 術
1

6.静 止 衛 星又 は,リ フ レ クタ を利 用 し た通 信技 術

7.医 用 高 性 能 フ ァ ッ ク ス t

8.双 方 向 手 書 き書 画 の伝 送 に関 す る新 技 術 ;
9.メ ッ セ ー ジ 集 配 信 用 ソ フ ト ウ ェ ア

1

各種医療情報の効率的情報検索のためのフ 1.高 速 大 容 量情 報検 索 装 置

A

アイ リ ング方式,ア クセ ス方 式,保 護 方 式 2.医 用 情 報 入 出 力端 末 装 置
、

に関する調査研究
A

3.機 密 保 護 万 式 お よびID関 連 装置

4.量 子 化 画 像 処 理に 関 す る新技 術

5.高 性能携帯用情報入出力端末装置

6.医 用 デ ー タ ベ ー ス 管 理 用 ソ フ トウ ェ ア フ ァイリング方式 ア クゼ ス方 式 の 開発
1

'

7.タ ス ク マ ネ ー ジ メ ン ト用 ソ フ トウ ェ ア を含む1

8.コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン コ ン ト ロ ール 用 ソ フ ト ウ ェ ア
'

高密度画像情報の蓄積方式に関する調査研

'

1.医 用 マ イ ク ロ フイ ル ム 検 索 等 の イメ ージ フ ァイ ル 装 置
、

究 2.イ メ ー ジ フ ァイ ル 用 入 出 力端 末 装 置

3.生 体 ア ナ ロ グ1青報 の リ トリ ーバ ル フ7イ ル に関 す る新技 術

4.リ ク エ ス ト放 映 装 置

1

教育用

, δ
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調 査 研 究 テ ー マ 名 開 発 すべ き新 しい 技術 要 素 又 は新 装 置 名 備 考

、

高解良縁度 カラー画像情報伝送方式に関す 1、高解像度画像伝送に関する新技術

る調査研究 2.量 子化画像伝送に関する新技術
A

3.遠 隔 テ レ ビ診 察 装 置

電算機 と医用電子機器 ・伝送機 器等のイン 1.自 動 問 診 装 置 ※1

タ ー フ エ ース設 定 に関 す る 調 査 研 究 2.患 者 監 視装 置 同上

3.健 診 検 査装 置 〃 移 動 健診 車(船)を 含 む

4.自 動 細 胞 ス ク リ ー ニ ン グ 装 置 ノノ

5.生 体 情 報 解 析 装 置 〃 主として心電図伝送解析装置

6.高 度生体情報解析装置 ノノ

7.救 急指 令 装 置 お よ び救 急 医療 情 報 用 ソフ ト ウ エ ア 〃1
'

寸

8.健 康 管 理 用 ソ フ ト ウ エ ア 〃i

9.携 帯 用 診 療 ユ ニ ッ ト ※2

10、遠 隔 制 御 付 医 用装 置 、 同上1}
11.生 体 情 報 収 集 伝 送 装 置,

,

〃 遠隔聴診装置を含む

12.携 帯 用 ま たは 小 型X線 装 置 ※3
.

13.簡 易 検 体 検 査 装 置 同 一ヒ

14.簡 易 応 急 処 理装 置 〃 主 と して救 急 車 およ びヘ リコ

15.搭 載 用 医 用 機 器 〃 ブ タ 用

16.分 娩 監 視 装 置
'

〃

17.簡 易 環 境 用 分 析 装 置 、 〃

※1.電 算 機L)イ ン タ ー フ ェー ス を含 む 開 発

※2.伝 送 機 器 〃"

※3.・ 医用 電 子 機 器 単独 での 開発



表3-5研 究 テ ー マとサ ブ シス テ ム との 関 連

ー

O
N
ー

調 査研 究 テ ー マ名

一 般 診 療

(遠 隔)
救 急 健 康 管 理

コ ン サ ル

テ ー シ ョ ン

医療関係者

の 教 育
保 健 教 育 管 理

各種医療情報の効率的伝

送のための多重化方式変

調方式送受方式に関する

調査研究

○ σ ○ ○ ○ ○

多種 医 療情 報 の効 率 的情 ・

報検 索 の た め の フ ァイ リ

ン グ方式 ア ク セス方 式 保

護 方 式 に 関 す る調 査研 究

○ ○ ○ ○

高密度画像情報の蓄積方

式に関する調査研究 ○ ○

一

〇

高解像度カラー画{象情報

伝送方式に関する調査研

究 ○ ○ ○

電 算機 と医 用電 子 機 器,

伝送 機 器 等 の イ ンタ ー フ

ェ ー ス設 定 に 関す る調査

研 究

○

'

○ ○ ○

● ■
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4.1効 率 的 伝 送 に 関 す る技 術

① 多重 化お よび 変調 等 に よ る効 率 的伝 送 技 術

多重 化 お よび 帯 域圧 縮 等に 関 す る技 術 を 考 え る もの で,各 種 医用 デ ータの よ り効 率 的 な 伝 送

を 確立 す る。

② ア ンテ ナ に 関す る新技 術

移 動施 設 に 対 す る指 向 性 との 関連 で 自動 的に 向 きの 変 わ る回転 式 パ ラボ ラ ・ア ンテ ナ等 の技

術 。

③ 各 種移 動 な い し携 帯 用 無 線装 置

・移 動 な い し携 帯 用 で ,容 易 な操 作 で正 確 な 心 電 図等 の伝送 が可 能 な 装 置。 あ わせ て小 電 力

化,全 天 候 性,耐 振 性 を有 す る。

・電 波周 波 数 の 有効 利 用 を 考 え,た とえ ば 小 ゾ ーン方 式 の 空 き回 線 選 択 方式 の 採 用 に よ り複

数 局 同時 運 用 を可能 に す る。

④ ネ ッ トワ ー ク制御 技 術

緊 急 時 や 機器 の 故 障 に柔 軟 に 対 応 で き る よ うに,そ の ネ ッ トワ ークの 障 害 箇 所 の 自動 発 見 や

ス イ ッチ ン グで 簡単 に 回線 網 の 切 り換 え を可 能 に す る。

⑤ ミリ波送 受信 に 関 す る新 技 術

テ レ ビ中 継 用 の小 型 ・軽 量化 な い しは 携 帯可 能 な ミ リ波 送 受 信装 置 。

⑥ 静 止衛星 ま たは リ フ レ クタ ー等 を利 用 した 通 信技 術 の 開 発。

島 や 山の 陰 に な っ て電 波 の届 きに く い所 に対 し,静 止 衛 星ま た ぽ リフ レク タ ー等 を 応 用 して,

正 確 な 通 信 を可能 にす る技 術 。

⑦ 医用 高 性能 フ ァク シ ミリ

車 載 もし くは携 帯 用 の フ ァク シ ミ リを 用 い る ことで,僻 地 の 患者 宅,タ ー ミナルお よ び サ テ

ラ イ ト間等 の 画像 や文 字 情 報 を伝 え る。 た とえ ば カル テや 医師 の パ ラ メ デ ィ カルへ の コメ ン ト

の正 確 な 伝 達 に よ り遠隔 診 療 の 円 滑 化 を 図 る。

⑧ 双 方 向 手書 き書 画の 伝送 に 関す る新技 術,容 易 に手 書 き書 画の 伝 送 が 同 時 に しか も双 方 向か

ら行 な える 装 置。

⑨ メ ッセ ー ジ集 配信 用 ソフ トウ ェ ア

ネ ッ トワ ー クに お け るメ ッセ ージ送 信 の 際 は,伝 送 回 線 の効 率 的 使 用 を 図 り,デ ータ を で き

る だけ ま とめ て送 る よ うに す る必 要 が あ る 。

4.2効 率 的 情 報 検 索 に 関 す る 技 術

① 高速 大容 量 情 報検 索 装 置

医療 デ ー タバ ンクの た め の フ ァイル 方 式 を 確 立 す る こ とで,各 人 の各 種 医 療 情 報 を効 率 的 に
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蓄積 しか つ 検 索 を 可 能 とす る。

② 医 用 情 報 入 出 力 端末 装 置

膨 大 な デ ー タ量 を どの よ うに早 く 正 し く入 出 力 で き るか は,デ ー タバ ン クの 死 命 を 制 す る。

簡 単 な操 作 で多 種 多 様 の 医療 情報 を入 出 力 で きる装 置。

③ 機 密 保護 方 式 お よ びID関 連装 置

各 住 民 の 医療 情 報 の 機密 保 護 は 重要 な テ ー マで あ る。 これ を可 能 に す るID関 連 機 器 お よ び

ソ フ トウ・エ ア 。 一

④ 量 子 化 画像 処 理に 関 す る新 技 術 。

種 々の パ タ ー ン像 を量 子 化 す る こ とで 電 算機 を 用 いた 処 理 を可 能 に す る。

⑤ 高 性能 携 帯 用情 報入 出 力端 末 装 置

携 帯 し てゆ く ことで 遠 隔 で電 算機 との 対 話 が 可 能 と な り,各 種 医 用 情 報 の 入 出 力 を 行な え る

装 置 ・

⑥ 医 用 デー タベ ース管 理 用 ソフ トウエ ア

イ大 容 量 医用 デ ータの フ ァイ リ ングお よ び ア ク セス の た めの ソ フ トウエ ア技 術 。 必 要 に よ り

OSを 含 め る。

⑦ タ ス ク マネ ージ メ ン ト用 ソフ トウ エア 。

電 算 機 が 作業 を実 行 す る と き,単 位 の 仕 事 す な わ ち タ ス ク にCPUや メ イ ンメ モ リの割 当 て

を行 な った り,プ ロ グ ラム 間 の 調整 を 行な うの を タ スグ 管理 と い う。 本 シス テ ムの 場 合 種 類が

ぎわ め て複雑 にな るの で,こ の 点 を解 決 す る技 術。

⑧ コ ミュニ ケ ーシ ・ ン ・コ ン トロ ール用 ラ フ トウエ ア。

多 数 の端 末 を持 つ ネ ッ トワ ークで は,中 央 の 計 算機 は コ ミュニ ケ ーシ ョ ンに 相 当の 時 間 を占

有 され 不 経 済 で あ る 。 従 って入 出 力機 能 の拡 充 と この た めの ソ フ ト ウエ ア。

4.3高 密 度 画 像 情 報 の 蓄 積 方 式 に 関 す る 技 術

① 医 用 マイ ク ・ ・フ イ ル ム検 索 等 の イ メ ー ジ ・フ ァイル装 置

'H・ カ ルテ
,X線 写 真 や 心電 図 等 の チ ャ ー ト紙 の 格 納 は非 常 に大 容 量 の もの が 必要 と な る。 こ

れ を効 率 的 に 蓄積 し,比 較 的高 速 でか っ 高 い 信 頼 性 の あ る検 索 を 可能 に す る。 あ わ せて 検 索

時 の 解像 度 と操 作 性 の 向上 を 図 る。

・X線 写 真 の 場 合 の マイク ロ化 に よ る情 報 の ロス を少 な くす る技 術 。

② イ メー ジ フ ァイ ル入 出 力 用端 末 装 置

入 出 力 時 の 操 作 の 簡 素化 と出 力 時 の機 密 保持 を図 る。

③ 生 体 ア ナoグ 情 報 の り トリーパ ル フ ァイノレec関 す る新 技 術 。

.蝿 図,聴 診 音 や音 声 の よ うな ・ ナ ・ グ情 報 を⇒ 翻 し・ 必要 に応 じて検 索 す る・ これ に
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よ りマ ンお よ び マ シ ンの 効 率化 を 図 る技 術 。

④ リ クエ ス ト放 画 装 置

パ ラ メデ ィカ ルや 医 師 の 専 門外 の 知 識 を得 る た めの 教 育用放 画 装 置
。

十

4.4高 解 像 カ ラ ー 画 像 伝 送 方 式 に 関 す る 技 術

① 高解 像 度 画 像 伝送 に 関 す る新技 術

医 師の 要 求 に 合 った 高 解像 度 のX線 写 真 像 度 の 伝 送 を 可能 に す る。 こ の ため 伝送 装 置,デ ィ

ス ク ・レ コ ーダ ーお よ び走 査 速 度 変 換 装 置 を開 発 し解 像 度 が 商 用 テ レ ビに比 べ3～4倍 の もの

を 実現 する。

② 量 子 化 画像 伝 送 に 関 す る新 技術

医 療 にお いては 特 に 高 品 質 の 画 像 の 伝送 が 要 求 され る。 これ に はPCM方 式 に よ る伝 送 が,

中 継 に よ る劣 化 が少 な く適 し てい るの で,こ の た めの 実 用化 を図 る。

③ 遠 隔 テ レ ビ診察装 置

種 々の 場 合 が 考 え られ るが,た とえ ば パ ラ メ デ ィカル の助 け を か りて,遠 隔 で 患者 の 喉 の 奥

や 患部 を拡 大 して,し か も鮮 明 に カ ラ ーで 見 る こ との で き る もの が 求 め られ る。 こ の ため テ レ

ビ,モ ニ タ ーお よび これ に関 連 した制 御 系機 器 の実 用 化 を 図 る。

、

4.5電 算 機 と 医 用 電 子 機 器 と の イ ン タ ー フ ェ ー ス 設 定 に 関 す る 技 術

① 自動問 診 装 置

医師 の経 験 を プ ロ グ ラム してお くこ とで 医師 の 遠 隔 診 断 に 先 立 ち患者 か ら種 々の 情 報 を 前 も

っ て収 集整 理 してお く。 これ に よ り医師 の補 助 と して 働 き 医師 の 効 率の 向上 に寄与 す る。 この

ため の 診断 論 理 に 関 す る技 術 。

② 患 者 監 視装 置

タ ー ミナ ルで 収 容 され てい る動 かせ な い患 者 や救急 病 院 へ の 移動 を待 って い る 間
,そ の 患者

の 情報 を刻 々収 集 し患 者 を監 視 す る。

必要 に 応 じサ テ ラ イ トの 医 師 に ア ラーム を発 す る。

患者 か らの デ ー タの収 集 方式 技 術 等 。

③ 健診 検 査装 置

僻 地 に お け る健 診は 主 と し て機 器 を 健 診 車,健 診船 に搭 載 し各 タ ー ミナ ル を巡 回 して行 な わ

れ る。

道 幅 の 狭 い道 路 や 悪 路 を 考慮 し,装 置 の 耐 振 性 や 小 型 化 をは か る。

④ 自動細 胞 ス ク リー ニ ング装 置

現 在 使 わ れ て い る装 置 の 高信 頼 性 と 高速 化 に よ る効 率 化 を は か る。
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⑤ 生 体 情 報 解析 装 置 ・

タ ー ミナル か ら伝送 され て くる 生体 情 報,た とえば 心 電 図等 を 自動 解析 し,そ の 結 果 を送 り

返 す。 操 作 の容 易 性 と高信 頼 性 をハ ー ド ウエ ア と ソ フ トウエ アの 向上 を図 る こ とで 実現 す る。

⑥ 高 度 生 体 情 報 解 析 装 置 一 ・

生 体 情 報 の うち,脳 波の よ うに その 自動 解析 処 理 の手 法 や 診断 論 理 が未 だ研 究 段 階 に あ り完

全 な 自動 解 析処 理 とは い えな い もの もあ るが,医 師 の診 断 の助 け とな る生 体 情 報 を 解析 し,答

を整 理 して 提 供 す る装 置 を 開発 す る。

⑦ 救 急 指 令 装 置 お よ び救 急 医療 情 報 用 ソ フ トウエ ア

救 急 指 定 病 院の 空 き ベ ッ ドや 当 直 医お よ び血 液 の 供 給 可能 状 況 等の 情 報 を 必要 時 に早 急に 使

用 で きる よ うに す るた めの 装 置 な らび に ソ フ ト ウエア。

⑧ 健 康 管 理 用 ソ フ ト ウエア

健 診 デ ー タ の管 理 に よ る種 々 の疾 病管 理 や 生 活 指 導 等 の フ ォロ ーア ッ プ を助 け る ソ フ ト ウエ

アo

細 そ の 他 各 種 機 器 に 付 属 して 開 発 す る ソ フ トウエ ア,た と えば,自 動 問 診 プ ロ グ ラム,自 動 細

胞 診 プ ロ グ ラ ムお よ び 心電 図解 析 プ ロ グラム 等 は機 器 に 付属 し て い る もの と考 え,ソ フ トウ

エ アの みで 単 独 の 項 は設 け な い 。

⑨ 携 帯 用 診療 ユ ニ ッ ト

携 帯 可能 な,ま どま った ユ ニ ッ トと して これ を持 って い く と,ひ と とお りの 救急 や一 般 診 療,

最小 限 必 要 な 検 査 に 対 処 で き る ものが 望 まれ る。

これ は 無 線 機 器 と の イ ンタ ー フェー ス を もっ 必要 があ り,こ の 他 に 携 帯用 と して軽 量小 型,

耐振 性小 電 力 等 の 機能 が 要 求 さ れ る。

⑩ 遠 隔 制 御 付医 用装 置

た とえ ばX線 装置 を 遠 隔で 制 御 し遠 方 の 医 師 の 望 むX線 像 を入 手 す る。

制 御 の 信 頼 性 と安 全性 の 向 上を はか る。

⑪ 生 体 情報 収 集 伝送 装 置

タ ー ミナ ル の パ ラ メデ ィカル が サ テ ライ トの 医師 の 指 示 に よ り心 電,聴 診,血 圧,脈 抱 体

温 等 の 種 々 の生 体 情 報 を収 集 し伝送 す る 必要 が あ る。 こ の た め簡 易 な 操 作 で 正 し く操 作 で き る

装 置 。
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」

⑫ 携 帯用 ま たは小 型 レ ン トゲ ン装 置

僻 地 に お け る レ ン トゲ ン装 置 は 健 診車 また は移 動 タ ー ミナル等 で の 利 用 を考 え,小 型 軽 造 化

を はか り,で きれ ば 携 帯可 能 な装 置が 望 まれ る。 この た め併せ て 耐振 性,小 電力 悦 小 漏洩 化

が 望 まれ る。

⑬ 簡易 検体 検査 装 置

患 者 の 検 体 検 査 に お いて タ ーミナル の検 体 を い ちい ち サテ ラ イ トな どの 検 査 室 に送 っ て い た

の で は この 搬送 だけ で も相 当 な負担 とな る。 この ため タ ー ミナルの パ ラ メデ ィ カル が ご く簡 単

に行 な え る装 置 が 望 まれ る。

⑭ 簡 易 応急 処 理 装 置

タ ー ミナル で パ ラメ デ ィ カル が サ テ ラ イ トの 医師 の 指 示 で 応 急に 対処 す る ことが 必 要 とな る。

この 際 パ ラ メデ ィ カル を補 助 す る もの。
'

⑮ 搭載用医用機器(主 として救急時)

ヘ リコプターや救急車に搭載し主として救急時に使用する機器の開発を行な う。

その際,ノ イズの混入防止,耐 振性,小 型化,軽 量化を図る。

⑯ 分娩監視装置

僻地においては助産婦による分娩も考えられる。この際必要に応じアラームを発しこれを監

視することで助産婦を手助けする装置。

⑰ 簡易環境用分析装置

農薬やその地域特有の水質,あ るいは土壌等の環境条件を容易にかっ短時間で検知 し得るた

めの装置。`

■

5.シ ス テ ム の 管 理 ・運 営

本 調 査 研 究 に お い て,プ ロ ジェ ク ト自体 の 管 理 ・運営 の 問題 に ま で言 及 す る こ とは,や や範 囲

を逸 脱 す るか も しれ な い 。 しか し,こ れ ま で述 べ て きた よ う な プ ロ ジ ェ ク トの 性 格 を 考 え る とき,

その 実現 に は,如 何 な る管 理 体 制 を と り,プ ロジ ェ ク トを 如 何 に運 営 して い くか が 著 し く重 要 な 問

題 であ る。

従 って,本 節 では この 問題 に つ い ての 一つ の 考 え方 を試 案 の形 で提 出す る こ とに する 。

「

5.1本 プ ロ ジ ェ ク トの 組 織

この プ ロ ジェ ク トは,一 つ の モ デル シ ス テムを作 る もの で あ る。従 って,こ の プ ロジ ェ ク ト自 体

を管 理 し,モ デル を評 価 す るた めの管 理 組 織 と,セ ン ター ・サ テ ラ イ ト ・タ ー ミナ ルの 医 療 上の 機

能 を維 持 して い くた めの 管 理組 織 が 必要 で,こ れ は,い わ ば 二 重 構造 を な し て い る こ とに な る。
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か か る組 織 の構 造 を一つ の試 案 と して 図示 した もの が図3-11で あ る。
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まず,最 上 段に あ るプ ロ ジェ ク トと記 され て い る 部 分は,本 プ ロ ジ ェ ク ト全体 の 管 理 組 織 で あ る。

これ を設 置 する場 所 はモデル地 域 では な く,東 京 等 を想 定 す る こ とが で きよ う。 この プ ロ ジ ェ ク トと

記 され た 部分 の組 織 上の性 格に っ い ては,種 々の 議論 が あ る と思 われ る が,本 調 査 研 究の 範 囲 を 越

え る ので こ こで は論 及 しな い。

次の モ デル地 域 シ ステ ム管 理 部は,「 プ ロ ジ ェ ク ト」 の 部分 の 機能 を モ デル地 域 に お い て も っ た

部 門 で あ る。 こ こが モデル 地 域 にお け るこ の プ ロ ジ ェク トの管 理運 営 上 の 責 任 を 負い,か っ 評価 を

も行 な う もの で あ る。

この モ デ ル地 域 シ ステ ム管 理 部 に は,諮 問委 員 会 を 常 設 し,こ の 助 言 に よ って,こ の プ ロ ジ ェク

トを運営 す る必 要 が あ る。 この 諮 問 委 員 会 に は,か か る シス テ ムが 各 方 面 に 関 係 を もっ こ とを考 慮

し て,そ の地 域 の 関 連 す る組 織及 び受 益 者 を も って構 成 す る。 例 え ば,地 方公共団体,医 師 会,中 心

的 医 療機 関,保 健所,消 防 署,僻 地 住 民 等 の 代表 が その 構 成要 員 と して 考え られ よ う。

次 の段 階 は,医 療 支援 の 機能 を果 す 部 分 の 組 織 で あ る。 セ ン タ ー ・サ テ ライ トに は その 責 任 者 が

必 要で あ ろ う。 これ を仮 に セ ン タ ー長,サ テ ラ イ ト長 と名 づ け る。

一58一



」

4

「

組 織 上の セ ンタ ーの 性 格 は,す で に述 べ た よ うに本 プ ロ ジ ェ ク トに は 属 す るが,実 質 的 には この

セ ンタ ーが付 設 さ れ る医 療機 関 と一 体 とな っ て運 営 され な けれ ばな らな い。

ま た,セ ンタ ー長の 責 任 は,医 療 支援 と い う医 療 上 の機 能 を維持 管 理 す る こ・とに あ る の で,こ の

セ ンタ ー長 は,セ ンタ ーの付 設 され た医 療機 関 の 責任 者 が これ を兼務 す る こ とが 最 も適 当 と考 え ら

れ る。

サ テ ラ イ トの長 に つ い て も,同 様 の 考 え方 か ら,サ テ ライ トの あ る医 療機 関 の 責 任 者 の 兼務 が 理

想的 であ ろ う。

セ ン タ ー及 び サ テ ライ トに 属 す る職 員 に っ い て は
,シ ス テ ム運営 の た め の職 員 と,医 療 支 援 機 能

を果 す ため の 職 員 とが 考 え られ る。 この中 の シ ステ ム運 営 の職 員 は,こ の プ ロ ジェ ク トの 専 任 の 職

員 と し て これ に あた るの が 適 当 と考 え られ る。

医 療 上の 機能 を果 す職 員 に つ い て は,こ の シス テ ムが 現 存 の 医療 機 関 と一 体 に な って は じめ て機

能 す る もの で あ る 点 を 考慮 し て,こ れ らの セ ン タ ーや サ テ ラ イ トが 付 設 さ れ て い る医 療 機 関 の 医 師

を もって これ に あ て るか,'ま た この プ ロ ジ ェ ク ト専任 の 医師 が 派 遣 され る場 合 で も
,こ れ らの 医 療

機 関 に併 任 の形 に してお く こ とが是 非 必 要 と思 わ れ る。

タ ー ミナル の職 員 に っ い ては
,タ ーミナル を新 設 す る場 合 は別 と し て,現 存 す る診 療 所や 僻地 診

療所 等 を支援 す る もの であ るか ら,そ この 人 々が その まま,こ の シ ステ ムに属 す る こ とに な ろ う。
、

ただ し,こ れは勿 論,強 制 に よ る もの で はな く,こ の プ ロ ジ ェ ク トと の 診 療所 医師 と の何 らか の 任

意の契約に基づ いて,相 互 に 協 力 す る形 に な る こ と が最 も望 ま しい と考 え られ る。

以 上述 べ た こ とをま とめ表3-6に し て示 した。

ま た,こ れ らを機 能 上か ら分 類 す る と次 の よ うに な るご

① 医療機 関へ の援 助 活 動 の 中 心

・サ テ ラ イ ト
,お よ び タ ー ミナ ルの 医師,薬 剤 師,パ ラ メデ ィカル。

・これ を専 門 技 術
,知 識 で バ ッ ク ア ッ プす る セ ンタ ーの各 専 門 医。

② 援 助活 動 の 補 助

・ヘ リコプ タ ー操 縦 士
,搭 乗員,救 急 車 ・健 診 車 の乗 員,お よ び健 診船 の 乗組 員 。

・シス テ ムの オ ペ レ ー タ ー
,保 守 な どの 要 員 。

③ シ ステ ム運営 の補 助

事 務 職 員,と くに総 務 グル ー プ長,シ ス テ ム管 理 部長 と緊 密 な連 絡 を と り,セ ン タ ー長 ,サ

テ ラ イ ト長 を補 佐 し て の 活 動 が重 要 な 役 割 で あ る。

④ シス テ ムの評 価,改 良 研 究

.医師,パ ラ メ デ ィカ ル,シ ステ ム ・エ ンジ ニ ア。

⑤ シ ステ ム運 営 の企 画,シ ス テ ム管 理 部 長 へ の ア ドバ.イス,地 域 関連 機 関 との 調 整 。
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表3-6シ ス テ ム の要 員

ー

O
O

l

所 属 要 員 内 容

諮 問 委

員 会
諮 問 委 員

セ ン タ ー長,サ テ ラ イ ト長,地 域 住民 代 表,関 連 機 関(医 師 会,消 防 署,警 察,自 衛 隊 な ど)の 長 お よ び大 学

病 院 な どの 医 師,地 方 公 共団 体 の 医療 関係 者

現地 シ ステ 管 理 者 管 理部 長:シ ス テム 全体 の運 営 の責 任 者,プ ロ ジ ェ ク トよ り派 遣 され る。

ム管 理 部 事 務 職 員 プ ロ ジ ェク トよ りの 派 遣 また は採 用

管 理 者 セ ンタ ニ長:セ ンタ ーを 併設 した病 院 の 長 の兼 任 。 サ テ ラ イ トの 管 理,医 療 の 責 任 者

専 門 医
一ヒ記 病 院か らの 兼任,一 部 の医 師 は本 プ ロ ジ ェク トよ り専 任 と して採 用 され るが,形 式 上 は併 設 の医 療 機 関 と

兼任 とす る。
セ

パ ラ メ デ ィ カ ル 医師の補助者 としての看護婦等を採用
ン

タ

ー

・

事 務 職 員

シ ス テ ム 要 員

システム 保守要員

プ ロ ジ ェ ク トか ら の 派 遣 ま た は 採 用

プ ロ グ ラ マ ー オ ペ レ ー タ な ど を 採 用
,

'

採 用

ヘリコプター操縦 士 採 用

システム ・エンジニア プ ロ ジ ェ ク トよ り派 遣 ま た は サ テ ラ イ トや タ ー ミ ナ ル に も移 動 す る

管 理 者 サ テ ライ ト長:サ テ ラ イ トを併 設 した 病 院 の 長の 兼 任 。 サ テ ラ イ トの管 理,医 療 の 責 任 者

一ヒ記 病 院 か らの 兼 任。 一部 の 医師 は本 プ ロ ジ ェク ト専 任 と し て採 用 され るが,形 式上 は併 設 の 医療 機 関 と兼任
一 ・般 医

と す る 。

サ
薬 剤 師 .ヒ記病 院 か らの 兼 任。

テ

ラ

イ

ト

パ ラ メデ ィカ ル

事 務 職-員

シ ス テ ム 要 員

システム保守要員

医 師 の 補助 者 と し ての 看 護 婦,・衛 生 検 査技 師,X線 技 師 等 を採 用

プ ロ シ ェク トよ り派 遣 ま たは採 用 。

プ ログ ラマ ー オ ペ レ ー タ(含 ・救 急 車 要 員)な どを採 用
,

採 用

・ 乗 務 員 健 診 車 ・救 急 車 の 運 転 手,健 診船 等 の 船 長,乗 組 員 の 採 用 。

㍗
ミル

医 師

パ ラ メ デ ィ カ ル

サ テ ライ トまた は セ ンタ ーの 医 師 が非 常勤(定 期 ま たは 随 時 に 巡 回)に て勤 務 。

現 在,活 動 申 の 保 健 婦 等 の 協 力 を得 る。 該 当者 の な い場 合 は 採 用.

●



●

⑱

5.2他 機 関 と の 関 係

この プ ロジ ェ ク トの 管 理 ・運 営 」二の も う一 つの 重 要 な 問題 は,こ の プ ロ ジ ェ ク トと他 の 機 関 との 関 σ

関係 であ る。

ここでい う他機関 とは 公 的 私 的 を問 わ ず,こ の シス テ ム と関連 を もっ 可能 性 の あ る機 関の こ とを

さし,例 え ば,医 療 機 関,保 健所,地 方公 共団体,医 師 会,消 防 署(救 急),そ の他,医 療機 関 を所

有す る種 々の 公的 ・私 的 の 団体 で あ る。

こ の シ ステ ム は,そ の性 格 上,現 存 の医 療 供給 体 制 を側 面 か ら支 援 す る もので あ るか ら,こ の シ

ス テ ムの み で は存 在 の 意 義 は な い 。 ど う して も,現 存 の 医療 供 給 体 系 の 中 に 入 っ た上 で,機 能 を発

揮 しな け れ ば な らな い。

具体 的 には,セ ンタ ー ・サ テ ラ イ トは 既存 の 医 療 機 関に 附 設 す る こ とを想 定 し て い るか ら,か か

る医 療機 関 との 関連 は大 き な問 題 で あ る。

か か る問題 の 一部 は,第4章 に お いて も述 べ られ る であ ろ うが,基 本的 な 考 え 方は 次 の よ うな も

の で あ る。

す なわ ち,管 理 ・運 営 は 別個 の組 織 を もって,こ れ を行 な うが,医 療 上 の 実質 的機能 は,既 存 の

医療 機 関 と一 体 と な って これ を行 な わな け れ ば な らな い。 従 って,既 存 の医 療機 関 と の折 衝 に よ っ

て,個 々の契 約 を結 び,そ の医 療機 関 に密 接 した形 でか か る セ ンタ ーや サ テ ライ トを設 置 し,人 的

には 併任 の形 でそ の 一 体 化 を図 る 必要 が あ る。

現 在 の 医療 は種 々の 機 関 に よ って 供 給 され てい るか ら,こ れ らを 全 て一 律 に論 ず る こ とは で きな

い。 実 際 の場 に あ た って個 々 に 検討 す るこ とが 必 要 で あ ろ う。

また,他 の 関連 諸 団 体 は,諮 問 委 員会 の 一員 と して,こ の プ ロ ジ ェク トの 管 理運営 に 参 加 す る こ

とが 適 当 と考 え られ る。

h

5.3年 次 計 画

さ て,以 上 の機 器 シス テ ム を実 際 に 開 発 しよ うとす る場 合に は,ど の よ うな年 次 計 画 に 沿 って進

め るべ きで あ ろ うか 。

全 体 の プロ ジ ェ ク トと しては,評 価 の2年 間 を含 め少 な く と も約5年 間 が 必要 と考 え られ る。

一 つ の参 考例 と し て
,以 下 に 開発 ス テ ップ と各年 度 へ の割 りふ りを示 す。

① 医療 機 器 シス テ ム開 発 の ス テ ッ プ

医 療 機器 シ ス テ ム を開 発 す る に 当 っ ては,下 記 の ス テ ップ を踏 む 必 要 が あ る。(図3-12参 照)

1)実 態 調査

医 療 の供 給 ・需 要 実 態 調 査,医 療機 器 ・関 連機 器 開 発 実 態調 査 を行 ない,医 療 の実 態 と 方 向

づ け,技 術 面 か らの可 能 性 を確認 す る 。
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2)問 題 提 起

実 態 調 査 結 果 に基 づ い て医 療 上 の 問題 お よび技 術 上要求 され る事 項 を 明確 に す る。

3)目 標 ・評 価 基準 の設 定

評 価 基 準 の 設 定 は,単 に 開 発 さ れ た シ ステ ム の評 価 の 尺度 とす る だけ で な く,開 発 を進 め て

い く上 での具 体 的 な設 計 開発 基 準 な い し設 計 技 術 目標 とす る観 点か ら も,こ れ を 考慮 し て い く

こ とが 重要 で あ る。

評 価 基 準 の 設 定 に 当 って は 医 療,技 術 両 面 か らの検 討 が 必要 とな る。

・4)基 本 設計

(a)基 本 機 能 設計

医療 上要求 され る基 本 的 な機 能(一 般 診療,救 急 診 療,健 康 管 理,コ ンサ ル テ ーシ ョ ン,

医 療 関係者 教 育,住 民 保 健 教 育,管 理)の 定義 づ け と実 施 施 設(セ ン ター,サ テ ラ イ ト,タ

ー ミナ ルお よび 関連 機 関)の 機 能 実施 分担 を決 定す る
。

(b)詳 細 機能 設 計

基 本 機能 設 計 に 基 づ い て実 施 施 設 に お け る機 能 を 具体 的 な行 為 の種 類(質 的,量 的)に 展

開 し,関 連 づ け を行 な う。(セ ン ター,サ テ ラ イ ト,.タ ー ミナル の 詳細 機 能 設 計 を進 め る過

程 で移 動系,通 信 系 に 要求 され る機能 も抽 出 され る。)特 に 医療 上 の 要求 機 能 を 明確 に す る

こ と。

(c)要 素 割 り付 け と概 略仕 様 の決 定

展 開 され た各 施 設(セ ン タ ー,サ テ ラ イ ト,タ ー ミナル,移 動 系,通 信 系)の 機 能 を モ ジ

ュー ル化 し,マ ン ・マ シ ンの機 能 分 担 を行 な う。 この 過 程 で マ ン ・マ シ ンお よび相 互 の 関 連

づ け(イ ン タ ー フ ェ ース)の 概 略 仕 様 を決 定 す る。

へ 　

(d)シ ステ ム運 用 方 式 の 基 本 設 計

要素 割 り付 け,概 略仕 様 の 決定 と並行 し て シス テ ム管 理 運用 の 基本 方 針 を決 定 し,各 施設

に お け る管 理運 用方 式 の設 計,費 用1要 員 の概 算 見積 り を行 な う。 関 連機 関に 対 して は 十分

説 明 し協 力 を得 て お く ことが 必要 で あ る。

5)詳 細 設 計

各 要 素 の詳 細仕 様 を 決定 す る。 仕 様 決 定 に 当 っては 医 療 上 お よ び 運 用 上 の要求 事 項(安 全性,

正 確 性,信 頼 性,操 作性,拡 張 性,互 換 性,保 守 性,経 済 性等)お よび 仕 様 実現 可 能 性 を 見 き

わ め る ため の技術 調 査 を行 な う。 特 に イ ン タ ーフ ェ ースに 関 し ては 詳細 かつ 慎 重 な検 討 を 行 な

う。,

6)基 礎 技 術 開 発

一 本 シス テム で は 高度 な技 術 に基 づ く機 器 開 発が 要求 され る。 基 礎技 術 の 開発 に 当 っ て も相 当

の期 間 を 要す る もの と考 え られ るの で,シ ス テ ム開 発 ス ケ ジ ュ ール の 関 係 か らも,で きる だけ
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b

早 い時 期に(詳 細 設 計 と並行 して)主 要 基 礎 技 術 の開 発 に着 手 せ ね ば な らな い 。必 要 に 応 じて

実 験 プラ ン ト等 の 建 設 も行 な う。

7)機 器 開発 ・製 作,シ ス テ ム ・テ ス ト

詳 細仕 様,基 礎 技 術 お よ び モ デル地 区 の 実 態 調 査に 基 づ いて機 器 の 開 発 ・製 作 を行 な う。 開

発製 作 は施設 よ り も技 術 要 素 を 中 心 と し た シ ステ ムで行 な うこ とが最 終 的な シ ス テム と りま と

め の 関係 上 望 ま しい。

対 象 とな る機 器 と して は,新 規 開 発 を要 す る もの,既 存 機 器 の 改 良 な い し組 み 合わ せ技 術 に

よ る もの,既 実 用 化 機 器 で 十 分 な もの に大 別 され る。

開 発 の プロ セ ス と し ては 基 礎 実験,設 計,試 作,単 体 テ ス ト,組 み 合 わ せ テ ス ト,総 合 テ ス

トを 行 な う。

8)建 設 ・準 備 ・

シ ステ ムの テ ス トと並行 し て施設 の建 設
,器 材,要 員,実 施 計 画 の準 備 を行 な う。(建 設,

搬 入,設 置 に 当 っ ては 季節,地 理 的条 件 を 考慮 してス ケ ジ ュ ール を立 て る こと)

9)シ ステ ム 設置

総 合 テ ス トが終 了後 モ デ ル地 区 ヘ シス テ ム を搬 入設 置 す る。併 せ て実 験 実施 ス ケ ジ ュ ー ルの

作 成,運 用 マ ニ ュ アル の 作 成,要 員 オ リ エンテ ー シ ョン ・訓 練
,地 元 関係 者 へ の説 明 等 を行 な

う。(こ れ も季節 的,地 理 的 条件 を 考慮 して設 置 ス ケ ジ ュ ール を 立 てる こ と)

10)実 施 ・評 価

シ ステ ム を実 施 し,収 集 した デ ー タに基 づ い て評価 を行 な う。

11)関 連 機 関 との調 整,承 認

本 シス テ ムは社 会 の 多方 面 に 関 係 し,医 療 を対 象 す るた め,実 施 に 当 って は 慎 重な検 討 と評

価 を必 要 とす る。 従 っ て 当初 か ら関係 諸 機 関 と十分 調整 し,協 力 体制 を 確 立 し て行 く と同時 に,

開 発 の 諸段 階 で シ ス テ ム を評 価 し承 認 す るた め の チ ェ ック ・ポ イ ン トの設 定 が不 可欠 で あ る
。

これ らの年 次計 画 を5年 間 の 各 年 度 に割 りふ り摘 記 す れ ば 下 記 の よ うに な る で あ ろ う
。

第1年 度

第2年 度

第3年 度

調査研究

概念設計

基本および詳細設計

実験 プラント試作開始

高度技術,機 器開発着手

シ ス テ ム総 合 設 計 開始
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第4年 度

第5年 度

第6年 度

シ ス テ ム機 器 調 達 開 始

現 地 実 施 準 備 開始

シス テ ム テ ス ト開始

シス み サ_ビ ス開始

評価
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第4章 医療 機器 シス テム を と りま く諸 問題

亀 1.医 療 機 能 に 関 連 す る法 律上 の 問題

喝

■

1.1医 事 法 規 解 釈 の 基 本 的 立 場

法 規 は 解 釈 され る こ とに よ り現 実 化 す る。 従 って法 の 定 め ると こ ろ を探 るに は,常 に解 釈 原 理 を

明 らか に して お く必 要 が あ る。

法 律 全般 の解 釈原 理 の 中 心 は 基 本 的 人 権 擁 護 にあ る。従 って,医 事 関係 法規 の解 釈 は 住民 の 人権

確 保 ・福祉 の 向 上 を目 指 し てな され るべ きで あ る。 法 に抵 触 す る とは すな わ ち住 民 の 福祉 に 反 す る

こ とで あ り,そ の た め に これ が寵 せ られ る こ とが 肯 定 され るわ け で あ ろ。

この よ うな観 点か ら と らえ る と,現 行法 制度 には 不備 の点,ま た疑 問 とされ る点 も少 な くは な い。

そ の 問題 点 も,制 度 全般 に 関 す るよ うな根 の深 く大 きな もの か ら,近 く改 訂 され る こ とが予 想 され

るよ うな もの に至 る ま で 各 種 に わ た る。 こ こで は原 則 と して現 行 法 制 度(そ の 欠陥 の あ る ままに)

を一 応 是 認 した 上 で,こ れ に照 ら して 抵 触 す る と思 われ る問 題 点 に つ い て検 討 す る。 た だ し,こ の

医療 機 器 シス テ ムの よ うな 新 し い 問 題 に つい て は 現 行法 の定 め られ る段階 で は ま った く予 測 され

て い なか った こ とは 事 実 で あ り,そ れ ゆ えに ま た遠 か ら ざる 間 に これ ら社 会 シ ス テム との 関 係 か ら

何 らか の 手 当 が,法 制度 そ の もの に加 え られ る ことに な る と思 わ れ るの で,そ れ らに つ い て も考 慮

.に 入 れて 言 及 す る。

さ らに,現 在 の 法 制 度 自体 が 予 想 し,目 指 してい る と ころ と,現 在 の 実情 と の間 に は 大 きな隔 り

の あ る こ と も周 知 の こ とで あ り,本 医療 機 器 システ ム もこの 懸 隔 の 補 完 の た めに 開発 され る と も考

え られ る。 従 って この 点 に も十 分 に 留 意 し た い と考 え る。 と い うの は,新 しい 方 式 の 導 入 に は メ リ

ッ トと同時 に 当 然 デ メ リッ トを も含 む こ とに な るの で この デ メ リッ トを最 小 限 度 に抑 えね ば な らな

い ことは 自明 の こ とで は あ るが,し か し ¶総 体 と して 現状 よ りは優 れ てい る"と い う安 易 な 評 価 に

安 んず る傾 向 を恐 れ るか らで あ る。

現 状 を改 善 す るた め に 試 み られ る新 方 式 が現 状 よ り優 れ る こ とは 全 く当然 の こと であ る。 評価 は

他 の 考 え られ る方 式 に 要 す る諸 エ ネ ル ギ ー とそ の効 果 との 比 較 に お い て論 ぜ ら るべ きで あ ろ う。

以 下に 述 べ る過程 で は,悪 い 事態 を 常 に 予想 し,時 に は ご く基 本 的 な 誤 ちに対 し て も仮 定 がな さ

れ る。 その 理 由 と して 一 つ に は,こ れ らeく 基本 的 な 誤 ちが 事 実 あ り うる こ と(1972年 イギ リス

のMedicalDefenceUnion年 報 に よ れ ば,71年 度 間 に 取 り違 え手 術 が17件 報 告 さ れ た との こ

とで あ る。)1)ま た 一 つ に は,法 の 基 本 的考 え方 と し て,考 え得 る各種 の場 合 を も考 慮 し てお く

べ き もの で あ る と考 え られ るか らで あ る。'
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現 在 の法 制 度 に お い て その 前 提 とな ってい ると思 わ れ る 考 え方 を以 下に 指 摘 す る。 この 前 提 が 現

行法 制度 の 限 界 で もあ る。 す な わ ち現 行 法 で は

① 人 対人 の 医 療 を 基本 型 とす る。 従 って 医療 機 器 を そ の手 段 と考.え るか,全 く異 質 な もの と考

え るか で問 題 の と らえ方 が 全 く異 な っ て くる。

② チ ー ム 医療 へ の 指 向 は 薄 く,医 師 中 心 性 が 強 い。 パ ラ メ デ ィカルの 位 置づ けが 困 難 も し くは

動 揺 してい るo

③ 現 在 の診 療 そ の もの に 焦点 が強 く当 り,将 来 の 診療,医 学 研 究 な どにつ いて の 配 慮 に 不 備 が

うか が われ る。

これ らの 前 提 を変 え るに は,相 応 の 重 大 な 理論 的手 続 き的 な 手 当 を必 要 とす る。

法 律 的 問 題 は,一 方 で 計 画 ・施 行 され た機 器 な りシス テ ム な りが その 計 画 通 『りに 作 動 して い る場

合 に,法 規 違反 ・人 権 侵 犯 が され てい な いか とい う検討 で あ り,他 方 で その操 作,作 動 ある い は 結

果 に 不 都 合 が 発 生 し た 場 合 の埋 め合 せ,責 任 の 所 在 な ど の 検討 で あ る。

1.2実 施 上'の留 意 事 項

こ こで は 医療 機 器 システ ムの 実施 あ るい は 計 画 上 留意 し な くては な らな い と思 わ れ る点 を,医 事

法 学 的問 題 点別 に検 討 す る。 従 っ て 同一 の 事 実 が複 数 回に わ た って 検 討 の対 象 とな る こ と もあ る。

1.2.1一 般診 療補 助機 能に 関 連 して

こ の 分 野 に お い て は 患者 に 対 し パ ラメ デ ィカル が必 要 に 応 じて サ テ ラ イ ト医 師の 指 示 を 受 け な

が ら適 切な 処 置 を行 な う とい う構 想 が もた れ て い るが,こ こで は そ の 是否 が 直接 の対 象 とな る。

その 場 合 ター ミナル は保 健 婦 の 管 理 の 下に あ る もの と仮 定 し て以 下 検 討 す る。

(1)医 業 の業 務 独 占(医 師 法 第17条)

医業 は 医 師 のみ が行 な い う る もの と す るの が現 行 制度 の基 本 的 考 え方 であ る が,パ ラ メデ ィカ ル

が患 者 と対 す る,と い う本 計 画は この 点 で ど う評 価 され 得 る か 。

さ きに もふ れ た通 り,現 行 制度 で は 医療 を医 師(特 別 に 言 及 し な い限 り歯科 医 師 を ふ くむ。 しば

し ば助 産 婦 もふ くむ こ とに な る)が 行 な うべ き もの として い る。 一 定 以 上 の知 識 技 価 が あ る と国 が

判 断 をし た者 に の み免許 を与 え,こ の 者 の み が 医業 をな し うる とす る こ とに よ り,国 内の 医 療 水準

を 一定 限 度 以 上 に保 と う とす る もの で あ る。

医業 の 独 占 をゆ るされ る こ とに よ り,医 師 は職 業領 域 を確保 さ れ る とい う保 証 を受 け るこ とに な

るが,こ れ は反 射 的 利益(上 記の 医療 水準 の確 保 の ため の 制度 が,副 次 的 に 医 師達 に利 益 を生 ず る

に す ぎ ず,医 師 達 の 利益 を 守 るた め に この 制 度 が あ るの で は な い,と い う こ と)に す ぎな い と考 え

られ る。 従 って こ こで は こ と さ ら,と りあ げ る ま で も な い で あ ろ う。
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結 局,こ こ では 医療 機 器 シス テ ム開 発 が 仮 りに 医 療の 場 に 医 師以 外 の者 を登場 させ る こ とに な る

とすれ ば,そ の こ とが 医療 水準 低 下 あ る い は医 療 上 の不 都合 を生 じせ しめ る お そ れ が な いか 否 か が

唯 一 の問 題 点 とな る。

医 業 とは・ 「反 覆 継続 の 意思 を以 て 診 療 治療 等 の 医療 行 為 を為 す を指 称す る」2)も の とい うの が

判 例 の 考 え方 で あ る。 こ こで問 題 と され て い るパ ラメ デ ィ カル の行 為 が反 覆 継続 され る もの で あ る

こ とに つ い ては 争 は あ るま い か ら,そ れ が 医療 行 為 に あ た る もの か 否 かの み が 問 わ れ る
。

実 は タ ー ミナル にお く ことが 予定 され てい る保 健婦 に つ い て 法 は,「 主治 医 の 医 師 又 は 歯科 医師

の指 示 が あ った場 合 の 外 … …医 師若 し くは歯科 医 師 が行 うの で なけ れ ば衛生 上 危 害 を生 ず る虞 の あ

る行 為 を してIEkな らな い 」(保 健 婦助 産 婦看 護 婦法 一 以 下保 助 看 法 とい う一 第37条)も の と

規 定 してい る。 先 述 の 医師 法 第17条 と表 裏 をな す規 定 と考 え られ る
。

結 局,医 師 が 専門 家 と しての判 断 と技 価 を用 い て 行 な うの で なけ れ ば危 険 で あ る と判 断 さ れ る行

為 は 保 健 婦 た りと もな し えな い,と ・・うこ とに な る3)わ け だ が
,こ の危 険 力、否 かの 判 断 は正 に

医学 的 判 断 で あ るか ら医 師 に よ って のみ 適切 に な され うる もの で あ ろ う
。

以 上 の よ うに考 え る と,タ ー ミナ ルに 保 健 婦 をお きサ テ ラ イ トの 医 師 の指 示 を受 けな が ら適切 な

処 置 を 行 な うこ とに は,い くつ か の困 難 が 生 じ う る と判 断 せ ざ る を えな い
。

第 一 に,タ ー ミナ ル を訪 れ る"自 称 患者"の 全 てに つ い て サ テ ラ イ ト医師の 指示 を仰 がね ば な ら

な い で あ ろ う。 お そ ら く,医 療 に お い て,最 初 の しか し最 も重 要 とい い得 る行 為 は患 者 の 選別 で あ

るか ら・ これ は 必 ず 医 眺 よ ・て な さ るべ き もの で あ り
,保 健 婦 に よ る 選 別1ま危 険 で あ ろ う。

第 二 に,診 断の た め には 必 須 で あ る よ うな 検 査 行 為 に つ い て も医 師 自 らが な す べ き項 目が あ る と

思 われ る点 で あ る。 た とえ ば,血 圧測 定 は そ の 行 な い 方 と読 み方 とに よ りか な りの 誤 差 を生 じ う る

・ とか ら医 療 行 為 と解 ・ 考 え方 もあ りう ・.4)・ れ の 検 査 な し で サ テ ラ ・
、・医 師 ・・パ ラ ・ デ ィ

カル に 適 切 な指 示 を与 え 得 る もの か ど うか 疑 問 で あ る
。 この シス テム を導 入 す る こ とに よ って,本

来 は 医 師 が す るこ とが望 ま しい よ うな 行 為 を,パ ラ メデ ィ カ ルが す る,と い うよ うな 事 態 は 本 シス

テ ム の存 在 意 義 に ま っ た く反 す る もの で あ ろ う。

第 三 に考 えね ば な らな い こ とは,患 者 医 師 の 関係 で あ る
。 患 者 個 人 が 医師 に訴 え をな し,こ れ を

医 師が 聞 き,指 示 を与 え,と きに は 拒 否 し,叱 り,と きに 同 情 し た りす る こ とに よ って 医療 の 重 要

な 部分 が成 り立 つべ きで ある,と い うのが 現 在の 医 療 観 で あ る
。 先 に のべ た諸 検 査 結 果 も,そ の患

者 個 人 の 従 前か らの 全 体 状 況(個 人 的 病 歴 ・現 在 状 況 ・家 族 状 況 ・職 場状 況 な ど)の 中 に お い て こ

そ正 し く位 置 づ け られ る もの で あ るか ら,GP的 役 割 を果 す と思 わ れ るサ テ ラ イ ト医師 は,各 患 者

を個 人的 に 相 識 って い るべ きであ ろ う・ 従 ・ て"ゆ だね る"と い う形 で は な すべ きで はな い
。

従 っ て,専 属 の サ テ ライ ト医 師 が仮 に 月 に一 回,三 ヵ月 に 一回 で も各恵 暑 に 面接 し うる よ うな 状

況 であ れ ば,お そ ら く ふ だ ん 遠 隔 地 に あ って も有 能 な 保 健 婦 の 助 力 をえれ ば 有 効 な判 断 を下 し う

か もしれな い・ そ してそれが 医療 上有 効 であ ると 認 め られ る こ とが
,法 的 に も妥 当 な もの と判断 され



る こ とに な る。

ここ で と くに 付 言 して お くべ き こ とは,こ れに あ た る保 健 婦の 教 育に も十 分 な配 慮 を払 い,適 切

な 処 置 をな し うる とい う見込 み が 確 か で な け れ ば,無 責 任 との評 価 を免 れ な い ことで あ る。

(2)無 診療 治 療 等 の禁 止(医 師 法 第20条)

これ もま た,本 シス テ ムの 一般 診 療 補 助 の 合 法 性 の問 題 で あ る。 先述 の業 務 独 占 の 項 で,保 健婦

の 守 備範 囲 を出 る行 為 とされ た.ことが らの 多 くが,す な わ ち ここ でい う'"診 察"に 属 す る こ とに な

るの で,そ の 点 に 関 して は保 健 婦 が保 助 看 法弟37条 に 触 れ れ ばす な わ ち医 師 は医 師 法 第20条 に

触 れ る こ とに な る。 こ こで は前 述 しな か っ た点 のみ にふ れ る。

「診 剰 とは 澗 診,聴 診,触 診,打 診,望 診,検 診,そ の他 手段 の 如 何 を問 わ な い が,5)とに か

く現 代 医療 か らみて 疾病 に対 して 一応 の 診 断 を下 し うる程 度 の 行為 でな け れ ばな らな い こ と とされ

て い る。 これ ま で の と こ ろ有効 な診 察 をな し うるに は,必 ず し も医 師が 手 を 触れ る こ とは 必 要 とは

され な い が少 な く と も患 者 と直接 向 い合 う ことが 不 可 欠 で あ る と考 え られ て きた。 従 っ て,電 話 で

容 態 等 を聞 い た の み で治 療 方 法 を指 示 した り,処 方 箋 内容 を書 き取 らせ た りす る こ とは 原則 とし て

本 条 違 反 とな る,と い う指 摘 がな され て い る。6)た だ し,腰 部 の 火傷 の ため の 内臓 出 血 の治 療 薬処

方 を す る場 合 に患 者 か らの 使い の 者 に容 態 を聞 くの みで あ っ た医 師に 対 して 判決 は 「先 キ ニ治 療 ヲ

為 ス当 時 診 察 シ タル コ トア.リテ 其 診 察 二依 リ真 二将 来 ノ病状 ヲ判断 ス ル ヲ得 ル場 合,即 チ,治 療 ヲ

為 ス 当時.患 者.病 状 ・先 キ,診 察 二基 キ之 ・蜘 ・得 ・レ場 合 」 で あ る と して,免 責 してい る.7)

こ こで も当該 診 療時 には接 しえな くて も,か つ ては ま さ し く診 察 してお り,そ の 時 点 の 症 状 が か つ

て の とき と 同一 で あ ると認 め られ た もの で あ った。

要 は 「真 二将 来 ノ病 状 ヲ判 断 スル ヲ得 ル 場 合」 で あれ ばよ い わ け であ るが,そ の た め には直 接 向

い 合 うこ と が必 要 と考 え られ て きた とい う こ とで あ る。 優れ たパ ラ メデ ィカル の 応 対 と 判断,高 性

能 のTV,そ の他 の設 備 を もっ てす れ ば,全 くの 新患 に つ い て も有効 な 診 断 が 下 し うる もの で あ る

か否 か は,一 義 的 に は 医 学 的問 題 で あ る。 法 は"診 察"の 不 可 欠 性を 規 定 してい る の で あ り,診 察

の手 段 ・方 法 等 の あ り方 ま で規 制 しよ う とは して い な い か らで あ る。 従 っ て 医療 関係 者 の コン セ ン

サ スの 問 題 とな ろ う。(た だ し,く り返 え さ な けれ ば な らな い と思 われ る こ とは,"現 状 よ りは よ

い"と い う評 価 法 の 問 題 で あ る』(L1節 を参照')。 一 定期 間 ご とに サ テ ラ イ ト医 師 が その受 持 地

区 を巡 回 し うる 制 度 を とれ るよ うに して お く ことが 望 まれ る。)

処 方 箋 ・診 断 書 類 の 発行 に も診 察 が 前 提 と され てい るこ と同様 であ る。 また,こ れ らの 発 行 は そ

の 医 師 が な す べ き もの(そ の証 拠 が 署 名 捺 印)と され て お り,内 容 事 項 の 重 要 性 とその 責 任所 在 の

明確 化 とい う点 か ら堅 持 され るべ き制 度 で あ る と思 わ れ る。

事 後 的 責 任 所 在 の 明 確 さ もさ る こ とな が ら,内 容 的 に確 実 性 を保 つ た めに,本 シ ステ ムに お い て

も十 分 に 検 討 さ るべ き こ とが らであ ろ う。(捺 印 に 代 って,自 署 名(サ イ ン)が 一般 化 しつつ あ る

状 況 で あ る。)
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◆

おそ ら くわが 国 の 現代 医 療 の最 大 の 問 題 の一 つ は ホ ー ム ドク ター 制度 の欠 落 で あ る。 、予 防 ・療 後

指 導 の 不備,不 的 確 な 医 療 知識 の 氾 濫,病 院 外 来 へ の 殺 到,大 衆薬 の 乱 用な ど の諸 欠 陥 の 主 因 の 一

?で あ り,医 療 改 善 の た め の 第 一の 関 門 とい うこ とに争 は な い。 本 シス テ ムが 現 代 医 療 の 改 善 の 一

段 階 と して位 置づ け られ るた め に は,1この 点 の 配慮 が 十 分 に な さ れ る べ き で あ ろう。 この 観 点 か ら

す るな らば,タ ー ミナル のパ ラ メデ ィ カル を含 めた サ テ ラ イ ト医師 ス タ ッ フが,地 域 住 民 のHome

doctor(s)と して の役 割 を(完 全 に 同一ーー一とはい えな い ま で も)担 うこ とこ そがeg-一 の 機 能 であ る

と思 われ る。

それ に は安 定 した医 療 ス タ ッ フの 確 保 が 極 め て重 要 な もの と考 え られ,こ れ な くし て は本 計 画が

か え っ て現 代 医療 の 悪弊 を重 ね る こ とに な りか ね な い こ とが危 惧 さ れ る。機 器の 開 発 が 人 的 資源 ・

資 質 との 関 わ りの中 で な され る場 合 に は法 の 域 を出 る と思 われ る。

(3)診 療 録 を め ぐる問 題(医 師 法 第24条)

医 師 は 診療 録 の 記 載 およ びそ の保 存 の 義務 を負 っ てい るが,そ の 履 行 は本 シ ステ ム で は どの よ う

に 果 され,ま た,患 者 の 診療 録 へ のaccessibilityは どの よ うに扱 われ うる か。

診療 録 の存 在 意義 とし ては,患 者 本 人 の 診療 の た め,医 学研 究 上 の ため,衛 生 行政 三監 督 な どの

ため,そ して 司法 上 の 目的 の た めな どを挙 げ る こと が で き よ う。 この 利用 に関 して,基 本的 人 権 に

関 わ る最大 の 問題 点 は プ ライ バ シーの 確 保 とい う こ とで あ ろ うが,こ れ は次 項 に と りあ げ る こ と と

し,本 項 で は診 療 録 記 入 及 び診 療 目的 利 用 と 医療 機 器 シス テ ムに っ い て検 討 す る。

法 が 必 要 的記 載事 項 と して 定 め てい る ところ は多 くはな く(医 師法 施行 規 則 第23条)現 実 に は

諸 検 査 記録 な ど の他 に 看 護 日誌 な どパ ラ メデ ィ カル に よ る記 録 も くみ こまれ てい る こ とが少 な くな

い よ うで あ る.8)法 で予 定 して い る医 師 に よ。 て記 入 され る もの は,本 ・ ・テ ム で もサ テ ラ イ トに

お い て記 入 され保 管 され る こ とに な るで あ ろ う。 主 治 医 とい う制 度 を この計 画の 中 に どの よ うに組

み 込 むか の 問題 点 にっ い て は 前に も触 れ たが,診 療 録 の 記 入 ・管 理な どの点 に お い て も問 題 に な る

と思 わ れ るb

さ らに,本 シス テ ムに お け る'医 師"の 一 部 と もい うべ き タ ー ミナル ・パ ラ メ デ ィ カル が この 診

療 録 を ど うい うふ うに取 り扱 うか。 自身 に とっ ての み アベ ィ ラブル な 別記録 ・保 健 婦 日誌 の よ うな

もの をつ け,こ れ を 自己 の 業 務 の 記 録 とし後 の 業務 の 資料 とす る こ ととな るか。 医 師 の 記 載 す る診

療 録 は 保健 婦 に 利用 可 能 な もの な の で あ ろ うか。 少 な く と もそ の よ うに し う る もの であ ろ うか 。 患

者 に接 した者 の 備 忘 として の 記 録 は,後 の 診療 に と り極 めて 有 用 な もの と思 わ れ るし,こ れ こそ が

診 療 録 の意 義 の 一大 支柱 と考 え られ る。

この シス テムに ふ さわ しい診 療 記録 処 理方 法 が,開 発 す る 上での 不可 避的 責 務 の一 部 で あ ろ う と

考 え られ る。

さ らに も う一 つ,現 在の 刑 事 訴 訟 法 上 診療 録 が 特 別 の 取 扱 い を受 け てい る こ とに 触 れ て お か ね ば

な らない。
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刑 事 訴 訟法 は 戦後英 米 法 の 影 響 の 下に 制 定 され た もの で あ り',証 拠 は訴 訟 の 両 当事 者 が 法 廷 に お

い て その 真 偽 を争 い うる種 類 の もの で な け れ ば な らな い とい うこ とか ら,原 則 と して書 面に よ'る証

拠 は(反 対 尋 問に な じ まなu)b> 一ら)認 め られ ない(刑 訴 法 第320条)。(民 事 で は異 な り,証 拠 と

し ての 力 に 濃 淡 の 差 は あ るが1な ん で も証 拠 と して提 出 す る こ とが で き る。)し か し 特別 の 性格 を

備 え た書 類 には 証 拠能 力 を認 め てい る(刑 訴 法第323条)。

.診療 録 は,'業 務 の 通 常 の過 程 に お い て 作成 ・され た書 面"と し て 商業 帳 簿,航 海 日誌 な どと並 ん

で この 例 外 書 類 の 一 分 類 に 入 る もの と解 され てい る。 この こ ど は,業 務 の 過 程 で その と き どきに 記

入 され る もの であ るか ら,意 識 的 に も無 意識 的 に も修 正 を加 え られ る こ とは 少 な く,証 拠 物件 に も

匹 敵 す る もの と考 え られ るためで ある。 こ うい う性 格 を備 え た診 療 録 をサ テ ラ イ ト医師 自か らが 記載

責 任 を負 う こと を考 え る と,そ の 医 師 が診 療 し うる患 者 の 数 に は 診療 の場 に現 に居 合 わせ る場合 よ

り多少 の 増 加 は 許 され る として もお の ず か ら限度 があ る。 診療 録 記 入 の 合理 化 は よい とし て も,機

器 の 能 力 の 基 準 が,全 体 の 医療 の 速度 ・範 囲 な どの 基 準 と され る ご と き,本 末 転 倒 に な らな い た め

の 十 分 な チ ェ ッ クが 必 要 で あ る。 医 療 者 の側 か らの 意 見,要 望 に 関す るモニター制度 的 な もの の 必要

性 もこ こに あ ろ う。 これ らの適 正 な 制度 の な い シス テ ム は結 局 の と こ ろ 医療 関 係 者 に 対 し違法 を強

い る こ とにな りか ね な い か らで あ る。

1(4)・ 秘密 の保 持(刑 法 第134条 ,民 法 第709条 な ど) .

医療 関 係 者 は その 職 務の 性 格 上 患 者 の 秘 密 を知 る こ とに な る。 この 秘 密 が不 必 要 に 洩 れ る こ とに

よ り患 者 の 権 利 が侵 害 さ れ た場 合 に,法 は その 患者 を守 るた めの 制度 を整 え てい る。

本 シ ス テ ムの 導 入 に よ って と くに この 制度 への 抵 触 の お それ が 考 え られ るの はい か な る点 で あ ろ

うか。

医療 上 の必 要 性 か ら,家 族 ・職 業 ・患 者 の個 人 的事 柄 に つ い て詳 しい 事 情 を医療 者 が 知 るこ とが

生 じ る。(現 在 は,逆 に この 問診 の 過 程 での 患 者 の背 景 に つ い て,医 師 が あ ま りに も顧 慮 を払 っ て

い な い こ とが指 摘 され てい る。 本 シ ス テム が,先 述 の よ うに ホー ム ドク ター的 機 能 を 目指 す る もの

で あ れ ば,こ の患 者 の 秘密 を知 る機 会 は 増 えこ そす れ,減 るこ とは な い と思 われ る。 従 って この 点

の 配 慮 は現 在 以上 に 十 分 に して お くべ き こ とで あ ろ う。 こ の シ 叉テ ムの 対 象 とす るの が,比 較 的 都

市 化 され てい ない 地 域 で あ ろ うこ とは,社 会 環 境 上 さ らに その 厳 重 な秘 密保 持 が必 要 とされ る と思

われ る。.)

医療 上 の 観 点 か ら も(患 者 一 医 療 者 の信 頼関 係 が 医療 に と り本質 的 に重 要 で あ る こ と),ま た

法律 上 の 観 点 か ら も(個 人 が,国 に よ って も他 私 人 に よ って も尊 重 され,自 由に 生 き うる こ とが 法

制 度 の最 大 の 目的 で あ る こ と,憲 法 の規 定(第13条)を まつ ま で もな く明 らか な こ とで あ る。)

この秘 密 が 守 られ る こ とが 期 待 され てい る。

刑 法 上 は,医 師 ・産 婆 な どに つ き特 別 に 秘 密 漏 泄罪 を定 め て あ り,こ の他,各 衛 生 法 規 に は個 別

に 関 係事 項 の 秘密 を漏 ら した場 合 の罰 則 が 定 め られ て い る。(た とえ ば,医 療 法 第73条,優 生 保 護
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法 弟27条,結 核 予 防 法 第62条,そ の 他)(な お,現 在 検 討中の 改正 刑法 草案 の 第321条 は,医

療従 事 者 全般 に 秘密 漏示 罪 を設 け よ う と してい る)。 ま た,そ の 内 容に よ っては 名 誉 殿 損(刑 法 第

230条),侮 辱(同 第231条)に あ た る こ ともあ り うる。9)

民 法 に は な ん ら特 別の 規 定 は ない が,他 人に知 られ た くな い私 事 を,故 意 ま たは 過 失 に よ っ て 漏

らされ た場 合 に は,権 利 侵 害(人 格 権,自 由 ・名 誉侵 害)が な され た もの として損 害賠 償請 求(民

法第709条,第710条)の 対象 と され る こ と と解 され てい る。 ま た名 誉鍛 損 回復 手続(同 法 第723

条)の と られ る こ と も考 え られ る。10)

こ こで,'こ れ ら一般 を詳 論 す る必 要 は あ るまい。 た だ,こ れ らに よ って守 られ て い る もの の 中 心

的 な 部 分 を表 わ し う る言葉 と して プ ラ イバ シーな る概 念 の あ る こ と,こ れ は"therighttobe

leftalone"と い われ た り 「私生 活 をみ だ りに公 開 され ない とい う法 的保 障 な い し権 利 」(「 宴

の あ と 」事 件 判 決)と 説 明 され た りす る もの で あ り,人 に 知 られ る ことを何 人 も欲 しな い よ うな 事

柄 ば か りでな く,そ の 個 人 が 特に 欲 しな い こ とを も含 み うる こと,た だ し,本 人 の 同意 があ れ ば無

論 の こ と,そ の 他 に も正 当 な事 由(た と えば 社 会防 衛 の 必 要 上 一 結 核患 者 の 届 出,結 核 予 防 法 第

22条 な ど)が あれ ば免 責 され うることな どを一般 的 に 触れ てお くに止 め る。11)

本 シ ス テム に特 有 の こ と とし て次 の よ うな 点 に 留意 す べ き で あろ う。

① タ ー ミナルに あ る パ ラメ デ ィカル は,実 質 的 に 現行 刑 法 第134条 にふ くまれ てい る と考 え る

こ とが 安 全 で あ ろ う。(改 正 草 案 参照)

② 現 実 的 には タ ー ミナ ル とサ テ ライ トに 分離 して 診療 録 が存 在 す る こ とに な るか と も思 わ れ る'

が,い ず れ にせ よ サ テ ラ イ ト病 院 の 十分 な管 理 下 に お か れ る べ く工 夫せ ね ば な らない 。

③ 診 療 録 デ ー タが コ ン ピュー タに保 存 され る よ うに な る場 合に つい ては す こ し詳 細 に の べ ね ば

な らな い。

第 一点 は,秘 密保 持 とは 直接 関係 は な いが,コ ン ピ ュー タ化 は法 にい うtt診 療 録保 存義 務"

の 履 行 に あ た るか ど うか,で あ る。

こ の 点 に関 して は 法規 も判 決 も行 政 指 導 の類 も存 在 しないために,確 答 は避 け ら るべ きで あろ

う。 た だ,類 似 性 を もつ他 領 域 の 帳 簿,こ とに現 在 最 も顕著 に コ ン ピュ ー タ化 が進 め られ てい

る商企 業 の そ れ にお け る,法 改 正 をか らめ て の 論議 に学 ぶ と ころ少 な くな い。

考 え方 と して は 「コ ン ピュ ー タに よ る電 磁 的 記録 も適 法 な 会計 帳 簿 で あ ると い う解 釈 も で き

る …… とい うの は,商 法 の総 則 では 商 慣 習 を尊 重 す る旨 定 め て い るが,コ ン ピュ ー タは す で に

企 業 会 計 の 中 に しっか りと根 を下 して い る ……慣行 が成 立 してい るか らで あ る。 」 しか し逆 に

「日本 商 法 で は あ る程度 詳細 に 規 定 す る法 形 式 を と っ てい るの で,か よ うな コ ン ピ ュー タの 如

き新 しい もの は,立 法 的に 予 測 で きなか った もの で あ り,明 文 規 定が な い 以 上,商 法 が 商 業 帳

簿等 と して 是 認 して い るはず が な い と い う解 釈 がな され る慣 れ もあ る 」12)現状 で あ る。 また,

仮 に これ が 認 め られ た とす る と,次 の 問 題 は,で は 具 体 的 に 何 が"記 録"と 認 め られ よ うか。
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ここには三つの考 え方 があ り 「第 一 はこの場合の会計帳簿 とは,電 子情 報処 理組 織全 体,… …第 二 は

電磁 記 録 それ 自身__第 三 は プ リ ン トア ウ トされ た もの__」 で あ る。13)が 「(民 事 訴 訟上 は)

電 磁 的 記録 は 「文 書 』で あ る と言 い うる。 」の で あ り,内 容 的 実質 的 証拠 力 の 判断 の点 か らい

え ば,記 録 自体 を帳 簿 で あ る とす る こ とが妥 当 で あ ろ う。14)保 管義 務 の対 象,利 用 時 の権利 客

体,ま た諸 証 明書 の 真 正 性 の 淵 源 とし て確 定 してお く必 要 が い ず れ は生 じ る こ ととな ろ う。 さ

らに,コ ン ピ ュ「 タか ら必 要 な デー タ を引 き出 す た めの 費 用 は,ど うい う形 で 負担 され る こと

に な るの か,(こ とに患 者 の 利 用 の 場 合 が 問 題 とな ろ う)も あ らか じめ考 え て お くべ き点 で あ

ろ う。.

た だ 現 在 は,コ ン ピ ュー タに 入れ られ る もの は診 療 録記 載事 項 の ほん の 一部 の もの の よ うで

あ る ので,当 座 は い わ ゆ る診 療 簿 自体 も併 せ て保 管 され てい るよ うであ る。

コ ン ピ ュー タに 入 れ られ た デー タ は,極 めて 多 量 に 迅 速 に これ を取 り出 す こ とが で きる よ う

に な る。 こ うい う利 用 の 仕 方 は,患 者 個 人の ため で は な く,研 究 用,衛 生 行 政用 そ して病 院 管

理 用 で あ ろ う。 これ に よ り仮に 権 利侵 害 が 起 こ る と して もその 内 容 自体 に は変 りな く,抽 出 し

の 容 易 さ と多 量 さ とに 特 徴 が あ る に す ぎな い。 つ ま り,ち ょっ とし たはず み で キ ーが 入 手 で き

れ ば お びた だ しい量 の情 報(秘 密)を 得 る こ とが で き るこ とにな る。 それ だ け に 管理者 の責 任

は重 く,そ の 管 理 シス テ ムに 留 意 せ ね ばな らな い 。

現 在 の と こ ろ,研 究 用 のた めに は 診 療 録 の 利 用 が極 め て容 易 にな され るよ うで あ り,そ れ は

.それ な りに メ リッ トは 認 め られ る。 しか した とえ研 究 目的 の 発表 とい え ど も,こ れ が プ ライバ

シー の 侵 害 と認 め られ る こ と もあ り11)この 場 合 に も管 理 者 も責 を 負 うべ き もの とな ろ う。

マ ス タ ー ・'キー を厳 重 保 管 し,各 医 師 は 自 己が 責 任 を もつ患 者 に 関 す る デー タに つい て の み

の キー を持 つ こ ζ とす る こ と,デ ー タの 内容 に よ り プ ラ イバ シ ー性 の 高 い もの に つい て は,そ

の 引 き出 しには 特 別 の 手続 を要 す る よ うに して お く こ と,デ ータ を 引 き出 す に 際 し ては そ れ を

引 き出 す者 が確 実に 識 別 し うる装 置(サ イ ン,層指 紋 等)を つけ てお くこ と,デ ー タ の使 用 目的

に つい て管 理 者 が確 実 に チ ェ ック し,追 跡 して お く こ と,な どが チ ェ ック シス テ ムの 例 と し て

考 え られ る。

医 師 間 の モ ラ ル,研 究 発 表 の モ ラル な どが 基 本 的 問 題 で あ るが,現 状 では 上 記 の よ うな チ ェ

・ ク ・
.・テ ム.を考 え て お く必 要 が 砺 よ うで あ る・(デ ー タ'バ ン クの よ うな ものeζデ ー タの

保 管 を 委託 す る とい う場 合 も考 え られ る。 法 規 定 もまた 現 実の 解 釈 上 もと くに保 管 場所 に つい

て 定 め をお くわ け では な い。 どの 場 所 に お い た に して も,管 理 責 任 者 に よ る'保 管"が 十 分 に

な され れ ば 合 法 的 で あろ う。 逆 に い えば,デ ー タバ ン クに あ って も全 面 的 に,院 内 コ ン ピュ ー

タ に あ ると同 じ く責 任 医 師の 管 理 下に な け れ ば な らな い。 キ ー,チ ェ ッ クな どあ らゆ る点 に つ

い て そ うで な けれ ば な らな い。)'

(5)タ ー ミナ ル の 法 的位 置 づ け(医 療 法 第1条 な ど)
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この シ ス テムに お い て 最 も重要 な 役 割 を果 す こ とにな る施 設 で あ る タ ー ミナ ルは,現 在 の 制度 の

中 では どの よ うに 位 置 づ け られ,従 って ま た どの よ うな管 理 ・監 督 を 誰か ら受 け る こ とにな るの か

は 重 要 な問 題 で あ る。

現 在 の と ころ医療 施 設 に つ い ての 唯一 の 法 規 定 で あ る医療 法 は,そ の視野 の 中 に は,(歯)医 師

また は 助 産 婦 が その 業 務 を なす とこ ろ の施 設(す な わ ち病 院,診 療 所 お よ び助 産所)し か 予 定 して

い な い。 しか るに,こ こで 予 定 され て い る タ ー ミナ ルは 医療 機 器 を備 え,薬 剤 も用 意 して 業 と して

の診 療 行 為 がな され る(少 な くと も患 者に と って は,こ この場 に お い て診 療 が な され るの で あ る)

場 で あ りな が ら医 師は お らず,現 行 制度 の 範 晴 に 属 しが た い と思 わ れ る。

それ ゆ え に こ そ,タ ー ミナル とい う名 称 を付 せ られ てい る の で あ るが,暫 定 的 では あれ 現行 制度

の 中 に位 置 づ け て おか な くて は,衛 生 行政 上 の コン トロ ール か ら外 れ て し ま う結 果に な りρ・ね な い。

お そ ら くは,病 院 の一 部 が た ま た ま 地理 的に 離 れ た ところ に 存 在 す るよ うに な った,と い う理 解

が 適切 なの で あ ろ う。(分 院,分 室 な ど とは 基 本的 に異 な る。)と す ると,法 的 に は,全 く サ テ ラ

イ ト病 院 の 一 部 で あ り,全 て が 一 体 とな っ て 医療 法 に い う病 院 の取 り扱 い を受 け る こ とに な るの で

あ ろ うか。 とす る と薬 剤 の処 理 に 関 す る制 度,宿 直 制度(医 療 法 第16条),従 業 者 の 人員(同 法

第21条,同 法 施 行 規則 第19条 な ど)な ど個別 的規 制 の外,病 院 管理者 の 十 全 な 監 督 の 下に 置 か

れ な け れ ば な らな い(医 療 法 第15条)。 お そ ら くこの監 督 の た めに も シス テ ム装 置 が 威 力 を発 揮

す る こ と とな ろ うが,こ の 点 に 関 す る機 器 の 有効 性 は,さ きの診 察 に おけ るそ れ とは ま た別 の こ と

が らで あろ うか ら,マ ネ ー ジメ ン トの 面か らの 機 器 の機 能 の 検討 を 必 要 と しよ う。 しか し本 シス テ

ムが ま だ確 立 され た もの でな い 現 在 の 時 点 にあ っ ては,そ れ が どの よ うな もの で あ るか は 明 言 し え

ない 点 で あ る。

サ テラ イ ト一 夕 ー ミナ ル を一 体 とし て と らえ るの でな く,サ テ ラ イ トは 自 体 一 っ の病 院 で しか

な く,タ ー ミナル は 医療 法 に と らえ られ る よ うな施 設 では な い,と す る考 え 方 も成 り立 つか もし れ

な い。 保 健 所 な どは そ の例 で あ ろ うが,こ れ に は 特別 の 制 定 法 があ り,一 定範 囲 内 の 診 療 が ゆ る さ

れ る,と い う特 別 措 置 が 講 じ られ て い る の で 同一 に は論 じ えなy(保 健 所 法 第4条)。 他 に は 医

療 上 の 患 者 を直 接 に 取 り扱 い う る場 所 を現 行法 制 の中 で探 す こ とは 困難 な よ うで あ る。

(6)結 論 一 機 器 シス テ ム 全体 と して の 整 合 性

現 在,医 療機 器 を 用 い て す る行 為 が,法 の 予 定 す る医 療に あ た る か否 か,従 っ て その"医 療 行 為"

に法 的 に欠 陥 が あ るか な い か は,上 述 の よ うに必 ず し も明 確 で は な い 。

結 局,望 ま しい 医療 の パ ー スペ ク テ ィブの 中 に,現 在 の法 制 度 を位 置 づ け,さ らに現 在の 医 療 の

実 態 の あ る と こ ろ を も確 認 し た上 で,こ の シス テ ム導 入 の 果 す役 割 を予測 して,全 体 の バ ラ ン スの

中 で評 価 され ね ば な らな い。

機 器 自体 の 開 発 と並 ん で,制 度 上 と られ るべ き事 柄 は 大 まか に 次 の 点 で あ る と考 え られ る。

① まず,必 要 ス タ ッフの 権 限 の 確保 と訓 練 。 ター ミナ ル ・ス タ ッフ とサ テ ラ イ ト ・ス タ ッフを
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主 体 に,全 体 の フ ァ シ リテ ィー に相 当の 規 模 の安 定 した ス タ ッフが不 可 欠 で あ る。

これ らの ス タ ッフが 十 分 に確 保 さ れ るか どの か,お よ び本 シ ステ ム に 適 し た十 分 な 訓練 の有

無 が合 法性 の 鍵 に な る と思 われ る。 ・

② 次 に,こ れ らの ス タ ソフの 活動 を 円滑 に 行 な うため,財 政 的 な措 置等 も+分 に 確 立 す る こ と

で あ る。 機 器 の作 動 は,場 合 に よ っ て は合 法 を装 った違 法 を強 い る こ とに もな りか ね な い か ら

で あ る。

ま た 日々 の,あ るい は年 々 の ス タ ッフの,そ して行 政機 関 の 医療 の た めの 尽 力 が,機 器 の 導

入 によ り手 抜 きされ る もの で あ って は な らない 。 この ため機 器 の 役割 りとそ の限 度 を 明確 に し

てお くこ と も重 要 であ る○

機 器 の役 割 が大 きけ れ ば大 きい ほ ど,内 容 的 な空 疎 化が生 じ た場 合 の 悪影 響 は,そ れ に 比例

し,て大 きな もの とな る。

そ して,そ れ が 眼 に 見 え るよ うな状 態 にな った ときは,お そ らく取 返 しの つ か な い もの と な

る お それ は 十 分 に考 え られ る。

万 が 一 そ の よ うな事 態 に な っ た場 合 の住 民 の、 そ して また法 の 責 任 追 求 の 手 は,急 速 に厳 し

くな りつ つ あ る ことは い ま さ らい うま で もな い 。

③ 従 って 次 に 考慮 さる べ き こ とは,ス タッ フが 質 的 に も十 分,充 足 され る こ と元 そ して そ の活

動 の 健 全 性 を監督 ・指 導 す る シス テ ム を整備 す る こ と であ る。 具体 的 に は行 政 面か らの 十 分 な

長 期 的 継 続 的 な 配 慮 の 見込 み が 確 実 につ い て の ちに 実 際 の運 用 を始 め る べ きこ と。 ま た シス テ

ム その もの の なか に,一 定 限 度 の 安 全 性 あ るい は健 全 性が失 な わ れ た な らば これ が 明確 に表 示

され,機 構全 般 が 作 動 し な くな る よ うな チ ェッ ク シス テ ム を 内蔵 せ しめ る こ と,さ らに 広 い 意

味 での モ'ニタ リング制 度 の よ うな もの を設 けて患 者,住 民 な い しは 第 三 者 に よ る評価 が常 に フ

ィ「 ドパ ッ ク され る よ うな 措 置 を 講 じて お くこ と,な どが重 要 な対 策 とし て考 え られ よ う。

灸

1,2.2そ の 他 の 機 能 に 関連 して

一 般診 療補 助 機 能 以 外 の サ ー ビ ス諸 機 能 は ,基 本 的 人 権 の観 点 か らみ て の 問題 点 は 比較 的 少 な い

と思 わ れ る。 サ ー ビス機 能 の 種 類 別 に 簡 単 にふれ てお く ことに す る。

ω 救 急 診 療

救 急 診 療 は,医 療 内 容 として も独 自 性 を も?も の と思 われ るが,そ の 状 況 の ゆ えに 法的 に も

本 来の 医療 とは 全 く異 な る もの と して取.り扱 われ る こ とが 適 切 で あ ろ う。

刑 法 上 の観 点 か らは,緊 急 避 難(刑 法 第37条)と され 得 よ うか ら,「 其 ノ避 ケ ン ト シタ ル

害 ノ程 度 ヲ超 エ サル場 合 」 に は 違 法 性 を阻却 され る し,ま た過 剰 性 が認 め られ るに して も 「情

状 二因 リ其 刑 ヲ軽減 又ハ免 除 スル コ ト ヲ得 」 る もの と考 え られ て い る。 ま た,医 事 法 規 にお い

て もた とえ ば保助 看 法 が三 婦 に 医療 行 為 を禁 じた条 文 は,「 但 し,臨 時 応急 の 手 当 …… をな
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す こ とは 差支 えな い 」 と し て,通 常 医療 と別 の 取 扱 い を してい る。 さ らに,消 防 職 員 の 行 為 に

つい て は 「消 防 関 係 救 急 業 務 と して,患 者 を指 定 病 院 等 に 輸送 す る に際 して,患 者 に 救 急処 置

を施 す必 要 が 生 じた場 合は 原則 と して 医 師 が これ を行 な うもので あること。 しか しな が ら,右 の

よ うな 場 合 に 一般 の 消 防職 員 が,当 該患 者 の 生命 身 体 に対 す る 現 在の危 難 を さけ るた めに,や

む を 得 な い と認 め られ る事 情 の 下に カ ン フル皮 下注 射 等 を 行な う こ とは,一 般的 に は反 覆 継 続

の 意思 を も って す る もの とは 考 え られ ず,従 って 医師 法 第17条 にい う 「医業 」 を行 な う もの

とは 解 さ れ な い。 」(昭 和33年6月9日 医 発480の1,知 事 あ て,厚 生省 医務 局 長 通 知)と い

う公 定解 釈 が な さ れ てい る。

これ を要 す るに,原 則 的 には 救 急 医療 に 関 して は 法 的 問題 は ない とい うべ きで あ ろ う。

た だ,例 外 的 留 意点 を 二,三 指 摘 して お く。

① さ き に 引用 した 刑 法 の考 え方 で も明 らか な よ うに,パ ラ メ デ ィカノレ(そ の他 の者)が な す

こ との 許 され て い る救 急 手 当は 「止 む をえ な い必 要 最小 限 度 」 の もの で な け れ ば な らず,こ

れ を もっ て本 来 の医 療に 代 え る とい う こ とは 少 し もあ って は な らな い。 機 器 システ ム の導 入'

に よ り遠隔 地 の 医師 の指 示 が容 易 ・詳 細 に な され 得 よ うか ら,そ れ が か え って仇 とな り,あ

ま りに も高 度 な行 為 を パ ラ メ デ ィカ ルに指 示 した り,あ るい は,本 来 の治 療 に移 行 す る まで

に 遅 滞 が あ った りす る ことが 考 え られ な くは な い か らで あ る。

これ らは,い ず れ も程 度 の 問 題 であ り,緊 急 度,遠 隔 の 程度 そ して担 当 者 の質 な どに よ り

個 別 に(専 門家 の鑑 定 を ま って)判 定 せ ら るべ き もの で,一 般 的な ル ー ル を定 め るのは 困難

で あ ろ う。 そ こ で,救 急 時 の患 者 の状 況,周 囲 の 状 況,手 当 の経 過 な どが(望 む らくは 自動

的 に)記 録 され るこ とが 考 え られ る。(実 は,こ の こ とは 後 の診 療 に とって もか な り有 用 な

こ とで あろ う と思 われ る。)

② 上 記 と関 連 し,ま た必 ず し も救 急 時 に 限 っ た こ とで は な い が.比 較 的 高 度 の 行為 をパ ラメ

デ ィ カ ルが す る ことに な る救 急 時 に とくに問 題 に な りそ うな ことは,手 当 に 過失 が生 じた場

合 の責 任 であ る。 重 大 な 過失 が生 じな い よ うに① の 指 摘 を した わ けで あ るが,仮 りに指 示 行

為 が 不 適 で あ った場 合 に は原則 と して サ テ ライ トの 指 示 医 師 が,行 為 の仕 方 に 不 都 合 が あ っ

た 場 合 に は 原則 と し て タ ー ミナル ス タ ッ フが 責 を 負 う こ とに な る。 た だ 指示 事 項 が その ス タ

ッ フに とって 過 重で あ った と認 め られ れ ば,指 示 者 の責 任 も問 われ る。 これ らの ル ー ル を関

係 者 に 知 ら し め,し か もい わ ゆ る萎 縮 診療 とな らな い た めに は,診 療 内 容 の 検 討 が 適 当 な(

つ ま り患 者 に も医 師 に も信 頼 され う る)機 関 に よ り しば しば な され か つ指 導 の な され る こ と

が よい で あろ う。

③ ター ミナ ル ス タ ッ フの 訓練

④ 救 急 医療 に伴 う管 理的 行 為(adtninistration報 知,移 送)に つ い て は,と くに 人権 を

侵 す心 配 は考 え られ ま い。 む し ろ本 来 の 機 器 の有 用 性 が フル に発 揮 さ れ る とこ ろで あ ろ う。
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(2)健 康管 理

本 シ ステ ムに お け る健 康 管 理 の 態 様 が い まだ 構 想 の 域 をで ない 現在 の段 階 で は 問題 の所 在 を

詳 細 に 検 討 す る こ とは で きな い の で,ご く一般 的 な観 点 か ら簡単 に 触 れ る こ と にす る。

① 法律 的 問 題 点 の一 は,健 康 管理 業務 の一 部は,医 療 行 為 に あた る もの と考 え られ るの で み だ

りに パ ラメ デ ィカ ルが な すべ きで は な い もの が あ るで あ ろ うとい うこ とで あ る。 この 問 題 は結

局 一般 診療 補 助 機能 に つ い て 述べ た こ とと 同論 点 に帰 す るの で,そ れ を参 照 さ れ た い。(こ と

に診察.診 断の重要姐§))

② 次 の 問題 に 対 象者 の 自由 意 思 に 関す る もの で あ る。(通 常の 医療 に お い て も医 師 の 説 明 と患

者 の 承 諾 は近 年 次第 に 大 きな 問題 に な りつ っ あ る。)お そ らく,こ の シス テム の サ ー ビス で 考

え られ てい る 健康 診 断 は地 域 住 民 を 対 象 とす る任意 性 の もの とな ろ う(特 別 の法 規 定の あ る も

の は別 で あ る。 例 えば 結 核 予 防 法 第5条)。 し たが って対 象者 の 自由意 思 侵 害 はあ りえないかの

よ うで あ るが,問 題 に な るの は 鴨建 前"で は な く現 実 で あ る。 こ とに この シス テム の導 入が 想

定 さ れ てい る農 村 地 区 にお い て は,公 の 機 関 が これ を行 な うと い うだ け です で に実 質 的 に は強

制 力 を持 っ て しま う場 合 が稀 で は な い。 しか もこの 集 団 健診 が 資料 と な りその 地 区 の 医学 研 究

に とっ て,す なわ ち社 会的 に有 益 で あ る とな る と,こ の 法 外 的強 制の 可 能 性 が さ らに強 くな る

乏 考 え られ る。

この よ うな 傾 向 を是 正 する た め の装 置 を機 器 あ るい は システ ムの中 に もとめ る の は無 理 で は

な いか と思 わ れ るd関 係者 へ の 任 意 性 の 周知 ・徹 底 ・教 育,住 民 へ の それ,こ とに 行政 官 庁 へ.

の それ が 要請 され る。

こ こ で繰 り返 して は っ き りさ せ て お か ね ば な らない ことは,こ の デ メ リ ッ トを,他 の メ リッ

ト との バ ラ ン スの 問 題 に帰 せ し めて 容 認 す る こ との危 険 性 であ る。 結 局 こ こに指 摘 され る デ メ

リッ トを抑 止 し うる 見込 が な い 場 合 に は,緊 急 必要 で ない 限 り(そ の 場 合 もあ くま で臨 時 的 措

置 と して),こ の サ ー ビス シ ス テ ム全 体 を作 動 させ な1いこ とが求 め られ る。

③ も う一 つ,健 康 診 断 に よ り生 じ た疑,加 療 の 必 要 性 が 何 らかの ル ー トで し っか り と受 け とめ

られ る 見込 がな けれ ば な らな い。 す な わ ら サテ ライ ト,セ ン タ ー等 シ ステ ムの キ ャパ シテ ィー

に 見合 っ た範 囲 で行 な わ れ る べ き もの であ り,こ れ が十 分 でな い場 合 に は か え って不 安 を まき

お こす こ と とな ろ うか らで あ る。

④伝 染病 ・衛生相談その他に,医 療従事者の秘密保持義務について十分な配慮がなされるべき

で あ る。

{3)コ ンサ ル テ ー シ ョン ・教 育

これ に関 し て は 目的 に も,そ の 手段 に もと くに法 律 上 の 問 題 は な い。 元 来 わ が国 で はこの コ

ン サル テ ー シ ョンが 開 業 医 一 病 院 の間 で十 分 に 行 な われ て お らず,む しろ よ り推 進 さ るべ き こ

16)と であ ろ う
。
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ただ,健 康 管 理 サ ー ビス に お け る と同 様 に パ ラ メ デ ィ カル→ 医師 へ の コ ン サ ルテ ー シ ョンや

教 育 に 過大 な 期 待 をか け る こ とは慎 しま ね ば な らない。 これに よ って,本 来 医療 者 の な すべ き

こ とが素 人 で もで き る と され た りして は な らな い。 あ く まで 医療者 が 本来 の 行為 で行 な うため

の 補 助 で しか ない こ と,こ れ ら手段 の 限 界 を 当初 か ら明 らかに してお くべ きで あ ろ う。 パ ラ メ

デ ィカルの 教 育 に して み て も限 界 が あ り,医 学 生 の 通 信教 育 制 度 な ど とい う もの が本 来 あ りえ

な い で あ ろ うこ と と考 え合 わ せ るべ き で あ る。

(4)管 理

この サ ー ビスに 典 型 的 で あ る よ うに,患 者 に 直 接か か わ る こ との ない 段 階 での 機 器(医 療 機

器 とい い得 るか 否 かは 争 が あ ろ うが)の 開発 は,大 い に推 奨 され よ う。 救 急 診療 に お け る収容

先 の手 配,コ ン サル テー シ ョ ンな ど も同様 で ある。 これ らの 場 合 は人 権 を め ぐる問 題 が あ ま り

な くお よ そ業 務 能率 に か か わ る もの だ か らであ る。 た だ 医療労 働 者 の 人権 擁 護 の た めの チ ェ ッ

ク手 段 の 必 要 が 生ず る こと は考 え られ る。 しか し,こ の場 合 例 えば過 度 の 労 働,時 間 外 労 働 強

制 な ど とい った種 類 の 問題 は,い わ ゆ る政 策 的,経 済 的 手 当,ス タ ッ フ増 加 な どの 手 段 に よ り'

解 決 さ るべ き こ とで あ り,機 器 開 発 段 階 で の 本 質 的 問題 では な い と思 わ れ る。 む し ろ,本 来 こ

の 医療 機 器 システ ムに おい ては,こ れ ら人 的 資源 の 面で 現 に 存 在 して い る問 題 を解 決 す べ く練

られ てい る 試 み で あ る と考 え る のが 妥 当 で あ ろ う6し か し,さ きに もふ れ た よ うに この 点 一

経 費 ・人 員節 減 一 が強 調 され る こ とは,よ りよい 医 療 の ため とい う目標 に 反 し内 容 的 に現 状

を 肯 定 す る こ とに な りか ね ず,さ らに機 器の 規模 に適 さな い 人 員 や経 済 的 規模 の 下 での 作動 は

内 容 的 欠 落 をき た し,ひ い て は 違 法 を強 い る こ とにな る危 険 をふ くん で い るの で 十 分 な 注意 を

要 し よ う。

険

(5)結.論

結 局,「(例 外 であ る場 合 を 除 い て)他 の す べ ての 場 合 に は,地 域 病 院 は全 体 的 な 医 療 シ ステ ム

の中 に統 合 さ るべ きで あ る」 こ と,「 従 来 の 単 純 な 病院 の 組 織 を,そ れ に 属 す るす べ て の 医 療施 設

が 慎 重 に総 合 され た全 体 組 織 の 一 員 に な る よ うに,計 画 され た段 階的 な シ ス テム に よ っ て置 き換 え

る 」17)こ とが,本 計画 をふ くむ全 体 構 想 と思 わ れ る。

ただ し,上 記 引用 文 が 「例 外 」 と して い た のが 「長期 間旅 行 を続 け て都 市 病 院 まで送 られ る 」 こ

とで あ る こ とは,お そ ら く現 在 の わ が 国 の よ うな狭 小 な,し か も交 通 機 関 の 発 達 した 国 を 第 一義 的

に 念頭 にお い た もの では な い こ とを示 し てい る。 わ が 国 に お い て は,む し ろ開 業医 と病 院 の機 能 の

分担 を基 礎 と した最 広義 で の 医療 シ ステ ム全 体 の 全 面改組(教 育 ・制度 ・経 済 な ど)が 最終 目標 と

され て,そ の 中 で も本 シス テ ムの位 置 づけ が 行 な われ るべ きで あ ろ う。 そ して い ず れ 遠 か らず く'

で あ ろ う全 体 計 画 の進 展 の 段 階 で,本 システ ムが この 全体 の 流 れ に寄 与 す る もの で あ るか あ る い は
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阻 害 す る もの で あ る か に よ っ て その 真価 が問 わ れ る こ とに な ろ う。 く り返 し指 摘 し て きた が,本 シ

ス テ ムの と らえ方 い か ん に よ っ て は,こ の 全 体 の 動 きの 中 で と り残 され て しま うお そ れ もあ る。 法

的 にい え ば,全 体 的 発達 に即 して 法 的評 価 基 準 も変 化 し,こ れ に 反 す る動 ぎ を示 す もの は,た とえ

一 時 期 有 効 と解 され た もの で も時機 到れ ば これ を違 法 とす る であ ろ う
,と い う ことで あ る。

また,こ れ と密 接 に結 び つ く問 題 で あ り,こ れ まで に も述 べ て き た と ころか ら も明 らかな よ うに,

本 シス テム の合 法 性 い か んは 個 別 的 問 題(例 えば 医療 行 為 と パ ラメデ ィ カル の 役割 限 界)に お い て

も全 体 的 問題 に お い て も,画 一 的 に 論 じ難 く,か つ 流 動 的 であ る。 ・

か か る性 格 の もの に つ い て の チ ェ ックは弾 力 性に 富 ん だ もの で な けれ ばな らな い。 と りあ えず考

え られ る もの は モ ニ タ リ ン グシ ス テム であ る。 ただ,モ ニ タ リン グが 単 な ろ自 己満 足 に終 らず 有 効

に 生か され るた め に は,こ の モ ニ タ ーの声 を 収載 す る段 階 の 機 構(審 議 会 の よ うな もの)に も,モ

ニ ター と同 質 の 者 が 多 数 参加 し,こ の機 構 が 決定 権 を もつ と い う形 に な らな けれ ば な らな い。 元 来

わ が国 に おい て か か る制 度 が 育 たず,ま た い わ ゆ る"住 民 代 表"が 住民 か ら遊 離 す る傾 の あ っ た こ

とは認 め る とし て も,有 効 な チ ェ ック が他 に あ る まい と思 われ る現 在,こ の機 構 の育 成 に 努 め る こ

とが 本 シス テ ム プ ラ ンニ ングに あ た る もの の 責務 で あ ろ う。 そ して こ の よ うに 先例 に 乏 しい法 律 問

題 を多 く抱 え る制 度 に つ い て は,こ の よ うな機 構 の 下 す判 断 が,第 一 義 的 には 法 律 的判 断 基 準 とな

る で あ ろ うこ とをつ け加 え てお きた い。(医 学専 門 家 証 言の 評 価 とは 矛 盾 しな い)

,

"

1.3、 事 故 発 生 時 の 責 任 と そ の 所 在

事 故 自体 を最 小 限に 抑 え るべ き ことは 無 論 であ り,こ れ ま で にの べ て きた こ とは その た め の 法律

的 配 慮 で あ っ た。 しか しま た一 方 で,人 間 に とって過 ち は 不 可避 で あ るこ とか ら,そ の 発 生 時 の 責

任 の あ り方 に つ い て も検 討 してお か な くて はな らな い。.

本 シ ステ ム の い ず れ かの 現 場 に お り,自 らの 行 動 を も って 直接 関 わ りを持 つ 人 々 の過 誤 に 関 す る

制 度 と,機 器類 を製 作 ・取 引 を し た こ とを通 じ て間 接 的 に 医 療 に関 わ りを持 った人 々の その機 器 の

欠 陥 等 に 関 す る 責 任 制度 との 二 つ に大 別 さ れ る。

以 下 この順 に 考 察 す る。._

これ らが 重 な る場 合,ど ち らか 不 明確 な 場 合 な ど は,説 明 の 便宜 上,最 後 に 触 れ る。

1.3.1医 療 関 係 者 の 過 誤

多 数 の ス タ ッ フが 関 わ りを もっ 現 代 医療 の中 で も,本 シス テ ム にお い ては そ の チ ー ムの組 み方 に

特 殊 性 が あ る。

医療 過 誤 の 法律 的 な 概 略 をのべ な が ら,本 シ ステ ムの 特殊 性 が どの よ うな 法 的 特 殊 性 を生 む か を

検討 して み る。

(1)刑 事 上 の 取 扱 い
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医療 にお け る過 失 は 身 体 傷害 を結 果 す る こ とが多 く,刑 法 上 は 業務 上 過失 致 死傷(第211条)

が 問 題 とな る。

刑 法 学 の 大 原則 は 罪刑 法 定主 義 と呼 ばれ る 駅法 な け れ ば 罪 な く,法 な けれ ば 罰 な し"と い う

ル ー ル で あ る。

これ は処 罰 の権 限 を持 つ者 一 国 家)が 恣 意 に走 る こと を防 ぐ こ とを 目的 とす る。 国 家 が 個

ゲ つ

人 を弾 劾 す る もの で あ り,対 等 当事 者 同 士の争 で な く,善 悪 の 判 断 をな す もの であ る刑 法 に あ

って は,従 っ て法 の解 釈,適 用 は厳格 で な けれ ば な らず,拡 大 解 釈 は な い とされ て い る。

この こ とか ら,ま た刑 法 に あ っ ては 過失 の 認定 も厳 格 に な され"疑 が わ し きは 被 告 人 の 利 益

に"と い われ るル ール が派 生 す る。 刑 事 上 の罰 を帰 せ し め うるに は明 らか な 証 拠 がな け れ ば な

らな い の で あ る。 この 点 か ら も医療 過 誤刑 事 訴 訟 は 提起 され る こ と も,ま た有 罪 と され る こ と

も比 較 的 少 な い。(最 近,公 害 訴 訟 にお い て,こ の 原則 を堅 持 すべ き で はな い との論 議 が 後述

の 企業 処 罰 論 と併 せ て提 起 され て い る。)

被 告 側 が 個人 の よ うに 圧倒 的に 弱 小 で はな い こ と,被 告 側 の 行 為 が本 来 的 に危 険 性 をふ くん'

で い る もの であ る こ と,な か んず く被 告 人 の側 に 証 拠が 握 られ て い る こ とな どが
,新 しい主 張

の 論 拠 とし て挙 げ られ,次 第 に通 説 とな りつ つ あ る と い えよ う
。18)医 療 機 関 に つい て も上

記 の 特 殊 性 は あ ては ま る場 合 も しば しば あ ろ うか ら,こ の新 しい 動 きの 影 響 皆 無 では ない。 た

だ,医 療 に お け る危 険 性 は他 に方 法 の な い危 険 性,あ るい は これ な くば さ らに 大 きな危 険 が及

ぶ か もしれ な い とい う種 類 の もの で あ り,そ もそ も非 難 され る よ うな もの で は ない こ と
,企 業

的 営 利 性 を追 求 す る もの で は な い こ と,な ど大 き く違 う点 が あ る こと も見逃 せ な い。

さ らに 一 つ,わ が 国 の 刑 法 に つ い てふ れ るべ きは,自 然 人処 罰 主 義 とで もい うべ き点 であ ろ

う。

す な わ ち,法 的 人 格 を有 す る とされ る自然 人 と法 人 の うち,現 在 の刑 法 が処 罰 の 対 象に し て

い るの は 前者 の み で あ り,た とえ ば本 シス テ ム全 体 が 罰 せ られ る とい うこ とは な い。 ただ,こ

の 点 に つい て もこ とに公 害 を契機 とし て企 業 自体 に 罰 を 課 す る こ との 提 案 が な され てい る
。 刑

罰 の 目的 と効 果 と を考慮 す れ ば あ な が ち無 視 で きな い議 論 で あ り,遠 くない時 期 に 実 現 す る こ

と も考 え られ よ う。(「 企 業 組 織 体 責 任 論 」 な ど と呼 ば れ る
。18))

本 システ ムに 沿 って問題 を具 体 的に 考 え て み よ う。

これ まで しば し ば繰 返 した通 り,こ の システ ム に あ っ て は
,サ テ ラ イ ト医 師 と タ ー ミナ ル パ

ラ メ デ ィカ ル が 一 体 とな って 医療 チー ム を編 成 し,全 体 で もっ て 一つ の 医行 為 をな す こと,あ

た か も一 つの病 院 内 で の チ ー ムの ご と くで あ る と考 え るの が妥 当 で あ ろ う
。

ま た,こ こ で問 題 に され る パ ラ メデ ィ カルの 行 為 は,保 健指 導 とい うよ りむ しろ診療 の 補助

とい うに よ りふ さ わ しい もの で あ ろ うか ら従 来の 枠組 の 中 では と くに看 護 婦 の過 誤 責 任 の 法 制

度 が 参 考 に な ろ う。
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過 失 あ る者 全 て が翻 せ られ るの で はな く,基 本 的に は 自 らの行 動 によ っ て その 過 誤 を防 ぎ得

た 立場 に あ る者 が罰 せ られ るの で あ っ て(い い か えれ ば 自己 の職 務 権 限 内の こ とに つ き過 失 を

犯 し た場 合),事 故 の 性格 い か ん で 責 任者 の 数 は あ るい は 単独 で あっ た り,あ るい は 各種 責 任

者 が 重 畳 し合 う こ と とな る。 この 医療 関 係 者 の 守 備 範 囲 の 問 題 も,医 行 為 とは何 か,と い う医

学 の 発 展 ・社 会 の 変 化 な どに 関 連 づ け られ た流 動 的 な基 本 問 題 に 深 くか か わ ら し め られ る もの

で あ る こと,従 って その 判 断 は一 義 的 には 当 該 専門家(医 師 お よ び その パ ラ メ デ ィカル)の 見

解 に よ る もの で あ る こ とが想 起 さ るべ き で あ ろ う。

以 下,い くつ かの 先 判 決 例 をみなが ら,具 体 的 に とるべ き処 置,態 度 を考 えて み る。

〔判 決例1〕 鯖 江 事 件 最 判 昭 和28年12月22日 刑 集7-13-2608

薬 剤 師Y1が3%ヌ ペ ル カ イ ン液100ccを コル ベ ンに 入れ 同種 容 器 に 入 った ブ ドウ糖 と並べ

て 置 い た。 薬 事 法 で 定 め られ た 「劇 」 の 表 示 ピ白地 に赤 文 字)を しな いの が この病 院 の 慣 行 で

あったので,本 件 薬 剤 に もその表 示 はなか った。薬 剤科 事務 員Y2が プ ドー糖 と誤 信 し て交 付 。 看

護 婦Aが これ を持 ち帰 り処 置 台 上 に おい た。 看 護 婦Y3が これ を ブ ドー 糖 とま ちが えて 患者 に

多 量 注 入 した た め即 時 絶 命 す るに い た り,Y1,Y2,Y3が 起訴 され た。

この 事 件 で静 注 は 看護 婦 の な す診 療 補助 に ふ くまれ るか 否 か が 問 題 とな り,検 察 庁 か らの問

い 合 せ に 対 して厚 生 省 が 有 名 な 回 答 を出 して い る.19)

結 局 本 件 で は,起 訴 せ られ た 三 人 の 者 全員 が有 罪 と され た。 この 内 の誰 か 一人 で も適 切 な処

置 を とれ ば,本 件 死 傷 は 起 こらなか っ た と認 定 さ れ たか らで あ る。

〔判 決 例2〕 オ イ ナ ー ル 注 射 事 件 ・最 判 昭 和38年6月20日,判 時340-32

妊娠 中 絶 と輸 卵 管 結 紮 な どの た め に静 脈 注 射 用 全 身麻 酔薬 オ ィナ ー ル5ccの 静 注 が命 ぜ られ

た。 被 告 人看 護婦 は,肥 満 した患 者 の静 脈 が 見 つ か らず 悪 戦 苦 闘,つ い に刺 入 した静 脈 と思 わ

れ る と ころ に 上 記薬 液 を注 入 し たが 少 し も麻 酔 が効 い て こな い。 そ こで別 の麻 酔薬 ラ ボ ナ ール

を さ らに追加 して 手 術 自体 は 無 事 に終 え た。 と こ ろが 術 後財 部 か ら指 先 まで の組 織 が壊 死 し,

切 断 手術 の や むな きに い た っ た。 これ は 一ヒ述 オ イ ナー ル 液が 動 脈 申 に 誤 注 され た ため で あ った。

この 事 件 は昭 和35年,山 形 県 で 起 こ っ た 事 件 で あ る。 実 は こ の被 告 人 看 護 婦が 悪戦 苦 闘

し て い る時,監 督 医 師 が 手 洗 い に 立 っ て お り,手 術補 助 医 は その 場 に居 合 せ たが 「大 丈夫

で な いか 」 とい うの み で,何 ら指 示 も手助 け もし てい な か った。 第 一例 で もふ れ た よ うに,静

注 とい う高度 な技 術 行 為 を看 護 婦 が な し てい た 場合 に,翻 せ られ る のは誰 で あ っ たで あ ろ うか。

検 察 側 は看 護 婦 の み を 起訴 した。

判 決 は こ うの べ て い る。 「医 師 の 指示 に よ りオ イナ ー ル注 射 を行 う医 師 の 医療 業 務 の補 助 者

たる 看 護 婦 も,患 者 の 注射 を行 うべ き静 脈 の 発 見 が 困 難 な場 合 には …… 医 師に 替 っ て注射 を し

て も ら うか,ま た は 医師 に 具 体 的 な 指 示 を求 め他 の箇 所 の 静 脈 に 注射 を施 す … …あ る い は 医師

の指 示 に も とつ い て静 脈 を 誤 りな く確 認 し ……な ど し て万 全の 措 置 を講 ず べ き業 務 ヒの義 務が
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あ る こ とは い うま で もな い とこ ろ であ る。 しか るに … … の 点 にお い て過 失 の 存 し た こ と が極

め て 明 白 で あ る とい わ な けれ ば な らな い。 」 と して看 護 婦 の 有罪 を肯 定 し た後 「しか し,職 権

を も っ て原 判 決 の量 刑 を検 討 す る と… …右 は ひ と り被 告 人 の みの 過失 に よ る もの でな く,N,

Y両 医 師 も又 その 責 に 任 ず べ き もの で あ る こ と … … オ イ ナ ール薬 液 の如 き注 射 液 を,し か も本

件 被 害 者 の 如 き肥 満 体質 の患 者 に注 射 す るの は 医 師 に お い て 自 らな すの が … …医 師 と し て の本

来 の 勤 め の 一 で あ る こ と多 言 を要 しな い。 さ らに … … 自 らそ の場 に 立 ち会 い,随 時 適 切 に し て

詳細 な指 示 を看 護 婦 に 与 える とと もに,そ の注 射施 行 の状 況,こ れ に対 す る患 者 の 徴 候 等 に絶

え ず留 意 しな が ら該 注射 を誤 りな く完 遂 せ しめ …… こ と も又 医 師 と して は極 め て当 然 … …同 医

師等 は この 点 に お い て過 失 が あ った もの とい うべ きで あ り… …」 と医師 ・慣 行 の不 当 性 を強 く

の べ て被 告 人 看 護 婦 の みに 罰 を 重 く課 す る こ とは 公 平 で な い とし て執 行 猶 予 を認 め た。(下 線

引用 者)

〔判 決 例3〕 千 葉 大採 血 ミス事 件 千 葉 地 判 昭和47年9月18日,判 時681-22(東 京

高 判 昭和48年5月30日 は破 棄 自判 し,こ れ が確 定 してい るが,本 主 題 に 即 す

るた め に,地 裁 判 決 を紹 介 す る。)

多 発 性 骨髄 腫 か ら強 度の 貧 血を きた して い た 患者 の た めに供 血に 来 院 し た青 年 が,電 気吸 引

器 へ の セ ッ トの 誤 りの ため空 気塞 栓症 を起 こし脳 軟 化 症 によ り死 亡した とい う有 名 な事 件 で あ る。

こ の 採血 に あた った 医 師 と看 護 婦 が共 に起 訴 され 共 に有 罪 と され た。 看護 婦 の 責 任は あ ま り に

明 らか で あ るの で,こ こで は 医師 に 関 す る判決 を 紹介 し て お く。

採 血 は 「医行 為 す な わ ち 医 師の 医学 的判 断お よ び技 術 を もっ てす るの で な けれ ば 人 体 に 危 害

を及 ぼ す お そ れの あ る行 為 に 該当 す る と解 され る。 …… た だ し,… …適 切 な 監 督 指示 の 下に 診

療 の 補 助 とし て看 護 婦 を従 事 させ る こ とが で き るがそ の 程度 は看 護 婦の 熟 練 度 およ び採 血 方 法

の いか ん と密 接 に関 連 す る もの と考 え られ る。 」 と一般 的 に 認 定 して,当 該 事 件 の 被 告医 師 に

つ い て 「… …採 血 補 助 に あた る看 護 婦 に お い て パ イプに 対 す る接 続 を間 違 うお それ が あ り,一

旦 間 違 え ば致 命的 な 結 果 を生 ず る危 険 が 考 え られ るの で あ るか ら,被 告 人 は,医 師 と して み ず

か ら … …点 検 確 認 す る か あ るい は … …点検 確 認 せ しめ,も って 〔誤 りを 〕看 過 せず … …事 故 の

発生 を未 然 に防 止 すべ き業 務 上の 注意 義 務 が あ っ た とい うべ きであ る」 と した。

さ らに,当 裁 判所 が検 証 した 北海 道 赤 十 字 血 液 セ ンタ ーの 安 全な 方 法 を ひ い て,「 同 セ ン タ

ーで 行 な っ てい るこの よ うな採 血 の施 行 法
,と くに看 護 婦 に 実際 の 採血 を行 わ せ る や り方 が も

し是 認 され 得 る もの だ とす る な らば,そ れ は 第 一 に,… … その 操作 に故 障 が あ って もその こ と

で 供給 者 に 危 害 を与 え る こ との な い よ うに装 置 ・構 造 上 の 配 慮が な され てい るこ と,第 二 に 看

護 婦 に 対 し十 分 な訓 練 を施 してい る こ とに よ って,医 師 は 採血 室 に 立 ち 合 わ ず隣 室に 所 在 し不

測 の 場合 に そな え る こ とで足 り る とされ てい るか ら と思 われ る。 」 しか し本 件 の 器 械 は極 め て

危 険 で あ っ たか ら 「最 も安 全 なの は この よ うな 器械 を採 血 に 用 い ない こと で あ る。(… そ もそ
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も医療 器具 と し て適 当 とい え るの か ど うか,あ ま りに効 用 の経 済 性 の み を優 先 させ す ぎては い

な いか との 疑 問 が もたれ る。)」

以 上,年 代 を追 っ て三 つの 判 決 をみ たが,ど れ もパ ラ メデ ィカル の"診 療 の補 助"と 本 来 の

医 師 の行 為 との境 界領 域 に あ る行 為 にっ い ての事 件 で あ る が,そ れ らの 場 合 に は,お お よ そ そ

の パ ラ メデ ィカル と同 時 に監 督 医 師 も刑 事 罰 に 服 す る こ とに な ろ う とい う予 測 を立 て てよ い で

あ ろ う(現 実 に 医師 も起訴 さ れ た の は 千 葉 大事 件 に つ い ての み で あ るが)。 しか も,医 師 が 処

罰 を免 れ うる た めに は,危 険 とみ るや 自 ら代 って 行 為 し うる場 合,あ るい は 常 に監 視 し得,危

険 と思 わ れ る場 合 に は 指示 を与 え うる状 況 に あ る場 合,そ し ていず れ に せ よ パ ラ メ デ ィ カル に

十 分 な訓 練 を 与 え,た と え誤 ま っ て も実 害 を生 じ る こ との ない よ うな状 況 に し て お くこ と,な

どを あ げ る こ とが で き る。

こ こで本 シス テムに つ い て考 え る と,、

① 誤 まれ ば大 事 故 に な りか ね ない 行 為 一 診 断 ・投 薬 ・処 置い ず れ に もあ ろ う一 は 決 して

パ ラ メ デ ィ カルに は せ しめ な い こ と。(そ の た めに は,パ ラ メデ ィカ ル の 行為 を制 限列 挙 す

る こ とが 考 え られ る が,そ うい う こ とが 医療 にな じむ もの か ど うか は判 断 しに くい と こ ろ で

あ る。)

② サ テ ラ イ ト医 師 は,た だ タ ー ミナ ル か らの 問 や 要 望 に 応 え る だけ で な く,積 極 的 に ター ミ

ナ ル を監 視 し えな くて は な らない 。 む しろ,監 視 してい な く ては な らない こ と。

③ さ らに 一 定 の 処置 をす る場 合 に は,終 始 医 師 が この処 置 を見 つ め てい な くて は な らな い。

こ と に代 っ て す る こ とが で きな い こ とが わ か り き ってい る だけに,医 師 が 不 注意 で あ る とと

りか え しの つか な い こ とに な り う るの で 長時 間 にわ た っ て一 つの ター ミナ ル に神 経 を集 中 し

な け れ ば な らな い こ との あ る こ と。

④ そ して,医 療 は,い つ救 急 事態 に 激 変 す るか 判 らない もの だ け に,必 要 と判 断 す れ ば サ テ

'ラ イ ト医 師 が セ
ン タ ーに(専 属)医 師 の 派 遣 を要請 し,そ こか ら タ ー ミナ ル に 短 時 間 の 内 に

かけ つけ うる。 緊急 用 の交 通 機 関(ヘ リコプター等)が 常 に 用 意 され てい る こ とが必 要 で あ る

こ と。

な どが挙 げ られ よ う。 これ らの こ とをい くつ か 重 ね 合 わせ て遵 守 す る こ とに よ って,は じめ

て本 シ ステ ム の プ ラ ンニ ン グは その 法 的 責 任 を免 れ うる もの と考 え られ る。 これ らの 内 の ど

れ か が確 実に 守 られ てお れ ば 原 則 と し て事 故 は 防 げ う るか らで あ る。

② 民 事 上 の取 扱 い

医 療 従事 者 の過 誤の 民 事 責 任 が,債 務 不 履 行 責 任(民 法 第415条)か 不 法 行 為 責 任(民 法 第

709条)か に つい ては 多 くの 論議 が な さ れ て い るが,こ こ で は深 入 りは しな い。⑳)た だ,

ど ち らの構 成 を とるに し て も,医 療 過 程 の 訴 訟 の 最 大 の争 点 は過 失 認 定 にあ る こ とを確 認 す る

に とど めよ う。 債務 不 履行 責 任 に 基 づ く訴 えに あ って も,多 くの 場 合何 らか の 医 療 的 行為 が な
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され た こ とには争 はな く,そ の 内 容 が 妥 当 な もの で あ っ たか ど うか が問題 に な る(債 務 ノ 本旨

二 従 ヒ タ ル履 行)す な わ ち ,注 意義 務 水準 に 達 し てい るか 否 か で あ る。 ま た 一方,不 法 行 為'

の 構 成 を す るに 際 し て も,医 療 過 誤の 多 くは 傷病 の 発 生 を契機 と す る もの だ けに権 利侵 害 ・損

害 の 発生 に つい ての争 は む しろ 稀 で あ り,因 果 関係 と結 びつい た 過失 の 立 証 が最 も争 わ れ るか

らで あ る。

と ころ で民 事 訴 訟の 目的 を私人 間 の 紛 争 の 処 理 とみ て,そ の 処 理方 法 と し て法 は 金 銭 を も っ

て損 害 を賠 償す る こ とを原 則 と してい る(民 法 第710条,た だ し 第723条 参 照)。

そめ こ との ゆ えに 過 失 を犯 した 者 と,こ れ ら をつ ぐな う者 とが 相違 す る こ と も可 能 に な る。

民 法 第715条 に よれ ば,使 用 者 は,そ の被 用 者 に過 失 が認 め られ た場 合 には,そ れ に よ っ て生

じ た損 害 の賠 償 をな す 責 任 が あ る もの とされてい る。ただしその 使 用者 が その 被 用 者 の 選 任 監 督

に つ き十 分 な注 意 義 務 を果 した こ とを立 証 し えれ ば その 責 任 を免 れ る こ とが で き る。 しか し,

この立 証 は極 め て困 難 で あ る とい わ れ る。
、監 督 とい う事 柄 の 内 容 の 不明 確 さが その 最 大 の原 因

で あ ろ うが,こ の 困 難 さは この 法 制度 の そ もそ もの 目的 に も沿 う もので あ ろ う。 とい うの は,'

民 事 の賠 償制 度 に よ って 償 わ れ る もの は,一 方 で被 害 者 の心 情 的 な埋 め 合 せ(慰 籍 料 とい う制

度 が これ を如 実 に示 す。')で あ ろ うが,他 方 被 害 者の 経 済 的救 済 も無視 し え な いか らで あ る。

この 救 済機 能 を有 効 に 果 た し うる た めに は,被 告 があ る程 度 財政 力 を も ってい る こ とが 望 まれ

る・ 伽 え て・
.その被 用 者 の 当 該行 郁 よ り利 益 を到 るの は その使 用 者 で あ る ・ と・ しか も

あ る程度 の 危 険性 の あ る こ と を予 知 し つ つ もあ え て これ を行 な ってい る こと な どが 通 常 の 企 業

に つ い ては考 慮 され る)か く して,使 用 者 に よ る賠 償 の 制度 は 今 日の損 害 賠 償制 度 の 大 き な部

分 を占 め,医 療過 誤 に 関 し て も病 院 治療 の 拡 大 と共 に この 法 制度 の 適用 は 拡 大 してい る とい え

る。(た だ し,715条 が元 来代 位 責 任 か,自 己 責 任 か は争 の あ る ところで あ る
。)

本 シ ス テ ム も,法 的 に は病 院 診 療 の 一変 形 とみ られ るか ら,当 然 に この 制 度 を念 頭 に置 い て

民 事 責 任 を検 討せ ね ばな らな い。

㊤

b

医 療過 誤訴 訟に おいては,被 告 一 医 師 側 が 次 のよ うに荷 重 もの意 味で 優位 に あ る こ とか ら民

法 が 本 来 予定 してい た当 事 者 の 対 等 性,原 被 告 地 位 の相 互 交換 可 能 性 は実 質的 に大 き く くず れ

て しま ってい る。(典 型 的 な 商取 引 に お い ては今 日の 被 告 は 明 日は 原告 ,と い う対 等,交 換 性

は 今 日で も妥 当 し うる場 合 が 少 な くな い)医 学 の 高 度 化 の ため 素 人 判断 が 不 可能 に な った こ と
,

医 療 施 設 が 巨大化 した こと。 従 って,医 療 者 は チ ー ム を組 ん で担 当 す るよ うに な っ た こ と,術

中 に は患 者 に 全 く受 身 であ り し ば しば意 識 不 明 で さえあ ること,ま た訴 訟 とな れ ば同 業 者 は不 可

避 的 に か ば い 合 う傾 向 を もつ こ と,損 害 保 険 の 浸透 に ょ.り保 険 主体( .会社)が 被 告 人 に 代 って'

訴 訟 に 介 入 し て くる傾 向の あ る こ と,な どが均 衡 を くず す 主 た る要 因 で あ る。 この こ とか ら,

従 来 の,当 事 者 相 互 の 対等 性 を前 提 と して定 め られ てい る民 事訴 訟 の ル ー ルは 修 正 を 受 け な け.
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れ ば,実 質的 平等 を確 保 しえ な くな ってい る。

この 修 正 の 唐鼓 も顕 著 な もの が 過失 の(一 応 の)推 定 とい わ れ る もの で,過 失行 為 その もの

を積 極 的 に は 立 証 しえ な い 場 合 であ っ て も四 囲の状 況 を確 定 して そ の 過失 が あ った と しか他 に

reasonableに は 考 えよ うがな い と,い わ ば 消極 的 に 立 証 す る こ と を認 め よ う とい う制度 で あ

る。

〔判 決 例4〕 麻 酔 注 射 によ る感 染(最 判 昭和39年7月28日 民 集18-6-1241)

無 痛 分 娩 の た めに 脊 髄 硬 膜 外 麻 酔 注 射 を受 け,分 娩 自体 は 成 功 した が。4,5日 経 つ と腰 部

の 終 篇 と下肢 の麻 痺 が お こ り,診 断 の結 果硬 膜 外房 ・圧 迫 性脊 髄 炎 で あ る こ とが判 明 した。

さ らに それ が ブ ドウ状 球 菌 の感 染が 原 因 であ る こ とが わ か り,そ の伝 染経 路が 争 に な っ た。

一審 有 責 を くつが え した 二審 判決 は可 能 性 と して

① 注 射器 具 な どの 汚 染

② 注射 薬 な どの 汚 染

③ 空 気 の 汚 染

④ 患 者 自身 の保 菌

を想 定 し,こ の内 ② ～④ と否 定 し て 「右 の よ うに 考 えて く る と本 件 にお い て,ブ ドウ状 球 菌 に

感 染 し たの は 右 ①の 場 合 …… で あ っ た と推認 す るの が相 当 で あ る 」 と判 示 した。

この 判 決 で,こ れ 自身 一 つ の推 定 であ るが,さ らに ① の 内容 は,注 射 器具,施 設 者 の 手指,

患 者 の 注 射 部位 等 の 消毒 の不 完全 な い し消 毒 後 の汚 染,と い う漠 然 た る もの で あ っ た。 この 点

が 当然 上告 理 由 に な った が,最 高 裁 は 「これ らの 消 毒不 完 全 は,い ず れ も診 療 行 為 で あ る麻 酔

注 射 に さい しての 過失 とす るに 足 る もの で あ り,か つ 医師の 診療 行 為 とし ての 特 殊 性 にか んが

み れ ば,具 体 的 に その い ず れ の 消 毒 が 不完 全 で あ っ たか を確 定 しな く と も… …」 と し て 控訴 を

棄 却 し たの で あ っ た。

この い くつか の 過 失 の 可 能 性 の どれ もが,同 一 医 師に よ る もの で あ り,い ずれ と認 定 し て も

同一 人 が 同 一の 責 任 を 負 うの で あ る か ら特 定 す る必 要 は ない,と い う判 断 と思 われ る。

この 考 え方 は,さ らに 拡 大 さ れ,同 一使 用者(す なわ ら同 一 賠 償支 払義 務 者)の 下に あ る者

複数 の 内の いず れ かの 者 に過 失 が あ る場 合 に も適用 され るこ とと な る。(た とえ ば,盛 岡 地 判

昭 和47年2月10日,判 時671二79。 ベ ッ ドの位 置 が わ る く幼 児 が墜 落 死 した事 件 で,ベ ッ

ドの位 置 をわ る くし た過 失 を 犯 した者 が どの看 護 婦,ど の 医者 で あ るか 問 うて い な い)。

・これ が さ らに拡 大 され て,賠 償 支払 義 務 者 が 複 数 あ る場 合 に も適 用 され うるであ ろ うか ど う

か が 問題 とな るが この点 は予 測 の域 を出ず,確 か で は ない が,肯 定 的 な傾 向 が あ ろ う。 とい う

の は,被 害 者(=原 告 〉救 済 の 要 請 が 強 く打 ち出 され てい る昨 今 だ か らで あ る。 他 の所 で く り

か え し述 べ たよ うに,経 済 的 に も,事 実的 に も,学 問 的 に も不 利 な 立 場 に あ る 原告 に,過 失 の

確 証 を要 求 す る こ とは極 め て不 合 理 で あ り,そ の こ とは,た また ま被 告達 が 異 な っ た使 用者 の
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下 に あ る とし て も適用 す るべ き こ とであろ うし,被 告 間 に 不 服 が あ れ ば,こ の訴 訟 過 程 で身 の 潔

白 さ を 自 ら立 証 して免 責 され るか,損 害 の 分配 に つい ては 後 に 被 告 著聞 で争 えば よい こ とだか

らである。この 点に っ き,ア メ リカ にお け る興味 あ る判決 を紹 介 す る。(な お,後 出判 決 例6参 照)

〔判 決 例5〕YbarravSpangardetal(SupCt.ofCalif.Dec.27,1944)

本 件 は,ア メ リカに お い て 医療 過 誤 訴訟 に お け る過 失 の推 定 を 認 めた最 初 の判 決 と して,新

しい原 理 へ の突 破 口 と評 価 され て い る もの で あ る。

被 告 と し て,Homedoctor(Y1),開 業 外科 医(Y2),病 院 の・Owner兼manager(Y3),

病 院 ナー ス(Y4)と 病 院 麻 酔 医(Y5),そ して 病院 外 か らの特 別 ナ ー ス(Y6)の6名 。

(そ の 原告 に 対 す る関 係 は各 自異 る)

原 告 は,Y1よ り虫 垂 炎 と診断 され,同 時 にY2が,Y3病 院(Open制)で 手術 を な し う

る よ うな手 配 を うけ た。 上掲 被 告 らの 協 働 によ り麻 酔 下 で の手 術 が 行 な われ成 功 し たが,目 覚

め る と右 肩 先端 と頸 の 間 に痔痛 を 覚 え,治 療 を 受 け た が,肩 周辺 に マ ヒお よ び筋 萎 縮 が残 った
。

この痛 みは 上 記 手術 中 に肩 ・頸 間 に加 えられ た圧 力 に よ る もの と診 断 され た。 とい うの が事 件 の'

あ らま しで あ る。 一 審 原告 敗 訴 。 これ ら6名 の者 の うち誰 が 過 失 を犯 したの か に よ り責任 の 所

在 は変 って くる。 本 件 原 告 は 誰 の過 失 か を特 定 しよ うとせ ず 全 員 を訴 え てい るの では判 決 の し

よ う もない,と い うの で あ っ た。 これ に 対 して,本 番 は こ う判示 した。 「誰 か の 過 誤 で あ る こ

とは 明 らか であ り,重 大 な 性 格 の,し か も不治 の 傷害 を受 けた患 者 は,こ の 法 理(過 失 を推 定

す る法 理 をさ す 一 引 用者 注)の 援 け な く しては 損害 賠 償 を受 け るこ と全 く不 可能 に な っ て し

ま う。 臨席 してい た 医 師 ・看 護 婦 が進 ん で 過失 のあ った者 の 同 定(identify)と,責 任 を 確

証 す る事 実 を 明 らか に す るよ うな 場 合 は別 だ が。 」 「患 者 が 無 意 識で あ り,し か も治 療 を受 け

てい る最 中 に,異 常 な 傷害 を うけ た場 合 には,そ の者 の身 体 に つ き,あ るい は その 傷害 を 生 起

したか もしれ な い施 設(instrumentalities)に つ き何 らか の コ ン トロ ール を もっ てい た 全

ての 被 告 は,過 失 の推 定に 対 し て自 らの 行 為 の 説 明 を す るべ く呼 び出 され てい る」 と
。

この よ うに して,危 険 可 能 性 を もつ 事 柄 に 関 与 した 全 て の 者 に(自 らが身 の 潔 白性.を立 証 し

えれ ば別 だ が)責 任 を課 す る道 が 歩 まれ は じめ た。

この事 故 が,仮 りに機 器 の 不 備 か ら生 起 した こ と もあ りう る とな れ ば ,製 造 ・販 売 に タ ッチ し

た者 も問 責 の 場 に よ び出 され るで あ ろ うこ とは 予 測 が つ く。

1.3.2機 器 自体 をめ ぐ る責任'

医 療 上 の 事故 の う ち,医 薬 品,医 療 用 具 の 欠陥 を原 因 とす る もの の 責 任 の 所 在 は,わ が 国 に お い

て は従 来 必 ず し もは っ き りして い な か った。

しか し本 シ ステ ム に おい て考 え られ てい る よ うに機 械 化 が 進 ん で く る と,改 め て見 直 さ れ ね ば な

らな い こ とが で て くる。 以 下,従 来 の 考 え方 の概 略 と,新 しい 動 き と を簡 単 に 紹介 す る。
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(1)製 造 者 等 の 責任

・ これ ま で の考 え 方 と 限 界

元 来,わ が 国の 法 制 度 は 酪 の行 為}・よ って他 人 に権 利侵 害 傷 害)を 与え た者 の 責 任 を 問

うこ とを 原則 として きた。 刑 法 第211条,民 法 第415条,第709条 な ど前 述 した通 りであ る。

これ らの 法 理 におい ては,あ る 行 為 に客 観 的 過失 が認 め られ る と ころか ら責 任論 が 展 開 す る。

と ころ が,本 シス テ ム にみ られ る よ うに 機 械 化 が進 み,人 工 の物 が人 間 に と っ て重 大 な役 割

を 占め る よ うに な る と,そ の 物 に備 わ って い た 欠陥に よ り権 利侵 害 が 起 こ る こ とは稀 でな くな

っ て くる。 そ こで権 利 侵 害→ 物 の 欠 陥 → その 責 任 とい う新 しい問 題 が 生 ず る。 この新 し い 問題
9)

へ の ア プ ローチ は,刑 事 法 に お いて は,先 に の べ た よ うな 特殊 性 の ゆ えに 浸透 しに くい 。

そ こ で,.こ こ で は と りあ え ず,損 害 賠 償 に焦 点 を絞 っ て,諸 関係 者 の 責 任 を検 討 す るこ とに

す る(刑 事 法 学 上 も,行 政 法 学 上 も,こ の 製造 物に 関 す る責 任の 問 題 は無 視 しえ な い 新 しい 課

題 を提 起 し てい る と思 わ れ るが,こ こで は と りあ ・ずない わけ で あ る.21))

従 来 の 民 法 の"人 の行 為 自体"の 責任 を原 理 とす る 法 制度 の申 に あ って.も,生 産 物 に備 わ

る欠陥 の 責 任 が追 求 され る こ とが なか っ たわ け では な い。

① 民 法 第717条 は 土 地 工 作 物 の 占 有 者 及 び所 有 者 の 賠 償責 任 を 定 め,こ とに 所 有 者 に つい

て は無 過 失 責任 を定 め てい る。

この 条 文 は,危 険 責 任 の考 え方 に根 拠 を お く と.いわれ 「危 険 性 の 強 い 物 を 管理 し所 有す

る者 は,危 険 の 防止 に 十 分 の 注 意 を 払 うべ き で あ り,万 一 危 険 が現 実 化 し て損 害 が生 じた

場 合 に は,そ の 賠 償 責 任 を負 わ せ る の が社 会 的 に み て妥 当 で あ る」 とい う考 えに 立 つ もの

で あ る。22)こ のr・危 険 責 任 ・とい う原理 を貫 徹 す れ ば,土 地 工作 物な どに こだ わ らず,危

険 性 の 高 い 製 作 物,交 通 機 関,ガ ス,機 械な ど をお お っ て物 的 な企 業 設 備 一般 に まで 及 ん

・で 然 るべ き であ る,と い う主 張 が な され てい る。 し か し現 実 の 解 釈 と しては"土 地 工 作 物"

に 拘 束 され,プ ロパ ン ガ スの ボ ンベ は土 地 工作 物 に あ た る こ とが よ うや く 認 め られ た とい

う現 状 で あ り,上 記 の 主 張 が 判 決1とお い て現 実の もの とな る可能 性 は少 な い。

② ま た,同 じ 民 法 第570条 は,腹 筋担 保 責任 とい う制 度 を定 め,隠 れ た暇 疵 あ る物 を

買 っ た者 は 損 害 賠 償の 請 求 を な し う る と し て い る。 これ もまた無 過 失 責 任 を定 めた もの

で あ り,「 売 主 に さ よ'うな責 任 を認 め る こ とが 公平 で もあ り,か つ取 引の 信 用 を保 護 す る
・ ・23、

こ とに な って 適 当 だ と して,法 律 が と くに 認 め た もの 」 とされ てい る。 この 法理 は,売

主 ・買主 とい う特 別 の 関係 に立 づ 者(い わ ゆ る契 約 当 事者)に つい ての み有 効 で あ る。

こ れ ら 二つ の法 理 と もに無 過 失責 任 を'物"に つ い て認 め よ うとす る点 で 一致 す る もの で

あ るが,一 方 その 物 の 製造 者 と か,そ の物 が 取 引 の 間 で 経 て き た各 種段 階め 仲介 業 者 とか を

視野 に お い てい ない 点 で も共通 性 を もつ。 従 って,人 工 製 作 物 をめ ぐる責 任 論 を包 括 的 に 論

ず る場 合 に は,現 行 法 規 の 思 い 切 った解 釈 か,適 当な 法 制度 の導 入 かが 必 要 とさ れ る。
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・ 新 しい 考 え方

この 新 しい 展 開 に原 理 を提 供 す るの が製 造 物 責 任 とい う考 え 方 であ る。、基 本 的 に は 物 を取

扱 う営 利企 業 の 責 任 を 明 らか に す るこ とに よ り現 代 社 会 の特 徴 を法 的 に フ ォロー しよ うとい

う この"物"に 関 す る責 任 は,も と も と物 の欠 陥 に よ って生 じた 損 害 を,消 費 者 の 負 担 と し

て し ま うこ とが い か に も公正 を欠 くこ とか ら,こ れに 関 わ りを もつ 者達(こ とに 企 業)を 賠

償 責 任 の 場 に 呼 び出 そ う とす る,民 事 法 的性 格 を もつ もの で あ った。 従 って,さ きに も述 べ

た よ うに,人 を 罰 す る とい う形 で 直接 の 対 象 とす る ことを本 質 とす る刑 法 に お い て は,こ の

考 え方 は 浸 透 しに くい 。

製 造 物 責 任ProductsLiability(生 産 者 責 任,生 産 物責 任)は,ア メ リカに お い て発 達 が

最 も顕著 だ とい わ れ る もの で あ り,暇 疵 が あ る と結 果 的 に 危険 な もの(例 ・自動 車)個 ⇔ 個

の 商 売 でな く大 々 的 マ ー ケ テ ィン グ方式 に な っ た こと(マ ス ・コ ミの広 告 と流通機構),損 失

を価 格 に 乗せ る(あ るい は保 険 制 度)な どに よ り他 へ 分 配 し う るこ と(ロ ズ ・ス プ レデ ィ/

グ)そ して 責 任 を重 くす る こ とに よ り安 全 性 に よ り努 力す る よ うに な る であ ろ うこ と,な ど

24)を要 因 とし
て1960年 頃 か ら急 速 に 発達 して きた もの とい われ る。 い ず れ の 国 で もと くに制

定 法 が つ く られ たわ け で は な く,従 来 の法 概念 ・制 度 の解 釈 を通 して,消 費 者 か らの 損 害 賠

償 請求 訴 訟 の 場 に 従来 は現 われ る こ との な か っ た製 造 販 売 業者 をひ き出 そ う とす る もの で あ

る。

この 新 しい 法理 が適 用 をみ れ ば,従 来 は 医療 者 の み に集 中 してい た,医 療 過 程 での 事 故 の

責 任 が,医 薬品 等 に まつ わ る場 合 に は当 然 そ の製 造 者(設 計 者,製 造 元,部 品 製 造 者 な ど),

商業 上 の取 扱者(卸 売 商 ・仲 介 人 ・小 売 な ど)の 責任 な どに分 散 され る こ ζにな る。(こ の う

ち,管 理 者 の プ ロパ ー な責 任 は,お お む ね 前 述 の 医療 関 係者 の責 任 に含 まれ る もの と考 え ら

れ る。 な お 後 に 若 干 ふ れ る。)

お そ らく上 に 挙 げ た要 因 は,本 シス テ ムの機 器 に つい て も多 かれ少 なか れ あ て は ま る もの

で あ ろ う。

と こ ろ で,わ が 国の 場 合,さ きに あ げ た よ うな民 事 法 上 の請 求 原 因 の い ずれ を 適用 す る に

せ よ,い ち ば ん の 問題 点 は,製 造 物 責 任 の認 定 に とっ ては こ.とに,因 果 関 係 を ふ くめ た過 失

の 認 定 であ った。

そ こ で,製 造 物 責 任 論 の組 立 て の 中 で は,一 方 で,行 政 的措 置 を も って,製 造 者 ・販 売 者

等の守るべき注意翻 樋 し槻 定あるい1ま指定し!5L方 でまた,過 失の一応の鶴 事実

上の推定などの法理を通して原告側の立証 を容易にし,さ らに第三者訴訟 とい う制度の導入

(現 に訴 えられてい る者以外 の者 で有責 であ ると被告が考 え る者 を訴訟 の場 に呼 び出

すことができ,そ の複数被告間で過失を転嫁 し合 うことによ り原告 一 消費者が不利益を う
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け る こ とが な い よ うに され て い る こと,)な どを通 して,実 質 的 に原 告側 に有 利 に 訴 訟 を 展

開 で き るよ うに す べ きだ と主 張 されて い る。

徐 々に 浸 透 し て くる で あ ろ うこの 考 え方 に よ り,わ が 国 にお い て も製 造 者 は,自 己の 製 品

　 の コ コ コ の も

が 消 費 者 の 手 に 渡 り消 費 さ れ るま での 過 程 全般 に 責 任 を負 い,こ の間 に一部の責任 を販 売 者 等

に 委 ね るの で あれ ば,そ の お お う範 囲 を明 確 に し て お くので な け れ ば,責 任 を免 れ る こ とは

な い こ とに な ろ う。

ご く最 近,食 品 の 分 野 で製 造物 責 任 論的 判 決 が 下 され たの で 紹 介 し,さ らに,ア メ リ カに

お け る,こ の 法理 に よ る転 換 を二 つの 判 決 を通 して うか が う。

〔判 決 例6〕 サ ル モ ネ ラ菌 食 中 毒事 件 一 審 判 決(岐 阜 地 裁 大垣 支判 昭 和48年12月27

日,判 時725-19以 下)

Y1が 製 造 し た卵 豆 腐 が卸 売 業者Y2の 手 を経 て小 売 商Y4へ 渡 り,そ こか ら原告X2が

購 入 し,こ れ を 食 したX2の 夫X1と 娘Bが 中 毒 を起 こ し,Bは つ い に 死亡 す るに 到 っ た。

ま た 同様 に して 卸売 業者Y3,小 売 商Y5の 手 を経 た分 は,購 入 者Aの 同居 人,姪 のCが 食

し,こ れ も死 亡 した た め,そ の 父母X3,X4に 精 神 的 ・財 産 的 大 損 害 を 与 え た。

判 旨

Y1に つい てi

使 用 し た破 損 卵 の 取 扱 が 清 潔 を 欠い てい た こ と,売 残 りの卵 豆 腐 か らサ ル モネ ラ菌 が 検 出

され た こと,Y1家 族 の便 中 に 同歯 が 検 出 さ れ た こ と,殺 菌 す る た めの 手 段 は容 易 で あ り,

Ylは これ を知 っ てお りなが ら十 分に は し てい な か った節 の あ るこ と,な ど を認 定 して,不

法 行為 に も とつ く損 害 賠 償 を原 告 らに 対 し てな す こ とを 命 じた。

Y4,Y5(小 売 商)に つ い て:

小 売 を す る者 と し ては,信 義 上 買主 の 生 命,身 体,財 産 上の 法益 を害 しな い よ う配 慮 す べ

き注 意 義 務 を 負 って い る こ と,本 件 の よ うな場 合 消 費 者 は 安全 性 を確 か め る手 段 を何 ら もっ

てい な い こ と,Y4等 は 製造 者に よ り近 い 立場 に あ り,し か もこの 販 売 に よ り収 益 を 挙 げ て

い た者 で あ る こ と,本 件 製 品 が 食品 衛 生 法 第11条 に 反 して 製造 所 ・年 月 日な どの 標示 を 欠

い てい た が,Y4ら は 何 ら処 置 を と らな か った こ と,な どを認 定 して,積 極 的権 利侵 害 な い

し不 完 全 履 行 あ り と し て,契 約 不 履 行 に もとつ く損 害賠 償 の 支払 を命 じた。

Y2,Y3に つ い て:

原 告 らに 対 す るY4,Y5の 立 場 に,Y4,Y5に 対 す るY2,Y3の 立 場 が 類似 して い

る こ ど,を 認 定 し て,Y4,Y5ら に 対 し てY2,Y3ら は契 約 不履 行 に もとつ く損 害 賠 償
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の 責'があ る と判 示 し た。 そ し て原 告 等 は,Y4,Y5ら の小 規模 営 業 者 で あ るゆ え にY2,

Y3に 対 して賠 償 請 求 権 が 認 め られ た。

この よ うに し て,Y1,Y2,Y4;Y1,Y3,Y5は それ ぞれ 原 告 らに 対 して 不 真 正連 帯 の損

害 賠 償支 払 義 務 が あ るこ と とさ れ た。

本 件 は,消 費者 の 保 護 とい う点 か ら見 る と画期 的 な 判 決 で あ った。 従 来 であれ ば,製 造 者,

卸 商,小 売 者 の 過 失 の内 決 定 的 過 失 が どれ で あ ったか とい う認 定 を し(そ し て,原 告 と し て

は,こ の立 証の 段 階 で敗 れ たか もしれ な い),そ の 者 に 責 を負 わ しめ る とい う形 を とっ たで

あ ろ う。 しか るに 本件 では,と にか く結局 全 ての 者 が 賠 償の 支 払 義務 が あ る こ と とされ,原

告 らは だ れ で あれ 資 力 の あ る者 か ら支 払 を うけ る。 物 か ら生 じた 損害 を物 に 対 して責 任 あ る

者 全 てか ら取 り う る。 それ らの者 達 の 内 部 関係 は 自分 達 で解 決 した らよか ろ う。 原 告達 は そ

'
の こ とに つい て は関 わ りを もた ない,と い うの で あ る。 正 に 製造 物 責 任 の 考 方 に 立つ 判 決

で あ る。

〔判 決 例7〕SmithvAmericanCystescopeMakers,Sup.Ct・of

Washin・Feb.11,1954

被 告 は メー カ 「 《Y1管 轄 の 相 違 で 却 下),売 主(Y2),売 主 の セ ー ル ス マ ン(Y3)。

1950年,訴 外病 院 か ら,Y2はWapplerElectroSurgicalUnitの 注 文 を受 け,Y

1か ら船 で 直送 させ た。 荷解 きは病 院 側 でな し,Y3が 外部 検 査 を し て異 常 な し と認 め た。

そ し てこ れ を同 年8月 か ら12月 まで14, .5件 の 処 置 に用 い 異 常 は なか った。12月6日

原 告に 使 用 し て左 右 大 腿 部 に 火傷 を生 じ た。 事 後 検 査 に よ り,プ レー トの 部 分 の 電線 に 小 さ

な 断絶 があ り,置 き 方 に よ って シ ョー トす るこ とが わ か った。

判決 は,売 主Y2,Y3ら はs'自 ら検 査 すれ ば 発見 で きたか も しれ な い よ うな危 険 性 に よ っ

て生 じた 傷 害 に つい て責 任 を負 う もの で はな く,「treaSonable"に 安 全 で あ る と信 じ て販

売 した 販 売 者 は 予 見 しつ つ 傷害 を与 え た こと("foreseeablyliketocauseharm")

に は な らな い と し,「 過 失 は,行 為 者 に知 られ てい る事 実 の 光 の 下 での み判 断せ ら るべ き も

の で あ る 」 と述べ て,無 責 と した。

これ は 明 らか に 製造 物 責 任 以 前 の 判 断 で あ る。

〔判 決 例8〕SinatravNationaIXrayProdududucts.,Corp .『

Sup.Ct.ofN.J.Apri128,1958
,26N.J.546

被 告 は,販 売 業 者Y1,製 造 業 者Y2の2名 。

1954年 秋,病 院 がY1にX線 装 置 を 発 注 し,Y2の 技 術 者 の 監 督 の 下 にY1が 納 入 し た。'
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その 後 のrepairserviceはY1が し て い た。

1955年3月,原 告 受 診 申,頭 上 に あ っ たX線 装 置 が ス パ ー ク し 黒 煙 を ふ い た た め,お ど

ろ い た 原 告 は テ ー ブ ル か ら 飛 び お り て 負 傷 し た 。 後 に,絶 縁 物 質 の 欠 陥 に よ る線 の パ ン ク と

判 明,外 力 に よ る もの で な く,高 圧 電 流 に よ る も の で あ っ た。 一 審 で はY1,Y2共 に 有 責(

Y1が2200ド ル を 原 告 にY2が そ の 半 額 をY1に 支 払 え)。 二 審 で は 証 拠 不 十 分 で 破 棄(

訴 訟 法 上 の 問 題 は 捨 象 し 簡 単 化 し て 説 明 す る)。 三 審(本 審)で は,Y1に せ よY2に せ よ

tt
reasonablecare"を 払 っ て"unreasonable"な 危 険 を,そ の 欠 陥 が'latent"で あ

れ"patent"で あ れ,発 見 し 除 去 す るinspectiondutyを 負 っ て い る,と の べ ら れ た 。

(た だ し,reasonaSleinspectionが な さ れ た か 否 か を 事 実 審 理 せ ず にY1,Y2に 責 任 を

認 め た 一 審 判 決 は 不 十 分 で あ っ た,と し て 再 審 査 を 命 じ た 。)

角

② そ の他 の 問題

医療 機 器 に関 し ては,こ れ らの訴 訟 に あ ら われ たよ うな ご く小 さな 消耗 品 的"製 造 物"と は

大 きな 相 異 の 存 す る こ とい うま で もない。

一 つ は 検 定 者の 責 任 で あ り
,他 は 使 用 す る者(=医 療 従 事 者)と 機 器 の 適 用 の対 象 とな る者

=患 者 とが 分 離 し てし♪る点 を挙 げ る こ とが で きよ う。

・国 の責任

医薬 品 等 に 関 す る 国の 検 定 の 責 任 を,警 察 法 上 の もの でな く,よ り積極 的 に 新 しい 法 理 に基

づ く もの,行 政 上 の 権 限 とい わ んよ り,'む し ろ薬 害 等 の防 止 の た めの具 体 的義 務 と考 え る立場

に立 て ば,26)こ の 義 務 違 反 に よ り生 起 され た(あ るい は,こ の 義 務 を 十分 に 果 してお れ ば防

ぎ得 た)損 害 につ き,国 は 損 害 賠 償責 任 を 負 うこ と とな る(国 家 賠 償法 第1条)。 い ま だ判 決

は な く,現 在 係 争 中 の 事 件 に お い て,国 側 は こ の 点 を争 っ てい るよ うで あ る か ら,必 ず し も確

実 では な い。 しか し 現実 の訴 訟 過 程 で は,国 は 検 定 時 には重 篤 の 副作 用 は予 見 し えなか った,

とい う反 論 を して い る と伝 え られ る27)と ころ か らみ て も,検 定 の 十 分 さ(逆 に い う と不 十分

さ=過 失)次 第 で 国の 賠 償責 任 の 有 無 が 定 ま る動 きがあるよ うであ る(む ろ ん,そ の 場 合 は 国家

賠 償法 第1条 が適 用 に な る)。'

た だ一 つ 注 目す べ き異 説 が あ る。 それ は 「製 造 の承 認 お よ び 製造 業の 許 可 行 為 が 介 在 す る限

り,国 は 薬 害 に 対 す る責 任 を全 く免 れ る こ とは で き まい。 た だ この 責 任 はい わゆ る損 害 賠 償の

法 理 に よ る もの とは 異 る と思 わ れ る。 む しろ薬 品 の 副 作 用 に つい て の救 済 は団 体 主義 的 補 償の

理 念 に も とつ くべ き もの と思 う。 … …国 民 全体 が薬 品 発 展 の た め に 団体 責 任 と して 均 し く負 担

しな け れ ば な らな い。 い わ ば 被 害 者 は薬 の 発展 とい う国 家 目的 の た め の 特 別犠 牲者 と して 考 え

る こ とが で き るの で あ る。 」28)(下 線 引用 者)

上記 の 二説 の説 く と ころか ら も判 る よ うに 検 定 とい う もの の 意 味 に 従 っ て 村国"の 責 任 を 二
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つ に分 け て考 え る こ とが で き る。(両 説 と もや や混 同 が あ る よ うに 思 え る)

一つ は
,検 定 を実 質 的意 義 に お い て把 える こ とか ら発 す る もの で,検 定 の 不 備 の た めに 欠陥

危 険等 が発 見で きず傷害 が起 ζつた 場 合 の 国 の 賠 償 責任 で あ る。(現 在係 争 中 の 薬 禍 訴訟 に お い

て 問題 とされ て お り,遠 か らず 裁 判 所 の 判 断 が 下 され よ う
。)「(こ の)薬 害 に た いす る国の

責 任 成 立 要 件 の 検 討 は,け っ し て薬 害 発 生 に 関 す る製造 販売 業者 の責 任 を代 位 す る もの で は な

い 」26)す なわ ち,製 造 業 者等 とは独 自 噸 部 償離 を負 う もの であ る
.(た だ し,澗 判

決 に み られ るよ うに,製 造 業 者 等 と連 帯 債 務 を 負 う とい う形 に され る こ とは あ り うる。)

他 の 一つ は,国 と しては 最 高 ・最 善 の 努 力 を し て検 定 に あ た ったが っ い に 発 見 し えない 欠陥

で あ った こ とが 認 定 さ れ た 場合 で ある。 過 失 責 任 主義 を とる国家 賠 償法 の 限 界 で あ る
。(た だ

し,国 家賠 償法 第2条 は,営 造 物 に つい て の無 過 失 責 任 を定 め てお り,本 シ ス テム が これ に 該

当 す る とさ れ る場 合 もあ りえよ うが,一 た とえ ば地 震 な どで機 器 が倒壊 して 負 傷 した 場 合 な

ど 一 ここ で は システ ムの 機能 面で の 欠 陥 だけ を問 題 に してい るのであ るか ら本 条 の 問題 は 省 く)

む ろ ん,現 在 の 法 解 釈 の 状 況 か らみ て過 失 が 推 定 され る傾 向 が強 い か ら無過 失 の立 証 はかな'

り困難 で あ ろ うが,そ れ に し て も痴 りえ な くはな い。 そ して現 在 の 法状 態 か ら い え ぱ,こ の 場

合 に は被 害 者 は泣 き寝 入 りせ ね ばな らな い こ とにな る。

そ こで,さ きの 第 二の 説,特 別 犠 牲 に 対 す る団体 責任 論 が価 値 あ る もの とな る
。 新 しい事 項

の 発 見 ・整 備 発 展 の 中 で,全 く不 測 の 事 故 に 出遭 わ ね ば な らな い ことの あ る こ とは い くつ もの

先 例 が示 し てい る。(ペ ニ シリ ン シ ョッ ク,種 痘禍 ,サ リ ドマ イ ド禍 な どな ど)こ れ を最 小 限

に 食い とめ る努 力 は 無 論大 切 で あ るが 社 会 の 発達 上不 可 避 で あ った(あ く まで も不 可避 で あ る

び き であ る。)負 担 を,特 定 個人 が 一身 に 負 わ し め られ て しま う こと を放 置 し てお くわ けに い

かな い。 そ こで,せ め て経 済 的 に この 負担 を社 会 全 体 で 分担 しよ う
,と い うの が この特 別 犠 牲

補 償 制度 で あ る。(戦 傷 病 者,原 爆 被 災 者,公 害 被 害 者 も,一 応 こ こに入 れ て お こ う。)

な ど に っい ては 法 制度 が,予 防 接 種 禍 に つい て は行 政措 置 が と られ てい るが
,そ の 他 の 健 康 犠

牲 に つい ては 制度 化 され てい な い。)前 掲 の説 は,こ の 点 の整 備 を訴 え る立 法 論 で あ った わ け

で あ る。

いま,こ こで 新 しい シス テ ム を 計 画 す るにあ た り
,最 善 の注 意 を払 って事 故 防 止 に努 め て い

る こ とは無 論 で あ ろ うが,さ ら に この 特 別 犠 牲 補 償の為 の制度 を備 え るこ と を検 討 せ ね ば な る

まい。 計画 会 議 を設 け て,意 図的 に シス テ ム化 し てゆ く もの であ るか ら(こ の 点 ペ ニ シ リン と

か サ リ ドマ イ ドとか い う も
.の と基 本 的 に 異 な る。)当 然 にな すべ き措 置 の 一 つ で あ ろ う。29)30)

・取 扱 者 の 介 在

製造 物責 任 論 は,基 本的 に は 消 費者 が 自 ら受 けた 害 を 原 因 とし て製造 販 売 業者 を相 手取 っ て

訴 える た め の法 理 で あ る。 と こ ろが,本 稿 で問 題 に され る多 ぐの 場合 は
,機 器 を使 用 す る者(

医療 関 係 者)と 被 害 を受 け る者(患 者)と が 分離 し てお り,む レ ろ後者 は,前 者 を製造 販 売 業
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者 に併 せ て賠 償請 求 の相 手 方 とす る こ とが多 い で あ ろ う。 こ れは,医 療 関 係 者 の 過誤 と機 器 の

欠 陥 とが競 合 す る場 合 とい え よ う。

この 場 合,大 き く二 つ に 分 け て考 えね ば な る まい。

その 一は,機 器 の 欠陥 によ って事 故 が 起 こ った こ とは確 か であ るが,担 当 医 療 関係 者 が 相 当

な 注 意 を払 って い た な ら ばこ の 欠陥 を事前 に 発 見 もし くは治 癒 せ し め え た ことで あ ろ う場 合 で

あ る。 これ は,前 述 の サ ル モ ネ ラ菌事 件 と同 じ経 過 をた ど り得 よ う。 一 つ の 欠陥 に つい て被 告.

全 員 が 何 らか の 形 で チ ェ ックす る可能 性 を もっ てい た。 つ ま り全 員 が 注 意義 務 違反 を犯 した経

過 の 出 来 事 だ か らで あ る。(む ろん さ きに述 べ た よ うに,医 療 関 係 者,卸 業 者,修 理 人,製 造 ・

業 者 そ れ ぞ れ が 全 く同 じ注意 義 務 水準 あ るいは 守 備 範囲 を守 らされ る わけ では な い。 従 って 自

己の 守 備範 囲 を 出 る事 故 で あ っ た との 立 証 が な し得 れ ば免 責 され る こ とい うま で もない。

他 の 一 つ は,事 故 の原 因 が何 で あ ったか 遂 に不 明 の場 合 であ る。(通 信機 械,コ ン ピ ュー タ

な どが 介 入 して く る と,か か る事 故 の 可 能性 が 増大 す るで あ ろ うこ とが 十 分 予 想 され る。)こ

の 場 合に は∴ わが 国 に おい ては 適 切 な 事例 はな い が(そ の 理 由は オー プ ン 制 を と ってい ない た

め で あ る。)こ れ もさ きのYbarraCaseが,参 考 にξ「ろ う。 「誰 か の 過 誤 で あ るこ とは明 ら

か で あ り,重 大 な 性格 の,し か も不 治 の 傷害 を受 け た患 者 は,こ の法 理 の援 け な く して は損害

賠 償 を受 け る こ とは 全 く不 可 能 に な って しま う。 」 か らで あ る。 この 場 合 も,賠 償 支払 の債 務

は,医 療 者 一 使 用 者,製 造 販 売 業者 な どの 不 真 正 連 帯 と され よ う。
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1)MDU1972AnnuealReportp31,1974年2月12日 読 売 新 聞 朝刊 の 血 液型 判 定 の 誤記
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2)広 島 高 松 江 支 判 昭 和25年6月2日;高 裁刑 集9-100

3)昭 和39年6月18日 医事 第44号 医事 課長 回答 は 「当該 行 為 を行 な うに あ た り,医 師 の 医

学 的 判 断 及 び技 術 を もってす るの で なけ れ ば 人体 に 危 害 をお よ ぼ し,又 は 危 害 をお よ ぼす お そ

れ の あ る行 為 」 を 医行 為 とし て い る。

4)昭 和23年8月12日 医第310号,医 務 課長 回答 。'ただ し,問 い合 わせ ば露 店 で 測 定の み を

業 と して行 な って い る者 の合 法 性 をたず ね てい る もの であ った し,い まか ら25年 以 上 も前の

こ とで あ る か ら,現 在 の 保健 婦 の 行為 と比較 す る こ とに 疑 問 が あ る。

こ こでは 単 に例 示 す る目的 で挙 げ たの であ り,現 実の 診 療 の 過 程 で は そ の時 代 時代 で具 体 的

問 題 は異 な ろ うが,常 に 境 界 領 域 は存 在 す る もの で あ ろ う。

5) .大 審判 大 正3年3月26日,刑 録20-411

6)木 暮保 成 ・医療 法 ・医師 法 解p341(1971)

た だ し,救 急 の 場 合 は これ に 含 ま'れな い こ とは後 述 す る。
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7)

8)

9)

熊 本 地判 大 正5年4月6日,新 聞1119-28

た とえ ば,津 田豊 和:診 療 録 管理 の 実際(1966)

座 談 会:病 歴 管 理 をす す め る ため に,病 院2i-3&4-170～(1962)

酒 井 隆子:病 歴 管理 の 実際,病 院29-9-(1970)な ど。

刑 法 に お い て は罪 刑 法 定 主 義 と い う考 え 方 が と られ,法 律 に 明 確に 規 定 され てい る もの で な

け れ ば,仮 に 社 会 感 情 に反 す る もの で あ って もこれ を罰 しえ ず,ま た 明 確 に 規 定 され てい る条

文 の解 釈 も厳 格 に な され る。 従 って後 述の プ ライ バ シー とい う英 法上の 概念 は上 記の よ うな 現

行 法 上 の概 念 に あ ては ま る部 分 に つい てのみ 刑 法 の対 象 とな り,こ れ か ら洩 れ る 部分 につ い て

は 刑 法 的 に は 問題 とされ えな い。

10)ち な みに,有 名 な"宴 の あ と"判 決 にお い ては 「私 生 活(私 事)が み だ りに公 開 され た 場 合

にプ それが 公開 され な か った状 態,つ ま り原状 に 回 復 さ せ る とい うこ とは不 可能 な こ とで あ り
,

名 誉 の 殿 損,信 用 の 低 下 を 理 由 とす る もの で な い以 上 … …謝 罪広 告 等は 請 求 し えな い 」 とのべ

てい た。(東 京 地 判 昭 和39年9月28日)

11)結 局,被 害 利 益 の 種 類 と,侵 害 行為 の 態様 との 相 関 関係 に お い て考 察 さ るべ き もの で あ る
。

しか し 「プ ライ バ シ ーの 価 値 と芸 術的 価値 の 基 準 とは 全 く異 質 の もの で あ り
,法 は その い ず れ

が 優位 に立 つ もの と も決 定 で きな い。 」 て宴 の あ と事 件 判決)す なわ ち
,科 学 的 にい か に 優 れ

た もの とい え ど も,プ ラ イバ シー 侵害 が な され た 場 合 に は そ れ な りの責 任 は問 われ うる。 こ こ

にい う正 当 事 由 とは,こ の 漏 泄 自体 が不 可 避 で あ る場 合 に の み 認 め られ る と考 え るべ きで あ る
。

従 っ て,適 当 な 手 段 を講 ず れ ば,よ りよ く プ ライ バ シー を守 り得 た こ とが認 め られ た な らば,

上 述 の 比較 こ う量 の 余地 は 全 くな い の で あ る。 その研 究 が ノー ベル賞 を 受 け る程 の 貴 重 な もの

で あ っ て も全 く変 りは ない。

12)

13)

14)

15)

居 林 次雄:わ が 国 に お け る コ ン ピュ ー タ利 用 と法 律 問 題,ジ ュ リス ト484 ,17～

前 田 庸:コ ン ピ ュー タ と商 法,ジ ュ リス ト484,24

竹 下守 夫:コ ン ピュ ー タ と民 事 訴 訟法 上 の諸 問 題 ジ ュ リス ト484,32

一 般 診 療 サー ビ スの 項 で 触れ るべ くし て残 され た 点 を注 記 す る
。

現 代 医療 の 特 殊 性(良 否 は別 と し て)と して臨 床 検 査 の 激 増 で あ る
。 現 在,診 断 の た め の 必

須 資 料 と し てX線 フ ィル ム諸 検 査 結 果 な どを数 え る とな る と,本 シ ステ ムに お け る タ ー ミナル

は,こ れ らの 機 能 も備 え る こ とが必 要 とな ろ うか と も考 え られ る。 この 点 は ま だ明確 で は な い

が,た だ な さ れ る場 合 の法 的 問 題 に つ き若 干 ふ れ てお く。

診療 放 射 線技 師 法 弟24条 が 業務独 占 を規 定 してい る。

従 っ て他 の パ ラ メデ ィカルDl自 ら の職 務 の 一環 と し て撮 影 ・照 射(同 法 第2条)を な す こ と

を 予 定 す るこ とは許 され な い。

医 師(あ るい は 技 師)が サ テ ライ トにい て監 督 をな しっ っ 撮 影 ・照 射 をな す こ とが,こ の規
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定 に よ り直接 に禁 止 され てい る わけ で は な い こ とは,看 護 婦 に つ い て も同 様 で あ る。

結 局,実 質 的危 険性 と合 理性 の 専 門 的 判 断 を ま っ こ と とな る。 従 って取 扱 う対 象 物 の危 険 性

(医 療 法施 行 規則 の 第4章 の 詳 しい 規 定 を参照),そ の 診 療 行 為 自 体 の もつ危 険 性(昭 和49

年2月18日,第12回 原 子 力 総 合 シ ンポ ジウ ム。 毎 日新 聞,49年2月18日 朝 刊参 照)か

ら鑑 み て,現 在 で は ゆ る され な い もの と解 す べ きで は な か ろ うか。

衛 生(臨 床)検 査 は,業 務 独 占 規 定 は な く,無 資 格 者 も業 とし て行 ない う る法 状 況 に な っ て

い る。 た だ 実 質的 には この 分野 での 進 歩 は激 しい か ら,ど の 検査 項 目ま で委 せ うるか は,パ ラ

メ デ ィ カ ルの訓 練 制度 との バ ラ ンス で考 えて ゆか ねば な るまい。 なお,こ れ に 関 す る サ テ ライ

ト医 師 の 刑事 責 任 につ い ては 後 述 す る。

16)お そ らく,わ が 副 ・お い て は コ ・ サル デ ー ・ ・ ン時 の 医 師 同 鋼 の モ ラJレ,ル ー ・ が確 立 し

てい ない た めに な され に ぐい の であ ろ う。

諸 外 国に お い ては,か か る場 合 の ル ー ルが 詳 細 に 記 され てい るの が通 例 で あ る。(た とえ ば,

ドイ ツ医 師職 業 規 則 第122条,ブ ラ ジル医 療 倫 理 綱領 第2章 な ど)

17)

18)

19)

20)

21) .

月28日,判 時721-7)も,物 を め ぐ る刑事 責 任 の問 題 で あ っ た。

22)

作 物の 利用 に よ る報 償責 任 を根 拠 と し て説 く もの もあ るが,

の 考 え方 の重 要 性 に つ い ては,本 文 で 後に ふれ る こ と とな ろ う。

23)我 妻 栄:民 法 講 義,債 権 各 論 中Ip〔424〕

24)座 談 会 ・生 産 物 責 任:民 商 法 雑 誌66-5(連 載)

25)石 川 馨:PL問 題 の 現 状 と展 望,Engineerings1973-6～20,宮 野 晴 雄:誤 診 と薬 禍

1973,な ど参照

26)'下 山 瑛 二:健 康 権 一 その 必 要 性 と可能 性,ジ ュ リス ト538-19,同;薬 害 と国の 責 任,ジ ュ

リス ト,547-63な ど

27)座 談 会:医 療 制度 の し くみ と薬 害,ジ ュ リス ト538-16の 内,30頁 の 西 田 発 言

28)荒 秀:薬 事 法の 問 題 点,ジ ュ リス ト547-33。 前掲 下 山論 文 は,実 は この 論 点 をふ くめ て

検 討 して,現 状 とし て国 賠法 適 用 を是 と してい る。

29)予 防 接 種 禍の 補 償 制度 に つ い て特 別 犠牲 説 を浮 彫 に した もの とし て,唄 孝 一:予 防接 種 に

もとつ く障害 の 補 償 法 律時 報43-7)が あ る。

R.F・ ブ リ ッジ マ ノ,谷 村 訳:病 院 の地 域 化p32,p35(1955た だ し翻 訳 は1967)

板 倉 宏:公 害 と刑 事 責 任,ジ ュ リス ト532-23な ど

昭 和26年9月15日,医 収517号 医務 局 長 回 答

最 も新 しい情 報 に つい ては,座 談 会:医 療 過 誤 をめ ぐ る諸 問題,法 曹 時 報25-10以 下 連 載

最 近 出tg,森 永 ドラ イ ミル ク中 毒 事 件 差 戻 後 第 一審 判 決(刑 事,徳 島 地判 昭和48年11

加 藤 一 郎:不 法行 為(法 律 学 全 集22)p192～,こ の 引用 文 の 後 に 「これ らに対 して,工

あ ま り適 切 で は な い 」 と続 く。 こ
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30)医 療機 器 一般 の 検 定 等 の 制 度 は 概 略次 の よ うな もの で あ る。

製造 業 者 は 厚 生 大 臣 の2年 毎 の 許 可 を 受け ねば な らず(薬 事 法 第12条),さ らに 変更 等 に

つ い て も許 可 が 要 る(同 法 第18条)。

ま た その 製造 品 目 に つい て も承認 を えな く ては な らず(同 法 第14条),必 要 があ ると認 め

るな らば厚 生 大 臣 は 製造 基 準 を設 け る ことが で き る(同 法 第42条)。

医療 用 具 に つ い て は昭 和36年 の 薬 事 法改 正 で,第43条 に よ り,厚 生 大 臣の 指 定 す る医療

用 具 に つ い て 検 定 が 可能 と な っ た が,現 在 まで の とこ ろ,こ の 品 目指 定 はな され てい ない。(

検 定 制度 の 早 急 な充 実 が望 まれ る)

販 売 につ い て は,厚 生 大 臣の 指 定 す る 医療 用 具 に つ い て は 知 事 へ の 届 出 を 課 し てい る。(

同法 第39条,同 施 行 規 則 第41条 別表2)

2.地 方 公 共 団体 との 関 係

21へ き地 に対 す る施策

,

2.1。1国 の 施 策

国 が 行 な う,へ き地 に 対 す る施 策 は 国土 総 合 開発 法 その 他 に基 づ く一連 の 地 域 開 発振 興措 置 に よ

り行 な わ れ,そ れ ぞれ 各 省 所 管 の 事 業 と して実施 され てい る。

へ き地 対 策 は,そ れ を包 括す る市 町村 ,都 道 府 県 お よ び国 が 一 体 とな っ て総 合 的 な 観点 か ら実 施

す る もの で あ る。

し か し,そ の実 施 主 体 は あ くまで 市町 村,都 道 府 県 で あ り,国 は その 立 場か ら
,こ れ らの 地 方 公

共 団 体 に 対 し各 種 の 施 策 を通 じ指 導,助 言 を行な うの が 原則 で あ る。

以 下,国 の 行 な う施 策 を 自治 省 お よ びそ の他 の省 庁 に わ け て述 べ る。'

(1)自 治 省 の 施 策

過 疎 法 によ る施 策

過疎 地 域 対 策 緊 急 措 置 法(昭 和45年 法律 第31号,以 下過 疎 法 とい う。)に お い ては施 策

の 対 象 とな る地 域 を 「過 疎 地 域 」 と呼 び,そ の基 準 を過 疎 法 第2条 で 規 定 し,こ れ に基 づ い て

自治 大 臣が 具 体 的 に 市町 村 を 告示 す るこ とに な ってい る。

過疎 地 域 の 市町 村 は 昭 和48年2月 現 在1,047団 体 と な っ てお り,こ れ らの 過疎 地 域 に対 し

て国 は 交 通,通 信,学 椀 診 療 所 等 の 整備 な らびに 医療 の 確 保 等 の施 策 を講 ず る もの とし て い

る。

と くに医 療 の確 保 に つ い ては
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① 診療所の設置

② 患者輸送車(艇)の 整備

③ 定期的な巡回診療

④ 保健婦の配置

⑤ 公的医療機関の協力体制の整備

⑥ その他,無 医地区の医療の確保に必要な事業

等を行なうこととなっている。(過 疎法 第14条)

これ らの施策を具体化するため種々の措置がとられているが,そ れはお もに財政,金 融およ

び税制上の特別措置によっている。

i)財 政上の特別措置

ア 国の補助等の特例

過疎地域における生活環境施設整備の一環 として,消 防施設の購入または設置について,

消防施魏 願 補助金におい・過疎繊 分の補助率樋 常;か ら』矧 ぎ上げ・….

その 対 象 とな る消 防 施 設 の うち,本 シ ステ ムに 関連 の あ る もの は消 防 無 線 の 施 設 で あ る。

イ 過 疎 債 の 発行 に よ る 特別 措 置

地 方 財 政法(昭 和23年 法律 第109号)第5条 の地 方 債発 行 の 制 限に 対 す る 特例 を設 け

市 町 村 が 市 町村 過疎 地 域 振 興 計画 に基 づ い て行 な う一 定の 施 設の 整 備の た めに 要 す る経 費

に つ い ては,い わ ゆ る過 疎 債 の 発 行 を もって その 財 源 とす る こ とが で き るこ と とし てい る。

その 対 象 とな る もの の う ち,本 シ ス テム に 関連 の あ る もの は

・診 療 施 設(巡 回診 療 車 ・船 ,患 者 輸送 車 ・艇 を含 む)

・巡 回診 療 車等 で診 療 を行 な う ため に必 要な 機 械 ・器 具

・医 師往 診 用 の 自動 車(雪 上 車 を含 む)

・消防 施 設

・有 線 電 気 通信 設 備(有 線 放 送 電 話 ,有 線放 送 に 関 す る もの)

・住 民 の 交通 の 便 に 供 す る た めの 自動 車(雪 上車 を含 む)

.母 子 健 康 セ ンタ ー

な ど があ る。

な お,過 疎 債 は 全額 政府 資金 を もっ てあ てる こと とな っ てい る。

ii)金 融 上の 特 別措 置

金 融上 の 特 別 措置 と し ては集 落 整 備 の ため住 宅金 融 公庫 等 に よ る融 資 の 条件 緩 和,農 林 漁

業 金 融 公庫 によ る過 疎 地 域経 営 改 善 資 金 の 貸付 等 が あ るが,直 接,本 シ ス テム と関連 を もつ

もの は ない 。

iiD税 制上 の 特 別措 置
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過 疎 地 域 に対 す る税 制 上の 特別 措 置 とし て は法 人 に 対 す る譲 渡所 得税 の軽 減,減 価 償却 の

特 例・ 法 人 税 まナ・は所 得税 の 髄 縮 や地 方 税 の 減 免 と,そ れ 畔 切 地 舩 共 団 体 の 税 の

減 収 を地 方 交 付 税 に よ り補 て ん す るな どの措 置 を 講 じ てい る。

iv)そ の 他 の 特 別措 置

そ の他,過 疎 法 に 基 づ く特 別措 置 と しては

・基 幹道 路 の 整備 に対 す る補 助 率 のか さ上 げ 一

・都 道府 県が 行 な う医療 の 確 保 に必 要な 事 業 に 対 す る補 助

・道 路 運 送 法(昭 和26年 法律 第183号)に 基 づ く免 許
,許 可等 の配 慮

等 が あ る。

V)過 疎 地 域 集 落 整 備事 業

基 幹 集 落 の 整備 お よ び適 正 規 模集 落 の 育成 に よ り地 域 社 会 を再編 成 す る ため
,集 落の 移 転

お よ び ・ ミ・ニテ ・セ ンターの建 設事 業*を 行 な うこ と とし,こ れ らの事 業 を行 な う市 町枷,

対 し補 助 金 を交 付 してい る。

こ の場 合の 補 助率 は集 落 移 転 事業 に つい ては十 以 内,コ ミュ ニテ ィセ ン ター建 設 事 業 に っ

い て は担 内 と し てい る。 、

辺地財特法による施策

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭 和37年

法律第88号,以 下辺地財特法という。)第2条 に規定する辺地**を 包括する市町村が,

その総合整備計画に基づき公共施設の整備を行なう場合,こ れに要する経費の財源 といわゆ

る辺地債の発行を もってあてるものとしている。 この辺地債は,さ きに述べた過疎債と同趣

旨の ものであり,こ れ も全額政府資金によってあてられることとなっている。

辺地債の発行の対象 となる経費の うち本 システムに関する ものは過疎債の場合 とほぼ同じ

く診飾 設,有 編 気通信設備撮 び鰍 電話*** ,母 子鯨 センター,消 剛 毅等であ

る。(辺 地財特法第2条2,同 施行令第2条)

広域市町村圏整備事業による施策

自治省においては公共施設の整備と地域産業の振興,生 活環境の近代化を図るため広域市

*

**

行 政 セ ンタ ー,ホ ール,集 会 施 設,図 書 施 設,住 民 相 談 施 設 ,老 人福 祉 施 設,保 健 体 育 施 設

等 の 建 設 を対 象 とす る。

5Kin2以 内 の 区 域の 眺 人 ・が50人 以 上 で 交通 条件 お よ び 自然的
,締 的,文 化 的 諸 条件

に 恵 まれ ず,他 地 域 に 比較 し て生活 水準 が著 し く低い 山 間 地 ,離 島 その他 の へ ん ぴな 地域

(辺 地 財 特法 施 行 令 第1条)。

***さ きの過 疎 債 の 対 象 とな る経 費に は無 線 電話 は含 まれ てい な い
。
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町村 圏(お おむ ね人 口10万 以 上)を 設け 都 市 的 地 或 と周辺 農 山漁 村 を 一体 とし た広 域 的,

総 合 的 な 行 政 を行 な うた めの施 策 を 講 じ てい る。(広 域 市 町村 圏振 興 整備 措 置要 綱,昭 和45

年4月10日 自治事 務 次 官 通 知 等 … …付録2-2参 照)

この 施 策 に お い て は広 域 市町 村 圏 を形 成 す る広域 行 政機 構(一 部 事 務組 合 ま た は協 議会 等)

がそ の 計 画 にお い て 実施 す る公共 的 施 設(道 路,消 防 ・救 急,教 育 ・文 化 ・体 育,福 祉,医

療 施 設 等)の 整 備 に 要 す る経 費 を補 助 す るこ とと し てい る。

広 域 市 町 村 圏 の設 定 は 昭 和47年 ま で に圏 域 の 指 定 が行 な わ れ,国 は広 域 市 町 村 圏 計 画 に

基 づ く根 幹 的 な事 業 に要 す る経 費 につ い て1圏 域 当 り,1,000万 円 ず つ2カ 年 にわ た り補 助

金 を 交付 してい る。

自治 医科 大 学 の設 置

へ き地病 院 等 に勤 務 す る医 師 の 養成 を目的 と し て昭和47年 度 か ら全 寮 制 の 自治 医科 大学

が 開 設 され た6

自治 医 科 大 学 は 全国 の 都 道 府 県 が4年 間に 総 額188億 円 を出 資 して設 立 し た学 校 法人 で,

これ ま で3次,毎 年100名 の 学 生 が 入学 し てい る。

昭 和49年4月 か らは 附属 病 院(病 床 数850,外 来 診療23科)が 開 設 され る こ とに な っ

てい るo

自治 医 科 大学 で は,そ の 設 立 の 趣 旨 か ら,学 生 に対 し,そ の 出 身地 の都 道 府県 の 負担 に よ

り 「修学詮 」(生 瀬 輪 む)を 貸与し,学 生が卒業後,貸 与 を受け湖 間の ÷ の期

蔽 出身地都道府県嫡 の指定する公立病院等に勤務し,か つそのうち場 以上の鵬 をへ

ぎ地 病 院,.診 療 所 に勤 務 した場 合,貸 与 金 の 返 還 を免 除 され る こ とにな っ てい る。

国 は,自 治 医科 大 学 に対 し,「 自治 医科 大学 設 置 費補 助金 」 を交 付(自 治 省 ・厚 生 省)す

る ほ か,そ の 運営 に あ た っ て指 導 ・助 言(自 治 省)を 行 な うこ と と してい る。

自治 医 科 大 学 の 第1回 卒 業 生 は 昭 和52年 度 に巣 立 つ こ とに な る が,こ こ を卒 業 した医 師

の 派 遣先 の 決 定 に は各 出身 地の 都 道 府 県知 事 が イ ニ シ ャテ ィ ブ を と るこ とに な る。 しか し そ

の具 体 的 な手 続 き等 に つい ては,い まの とこ ろ検 討中 の段 階 で ある。

自治 医科 大学 の施 設 の概 要 は次 頁 の とお りで あ る。

ま た,49年4月 開 院 予 定 の 附 属病 院 の各 科 配 置 を図2-1に 示 す。
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2)自治 医科 大 学 施 設 の概 要

■ 敷 地438,432㎡

建 物 等

1大 学 本館

大学 部 門

2

3

4

面 積

117,267㎡

38,467㎡

附 属 病 院66,937㎡

へき地生態

科学研究所'

核医学セン
ター

第1期 校舎
(附属看護

学校)等

体 育 館

11,861㎡

構 造

地 下1階,地 上8階,塔 屋3階,高 さ45勿

基 礎 課 程(15講 座),臨 床課 程(21講 座),

臨 床講 堂(4室),実 験 実習 室(5室),

RIセ ン ター,病 理標 本 室, .剖検 ・霊 安 室,、

情 報 セ ン ター,図 書 館,大 学 本 部

病 棟(850床),外 来 診 療(23科),臨 床 病

理,病 院 病理,薬 剤,輸 血,中 央 手 術(含

[CC,CCU,透 析 セ ンタ ー)

分 娩,救 急,リ ハ ビ リテ イ ー シ 。ン,病 歴,

中央 放 射 線,厨 房 栄 養,中 央 材 料,サ ー ビ

ス部 門,事 務 部 門

911㎡ 地 下

9,649㎡3F皆 建

3,502㎡23階 建

5運 動場施設62,228㎡ 400mト ラ ツ久 テ ニ ス コ ー ト(5面)

プ_ル50m×19m(9コ ー ス)

6学 生 寮'14,305㎡3階 建

7女 子 宿 舎

8

9

エ ネル ギ ー

フ フ ン ト

水処 理 プ ラ
ン ト

9,746m24階 建

2,826m22階 建
●

526㎡ 専用水道,し 尿浄化槽
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8F
内相 呼吸器系)

澱 生

内科《循環器系1

内 科 〔内分泌代謝形[

綴㌔
7F 内手斗(↓肖イヒ器系} 耳鼻咽喉科

内 科(血 液系)

6F 整形外科

暇 ㌔

眼 科
皮膚科 内科(ア レルギー 膠原病)

5F
、鵠

神経内科 脳神経外}斗 々

精神科

4F
、殼㌔

一般外科 一般外科

3FI
,,xof

胸部外科

㍍'

Kase
'章

2F

IF多
外来診療部

外来受付

『

1◇

Bl

リニア1ク

職 藥

㌫ 食堂 食 堂 中打 薬刑部

2)図2
-1自 治 医 科 大学 病 院 各階 配 置

② その 他 の省 庁 の施 策

その 他 の 省庁 の 行な う施 策 と しては,

・離 島振 興 法(昭 和28年 法 律 第72号) ,低 開 発地 域 工業 開 発 促 進 法(昭 和36年 ・法律 第

一216号) ,山 村 振興 法(昭 和40年 ・法 律 第64号)… ・・一 総 理 府 ほか

・工 業 再 配 置 促進 法(昭 和47年 ・法 律 第73号)… … …通 商産 業 省 ほか

・農 業振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る法律(昭 和44年 ・法 律 第58号) ,農 村地 域 工 業導 入促 進 法

(昭 和46年 ・法律 第112号)… ・・…・農林 省 ほ か

等 が あ げ られ る。

これ らの施 策 は 具体 的 に は道 路(建 設 省,農 林 省),交 通(運 輸 省),医 療(厚 生 省),生

活 ・厚 生(厚 生 省,農 林省),教 育(文 部 省),産 業 ・観 光 の 開 発(農 林 省,経 済企 画 庁,通

商 産 業 省,運 輸 省,労 働 省)等 とい うよ うに,そ れ ぞれ 各 省 庁 の所 管 事 項 に ま た が って行 な わ

れ る場合 が 多 い。・
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ま た,こ れ らの施 策 は,各 種 の補 助 金 等 によ って,そ の 財 政 的な う らづ け がな され てい る。

したが っ て,こ れ らの補 助金 制 度 を概観 す る こ とに よ って,そ の 大 要 を知 る こ とが で きよ う。

(表2-1参 照)

⑨
表2-1へ き地 関連 補 助 金等 の種 類

)1

事 業 省 庁 補 助 金 制 度

道 路 建 設 ・市町村道および道府県道の整備補助

農 林 ・農道整備事業補助

・農林漁業用揮発油税身替農道整備事業補助

・林道事業補助

・農林漁業用揮発油税身替漁港関連道補助

交 通 運 輸 ・地方バス路線維持特別対策補助

(離 島辺地等バス路線維持補助)

(廃 止路線代替運行車両購入費補助)

医 療 厚 生 ・へき地診療所施設整備費補助

(へ き地診療所設備整備費補助)

(へ き地診療所運営費補助)

・へ き地巡 回診 療 車(船)整 備 費補 助

・へ き地診 療 班 経 費補 助

・へき地親元病院協力助成費補助

・へき地医療地域連けい対策費補助

生 活 ・厚 生 〃 ・簡易水道等施設整備費補助

・社会福祉施設等施設整備費補助

・特別保育事業運営費補助

・移動保健所費補助

農 林 ・農山漁村電気導入事業費補助 一

教 育 文 部 ・公共文教施設整備費補助

・寄宿舎居住費補助

.

・遠距離児童生徒通学費補助

・高度 へ き地 学 校 児童 生 徒 パ ン ・ミル ク給 食費補 助

・へ き地 学 校保 健管理 費補 助

・道 府 県(教 員)研 修 セ ン タ ー建 設 費補 助
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事 業 省 庁 補 助 金 制 度

産 業 ・観 光 農 林 ・振興山村農林漁業特別開発事業費補助

開 発 等
・山村 開 発 セ ンタ ー設 置 事業 費補 助

A

・山村地域農林漁業特別対策事業費補助

'一
・林業構造改善事業費補助

'工業導入関連農業基盤整備事業費補助

・農村地域整備開発促進補助

経済企画 ・新山村建設モデル事業費補助

通商産業 ・農村地域工業導入実施計画策定費補助

・工 業 再 配 置 促 進 費補助 ・

運 輸 ・青少年旅行村施設整備費補助

・大 規 模 レ ク リェー シ ョ ン基地 整備 費補 助

労 働 ・勤労者いこいの村および野外趣味運動施設建設費補助(労 働保険特

(雇 用 促 、

進事業団)
一ー一 》

別会計)

そ の 他 経済企画 ・集落再編 モデル事業費補助

労 働 ・季節労働者援護対策事業費補助

金

この うら,本 シス テ ム に と くに 関連 の あ る もの とし て,厚 生 省 の へ き地 医療 対策 にふ れ る。
'

融 省 の 調査 に よれ ば,無 医躯*tま 昭 和48年,月 全 国 で現 在2,・44ヵ 所}・の ぼ 。 てい る

がi・これ らの無 医地 区 に 対 し昭 和31年 か ら3次 に わ た るへ き地 医療 対 策 整 備 計 画 をた て診 療

3)所 の 設 置
,巡 回 診療,患 者 輸 送 車 の 整 備等 の 施策 を 講 じ てい る。

そ の 状 況 は 表2-2の よ うな もの とな っそい る。

3)表
2-2へ き地 医 療対 策年 度 別 整備 状 況

厚生 省 医 務 局 調 べ(単 位:台(隻))

総数

第1次 第2次 第3次

31323334353637

年 度

3839404142 43444546

へ き 地 診 療 所 432 32302735363641 4037283121 1010108

患輸

者送

患 者 輸 送 車
患 者 輸 送 艇

医師往診用小型雪上車

501

4

19

2128313740

1

82858790

21

136

巡診

回療

巡 回 診 療 車
巡 回 診 療 船

巡回診療用雪 上 車

261

6

7

2424

12

2724232125

11

12 ■

23212524

1

4

十.医 療 機 関の ない 地 域 で,当 該 地 区の 中心 的 な 場所 を起 点 とし て半 径4キ ロメ ー トル の 区 域 内 に

50人 以 上 居 住 して い る地 区 。
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●

地方交付税による財源措置

この ほか国の行なう過疎地域に対する財源措置 としては地方税交付金による措置がある。

昭和47年 度においては普通交付税措置で,一

① 産業振興をはかるため,投 資的経費にかかる農業行政費等の単位費用の引上げ

② 遠距離通学費の充実

③ へ き地医療対策および簡易水道に要する経費の充実.

④ 人口急減補正の適用

等が行なわれている。

へき地医療対策費の充実としては診療所運営費が1ヵ 所当り120万 円
,巡 回診療車等の運営

費が1台(隻)あ たり80万 円にそれぞれ引上げられている。

2.1.2地 方 公共 団 体 の施 策

(1)都 道 府 県 の 施 策

D過 疎 法 に よ る施 策

都 道 府 県 の 行 な う過 疎 対 策 は過 疎 法 第5条 の 規 定 に よ り,知 事 が策 定 す る過疎 地 域 振 興 の

た めの 基 本 方 針 に基 づ く施 策 が中 心 で あ る。

この 基 本 方針 に掲 げ る重 点 施 策 で は 交通,通 信 の 整 備,産 業 の振 興,生 活 環 境 施 設等 厚 生

地 設 の 整 備 ・医療 の 確保,教 育 ・文 化 施設 の 整 備,集 落 の 整備 等が あ げ られ てい る。

と くに 医療 の 確保 に つ い て は 岩 手県 をは じめ多 くの都 県 が 最優 先 な い しは 上位 の 目標 に と

りあ げ てい る。(付 録2-3参 照)

都 道府 県 は この基 本 方 針 に 基 づ き都 道 府 県 計 画(全 体 計 画,昭 和45～49年 の5カ 年 計

画)を た て,こ れ に よ り施 策 を 実施 してい る。

これ らの 全体 計画 の 総 額 は9,271億 円に の ぼ り,う ち医療の 確 保 に投 じ られ る 資 金 は 全 体

の0.5%,43億 円 とな っ てい る。(図2-2参 照)

この よ うに都 道 府 県 は 自 ら事 業 の 主 体 と な って過疎 対 策 を実 施 す る と と もに過 疎 地 域 市 町

村 に対 し,財 政 上の 援助 等 を 行 な ってい る。

その お もな もの は過疎 地 域 市 町 村 が実 施 す る過 疎 対 策事 業 に 対 し 財政 上 の 補 助 制度 を設 け

都道 府 県 独 自に補 助 金 の交 付 あ る い は国 庫補 助 事 業 に つ い ての補 助 率 の か さ 上 げ を 行 な っ て

い るo

財政,金 融面か らの援助措置としては,資 金の特別枠の設定,優 先配分,振 興資金の融資

条件の緩和,利 子補給等の措置を講じている。

また税制面では都道府県営事業負担金の減免,誘 致企業に対する課税免除を行なっている。
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医療 の確保
43億 円

(O.5%)
(

ワ
.

そ

3

a

基幹的な市町村
道等の整備

農林 水 産 業 等

の振 興

2,792億 円

都 道 府 県 道 等 総 事 業 費(30 .1%)

の整 備9,271億 円

5,547億 円OOO.0%)

(59.8%)

(医 療 の 確 保)

区 分 事業 費 構成比

百万円 %
・(1)病 院 ・診 療 所 の整 備 102 24

(2)巡 回 診 療 の 実 施 1,569 365

(3)患 者輸送車⑯ の整備 185 43

(4)医 師 ・保 健 婦の配置 1,463 341
芦

(5)そ の 他 976 2a7

計 4,295 100.0

上:都 道府県

右:市 町 村

そ の 他

74億 円

(O.7%)

交 通 ・通 信

4,655億 円

(40.8%)

集落整 備
147億 円

(1.2%)

産 業 振 興

2,220億 円

(19.49S)

総 事 業 費

11,422億 円

OOO.O%)生 活 ・厚 生
1,939億 円

(17.0%)

教 育 ・文 化

2,387億 円

(20,9%)

(生活厚生施設整備および医療の確保)

区 分' 事業 費 構成比

百万円 %

(1)診 療 施 設 11,886 61

② 保 育 所 1α780 56

③ 児 童 館 2,231 1.2

(4)老 人 福 祉 施 設 1a184 68

(5)消 防 施 設 15,527 80

(6)母 子 健 康 セ ン タ ー 1,385 α7

(7)簡 易 水 道 50,515 261

(8)そ の 他 88396 455

計 195904 100.0

図2-2地 方公共団体の過疎対策5カ 年計画の概要
)1

ii)そ の他 の施 策

都 道 府 県 の 行 な う施 策 で そ の他 の 法 律 に 基 づ く もの は離 島 振 興 法(昭 和28年 ・法 律 第72

号)に 基 づ く離 島振 興 計 画,山 村 振 興 法(昭 和40年 ・法 律 第64号)に 基 づ く山村 振 興 計

画 農 村 地域 工業 導 入 促進 法(昭 和46年 ・法 律 第112号)に 基 づ く農 村 地域 工業 導 入 基 本 計

画 な らびに 実施 計 画 お よ び農 業振 興 地域 整 備 に 関 す る 法律(昭 和44年 ・法 律第58号)に

基 づ く農 業 地域 整 備 基 本 計画 な どが あ る。

これ らの 都 道 府 県 の 施 策 は国 土 総 合 開 発 法(昭 和25年 ・法律 第205号)は じ め過 疎 法 そ

の他 上 に掲 げ る一連 の法 律 との間 に 調 和 が保 たれ る よ う配 慮 され な けれ ば な らな い こ と と さ

れ てい る。
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な お,こ れ らの 施 策 の ほか,都 道府 県 が独 自 に その 条 例等 に よ り医 師 養 成,確 保 の た め,

奨学 制 度 や無 医 地 区等 へ の 医 師の 派遣 等の 施 策 を講 じてい る ところ もみ られ る(表2-3

参 照)。4)

4)表
2-3医 師 確保 対 策 の例(岩 手県)

医 師確 保 対 策 の概 要(医 師 の配 置 及 び 派 遣)

1.基 本 方 針

(1)総 体 的 に 医師 不足 の 地域 で あ って,か つ,現 在 ま で 市町 村 の 努 力 に もか か わ らず,医 師 の

誘 致 が 困 難 で あ り,医 療 の 条件 が著 し く悪 い地 域 を対 象 と して,当 該 地 域 に お け る医療 の 確

保 及 び保 健 衛 生 の 向上 を図 る こ と を 目的 とす る。

(2)(1)ee該 当 す る地域 を診療 圏 とす る中 心 的病 院 に 医 師の 配 置 を 行 ない,当 該 地域 住 民 の 医療

の 確保 及 び 公衆 衛 生 の 向 上を 図 るた め,そ の病 院 に 勤 務 す る医 師 を診療 施 設 に 派遣 す るほ か,

医 療 公 衆 衛生 活 動 を積 極 的 に 推進 させ る。 ・

③ 本施 策 に よ る医 師 の派 遣 は,応 急 的 か つ 時 限 的 な もの であ り,原 則 と し て1年 後に お い て

医 師 の 配 置 換 え を行 な う。

(4)医 師 の派 遣 を 受 けた市 町村 は,上 記 の趣 旨 に か ん が み.常 に 医師 の確 保 に 努 力 す る もの と

す る。

(5)医 師 の派Aを 受 け た市 町村 の協 ノ」状 況及 び 医療 条 件等 に変Cを 生 じた と きは,派 遣 を打 ち

切 る もの とす る。

2.医 師の 配置

医 師の 配置 病 院 及 び 派遣 施 設 等 に ⊃い ては,医 師確 保 対 策 協議 会 の 意 見 に基 づ き,知 事 が決

定 す る。

3.医 師の 待 遇'

(1)配 置 医 師 の身 分は,大 学職 員 と しての身 分 を保 有 した ま ま,病 院 の勤 務 医 師 と す る。

② 給 与の 算 定方 法 は,医 師 の 経 験 年 数 に応 じて 医療 局職 員 の給 与 基準 に基 づ き算 定す る。

4.配 置 医 師の 勤 務 形 態

(1)医 師 の配 置 を受 け た病 院 の 長(以 下 「配置 病 院 の 長 」 とい う。)は,知 事 の決 定 し た派 遣

施 設 に 原 則 とし て1週 間4日 派 遣 す る もの とす る。

② 派 遣 施 設 に 派 遣 す る医 師 は,配 置病 院 の 長 が 配 置 され た 医 師 を含み,当 該病 院 に勤 務 す る

医 師 の うち か ら決 定 す る。

5.派 遣 医 師の 経 費負担

医 師の 派遣 に 要 した 経 費 は,派 遣 日数割 に 応 じて市 町村 が 医 師 の派 遣 を受 けた病 院 に 納 付 す

る もの とす る。
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医 師 確保 対策(医 師 養 成)

1.目 的

総 体 的 な 医 師不 足 と医 師 の都 市 集 中 の 現 況 下 に お い て,県 内 医 師 の不 偏 的確 保 は 至難 で あ る。

よ って,岩 手 医科 大 学(以 下 「大 学 」 とい う。)を 対 象 とし て,医 師養 成 に 必 要 な 助成 を 行 な

い,大 学 は 本県 出身 学 生 の 養成 に 努 め,も っ て 県は 県 内 に定 住 す る医 師 の 確保 を図 る こ とを 目

的 とす る。

2.基 本 的 考 え 方'

(1)県 費助 成 につ い て

ア 県 は 大 学 に対 して 一応5カ 年 間継 続 し て20,000千 円 の 医学 及 び医 療 の 教 育 研 究 費助 成 を

行 な う。

イ 県 は 大学 に対 し て,県 の 要 請 す る本 県 出 身学 生(10人)の 入学 時 に 納 入 す る入学 金,

施纏 縫 の全額およびその者の6・ 年間に要する授業料 実験実習費の書の搬 相当す

る額 の助 成 を行 な う。 た だ し,医 師 法 第116条 の2の 規 定に よ る 研 修 期 間(2カ 年 間)お

よ び大学 院 に在学 す る期 間 は助 成 の 対 象外 とす る。

ウ 県 の要 請 す る 人員(10人)に 不 足 を き た し た場 合 に お い て,他 の在 学 生 を例 外 とし て

助 成 の 対象 とす る こ とが あ る。

(2)県 費助 成 に 伴 って大 学 が 行 な う事 項 に つ い て

7大 学 は,奨 学 生 が大 学 を卒 業 し,研 修 修 了後 また は 大学 院 を修 了 した 後 に,当 該奨 学 生

を県 の指 定 す る医療 機 関等 に 派 遣 す る。

イ 大 学 は,本 県 出身 学生(各 年10人)に 対 す る奨 学 制 度 を 創設 す る。

本 県 出身 医師 を養 成 す る奨 学 制 度 の 内容 に は,次 の3点 を含 む もの とす る。(大 学 が奨

学 生 要綱 を 定 め る もの と す る。)

θ 当 該奨 学 生 は,大 学 を 卒業 し研 修 修 了後 また は 大学 院 を修 了 後 は,大 学 が指 定 す る医

療 機 関 等 に おい て奨 学 金 を受 け た期 間に 相 当す る期 間,医 業に 従 事 しな けれ ば な らな い。

(d)当 該 奨 学生 に 対 す る免 除 額 は,入 学 時 に お け る経 費 の 全 部お よ び授 業 料 の3分 の2の

額 とす る。

θ 当該 奨 学 生 が 自己の 意思 に よ り,在 学 中 に奨 学 生 で あ る こ と を辞退 し た場 合,ま た は

(カに 定 め る義 務 を履行 しな か った 場 合 は 奨学 金 の 返 還 を命 ず る こ と とす る。

この返 還 に つい て必 要 な 事 項 は,大 学 に お い て 定 め る。

(3)医 学生 の募 集 お よ び 選考 に つい て

ア 大 学 の奨 学 生 た る こ とを 希 望 す る者 は,毎 年度2月25日 ま で に 別 に 定 め る調 書 に 高 等学

校 長 お よ び市 町 村 長の 推 せ ん 書 を添 付 して知 事 に提 出す る もの とす る。

知 事 は,奨 学 生 とし ての 候 補者 名 簿 を大学 に 送付 す る。
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(こ れ らの 者 は,大 学 の行 な う一 般 の 入学 試験 を受験 す る。

その 他

(1)大 学 か ら派 遣 を 受 け る医 師の 配 置 場 所 に つ い ては,岩 手 県 医 師確 保 対 策 協 議 会 の意 見 に基

づ き,知 事 が 決 定 す る。

県 は,奨 学生 が2② イ㈲ に 該 当 した場 合,在 学 中 に奨 学 生 を辞 退 した者 に つ い ては,そ の

者 に 係 る養 成 費 助 成金(入 学 金,授 業 料)の 全 額 ま た一 定期 間 の み勤 務 し た者 に つい て は,

その 義 務 の履 行期 間 割 に 応 じて不 履 行 期 間 分 に 相 当 す る額 を大学 は 返 還 す る こ と とす る。

奨 学 生 が 指 定 医療 機 関 等 に お い て,医 業 に従 事 しな か った場 合に,大 学 は 他 の 医 師 を もっ

て指 定 医 療 機 関等 に おい て 医業 に従 事 させ る こ と,ま たは,医 学 お よ び 医療 の 教 育 研 究 費助

成 の措 置 に つ い て協 議 す る。

昭 和43年 度 か ら実施 中 の研 究 費助 成 は 一応,養 成 医学生 が派 遣 され る年 度 の 前年 度 ま で

継 続 し て行 な う。

(2)市 町 村の 施策

i)過 疎 法 に よ る施 策

過疎 法 に よ る市町 村 の施 策 は,さ き にの べ た都 道 府 県 の計 画 に基 づ い て 策 定 され る市 町 村

計 画 に よ る もの で あ る(過 疎 法 第6条)。

これ も都 道 府 県 の 場 合 と同 様,昭 和45年 度 か ら昭和49年 度 ま での5カ 年 間 の計 画 で あ

り,過 疎 地 域 市町 村1,047団 体 の 総 事 業 費 は1兆1,422億 円 とな っ てい る(図2-2参 照)。 『

こ の 市町 村 計 画 に お け る施 策 も,都 道 府 県 が策 定 す る離 島振 興 計 画,山 村 振 興 計 画,都 道

府 県 過 疎 地 域 振 興 計 画,農 業 振興 地 域 整 備(基 本)計 画 等 と調和 を保 つ よ う配 慮 され る もの

とし てい る。

ii)そ の 他の 施 策

その 他 の 法律 等 に よ る市 町 村 の 施 策 は農 業 振 興 地 域 の 整 備 に関 す る法 律 に基 づ く整 備(実

施)計 画が あ る。

広 域 市 町 村 圏 を 形成 す る市 町 村 の 団 体 で あ る広域 行 政 機構 が行 な う当 該地 域 にお け る整 備

計 画 な どが あ る。

22シ ス テ ム に 関 連 す る 法 律'

(1)へ き地 に関 係 す る法律

地 方 公 共 団 体 と本 システ ム とに お い て関連 を有 す る と思 われ る ものは,ま ず へ き 地に 関 係 す

る法 律 で あ る。

これ は す で にのべ た よ うに 国土 総 合 開 発法 の 流 れ を くむ 一連 の 法律 で あ る。
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これ に は離 島 振 興 法,山 村 振 興 法,過 疎対 策 緊 急 措 置 法 お よ び辺 地 に 係 る公 共 的施 設の 総 合

整 備 の た めの 財 政上 の 特 別 措 置 等 に 関す る法律 な どが これ で あ る。

これ らの法 律 にい う 「離 島」,「 山村 」,「 過 疎 地 域 」,「 辺 地 」 等 の 定義 は,い わ ゆ るへ

き地 の 概念 を指 す もの とみ られ,本 シス テ ム の 対 象 とな る 「僻 地 」 の 概 念 と も,か な り相 似

し てい る もの と考 え られ る。 、

これ らの 法律 の 条 項 で,と くに 本 システ ム と関 連 の深 い もの は 対 象 地 域 の 医療 の 確 保 の た め

'の 施 設 整備 等 で あ る
。.

(2)消 防 ・災害 対 策 関 係 の 法 律

消 防'災 害 対 策関 係 の法 律 で本 システ ム に 関連 の あ る もの は,お もに救 急 業 務 に 関 し てであ

`る
。 す な わ ち消 防組 織法(昭 和22年 ・法 律 第226号)に お い て は 市 町村 に消 防 の 義 務 を定 め,

消 防 法(昭 和23年 ・法 律 第186号)に おい で その な か で さ らに救 急 業務 を行 な うべ き市町 村

を指 定 し てい る(消 防 法 施 行 令 第43条)…(付 録2-4参 照)。

市町 村 は,こ れ に 基 づ い て救 急 業 務 を行 な っ てい るわ けで あ る が,さ ら に特 殊 な 搬送 形態 と

して 自衛 隊 の ヘ リ コプ ター を用 い る場 合,自 衛 隊 法(昭 和29年 ・法 律 第165号)に 規定 されて

.い る災害 出動 を要 請 す る こと にな る。(自 衛隊 の 災害 出 動 に つい ては 第4節 を参 照)

ま た大 規 模 な 災害 の 場 合 の 救 急 業 務 に 関 して は 災 害対 策 基 本法(昭 和36年 ・法律 第223号)

に 基 づ く通 信 設 備 の 優 先利 用 お よ び 災害 救助 法(昭 和22年 ・法 律 第118号)に よ り他機 関 と

の連 繋,協 力 な どが得 られ る こ とと な っ てい る。

⑧ 保 健 所 関係 の 法 律

1わ 帽 の 鮭 行 政 は図2 .3の よ うな 形 を と。 て行 な わ れ てい る.5)

「σ ⑤ ③

(政 令 で 定 め る市)

5)

図2-3わ が国 の 衛 生 行政 の機 構

こ の うち保 健所 は保 健 所 法(昭 和22年 ・法 律 第101号)1こ よ り設 置 され て い る もの で あ り,

都 道 府 県 お よ び政 令 で 定 め る市 が こ れ を設 置 し てい る。
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保 健 所 は その 地 域 的 な特 性 に よ って都 市型(U型),中 間型(UR型) ,農 山村 型(R型),

人 口希薄 地 域 型(L型),少 人 口型(S型)の5種 に わ け られ,さ らに 管 内 人 口の 多寡 によ り,

1～5型 お よ びS型 に細 類 され てい る。(表2-4,図2-4参 照)

6)表2
-4型 別 ・人 口階 級 別保 健 所 数

昭和48年(1973)4月

型別
人 口 階 級 別

総数 1 2 3 4 5 S

総数 (7)839 (1)54 ②109 162(2) 275(2) 218 21

u (1)236 ω32 65 67 54 18 －

UR (2)80 22 (2)34 24 一 一 －

R (3)383 一 10 71(2) 200(1〕 102 －

L (1)119 一 一 一 21ω 98 －

S 21 一 『 一 一 一 21

注1)1は 人 口25万 以上,2は 人 口17 .5万

～25万 未 満,3は 人 口12.5万 ～1Z5

万 未 満,4は 人 口7.5万 ～12.5万 未満,

5は 人 口3万 ～7.5万 未 満Sは 人 口3万

未 満

2)Oは 沖 縄 県 再 掲

資料 厚 生省 公 衆 衛 生 局保 健所 課 調

所

長一
普 保 衛 総

健

及 予 生 務

防
諜 謹 辞 課

「「「[「 「「「ト[[「+1
試医保衛衛 栄口母 予性結 防食環薬 医庶

験璽健生生 腔 品鏡

検会 読教 養衛子防病核疫乳衛務務務

査箋掃治 生 肉生

保係孫孫孫 孫係孫孫孫孫孫孫係孫孫係

5)図2 -4 ・保健所の標準組織

声

これ らの 保 健 所 は 衛 生 行 政 の 第一 線 と し て地 域 住 民 と密 接 な 関 係 を持 っ てい るが
,同 時 に 市

町 村 衛 生 主 管 課 と も連 繋 を保 つ もの と され てい る。 例 え ば保 健 所 活動 の うち で も重 要 な もの の

一 つ で あ る保 健 婦活 動 で は保 健 所保 健 婦 と市町 村(国 保)の 保 健 婦 との 協 力 体 制 な ど が それ で

あ る。

な お,各 部道 府 県 の 衛 生主 管 部 局の 名 称 およ び所 在 地 を表2-5に 示 す
。

(4)地 方 自治 関 係 の 法律

地 方 自治 法(昭 和22年 法 律 第67号)に お い ては 地 方 公共 団 体 の 行 な うべ き事 務 が定 め ら

れ てい るが,そ の な か に 「病 院 等 医 療施 設 を設 置 し若 し ぐは管 理 し ,文 は これ らを使 用 す る権

利 を規 制 す る こ と」(地 方 自治 法 第2条6)が 定 め られ て お り,地 方公 共団 体 の 衛 生 行 政 の う

ち重 要 な 部 分 を占 め てい る。

一方
,地 方 公共 団 体 の 経 営 す る病 院事 業 等 につ い て は地 方 公 営企 業 法(昭 和27年 法 律 第'

292号)に よ り,そ の 財 政 的 な基 本 原 則 が 定 め られ,そ の 規制 を受 け る こ と とな って い る
。
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な お,国 と地 方 公 共団 体 との 連 絡 お よ び地 方 公共 団体 相 互 間 の 連絡,協 調 を図 るた め 自治 省

設 置 法(昭 和27年 法律 第26号)に よ り自治 省 が 設 け られ,法 律 に基 づ く国の 施 策 が円滑 に

遂 行 さ れ る よ う図 られ てい る。

した が って本 シス テ ムに 関 して は 衛 生 行 政 を 所 掌す る厚 生省 と と もに 関連 の深 い 国 の機 関 で

あ る と思 わ れ る。

表2-5
7)都

道府県の衛生主管部局

●

都道府県 主管部 電話番号 所 在 地

北 海 道 衛 生 ・部 011(231)4111 札幌市中央区北3条 西6丁 目

青 森 環境保健部 0177(22)1111 青森市長島1丁 目1番1号

岩 手 環境保健部 0196(51)3111 盛岡市内丸10番1号

宮 城 衛 生 部 0222(63)2111 仙台市本町3丁 目8番1号

秋 田 環境保健部 0188(62)1111 秋田市山王4丁 目1番1号

山 形 衛 生 部 0236(31)1111 山形市旅籠町3丁 目4番51号

福 島 厚 生 部 0245(21)1111 福島市杉妻町2番16号

茨 城 衛 生 部 0292(21)8111 水戸市三の丸1丁 目5番38号

栃 木 衛生環境部 0286(23)2088 宇都宮市塙田町504

群 馬 衛 生 部 0272(23)1111 前橋市大手前1丁 目1番1号

埼 玉 衛 生 部 0488(22)8811 浦和市高砂3の15の1

千 葉 衛 生 部 0472(23)2027 千葉市市場町1番1号

東 京 衛 生 局 03(n12)5111 千代田区丸の内

神 奈 川 衛 生 部 045(201)1111 横浜市中区日本大通1

山 梨 厚 生 部 0552(37)1111 甲府 市 丸 の 内1丁 目6の1

新 潟 衛 生 部 0252(23)5511 新潟 市 一 番 堀通5977

富 山 厚 生 部 0764(31)4111 富山市新船曲輪1の7番
`

石 川 厚 生 部 0762(61)1111 金 沢市 広 坂2丁 目1の1

福 井 厚 生 部 0776(21)1111 福 井 市大 手3丁 目17の1

長 野 衛 生 部 0262(32)0111 長野市大字南長野幅下692の2

岐 阜 衛 生 部 0582(72)1111 岐阜市薮田

静 岡 衛 生 部 0542(54)1111 静岡市追手町9番6号

愛 知 衛 生 部 052(961)2111 名古屋市中区三の丸3丁 目1番2号

三 重 保健衛生部 0592(26)1111 津市広明町1番2号13番
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都道府県 主管部 電話番号 所 在 地

滋 賀 厚 生 部 0775(24)1121 大 津 市京 町4丁 目1の1
`

京 都 衛 生 部 075(451)8111 京 都 市上 京 区 下 立売 通 新町 西 入 ル・

大 阪 衛 生 部 06(941)0351 大阪市東区大手前之町

兵 庫 衛 生 部 078(341)7711 神戸市生田区下山手通5丁 目1番 地

奈 良 厚 生 部 0742(22)1101 奈良市登大路町

和 歌 山 衛 生 部 0734(23)6111 和歌山市小松原通1の1

鳥 取 厚 生 部 0857(22)7111 鳥取 市 東 町1丁 目220番 地

島 根 環境保健部 0852(22)5111 松江市殿町1番 地

岡 山 衛 生 部 0862(24)2111 岡山市内山下2の4の6

広 島 衛 生 部 0822(28)2111 広島市基町10の52

山 口 衛 生 部 08392(2)31ユ1 山口市滝町1番1号

徳 島 厚 生 部 0886(22)1111 徳島市万代町1丁 目

香 川 厚 生 部 0878(31)1111 高松市番町4丁 目1番10号

愛 媛 保 健 部 0899(41)2111 松 山市1番 町4丁 目4の2

高 知 厚生労働部 0888(23)1111 高知 市 丸 の 内1丁 目2番20
.

福 岡 衛 生 部 092(78)1111 福岡市博多区下川端町2番5号 西日本相互銀行博多ビル内

佐 賀 厚 生 部 09522(4)2111 佐賀市城内1丁 目1の59

長 崎 保 健 部 0958(24)1111 長崎市江戸町2番13号

熊 本 衛 生 部 0963(66)1111 熊本市水前寺6丁 目18番1号

大 分 環境保健部 0975(36)1111 大分市大手町3丁 目1の1

宮 崎 環境保健部 0985(24)1111 宮崎市橘町東2丁 目1番1号

鹿 児 島 衛 生 部 0992(26)8111 鹿児島市山下町14番55号

沖 縄 厚 生 部 0988(55)3192 那覇市泉崎1の2の32
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23地 方 公 共 団 体 と の 関 連 に お け る 問 題 点

本 シ ステ ムの 設 計 お よび運 営 に あた っ ては,こ れ まで み て きた地 方 公共 団 体 の 各 種 の 施 策 あ るい

.は行 政 との 関 連 に 十 分 に 留 意 す る必 要 が あ る。

た とえ ば過 疎 法 に基 づ き作成 され てい る各都 道府 県の 過疎 地 域 振 興 方 針に み られ る 「医 療 の ネ ッ

トワ ー ク形成 」,「 医療 の 確保 」 等 は 本 シス テ ム を考 え る う え で留意 す べ き重 要 な 要 素 であ る。

2.3.1シ ス テ ムの運 営 に 関 わ る問題

(1)対 象地 域 と その 範 囲

本 シ ステム を考 え る場 合,対 象 地域 の範 囲 を ど う規定 す るか が,ま ず 問 題 とな る。

こ こで考 え られ るの は県,市,町,村 等 の 行政 区 域 に よ る場 合 と,県 の なか の 市 町村 がい く

つ か 合 体 して 形成 す る広 域 市 町 村 圏,あ る いは地 方 生活 圏 とい っ た範 囲 で あ る
。

も う一 つは,病 院 等 の 診 療 系 統 を中 心 とした地 域 区 分 で あ る。,

しか し,後 者 の場 合,必 ず し も,そ の系 列 が 明 らか で な く,し か もそ れ らの相 互 が し ば しば

重 複 す る場 合 があ り,本 シ ス テ ムの 対 象 と して考 え るに は さ らに 一 考 を 要 す る。

した が って現 状 に お い ては 前者 の 行 政 区域 に よ る場 合 の 方 が シ ステ ムの 対 象 区域 を定 め る う

え で は 比較 的 に 容 易 で あ ろ う。

こ の場 合 で も留意 す べ き こ とは 本 シス テ ムが,た とえ これbの 行 政区 域 のな か の 一 部 の地 域

の み を対 象 とす る と し て も,そ こに お く ター ミナル等 の 施 設 が 県 の 中心 部 に おか れ るはず の セ

ンタ ーの 管 理 を受 け る とす れ ば, .事 実 上,本 システ ムは県 全体 を対 象 とす る こ とにな ら ざる を

得 な い,と い うこ とで あ る。

(2)運 営 主体'・

この よ うに み て く る と,本 シス テ ムの 管 理 ・運 営 の主 体 を どの よ うな 形 に す るか も,当 然,

県 とい う大 きな 単 位 で考 えな けれ ば な らな い。

この 点は 非 常 に重 要 な点 で あ る。

本 シ ステム を運 営 す る場 合,所 轄 や経 営 主 体の 異な る公 的,私 的機 関 と さま ざまな 形 で関連

を もっ て くる こ とは,こ れ ま での 考 察 で も明 らか であ るが,こ れ らの各 機 関 を全 体 と して ア ド

ミニ ス トレ ー トす る機 関 が当然 必 要 とな る。

これ に っ い ては,シ ステ ムの 運 営 主 体 に これ らの各 機 関 の代 表が なん らか の 形で 参加 し
,こ

こで各 機 関 の 調整 や ア ドミニ ス トレー シ ョンを行 な うこ とが 考 え られ る。

ま た,そ れ 以前 に この シス テ ム を採用 す るにあ た って一 体,誰 が その 決 定 権 を有 す るのか と

い うこ とが非 常に 大 きな 問 題 とな る。

この場 合,知 事 とい え ど も,事 実 上 その 決 定権 は お そ ら く持 ち得 な い で あ ろ う。

した が って 当面 は,当 プ ロ ジェ ク トの 主体 が個 々に シス テム へ の 参加 を 勧 誘 し
,こ れ に よ っ

てあ る程 度 の参 加 が 見 込 まれ る状 況 に な った とき,改 め て 当 プ ロ ジ ェ ク トの主 体 と契 約 を結 ぶ
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方 法 が 考 え られ る。

しか し この よ うな 方 法 で も私 的機 関 の 場 合 は 別 と して,公 的 機 関 個 々 を相 手 方 とす るの は困

難 で あろ う。

し たが って,こ う した場 合 は,そ の 具 体 的な 方 法 は今 後 の問 題 と し て これ らを所 管 す る行 政

レベ ルの組 織(こ の 場合 は 県 の)と 折衝 す る,と い うあ た りが妥 当な 線 で は なか ろ うか。

(3)対 象 が 複 数 の 県 に ま た が る場 合

これ ま で,お もに 一県 単位 を事 実 上の 対 象地 域 とし て考 え て き たが,こ れ が 二 以 上の 県 に ま

た が る場 合 は,ど うで あ ろ うか。

これ につ い ては,原 則 的 には,上 に 述 べ た方法 を,そ れぞ れ 二 以上 の 県 に お い て も行 な う,

とい うこ とが 考 え られ るが,そ れ が 果 して妥 当 で あ る か ど うか の結 論 は ま だ 今 後 の 考察 に待 た

ざ るを得 な い 。

④ 公 的 機 関 との協 力 体 制

本 シス テ ムが各 種 の 公 的 ・私 的 機 関 と密 接 な関連 を持 つ こと は,こ れ ま でに もた び た び触れ

て きたが,こ れ らの 関 係 機 関 か らの 人的協 力 を いか に し て得 る か は,ま た 重要 な問 題 で あ る。

しか し,本 シス テ ム 自体 に お け る組 織 が ま だ構 想 段 階 で あ り,か つ実 用 段 階 に 入 っ た 後の シ

ステ ムの措 置 を ど うす る か が 明 確 で な い 現在 で は,ま だ 予測 は しが たい。

∵ したが
っ て,今 後 シ ステ ム 自体 の組 織運 営 につ い て さ らに 十 分 な 検 討 を し た うえ で,こ の 問

題 を 考 え るべ きで あろ う。

ただ,こ こ でい え る こ とは,地 方 公 共 団体 の防 災 や 災害 救助 活 動 あ るい は 救 急 業 務等 や各 種

の シ ステ ムに おい て,官 民 の 協 力 体 制が と られ て い る例 も少 な くは ない の で,こ れ らを 参考 と

す る こ とに よ り,あ る程 度 の示 唆が 得 られ るの で は な いか と考 え られ る。

23.2地 方 公共 団 体 に お け る 情報 システ ム

(1)地 方 公 共 団体 にお け る情 報 シ ス テ ムの 概要 ・ 、

本 医療 機 器 システ ム は,そ の 対 象 とす る地 域 が 広 い一 種 の 社 会 シ ステ ムで あ り,実 際 に あ る

地 方 に設 置 す る場 合 は,既 存 の 他 の シ ス テム,と くに地 方 公共 団体 が設 置 主体 とな っ てい る通

信 情 報 シス テム と密接 な 関 係 が で て く る.ζ考 え られ る。..

これ らの 地 方 公 共 団 体 にお け る各 種 の 情報 シス テ ム と 医療 機 器 シス テ ム との 関 わ りに っ い て,

お もな情 報 シス テ ムの 概 要 に ふ れ な が ら,考 えて み る。(表2-7参 照)

.・防 災行 政用 無線 シス テ ム

県 全域 を対 象 と した ネ ッ トワ ー ク シ ステ ム であ り,遠 隔 の タ ー ミナル レベル の 町 村 に も通 信

端 末 が 設置 され て お り災害 時 の 利 用 は もちろ ん,、本 シ ス テ ムの 設 置 主 体 い か ん に よ っ て は,

平 常 時 の利 用 も可能 に な る と考 え られ る。
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加 え て県 レベ ルで は 防 災行 政 無 線 を 中核 として,無 線 回線 の 整理 統 合 が は か られ る方 向 に あ

り,医 療 シス テ ム 自体 も一つ の サ ブ シス テム と して将 来 組 み 入れ られ る可 能 性 も考 え られ る。

・行 政無 線 シス テ ム

ター ミナル 周辺 用の 患者 輸 送 車 お よ び巡 回診療 車 との 連 絡 に は,電 波 監 理局 よ り市町 村 に 許

可 され,行 政無 線 シ ステ ム に使 用 され てい る無 線 が利 用 可 能 と思 われ る。

・環 境 汚 染監 視 シス テ ム

i)セ ンター レベルでの,住 民 の 病 歴 お よ び 健 診 デー タ と汚 染 度 との 関 係 の 解 析 等 で瑞 こFの関

係 があ る。

iD後 述 す る よ うに 環 境 汚 染 監 視 シス テム は,一 部 行 政無 線 に相 乗 りし て お り,シ ステ ム構

成 資源 の有 効 利 用 とい う点 で考 慮 の 一つ に あ げ られ よ う。

・消 防救 急 シス テ ム

か な りの サテ ラ イ トお よ び タ ー ミナル レベ ルで消 防救 急 シス テムは 設 置 ま たは,設 置 計画 が

あ り,救 急 の 際の 搬 送 業 務 を担 当 し てい る。 した が って救 急 時 の連 絡 お よ びデータ交換で密接

な関 係 を持 つ。

・救 急 医療 情 報 シ ステ ム

消 防 署 お よび 医療 機 関 との情 報 コ ン トロールを主体 と し てお り,サ テ ラ イ ト レベル の救 急 機 能

と類似 の もの であ る。'

次 に防 災行 政無 線,並 び に環 境 汚 染監 視 シ ステ ムに つ い て,主 と して,シ ス テム 設置 状 況 ,

電 波の 割 り当 て等 に関 す る 電波 監 理 局 の 方 針 お よ び具体 的 な シ ステ ムの 導 入 例 に つい てのべ る。

(2}防 災 行 政 無線 システ ム

災害 の 未然 防 止 お よ び 災害 が 発生 した 場合 は す み やか に救 助 お よ び 災害 の 復 旧 をはか るた め

災害 対策 基本 法 を根 幹 とす る防 災 体 制 の整 備 が進 め られ てい る。 都道 府 県 に お い ては,知 事 が

災害 対策 の最 高責 任 者 であ る た め,そ の 防 災 責 務 を遂 行 す る た め に地 域 防 災計 画 が推 進 され ,

防 災 行 政無 線 シ ス テム は そ の 中 核 とな る もの であ る。

現 在,青 森 県,秋 田 県 等 約10県 に本 システ ムが 設置 され,現 在建 設 中 あ る い は無 線 の 実験

中 の 県 も多 数 に の ぼ っ てい る。 図2-6に,青 森 県 の例 を示 す。

従 来 の 県 の無 線 局 は,水 防 用,行 政 用等 狭 義 の 事 務 ご とに開 設 され,そ の 運 用 も個 々に 行 な

われ,防 災計 画 に基 づ く災害 対 策 を 推進 す るに あた り,総 合 的 な運 用 を行 な うこ とが 困難 な 状

況 にお か れ て い た。 こ の よ うな状 況か ら電波 監 理局 は,県 の 開 設 す る無 線 局 に つい ては,企 業

用,公 害 対 策用 その 他 特 殊 な 用 途 に使 用 す る もの を 除 き,そ の 回線 構 成 運 用 形 態 を 防 災計 画 に

定 め る防 災 行 制 に 最 も適 合 す る もの と し,次 の よ うな 免 許 方 針 を と ってい る。

① 防 災 行 政 用無 線局 の 取 り扱 い

この無 線 局 は,そ の 性 格 が 公 共的 で あ るため 無線 局開 設 の 根 本 的基 準 第4条 に 規 定 す る公'
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表2-7地 方 公 共団 体 にお け る情報 シ ステ ム の例

他 シス テ ム との 関 連

シ ス テ ム 名 設置主体 関連法律 目的および機能 シ ス テ ム構成 要 素 他 システムお よ び他 医 療 シ ステ ム との

機関との関係 関連

防災行政用無 都道府県 災害対策基本法 ・当 該 県 の 地 域 に お け る防 ・通 信 統 制 台 ・市町 村 ・出 先 機 関 に 保 健 所

シ ス テ ム 水 防 法 災,応 急 救 助,災 害 復 旧 ・無 線 機 器 ・気 象官 署 が 含 ま れ てい る

消 防 組 織 法 に関する業務の円滑な遂 ・TEL ・防 衛 官署 ・災害時の応急救助

災 害 救 助 法 行 ・FAX ・環 境 監 視 システ ム

気 象 業 務 法 ・平 常時 の 連 絡 ・割 り当 て の波
`

・救 急 シ ス テ ム

電 波 法 ・対 象 機 関は,県 庁,出 先 400MHz多 重

有線電気通信法 機 関,市 町 村,気 象官 署, (県 と地方局)

防衛官署等防 災上特に必 60MHz

要がる機関に県が設置す (地 方 局⇔ 町 村)

る連絡機関 ・移 動 車

行 政無 線 シス 市 電 波 法 ・地方公共団体か地方行政 ・統 制 台

テ ム 事務の円滑な実施を図 る ・無 線 機 器

た めに 開 設 す る ・TE)L

・割 り当 ての 波

150MHz

・移動 車

環境 汚 染監 視

シス テム

都道府県

政令市

公害対策基本法

大気汚染防止法

・汚 染の 常 時 監 視

・緊 急 時 の措 置

・監 視 盤

・ テ レ メ ー タ

・他の地万公共団体

の環境汚染監視 シ

・住 民 の 健康 デ ータ

と汚 染度 との相 関

水質汚濁防止法 ・測 定 器 ス テ ム 関係の解析

電 波 法 ・ ミ ニ コ ン ピ ュ ー タ ・公安委員会 ・緊 急 時 の 協 力

・移 動 車 ・防 災行 政無 線 シズ

・割 り当 て波400M テ ム

Hz(全 国で4波)

消防 救急 シ ス 市町村 消 防 法 ・火 災の 発 生 時 に 消 防 自動 ・指 令 台 竺防災行政用無線シ ・救 急 時 に お け る搬

テ ム 消 防 組 織 法 車および救急車の管制お ・無 線 機 器 ス テ ム 送業務の依頼

電 波 法 よび救急発生時の救急車 ・割 り当 て 波

の管制 150MHz

救急医療情報 都道府県 消 防 法 ・救 急 車へ の 連絡 ・血 液 セ ン タ ー ・サ テ ラ イ ト,セ ン タ

シ ス テ ム 衛生部 消 防 組 織 法 ・病院等の情報収集 ・病 院 一 レベ ルの 救 急 機能
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共 業務 用無 線 局 とさ れ た。 公 共業 務 用 無線 局 とは 以下 の よ うな条 件 を満 す もの で あ り,開 設

等 に お い て審 査 上一 般 局 に 優 先 す る。

(第4条)

1、・その 局 は,所 掌 業 務 の遂 行 の た めに 開 設 す る もの で あ り免許 人 以 外 の 者 の使 用 に供 す'

る もの で な い こ と。

2.そ の 局 を運 用 す る こ とが そ の局 の 免 許 を受 け よ うとす る者 の 所掌 事 務の 円滑 な運 営 に

必要 不 可 欠 であ る こ と。

3.通 信 の 相 手 方 及 び通 信 事項 は,そ の 局 の 免許 を受 け よ う とす る者 の所 掌 事 務 の遂 行 上

必要 不可 欠の もの に 限 る こと。

4.そ の 局 を開 設 す る こ とが 既 設 の 無線 局 等 の 運 用 又は 電 波 の 監 視 に支 障 を与 えな い こと。

5.そ の局 を開 設 す るこ とが 他 の各 種 の 電気 通 信 手段 に 比 較 し て能 率 的か つ 経 済 的 で あ る

,こ と。

6.そ の 局 が890MHz以 上 の 電 波 に よ る特 定の 固 定 地 点 間 の 無線 通 信 で法 第 百 二条 の 二

第一 項 第 三 号 か ら第 六 号 ま での 一に掲 げ る もの を行 な う もの であ る時 は,当 該 無線 通 信

の 電 波 伝搬 路 に お け る当該 電 波 が 法 弟 百二 条の 三第 一 項 各 号 の 一 に 該 当 す る行 為 に よ り

伝搬 障 害 を生 ず る見 込 の あ る もので ない'こ と。

② 回 線 構成

回 線 構成 の 対 象機 関 は,県,出 先機関,市 町村 に県 が設 置 す る連 絡 機 関 お よ び防 災 上特 に 必

要 と認 め られ る機 関『と し,こ の 間 は,直 通 の 回線 とす るこ とを原 則 として い る。

③ 通 信 統 制

非 常 災害 時 に お い て 緊急 重 要 通 信 を 優先 的 に 疎 通 させ るた めに,免 許入 み ず か ら通 信 内 容

の監 視,通 話 の 強 制 切 断 お よ び割 込 み 通 話 が で き るよ うに 手動 の通 信 統 制 台 を設 け る。

④ フ ァク シ ミリ伝送

通 信 は電 話 に よ る こ とが 原則 で あ るが,災 害 対 策 本 部 か ら下 部へ の 情 報の 伝 達 お よ び災害

対策 地方 支 部 か ら同本 部 へ の 災害情 報 の報 告 等 を確 実 に 行 な う ため に フ ァク シ ミリ伝 送 を認

め てい る。 た だ し,.,出先機 関 お よ び市町 村 か らの フ ァ クシ ミ リ伝送 は,長 時 間 回線 を占 有す

るこ とに な り緊 急 重 要 通信 の疎 通 に 支 障 を及 ぼ す お それ が あ る の でピ 認 め てい ない。

⑤ 多重 回線

回線 は次 の 場 合 を除 い て単 一 通 信路 で あ る。

D県 庁 とそ の他 の 機 関 との 間 に 中 継 所 を設 置 す る必 要 が あ る場 合 は,県 庁 と中 継 所 との 間

の 回線

iD県 庁 と水 防 関 係 を含 む支 部機 関 との 間 の 回線

の 支 部 機 関 と県 の 出 先機 関 お よ び市 町 村 との 回 線 が 電 波伝 搬 上,上 記① の 中継 所 を介 す る
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必 要 が あ る 場合 は,中 継 所 と支 部 機 関 との 間の 回 線

⑥ 電 波の 周 波 数 帯

単 一通 信 路 の もの は,60MHz帯,多 重 回 線 の もの は400MHzで あ る こと。 ただ し,

電波 伝 搬 上 の 事 情 等 真 に や む を 得 ない と認 め られ る場 合 は この 限 りでな い。

⑦ 移 動 通 信 系

災害 時 にお い ては,県 下 の い ず れの地 域 か ら も 災害 対策 本 部 との間 で情 報 の 伝 達 が で き る

こ と が必 要 で あ る ため,県 内共 通通 信 系 を もっ て構成 す る こ と を原則 と し てい るが,各 機 関

との 個別 の 通信 系 に つ い て も必 要 に よ って これ を 認 め る。

⑧ 防 災 行 政無 線 回線 の利 用

県 が 設 置 す る無 線 回線 に は,防 災 行 政 用 の もの 以 外 に 企 業 用,公 害 対 策 用 等 が あ るが,こ

れ らが それ ぞ れ個 別の 中継 所 を設 け る ことは 電 波の 使 用 効率 上 あ るい は経 済 的 見地 か ら も得

策 で な い の で県 の 無 線 回 線 の整 理 統 合 を はか りうる措 置 を 講 じて い る。

⑧ 環 境 汚 染監 視 シス テ ム

わ が 国 に おけ る環 境 保 全 対 策 は,昭 和42年 に 公 害 対 策 基本 法 が,翌43年 に 大 気 汚 染防 止

法等 の 法 律 が 施 行 され,昭 和46年 に は環 境 庁 が発 足 し本 格的 な 対策 が 実施 きれ つつ あ る。

地 方公 共 団 体 の任 務 に つい て,公 害 対 策基 本 法 第5条 では次 の よ うに 定 め られ てい る。

「地 方 公共 団 体 は,住 民 の 健康 を保 護 し,及 び生活 環 境 を保 全 す るた め,国 の 施 策 に準 じて

施 策 を講 ず る とと もに,当 該 地 域 の 自然 的,社 会 的 条件 に応 じた 公害 の防 止 に関 す る施 策 を策

定 し,及 び これ を実 施 す る。 」

この こ とか ら もわ か るよ うに,公 害 対策 の 目 的 は住 民 の 健康 の保 護 に あ り医療 と も密 接 な 関

係 が あ る。

さ、らに,大 気 汚 染防 止法,水 質 汚 濁 防 止 法 な どには,都 道 府 県 の 知 事 等 大 気 汚 染 等 の 常 時 監

視 お よ び緊 急 時 の 規 制が義 務 づ け られ エお り,各 地方 公共 団体 で は環 境 汚 染 の 監 視 シス テ ムを

整 備 しつつ あ る。 同 システ ムの 整 備状 況 を表2-8に 示 す。

表2-8環 境 監 視 シス テム の設 置 状 況

,

設置主体
・

監 視 シ ステ ムの 数 設置都道府県,市

部道府県 28

北 海 道,秋 田,和 歌 山,青 森,宮 城,福 島,茨 城,

群 馬,埼 玉,千 葉,神 奈 川,富 山,石 川,静 岡,愛 知

'

三 重,京 都,兵 庫,'大 阪 等

政 令 で 委 任 さ れ

てい る市

21 札 幌,仙 台,千 葉,船 橋,市 原,川 崎,横 浜,名 古屋

等
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最 近 の わ が 国 に お け る環境 汚 染 の状 況 は その 発生 源 の 多 様 化,複 雑 化,広 域 化等 に よ っ て,

そ の被 害 が一段 と深 刻 化 して き て お り,従 来の テ レ メー タ シス テ ムの み で は 十 分 に 対処 す る こ

とが 難 しい と ころ もで て くる よ うに な っ た。

この た め これ らの 問 題 を解 決 す る た め に下 記 の よ うな対 策 が実施 され つ つ あ る。

① 隣 接 の 他 府 県 の 監 視 シス テ ム間 の デー タ交 換 シス テ ム

(例)兵 庫 県 一 大阪 府

1都3県(埼 玉,千 葉,神 奈 川)

② 県 内 の 市の 監 視 シス テ ム との リ ンケ ー ジ

③ 防 災 行 政無 線 シス テ ムへ の相 乗 り

(例)愛 知 県,神 奈 川 県

④ 中型 程度 の 計算 機 シ ステ ム導 入 に よ る環 境 情 報 シス テム

(例)愛 知 県,兵 庫 県

図2-7は,愛 知 県 の シス テ ム構成 を示 した もの で あ る。

観測 局 は,テ レメ ー タ受 信 装 置,各 種 大 気汚 染 な らびに 気 象 の観 測機 器 よ り構 成 さ れ て お り,

県 庁 本 庁 舎 よ りの 呼出 し信 号 に 基 づ い て観 測 デ ー タが 選 出 され るが運 用上 県 下 は数 ブ ロ ックに

分 け られ,観 測 デ ー タの伝 送 に は それ ぞれ の ブ ロッ クご とに,防 災行 政用 の無 線 多 重 回 線,公

害用 の 単一 無 線 回線 お よ び 電 電 公 社 専 用 回線 等 を組 み 合 わ せ てい る。

本庁 舎 内 で は,観 測局 よ り収 集 され た データ を基 に,監 視,規 制 な どの 行 政 上の 業務 が行 な

われ る。 す な わ ち デー タは,20分C"と に 収集 され,所 要 の 演 算 処 理 が な され た 後,盤 上 に 表

示 され 汚 染 状 況 の判 定 資 料 とな る。

観 測 デ ー タは 収集 の 都 度,公 害 調 査 セ ン タ ーに 転送 さ れ,中 型 の 汎 用 計 算 機 にフ ァイル され,

汚染 の解 析 お よ び 予測 が 行 な わ れ て い る。
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)
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3.通 信 回 線 の 利 用 お よび 電 波 の 割 当て に関 す る 問題

3.1電 気 通 信 法 令 の 体 系

日本 電 信 電 話 公 社 は,「 公衆 電 気 通 信 サ ー ビスの 提供 主体 に関 す る 法 令(組 織 関係 法 令)で あ る

日本 電 信 電 話 公 社 法 に よ って設 立 を許 され て い る。 そ し て,公 衆 電 気通 信 サ ー ビスの 利 用 条 件等 を

規 定 す る法 令,つ ま り公 衆電 気 通 信 法 の下 に郵 政 省 令で あ る公衆 電 気通 信 法 施 行 規 則 が あ り,ま た

利 用約 款 と し て 「デ ー タ通 信 利 用 規 程 」,「 加 入 電 話 等 利用 規程 」 な どがあ る。

電 々公 社 の 公 示 す る電 々公 社 公 示 は,こ の 省 令 に もとつ い て決 め られ てい る。 従 っ て,公 社通 信

回 線 の 問題 は この 公 示等 を考慮 す れ ば よ い わ け であ る。

も し電 々 公社 の 回 線 を使 用せ ず に 自主 的 に回 線 を設 け る場 合 は,電 気 通 信業 務,設 備等 を規 定 す

る 「有線 電 気 通 信 法 」 や,こ れ に 関連 す る政令 等 に基 づ い て郵 政 大 臣 その他 の許 可 を 得な けれ ば な

ら ず,ま た,そ の 回線 を 公社 回線 や他 の 自主設 置 回線 と接 続 し て使用 す る場 合 に も,有 線 電 気 通信

法 や 公 社規 程 を 満足 させ る手 続 き を踏 ん で 許 可 を 得 な けれ ば な らない 。 以 上 の よ うな 法規 が電 気 通

信 回線 を 設置 す るに あ た って関連 を持 つ 法 規 の主 な もの であ る。

・ 法 律)(政 令郵政省令)L(公 社公示)

電気通信

関係法令

噸 法令一編 気蹴 τ徽 ㌶:㌶
,

一 令芒 ㌘

一{ 日本電信電話公社法

有線電気通信法施行令

線電気通信法施行規則

・利 用 契約 約 款

・技術 基 準

・資格 認 定規則

有線電気通信設備令

有線電気通信設備令施行規則

国際電信電話株式会社法

図3-1 電 気通 信 法 令 の体 系(主 要 法 令)
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各種電気通信法令の概要

・ 公衆電気通信法

これは日本電信電話公社及 び国際電信電話株式会社が迅速かつ確実な公衆電気通信役務 を合

理的な料金 で公平に提供で'きるように定められた法律である。

・ 公衆電気通信法施行令

上記の法律を受けて,土 地等の使用の対価,お よびケーブル保護 のための保護区内で禁止さ

れ る漁業の種類を定める政令である。

・ 公衆電気通信法施行規則

公社等が実際に事業を行なうにあたり必要な各種申請の方法や基準を定めた郵政省令であ る。

・ 有線電気通信法

有線電気通信設備の設置およ0使 用を規制し,有 線電気通信に関する秩序を確立するための法

律である。

・ 有線電気通信法施行令

有線電気通信法を準用した場合の規約について述べ てある政令である。

・ 有線電気通信設備令施行規則

設備の届出や共同設備,接 続の許可等についての郵政省令である。

・ 有線電気通信設備令

有線電気通信設備の技術基準を定めた政令である。

・ 有線電気通信設備令施行規則

有線電気通信設備の技術基準 を定めた郵政省令である。

・ 公社公示

公社が公衆電気通信法その他の法規にのっとりサービスの種類や規格 を定めた規約である。

3.2

(1)

公 社 回線 の提 供 を受 け る場 合

公社回線の種類およびその概要(図3-2参 照)

公衆通信回線

公衆通信回線には電話型公衆通信回線と電信型公衆通信回線の2種 類がある。

a)電 話型公衆通信回線

加入電話の電話回線を使用す るもので,交 流符号伝送用(変 復調装置の設置 を必要とす

る)で おおむね1200bit/s以 下のデー タ伝送が可能である。規定周波数帯域は300Hz～

3400Hzま で,回 線構成は2線 式である。

b)電 信型公衆通信回線

加入 電信の電信回線を使用する もので,直 流符号伝送用(変 復調装置の設置 を必要 とし
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な い)で50bit/s以 下 の デ ー タ伝送 が可 能 で ある。 使 用 コー ドについては とくに 制 限 を設

け な い(6単 位 以 外 の コ ー ドも使 用 で きる)。 回線 構 成 は2線 式 で あ る。

専 用 回 線 およ び 特 定 通 信 回 線

公社 は,公 衆 電 気通 信 法 や 専 用 設 備 利 用規 程 に よ り専 用 に 関 す る サ ー ビ スを提 供 す る こ とが

で きる。 専 用 回 線 サー ビス とは,一 般 の 会 社の 本 店,皮 店 あ るい は 工 場 間 を直 通 回線 で 結 び通

話 は もちろ ん,符 号伝 送,模 写 伝 送,遠 隔 制 御 を行な うほ か,放 送 事 業 者 に は ラ ジオ ま たは テ

レ ビ ジ ョン放 送 の た め の中 継 回線 を,ま た,新 聞社 に は 新聞 紙 面伝送 用 の ため の 回線 等 を提 供

す る サ ー ビ スで あ る。 な お 電子 計 算 機 に接 続 し て デー タ伝 送 を行 な うため の 回線 は,専 用 回線

サ ー ビスか らは除 か れ 特 定 通 信 回 線 サ ー ビス とし て扱 う こ とにな っ てい る。

電

気

通

信

図3-2

加入電ヨ

市 外 回線
」一船 舶 電 話

,地 域 団 体加 入電 話,

公衆 電 話,特 殊 電 話

特定通信回線

日,露 ㌫ の規格)
B-1,

C-2,

D-1,D－ プ

D－ 部D-

D-7,D-1(オD-11

F-i肴

1-1,1-2撒

J-1,J-2}

㌶ 一・・回線王 畿 竺

消防業務用通信回線

そ の 他

回線の種類
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② 公社回線利用規程(図3-3参 照)

公衆通信回線利用規程(加 入電話等利用規程)

加入電話等利用規程は14章 からなっており,日 本電信電話公社は公衆電気通信法その他の

法令によるほか,こ の規程により加入電話等のサー ビスを提供することになっている。 この中

「から本
システムの設計に際しとくに考慮しなければならないと思われる事項のみを取 り出し簡

単に設明をつけ加 える。

a)加 入電話加入契約

単独電話,共 同電話,集 団電話については,そ の本電話機1箇 ごとに,構 内交換電話につ

いてはその加入回線1回 線ごとに締結する。

b)加 入電話機等の設備場所

加入電話の本電話機,内 線電話機および構内交換設備は次の場所に設置することができる。

単独電話,共 同電話および集団電話の場合は加入電話加入者の住宅,事 務所または事業所。

構内交換電話の場合は,上 記の他,次 の建物内において,加 入電話加入者が指定する場所

① その内線電話機を接続する構内交換設備が設置されている建物。

② ①の建物の所在場所のある敷地内または区画内の他の建物。

③ ①の建物またはその建物の所在場所のある敷地内の他の建物からの最短距離が50メ ート

ル以内の他の建物。

④ ③の建物の所在場所のある敷地内の他の建物。

内線電話機の設置場所 として指定した場所が前記の場所に該当しないときは,そ の内線電

話機を他人に使用させるための加入電話共同使用契約を公社 と締結しなければならない。

c)電 話加入区域'

公社は電話加入区域 を次のとおり区別 して定めてい る。

普通加入区域:通 常の料金の支払いにより,単 独電話,共 同電話および構内交換電話を設

置する区域

特別加入区域:通 常の料金の支払いのほか線路設置費の支払いを条件として単独電話,共

同電話および構内交換電話を設置する区域。

電話加入区域外:普 通加入区域および特別加入区域外の地域は,電 話加入区域外とし,こ

の地域は公社の業務の遂行上支障がない場合に,通 常の料金の支払いのほか,線 路設置費と

線路に関する付加使用料の支払いを条件 として単独電話,共 同電話および構内交換電話を設

置する地域である。

そして公社は電話加入区域をその地域の社会的経済 的諸条件,行 政区画,単 独電話,共 同

電話および構内交換電話の需要 と供給の見込みならびに電話サービスを提供するための原価

を考慮 して定めている。定めたものは図表 とし電話取扱局に掲示するほか,閲 覧できるよう
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に し て い る 。

d)加 入 電 話 加 入申込 み お よ び承 諾

単 独 電 話,共 同 電 話 お よ び構 内交 換電 話の 加 入 申 込 み をす る ときは,加 入 申込 書 を加 入 事

務 を 行な う電 話 取 扱 局 に 提 出 す る。 そ し て公 社 は 申込 み があ っ た と き1こ次 の よ うに 取 り扱 う。

普 通 加 入 区 域 内に 設 置 す る もの:

1)加 入 電話 優先 設 置基 準 を 適用 し加 入 電 話 を設 置 す る。

2)加 入 申 込 み の あ っ た加 入 電 話 を設 置 す る ため に 必要 な 公 衆電 気 通 信 設 備 の新設 等 の困 難

な 問題 が起 きる場 合 は 承 諾 を延 期 した り加 入 を認 め な い こ とが あ る。

特 別 加 入 区域 内 に設 置す る もの:

線 路 設 置 費の 支 払 い を条件 とす る ほか は 上 記 と同様 であ る。

電 話加 入 区域 以 に 設 置 す る もの:

1)一 線路 設置 費 と線 路 に関 す る付加 使 用料 の 支払 い を 条件 と して承諾 す る。

2)保 守 等 が 困 難 な場 合 は承 諾 し な い こと があ る。

e)専 用 回 線 と構 内 交換 設 備 との接 続

次 の こ と を条件 とし て接 続 を認 め る。

構 内 交 換 電 話 の 加 入者 が 専 用 す る専用 回線 と の接 続:

専 用 回線 が 一 つ の 単位 料 金 区域 内 に 終始 し,専 用線 と加 入線 の線 路距 離 の 合 計 があ る距 離

の 範 囲 内 ま たは 伝 送損 失 が あ る範 囲 内 に あ る等 の 条件 を満 足 す れ ば 認 め られ る。

他 人 が 専 用 す る専 用 回線 との 接 続:

そ の 構 内 交換 電 話 の 内線 電 話機 の共 同使 用 者 と な っ てい る専用 者 ま たは その 構 内 交 換設 備

の設 置 場所 に専 用 設 備の 端 末 機 器 を設 置 し てい る専 用 者 の 専 用 回線 に限 っ て その 構 内 交 換 設

備 との 接 続 が 行 な え る。

f)船 舶 電 話

船 舶 電 話 の設 置 は公 社 の 委 託 に よ り 日本 船 舶 通信 株 式 会社 が取 り扱 い,船 舶 電 話加 入 申込

み は 船 舶 電 話取 扱 局 で行 な う。 そ の 申込 み に 対 し て,必 要 な 船 舶 電 話 の 設 備 が な い 場 合 や,

取 扱 い の余 裕 が な い場 合 に は 承諾 を 延 期 す る こ とが あ る。 ま た工 事上 著 し く支 障 があ る場 合

に は 加 入 申 込 み を承 諾 しな い こ とが あ る。

g)利 用 者 の 義 務

加 入 電 話 加 入 者 そ の他 の 公 衆 電 気通 信 サ ー ビスの 利 用者 は 自己 の 設 置 す る設 備 を使 用 中 に,

加 入 電 話 の 設 備 そ の他 の 公社 が 設 置 す る公 衆 電 気 通 信 設 備 を使 用 す る こ とが で きな くな っ た

ときは,自 己 の設 置 す る設 備 に 障 害の ない こ とを確 認 の うえ,公 社 に 修 理 の 請 求 を行 な う。

公 社 は修 理の 請 求 が あ った 場 合 は 通常 の方 法に よ り試 験 を行 な い,異 常 が ない と認 め られ る

と きは 障害 とし て取 り扱 わ な い。
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h)公 社 に よ る損害 の賠 償

公 社 は 公 衆電 気通 信 サ ー ビス を提 供 しな けれ ばな らない 場 合 に,そ あ提 供 を行 な わな か っ

た た め,利 用 者 に 損害 を与 え た と きは,賠 償 限度 額 め範 囲 内に お いて,そ の 損 害 を賠 償 する。

た だ し,そ の損 害 が不 可 抗 力 に よ り発 生 した もの で あ る と き,・また は そ の 損害 の 発生 につ い

て 利 用者 に故意 もし くは過 失 が あ った と きは損 害 を賠 償 しな い。

i)ま とめ

当 シ ステ ム では音 響 カ プ ラ,静 止 画 像伝 送 等,加 入 電話 回 線 を使用 す る もの が 多い 一方,

僻 地 に は 一 般 加 入 電 話 回線 の設 備 が少 な く,広 範囲 に実施 す る とすれ ば 新 たに加 入電 話 回

線 を 設 備 す る必 要 に せ ま られ る と思 わ れ る 。現 在 僻 地 にあ る集団 電 話 は伝 送 品質 が低 くE

CGの 電 話 伝 送 も不 可能 な状 態 で あ る。 従 って加 入 電 話回 線 の新 た な設 置 が シ ステ ム をな り

立 た せ るた め の基 本的 条件 で あ り,そ の際 関係 して く るの が加 入電 話等 利用 規程 で あ る。

専 用 設備 利 用 規程

公 社 は 公 衆電 気 通 信 法 そ の他 の 法 令 に よ るほ か,こ の 専用 設 備 利用 規 程 に.よ り専 用 に関 す る'

サー ビ スを提 供 す る。 一般 専 用 サー ビス,無 線 専用 サ ー ビス,・試行 サー ビ スが7章 までの 中 に

記 され てい る もの で あ る。

a)品 目

一般 専用 サー ビスに は 次 の よ う な品 目が あ り
,用 途 に よ っ て使 い 分 け る こ とが で き る。

A規 格(120Hz幅)

B規 格(240Hz幅)

C規 格(400Hz幅)

D規 格(30(ト3400Hz)

E規 格(100～5KHz)

F規 格(50～10KHz)

1規 格(60K～108KHz)

J規 格(312K～552KHz)

L規 格(4MHz幅)

ζ の う ちL規 格 は放 送 事 業 者 に 限 り提供 す る こ とに な って い る。 また,E,F,1,J,

L規 格 の 専用 サ ー ビスは,電 話 加 入 区域 お よ び その 電 話加 入 区 域の 境 界 か ら3㎞ 未 満 の 地

域 内 に終 始 す る専用 設 備 に つ い て は 提供 しな い。 一般 専 用 サ ー ビスの種 別 がD・一・』1以外 では

変 復調 装 置 は公 社 が設 置 す る。

b)端 末 機 器 の 設置

専 用 者 が設 置 で きる 専用 設 備 とそ の 設 備 を設 置 で き る場合 は 次の と お りで あ る。

全部 自営 の場 合 に は 向 一 の専 用 回 線 の一 端 に接 続 す る もの の 全部 に つ い て設 置 で き る。 ま'
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た一部自営の場合には,公 社が設置する設備 と異なる利用上の機能を有し,電 気導体が公社

の設置する専用設備と切断することができるようにしてある装置が設置できる。

そして,専 用者は自営届書を専用取扱局に提出し,専 用設備技術基準に適合した装置を接

続しなければな らない。公社が指定していない型式の専用端末設備の場合には公社の検査を

受けなければな らない。 そして,専 用設備の端末機器は次の場所に設置することができる。

①専用者の住宅,事 務所または事業所。

②専用者の業務上等の理由から必要と認められる場所で,専 用者が指定する場所。.

専用者は反復継続してその専用設備を使用 して他人の通信を媒介した り,そ の他その設備

を他人の通信の用に供してはな らない。ただし次の場合はこの限 りではない。

①私設有線設備 との接続の規定により専用設備に接続 した私設有線設備を有線電気通信法の

規定により他人の私設有線設備に接続 した場合において,そ の専用設備をその他人に使用

させるとき。

②私設有線設備 との接続の規定により専用者が他人 と共同して設置したものである場合にお

いて,そ の専用設備をその他人に使用させるとき。

③ 防災,公 害防止等を目的として使用する とき。

④ 災害対策基本法の規定によ り指定行政機関の長 もしくは指定地方行政機関の長または都道

府県知事 もしくは市町村長が使用するとき6

c)専 用者が設置 した設備の保守

公社は専用者か ら申込みがあったときは次の場合を除いて専用者が設置 した専用設備の保

守を行な う。

① 専用設備が公社が設置する ものと異なる利用上の機能 を有するか,異 なる規格の もの。

②専用設備の設置場所が,そ の保守を行なう専用取扱局か ら遠隔の地域または著しく交通不

便な地域にあるとき等の場合。

d)専 用申込みおよび承諾

終日専用の専用申込みをするときは必要事項を記載 した専用申込書を専用取扱局に提出す る。

必要事項

①専用サービスの種類および品目

②通信方式の種類

③専用区間,回 線数および2線 式 と4線 式の区別

④端末機器の設置場所

⑤端末機器の種類,数 および直営,自 営夕保守引受の区別

⑥専用申込者の事業の種類および規模

'⑦ 同一の 専用設備を共同して専用する者の業務上の関係
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⑧料金支払責任者

⑨その他`

そして公社は優先設置基準を適用してその申込みを承諾 し,専 用設備を設置する。

e)専 用設備に関する工事

公社は専用者か ら請求があったときはその専用回線について2線 式 と4線 式の区別の変更

工事 を行なう。

公社は専用サー ビスの品目ごとに公社が定める分岐の数の限度内においてその専用回線の

分岐工事を行な う。

また,端 末機器の変更,移 転,増 設等はおおむね請求を承諾する。

f)混 合使用

公社はD規 格の ものに限り混合使用を認める。その他の規格で混合使用をした場合には公

社はその回線における品質保持等の義務は持てない。

g)専 用設備の相互接続等'

公社は次のことを条件 として専用設備の相互接続 を認める。

その専用者が専用する他の専用設備との場合:

①一方の専用設備の専用者中に他方の専用設備の専用者以外の者が含まれている場合には,

その者は,他 人の専用設備の使用を認められている者であるからこれ も認められる。

②その接続が専用設備の端末機器等の技術基準に関する規則に規定する技術基準に適合するこど.

他人が専用する専用設備との接続の場合:

規定によ り他人の専用設備の使用 を認められている者で,そ の他人の承諾を受けている場

合。そしてその接続が専用設備技術基準に適合していること。

構内交換設備 との接続の場合:

その専用回線が1の 単位料金区域内に終始するものであり,そ の専用回線 ,加 入回線の線

路距離の合計が定めた距離の範囲内になるか,伝 送損失 が一定の範囲内にあるもので,そ の

専用回線の端末に電話機等その他の端末機器が接続で きるものに限 り認められる。また,そ

の専用回線の端末設備を専用者が設置する場合は,そ の端末設備が構内交換設備等の技術基

準に関する規則 または加入電話等の付属設備および接続機器の技術基準に関する規則に規定

する技術基準に適合すること。

他人の構内交換設備 との接続の場合には,他 人の構内交換電話の内線電話機の共同使用者

となっている専用者または専用設備の端末機器を他人方に設置 してい る専用者の専用設備に

限ってその他人の構内交換設備 との接続 を行なえる。

私設有線設備との接続の場合には,そ の私設有線設備の設置者中にその専用設備の専用者

以外の者が含まれている場合には,そ の者は規定により他人の専用設備の使用を認められて
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い る者 で,そ の 私 設 有 線 設 備 が 専用 設 備 技 術基 準 に 適合 す る場 合 に認 め られ る。 そ し て その

請 求 をす る と きは

① 接 続 の 場所

② 通 信 方 式 の種 類

③ 設 備 の 設 置場 所

④ 設 備 の 概 要

⑤ 設 備 の 設 置 者 の 氏名

⑥ 現 に接 続 をし てい る私 設 有線 設 備 に つい て の事 項

⑦ そ の他

以 上 の事 項 を記載 した請 求 書 を 専用 取 扱 局 に 提 出 す る。 こ こで私 設 有線 設 備 とは端 末 機 器

そ の他 端 末 の設 備 のみ の もの を除 く。

h)専 用 者 に よ る設 置 ・

専 用 者 が 設置 で きる専 用 設 備 と その 設 備 を設 置 で き る場 合 は,同 一 の 専 用 回線 の一 端 に 接

続 す る もの の 全 部 に つい て設 置 す る と き。 ま たは公 社 が 設置 す る設 備 と異 な る利 用 上 の機 能

を有 す る もの で 公 社 の設 置 す る専用 設備 か ら切 断 す るこ とが で き るよ うな機 器 に つい て認 め

られ る。 そ し て専 用者 は,専 用 設 備 を 設 置 す る と きは,自 営 届 書 を専 用取 扱 局 に 提出 しな け

れ ばな らず,、その 専 用 設 備 は 専 用 設 備 技 術 基 準 に 適合 す る もの で なけ れ ば な らな い。 ま た,

専 用設 備 は公 社の 検 査 を受 け,そ の 設 備技 術基 準 に適 合 してい る と認 め られ た 型 で なけ れ ば

な らな い。

i)専 用 者 が 設置 し た設 備 の保 守

加 入 電 話 等 利用 規程 に 記 さ れ てい る もの と同 様 に,あ る条 件 の もとに 公 社 が保 守 を行 な う。

j)試 行 サ ー ビス

専 用 に 関 す る試 行 サー ビス に は 次 の よ うな もの が あ る。

① 映 像 伝 送 サ ー ビス:

白黒 ま た は カ ラー の映 像 伝送 の 用 に供 す るた め通 常4MHz以 下 の 周波 数 帯 域 の 回線 を使

用 す る もの で,そ の伝 送 可 能距 離 が 一 定の範 囲 内 に限 定 され る公 衆電 気 通 信 サー ビス。

② 高 速 模 写 伝 送 サ ー ビ ス:

も っぱ ら模 写 伝 送 の 用 に供 す るため,通 常12KHzの 周波 数 帯 域 の 回 線 を使 用 す る もの

で,そ の伝 送 可 能 距 離 が 一定 の 範 囲 内 に 限定 され る公 衆電 気通 信 サ ー ビス。

映 像伝 送 サー ビス は使 用 期 間 が1年 以 上で 距 離 は お お むね20Kmま で,回 線終 端 装 置 は 利

用 者 に よ る設 置 を認 め ない。 高 速 模 写 伝送 サ ー ビスは 同 じ く1年 以 上 の 使 用 で距 離 は約35

㎞ まで,回 線 終 端 装 置 の利 用者 に よ る設 置 を認 め ない。

k)無 線 専 用 サ ー ビス
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無 線 設 備 で あ る公 衆 電 気 通 信 設 備 によ り提 供 され る専用 サニ ビスで終 日専用 と時 間 専用 が あ る。

'公 社 は 専 用 申 込 み が あ
っ た ときは 優 先設 置基 準 を適 用 しそ の 申込 み を承諾 す る。 た だ し次

の 無線 設 備 以 外 の無 線 設 備 の 専 用 申込 み に つ い ては承 諾 しな い。

① 移 動 す る無線 局 との間 の 通 信 の用 に供 す る無 線設 備

② 同 時 通 報 の用 に供 す る無 線 設備

③ 多 数 地 点 間の 通 信 の用 に供 す る無線 設備(専 用 区 間 が数 区 間に わ た るた め,,有 線 電 気 通 信

設 備 に よ って 構成 で きな い か,ま た は 構成 す る こ とが 不適 当 と認 め られ る地 点 をい う。)

以 上 の他,極 超 短 波に よ る無線 専 用 サ ー ビスの 専 用 申込 み,短 波 に よ る無 線 専 用 サ ー ビス

の 専 用 申 込 み に あ っては 短 波 以 外 に よ って もその 目的 を達 す るこ とが で き る と認 め られ る と

きには,そ の 専 用申 込 み を承 諾 しな い こ とが あ る6

無 線 サ ー ビスの 取 扱 い に 関 し他 の 規定 に つい て はA,B,C,D,E,F規 格 の 一般 専 用

サ ー ビ スの 取 扱 い と 同様 とす る。 .～

1)ま と め

以 上 が専 用 設 備 利 用規 定 の主 な 項 目で あ るが,当 システ ム に おい ては 医療 シス テ ム.とい う

点 か ら情 報 の 種 類,形 態 が豊 富 で,加 入 電 話 回線 だ け ではす べ ての情 報 品質 を保 っ た まま で

送 ることはで きない。 従 って当然,専 用 回線 を使 用 す る こ とに な るの だが,そ の 際 参 考 に す べ

き規 定 が,こ の 専 用 設備 利 用 規 定 で あ る。

当 システ ム を設 計 す る に あ た って,過 大 な伝送 品 質 を期待 しな い な ら{ま,た とえ 医療 の シ

ステ ム とい え ど も,公 社 の この サ ー ビスを 利 用 す る こ とは可 能 で あ る。 ただ 当 シ ステ ム が
,.

現 在行 な わ れ て い る サー ビス では 満 足 で きな い 通信 回線 を必 要 とす る場 合 に は,こ まか い 規

定 もさ る こ とな が ら,よ り大 きな 根 本 的問 題,つ ま り行 政 的 な 問題 に 直 面 し てし ま う。 そ れ

は 現 行 の法 規 では解決で きない こ とであ り,そ の 場 合 に は その 時点 での 状 況 に 即 した協 議 等 に

よ っ て打 開 して い くか ま た は 公 社 回線 の使 用 の ほか に 私 設 の 回線 を設 置 す るか いず れ か の 方

…法 を と らな けれ ばな らな
い 。

デー タ通 信 利 用規 程 、L

公 社 は 公衆 電気 通 信 法 その他 の 法 令に よ るほか,こ の デー タ通 信利 用 規 程 に よ り デー タ通 信

回 線 使 用契 約 また は デー タ通 信設 備 使 用 契約 に基 づ く デ ー タ通 信 サ ー ビス を提 供 す る。 この 規

定 は 全3編 か らな って お り第1編 に は用語 の 定義 と サ ー ビスの種 類 が記 され てい る。 そ れ に よ

る と サ ー ビスは 次 の よ うな 種 類 が あ る。

・デー タ通 信 回 線 サ ー ビス

{
特 定 通 信 回 線 サ ー ビス

公 衆 通 信 回線 サー ビス

・デ ー タ通 信 設 備 サ ー ビ ス
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こ こ で特 定 通 信 回 線 とは,申 込 み をす る者 が指 定 す る区 間 に おい て 公 社 が設 置 す る電 気通 信

回 線(デ ー タ通 信 取 扱 品 の 交 換 設 備 に 接 続 され る もの を 除 く)に その 申込 者 が設 置 す る電 子計

算 機 等 を接 続 して,そ の 電気 通 信 回線 を使 用 す る もの であ り,公 衆 通 信 回線 とは,デ ー タ通 信

取 扱 局 の交 換 設 備 と申込 み をす る者 が指 定 す る場所 との間 に お い て公 社 が 設 置 す る 電 気通 信 回

線 に その 申込 書 が 設 置 す る 電 子 計 算機 等 を接続 して,加 入電 話の 電 話 回線 ま たは加 入 電 信 の電

信 回線 を使 用 す る もの の こ とで あ る。

特 定通 信 回 線 サ ー ビ ス

a)特 定 通信 回線 の 設 置 の 条 件

特 定 通 信 回線 は次 の 場 所 に 設 置 す る電 子 計 算機 等に 接 続 す る場 合 に限 り設 置す る。

① 特 定 通 信回線 使用 契 約 者の 住 宅,事 務 所 ま たは 事 業所.

② 特 定 通 信 回線 使 用 契約 者 の 業務 ヒ等 の理 由か ら必 要 と認 め られ る場 所 で,特 定 通信 回線 使

用契 約 者 が指 定す る場 所 ㌔

次 の 電 子 計 算機 等 に 接 続 す る場 合 は,前 項 の 規定 に か か わ らず,特 定 通 信 回線 を設 置 ず る。

① 他 人使 用契 約 を公 社 と 締結 してい る特 定通 信 回線 使 用 契 約 者 が その 特 定通 信 回線 を他 人 に

使 用 させ るた め,そ の 他 人 方 に 設置 す る もの。

② 次 の シ ステ ムの 運営 」二必 要 な デー タ通 信 を行 な うため,そ の シ ステ ムの 構 成 上必 要 な場 所

に 設 置 す る もの。

・公 害 防 止,防 災,交 通 管 制,医 療,空 港 管 理 その 他 の 公 共 的 システ ム

・公 社 が 特 定通 信 回線 の 設 置 に つい て業 務 の 遂行 ヒ支障 が な い と認 め た システ ム

b)特 定 通 信 回線 の 他 人 使 用 の 制限

他 人 使 用契 約 は,1の 電 子 計 算 機の 本体 と1の 入 出 力装 置 との 間 に終 始 す る デー タ通 信 の

ため に 特 定通 信 回 線 を他 人 に 使 用 させ る場 合 に限 り締結 す る。 そ し て特 定 通 信 回線 使 用契 約

者 は,他 人使 用 契 約 を公 社 と締結 し た場 合 に おい て,そ の契 約 に 従 っ てその 他 人 に 使用 させ

る と き,ま た は公 社が 公共 の 利益 の た め必 要 で あ り,か つ,公 社の 業 務の 遂 行 上 支障 が な い

と認 めた とき を除い て,反 復継 続 し てそ の 特 定 通 信 回線 を使 用 し て他 人の 通 信 を 媒介 し,そ

の 他 その 特 定 通信 回線 を他 人 の 通 信 の 用に 供 しては な らな い こ と にな っ.てい る。

C)サ ー ビ ス品 目 、'

特 定 通 信 回線 サ ー ビスに はA-1,B-1,C-2,D-1,D-5,D.-7,D--9,

1-1,J-1が あ る。 『

d)特 定通 信 回線 使 用契 約 申 込 み の 方 法

申 込 み をす る と きは,次 の事 項 を 記載 した特 定 通 信 回線 使 用契 約 申込 書 を デー タ通信 取 扱

局 に 提出 しな け れ ば な らな い。

① 特定 通 信 回線 サ ー ビ スの 品 目
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②特定通信回線に接続する電子計算機等の設置場所

③特定通信回線に接続する電子計算機等の名称および数

④特定通信回線の使用区間,回 線数および2線 式 と4線 式の区別 ◆

⑤特定通信回線を使用するデータ通信 システムの構成図

⑥特定通信回線使用契約申込者の事業の種類

⑦特定通信回線を使用するデータ通信システムの利用形態

⑧同一の特定通信回線を共同使用する者の業務上の関係

⑨料金支払責任者

⑩その他

e)特 定通信回線使用契約申込みの承諾等

公社は申込みがあったときは優先設置基準を適用 してその申込みを承諾し特定通信回線 を設

置する。承諾しない場合の条件等については専用規定 とほぼ同じである。

f)電 子計算機等の技術基準適合検査

公社は特定通信回線に接続 する電子計算機等につい て,そ の電子計算機等が特定通信回線

技術基準に適合するかどうかの検査を行な う。ただし,そ の電子計算機等が公社が指定 して

公示した型式の入出力装置である場合はこの限 りではない。 そして公社は前項の請求によ り

検査を行なった場合は,そ の結果を書面をもって申込書に通知する。

'g)特 定通信回線に関する工事

公社に特定通信回線使用契約者から請求があったときは,そ の特定通信回線について,2

線式と4線 式の区別の変更工事を行な うがその場合,そ の回線が普通加入区域外にわたると

きは,線 路設置費の支払いまたは物件の提供があることを条件とする。

h)特 定通信回線の分岐

公社は特定通信回線サービスの品目ごとに公社が定める分岐の数の限度内において,そ の

特定通信回線の分岐工事を行な う。そして請求に際 して必要な事項は下記の通 りである。

①分岐回線に接続する電子計算機等の設置場所

②分岐回線に接続する電子計算機等の名称および数

③分岐回線の回線数

④特定通信回線 を使用するデータ通信 システムの構成図

⑤ 特定通信回線 を使用するデータ通信 システムの利用形態

⑥その他

i)混 合使用

D規 格,1規 格,J規 格の ものに限 り混合使用 を認める。またその特定通信回線が共同使

用契約 または他人使用契約に関するものであ るときは公社の業務の遂行に支障がないと認め
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た場合に混合使用が認められる。

j)特 定通信回線の相互接続等

そめ特定通信回線使用契約者が契約する他の特定通信回線 との接続の場合には,一 方の特

定通信回線の使用契約中に他方の特定通信回線の使用契約者以外の者が含まれている場合は,

その他人がその回線を使用できるものであること,そ してその接続が,特 定通信回線技術基

準に適合していれば認められる。他人が契約する特定通信回線 との接続の場合は,そ の他人

の承諾を受けなければならない。

また公社は特定回線使用契約者から公衆通信回線との接続の請求があった ときは,そ の接

続により公社の業務の遂行に支障を及ぼし,ま たは将来及ぼすおそれがない と認 められる場

合に限 り,特 定通信回線 と公衆通信回線の接続電子計算機等を介しての接続 を認める。

公社は契約者から私設有線設備 との接続の請求があったときは特定通信回線に私設有線設

備 を接続することが公共の利益のため必要であると認められる場合に限 り前記の他人使用に

関することを条件 として接続 を認める。

公衆通信回線サー ビス

a)公 衆通信回線の設置場所

公衆通信回線は,公 衆通信回線使用契約申込者が指定する場所に設置 し;そ の公衆通信回

線使用契約申込者が設置する電子計算機等に接続する。

b)他 人の通信の用に供す る場合

その公衆通信回線に接続する電子計算機等を使用して他人の通信を媒介し,そ の他その電

子計算機等を他人の通信の用に供する場合は,そ の他人の通信に関し,そ の電子計算機等を

使用 して内容を変更することなく情報を媒介してはな らない。

c)公 衆通信回線使用契約 申込みおよび承諾

契約申込みをするときは次の事項を記載した公衆通信回線使用契約申込書をデータ通信取

扱局に提出しなければならない。

①公衆通信回線サービスの品目

②公衆通信回線に接続する電子計算機等の設置場所

③公衆通信回線に接続する電子計算機等の名称および数

④公衆通信回線の回線数

⑤公衆通信回線を使用するデータ通信 システムの構成図

⑥公衆通信回線を使用するデータ通信 システムの運用形態

⑦公衆通信回線を使用する見込 トラピック

⑧工事担任者

⑨ その他公社が必要 と認める事項
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公社 は 申込 み が あ った と きは次 の 場 合 を除い て承 諾 し,公 衆通 信 回線 を設 置 す る。

① 接続 す る電 子 計算 機 等 が公 衆通 信 回線 技 術基 準 に 適 合 しな い とき

② 接続 す る電 子 計算 機 等 の 設 置 場 所 が 電話 加 入 区域 外 に あ る 場合 に,そ の 公 衆通 信 回線 を設

置 し,保 守 す る ことが 困 難 な と き

公衆 通信 回 線 に 接 続 す る電 子 計 算機 等 の 設置 場 所 が 電 話 加 入 区域 外 に あ る と きは線 路 設 置

費 の支 払 い や線 路 に 関 す る付 加 使 用 料 の支 払 い を しな け れ ばな らな い の は,一 般 電 話加 入の

場 合 と同 じ であ る。 そ し て電子 計 算 機 等 が 公社 の 認 定 した 型 式 でな けれ ばな らな いの は,特

定通 信 回 線の 場 合 と同 じ で あ る。

d)公 衆通 信 回線 の相 互 接 続 等

特 定通 信 回線 の場 合 と同様 の条 件 で 各種 通 信 回線 との接 続 を認 め られ てい る。

デー タ通 信 設 備 サー ビス

デ ー タ通 信 設 備 使 用契 約 は,公 社 が 定 め る シス テ ム ごとに 締結 する
。 シス テ ムの 種 類 は 以 下

の通 りで あ る。

① 科 学 技 術計 算 シス テ ム サ ー ビス

② 販 売 在 庫管 理 シス テ ム サー ビス

③ 定 型 計 算 シ ス テム サ ー ビス

④ 各 種 シス テ ム サ ー ビス

そ して デ ー タ通 信 利 用 規 定 の 第3編 に は,契 約 申込 み の方 法 ,承 諾 の 条件,シ ス テム 相互

間 接 続,料 金 等 に つ い て定 め てい る。 当医療 機 器 シス テ ム で は デー タ通 信 回線 に 接続 す る 電

子 計 算 機等 を 自営 で 行 な う と思 われ るので,デ ー タ通 信 設 備 サ ー ビス に つ い ては ,こ の 程度

の 説 明 に と どめ てお く。

ま と め

こ こで専 用 回 線,特 定 通 信 回線,公 衆通 信 回 線 の 全般 的 な 比 較 をし てみ る
。

1)公 衆通 信 回 線

この 回 線 は通 信料 が従 量 制 で あ り,通 信量 が少 な い 利用 者 に と って 経 済 的 な 通 信 手段 で あ

る,通 信 相 手 先 に 制約 が な い,加 入 電話 加 入者 と も通 信 す るこ とが で き る
,接 続 す る電 子 計

算 機 等 は契 約 者 が 自己 の業 務 に適 した もの を 自由 に 選択 で き る,等 の 長 所 を 備 え てい る。 た

だ伝送速度が遅いので速い ものを糎 とする場合は朝 回鱒 報 わなければなら如 ・
.

2)専 用 回 線

特 定 区間 に トラ ピ ックが 多 い 場 合 は,専 用 回線 の 方 が経済 的 で あ り,一 定 の 情 報 量 に 対 す

る伝 送 コ ス トが 安 くな る。 端末 機器 は 自営 設 置 が 可能 で あ る,変 換 系 を経 な い の で 迅速 な情

報 伝 達 が で きる,利 用 者 が独 自の 符 号 等 を 採用 し てい る た め他 の 公衆 通 信 サ ー ビ スが利 用 で

きな い場 合,等 の 理 由か ら 専用 回線 が 使 わ れ る。
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3)特 定通信回線

電子計算機を自営で使 うものはほとんどこの特定通信回線 を利用することとなる。 この回

線は電子計算機に接続されデータ伝送の用に供されるが,電 子計算機およびデータ伝送装置

等端末機器は自営でよくまた共同使用や他人使用の途 もある。

(3)回 線設備等の技術基準

当システムで,有 線電気通信に関係する技術基準として次のものがある。 ・

① 公衆通信回線使用契約に係 る技術基準に関する規則

② 専用設備端末機器等の技術基準に関する規則

③ 特定通信回線使用契約に係る技術基準に関する規則

④ 音響結合装置等の技術基準に関する規則

⑤ 船舶に設置する加入電話設備の技術基準に関する規則

公衆通信回線(電 話)使 用契約に係る技術基準に関する規則

全部で5章 からなっているがpそ の中からシステム設計にあたって必要 と思われるものだけ

を掲げる。

a)接 続に必要な条件

①電子計算機等は切 り分け器を備えなければならない。(公 社との責任分担に際し必要な機

器)

②電子計算機等は,障 害時に公社の回線及び公社の装置 と電子計算機等 とを切 り分けて,電

子計算機等を試験できる機能を備えていなければならない。

③電子計算機等には,契 約により接続が認められてい る電気通信回線および電子計算機等以

外のものに接続できる機能 を付加 してはならない。

④ 電子計算機等は,公 社回線への発信および応答に関する機能を備えていなければな らない。

電子計算機等 変復調装置 回線保護装置 網制御装置

擁 ・ 呉 公社の回線鼻11
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図は機能および分界点に着目した接続関係を示す
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前 図に お い て分 界 点 が,a,b,cの 場 合 の それ ぞ れ の 電気 的規 格 が 定 ま っ てい る。

⑥ 電 子 計 算 機等 の う ち,網 制 御 に関 す る機 器 の 品 質規 格は1回 線 当 りの 故障 率 は,1×10-5

(件/時 間)以 下 と定 め られ てお り,こ の 値は 公社 の加 入 電 話の宅 内設 備 に お け る総 合 的

な 安 定 品 質 規 格 よ り良 い もの で あ る。

専 用線 との 分界 点,切 り分 け器,端 末機 器 等 の 自己試 験 機 能,専 用 線 との 分 界 点 に お け る

電 気 的 規 格 お よ び漏 話 減 衰 量 に っ い て は,専 用 者 の 特 別 の 事 由 が あ れ ば,公 衆 電 気 通

信 設備 の 保 守,運 用 お よ び利用 に支 障 を及 ぼ さな い 範 囲内 に おい て,あ らか じ め,公 社 の承

諾 を受 け て特 別 な措 置 を す る こ とが で き る。

専 用 設備 端 末機 器 等 の 技 術 基準 に 関 す る規則

この 規則 は 全 部 で4章 か らな っ てい るが,こ こで は この うち必 要 な機 能 等 に つ い て記 述 す る。

① 端 末 機 器 等 は,切 り分 け器 を備 えな けれ ばな らな い。

② 端末 機 器 等 は,障 害 時 に 専 用線 と端末 機 器 等 と を切 り分 け て,端 末機 器 等 を 試験 で きる機

能 を備 え てい なけ れ ばな らな い。

③ 端 末 機 器等 に は契 約 に よ り接続 が 認 め られ てい る電 気 通 信 回線 お よ び端末 機 器等 以 外 の も

の に接 続 で きる機 能 を付 加 し ては な らな い。 この 規 定 に つ い ては,専 用 設備 に接 続 す る私

設 有 線 設 備に つい て も準 用 す る。 ま た,専 用 線 との 分 界 点,切 り分 け 器 に 関 す る特 別 な措

置 が 可 能 な こ とは 前 項 と同 様 で あ る。

特 定 通 信 回 線 使 用 契約 に 係 る技 術基 準に 関 す る規 則

全 部 で4章 よ りな っ てお り,電 子 計 算 機 等 の 自己 試験 機 能,契 約外 の 電気 通 信 回線 等 との 接

続,私 設有 線 設 備 との 接続 等 は 前 々項 に 定 め られ て い る 規 定 と同 じであ る。 ま た,回 線 との 分

界 点,切 り分 け 器等 に 関す る特 別 な措 置 が 可 能 な こ と も前 々項 お よ び前 項 の規 定 と同 じで あ る。

異 な る 点 は 電 気 的 規格 等 に 定 め られ てい る詳 細 な 値が ち が う程 度 で ある。

音 響 結 合装 置 等 の技 術 基準 に関 す る規 則

音 響 結 合 装 置 に よ る公衆 通 信 網 利 用 の デ ー タ通 信 等 の取 扱 い に つい ての 第2項 に規 定 す る音

響 結 合 装 置 の 技 術 基 準 は,こ の 規則 の 定 め る とこ ろに よ る。

a)電 話 機 へ の 結 合 の 条件

① 結 合 装 置 は,こ れ を結 合 しよ う とす る電 話機 の 改 造 を要 しない もの で あ り,ま た 正 常 動 作

に 支 障 を与 えな い もの で あ る こと。

② 結 合 装 置 の 電 話機 の送 受 器 を結 合 す る部 分 は送 受 器 を損 傷 す る ことな く安 全 に受 入 れ か つ,

容 易 に 分離 で きる もの で あ る こ と。

③ 結 合装 置 が送 出 す る信 号は,加 入 電 話 等 の 交換 設 備 の 動 作 を制御 す る もの で あ っ ては な ら

な い。

等 そ の他,音 響 圧 力の 規定 や保 安 の 条件 が 定 め られ てい る。
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船 舶 に設 置 す る加 入 電話 設備 の技 術 基 準 に関 す る規 則

加 入 電 話 加 入 者 が 船舶 に設 置 す る加 入 電 話 設 備 にか か る もの は 構 内交 換 設 備 等 の 技 術基 準 に

関 す る規 則 の 規 定 を準 用 す る こ とに な って い る。 構 内交 換 設 備 等 の 技 術基 準 に 関 す る規則 の 中

に は次 の ものが 定 め られ て い る。

a)構 内交 換 器の 設 置

交 換 機 は 他の 室か ら遮 蔽 で き る専 用 の室 に 設 置 しな けれ ば な らな い が,手 動 式 で容 量 が 局

線5回 線 で 内線30回 線 以 下 もし くは局 線4回 線 以下 で あ る交換 機 な らび に 卓 上 形交 換 機,壁

掛 形交 換 機 お よ び分 散 形 中 継 台,自 動 式 で キ ャ ビネ ッ ト形交 換機 を設 置 す る 場 合 は この 限 り

で は ない。

手 動 式構 内交 換 機 の 座席 数 は,最 繁 時 に おけ る平 均応 答 時 間 が,1座 席 の 場 合 は5秒 以 下,

2座 席 の 場 合 は4秒 以 下,3座 席 以 上 の場 合 は3秒 以 下 とな る よ うに 算 出 す る。 エ リ ミネ ー

タ 電源 は,内 線容 量30回 線 以 下の 手 動 式 構 内交 換 機 の 電源 に 限 り設 置 で き る。

ま た,構 内 交 換 設 備 の装 置 も し くは機 器 の 壁 や 柱 との 間 の距 離 は,工 事 上,保 全 上O.6～

1.Om以 上 の 間 隔 に しな けれ ば な らない。

d)架 空 線 路,地 下 線 路 の設 計

'電 線 の 種 類
,接 続方 法,裸 線 の場 合 の間 隔,電 柱 の 長 さ,間 隔,末 口 径 が定 め られ てい る。

ま た地 下線 路 は ケ ー ブル の 種 類 や 土被 り等 に つい て規 定 され て い るが,土 被 りに つ いて は 参

考 の た め掲 げ る。

布 設 場 所_ 標準土被 り 備 考

車 道

歩 道

田 畑

そ の他(山 林,宅 地等)

120㎝

60㎝

120(翠

100㎝

他 の埋 設 物 の 関 係等,特 に 理 由 が あ り,ケ ー

ブ ルに 支 障 を与 え な い と判 断 され る場 合 は こ

の 限 りで な い。

C)内 線 電 話 機 の設置h

内 線 電 話機 の回 線 話 中率 が15%以 下 に す る 等 の設 置 の 条 件 を 満足 し なけ れ ば な らない。

ま た,局 線 数 は標 準値 が定 ま っ てお りそ れ に 従 って 算 出,配 分 をす る。

'b)装 置 等 の規 格

構 内交 換 電 話用 品 の うち, .構 内 交 換 電 話 指 定 用 品(手 動 交 換 機,局 線 中継 台,各 種 線 条 等)

は 公 社 の 指 定 仕様 に適 合す る もの でな けれ ば な らな い。、、た だ し,公 社 の 指 定 仕 様 以 外 の構 内

交 換 電 話 指 定 用 品 を使 用 し よ う とす る と き は,あ らか じめ,公 社 の 認 定 を受 け な け れ ば な ら

な い。
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e)私 設線または電話専用線 との接続

構内交換機に私設有線設備の電話回線または専用設備の電話回線を収容するときは,こ れ

らの回線 とその構内交換機に収容する局線 とを接続することができないよ うにするための非

接続装置を設置しなければならない。

(4)型 式認定等に関する技術基準

公衆通信回線ならびに加入電話回線に接続される機器に係る型式認定に関する規則

公衆通信回線ならびに加入電話回線に接続される機器に係 る技術基準への適合性の審査の う

ち,製 造会社またはその代理人が,そ の機器の販売に先立って行なう申請に係る機器の認定を

実施する場合の規約を定めたものである。

a)型 式認定の申請者は,製 造会社またはその代理人とし,所 定の型式認定申請書を提出す る

ものとす る。 、

b)審 査の項目

審査は 「公衆通信回線使用契約に係 る技術基準に関する規則」および 「加入電話等の付属

設備および接続機器の技術基準に関する規則」に定める項目について行な う。

c)審 査の方法

審査は申請書および現品により行なう。ただし審査が書類で可能な場合は,現 品審査は省略

する。また現品は原則として公社の指定する場所へ持ち込むもの とするが,持 込みが困難な

場合は,出 張審査を行なう。

d)型 式認定合格機器の指定

審査の結果 技術基準に適合 してい ると認定 した機器については,型 式認定合格機器とし

て指定し,有 効期間は5年 とする。

データ通信回線ならびに専用線に接続され る機器に係る型式審査に関する規則

この規則は,デ ータ通信関連機器および写真 ・模写伝送関連機器のうち,日 本電信電話公社

の電気通信回線に接続 して使用する機器について,製 造会社またはその代理人からの型式審査

の申請にかかるものに適用する規約 である。審査の項目は 「特定通信回線使用契約に係 る技術

基準に関する規則」および 「専用設備の端末機器等の技術基準に関する規則」にのっとってい

る。その他,審 査の方法や期限は前 々項の規則 と同じである。

音響結合装置等に係る型式審査に関する規則

この規則は,加 入電話等の送受器に結合 して使用する音響結合装置等について,製 造会社ま

たはその代理人か らの型式審査の申請にかかるものに適用する。審査の項 目は 「音響結合装置

等の技術基準に関する規則」による。

型式審査合格指定の期限は定まってお らず,そ のかわ り随時審査(引 続 き技術基準に適合し

ていることを確認するため随時,機 器審査を行な うこと)が ある。
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㈲ 当 シ ステ ムに おけ る適 用可 能 性

後述 し て あ る通 り,公 社 の5カ 年 計 画 の 基 本 方針 の 中 に は,公 共 的 性 格 が 強 く,国 民福 祉 の

充 実 等 に 寄 与 す る シス テ ムに 対 し て積 極的 に サ ー ビス を行 な うよ う明記 され てい る こ とか ら,

当 シ ス テ ム が 公社 の 通 信 回線 を利 用 す る こ とは 当然 の な りゆ きで あ り,ま た,公 社 も当 シ ステ

ム に協 力 す ることには支障がない と思 われ る。 た だそ の 場 合,現 状 の 公社 回線 の 大 幅 な 改 善 を考

え るこ とは で きな い であろ う。 とにか く画 像伝 送 は 試 行 サ ー ビス で,高 速 デー タ伝 送 は1,J

規 格 で 行 な え ば,シ ス テ ム の 通 信 網 と し て は,一 応 整 う と考 え られ る。 また 当 シ ス テ ムが

モデル実 験 システム であ るとい う理 由 で,商 用 試 験 その 他 の方法 に よ り,公 社 に取 り上 げ て もら

い 良 質 の 通 信 回線 を 設 置 しよ うと す る こ とは,公 式 に申 込 み 方 法 が な く,公 社に 直 接,こ の シ

ス テ ムの 有 用 性,公 社 業務 に 対 しての 将 来 性 を 訴 え るな どの働 きか け が 必 要 と な ろ う。

現 在 まで の デ ー タ通 信 シス テ ム の状 況 をみ る と下表 に 示 す よ うに ほ とん どの シ ステ ムは 自営

＼ 年度
システム別の数＼ 39 40 41 42・ 43 44 45 46 47

自 営 シ ス テ ム

直 営 シス テ ム

私 設 シス テ ム

合 計

5

11

6

10

2

12

20

2

22

35

4

39

75

2

7

84

122

3

14

139

188

7

17

212

295

13

21

329

441

27

21

489

自営:公 社 回線 を使 用,端 末 等 は 私設

直営:回 線,端 末 全 てが 公 社

私 設:自 分 で 回線 を引 く もの

シス テ ム で あ り,私 設 シ ステ ムは 数 が 少 な い。 私 設 シス テ ムは 有 線 電 気 通 信法 に基 づ き設 置 さ

れ る もの で,電 子 計 算機 は もと よ り電 気 通 信 回線 もみず か ら設 置 し て構 成 す る もの で あ る。 従

って長 距 離 の 区間 の 電 気通 信 回線 は その 設 置,維 持 に膨 大 な経 費,要 員 を必 要 とす るた め,電

力 会社 や 国 鉄,私 鉄 な ど自 社 の 電線 を設 置 し て い るよ うな 特 殊 な 企 業 に 限 られ てい る。

参 考 の た め公 社 通信 回 線 の 各種 規 格 回線 が どの よ うに 使 われ て い るか を表 に示 す。(詳 細 に

っ い て は巻 末 資料 「サ ー ビス回線 の規 格 等 」 参 照)

規 格 名 用 途

A-1 一 般 に使 用さ れ てい る印 刷 電信 機(テ レタ イ プ)
,デ ー タ伝送 装 置

テ レ メ ー タ,遠 隔 制 御

B-1 現 在 の と こ ろその 普 及 が まだ 限 られ て お り,任 意 の地 点 間 で の 回線

作 成 要 望 に た だ ちに は 応 じ られ ない 場 合 もあ る

C-2 200bit/s以 下 の デ ー タ 伝 送,テ レ メ ー タ,テ レ コ ン ト ロ ー ル
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規 格 名 用 途

D-1 電 話 回線 を利 用 で き る ものの すべ て を包 含 す る。(デ ー タ伝 送,E

CG伝 送,手 書 き書画 伝 送,模 写 伝 送,テ レメー タ,テ レ コ ン トロ

ー ル等)

D-2 武 士
日 戸 、

D-3 模 写 伝 送

D-5 デ ー タ 伝 送,テ レ メ ー タ,テ レ コ ン ト ロ ー ル

D-7 2400biし/s以 下 の デ ー タ 伝 送,テ レ メ ー タ,テ レ コ ン ト ロ ー ル

D-9 4800bit/s以 下 の デ ー タ 伝 送,テ レ メ ー タ,テ レ コ ン トロ ー ル

D-10 写 真 伝 送

D-11 音 楽 放 送

E-1,F-1 AM放 送中継

1-1 高 性 能 な デー タ伝送,写 真 伝 送,模 写伝 送,新 聞紙 面伝 送,あ る い

は 周波 数 分割

1-2 写 真 伝 送,模 写 伝送,制 御 打 合 わせ の た めの 音 声1回 線 を分 割使 用

で き る

J-1,J-2 1-1,1-2と 同 様

試 行 サ ー ビス

(映 像伝送サ ービス)

9

白 黒 また は カーラ ーテ レ ビジ ョン信 号 の 伝送
一-

試 行 サ ー ビ ス

(高 速模写伝送 サービス)

12～24KHzの12KHz帯 域 を用 い 高速 模写 伝 送

現 在 使 わ れ てい る電 話 用通 信 回線 は,通 話 を 目的 とし て設 計 され た もの で あ り,デ ー タ通 信,

フ7ク シ ミ リ伝 送 等 の トラ ッ クを流 す こ とに は 適 し てい な い。 従 って高 品 質 の デ ー タ伝送 等 は

電 話用 通信 回線 に た よ る こ とpsで きな い。 テ レ ビ電話 も5年 後 に 医療 僻 地 に導 入 さ れ る とは 考

え られ な'いの で,当 シ ステ ム に お け る高度 な 機 能 を持 つ通 信 回線 が,す べ て 専用 回線 に な る の

は や む を得 な い で あ ろ う。

端 末 機 器 と回線 と の基 本 的 な結 合の 形 を 次に 示 す。(巻 末 資料 「専 用 回 線 の 用 途例 」も参照)
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オ ンライ ン

データ入出

力 装 置 等

M

モデム

FAX

ECG

写 真

データ入出

力 装 置 等 音 響

カプラ

FAX

ECG

写 真

TEL

交
換
機

公
衆
通
信
回
線

M CPU

M

オ フラ イン

データ入出

力 装 置 等

FAX

ECG

写 真

ど ・・ラ・・

回

TEL

オ ンライン

デ ー タ入 出 力 装 置 M

特定通信回線
M CPU

モ τム

デ一 夕入 出

力 装 置 等

FAX

ECG

写 真

FAX
デー タ入出ECG

力 装 置 等 写 真

～ ・・ラ・・

国

(6)公 社 の将 来 計 画

公 社 の第5次5カ 年 計 画(昭 和46～52年)と して次 の よ うな事 業 内容 が 公 表 されて い る。'

1)加 入 電話 の積 滞 解 消 とサ ー ビ.スの 多様 化

2)手 動 式電 話局 の 自動 化 を完 了す る

3)デ ー タ通 信 や 画 像通 信の 拡 充 開 発

4)総 合 電 気 通信 網 の 形成

これ ら計画 の基 本 方 針 は 次 の よ うな 考 え方 に基 づ い てい る。

① 経 済 の効 率 化 と国 民 福祉 の 充 実 に 資す る

② 情 報 化社 会 の 発 展 に 寄 与 す る
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③ 事 業(公 社)の 発 展基 盤 を強 化 す る

④ 電 話 料 金 の合 理 化 に つい て検 討 す る

公 社 では,生 活 圏 の拡 大に と もな い,地 方 中 小 局 の 普 通加 入 区 域の 拡 大 や,手 動 式 局の サ ー

ビ ス改 善 を はか るた め,昭 和52年 度 末 ま でに 手 動 式 局 の 自 動 化 を完 了 す るよ う計 画 して お り,

ま た民 間 企 業 等 が 行 な うデ ー タ通 信 に必 要 な 通 信 回 線 に つ い て は,高 速 デ ー タ伝 送 を含 め サ ー

ビ ス品 目の 多 様 化 の推 進,特 定 通信 回線 サ ー ビ スお よ び 公 衆通 信 回線 サ ー ビスの 充 実 を計 画 し

てい るが,と くに公 社 が 行 な う デ ータ通 信 に つ い て は公 共 的 性 格 の 強い シ ス テ ム,全 国的 な ネ

ッ ト ワー ク を構成 す る システ ム,開 発 先導 的 システ ム に 重 点 を お き,国 民 福 祉 の 充 実,経 済 社

会 の 発 展に 寄 与 す る ナ シ ョナ ル プロ ジ ェ ク トを積 極 的 に推 進 す る 考 えで あ る ら し い。 画像 に 関

す る もの と し ては,遠 隔 地 間 の 事務 連 絡 や監 視 の 能率 化,教 育 効 果 の向 上 の ため 等,最 近 に お

け る画 像通 信 に 対 す る強 い 要 請 に 応 え,映 像 伝 送 をは じ め と し て,模 写伝 送,テ レ ビ電話,心

電 図伝 送,手 書 き書画 電送 等 の サ ー ビスを提 供 す るよ う計 画 して い る。 な お,今 後 予 想 さ れ る

電 気 通信 サ ー ビスの 高 度 化,多 様 化 に効 率 的 に対 処 す る ため,電 子交換 機 や 各種 新技 術 を導 入

し逐 次,総 合 電 気 通信 網 を形成 してい く方 針 の よ うで あ る が,当 シ ス テ ム に 応 用 す る に は

ま だ時 期 尚早 と思 われ る。(低 速 か ら数10Kbit/sま での デ ィ ジタル デ ー タ交 換 網 で 誤 り率 は

一6 程度
,接 続 時間 は1秒 以 下)10

・音響結合装 置等 に係 る型式 審査 に関

す る規則通 話の 用途

公衆通信回線

専用回線

データ伝送の用途

(デ ータ通信 設備サービス)

特定通信回線

(CPU用)

専用回線

(そ の他)

']公衆通信回線

利用規程

デ ー タ通 信 利

用 規 程
㌢

専用設備利用

規程

o音 響結合装置等の技術基準に関する

規則
O公 衆通信回線使用契約に係る技術基

準に関する規則
O船 舶に設置する加入電話設備の技術

基準に関する規則

・公衆通信回線ならびに加入電話回線

に接続される機器に係る型式認定に

関する規則
・データ通信回線ならびに専用線に接

続される機器に係る型式審査に関す

る規則

○特定通信回線使用契約に係る技術基

準に関する規則
O専 用設備端末機器等の技術基準に関

する規則

・ご麟 麓 式認定に関す麟)

図3-3公 社回線の提供を受ける場合の関連法規

一145一



3.3私 設 回線 を設 置 す る場 合

(1)有 線電気通信法の概要

この法律は,有 線電気通信設備の設置および使用を規律 した ものである。

a)有 線 電気通信設備の届出

有線電気通信設備を設置しようとする者は次の事項を記載した書類を添えて設置工事の開

始の日の2週 間前までに,そ の旨を郵政大臣に届け出なければならない。

①有線 電気通信の方式の別

②設備の設置の場所

③設備の概要

2人 以上共同して行なう業務に必要な通信を行なうため,そ の業務を行な う者が郵政大臣

の許可 を受けて設置する場合には,申 請書に次の事項を記載 した書類を添えて,郵 政大臣に

提出しなければならない。

①設置を必要とする事由

②上記の①か ら③まで

b)設 備の接続

有線電気通信設備 を設置した者は,そ の設備と他人(公 社および会社 を除 く)の 設置した

有線電気通信設備とを相互に接続させてはな らないが,1の 構内または1の 建物内にある2

以上の構内等設備を接続するときや,相 互に緊密な関係を有する業務に必要な通信を行な う

ため,こ れ らの業務を行なう者が設置 した有線電気通信設備を郵政大臣の許可を受けて接続

するとき等の場合には認められる。

e)技 術基準

有線電気通信設備は政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。-

d)有 線電気通信の秘密の保護

有線電気通信の秘密は侵 してはな らない。

e)準 用規定

c)の規定については,有 線電気通信設備以外の設備であって,送 信の場所 と受信の場所 と

の間の線条その他の導体を利用して,電 磁的方式によ り,信 号を行なうための設備に準用す

る。 たとえば鉄道事業等。

f)他 人の通信の用に供することの制限

原則 として他人の通信の用に供 してはな らないことになっている。

② 有線電気通信設備令

有線電気通信法第11条(技 術基準)の 規定に基づき制定された政令である。船舶安全法の

規定によ り船舶内に設置する有線電気通信設備はこの政令から適用除外される。
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a)通 信 回 線 の 平 衡度

通 信 回 線の 平衡 度 は1KHzの 交流 に おい て30dB以 上 でな けれ ばな らな い。

b)線 路 の 電 圧お よ び線路 に 送 る電 力

通 信 回 線 の線 路 の 電 圧は100V以 下 で なけ れ ば な らない。 ただ し,線 路 とし て ケ ー ブル の

み を使 用 す る と き,ま た は人 体 に危 害 を及 ぼ し,若 し くは 物件 に損 傷 を 与 え る お それ の ない

時 は この 限 りでは な い。 通 信 回 線 の線 路 に送 る電 力 は郵 政 省令(有 線 電 気通 信 設 備 令 施 行 規

則)で 定 め る通信 回線 を 除い ては,送 端 に1000HzOdBの 電力 を加 え た 場 合 にお い て,絶

対 レベル で表 わ し た値 で,そ の 線路 の 電 流 の 周 波 が音 声 周波 数 であ る ときは+10dB以 下
,

高 周 波 で あ る と きは+20dB以 下 で な け れ ば な らない 。

c)架 空 電線 の支 持 物

架 空 電線 の支 持 物 は,そ の 架 空 電線 が他 人 の設 置 し た架空 電線 ま た は架 空 強 電 流電 線 と交

叉 し,ま た は接 近 す る と きは,支 持 物 が郵 政 省令 で定 め られ た距離 を保 た な けれ ば な らな い
。

ま た道 路 上 に設 置す る電 柱,架 空 電 線 と架 空 強 電流 電線 とを架 設す る電 柱 そ の 他 の郵 政 省 令

で 定 め る電柱 は,郵 政省 令 で 定 め る安 全 係 数 を もた な けれ ば な らな い。

d)架 空 電 線 と他 人 の設 置 した 架空 電線 等 との 関{$

架 空 電 線 は,郵 政 省令 で定 め る とこ ろに よ らな けれ ば,架 空 強電 流 電線 と同 一の 支 持 物 に

架 設 しては な らな い。

その 他,地 中 電 線,海 底 電 線,屋 内 電線 等 に つ い て規 定 が 定 め られ てい る。 この 設 備 令'を

現 場 に 一段 近 づ け た もの が次 に 記 す有 線 電 気 通 信 設 備 令施 行 規 則 で あ る。

(3)有 線 電 気通 信 設 備 令施 行 規 則

前 記 の法 令 を具 体 的 な数 値 で置 き換 え た文 章 に な っ てお り,項 目に つ い て は ほ ぼ 同 じ内 容 で

あ る。

(4)他 の関 連 す る法 規

私 設 通 信 回 線 を構 内 に設 置 す る場 合 に は,構 内交 換 設備 等 の技 術基 準 に 関 す る規則
,(船 舶

に 設 置 す る加 入電 話設 備の 技 術 基 準 に 関 す る 規 則 の 項 に 記 入 した
。)に の っ と り工 事 で き る

が,そ れ 以外 の地 域 では 有 線 電 気通 信 法 以外 の法 律 に関 係 して くる。 た とえ ば,

土 地 収用 法

道 路 法

運 輸 省設 置 法

自衛 隊 法

郵 便 法

等 が あ げ られ る。

㈲ 当 シ ステ ムに お け る適 用可 能性
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す で に一 部 で はCATV等 の 通 信 網(放 送 網)が 実 用 化 され てい る よ うに,同 軸 ケ ー ブル を

使 っ て の通 信 回 線 を設 置 す るにつ い て 基 本 的 な技 術 上の 問題 は 解 決 され て い る とい 、っ てよ い。

この 大容 量 の 通 信 回線 が 実 現 すれ ば,公 社 の 画 像 試 行 サ ー ビスが4MHz幅 で あ るの に 比べ て

も,当 シ ステ ム に と っ ては 有効 な もの とな る。

医療 の た め の 目的 の み で,広 い地 域 に 同軸 ケ ー ブル を張 りめ ぐ らす 乙 とは,コ ス トが 大 きす

ぎ るが 医療 上 の 僻 地 で あ る地 域 は同 時 に テ レ ビ難 視 地 域 で あ る こと も多 く,そ の対 策 と し て設

置 す るCATVを,住 民 の同 意 の もとに 借 りる方 法 が あ る。 こ こで 法 律 の面 か ら問題 とな るの

は,1有 線 電 気 通 信 法 第10条(他 人 の 通 信 の用 に供 す る こ との制 限)で あ り,原 則 と し て他 人 に

この 通 信 回線 を使 用 させ る こ とは禁 止 され てい る。 その 適 用 除 外条 件 と し て16項 ま で掲 げ てあ

る が,実 現 の 可能 性 は 同条14項 お よ び16項 が 当 シ ス テ ムに 適用 され るか 否か に か か っ てい る と

思 わ れ る。

14項;災 害 救 助 法 の 規 定 に よ り市 町 村 長等 が使 用 す る と き

16項;公 共 の利 益 の た め特 に 必 要 が あ る場 合 であ っ て,t郵 政省 令 で 定 め る事 由が あ る と き

3,4電 波 の 割 当 て の 可 能 性

医療 機 器 シス テ ム にお い て無線 電 波 と くに 画 像伝 送 帯 域 の 電 波割 当 ての 可 能 性 が,シ ス テム設 計

に 大 き く影 響 を及 ぼ す。 そ こで 関 連 法 規,電 波監 理 局 の 監 理 行 政 に つ い て述 べ る。

(1)要 約

電波 の 割 当 て事 情 に つ い て は 日本国 内 は もとよ り世 界 的 に もき び しい状 態 に あ る。 とくに映像

伝 送 に つ い て は その 帯域 幅が 大 きい こ とか ら割 当 て を得 る こ とは 非 常 に 困 難 で あ る。

現 在 映 像 伝 送 と して 認 可 され て い る業務 は

①NHK、 民 放 テ レ ビ局(4MHz幅)

② 産 業 用 テ レ ビジ ョン(ITV)局(1MHz幅)

③ ア マチ ュア無 線 局(4MHz幅)

であ る。

当 シス テム にお い て,画 像帯 域 の 無線 を使 用 し よ う とす る場 合 に 門 題 にな る こ とは

① 物 理 的 に 使 用 で き る周波 数 の 余 裕 が極 め て少 ない こ と

② 前 記① か ら派生 す る こ と と して少 ない 周 波 数 を国 民に 公平 に 分 配 す る場 合の 優 先順位 を

どうみ るか

とい うこ と で あ る。.

関 連 諸 法 規,電 波 監 理 局 の電 波 監理 の 状 況 か ら総 合 的 に 判 断 す る と

①800MHz帯 の 電 波 を使 用 す るITV無 線 局(IMHz幅)で あれ ば 可能 性 があ る。

② これ 以 上の 例 え ば4MHzの 帯域 幅 を とる こ とは難 し い。

と考 え られ る。
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な お,ア マ チ ュ ア無 線 に つい て は,そ の 定 義 が電 波 法 施行 規 則 第3条 に 「金 銭 上 の た め で な

く,も っ ぱ ら個 人的 な 無 線 技 術 の興 味 に よ っ て行 な う自 己訓 練,通 信 お よ び技 術 的研 究 の 業 務 」

とあ ること,さ らに430MHz～440MHz帯 の み で あ る こ と か ら,当 シ ス、テ ム に お い て ,ア

マ チ ュア無 線 帯 域 を利 用 す る こ とは適 当 で ない と思 われ る。

前 述 の 結 論の 背 景 お よび 映 像 帯域 よ り狭 い 周 波数 帯 域 を申 請 す る場 合,種 々考 慮 す べ き事 柄

に 関連 す る法 規 に つい て以 下 に 記述 す る。.

② 法 規 お よ び文 章

無 線(放 送 を 除 く)に 関係 す る法 令,規 則 お よ び文 書 は次 の よ うな もの が あ る。

① 法 律 … …電 波 法

② 政 令 … 「電 波法 令集 」

③ 規 則(省 令)

④ 事 務 規程 集 … … … 「事 務 規 程 集 」

⑤ 通達

⑥ 局内文書

「通達集」

「周波数の割当原則」等

各 項 の右 に 記 し た の は,こ の調 査 に おい て参 照 され た 資料 で あ る。

大 体 ①,②,③ の順 で成 立 し,関 連 す る④,⑤,⑨ が後 で出 て くる。 大 枠 が ① ② ③ で定 め ら

れ,実 際 の 運 用 で必 要 な事 項 が④,⑤,⑥ に 書 かれ てい る。

以 下① ～⑥ の 順 で,本 シス テムに 関 係 す る箇 所 の み を掲 げ る。

① 電 波法 は 理 念 上重 要 な の で それ の抜 粋 を次 に 記 す。

電 波 法 抜 粋

第2章 無 線 局 の 免許

第4条(免 許 制度)

無 線 局 の設 備 には 郵 政 大 臣 の 免許 が必 要 で あ る。

第6条(免 許 の 申請)

免許 を受 け よ う とす る もの は大 臣に 申 請 書 を 提 出 せね ばな らな い。

第7条(免 許 申請 の 審 査事 項)

申 請 書 が 出 され た場 合,郵 政 大 臣 は 次 の4項 に つい て,こ れ を 審査 せ ね ば な らな い。

1.省 令 で 定 め る技 術基 準 に 適 合 す る こ と

2.周 波 数 の 割 当 が可 能 で あ る こ と ・

3.業 務 維 持 に足 る財 政 的基 礎 が あ る こ と

4.省 令 で定 め る無 線 局 の開 設 の根 本 的基 準 に 合 致 す る こと

第3章 無 線 設 備

第4章 無 線 従 事 者
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第39条(無 線 設 備 の操 作 の有 資 格 者)

第41条(無 線 従事 者 の 免 許)

第5章 運 用

第6章 監 督

第7章 異 議 申立 て お よ び訴 訟

第8章 雑 則

第103条(申 請 ・検 査 等 の 手 数料)

第9章 罰 則

② 政 令 は 電 波 法 に関 連 す る もので は次 の2項 のみ で あ る。

1)無 線 従 事 者 操作 範 囲 令(電 波 法 第39条 関連)

2)電 波 法 関 係 手 数料 令(同 第103条 関 連)

③ 規 則(省 令)は 同法関 連 は 次 の8項 で ある。なお 電 波 法第7条 の 各 項 との関 連 を()内 に

'
併 記 す る。

1)電 波法 施 行 規則(技 ・周)

2)無 線 免 許手 続 規 則

3)無 線 従 事 者 国家 試験 お よ び免許 規則

4)無 線 局 運 用 規則

5)無 線 設 備 規則(技)

6)無 線 機 器 形式 検 定規 則(技)

7)電 波 法 に よる伝搬 障害 の 防 止 に関 す る 規 則(建 造 物 に 関 す る もの)(技)

8)無 線 局(放 送 局 を除 く)の 開設 の根 本 的基 準(開)

(技)…7条1項 の 技 術基 準,(周)…7条2項 の 周波 数の 割 当,(開)…7条4項 の 開 設

の 根 本基 準 で あ る。

④ 事 務 規程 集 は 目次 集に 示 す と お りで あ る が,電 波法 第7条 と関 連 が深 いのは次 の2項 で ある。

1)地 方 電 波 監理 局 で行 な う無 線 局 に 関 す る技 術 審 査基 準(局 達 四 一三)

2)地 方 委 任局 の電 波 の 形 式 周波 数 空 中線 電 力 等 の指 定基 準(局 達 四一 四)

… …施 行 規 則 第19条 一3∫ ζい う 「周 波数 表 」

⑤ 通 達 に関 し ては 次 の3項 が と くに注 目 され る。

1)800MHz帯 の 電波 を使 用 す るITV無 線 局 の 免許 申請 に対 す る処 理 に つ い て(郵 波 陸

518号)

2)無 線 局(放 送 局 を除 く)の 開 設 の 根本 基準 に関 す る規則 第4条 お よび 第8条 に 該 当 す る

固 定 業 務 用無 線 局の 免許 申 請 に 対 す る処 理 方 針 に つい て(郵 波 陸2099号)

3)周 波 数 の 公 開 に つい て(郵 波 周401号)
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(電 波 法第26条 と施行 規 則 第2章2節 の 周 波数 の 公 開 につ い て は次 の2冊 で 行 な う。

1)周 波 数 の割 当 原則

2)周 波 数 リス ト(昭 和31.4.1)

⑥ 局 内 文書 は 周波 数 の公 開 に関 し上記2冊 が あ る。

「周波 数の 割 当 原則 」 に つ い て

国 際的 な割 当 て,わ が国に割 当て られた分 の業 務別 の 振 分 け 等 が 書か れ てお り,電 波 法 施 行

規則 第19条1項 お よ び2項 に対 応 してい る と考 え られ る。

(3)審 査事 項

前 述 の電 波 法 に は 電波 の 割 当 て 申請 が出 され た場 合 の 審 査 内容 が 第7条 に 簡 単 に示 され てい

る。 技 術 基 準,周 波 数割 当 て,根 本 基 準 に つ い て関 連 す る諸法 規 につい て以 下 に 詳細 に 記述 す

る。

技 術基 準

技 術 基準 につ い ての 関連 法 規 に は次 の もの が あ る。

① 電 波法 施 行 規則)

こ の規則 に は技 術基 準 だ け でな く,他 の 種 々の事 項 に つい て総合 的 に 規 定 され て い る
。

(電 波 法 施 行 規則 目次参 照)

② 無 線 設 備規 則

この 規則 には 無 線 設 備 お よ び高 周 波 利 用設 備 に関 す る条件 が 詳細 に 定 め られ てい る
。(無

線 設 備 規則 目次 参 照)

③ 無 線機 器 形 式 検 定 規則

電 波法 第37条 に は検 定 に合 格 し た もの で な け れ ば設 置 で きない無 線 設 備 が指 定 され てお

り,こ の 規則 は そ の合 格 の 条件,申 請 手続 等 を定 め て い る。

④ 電 波法 に よる 伝搬 障 害 の 防 止に 関 す る規則

この 規則 は無 線 設 備 に 関 す る もの で は ない が,電 波 伝 搬 障 害 を起 こさせ るおそれの あ る建 築

物 に 関 して規 定 し た もの であ る。

⑤ 地 方 電波 監 理 局 で 行な う技 術 審査 基 準(事 務 規 程 集)

実 際に技 術審 査 を 行 な う場 合 この よ うな 事 務 規 定 を基 準 に して 行な うこ とに な る。,

周 波 数 割 当 て

関 連 法 規 は 次 の と お りで あ る。

① 電 波:法第26条(周 波 数 の 公 開)の 規 定 を詳 し く述 べ て い る。

そ の 内容 は お よ そ

・周波数 表 の 内容 内訳(第19条)

・公 衆の 閲 覧(第21条)
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等 に つい て記 され てい る。

② 事 務 規程 集

「地方 委任 局の 電 波の 形 式,周 波 数,空 中 線 電 力等 の 指 定 基 準(用 達 四 一 四)」

施 行 規 則 第19条 に示 され て い る 割 当 て る べ き 周 波 数 お よ そ の 発 射 場 所(地 区)

の ほか,免 許 人 ・用途 等 に つい て記 され てい る。 な お800MHz等 に っ い て は記 され て い な い。

③ 通 達 集

1)「800MHz帯 の 電波 を使 用 す るITV無 線局 の 免許 申請 に対 す る処 理 につ い て」

こ こで は1MHz幅 で割 当 て られ て い る。

2)周 波 数 の 公開 に つい て

周 波 数 公 開 に つい て は次 の2冊 で 十 分 で あ る と述 べ られ てい る。

。 周 波 数 の割 当 原則

・ 周波 数 リス トー 上 記② が 該 当す る。

④ 周波 数 割 当 ての 原則

施 行 規 則 第19条1,2で 示 され た

・ 「全 世 界 お よ び 第三 地 域 に分 配 せ られ た 業務 別 周波 数 帯 」

・ 「国際会議に於て日本に分配せ られた周波数およびそれ以外の周波数で日本が利用で

き,郵 政 大 臣 が 業務 別 に 分配 して い る もの 」

に つ い て記 され てい るg具 体 的 な 免許 人 等 に つい ては 記 され てな い。

こ こ で 周波 数 間隔 は1MHzで 記さ れ てい る。

以上 の 内 容 か ら結 論 的 な もの をひ き出 してみ る と,現 状 で割 当 てが 可能 であ るの は,② の 指

定 基 準 ま たは④ の 割 当 て原則 にすでに載 っ てい る許 可 人 と周 波 数巾 で あ る。 この うち当 シ ステ ム

に 該 当 す るの は800MHz帯 で あ るが,こ れ は③1)の 通 達 に 書 か れ てい る よ うにlMHzの

周波 数 幅 が 原則 で あ る。

割 当 て原 則 の 変 更 を考 慮 す る と,こ の場 合 その変 更 ・追加 は無 線 局 開 設 の根 本基 準(規 則) .

に よ ってい る と考 え られ るの で,こ の 法 文 の内 容 を検 討 しな け れ ばな らな い。 法 文の 内容 は次

郎 で 取 り上 げ るが,該 当 す る公 共 業 務 用,実 験 局,そ の 他 の 一般 無 線 局(ア マ チ ュ ア局 は 該当

しない)に 当 シ ス テム の業 務 が 当 ては ま るか が 問 題 で あ る が 郵 政 省 電 波 監 理 局 の 見 解 で は

「4MHzの 帯域 巾は 帯 域 を占 有 し す ぎるの で 公共 業 務 用 の み 許 可 し てい る6公 共 業 務 に は現

状 で は ガス 事 業等 も入 ってお らず 非 常 に 限 られ て い る。」 との ことで あった。 実 際 には 周波数 の

割 当 て原 則 で相 当の 帯 域 が 空 い てい た り,事 務 規 程 の 指 定基 準(前 出② の 用達 四 一 四)に 書 か

れ てい る よ うに放 送 事 業 や無 線 機 器 製 造 業 者(船 舶 用 レー ダ使 用)等 に 数MHzか ら数 十MHz

の 幅 で 免許 が 与 え られ てい るわ け で あ るが,根 本 的基 準お よ び その 解 釈(解 釈 に つい ては 文 書

等 に 従 う もの で あ るが,固 定業 務用 無 線 局 の 申請 の 処 理 方針 に関 す る通 達 で 述 べ られ てい る公
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共中 心 の 考 え や周 波数 の割 当 て原 則 お よ び800MHzに 関 す る通 達 に 貫 かれ てい る公 共 的 な も

の以 外 は1MHz幅 が 原 則 で あ る とい う考 え 等 が あげ られ る。))ec合 わ な い 限 り
,周 波 数 の 割

当 て原 則 の 変 更 追 加 は で き ない 。

従 っ て4M耳z巾 に 関 じ て結 論 的 に い うな ら,政 治 的 な 配 慮 で 開 設の 根本 基 準(規 則)が 変 『

更 され るか(こ れ は 余 り考 え られ な い。),
.開 設 の根 本 基 準の 解 釈 が変 更 さ れ る こ と,(つ ま り

具体 的 には 先 に あ げ た,"処 理 方 針"の 撤廃 を 含 む動 き があ る こ と)が 当 シ ステ ムに4MHz

幅 以 上 の無 線 局 の 許 可 が与 え られ るた めに は 最小 限 必 要 で あ る と考 え られ る。

根本 的 基 準

電 波 を割 当 て る場 合 の基 本 的 な考 え方 が規 則 とし て定 め られ てお り,こ れ が 「無線 局 の開 設

の 根 本 的 基 準 」 であ る。

この 中 の 第4条 は 公 共業 務 用 無線 局 で あ り,第8条 は 一 般 無 線 局 の 規 定 で あ る。

当 シ ス テ ム に 使 用 され る 場 合 の 無 線 局 が ,こ の 第4条 の 公 共 業 務 用 無 線 局 に 該 当 す

るか否 か は,か な り議 論 の あ る と こ ろで あ ろ う。

(こ の 規 則 の 主 要 な 部分 を 後 に かか げ るの で参 照 の こ と)

ま た この 規 則 の主要 部分 に対 す るよ り詳 細 な取 扱 い に つ い て,電 波監 理 局 長 よ り通達 が出 され

てお り,そ れ は

[無線局の開設の根本的基準に関する規則第4条 および第8条 に該当する固定業務用無線局

の免 許 申請 に 対 す る処 理 方 針 に つい て」

で あ る。

(4)電 波 割 当 ての 実 際'e

これ ま で の説 明 に お い て,法 規 上 か らみ て割 当て がい か に 厳 しいか をみ たが
,割 当 て の実 情

につ い て 以 下 に 概 観 す る。

割 当 ての 状 況 は

「地方 委 任局 の 電 波 の 形式,周 波数,空 中 線 電力 等 の指 定基 準(以 下単 に 指 定基 準 と略 す)」

の 第4条 に付 け られ た付 録 と し て 一覧 表 があ り,こ れ を分析 し てみ る。 この 一 覧表 は1号 か ら

18号 に わ た っ てお り,無 線 局 の種 類 ごとに 割 当て 電波 が記述 され てい る
。 無 線 局 の種 別 は 電 波

法 施行 規 則 第4条 の 定義 に 従 った もの で あ る。 この うちの 固 定局 と陸 上 移 動 局 と アマチ ュ ア局

が重 要 で あ る か ら,以 下に そ の状 況 を 記述 す る。

固 定 局

固 定 局 の 定義 は 電 波法 施 行 規 則 第4条 に あ り,こ れ を

「固 定 業 務 を行 な う無 線 局 を い う」 .

と してい る。 指 定規 準 の 付 録 第1号 が 固定 局 の指 定 電 波の 一 覧 表 であ り
,周 波数 別 に 用 途,使

用地 域,免 許 人 が 区分 され て い る。
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用途 の 種 類 は大 略 次 の とお りで あ る。

消防 用,水 防 用,電 気 事 業 用,国 鉄用,地 方 行 政用,警 察 用,海 上保 安 用,官 庁 用,地 方

鉄 道 用,気 象 用,金 融 事 業 用,公 衆 通 信 用,防 災行 政 用,新 聞 通信 用,ガ ス 事業 用,赤 十

字業 務 用,公 害対 策 用,等 。4

これ らの 個 々 の割 当 て 周 波数 は 一 覧 表 に よ るが,例 え ば 大 阪府 に お け る大 気 汚 染 対策 用 無 線

局 と し て使 用 し てい る もの と して,公 害 対策 用 の 電波 が あ り,基 準 上の 電 波 は411.05MHz,

411D75MHz,411.10MHz,411.125MHzの4種 で帯 域 が16KHzで あ るの に 対 し,こ の う

ちの411.05MHzを 使 用 し てい る。

本 シ ステ ム で電 波 の 割 当 て を受 け る場 合,ど の よ うな 状 況に な る か を考 察 す る と,例 え ば地

方 行政 用 と して地 方 公 共 団体 が使 用 す る形 で本 シス テ ムが 利 用 す る とか,あ るい は 新 規 に電 波

の 割 当 て を受 け るこ とが 考 え られ る。 これ は既 述 の とお り画 像 伝 送 に は無 理 で あろ うが,音 声

帯 域 で あれ ば可能 性 が あ る もの と考 え られ る。

陸 上 移 動 局

陸 上 移 動 局 の 定義 は

「陸 上 を 移動中 また は その 特 定 し ない地 点 に停 止 中 運 用 す る無 線 局 をい う」

と してい る。 指 定基 準 の 付録 第10号 が 陸 上 移 動業 務 の 無線 局 の一 覧 表 で あ る。

用 途 は 前 述の 固 定 局 の 場 合 とほ とん ど類 以 してい るカ～ 独 特 な もの と して コ ンテ ナ 荷役 用 が あ

るo

法律 上 も用途 上 も,固 定 局,移 動局 に 差 はな く,シ ス テ ム設 計 にお い て も,こ れ らの 両 極の

局 を性 格 が 異 な る と し て区 別 す る必 要 は な い と考 え られ る。

ア マ チ ュ ア局

アマ チ ュア局 の 場 合 は,そ の 性 格 か ら これ 以 上の 用途 分 け の 必要 性 がな く,当 然 用 途 分 け の

規 定 もない。TV画 像 用 に は 周波 数430MHz～440MHz等 が 割 当 て られ てい る。 この 範 囲 は

「動 作 す る こ と を許 され る 周波 数 」 で あ っ て,こ の 中 を細 か く分 割 をす る こ とは して お らず,

この点 固 定 局,移 動 局 の場 合 と 形態 が 異 な る。

そ の 他

800MHz帯 産 業用 テ レ ビ ジ ョン(ITV)局 に つい て は,指 定基 準 で は 触れ られ てお らず,

これ は前 述 の

「800MHz帯 の 電 波 を使 用 す るITV用 無 線 局 の免 許 申請 に対 す る処 理 に つい て」

とい う標 題 の通 達 に 述 べ られ てい'る。
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4.救 急 業 務 お よ ぴ 災 害 救 助 活 動 と の 関 連

こ こでは 救 急 搬 送 関係 の 業務 を中 心 として 災害救 助 活 動 や 救急 医 療 全般 に う い て も多 少 は 触れ て

い く こと に す る。 この よ うに範 囲 を ひ ろげ た主 な 理由 は,以 下 の 理 由 に よ る。,'

(1)救 急 医療 シ ス テム とい う観 点 か らみ る と,救 急 搬 送 関 係 だ け の業務 では,ク ロ ー ズ ドに な ら

な い。

② 救 急搬 送 関 係 の 法 規 ・業 務 を ただ単 に抜 き書 きす る だけ でな く,救 急 医療 シ ステ ム 全体 の 中

で位 置 づ け す るこ とが 有用 だ と思 わ れ る。

(3)問 題 点 の 発 見 とい う点か らみ て も,イ ンタ ー フ ェース 部 分 を全 体の 中 で把 握 す る 必要 が あ る。

ま た,当 然 の こ とな が ら,本 報 告 書 の 主 題 が 医療 機 器 シ ステ ムで あ るこ とか ら,消 防 庁 関 係 で大

きな ウエ イ トを持 っ てい る と思 わ れ る消 防 その もに つい ては,こ こで は対 象 とせ ず,他 との 重 複 を

避 け るた め救 急業 務 に 関 す る法 的 考 察 を中 心 に して い る。

4.1救 急 医療 の現 状 一 そ の法 的側 面

以下,救 急医療関係法令 ・救急医療業務(法 的面を中心 とした)に ついて順次その現状を述べ る

ことにする。

4.1,1救 急業 務 関 係 法 令 の概 要

法 令 と しては 国 家法(た とえば,消 防 法 ・消防 組 織 法等)ば か りでな く,政 令 ・省 令 ・告 示 ・通

達 筆 で き るか ぎ り広範 に と りあげ るよ う努 力 した が,都 道 府 県条 令 ・市町村 令 は 現 在 の と ころ対 象

とす る地域 が確 定 してい な い た め,ま た,全 国 的に その よ うな 法令 を 集 め る こ とは 困 難 で あ った の

で,ほ と ん ど触 れ る ことが で きな か っ た。 したが っ て,こ こで扱 う もの は全 国 的 に 共 通 す る事 項 に

限 られ て しま っ た の で,特 定の 地 域 を 対象 とす る場 合 は,さ らに そ の地域 で の 市 町 村 令 等 を加 味 す

る必 要 が生 じよ う。 、

救急 関 係 の 法 令 を大 き く分 類 す る と,概 略図4-1の よ うに な る。
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救急組織 ・搬送業務等に関係する法令

同 施 行 令

同施行規則

救急業務実

施基準につ

いて

消防組織法

救急業務を行なわなければ

ならない市町村を指定する

告示

救急用通信系に関係す る法令

救急施設強化に関する法令

消防施設強化促進法

国が行なう補助の対

象となる消防施設の

基準i額

消防施設等整備費補

助金及び消防吏員待

機宿舎施設整備費補

助金交付要綱につい

て

救急車の運行等に関係する法令

道 路 交 通 法

同 施 行 令

救急医療機関等に関係する法令

救 急 病 院 等 を定 め る省 令(厚 生 省)

厚 生 省 医 務 局長 通 知

図4-1救 急 医療 関係 法 令 一 覧
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以 下 に お い て,こ れ らの 法 令 の 解説 を 述べ る。 な お,関 係 法 令 の条 文 は巻 末 に っ け る。

4.1.2救 急 業 務 お よ び関連 事 項

こ こで は 救急 医療 業 務 お よ び関 連 事 項 に つ い て主 に法 的 考 察 を 行 な う
。

(1)救 急 医療 の 主 な主 体 と そ の役 割

救 急 医 療 業 務 の 行動 主 体 は,現 在 の とこ ろ,大 き く分 け る と,救 急 医療 サ ー ビス の対 象 とな

る地 域 住 民,搬 送 の 中 心 とな る消防 機 関,救 急 患 者 を受 入 れ,治 療 す る 医療 機関(主 に 救 急 告

示 病院),救 急 医療 の 企 画 ・立 案 ・法 制 化等 を主に 行 な う関 係 行 政機 関(自 治 省 消防 庁 ・自治

省 ・厚 生省 ・文 部省 ・都道 府 県 等),救 急 医療 サ ー ビス を主 に サポ ー トす る立 場 に あ る関 連 機

関(警 察 ・自衛隊 ・医 師会 ・日赤 ・血 液銀 行等)に 分 類 され る。

以 下 に,上 記 の 行動 主 体 とそ の役 割 に つい て述 べ る が,関 係 行政 機関 ,関 連 機 関 に っ い ては,

関 係 す る法 令が 広範 に わ た る ため ここ では 触 れ ない。

1)地 域 住 民

地 域 住 民 が 救急 医療 シス テ ムの 対 象 とな る場合 は

① 救急 患 者 と し て

② 上記 患 者 の関 係 者 と し て

の 場 合 が主 に 起 こ り うるで あ ろ う。

ま た,救 急 患 者 の 発生 場 所 は,

Q公 共 の 場(た とえ ば・ 公 の道 路 上 での 交通 事 故 ・劇 場 や駅 での急 病 等)

② 非 公共 の場(た とえ ば,自 宅,私 有地 内 等)

が 考 え られ る。

救 急 患 者 の 関 係 者 は,公 共 の場 では,そ こに 居 合 わ せ た 人 とか 発生 場所 の施 設 の 従 業 員 や 管

理 者,ま た は警 官 等 が 考 え られ る。 非 公共 の 場 に お い ては,家 族 ・親 類 ・知 人 等 とな ろ う。

以 下 に 救 急 医療 シ ステ ムに お け る住民 の 役割 に つ い て述べ る。

救 急 性 の 判 定

急 病 で あ るこ との判 定は 患 者 とみ られ る本人 や まわ りの関 係 者(特 に 家族)と 受 入れ 側 と

では,そ の判定の基準や判定の基礎 となる医学的知識あるいは立場の相違等でかなり異なろ

うが,現 状 で は,患 者 自身 の訴 え とそ こに居 合 せ た 人 々 の 判 断 によ るほ か あ る まい
。

この よ うな 判 断 の 食い 違い は,生 活 の知 恵 に よる歯 止 め が ますま す難 し く な り
,コ ミュ ニ

テ ィ内 で の 人 間 関係 が 希薄 化 し,か か りつ け の医 者(い わ ゆ る,ホ ー ム ドク ター)を 持 た な

い 世 帯 が 増 加 す る傾 向 に あ る社 会情 勢の 中 で は大 きく な って行 く もの と思 われ る
。

救 急通 報

患 者 また は そ の まわ りの 関係 者 か らの 第 一 報 の 通 報 の仕 方 は,ケ ー スに よ って も異 な るが,
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一般 的 に い っ て
,現 代 社会 で 最 も発達 し てい る通 信 網 で あ りか つ,全 国 的 に もほ ぼ,隈 な く

普 及 してお り,手 近 な 場 所 に存 在 し,日 常 生 活 に とけ こん で お り,操 作 も簡 単 な 電 話 をか け

るこ とが 主 体 とな るの は 当然 の こ と であ ろ う。 ま た,法 律 に う らづ け ら れ た119番 の 制度 が

国 民 全般 に行 きわ た って い るこ と も電 話 が 利 用 され る大 きな 原因 の 一 つ であ ろ う。

通 報 の 内容 の た しか さは通 報す る人 の医 学 的 知識 や観 察 力 ・その 場 の雰 囲 気 等 に よ り異 な ろ

う。

ま た,受 け 手の 聞 き方 に よ っ て も大 き く左 右 され るの で受 け 手 の側 の 十 分 な教 育 ・訓 練 が

ぜ ひ 必 要 で あ る。 この こ とは通 報者 の 組 織 的 な レベル ア ップが 困 難 な ため救 急 医 療 シ ステ ム

の キ ー ポ イ ン トの 一 つ とな ろ う。

2)消 防 機 関

消 防機 関 は現 行 の 法 制 下 で は,救 急 搬送 の 中心 的 存 在 と して位 置 づ け られ て い る。

消 防(救 急 を 含 む。)の 責 任 は市 町 村 に 属 し,市 町 村 長 が 管 理 し,費 用 の 負担 も市 町 村 と

定 め られ てい る。

しか し,救 急 義務 は法 律 的 に は 自治 省 が 告示 し た市 町村 の み が 負 え ば よ い こ とに な ってい

る。(原 則 と し て,人 口3万 以 上 の 市町 村 が 対 象に な ってい る。)

救 急(消 防)の 組 織 は 市 町村別に なってお り,次 図 の よ うに な っ てい る。(但 し,救 急義 務

を告 示 さ れ てい る市町 村 の 場 合)

`

救 急隊 一 救 急

図4-2消 防機 関 の救 急 組 織
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(注)・ 救 急隊 は 救急 車1台 につ き救 急隊 員3人 以 上 で編 成 する。 内救 急 隊 長1名 ,運 転

者1名 を含 む もの とす る。

・救 急 隊 の数 は人 口10万 に つい て1と し
,10万 を こえ10万 を増 す ご とに1を

加 え た数 とす る。

・普 通
,消 防 本 部 に 救 急 指 令 室 が あ る。

救急 業 務 を義 務 づ け られ て い ない 市 町 村 の場 合 に は,(ほ とん どが,人 口3万 以 下の 市 町

村)消 防 業 務 の た め の 消防 団 は 存 在す るが,救 急 業 務 には 関 係 が ない の が 普 通 で あ る
。

した が っ て,こ の よ うな と ころで は 以 下 の よ うに し て救急 業 務が 実施 され てい る こ とが多

い よ うで あ るo

① 救 急 業 務 を独 自 で実 施 し てい る。

② 救 急 業務 を実 施 して い る近隣 市 町村 に 業 務委 託 す る。

③ 救急 業 務 を 実施 し てい な い の で,代 りに,緊 急 時 等の 場 合,警 察 が パ トカー を使 っ て

要 求 に 対処 す る。

救急 の サ ー ビス エ リ アは その 費用 負 担 が 市町 村 で あ る こ とか ら して市 町 村 単位 で あ る
。 ま

た,当 然 の こ とな が らサ ー ビス対 象 も原則 とし て市 町 村 の 住民 とな る。 しか し
,た とえ ば高

速道 路 上 の 事 故,観 光 地,等 他地 域 か ら移 動 し て き た人 の多 い 場所 で は
,人 道的 立 場 か らし

て も他 地 域 の 人 々 を 救 急 サ ー ビ ス対 象 とし なけ れ ば な らない。

また,患 者 の 症状 いか ん で,適 当な 病院 が サー ビス エ リア内 に ない 場 合 に は エ リ ア外 へ の

搬 送 も行 な わ れ てい る。 さ らに,近 隣 の 地域 と相 互 業 務 援助 協 定等 を結 ん でい る場 合 は境 界

地 点 で の中 継 搬 送 も救 急 車 の 効 率 利 用 の た め 実施 され てい る よ うで あ る。

以 下 に,消 防 機 関 にお け る救 急 業 務 の 内容 を述 べ るこ とに す る。

救 急 業 務 の定 義

消防 法 の 定 義 に よ る と以 下 の通 りで あ る。

「救急 業 務 と は,災 害 に よ り生 じた事 故 若 し くは屋 外 若 し く は公 衆の 出入 す る場 所 にお い

て生 じた 事故(以 下 この項 に お い て 「災害 によ る事 故等 」 とい う
。)又 は政 令 で 定 め る場

合 に おけ る災害 に よ る事 故 等 に 準 ず る事 故 で政令 で 定 め る ものに よ る傷病 者 で 医療 機 関 そ

の 他 の 場 所 へ 緊 急 に 搬 送 す る必要 が あ る もの を,救 急隊 によ っ て,医 療 機 関(厚 生 省 令 で

定 め る医療 機 関 をい う。)そ の 他の 場 所 に 搬送 す る こ とをい う。

ま た,同 施 行 令 では,上 記 の 内容 を補 足 す る形 で,

「屋 内に お い て生 じた事 故 を救 急 業 務 の 対 象 とし て と らえ,こ れ らの 事 故 の す べ て を と り

あ げ るこ とは 必 ず し も適切 で ない の で 二 に掲 げ る場 合 に該 当 す る もの に つ い て のみ 救 急 業

務 と して処 理す る こ と とされ た こと。 」1
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「屋 内に おい て生 じた事 故 の うち医療 機 関 そ の他 の 場所 へ迅 速 に搬 送 す る必 要 があ る傷 病

者 で,か つ,救 急 自動車 に よ り搬 送 す る ことが 傷病 者 に とっ て最 良の 方 法 で あ る場 合,又

は 救 急 自動 車 に よ るほか,他 に 適 当 な 搬送 手段 がな い 場 合 とさ れ た こ と」

とな っ てい る。

しか しな が ら,実 際 上 は,要 求 には ほ とん ど応 じてい るの が 実 情 の よ う で あ る。 この よ う

な 状 態 に あ るの は 救急 の 判 定 が 実 際 問 題 と し ては非 常 に難 か しい こ とに よ る と思 わ れ る。

救 急 通 報 の 受 信

現 行 制度 で は,消 防 と救 急 が と もに119番 を利 用 す るた め,そ の 選 別 が必 要 で あ る。 また,

110番 へ救 急 の通 報 が 入 る場 合 もあ る よ うだ。 消 防に 救 急 が伴 な うこ とは多 い が,救 急 に 消

防 を必 要 とす る場 合 は まれ で あ ろ う。

実 務 上 に おい て も,,応 答 者 の必 要 とす る知 識 や応対 の 仕方 等 に違 い が 出 よ う。

共 通 す る こ とは,時 間 が 重 要 な 要 素 で あ るこ と と組 織 的 に動 く こ とが 要 求 され る こ とで あ

ろ う。

病 状 の判 定

119番 に よ る患 者 自身 や その 関 係 者 か らの 通 報 内 容 に よ って患 者 の 病 状 を的確 に判 定 す る

こ とは重 要 であ る。 これ は,病 気 に よ っ ては 一 刻 を争 う もの も当 然 含 まれ るか らで あ り,ま

た,そ の病 気の 専 門 医 の い る病 院 を探 し出 さな け れ ば な らな い 場 合 もあ るか らであ る。

この よ うな病 状 の 判 定 に 対 して,現 在 の と こ ろで は 医療 機 関 側 か らの サ ポ ー ト体制 は まだ

十 分 に 整 備 して い る とは い えな い よ うで あ る。

救 急車 の 出動 ・交 信 お よ び 応 急 手 当

救 急 搬 送 手 段 と し ては,特 殊 な ケー スの場 合 に は ヘ リ コプ ター 等 も考 え られ るが,救 急 車

が 一般 的 で あ る。

救 急 車 で 出 動 す る救 急隊 は 隊 長 以 下3名 以 上 で構 成 され,救 急 指令 セ ン タ ー(室)や 受 入

側 の 医療 機 関 と必 要 に 応 じ て コ ンタ ク トで きる。

また,応 急 手 当 を要 す る場 合 も起 こ って く るが,医 師 でな い もの の 治 療 行為 に は い ろい ろ

す っ き り しな い面 もあ り,こ の点 か ら も医 師の 救 急 車へ の 同 乗 に よ る応 急 治 療 の問 題が,患

者 の 発生 地 での 病 状 の 判 定の 問題 と と もに 提 起 され る。

救 急 関 係 情 報 の把 握'

救 急 搬 送 業 務 を円満 に 実施 す るた めに,救 急 指 令 セ ン ター(室)で は サー ビス エ リア内 の

救 急 病 院 の 空 ベ ッ ド数,専 門 医 の 在 ・不在 情 報 等 を 定期 的 に 収集 し,把 握 し てい る。

しか しな が ら,実 際 に は情 報 の 不 確 か さ ・タ イ ム ラ ッグが 問題 に な る こ とが あ るよ うで あ

るo

収 集 情 報 の種 類 も現 在 の と ころ,救 急 病 院 関 係 が主 体 で あ るが,救 急 用 医療 資 材等 の 情 報
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に ま で範 囲 を ひ ろ げ て行 な う とい う動 き もみ られ る。 今 後 の動 向 と し ては救 急 情 報 セ ン タ ー

に よ る広 域 情 報 管理 シス テ ムの 必要 性 が増 そ う。

3)医 療 機 関

以 下 に お い て,救 急 業 務 に関 与 す る医療 機 関 に つい て簡 単 に述 べ る こ とに す る。

消 防 法 の規 定 に 基 づ き救急 病 院 は 厚 生省 令 で次 の よ うに 定 め られ てい る。

① 開 設 者 か ら都 道府 県知 事 に対 し,救 急 業務 に 関 し協 力 す る旨 申 し出 の あ っ た 医療 機 関 で

あ るこ と。

② 都道 府 県 知 事 が,申 し出の あ っ た医療 機関 で 該 当基 準 に 合 うこと を認 め告 示 し た もの で

あ る こ と。

③ 救 急 医療 機 関 の基 準

ア 事 故 に よ る 傷病者 に 関 す る医療 に つい て,相 当の 知 識 およ び経 験 を有 す る医 師が 常 時

診 療 に従 事 し てい る こ と。'

イ 手 術 室 ・麻 酔 器 ・エ ッ クス 線装 置 ・輸血 お よ び輸 液 の た めの設 備 その 他 前 号 の医 療 を

行 な うため に 必 要 な 施設 お よ び設 備 を有 す る こ と。

ウ 救 急 隊 に よ る 傷病 者 の搬送 に容 易な 場所 に所 在 し,か つ,傷 病 者 の 搬 入 に 適 した 構造

設 備 を 有 す る こ と。

工 事 故 に よ る傷病者 の た めの 専用 病 床 その 他 救 急 隊 に よ って搬 入 され る傷病 者 の た めに

優 先 的 に使 用 さ れ る病 床 を有 す る こ と。

救 急 医 療機 関 の 役割 は

・119番 か らの 第一 報 に よ る病 状 の 判 定 の サポ ー ト

・現場 に 急 行 した救 急 隊 員 へ の助 言

・現 場 また は救 急 車 等 に よ る搬送 中 の 応急 手 当へ の 助 言

・初 期 診療(主 に一 次 救 急 医 療機 関で)

・本 格 的救 急 医 療(主 に
,二 次 救 急医 療機 関 で)`

・救 急 医 療 教 育 およ び研 究

等 が 考 え られ る。

ま た,医 師 の救 急 車等 への 同乗 の 可 能 性,救 急 専 門 医 の 育 成 ,大 学 病 院 ・公立 病 院 ・私立

病 院'一 般 医院 の 救急 医 療 に 関 す る責 任 の 明確 化 等 の 検 討 が 必 要 とな ろ う。 さ らに,財 政 的な

面 で の よ り積 極 的 な援 助 が望 まれ る。

② 救 急 業 務 関 連 基 準 等

こ こでは 救 急 隊 員 の 法律 で 定 め られ てい る資 格 ・免 許 ・基 準教 育等 の 質 的 な 面 を中 心 に述 べ

る0

1)救 急隊 員 の 任 命 基 準
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救急隊員は以下のうちのいつれかに該当するものから任命されることになってい る。

① 定め られた基準により,消 防庁長官 もしくは都道府県知事または市町村長が行なう救急

業務に関す る講習の課程を修了した者

② 医師 ・歯科医師 ・薬剤士および獣医師

③ 保健婦 ・助産婦 ・看護婦および准看護婦

④ 医学 士 ・歯学士および衛生看護学士

⑤ 前各号に掲げ る者のほか,特 に救急業務を実施 するために必要な学識経験 を有すると認

められる者

2)救 急業務講習課程

救急隊員任命の基準 となる講習課程は以下の通 りであるが,医 師の養成期間に比べれば,

はるかに短期間であり,ま た,そ の位置づけ も明確ではない。(表4-1参 照)

3)そ の他の免許 ・資格等

救急業務の実施に際 して必要 となる免許 ・資格等は

① 自動車運転免許

主に救急車の運転のため必要

② ヘリコプター操縦免許

③ 無線免許

が普通である。

㈲ 救急業務関連機器に関する基準

消防施設強化促進法の対象 とな る消防施設の中か ら救急業務に関連するものについて法的に

定められていることがらについて述べ る。

1)救 急 自動車の基準

① 道路運送車両の保安基準に定める緊急自動車の基準に適合するものであること。

② 隊員3人 以上および傷病者2人 以上を収容し,か つ所定の機器を積載できる構造のもの

であることo

③4輪 自動車であること。

④ 傷 病者を収容する部分の大 きさは,次 の とおりであること。

ア 長 さ1.9m,幅0.5m以 上の ベ ッ ド1台 以 上 お よ び 担架2台 以 上 を 収納 し,か っ,隊

員 が 業 務 を行 な う こ とが で き る容 積 を有 す る もの で あ るこ と。

イ 室 内 の 高 さは,隊 員 が業 務 を 行 な うに 支障 の な い もの で あ る こ と。

⑤ 十 分 な緩 衝 装 置 を有 す る もの で あ るこ と。

⑥ 適 当 な防 音,換 気 お よ び保 温 の ための 装 置 を有 す る もの で あ るこ と。

⑦ 救 急 自動 車 の 側 面 に は,当 該 市町 村 の消 防 本 部 名 また は 消 防署 名 も しく は救 急 隊 名 を 標
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表4-1救 急 業 務 講 習 科 目時 間 一 覧

課 目1種 別1細 目 時 間
総 論 4 4

防 疫
食 品 衛 生 食 中 毒 1

2
防 疫 防 疫 処 置 1

総 論
' 骨 格 器 系

解 剖 生 理 解 剖 生 理 筋 肉 系 3 3

循 環 器 系

消 化 器 系
衛 救 急 ・ に 必 要 な 診 断 学 4 4

内 科

内 科 的 疾 患
感 染 症

日常多発する内科的疾患
1

10

生 内科的応急措置
内 科 的 応 急 措 置

急性薬物中毒の応急処置
9

創 傷

出 血

外 傷 性 シ ョ ッ ク

外 科 的 疾 患 骨 折 ・ね ん ざ ・脱 き ゅ う
18

技 熱 傷 40

外 科 輸 血 と 輸 液

日常多発する外科的疾患

外 科 的 応 急 措 置
術 窒 息 時 の 応 急 措 置

外科的応急処置 人 工 呼 吸 法 15

止 血 法

そ 生 器 の 使 用 法

包 帯 副 子 法
包 帯 法

7
副 子 法

産 科 産 科 応 急 処置
正 常 分 娩

異 常 分 娩
4 4

看 護 基 礎 看 護 基 礎 看 護 法 16 16

傷病者輸送
入 力 搬 送

担 架 搬 送

徒 手 搬 送

担 架 搬 送

2

2 6

1 車 両 搬 送 車 両 搬 送 2

計 89
法 規 救 急 関 係法 規 救 急 関 係 法 規 4 4

関 救
係 急
法 実

現 場 要 務 現 場 要 務

現 場 保 存

現 場 並 び に 病 院

鑑 識
4

4
8

現 務
及

実 習 実 習
病 院 及 び 現 場

器 具 取 扱

24

4
28.

び
計 40

そ 、 試 験 学 科 試 験 2 2
の

他
そ の 他

計

開 講 式

閉 講 式

2

2
4

6一

計 135
(注)本 妻の 時 間 数 は,講 習 会 の 実 情 に よ り

,適 宜 増 減 す る こ とが で き る。
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示するもの とする。

2)救 急車搭載器具および資材

救急 自動車の備える救急器具および材料

法的に定められている搭載資材は以下の通 りである。

表4-2救 急車搭載器具資材一覧

一一……一一

名品

綱命救

綱腰

具命救

帽安保

トイラプツヤキ

具用号信常非

打電中懐

票識認者患

機線 .無

キンチドーヨ

ル
ー

コルア

ル
ー

フシキオ

液ロユキ
ー

マ

ル
ー

ゾレク

ル
ー

ノエフ

鹸石

ル
ー

ノパり

ト
ー

ソオレク

薬日

水ンサ
ー

ホ

油シマヒ

剤痛鎮

・つこ軟ン"二ぺ

器るれらめ
料認材とび要及必具

類分

救

出

用

具

類

外
傷
消
毒
薬

一

般
消
毒
薬

医

薬

品

碗

名品

器洗手

袋手ムゴ

器便

入物汚

枕本

,h
ノの氷

器温検

紙漉

綿脂脱

)組
一

種にみ鱒

スメ

)士魂州ぽ

千綿捲

子鉗粒麦

箱急救

棚戸品薬

レ
ー

ヤシ

ンビ口広

槽ゼ
ー

ガ

ルエフツケ

器毒消気蒸

器毒消沸煮

器毒消霧噴

器毒消頭指

類分

基
礎
看
護
・

応
救
処
置
用
品
の
類

セ

ッ

ト

の

類9メス、ハサ
ミ
・

ピ

ン

戸
棚
容
器
の
類

消
毒
器
具

名品

架担通音

架担式折屈

物数ドツベ

一バカ

掛上

ツ
ー

シムゴ

枕

帯血止

帯包迫圧

子血止

器生そ、工人

器口開

子圧舌

ベンボ素酸備予

子副身金

子副所用

布角三

帯包

帯包急救

め止帯包

ゼー
ガ

ンビ眼点

ンビ眠流

器水受

類分

担

架
及
び

搬
送
の
保

護
用
品

止
血

用
品

す

る

も

の人口呼吸
に

関

副

子

包

帯

の

類
「

洗
眼
用
品
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3)ヘ リコプターの規格

消防庁長官が認め るもの。

4)救 急指令装置の仕様

救急指令装置の仕様は巻末資料に示す。

5)消 防専用有線電話装置および消防専用無線電話装置の規格

これに関する規格は巻末資料に示す。'

4.2救 急 業 務 の 実 例

い まま で に述 べ て きた もの は 全国 に 共通 す る もの であ っ て,地 域 的 特徴 は一 切 盛 り込 まれ てい な

い。 した が って,こ こで は 本来 地 域 的 特 徴 が 織 込 まれ てい る都道 府 県令 ・市 町 村 令 に 代 る もの と し

て,い くつか の 実 例 を挙 げ るこ とで,そ れ らの補 足 と し たい 。 それ と同時 に法 令 の 運 営 の 仕 方 の 具

体 例 とな る こ と も意 図 してい る。 実 例 は その 特 徴 の み を簡 単に 記 述 す るに とど め る。

4.2.1東 京 消 防庁4)

東京 都 の 場 合 が他 府県 と大 き く違 っ てい る点 は,以 下 の 通 りであ る。

(1)普 通 市町 村 単 位 で行 な わ れ る救 急搬 送 業務 を 東京23区 と三 多 摩 地区 を合 わせ て東京 消 防 庁 が

一元 的 に 管 理 してい る
。

② 現 在 の 救 急 指 令 室の 機 能 を さ らに拡 張 し た救 急 情 報 セ ンタ ー 構 想 を 有 し,救 急 情 報 と搬 送 業

務 の 一体 化 を 目ざ し てい る。(図4-3参 照)
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救急用医療資材

(血液 ・血 清 ・

酸素 ・医薬品等)

救
急
用
医
療
資
材
の

情
報
収
集

救 急 情 報 セ ン タ ー

救急活動情報

患者搬送先医

療機関の情報

診療補助情報

特殊診療情報

施設 ・設備 ・

医師 な どの情

報

救急 車情 報

場所 ・出場状

況 など

劇 ・毒物情報
・血 液 など救

急 医療資材

救急医療機関

情報

科別 ・性別 ・

年齢別室床数

医師の在不在,

手術の可否

など

当番 医情 報

場所 ・電 話番

号 ・診療科 目

など

輸送指示

案内席

(581-4411)

、信辻

膨 膨

コ ン ピュ ー タ

医 師

医療機関問い合せ

嘉

(防災行政無線)

救急

宰藤

医療 機関

特殊診療機関

救 急総合八方β完

(二次救急センタ)

プ
粁 ▽

搬送 ・通知 ・確認

管 制 席

1最 寄救急隊 の選定

2搬 送 先医院 の選定

3災 害時 における関

係機関への連絡

転送

受付席

東京 ξβ庁

救急医院 ・病 院

救急 ・防 災振 り分 け

'
'

搬 送

搬送先指示 出場指令

転送

警防システムへ

通報 ・連絡

救急通報

(119)

警視庁

(110)

遇〆

"
'彬

患者容態情報

消 防署

救急 隊

ヘ リコ

プ タ基

地

関係機関

出 場一

自治省消防庁

厚 生 省

防 衛 庁'

警 視 庁

都 衛 生 局

部災害対策課

目赤 本 部

医師会本部

道路管理機関など

傷病者の発生場所

図4-3東 京 都 の 救 急 情 報 シ ス テ ム概 念図
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6)4
.2.2大 阪 府 救 急 医療 情報 セ ンタ ー

上 記 セ ン タ ーの 特 徴 は 以 下の 通 りで あ る。

1(1)大 阪 府 では 救 急 搬送 業務 は 市町 村 単 位 で行 な われ て お り,東 京 都の よ うに府 内で の 一元 化 は

行 な われ て い な い。 そ の代 りに,上 記救 急 情 報 セ ンタ ーが 府 下 全域 を対 象に 救 急 情 報 サー ビス

を行 な って い る。

② 救 急 情 報 セ ン ター の運 営 主 体 は大 阪府 衛 生 部 で あ る。 した が っ て,救 急搬 送 業 務 を行 な って

い る市 町 村 とは 命 令系 統 を異 に して い る。 ・

③ サ ー ビス対 象 は府 下 の 消 防 本 部 と救急 車 で あ る。

(4)業 務 内 容 は

・ 病 院 受 入 状 況 の 情 報 収集 一

・ 搬 送 先 等 の情 報 提供

各 消防 本 部 は 管轄 下の 病 院 の情 報 しか 有 してい ない ため,域 外 病 院 へ の搬 送 が 必 要 な場 合

に は 便 利。

。 救 急病 院 等 に 対 す る事 前連 絡

・ 救急 病 院 等 に 対 す る医 薬 材料 等 の確 保

等 であ る。

以 下 に 業 務 の 系統 図 を示 す。

消 防 本 部

30消 防本 部 に無 線 機

テレメーター装 置の

搬

送

先

等

指

示

搬

送
先

等

照
会

搬 送 先等 照 会

搬 送 先 等 連 絡

一 病 院情 報 一

(テ レメーター)

救 急 車

大 阪 府 救 急 医 療

情 報 セ ン タ ー

搬

入

予

告

等

緊急応援依頼等

搬 送 救 急 病 院 等

145病院等)無線設置

300病 院有線電話

救急センター移動車1

i
寮

@

難

輪

転

曝

愈

々

大 阪府 医 師会

日赤大阪府支部

日赤血 液 セ ンター

警 察 本 部

等

応
援
命
令

口
口4-4大 阪 府 救 急 医 療情 報 セ ンタ ー業 務 系 統 図
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5),7)4
.2.3TACCシ ステ ム

TACCシ ス テ ムの 特 徴 は 次 の よ うな もの で あ る。

・(1)運 営 主体 が 財 団 法 人 東 海 交 通 災害 コ ン トロー ル セ ンタ ー(TACC)で ,地 方 公 共 団 体 ・地 方

議 会 ・医 師 会 ・大 学 ・報 道 機 関 ・交 通 関 係 団 体 ・財界 等 によ って 設立 され た。 サ ー ビス地 域 は

名 古屋 市 お よ び その 周辺。

② 患者 搬送 中 の救 急 車 等 か ら心 電 図 ・脳 波 ・テ レメ ール等 が 伝 送 で ぎ る。

.(3)通 常 の 搬送 手段 で あ る救 急 車 ば か りで な く 「走 る手 術室 」 や 「走 る高 気 圧 室 」 等 の救 急 治療

車 を有 し てい るo

(4)救 急 医療 機 関 か らセ ン ター へ 専 門 医派 遣 の要 請 が あ っ た 場合 は ポ ケ ッ トベル 等 に よ り連 絡 し,

パ トカ ーで 派遣 す る。 ま た,処 置 方 法 の指 導 もす る。

(5)脳 外 科 手 術 器 械等 の 高 水 準 の救 急 医 療 用機 材 に対 す る要求 があ れ ば,パ トカ ーに よ り急 送 す

る。(現 在 は諸 事 情 に よ り中 止)

(6)TACCシ ス テ ムだ け で,独 立 シ ス テ ムを構 成 す るの で は な く,既 存 の 消 防 ・警 察の シス テ

ム と も十 分 に リン ケ ー ジ を と り,医 療 関 係 者 も積 極的 に 参加 し てい る。

以 下にTACCシ ステ ム構 成 図 を載 せ る。

パ トカー 走 る手術室等 救 急車 等 消 防車

ぬ

国 ノ
⑳ 転 ∋㊥

'嚇/

[量:}<

県警司令部 救急指令部

19。 轟 §ウ⑤
一道知

般路機

癌

火
災
報
知
機

}
　

1

轡

11

鋪 ⇔輻注 口
∫∫1

図4-5TACCシ ス テ ム 機 構 図
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8)4
.2.4救 急 患 者 テ レ ビ管 理 方 式の 実 験

前 記3例 とは趣 きが異 な るが,以 下 に 東北 大学 医 学 部 で 実 験 中 の救 急患 者 の テ レ ビ管 理 方 式 に っ

い て その 特 徴 を述 べ る。

(1)医 療 用電 波の 周波 数 割 り当 てがな い の で,ア マチ ュア無線 に割 当 て られ た周 波数(UHF

435MHz)を 利 用。

(2)救 急患 者 に関 す る情 報 は患 者 の外 面的 情 報 の 画 面 に 生 体 情 報 の測 定値 が デジタル表示で スーパ

ー ポ ー ズさ れ る
。

(3')救 急 車 は 移動 中 に も送信 す るの で 無 指 向性 アン テ ナ を使 用 し,受 け 手 の 医 師 側 は ア ンテ ナ回

転 装 置 に よ っ て救 急 車方 向に ア ンテ ナ位 置 を 合 わ せ て 高 感度 の 受 信 を可 能 とす る。

(4)電 源 は 救急 車の バ ッ テ リーDCユ2VをAC100Vに 変換 し て利用。

(5)送 受 信8Kmの 距 離 で実 用 に 耐 え る画 像 が 得 られ る。

(6)受 像 機 は 「般 家 庭用 の テ レ ビ受 像 機 に コンバ ー タ を と り』づ け る だけ でよ い。

ア ンテチに

十

ー

棚
1

⊥

白亜力患 者監ト見装 置'救 急 車 内
レ ビ 送 信 機 テ レビカメラ

τ イジタル表襟

－ft5・Ψ

匡 ヨ 、
十

S3・ ・
斗_52。_←25・F4。 。_+

・・クア・プ も1。㎏ 本体と・・夕一鍋 および自動血圧測定器

救急車積載機器(事 故現場の救急患者の情報をテレビに

よって病院医師に伝達する方法一 東北大学病院管理学

教室試作)

図4-6テ レ ビ管理 方 式 の 実験 に お け る使 用 機器

4、2.5今 後 の 救 急 業 務 活動'1

以 上 の よ うな実 例 お よ び実 験 例 か ら,今 後 救急 業務 活 動 の 動 向 を推 察 す る と,そ の 体 制 は図の4-7

よ う に推 移 す る もの と思 われ る。'
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4.3、1行 政 上 の 問題 点

(1)救 急 医療 行 政 が 一 元 化 され て い な い 。

救急 搬 送 業 務 は 自治 省 消 防庁,救 急 医 療 機 関 は 厚生 省 の た め一 貫 性 が保 ち に くい。

② 消 防 業 務 と救 急 業 務 の 完 全 な 分離 が行 な われ てい な い。

救急 隊 員 も消 防隊 員 と兼 務 の 場 合 が 多 い。'・

(3)救 急(消 防)業 務 の サー ビスエ リアが 市 町村 単位 の ため サ ー ビス エ リア内 で救 急 業務 を処 理

で きない 場 合 があ る。
9

と くに,本 来 の サ ー ビス エ リ ア外 の 救急 医療 機 関 に関 す る情 報 収 集 は難 か しい よ うで あ る 。

これ は効 率 の 問 題 に も関 係 す る。

(4)総 合 的 な救急 医療 ネ ッ トワ ー クが な い。

(5)財 政処 置 の強 化 お よび 効率 化

4.3.2消 防 機 関等 に お け る問題 点

(1)救 急 通 報用 の119番 が 消防 と共 用 で 専用 の通 信 系 がな い。

救急 と消 防 の 選 別 を必 要 とす る。

(2)』救 急 性の 判 定 が難 か しい

通 信 機 器の 改 善 ・担 当者 の 知 識 の 強化 等 に よ っ て解決 可能 な'もの な の か?

(3).救 急 隊 員の 医療 行 為

救 急 隊 員 の 医療 上の 位 置づ け が 明 確 で ない 。

(4)救 急 隊 員 の 教 育

つ
訓練 方 法 が全 国 的に 統 一 され てい ない。 また,適 当 な講 師が なか な か 確 保 で きな い。 ま た,

無 線 免 許 ・自動 車 免許 等 も必 要。

(5)救 急 医療機 関 の情 報 収集 が難 か しい

と くに 専 門 医の 在 ・不 在情 報 の 把 握 が 困 難 な よ うだ。 また,情 報 の タ イム ・ラ ッ グ もあ る。

(6)サ ポ ー ト組 織 が ない

医 療 機 関 ・医師 の サ ポ ー トを受 け る こ とが 難 しい。

4.3.3医 療機 関 等 に お け る問 題 点

(1)救 急 医療 機 関 の 告示 は 自己 申 告 制 の ため そ の 分布 に過 密 ・過 疎 が 生 じや す い。

また,専 門 分 野 も偏 りがち で あ る。

(2)救 急 部 門 は経 済 的 に み て も効 率 が 悪い 。

ミク ロ的 に は わ ず か な需 要 に対 して,専 門 医 の24時 間 待 機 ・常 時 救 急 用 空 ベ ッ ト確保 ・

特殊 設 備 等 を必 要 とす る。 ま た,財 政的 援 助 も十 分 で はな い。

(3)救 急 病院 間 の ネ ッ トワー ク も完 全 で な い
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(4)救 急 医 療 の 教 育 と研 究 を 専 門 にす る機関 が ない

臨 床 面 ・監 察 医 務 面か らの研 究 が必 要。

(5)救 急 専 門 医 がい な い'

多 様 な 救 急 需要 に対 応 す る た めに は,医 師 の 専 門 が分 化 しす ぎてい る。

㈲ 救 急 病院 間 の役 割 の 分担 が は っ き りし ない。

一 次 医療 機 関(初 期 診療)
,二 次 医 療 機 関(本 格 的 救 急 医療)の 別 が な い。

(7)搬 送 中 の応 急 手 当の 有 効 性

(8)医 院等 の 休 日 ・夜 間 休 診 が 一 般 化 した ことに対 す る対 策

4:3.4地 域 住民 に とっ ての 問題 点

(1)核 家 族 化 の 「 般 化 に よ り応 急 手 当等 の 生活 の 知 恵 に たよれ な くな っ て き た。

② 救 急 医 療 知 識 を 得 る場 が 少 な い。 また,緊 急 時に す ぐ必要 情 報 を入 手 で きな い。

(3)コ ミュ ニテ ィ内の 人 間 関係 が希 薄 に な り,ホ ー ム ドク ター(い わ ゆ るか か りつ けの 医 者)を

持 た な い 世 帯 が 増 え て きた。

(4)休 日 ・夜 間 休診 時 の 急 病 対 策

(5)緊 急 時 に適 当な 搬 送 機関 が ない

4.4自 衛隊の災害救助活動

救急医療活動全体における自衛隊の役割を,法 律的な面と,救 急医療の実際例 とから以下に述べ

るo

4.4.1災 害 出 動に 関連 す る法律

自衛 隊が 災害 救 助 活 動 を行 な うに あ た って関 連 す る法律 は概 略 図4-9に 示 され るよ うな もの で

あ る。

救 急 医 療 の立 場 か ら見 た 自衛隊 の 活動 は,輸 送 業務(医 師,患 者,医 療 機 器 な ど)に,ほ ぼ 限定

され る。

これ らは法 律 上 は 災害 救 助 法 に 関連 した 自衛 隊 法 の 条 項 に基 づ く。

す な わ ち自衛 隊 法 第83条 の 規 定 に よ る 「災害 派 遣 」 であ る。

具 体 的 に は知 事が 実 際 の 活動(ヘ リコ プ ターの 出 動 な ど)を 自衛 隊 の部 隊 に 要 請 で き る
。 要 請 す

る相 手 は防 衛 庁 の 長 官 で あ る。

上 記 に お い て 「知 事 」 は 「市 町 村 の 長 」 ℃ また 「長 官 」 は 部 隊 の 長 が代 行で き る
。.これ に

つい て は政 令 に 定 め る と ころ に よ って い る。
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図4-9自 衛隊の災害救助活動に関連する法律

そ の 概 略 の経 路 は 下図 の よ うな もの で あ るg、一一
な お,民 間 の 輸 送 業者 を 災害 救 助 活 動 の ために これ を徴 用 す るこ とが で き る。(自 衛隊 法 第103

条,災 害 救助 法 第23条)

災害 救 助 法 弟23条 の 要 請 者 は 知 事 で あ り,要 請 の 相 手 は 防 衛 庁長 官 で あ るが,実 際は 政令 に 従

っ て,市 町 村 長 や 部隊 長 が 代 行 で き る。,

ここで注 意 す べ きこ とは,こ の 法律 規 定 で実 際 に 輸 送 な どの 活 動 を要 請 され た者 は,そ の 命令 を

拒 否 で きな い こ とで あ る。

つ ま り,自 衛隊 法 第103条,第6項 に よ る と,「 行 政 不 服 審 査i法」 に よ る不 服 申 立 て をす るこ と

が で きな い,と な っ てい るか ら であ る。

な お,災 害 救 助 活 動 に 関 す る費用 負担 に つい ては 災害 救 助 活 動 が 行 な われ た 地の 都道 府 県 が 負担

す る こ とに な ってい る。(災 害 救 助 法 第23条)
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4.4.2災 害 出 動 に よ る救 急 活動 の 問 題 点

災 害 救助 活動 を行 な うに あ た っ て,現 在 の 自衛隊 法 等 に 大 きな 問 題 はな い。

、出動 要請 か ら行 動 まで の 時 間の 緊急 性 とい う観 点 か ら考 え て も,知 事 に代 わ る市 町 村 長,防 衛 庁

長 官 に 代 わ る部 隊 長 に権 限 を与 え てい るの は適 切 で あ る。

ま た,医 療 品 の緊 急 収 用,電 波 の 優 先 利用 が認 め られ て お り,民 間 に救 急 活動 の要請 が で き,そ

の 費 用 も地 方公 共 団 体 が 負 担 す るな ど,法 律 的 には よ く配 慮 され てい る とい え る。

ま た,実 際 に 自衛 隊 の 災害 出動 に よ って 多 くの 人 命が救 われ てい るこ と も事 実 であ る。

しか し国 土防 衛 とい う自衛隊 本 来の 任務 か ら考 え る と,こ のよ うな 形(ヘ リコ プ タ ーの 出動 な ど)

で 自衛隊 に救 急 活 動 の一 部 を依 存 して い る こと には 疑問 が 残 る。 す な わ ち,自 衛 隊 の 災 害 出 動 に よ

る救急 活 動 は,あ く まで例 外 的 な もめ であ って,常 態 的な もの で は な いか らで あ る。

し た が っ て今 後 ヘ リ コ プタ ーな どの 適切 な輸 送 手 段 を持 っ た,公 共 あ るい は民 間 の 救 急活 動 専門

の 機 関 が,こ れ を肩 が わ りす るこ とが 望 ま しい。

この 意 味 に お い て本 シス テ ムの 意 義 も少 な くない もの と考 え られ る。

4.4.3離 島 に おけ る 災害 出 動 の 現状

長 崎 県 にお け る事 例

長崎 県 は 多 くの 離 島 をか か え,救 急 活 動 に も大 きな支 障 を きた してい る。

この よ うな 状 況 に あ っ て,自 衛 隊 の ヘ リ コ プタ ーの 災害 出 動 によ る救 急 活 動 に は め ざま しい もの

だあ る。

以 下 に 長 崎 県 にお け る事 例 を紹 介 す る。 なお 資 料 は 「公立 病 院等 整備 研 究 調査 資 料 」9)よ り抜 す

い したo

表4-3年 度別出動回数と救助対象者数

年 回 数 救助対象者 備 考

40 7 51人 内1回,45人 は労 働 災害

41 16 21

42 10 10

43 19 19

44 11 12
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自衛隊 ヘ リコ プ ター の 地域 別 出 動 回 数

(40年 ～45年 の 累 計)

上 五島 圏25回r

壱 岐 圏9

対 馬圏36

長 崎 圏1

県央 圏0

島 原 圏0

下 五 島圏4

佐 世保 圏11

北 松 圏3

上 記 の 表に よ る と対馬,上 五島 等 の離 島へ の 出 動 が 圧 倒 的 に多 い こ とが わか る。

症状 別 出動 回 数

(40年 ～45年 の 累計)

,交 通 事 故6

労 働 災 害4

その 他 負 傷5

未 熟 児24

この表 か ら明 らか に未 熟 児救 助 に 出動 す るこ とが 多 く離 島に おけ る救 急 医療 の 一 つの 姿 を示 し て

い るとい え よ うo
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表4-4自 衛 隊 ヘ リコ プ ター出 動 の 具 体 的内 容

(昭 和45年)

市町村名 区 分 搬送 区間 収容病院名 傷 病 名

三井楽町 下五島 三 井 楽一大村 久留米医大 橋 か ら転落,骨 折

〃 〃 福江空港一大村 長大附属病院 脳腫膿

小値賀町 佐世保 小 値 賀一大村 国立大村病院 未熟児

宇 久 町 〃 宇 久一大村 〃 流 産,出 血 多 量

上五島町 上五島 有 川一大村 〃 未熟児

〃 〃 〃 〃 未熟児,脳 膜炎

〃 〃 〃 〃 労働事故

新魚目町 〃 新 魚 目一大 村 〃 肝膿瘍

〃 〃 〃 〃 出血性貧血

〃 〃 有 川一大村 〃 未熟児

〃 〃' 新 魚 目 一 長 崎 長崎原爆病院 ア ミロ イ ド沈着 症

有 川 町 〃 有 川一大村 長大附属病院 帝王切開子宮破裂

〃 〃 〃 〃 首管 出血多量

〃 〃 〃 国立大村病院 心因性気管支喘息

〃 〃 〃 〃 頸管裂傷

奈良尾町 〃 〃 〃' 重症黄だん

郷ノ浦町 壱 岐 壱岐空港一大村 〃 妊娠中毒症

厳 原 町 対 馬 厳 原一大村 〃 未熟児

美津島町 〃 竹 敷一大村 〃 、

・

胃 潰 瘍,十 二 指湯 せ ん こ う

〃 〃 〃 〃 交通事故

〃 〃 〃 〃 腸閉塞

〃 〃 〃 〃 右側頭部強打骨折

〃
、"

〃
'〃

未熟児

豊 玉 村 〃 豊 玉一大村 〃 潜水病

以 上 ・ 長崎 県 にお け る離 島の 救 急 医療 の 現状 を 自衛隊 ヘ リ コプ ター の 出動 状 況 か らみ てみ た が
,

こ うした離 島 に お け る救 急 医 療 の 問題 点 をひ ろ っ てみ る と,

α)離 島 にお け る救 急 医 療 活 動 は,緊 急 性 とい う意 味 で,「 空 か ら」 とい う こと を余 儀 な くされ

る。

② 従 っ て,そ の 活動 は,天 候 に 左 右 され,ま た それ に と もな う危 険 も大 きい。
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③ ヘ リ コ プタ ーに 載 せ られ る医 療 器 材の 種 類 や 量 が限 られ てい るの に,症 状 は 千 差 万別 で あ り,

これ に対 処 す る こ とが 困 難 で あ る。

(4)救 急活 動 の ため に,医 師,看 護 婦 が現 地 に赴 く と,病 院 業 務 が 一 日,時 に はそ れ 以 上 も中 断

され,そ れ らの病 院 の診 療 業 務 の予 定 が 大 き く狂 うこ とが あ る。

な どの 点が あ げ られ る。10)

い ず れ に して も現状 で は この よ うな 離 島 に お け る救急 医療 は 現地 の 医療 関 係 者 の 使 命感 と,い わ

ば窮 余 の 一策 とし ての 自衛 隊 ヘ リコ プ タ ー の出 動 とに よ っ てか ら く も支 え られ て い る,と い っ て も

過 言 では な い よ うで あ る。

参 考 資 料
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3)救 急 医療 と公 的 責 任 公衆 衛 生(第37巻 第6号)小 野 原
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シス テ ムに 関 連 す る法規 等付録



⑨

●



付

録

1

医
療
機
能

に
関
連
す
る
一法

規

等

●

、

憲

法

第

十

三

条

す

べ

て
国

民

は

、
個

人

と

し

て
尊

重

さ

れ

る

。

生

命

、
自

由

及

び

幸

福

追

求

に
対

す

る

国

民

の
権

利

に

つ
い

て
は

、
公

共

の
福

祉

に
反

し
な

い
限

り

、
立

法

そ

の
他

の

国

政

の
上

で

、
最

大

の
尊

重

を

必

要

と

す

る

。

医

師

法

条

十

七

条

医
師

で

な

け

れ

ば

、
医

業

を

な

し

て
は

な

ら

な

い
。

第

二

十

条

医
師

は

、
自

ら

診

察

し

な

い

で
治
療

を

し

、
若

し

く

は

診
断

書

若

し

く

は

処

方

せ

ん

を

交
付

し

、
自

ら
出

産

に
山11
ち

会

わ

な

い

で
出

産

証

明
書

若

し

く

は

死
産

証

書

を

交

付

し

、

又

は
自

ら
検

案

を

し

な

い

で
検

案

書
を

交

付

し

て

は

な

ら

な

い
。

但

し

、

診

療

中

の
患

者

が

受

診

後

二
十

四
時

間

以
内

に
死

亡

し

た
場

合

に
交

付

す

る

死
亡

診
断

書

に

つ

い
て

は

、

こ

の
限

り

で
な

い
。

第

二
十

四
条

医
師

は

、

診
察

を

し

た

と

き

は

、
遅

滞

な

く

診

療

に
関

す

る

事

項

を

診
療

録

に
記

載

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

2

前

項

の
診

療

録

で
あ

っ
て

、
病

院

又

は
診

療

所

に

勤

務

す

る

医

師

の
し

た

診

療

に
関

す

る
も

の

は

、

そ

の
病
院

又

は
診

療

所

の
管

理

者

に

お

い
て

、

そ

の
他

の
診

療

に
関

す

る

も

の

は

、

そ

の
医

師

に

お

い

て

、

五

年

間

こ
れ

を

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

第

二
十

四

条

の

二

厚

生

大

臣

は

、.
公

衆

衛

生

上

重

大

な

危
害

を

生
ず

る

虞

が

あ

る
場

合

に

お

い

て

、

そ

の

危
害

を

防

止

す

る

た

め

特

に
必

.要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

医

師

に
対

し

て

、
医

療
又

は
保

健

指

導

に

関

し
必

要

な

指

示

を

す

る

こ
と

が

で
き

る

。

2

厚
生

大
臣

は

、
前

項

の

規
定

に

よ

る

指

示

を

す

る

に
当

っ
て

は

、

あ

ら

か

じ

め

、
医

道

審

議
会

の
意

見

を
聴

か

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

(
昭

.
}
四
法

六

六

・
追

加

)

医

師

法

施

行

規

則

第

三
十

一
条

診
療

録

の
記

載

事

項

は

、

左

の

通
り

で

あ

る
。

一

診

療

を

受

け

た
者

の
住

所

、
氏

名

、
性

別

及
び

年

齢

二

病

名

及

び

主

要
症

状

三

治

療

方

法

(
処
方

及
び

処

置

)

四

診

療

の
年

月

日

医

療

法

第

一

条

こ

の
法
律

に

お

い

て

、

「
病

院
」

と

は

、

医

師

又

は

歯

科

医

師
が

、
公

衆

又

は
特

定
多

数
人

の

た

め
医

業

又

は
歯
科

医

師

を

な

す

場

所

で
あ

っ
て

、

患

者

二
十

人

以

上

の
収

容

施

設

を

有

す

る

も

の
を

い

う

。

病

院

は

、
傷
病

者

が

、
科

学

的

で
且

つ
適

正

な

診

療

を

受

け

る

こ
と
が

で
き

る
便

宜

を
与

え

る

こ
と

を

主

た

る
目

的

と

し

て
組

織

さ

れ

、
且

つ
、

運

営

さ

れ

る

も

の

で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

2

こ

の
法

律

に
お

い
て

、

「
診

療

所

」

と

は

、

医

師

又

は
歯

科

医

師

が

、
公

衆

又

は
特
定

多

数

人

の

た

め

医

業

又

は
歯

科

医
業

を

な

す

場

所

で
あ

っ
て

、

患

者

の
収

容

施

設

を
有

し
な

い
も

の
又

は

患
者

十

九
人

以

下

の
収

容

施

設

を
有

す

る

も

の
を

い
う
。

第

十

五

条

病

院

又

は
診

療

所

の
管

理
者

は

、

そ

の

病
院

又

は
診

療

所

に
勤

務

す

る

医
師

、
歯

科

医

師

、

薬
剤

師

そ

の
他

の
従

業

者

を

監

督

し

、

そ

の
業

務

遂

行

に

欠

け

る

と

こ
ろ

の
な

い
よ

う
必

要

な
注

意

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

2

助

産

婦

の
管

理
者

は

、
助
産

所

に
勤

務

す

る
助

産

婦

そ

の
他

の
従

業

者

を

監

督

し

、

そ

の
業

務

遂

行

に

遺

憾

の
な

い

よ
う

必

要

な

注
意

を

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

第

十

六

条

医

業

を

行

う
病

院

の
管

理
者

は

、
病

院

に

医
師

を

宿

直

さ
せ

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

但

し

、

病

院

に
勤

務

す

る
医

師

が

、

そ

の
病

院

に
隣

接

し

た

場

所

に
居

住

す

る
場
合

に

お

い
て

、
病

院

所

在

地

の

都

道

府

県

知

事

の
許

可

を
受

け

た
と

き

は

、

こ

の
限

り

で

な

い
。

第

一
一
十

一
条

病

院

は

、
省

令

の
定

め

る

と

こ
ろ

に

よ

り

、
左

の
各

号

に
掲

げ

る

人

員

及

び
施

設

を
有

し

、

且

つ
、
記

録

を
備

え

て
置

か

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

但

し

、
法

令

の
定

め
る

と

こ
ろ

に
よ
り

、
都

道

府

県

知
事

の
許

可

を

受

け
た

と

き

は

、

こ

の
限

り

で

な

い
。

.
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一

省

令

を
以

て
定

め

る
員

数

の
医

師

、

看
護

婦

そ

の
他

の
従
業

者

歯
科

医
師

、

二

各

科

専

門

の
診

察

室

三

手

術
室

四

処

置
室

五

臨

床
検

査

施

設

六

エ

ッ
ク

ス
線

装

置

七

調
剤

所

八

消

毒

施

設

九

給

食

施

設

十

給

水

施

設

十

一

暖

房

施

設

十

二

洗

た

く

施

設

十

三

汚

物

処

理

施

設

十

四

診
療

に
関

す

る

諸

記

録

十

五

そ

の
他

省

令

を

も

っ
て
定

め

る

施

設

`

2

前
項

第

一
号

又

は
第

十

五

号

の
規

定

に
基

く

省

令

の
規
定

に

よ

っ
て
定

め

ら

れ

た

人

員

又

は
施

設

を

有

し

な

い
者

に

つ

い
て

は

、
政

令

で

五
千

円

以

下

の
罰

金

の
刑

を
科

す

る
旨

の
規

定

を

設

け

る

こ
と

が

で
き

る
。

(
昭

二
八

法

二

=

二

・

一
部

改

正

)

第

七

十

三
条

当

該

官
吏

若

し

く

は
吏

員

又

は

そ

の

職

に

あ

っ
た
者

が

、
故

な

く
第

五

条

第

二
項

又

は

第

二

+
五
条

の
規

定

に
よ

る

診

察

録

又

は

助

産

録

の
検

査

に
関

し
知

得

し

た
医

師

、
歯

科

医

師

又

は
助

産

婦

の
業

務
上

の
秘

密

又

は
個

人

の
秘

密

を

漏

ら

し
た

と

き

は

、
六

月

以
下

の
懲

役

又

は

一
万

円

以

下

の
罰

金

に
処

す

る
。

2

職

務

上

前

項

の
秘
密

を
知

得

し

た
他

の
公

務

員

又

は

公
務

員

で
あ

っ
た

者

が

、
故

な

く

そ

の
秘
密

を

漏

ら

し

た
と

き

も

、
前

項

と

同

様

で

あ

る
。

医
療

法

施

行

規

則

第

十

九

条

法

第

二
十

一
条

第

一
項

第

一
号

の
規
定

に

よ

る
病

院

に
置

く

べ
き

医

師

、
歯

科

医

師

そ

の
他

の
従

業

員

の
員

数

の
標

準

は

、
次

の
通

り

と

す
る

。

一

医

師

入
院

患
者

(
歯

科

の

入
院

患

者

を
除

く

。)

の
数

と

外

来

患

者

(
歯

科

の
外

来

患
者

を
除

く
。)

の
数

を

二

・
五

(
耳

鼻

い
ん

こ
う
科

又

は

眼
科

に

つ

い
て

は

、
五

)
を

も

っ
て

除

し

た

数

と

の

和

が

五

十

二
ま

で
は

三
と

し

、

そ
れ

以

上

十

六

又

は

そ

の
端

数

を

増

す

ご
と

に

一
を

加

え

た

数

二

歯

科

医

師

イ

歯

科

の
み

を

診

療
科

名

と

す

る

病

院

に
あ

っ

て

は

、
入
院

患

者

の
数

が

五
十

二
ま

で

は
三

と

し

、

そ
れ

以

上

十

六

又

は

そ

の
端

数

を

増

す

ご

と

に

一
を
加

え

、
さ

ら

に
外

来

患

者

に

つ
い

て

の
病

院

の
実

状

に
応

じ

て
必

要

と

認

め

ら

れ

る

数

を
加

え

た
数

ロ

イ
以
外

の
病

院

に
あ

っ
て

は
、
歯

科

の

入
院

患

者

の
数

が

=

ハ
ま

で

は

}
と

し

、

そ

れ

以
上

又

は

そ

の
端

数

を
増

す

ご
と

に

一
を

加

え

、

さ

ら

に
歯

科

の
外

来

患
者

に

つ
い

て

の
病

院

の

実

状

に
応

じ

て
必
要

と
認

め
ら

れ

る

数

を

加

え

た

数

三

薬

剤

師

調

剤

数

八
十

又

は

そ

の
端

数

を
増

す

ご
と

に

一

四

看

護

婦

及
び

准

看

護

婦

入
院

患

者

(
収

容

さ

れ

て

い

る
新

生

児

を

含

む

。

以

下
本

条

及

び
次

条

第
十

二
号

に

お

い
て

同

じ
。)
の
数

が

四

又

は

そ

の

端

数

を

増

す

ご
と

に

一
及

び

外

来

患

者

の
数

が

三

十

又

は

そ

の

端

数

を

増

す

ご
と

に

一
。
た
だ

し

産

婦

人

科

又

は

産
科

に

お

い
て

は

、

そ

の
適

当

数

を

助

産

婦

と

す

る

も

の

と

し

、
ま

た

、
歯

科

に

お

い

て

は

そ

の
適

当

数

を
歯

科

衛

生

士

と

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

五

栄

養

士

病

床

数

百

以

上

の
病

院

に

あ

っ
て

は

、

一

.

六

診
療

エ

ッ
ク

ス
線

技

師

、
事

務
員

、
雑

仕
婦

そ

の
他

の
従
事

者

病

院

の
実

状

に
応

じ

た

適
当

数

2

医

師

法

施

行

規
則

(
昭
和

二
十

三

年

厚

生

省

令

第

四

十

七

号

)
第

十

一
条
第

一
項

又

は
歯

科

医

師

法

施

行

規

則

(
昭

和

二
十

三

年

厚
生

省

令

第

四

十

八
号

)

第

十

一
条

に
規

定

す

る
施

設

に

つ
い

て

は

、
当

該

施

設

で
診

療

に
関

す
る

実

地

修
練

又

は

診
療

及
び

曰
く

う
衛

生

に
関

す

る
実

地

修

練

を

行

お

う
と

す

る
者

を

適
当

数

置

く
も

の
と

す

る
。

3

第

一
項

の
入
院

患

者

及

び

外

来

患

者

の
数

は

、
前

年
度

の
平

均

値

と

す

る
。

但

し

、
新

規

開

設

又

は
再

開

の
場

合

は

、
推
定

数

に

よ

る
。

ー

」
o。
O

ー
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●■,

薬

事

法

第

十

二

条

医
薬

品

、
医

薬

部

外

品

、
化

粧

品

又

は

医

療

用
具

の
製

造

業

の
許

可

を

得

た

者

で

な

け

れ
ば

、

そ

れ

ぞ

れ

、
業

と

し

て
、

医

薬

品

、

医
薬

部

外

品

、

化

粧

品

又

は
医

療

用

具

の
製

造

(
小

分

け

を

含

む
,

以
下

同
じ

。)
を

し

て

は
な

ら

な

い
。

2

前

項

の
許

可

は

、
厚
生

大

臣

が

製

造

所

ご
と

に
与

え

る
。

3

第

一
項

の
許

可

は

、

二
年

ご
と

に

そ

の
更

新

を

受

け
な

け

れ

ば

、

そ

の
期

間

の
経

過

に

よ

っ
て

、

そ

の

効

力

を

失

う

。

第

十

四

条

厚
生

大

臣

は

、

日
本

薬

局
方

に

収

め

ら

れ

て

い
な

い
医
薬

品

、
医

薬

部

外

品

、

厚
生

大

臣

の

指

定

す

る
成

分

を

含

有

す

る

化

粧

品

又

は

医

薬

用

具

(
厚
生

大

臣

の
指

定

す

る

医

療

用

具

を

除

く

。)
に

つ

き

、

こ
れ

を
製

造

し
よ

う

と

す

る

者

か
ら

申

請

が

あ

っ
た

と

き

は

、

そ

の
名

称

、

成
分

、
分

量

、
用

法

、

用

量

、
効

能

、
効

果
等

を
審

査

し

て

、
品

目

ご
と

に

そ

の
製

造

に

つ

い

て
の

承
認

を
与

え

る

。

2

前

項

の
承

認

を

受

け

た
者

は

、
当

該

品

目

に

つ
い

て
承

認

さ

れ

た
事

項

の

一
部

を
変

更

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、
そ

の
変

更

に

つ
い

て

の

承
認

を

求

め

る

こ

と

が

で
き

る
。

第

十

八

条

医
薬

品

、
医

薬

部

外

品

、
化

粧

品

又

は

医

療

用

具

の
製

造

業

者

は

、
当

該

製

造

所

に

お

い

て

製

造

す

る

品
目

を

変

更

し

、
又

は

追

加

し

よ

う

と

す

る

と
き

は

、
厚

生

大

臣

の
許

可

を

受

け

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

2

前

項

の
許

可

に

つ
い

て
は

、
第

十

三

条

の
規

定

を

準

用
す

る
。

第

三
十

九

条

厚

生

大
臣

の
指

定

す

る

医

療

用

具

を

業

と

し

て
販

売

し

よ

う

と

す

る
者

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

営

業

所

ご
と

に

、

そ

の
営

業

所

の
所

在

地

の
都

道

府

県

知
事

に
厚

生
省

令

で
定

め

る
事

項

を
届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

た
だ

し

、
医

療

用

具

の
製

造
業

者

又

は
輸

入
販

売

業

者

が

、

そ

の
製

造

し

、

又

は
輸

入

し

た

医
療

用
具

を

医
療

用

具

の
製

造

業

者

又

は
販

売

業

者

に
販

売

し
よ

う

と

す

る

と

き

は

、

こ

の
限

り

で

な

い
。

2

厚

生

大

臣

は

、
厚

生
省

令

で
営

業

所

の
構

造

設

備

の
基

準

を
定

め

る

こ
と

が

で
き

る

。

第

四
十

一
条

厚

生

大

臣

は

、
医

薬

品

の
性

状

及

び

品

質

の
適

正

を

は

か
る

た

め

、
中

央

薬

事

審

議

会

の
意

見

を
聞

い

て

、

日
本
薬

局

方

を
定

め

、

こ
れ

を

公

示

す

る
。

2

日
本

薬

局

方

は

、
第

一
部

及

び

第

二
部

に
分

け

、

第

一
部

に
は

、
主

と

し

て
、

繁

用

さ

れ

る

原

薬

た

る

医
薬

品

及

び

基

礎

的
製

剤

を

収

め

、
第

二
部

に
は

、

主

と

し

て
、

混
合

製

剤

及

び

そ

の

原
薬

た

る

医
薬

品

を

収

め

る
。

3

厚

生

大
臣

は

、
少

な

く
と

も

十

年

ご
と

に

日
本

薬

局

方

の
全

面

に

わ

た

っ
て
中

央

薬

事

審

議

会

の
検

討

が

行

な

わ
れ

る

よ
う

に

、

そ

の
改

定

に

つ

い
て
中

央

薬
事

審

議

会

に
諮

問
し

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

第

四

十

二
条

厚

生

大

臣

は

、
生

物

学

的

製

剤

、
抗

菌

性
物

質

製

剤

そ

の
他

保

健

衛

生

上

特

別

の
注

意

を

要

す

る
医

薬

品

に

つ
き

、

中

央

薬

事

審

議

会

の
意

見

を

聞

い
て

、
そ

の
製

法

、

性
状

、
品

質

貯

法

等

に
関

し

、
必

要

な

基

準

を

設

け

る

こ
と

が

で
き

る
。

2

厚

生

大
臣

は

、
保
健

衛

生

上

の
危
害

を

防

止

す

る

た

め

に
必
要

が

あ

る
と

き

は

、

医

薬

部

外

品

、
化

粧

品

又

は

医
療

用

具

に

つ

い
て

、
中

央

薬

事

審

議

会

の

意

見

を
聞

い

て
、

そ

の
性

状

、
品

質

及

び
性

能

に
関

し

、
必

要

な
基

準

を
設

け

る

こ
と

が

で

き

る
。

第

四

十

三
条

厚

生

大

臣

の
指

定

す

る

医
薬

品

又

は

医

療

用
具

は

、
厚

生

大

臣

の
指

定

す

る
者

の
検

定

を

受

け

、

か

つ
、

こ

れ

に
合

格

し

た
も

の

で

な

け

れ
ば

、

販
売

し

、
授

与

し

、
又

は
販

売

若

し
く

は
授

与

の
目

的

で
貯

蔵

し

、
若

し
く

は
陳

列

し

て

は

な
ら

な

い
。

た
だ

し

、
厚

生

省

令

で
別

段

の
定

め

を

し
た

と

き

は

、

こ
の
限

り

で
な

い
。

2

前

項

の
検
定

に
関

し
必

要

な

事

項

は

、
政

令

で
定

め

る
。

3

第

一
項

の
検

定

の
結

果

に

つ

い

て
は

、
行

政

不

服

審

査

法

(
昭

和

三
十

七
年

法

律

第

百

六

十

号

)
に

よ

る
不

服
申

立

て
を

す

る

こ
と

が

で

き

な

い
。

食

品
衛

生
法

第

十

一
条

〔
表

示

の
基

準

の
制

定

」
厚

生
大

臣

は

公
衆

衛

生

の
見

地

か
ら

、
販

売

の
用

に
供

す

る
食

品

若

し

く

は
添

加

物

又

は
前

条

第

一
項

の
規

定

に

よ
り

-

」
oo
」

ー



規

格
若

し
く

は
基

準

が

定

め

ら

れ

た
器

具
若

し
く

は

容

器
包

装

に
関

す

る

表

示

に

つ
き

、
必

要

な
基

準

を

定

め

る

こ
と

が

で
き

る
。

②

前
項

の
規

定

に

よ

り

表

示

に
基

準

が
定

め

ら

れ

た

食

品

、
添

加

物

、
器

具

又

は
容

器

包

装

は

、

そ

の
基

準

に
合

う

表

示

が

な

け

れ

ば

、

こ

れ

を

販
売

し

、
販

売

の
用

に
供

す

る

た

め

に
陳

列

し

、

又

は
営

業

上

使

用

し

て

は
な

ら

な

い
。

保

健

所
法

〔
治
療

〕

第

四

条

保

健
所

は

、
地

方

に

お

け

る

公
衆

衛

生

の
向

上

及

び

増
進

を

図

る

た

め

必

要

が

あ

る

と
き

は

、

結

核

、
性

病

、
歯

科

疾

患

そ

の
他

厚

生

大
臣

の
指

定

す

る
疾

病

の
治
療

を

行

う

こ
と

が

で
き

る
。

結
核

予

防
法

第

五

条

都

道
府

県

知

事

は

、
結

核

予
防

上

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、
左

の
各

号

に
掲

げ

る

者

に

つ
い

て

、
そ

れ

を

受

け

る

べ

き

者

及

び

そ

の

期

日
を

指
定

し

て

、
定

期

外

の
健

康

診

断

を

行
う

こ

と

が

で
き

る

。

一

結

核

に
感
染

し

、
又

は
公

衆

に
結

核

を
伝

染

さ

せ

る

お

そ
れ

が

あ

る

業

務

に
従

事

す

る
者

二

結

核

ま

ん

延

の
お

そ
れ

が

あ

る
場

合

又

は
地

域

に

お

い

て

、
業

務

に
従

事

し

、

又

は
学

校

教

育

を

受

け

る
者

三

結

核

ま

ん
延

の

お

そ
れ

が

あ

る
場

所

又

は
地

域

に
居

住

す

る
者

又

は
居

住

し

て

い

た

者

四

結

核

患

者

と

同

居

す

る
者

又

は

同

居

し

て

い
た

者

第

二
十

二
条

医
師

は

、
診

療

の
結

果

受

診
者

が
結

核

患

者

で
あ

る
と

診

断

し

た
と

き

は

、

二
日

以
内

に

、

そ

の
患

者

に

つ
い

て
省

令

で
定

め

る
事

項

を

、
も

よ

り

の
保

健

所

長

に
届

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

2

保
健

所

長

は

、

そ

の
管

轄

す

る

区
域

内

に

居
住

す

る

者

以
外

の
者

に

つ
い

て
前

項

の
届

け

出

を

受

け

た

と

き

は

、

そ

の
届

け
出

の
内

容

を

、
当

該

患

者

の
居

住

地

を
管

轄

す

る
保

健

所

長

に

通
報

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

第

六

十

二
条

こ

の
法

律

の
規

定

に

よ

る

健

康

診

断

、

ツ
ベ

ル
ク

リ

ン
反

応

検

査

、

予
防

接

種

若

し

く

は
精

密
検

査

の
実

施

の
事

務

に
従
事

し

た
者

又

は
結

核

診

査
協

議

会

の
委

員

若

し
く

は

そ

の
職

に

あ

っ
た
者

が

、

そ

の
実

施

又

は
職

務

執

行

に
関

し

て
知

得

し

た
医

師

の
業

務

上

の
秘

密

又

は
個

人

の
心
身

の
欠

陥

そ

の
他

の
秘
密

を

正

当

の
理

由

な

し

に
漏

ら

し

た
と

き

は

、

一
年
以
下

の
懲
役

又

は
三
万
円
以
下

の
罰
金

に
処

す

る
。

保

健
婦

助

産

婦

看
護

婦

法

第

三

十

七

条

保

健

婦

、
助

産

婦

、

看
護

婦

又

は
准

看

護
婦

は

、
主

治

の
医

師

又

は

歯

科

医
師

の
指

示

が

あ

っ
た
場

合

の
外

、
診

療

機

械

を

使

用

し

、
医

薬

品

を

授

与

し

、

又

は
医

薬

品

に

つ
い

て
指

示

を

な

し

そ

の

他

医

師
若

し

く

は
歯

科

医

師

が

行

う

の

で

な
け

れ
ば

衛

生

上

危

害

を

生
ず

る

虞

の
あ

る

行
為

を

し

て

は
な

ら

な

い
。

但

し

、
臨

時

応

急

の
手
当

を

な

し

、
又

は

助

産

婦

が

へ
そ

の

お
を

切

り

、
か

ん

腸

を
施

し

、

そ

の
他

助

産

婦

の
業

務

に
当

然

附

随

す

る
行

為

を

な

す

こ
と

は

差

支

な

い
。

(
昭

二
六

法

一
四

七

・

一
部

改

正

)

第

四

十

二
条

助

産

婦

が

分

娩

の
介

助

を

し

た
と

き

は

、

助

産

に

関

す

る
事

項

を

遅

滞

な

く

助

産
録

に
記

載

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

2

前

項

の
助

産

録

で
あ

っ
て
病

院

、
診
療

所

又

は
助

産

所

に
勤

務

す

る
助

産

婦

の
な

し
た

助
産

に
関

す

る

も

の
は

、

そ

の
病

院

、
診

療

所

又

は
助
産

所

の
管

理

者

に
お

い

て

、

そ

の
他

の
助

産

に
関

す

る

も

の

は

、

そ

の
助

産

婦

に

お

い

て

五
年

間

こ
れ

を

保
存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

3

第

一
項

の
規

定

に

よ

る
助

産

録

の
記
載

事

項

に
関

し

て

は

、
省

令

で

こ
れ

を
定

め

る
。

第

四

十

三

条

左

の
各

号

の

一
に
該

当

す

る

者

は

、

こ

れ

を

一
年

以

下

の
懲

役

又

は

一
万

円

以

下

の
罰

金

に

処

す

る

。

一

第

二
十

九

条

か
ら

第

三
十

二
条

ま

で
の
規

定

に

違

反

し

た
者

二

虚

偽

又

は
不

正

の
事

実

に
基

い

て
免

許

を

受

け

た
者

2

前

項

第

一
号

の

罪

を

犯

し

た
者

が

、
助

産
婦

、
看

護

婦

、
准

看

護

婦

又

は

こ
れ

に
類

似

し
た

名

称

を

用

い
た
も

の

で

あ

る

と
き

は

、

こ
れ

を

二
年

以

下

の
懲

役

又

は

二
万

円

以
下

の
罰

金

に
処

す

る
。

ー

一
〇。
N

l

●、



●●

診

療

放

射

線

技

師

及

び
診

療

エ

ッ
ク

ス
線

技

師

法

第

二

条

こ

の
法

律

で

「
放

射

線
」

と

は

、
次

に

掲

げ

る

電

磁

波

又

は

粒

子

線

を

い
う
。

一

ア

ル

フ

ァ
線

及

び

ベ

ー

タ

線

ニ

ガ

ン

マ
線

三

百

万

電

子

ボ

ル

ト
以

上

の

エ
ネ

ル
ギ

ー

を
有

す

る

電

子

線

四

エ

ッ
ク

ス
線

五

そ

の
他

政

令

で
定

め

る
電

磁

波

又

は
粒

子

線

2

こ

の
法

律

で

「
診

療

放

射

線

技

師

」

と

は

、
厚

生

大

臣

の
免

許

を

受

け

て

、

医
師

又

は
歯

科

医

師

の
指

示

の
下

に

、
放

射

線

を

人

体

に
対

し

て
照

射

(
撮

影

を

含

み

、
照

射

機

器

又

は
放

射

性

同

位

元

素

(
そ

の

化

合

物

及

び
放

射

性

同
位

元
素

又

は

そ

の
化

合

物

の

含

有

物

を
含

む

。)
を
人

体

内

に

そ
う

入

し

て
行

な
う

も

の

を
除

く
。

以

下

同

じ
。)
す

る

こ
と

を

業

と

す

る

者

を

い
う
。

3

こ

の
法

律

で

「
診
療

エ

ッ
ク

ス
線

技

師

」

と

は

、

都

道

府

県

知

事

の
免

許

を

受

け

て

、

医
師

又

は
歯

科

医
師

の
指

示

の
下

に

、
百

万

電

子

ボ

ル
ト
未

満

の

エ

ネ

ル
ギ

ー

を
有

す

る

エ

ッ
ク

ス
線

を
人

体

に
対

し

て

照

射

す

る

こ
と

を

業

と

す

る

者

を

い
う
。

(
昭

四

三

法

六

三

・

一
部

改

正

)

第

二
十

四

条

医

師

、
歯

科

医

師

、
診

療
放

射

線

技

師

又

は
診

療

エ

ッ
ク

ス
線

技

師

で
な

け

れ

ば

、
第

二
条

第

二
項

(
診

療

放

射

線

技

師

の
定
義

)
に
規
定

す

る

業

を

し

て

は
な

ら

な

い
。

2

診

療

エ

ッ
ク

ス
線

技

師

は

、
百

万

電

子

ボ

ル

ト
末

満

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

有

す

る

エ

ッ
ク

ス
線

以

外

の
放

射

線

に
関

し

て

、
第

二
条

第

二
項

に
規

定

す

る
業

を

し

て

は

な

ら

な

い
。

3

前

二
項

の
規

定

に
違

反

し

た
者

は

、

一
年

以

下

の

懲

役

又

は

一
万

円

以
下

の
罰

金

に
処

す

る
。

刑

法

第

三
十

七
条

自

己

又

ハ
他

人

ノ
生

命

、
身

体

、
自

由

若

シ
ク

ハ
財

産

二
対

ス

ル
現

在

ノ
危

難

ヲ
避

ク

ル
為

メ
已

ム

コ
ト

ヲ
得

サ

ル

ニ
出

テ
タ

ル
行
為

ハ
其

行
為

ヨ
リ

生

シ
タ

ル
害

其

避

ケ

ン
ト

シ
タ

ル
害

ノ
程
度

ヲ

超

エ

サ

ル
場

△
ロ
ニ
限

リ
之

ヲ
罰

セ

ス
但
其

程
度

ヲ
超

エ
タ

ル
行
為

ハ
情

状

二
困

リ

其

刑

ヲ
減

軽

又

ハ
免
除

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

②

前

項

ノ
規

定

ハ
業

務

上

特

別

ノ
義

務

ア

ル
者

ニ

ハ
之

ヲ
適

用

セ

ス

第

二

三
〇

条

【
名

誉

穀
損

】
①

公

然
事

実

ヲ
摘

示

シ
人

ノ
名

誉

ヲ
殿

損

シ
タ

ル
者

ハ
其

事

実

ノ
有

無

ヲ
問

ハ

ス
三

年
以

下

ノ
懲

役
若

シ
ク

ハ
禁

鋼

又

ハ
千

円

ノ
罰

金

二
処

ス

(
昭

和

二

二
法

一
二
四
本

項

改

正

)

②

死

者

ノ
名

誉

ヲ
鍛

損

シ
タ

ル
者

ハ
護

国

二
出

ツ

ル

ニ

非

サ

レ

ハ
之

ヲ
口羽剖
セ

ス

第

二
一二
〇
条

ノ

ニ

【
事

実

の
証

明

】
①

前

条

第

一
項

ノ

行
為

公
共

ノ
利

害

二
関

ス

ル
事

実

二
係

リ

其

目

的
専

ラ
公

益

ヲ
図

ル

ニ
出

テ
タ

ル

モ

ノ

ト
認

ム

ル

ト
キ

ハ

事

実

ノ
真

否

ヲ
判
断

シ
真

実

ナ

ル

コ
ト

ノ
証

明

ア
リ

タ

ル
ト

キ

ハ
之

ヲ
罰

セ

ス

②

前

項

ノ
規

定

ノ
適

用

二
付

テ

ハ
未

タ

公

訴

ノ
提

起

セ

ラ

レ
サ

ル
人

ノ
犯

罪

行
為

二
関

ス
ル
事

実

ハ
之

ヲ
公

共

ノ
利

害

二
関

ス

ル
事

実

ト

看
倣

ス

③

前

条

第

一
項

ノ
行
為

公
務

員

又

ハ
公

選

二
依

ル
公

務

員

ノ
候

補

者

二
関

ス

ル
事

実

二
係

ル
ト

キ

ハ
事

実

ノ

真

否

ヲ
判

断

シ
事

実

ナ

ル

コ
ト

ノ
証

明

ア
リ

タ

ル
ト

キ

ハ
之

ヲ
罰

セ

ス

(
昭

和

二

二
法

一
二
四

本

条
追

加

)

.
第

二
百
十

一
条

業

務

上

必

要

ナ

ル
注
意

ヲ
怠

り

因

テ

人

ヲ
死

傷

二
致

シ
タ

ル
者

ハ
五
年

以

下

ノ
懲

役
若

シ

ク

ハ
禁

鋼

又

ハ
千

円
以

下

ノ
罰

金

二
処

ス
重

大

ナ

ル

過

失

二
因

リ
人

ヲ
死

傷

二
致

シ
タ

ル
者

亦

同

シ

(
昭

二
二
法

一
二
四

・
昭

四
三
法

六

一
・
一
部
改

正

)

第

二

=
=

条

【
侮

辱

】
事

実

ヲ
摘

示

セ

ス

ト
錐

モ
公

然

人

ヲ
侮

辱

シ
タ

ル
者

ハ
拘
留

又

ハ
科

料

二
処

ス

刑

事

訴

訟

法

第

三

百

二
十

条

第

三

百

二
十

一
条

乃

至

第

三
百

二

十

八
条

に
規

定

す

る
場

合

を
除

い

て
は

、

公
判

期

日

に

お

け

る
供

述

に
代

え

て
書

面

を

証
拠

と

し

、

又

は

公

判

期

日

に

お

け

る
他

の
者

の
供

述

を
内

容

と

す

る

供

述

を
証

拠

と

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

②

第

二
百

九

十

一
条

の

二

の
決

定

が

あ

っ
た

事
件

の

証
拠

に

つ

い

て
は

、
前

項

の
規

定

は

、

こ
れ

を

適

用

し

な

い
。

但

し

、
検

察

官

、
被

告

人

又

は
弁

護

人

が

が

証
拠

と

す

る

こ
と

に
異

議

を
述

べ
た

も

の

に

つ

い

て

は

、

こ

の
限

り

で

な

い
。

ー

」
Qo
Oo

ー



第

三

百

二
十

三

条

前

二
条

に
掲

げ

る

書

面

以

外

の
書

面

は

、
左

の
も

の

に
限

り

、

こ
れ

を

証
拠

と

す

る

こ

と

が

で
き

る
。

一

戸

籍

謄

本

、
公

正

証

書

謄

本

そ

の
他

公

務

員

(
外

国

の
公

務

員

を
含

む
。)
が

そ

の
職

務

上

証

明

す

る

こ
と

が

で
き

る
事

実

に

つ

い
て

そ

の
公

務

員

の
作

成

し

た

書

面

二

商

業

帳

簿

、
航

海

日
誌

そ

の
他

業

務

の
通
常

の

過

程

に

お

い

て
作

成

さ

れ

た

書

面

三

前

二
号

に
掲

げ

る
も

の

の
外

持

に
信

用

す

べ
き

情

況

の
下

に
作

成

さ

れ

た
書

面

改

正
刑

法

草

案

第

三

二

一
条

【
秘

密

の
漏

示

】
①

医
療

業

務

、

法
律

業

務

、
会

計

業

務

そ

の
他

依

頼

者

と

の
信

頼
関

係

に

基

づ

い

て
人

の
秘

密

を

知

る

こ
と

と

な

る

業

務

に
従

事

す

る
者

も

し
く

は

そ

の
補

助

者

又

は

こ
れ

ら

の
地

位

に

あ

っ
た
者

が

、
正

当

な
理

由

が

な

い

の

に

、

そ

の

業

務

に
関

し

て
知

る

こ
と

が

で
き

た
人

の
秘

密

を

漏

ら

し
た

と

き

は
、

一
年

以
下

の
懲
役

も

し

く

は
禁

固

又

は

二
十

万

円

以

下

の
罰
金

に
処

す

る
。

②

宗

教

の
職

に
あ

る

者

又

は

そ

の
職

に
あ

っ
た

者

が

正

当

な

理
由

が

な

い

の

に

、

そ

の
職

務

に
関

し

て
知

る

こ
と

が

で

き

た
人

の
秘

密

を
漏

ら

し

た
と

き

も

、

前

項

と

同

じ

で

あ

る
。

民

法

第

四

一
五

条

【
債

務

不

履
行

】

債

務

者

力

其
債

務

ノ
本

旨

二
従

ヒ
タ

ル
履

行

ヲ
為

サ
サ

ル
ト

キ

ハ
債

権

者

ハ

其

損

害

ノ
賠

償

ヲ
難
硝
求

ス

ル

コ
ト

ヲ
得

請

務

者

ノ
責

三
帰

ス

ヘ
キ
事

由

二
因

リ
テ
履

行

ヲ
為

ス

コ
ト
能

ハ

サ

ル

ニ
至

リ

タ

ル
ト

キ
亦

同

シ
・

第

五

百

七

十

条

売

買

ノ
目
的

物

二
隠

レ
タ

ル
暇

疵

ア

リ
タ

ル

ト

キ

ハ
第

五

百

六

十

六

条

ノ
規
定

ヲ
準

用

ス

但

強

制

競

売

ノ
場

合

ハ
此

限

二
在

ラ

ス

第

七

百
九

条

故

意

又

ハ
過

失

二
因

リ

テ
他

人

ノ
権

利

ヲ
侵

害

シ
タ

ル
者

ハ
之

二
因

リ

テ
生

シ
タ

ル
損

害

ヲ

賠
償
〔
ス

ル
金
貝
二
任

ス

第

七

百

十

条

他

人

ノ
身
体

、
自

由

又

ハ
名

誉

ヲ
害

シ

タ

ル
場

合

ト
財

産

権

ヲ
害

シ
タ

ル
場

合

ト

ヲ
問

ハ
ス

前

条

ノ
規

定

二
依

リ

テ
損

害

賠

償

ノ
責

二
任

ス

ル
者

ハ
財

産

以
外

ノ
損

圭
ロ
ニ
対

シ

テ

モ
』具
賠

償

ヲ
為

ス

コ

ト

ヲ
要

ス

第

七

一
七

条

【
土

地

の
工
作

物

等

の
占

有

者

及

び
所

有

者

の
責

任

】

①

土

地

ノ
工
作

物

ノ
設

置

又

ハ
保

存

二

暇

疵

ア

ル

ニ
因

リ

テ
他
人

二
損

害

ヲ
生

シ
タ

ル

ト

キ

ハ
其

工

作

物

ノ
占

有

者

ハ
被

害

者

二
対

シ
テ

損
害

賠

償

ノ
責

二
任

ス
但

占

有

者

力

損
害

ノ
発

生

ヲ
防

止

ス

ル

ニ
必

要

ナ

ル
注

意

ヲ
為

シ
タ

ル

ト

キ

ハ
其

損
害

ハ

所

有

者

之

ヲ
』賠
償

ス

ル

コ
パ

ヲ
要

ス

②

前

項

ノ
規

定

ハ
竹

本

・
栽

植

又

ハ
支

持

二
暇

疵

ア

ル

場

合

二
之

ヲ
準

用

ス

③

前

二
項

ノ
場

合

二
於

テ
他

二
損
害

ノ
原

因

二
付

キ

其

責

二
任

ス

ヘ
キ
者

ア

ル

ト
キ

ハ
占
有

者

又

ハ
所

有

者

ハ
之

二
対

シ

テ
求

償

権

ヲ
行

使

ス

ル

コ
ト

ヲ
得

第

七

百

二
十

三

条

他

人

ノ
名

誉

ヲ
殿

損

シ
タ

ル
者

二

対

シ

テ

ハ
裁

判
所

ハ
被

害

者

ノ
請

求

二
因

リ
損

害

賠

償

二
代

へ
又

ハ
損

害

賠

償

ト
共

二
名

誉

ヲ
回

復

ス

ル

ニ
適

当

ナ

ル
処

分

ヲ
命

ス

ル

コ
ト

ヲ
得

国
家

賠

償

法

第

一

条

【
公

権

力

の
行

使

に
も

と

つ

く

損

害

の
賠

償
責

任
、

求

償
権

】

①

国

又

は
公

共

団

体

の

公
権

力

の
行
使

に
当

る

公
務

員

が

、

そ

の
業

務

を
行

う

に

つ
い

て

、
故

意

又

は
過
失

に

よ

っ
て
違

法

に
他
人

に

損

害

を

加

え

た
と

き

は

、
国

又

は
公

共

団

体

が

、

こ

れ

を
賠

償

す

る
責

に
任
ず

る
。

②

前

項

の
場

合

に

お

い
て

、
公

務

員

に
故

意

又

は
重

大

な

過
失

が

あ

っ
た

と

き

は

、
国

又

は
公

共

団
体

は

、

そ

の
公

務

員

に
対

し

て
求

償

権

を
有

す

る
。

第

二

条

【
公

の
営

造

物

の
設

置

管

理

の
暇

疵

に

も

と
つ

く

損

害

の
賠

償

責

任

、

求

償

権

】
①

道

路

、

河
川

そ

の

他

の
公

の
営

造

物

の
設

置

又

は
管

理

に
暇

疵

が

あ

っ
た

た

め

に

他
人

に
損

害

を
生

じ

た

と

き

は

、

国

又

は
公

共

団

体

は

、

こ
れ

を

賠
償

す

る
責

に
任
ず

る

。

②

前

項

の
場

合

に

お

い

て

、
他

に
損

害

の
原

因

に

つ

い

て
責

に
任

ず

べ
き

者

が

あ

る

と

き

は

、
国

又

は

公

共

団
体

は

、

こ
れ

に
対

し

て
求

償

権

を

有

す

る
。

一

一
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刑

法

第

十

三
章

秘

密

ヲ
侵

ス
罪

第

百

三

十

三
条

故

ナ

ク
封

織

シ
タ

ル
信
書

を

開

披

シ

タ

ル
者

ハ

一
年

以

下

ノ
懲

役

又

八
二

百

円

以

下

ノ
罰

金

二
処

ス

第

百

三
十

四
条

医

師
、

薬

剤

師

、

薬

種

商

、

産

婆

、

弁

護

士

、

弁
護

人

、

公

証

人

又

ハ
此

等

ノ
職

二
在

リ

シ
者

故

ナ

ク
其

業

務

上

取

扱

ヒ

タ

ル

コ
ト

ニ
付

キ
知

得

タ

ル

人

ノ
秘
密

ヲ
漏

泄

シ
タ

ル
ト

キ

ハ
六

月

以

下

ノ
懲
役

又

ハ
百

円

以

下

ノ
罰

金

二
処

ス

②

宗

教
若

ク

ハ
禧

祀

ノ
職

二
在

ル
者

又

ハ
此

等

ノ
職

二

在

リ

シ
者

故

ナ

ク
其

業

務

上

取
扱

ヒ

タ

ル

コ
ト

ニ
付

キ
知

得

タ

ル
人

ノ
秘

密

ヲ
漏

泄

シ

タ

ル
ト

キ
亦

同

シ

第

百

三

十

五
条

本

章

ノ
罪

ハ
告

訴

ヲ
待

テ
之

ヲ
論

ス

優
生
保
護
法

(
秘
密
の
保
持

)

第

二
十
七
条

優
生
保
護
審
査
会

の
委
員
及
び
臨
時
委

員
、
優
生
手
術
の
審
査
若
し
く
は
施
行

の
事
務
又
は

人
口
妊

娠
中
絶
の
施
行
の
事
務
に
従
事
し
土
者
及
び

優
生
保
護
相
談
所

の
職
員
は
、
業
務
上
知
り
得
た
人

の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い

た
後
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
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法 律 名 等 内 容 関 連 法 規 等 本 シ ス テ ム と の 関 連 備 考

国土総合開発法

(昭25・ 法205)

第1条(目 的)

経済,社 会,文 化等の総合的見地か ら国土の総合

的利用,開 発,保 全,産 業立地の適正化を図 る。

離島振興法,山 村振興法,過 疎対策緊急措置

法,農 村地域工業導入促進法(昭46・ 法112),

農業振興地域整備に関す る法律(昭44・ 法58)

特定地域 を対象とした総合的な振興,整 備計

画のなかに本 システムが組み込まれる場合,

関連が出てくる。

関連法規中別掲の もの,お よび奄

美群島振興特別措 置法以下は成立

年,法 律番号 を省略。

奄美群島振興特別措 置法,小 笠原諸島復興特

別措置法,油 剤振興開発特別措 置法,北 海道

開発法,東 北開発促進法,九 州地方開発促進

法等

離島振興法(昭28・ 法72) 第1条(目 的)

離島の後進性除去の ため経済力の培養,島 民の生

離 島振興法施 行令,離 島対策審議会令,離 島

対策実施地域(昭28総 理府告示212号 等)

「離島」は本法では特に定義せず

総理府 の告示によ り具体的に,そ

活安定,福 祉向上を図 る。

第4条 の1お よび4

の地域 を指定する。

■資金,財 政面で国の優遇措 置を講

交通,通 信の確保,教 育 ・厚生 ・文化施設の整備
ずる。(第9条 の6)

同 上 一部 改 正

(昭47・ 法46,昭48.4.1

施 行)

第9条 の2(医 療の確保)

都道府県知事は医療を確保す るため,無 医地区に

関 し次の事業 を実施しなけれ ばな らない。

1.診 療所の設置

第9条 の2の うち,1～3は 直接関連 をもつ。

〃4～6は 運営に関連す る。

したがって,シ ステムに このよ うな機能 を含

める場合知事に協力を要請す ることが必要で

2.思 者輸送車(艇)の 整備
あ る。

3.定 期的な巡回診療
民間の病院,診 療所の協力を得 る必要がある

4.保 健婦の配置
場合知事を介 して要請で きる。

5,公 的医療機関の協力体制の整備

6.そ の 他

第9条 の2

同上の事業 を実施するため知事は病院又は診療所

の開設者 または管理者に対 し次の事項 に関 し.協
'

力を要請す ることがで きる。

1.医 師又 は歯科医師の派遣

2.巡 回診療車(船)に よる巡回診療

山村振興法(昭40・ 法64) 第1条(目 的)

山村における経済力の培養と住民の福祉向上 を図

る。

山村振興法施行令,同 施行規則,山 村振興法に

基づく振興山村 の指定(昭41総 理府告示11号

等)山 村振興対策審議会令

交通,通 信 の整備,学 校,診 療所,公 民館等

の教育,厚 生 ・文化施設 の整備(第3条 の1,

5)

「山村」は本法第2条 で定義

資金,財 政面での優遇措置 を講ず

る。(第4条,第9条 及び第12

条)
第3条 の1お よび5

交通,通 信の整備,学 校,診 療所,公 民館等の教

育,厚 生,文 化施設の整備

ひ
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法 律 名 等 内 容 関 連 法 規 等 本 シ ス テ ム と の 関 連 備 考

過疎地域対策緊急措置法

(昭45・ 法31)

・r

第1条(目 的)

人口流出により生活水準及 び生産機能の維持が困

難 となっている地域にっいて,総 合的,計 画的な

対策を実施 し,地 域社会の基盤強化,住 民福祉の

向上,地 域格差の是正 に寄与す る。

第3条 の1お よび2

交通,通 信の整備,学 校,診 療所,集 会施設等の

教 育,文 化施設の整備,並 びに医療の確保

第11条1～11お よび第14条

(医 療の確保)離 島振興法弟9条 の2と 同趣旨

過疎対策緊急措置法施行令

過疎地域 をその区域とす る市町村

(昭45自 治省告示98号 等)

過疎地域の市町村の廃置分合又 は境界変更が

あった場合の過疎地域対策緊急措置法の規定

を適用す る市町村の区域の基 準を定める省令

(昭45自 治省令21号)

診療施設(巡 回診療車(船),患 者輸送車

(艇)を 含む),消 防施設,有 線電気通信設

備,母 子健康セ ンター等の整備に対 して 「過

疎債 」をもって財源 とし得 る。 したがって都

道府県 との間で事業の調整が必要とな る。

cf,離 島振興法第9条 の2関 連事項

「過疎地域」は本法第2条 で定義

地方財政法の特例 を認め,起 債

(地 方債)に よ り財源とし得る。

(第11条)

上記対象の事業で システムに関連

のあるものは左記。

国庫補助等,離 島振興法の例に同

じ。

)

辺地に係る公共的施設の総合整

備のための財政上の特別措置等

に関する法律

(昭37・ 法88)

、

第1条

「辺地」を包括す る市町村 について公共的施設の

総合的,計 画的な整備を促進す るため必要な財政

上の特別措 置を定 める。

第2条 の2項 およびその4

「公共的施設」の定義

診療施設

同法施行令,同 法施行規則,地 方財政法

過疎 法第]1条,医 療法第1条 第2項

対象 となる公共施設には,

④ 巡回診療車(船),思 者輸送車(艇),

(雪 上車を含む),診 療用の機械器具,備

品,医 師往診用の自動車(雪 上車を含む)

⑥ 有線電気通信設備お よび無線電話

⑬ 母子健康 センター

⑭ 消防施設(消 防専用電話装 置等 を含む)
・

等があり,シ ステムの対象となる市町村等

でこの法律の特別措置を受けようとしてい

る場合,考 慮に入れ る必要がある。

'「辺地」は本法第2条 で定義

広域市町村閤振興整備措置要綱

(昭45.4.10自 治振 第53号

関係道府県知事あて自治事務

次官通知)

過疎過密の問題の解決のため都市お よび周辺農 山

漁村地域を一体 とす る日常社会生活圏 を場とする

新 しい地域 の振興整備に関する施策の展開,そ の

ための広域行政体制の整備を目的とす る。

(同 通知第1趣 旨)

広域市町村圏設定指針

(昭45.4.10自 治振第54号,関 係道府県

知事あて自治省行政局長通知)

第2-1 .

広域市町村圏の設定については知事が関係市

町村 と協議して設定す る。 この場合あらかじ

め自治大臣と協議す る。

第4-1

広域市町村圏計画の策定は広域行政機構があ

らかじめ,知 事 と協議 して行な う。

〔策定指針の例 〕

…中心市街地の総合病院 と周辺農林漁業地域

(辺 地を含む)の 診療所については,医 師,

看護婦の巡 回,患 者輸送車の運行等によ り有

機的に連携 させ ることが合理的であ る。

広域市町村圏計画策定指針

(昭45.7.31自 治振第156号,関 係道府

県知事 あて 自治省行政局長通知)

システムが広域市町村圏内および相互間で運

用され る場合,当 該行政機構(事 務組合)と

調整 を行な う必要がある。

具体的には当該市町村長,最 終的には知事 が

相手方 となる。

行政機構(事 務組合)が 結成 されていないか,

加入 していない市町村 を対象 とする場合はこ

の措置のなかでの運用は困難である。

、
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法 律 名 等 内 容 関 連 法 規 等 本 シ ス テ ム と の 関 連 備 考

同上別表1圏 域の確認に関す る指標

〃2中 心市街地に関する指標

消防組織法(昭22・ 法226) 第1条(消 防の任務)

消防は,そ の施設及 び人員を活用 して,国 民の生

地方自治法第2条 ②③

消防本部及び消防署を置かねばならない市町

消防の責任は市町村にあるので,本 システム

の救急機能 に関係する搬送業務 を依頼する必

左記の協定には 自衛隊は含まれて

いない。

命,身 体及び財産を火災か ら保護す るとと もに, 村 を定める政令(昭46・ 政令170) 要がある。

水火 災又は地震等の災害を防除し,及 びこれらの 昭46.6.1自 治省告示第110号 消防庁,警 察庁,道 府県警察,知 事,市 町村

災害に因 る被害を軽減す る。 昭47.4.15〃 第106号 長等が災害防御の措置に関し予め協定するこ

第6条(市 町村の消防責任) 昭48.4.5〃 第75号 とがで きる(第24条 ②)の で,本 システム

市町村 は,当 該市町村の区域における消防を十分
の運用に関する協定 をこれに基 づいて行な う

に果すべ き責任を有する。
ことが可能である。

.

第8条 消防に要す る費用は当該市町村が負担する。
》

第9条 市町村は消防本部,消 防署,消 防団の全 .

部または一部を設けなけれ ばな らない。

第23条 消防庁及び地方公共団体は消防事務の

ために警察通 信施設 を使用することができる。

消 防 法(昭23・ 法186) 第2条 の9救 急業務 とは,災 害に よる事故で医

療機関その他の場所へ緊急に搬送す る必要のある

昭39.2.14自 治省告示第6号

消防法施行令第43条(昭46政 令169全 敗)

本 システムに政令等で定 められ た市町村が含

まれた場合,搬 送機器及び救急に関す る情報

付録2-4

救急業務実施市町村の状況参照

もの を救急隊によって搬送す ること。 昭46.6.1自 治 省 告示 第111号 』 の伝達及び指示の権限の所在 を明確に してお

第35条 の5政 令で定 める市町村は救急業務 を行 昭47.8.15〃 第214号 く必要がある。

なわなければな らない。 昭48.6、20〃 第119号

災害対策基本法

(昭36・ 法223)

第57条(通 信設備の優先利用等)

通知,要 請,伝 達等が緊急 を要す る場合,知 事又

災害対策基本法施行令,同 施行規則

有線電気通信法第3条 一3-3

災害によ り救急搬送の必要が生じた場合本 シ

ステ ムの通信機器 システムの利用等の関連 が

は市町村長 は,公 衆電気通信設備 を優先的に利用 警察事務,消 防事務,水 防事務,等 生ず る。

し,若 し くは,有 線電気通信法第3条 一3-3の 「

者が設置する有線又は無線設備を使用で きる。

災害救助法(昭22・ 法118) 第1条(目 的) 同 上 同 上

災害に際 して国が地方公共団体,日 本赤十字社, 災害救助法施行令,同 施行規則

その他の団体及び国民の協力の下に応急的に,必

要な救助 を行い,災 害 にかか った者の保護 と社会

の秩序の保全を図 る.。

第28条(通 信 設備の優先利用等) 同 上 同 上

厚生大臣,都 道府県知事,知 事の職権の一部 を委

託 された市町村長又はこれらの者の命を受けた者

は,非 常災害が発生 し,応 急的な救助を行う必要

が ある場合は,そ の業務に関し緊急を要する通信

のため,公 衆電気通信設備を優先的に利用し,電
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法 律 名 等 内 容 関 連 法 規 等 本 シ ス テ ム と の 関 連 備 考

気通信法でかかげる者が設置する通信設備を使用

で き る。
'

自 衛 隊 法(昭29・ 法165) 第1条(目 的)

自衛隊の任務,組 織,行 動,権 限,隊 員の身分取
指定部隊の長とは方面総監,師 団

長,駐 とん地司令等 を指す。
扱い等 を定 める。

(第83条)
第83条(災 害派遣)

都道府県知事その他政令で定める者は天災地変そ 自衛隊法施行令第105条,第106条,第108 ヘ リコプターの出動 要請は,知 事等を介 して
の他の 災害に際して,人 命又は財産の保護のため 条等。 行なえ る。
必要があ ると認める場合は,部 隊等の派遣を長官

又は,そ の指定する者 に要請す る⊂とがで きる。

第86条(関 係機関との連絡,協 力)

部隊等が行動する場合は,都 道府県知事,市 町村

長,警 察,消 防機関,そ の他の国又は地方公共団
` 、

体の機関は連絡,協 力する。

第102条(電 波法の適用 除外) 電波法104条 自衛隊所属の ヘリコプターとの交信の場合問

電波法104条 にかかわらず,自 衛隊 がレーダ移動
題 となる。

体の無線設備 を使用する場合は,適 用しない。

保 健 所 法(昭22・ 法101)
o 第1条 保健所は地方におけ る公衆衛生の向上及 保健所法施行令(昭23・ 政令77) セ.ンターあるいはサテライ トとなる市の保健

び増進 を図 るため,都 道府県又 は政令で定める 第1条 法第1条 の規定により保健所を置く 所 との連繋が考えられ る。
市が これを設置す る。 市……(「 政令市」)

第2条 保健所 は下記の事項にっき指導及びこれ 札幌,小 樽,函 館,仙 台,横 浜,川 崎,横

に必要な事項 を行な う。 須賀,新 潟,金 沢,岐 阜,静 岡,名 古屋,

1.衛 生思想の普及 ・向上 京都,大 阪,堺,神 戸,尼 崎,姫 路,和 歌

2人 目動態統計 山,広 島,呉,下 関,福 岡,北 九 州,大 牟

3.栄 養改善及び飲 食物の衛生 田,長 崎,佐 世保,熊 本,鹿 児島

〆 4.環 境衛生 (計29市)

5.保 健婦 保健所法施行規則(昭28・ 厚生省令55)

6、 公 共 医 療 の 向一ヒ ・増 進

7.母 子:老 人衛生

8.歯 科衛生

9.衛 生上の試験 ・検査

9-2精 神衛生

10.結 核,性 病,伝 染病 その他の予防

11.そ の他公衆衛生の向上 ・増進

第6条 保健所に所管区域内の公衆衛生及び当該 同上,第6条

保健所の運営に関する事項 を審議させるた め運 運営協議会は委員30名 以内で組織す る。 運営協議会の メンバーを諮問委員会等の委員

営協議会を置 く。 同上,第6条2 に委嘱することが考え られる。

委員は市町村,関 係行政機関,医 療関係団
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法 律 名 等 内 容

.

関 連 法 規 等 本 シ ス テ ム と の 関 連 備 考

体,医 療施設,学 校,社 会福祉施設,事 業

場等の代表者又は職員,学 識経験者,そ の

他か ら任命する。

地方 自治法(昭22・ 法67) 第1条(目 的) 地方自治法施行令(昭22・ 政令16) 地方公共団体の種類は

地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大 地方自治法施行規則(昭22・ 内務令29)
・普通地方公共団体

綱を定め併せて国 と地方公共団体の間の基本的 地方 自治法施行規程(昭22・ 政令19) 都道府県および市町村

関係を確立することによ り,民 主的にして能率
・特別地方公共団体

的な行政の確保 を図 る。
特別区,地 方公共団体の組合,

第2条 財産区等(第1条 の2)と な

(地 方公共団体の事務)
って い る。

6、 病院,隔 離病舎,療 養所,消 毒所,産 院,救

護 施設,そ の他の保健衛生,社 会福祉等に関す
.

る施設 を設置し若しくは管理 し,又 はこれ らを

使用す る権利を規制 することρ

&防 犯,防 災,罹 災者の救護,交 通安全の保持。

自治省設置法 第3条(自 治省の任務) 、 本 システムに関係する公的機関相互間の'調

(昭27・ 法261) 国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相 整にっいて協力を得 ることが期待 される。

互問の連絡協調を図 り,も って地方自治の本旨

o の実現 と民主政治の確立に資す ること並 びに消

防に関する事務 を処理し,も って水,火 災等に

よ る災害の防除に資することを任務 とする。

第4条(自 治省の権限)

11の2過 疎 対策緊急措置法の施行に関する事務

13の2地 方財政再建促進特別措置法に関する事
'

務

13の3辺 地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関す る法律の施

行に関す る事務 を行 うこと。

34の3消 防施設強化促進法に基づき市町村の消
●補助の対象(政 令)

防施設に対し補助金を交付する。 消防自動車,火 災報知機,消 防専用電話

囲 離島振興法その他の法律 に指定 されている市町村 については付録2-2を 参照 され たい。

■ ψ

ノ
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法 律 名 簿 内 容 関 連 法 規 等 本 シ ス テ ム と の 関 連 備 考

地方公営企業法 第1条(目 的) 地方公営企業法施行令(昭27・ 政令403) 地方公共団体の経営する病院 にあっては,い わ ・地方公営企業の範囲は水道,工
(昭27・ 法292) 地 方公共団体の経営する企業の組織,財 務及び 地方公営企業法施行規則 ゆる独立採算制 をとり,そ の財政は,か なり 業用水道,軌 道,自 動車運送,

これに従事す る職員の身分取扱い,そ の他企業 (昭27・.総 理府令73) 規制 を受けている。
●

地方鉄道,電 気,ガ スの各項※
の経営の根本基準,等 に関する措置 を定 める。 地方公営企業労働関係法(昭27・ 法289) したが って,シ ステムの運用 にあた り,地 方 となっている。(第2条)

第2条2(病 院事業への適用) 公営企業たる病院に費用の負担 を求める場合 ・施行規則では収益,費 用,資 産

第3条 ～第6条,第17条 ～第35条,第40条 には,な ん らの特別措 置が必要 とな る。 についてそれぞれの事業につい
～第41条 及 び附則第2項 ～第4項 までの規定

て勘定科目を詳細に規定 してい
(「 財務規定等」)は 地方公共団体の経営す る

る。(別 表第1号)
企業の うち病院事業 に適用す る。 ・固定資産の耐用年数等について

第17条
も同様である。(別 表第2号 ～

地方公営企業の経理は事業ごとに特別会計を設
第4号)

けて行な うものとす る。 ●国立病院については国立病院特

別 会計法(昭24・ 法190)に より

規制 され る。

地方財政法(昭23・ 法109) 第1条(目 的) 地方財政法施行令(昭23・ 政令267)

地 方公共団体の財政の運営,国 と地方財政 との 地方 自治法施行令第174条 の規定による地方

関係等に関する基本原則を定 める。 債の許可に関 する件

(昭22・ 内務 ・大蔵令5)

地方交付税 法(昭25・ 法211)

地方交付税法施行令(昭33・ 政令117)

辺地に係 る公共的施設の総合整備の ための財

・ 政上の特別措置に関す る法律

(昭37・ 法88)一(別 掲)

同上施行令(昭37・ 政令301)

地方公務員法 .第1条(目 的) 地方公営企業労働関係法(昭27・ 法289) 地方公共団体に属する職員(地 方公務員,地 方
(昭25・ 法261) 地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任 同上施行令(昭40・ 政令277)

　

公営企業職員)が 本 システムに関係する場合,

用,職 給制,給 与,勤 務時 間,、条件,分 限 懲 その身分,給 与等 を明確にしてお く必要があ

戒,服 務等の根本基準を定め る。 る。



2-2広 域市町村圏設定状況

本 表 は 「広 域 市 町 村 圏 要 覧 」(自 治 行 政 局 振 興 課編 ・第 一法 規 出版 ㈱ 発行,昭 和48年2月)よ

り転 載 した もので あ る。

凡 例

1)区 分 欄 の 各 広 域 市 町 村 国 名 の 下 の()内 数 字 は 設定 年 度 を表 わ す。

2)構 成 市 町 村 名 の 頭 に 付 した*印 は 当 該 広 域 市 町 村 圏の 中 心 市 町 を表 わ す 。

3)人 口 ・面積 は 昭 和47年3月31日 現 在 の 住 民 基 本 台帳 人 口お よ び 建設 省 国土 地 理院 が公 表 し た

昭 和46年10月1日 現 在 の 面 積 に その 後 の 異 動 を修 正 した もの で あ る。

4)備 考 欄 の 記 号 は 次 の とお りで あ る。

㊨ … … 新 産 業 都 市 建 設 促 進 法(昭37法117)第3条 及 び第4条 の 規 定 に よ り新 産業 都 市 の 区 域

と して指 定 され た 市 町 村

㊤ … … 工 業 整 備 特 別 地 域 整 備 促 進 法(昭39法146)第2条 に よ り工業 整 備 特 別 地域 と して指 定

され た市 町 村

⑱ … … 低 開 発 地 域 工 業 開 発 促 進 法(昭36法216)第2条 の規 定 に よ り低 開 発 地 域 工業 開 発地 区

と して 指 定 され た 市 町 村

㊧ … … 過 疎 地 域 対 策 緊 急 措 置 法(昭45法31)第2条 の規 定 に よ り過疎 地 域 と して 指定 され た市

町 村

⑧ … … 離 島 振 興 法(昭28法72)第2条 に よ り指 定 され た離 島 振 興 対 策 実施 地 域 及 び奄 美 群 島 振

興 特 別 措 置 法(昭29法189)第1条 に 定 め る地域 の市 町 村

⑨ … … 農 村 地 域 工 業 導 入 促 進 法(昭46法112)第2条 に よ る農 村 地 域 で あ る市 町 村

⑩ … … 山村 振 興 法(昭40法64)第7条 の 規 定 によ り指定 さ れ た振 興 山 村 地 域 を管轄 す る 市町 村

@… … 産 炭 地 域 振 興 臨 時 措 置法(昭36法219)第2条 の規 定 に よ り 産 炭 地 域 として 政令 で定 め

られ た市 町 村 ・

一192一
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名村町市成構

町
町

村1蘂呂町辺和留常2

市
町

町
町
町
村

町
町

町
村1萌毛平工別幌剛別塩延袖留増小苫羽初速天幌1
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*
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町
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町
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北 海 道

|区分
構成市町村名' 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

日 日 高 町 4,763 568.85 @㊨ ⇔ 後 泊 村 3,612 82.98 @⑳ ⇔㊥

平 取 町 10,282 747.22 ⑭⑭⑧ 神 恵 内 村 2,620 148.36 @@⑳

門 別 町 15,514 431.20 ◎ 積 丹 町 6,044 237.86 @⑭ ◎

新 冠 町 9,133 586.95 ㊥⑭● 古 平 町 7,398 186.78 ◎@◎
三 石 町 8,142 346.54 ⑪●㊧⑱ 士 仁 木 町 6,527 167.63 ④@◎

一 浦 河 町
.20β86 693.20 ⑪◎㊤

心♪ 余 市 町 26,629 14L53 @⑱
局

(46)

様 似 町
え り も 町

8,848

7,787

367.74

287.62

⑪⇔⑧
㊤⑭⑧

(47) 赤 井 川 村
1市13町6村

L943
347,818

280.59

4,302.33

①⑭㊨

9町 110,240 4,837.59
旭 川 市 304,725 749.42

*室 蘭 市 168,441 79.04 ⑧ 上 鷹 栖 町 7,780 137.80 ⑭⑭

西 登 別 市 47,399 213.61 ⑯ 川 東 神 楽 町 5,501 68.78 ◎

豊 浦 町 7,929 232.90 ⑭⑱● 中 当 麻 町 10,968 206.29 @●
胆 虻 田 町 13,251 71.57 ⇔⑯ 部 比 布 町 6,604 91.04 @◎

洞 爺 村 2,849 113.90 ㊧◎ 地 愛 別 町 7,283 247.19 ◎⑳◎
振 大 滝 村 1,652 271.88 ①⑲⑧ 区 上 川 町 10,682 1,054.51 @◎

(46) 壮 瞥 町
伊 達 市

4,864

30,789

203.17

168.98

●⇔

⑯ (47)

東 川 町
美 瑛 町

8,026

18,093

249.61.

672.39

⑲◎
⑭◎

3市3町2村 277,174 1,355.05 1市8町 379,662 3,477.03

夕 張 市 68,897 761.66 働●⑱ 江 差 町 14,434 110.04 @

南 岩 見 沢 市 72,814 207.49 ◎㊧ 上 ノ 国 町 10,982 546.50 ⑩⑱◎

美 唄 市 46,005 275.02 ⑲◎⑭
檜 厚 沢 部 町 8,162 464.78 ⑩⑲@

三 笠 市 31,288 305.94 ⑭㊧⑧ 山 乙 部 町 7,950 165.04 @⑳ ⑧

北 村 6,225 98.30 ㊥@ 熊 石 町 7,808 220.25 ◎⑳◎
空

栗 沢 町 13,819 180.61 ⑭⑧@ 地 大 成 町 5,315 134.17 ㊤⑭◎

南 幌 町 6,247 79.21 ⑱⑧ 奥 尻 町 6,270 143.27 ⑳◎⑱

由 仁 町 10,612 136.20 ㊨◎㊧ 区 瀬 棚 町 5,272 125.98 ⑰⑭

知 長 沼 町

栗 山 町

15,098

18,876

170.07

203.03

⑧@
愈⑭⑱

(47)
北 檜 山 町

今 金 町

8,945

10,981

374.83

569.88

⑭⑰◎

⑪◎
(47) 月 形 町 6,550 153.39 ㊧@㊧ 10町 86,119 2,854.74

4市6町1村 296,431 2,570.92
根 根 室 市 44,241 416.99 ◎⑱

釧 路 市 198,960 217.67 ㊧ 別 海 町 18,257 1,333.98 ⑳◎

釧 厚 岸 町 17,639 739.13 ⑪⑭働⑯ 中 標 津 町 17,623 684.55 ⑧

標 茶 町 13,824 1,107.45 ⑪⑳⑭ 室 標 津 町 8,040 621.46 ⑪◎

路 阿 寒 町
白 糠 町

8,078

15,731

737.62

770.12

㊤⑳⑧⑯
⑭⑳㊧㊧

(47)
羅 臼 町
1市4町

8,209

96,370

401.84

3,458.82

◎

地 釧 路 村 8,077 254.11 ⑩⑭◎㊧ 札 幌 市 1,044,817 1,117.98 ⑱
浜 中 町 10,092 429.56 ◎ 札 江 別 市 68,340 188.83 ⑱㊧

区 弟 子 屈 町 12,058 772.65 @ 一

千 歳 市 57,685 594.36 ⑤
鶴 居 村 2,921 571.11 ◎⇔◎ 恵 庭,市 35,782 294.71 ⑱

(47) 音 別 町 3,890 402.80 ⑭⑭◎@ 広 島 町 10,339 121.05 ⑦
1市7町2村 291,270 6,002.22 石 狩 町 11,933 128.77 ⇔

苫1j・ 牧 市 113,679 561.91 ⑧ 当 別 町 18,171 420.08 ◎
東 白 老 町 21,032 424.28 ●⑨ 新 篠 津 村 4,595 78.51 ◎

早 来 町 6,594 155.19 ◎⑨⑯ 幌 厚 田 村 4,027 293.09 ⑪⑱⑧

追 分 町

厚 真 町

5,614

7,821

83.24

405.51

⑭㊧
●⑧

(47)
浜 益 村
4市3町3村

5,636

1,261,325

313.48

3,550.86

@⑱ ◎

鵡 川 町 9,087 165.74 ◎

(47) 穂 別.町
1市6町

6,197

170,024

548.85

2,344.72

⑩⑭Q⑱ 旬 北海道は地方生活圏が設定されていない。

小 樽 市 190,105 234.96 ⑨
後 島 牧 村 3,901 438.11 ⑪@●

寿 都 町 7,578 97.68 ⑩@●
黒 松 内 町 5,310 345.27 ⑪⇔@

蘭 越,町 10,455 451.34 ⑪⑭@
ニ セ コ 町 5,484 188.83 ●◎

真 狩 村 3,440 121.33 ●◎

留 寿 都 村 2,618 121.91 ●◎
喜 茂 別 町 4,869 190.15 ⑪⇔⑭
京 極 町 4,658 232.39 ⑩@@

志 倶 知 安 町 18,756 260.46 ●⑱

(47)
共 和 町

岩 内 町

9,139

26,732

302.76

71.41

㈱
⇔⑭㊨
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φ

青 森

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*弘 前 市 158,928 273.41 ㊥㊥

平 賀 町 24,060 220.88 ㊥⑳

津 西 目 屋 村 4β08 247.33 ◎㊥㊥

黒 石 市 40,325 216.32 ⑪⇔

常 盤 村 6,770 14.93 ⑥
軽

藤 崎 町 12,035 21.78 ⑭㊥

田 舎 館 村 10,472 22.Ol @

地 大 鰐 町 17,481 164.85 ⑲●

碇 ケ 関 村 4,888 105.01 ⑪●

尾 上 町 11,233 19.20 ㊥
」或

岩 木 町 13β62 146.66 ⑪⑧

(44) 浪 岡 町 22,602 130.71 ⑱

相 馬 ・村 4,201 104.38 ⑲愈●

板 柳 町 19,958 42.80 ⑭

2市7町5村 350,623 1,730.27

*八 戸 市 214,347 212.62 ㊨

百 石 町 9,842 21.60 ㊥
八 下 田 町 8,181 49.38 ㊥

三 戸 町 17,368 151.77 ◎◎

戸 五 戸 町 21,485 120.79 ㊧⑪
田 子 町 10,589 242.90 ⑪⑱

地 名 川 町 12,733 83.04 ⑨

南 部 町 7,835 29.74 ⇔

階 上 村 9,736 93.40 ㊥
域

福 地 村 5,978 39.75 ⇔㊥

(44) 南 郷 村 8,943 91.02 ⇔◎
倉 石 村 4,264 55.97 ⑳⇔

新 郷 村 5,246 152.39 ◎㊥⇔

1市7町5村 336,547 1,344.37

*五 所 川 原 市 51,536 167.53 ⑪@

鯵 ケ 沢 町 20,284 340.92 ◎㊥㊧

西 木 造 町 25,580 120.67 ◎

深 浦 町 13,503 317.80 ◎⑭

北 森 田 村 6,183 24.03 ㊥

岩 崎 村 4,778 174.24 ⑪⇔◎

五 柏 村 5,530 13.97 ◎

稲 垣 村 6,916 32.72 ㊧@
地 車 力 村 7,352 61.51 ◎

金 木 町 15,074 126.47 ⑪●

域 中 里 町 15,426 151.46 ㊧

(45) 市 浦 村 4,692 111.26 ⑪⇔◎

小 泊 村 6,017 64.78 ⑪⇔

鶴 田 町 18,939 46.07 ⑧

1市6町7村 201,810 1,753.43

青
*青 森 市 251,658 693.40 ⑪⑧

平 内 町 18,144 215.88 ⑪⑧

森 蟹 田 町 5,958 116.43 ①◎

地 今 別 町 7,466 124.80 ⑩◎

蓬 田 村 4,846 81.08 @◎
域 平 館 村 4,410 51.31 ◎⑭⇔

(45) 三 厩 村 5,299 65.72 ①◎

1市3町3村 297,781 1β48.62

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

下 *む つ 市 44,268 246.46 ●㊥

川 内 町 8,903 323.37 ㊤⑰●

北 大 畑 町 13,130 236.63 @@

大 間 町 7,733 52.10 ⑱

地 東 通 村 11,538 293.74 ◎㊥

佐 井 村 4,887 135.35 ⑭●

域 風 間 浦 村 4,512 69.80 ⑪⑥

脇 野 沢 村 4,084 58.48 ⑲⑭⑭
(46) 1市3町4村 99,055 1,415.93

*十 和 田 市 51,695 318.39 ㊧⑳
上 三 沢 市 28,478 120.68 ㊧⑳

野 辺 地 町 18,107 82.56 ●
十 七 戸 町 13,018 136.08 ⑪●

十 和 田 町 8,530 372.06 @
三

六 戸 町 10,760 82.93 ⑭⑱

地
横 浜 町 7,318 125.82 ◎●

上 北 町 10,973 56.95 ㊥⑳

域 東 北 町 13,417 209.72 ⑭

天 間 林 村 10,663 199.92 ⑭⇔
(46) 六 ケ 所 村 13,492 253.31 ⑭

2市7町2村 196,451 1,958.42

囲 地方生活圏

○下北地方生活圏

下北地域

○南部地方生活圏

上十三地域

○青森地方生活圏

青森地域

○津軽地方生活圏

西北五地域

八戸地域

津軽地域
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岩 手

区分 構成市町村名 人 口(人) 面 積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*盛 岡 市 202,231 398.72 ⑪㊥
岩
手 湯 田 町 7,353 304.69 ⑪㊥㊧

雫 石 町 18,545i608.01 ㊥㊥
県
中 江 釣 子 村 7,842 18.04 ●⑱

盛
岩 手 町 22,111

1
360.93 ⑪㊥ 部 沢 内 村 5,375 288.47 ◎⑭⑳

葛 巻 町 14,206 433.87 ㊥⇔ 聖 2市5町2村 184,096 1,938.21

(46)
岡 西 根 町 19,403 166.57 ⇔

紫 波 町 26,713 238.33 ⑭⇔
釜

*釜 石 市 72,733 444.23 ⑭⑳

矢 巾 町 13,917 67.76 ⑰㊥ 石 遠 野 市 32,870 660.18 ⑭⇔

地
滝 沢 村 12,688 181.02 ⑨㊥ 地 大 槌 町 21,094 199.65 ⑪Q

松 尾 村 7,293 233.84 ◎⑭● 区 宮 守 村 7,239 165.40 ⑪@㊧

区 玉 山 村 14,242 397.90 ⑪㊥
(46)

2市1町1村 133,田6 1,469.46

(44) 都 南 村

安 代 町

17,114

10,722

9LO3

456.94

㊧㊥

◎⑭@
気

*大 船 渡 市 39,505 186.18 ●㊥

1市7町4村 479,185 3,634.92 仙 陸 前 高 田 市 32,205 勾1・59 ⑭●⑱

胆 *水 沢 市 49,433 95.63 ⇔㊤

地

区

住 田 町

三 陸 町

10,590

10,032

335.95

136.75 ⑲@⇔

江 刺 市 38,505 360.77 ◎㊥㊧㊥ デ 市2町 92,332 890.47

江 (46)
金 ケ 崎 町 15,210 179.61 ⇔⑮

地 前 沢 町 16,433 72.74 ● 宮 宮 古 市 60,316 338.37 ⑪㊧㊤

区 胆 沢 町 17,883 297.75 ⑪㊥ 田 老 町 6,214 105.76 ⑭㊥

衣 川 村 5,899 164.50 ⑪⑭㊥ 古 山 田 町 25,638 263.33 ⑪●

(44)
2市3町1村 143β63 1,171.00 岩 泉 町 22,286 989.02 ⑩⇔@

地

久
*久 慈 市 39,844 325.66 ⑲⑥㊥

田 野 畑 村

新 里 村

5,777

5,670

155.64

255.96 @⑧ ◎

種 市 町 17,893 167.52 ◎⑱ 区
川 井 村 7,558 564.22 ⑭⑭●

慈
野 田 村 6,260 80.47 ⑩㊧ (47) 1市3町3村 133,459 2,672.30

地 山 形 村 5,981 295.05 ⑪⑭●

大 野 村 8,441 135.12 ⑩⑳@ 二 二 戸 市 30,537 238.17 @⇔
区

普 代 村 4,226 71.23 @⑭ ⇔
戸 軽 米 町 16,039 242.61 ◎⑧

(45) 1市1町4村 82,645 1,075.05

地
浄 法 寺 町 8,131 183.24 @●

両

*一 関 市

花 泉 町

平 泉 町

56,385

18,637

9,591

407.52

131.05

63.75

⑪㊧⑱

㊧㊤

㊧

区

(47)

一 戸 町

九 戸 村

1市3町1村

24,223

9,291

88,221

298.58

141.60

1.10420

⑭Q

◎⇔

磐 大 東 町 23,657 278.44 ⑪⇔

藤 沢 町 12,515 122.66 ⑪⇔● 闇 地方生活圏

地 千 厩 町 16,308 89.76 ⇔ ○盛岡地方生活圏

東 山 町 9,889 87.36 ⑪⑧⑥ 久慈地区 二戸地区 盛岡地区

区
室 根 村 7,891 96.91 ⑪⇔ ○宮古地方生活圏

(45) 川 崎 村 6,195 42.48 @⇔ 宮古地区

1市6町2村 171,068 1,319.93 ○釜石 ・大船渡地方生活圏

釜石地区 気仙地区

岩 *花 巻 市 64,066 384.73 ⇔⑱ ○北上中部地方生活圏
手
県

北 上 市 45,520 145.56 ⇔⑱ 岩手県中部地区 胆江地区 両磐地区

中 大 迫 町 9,285 246.83 ⑪⇔

部
地 石 鳥 谷 町 16,118 118.22 ⇔

区 東 和 町 12,848 157.93 ⇔⇔

(46) 和 賀 町 15,689 273.74 ◎⑥⑱⑯

一196－

D

ら



曹

6

●

噛

宮 城

区分 構成市町村名 人 口(人)
1面 積(K㎡)

備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*石 巻 市 110,783 138.14 ⑳ 登
米 山 町 12,787 50.80 ⑭

石 河 北 町 16,736 124.20 ⇔ 米

地
石 越 町 6,992 24.76 ●

矢 本 町 21,184 48.79 ⑳
域 南 方 町 10,108 40.44 @

巻 雄 勝 町 9,663 48.29 ◎
(46) 8町 97,631 465.78

河 南 町 @18,635 69.21

地
桃 生 町 9,551 43.33 ⑭⑱

気
*気 仙 沼 市 64,308 183.91 .@◎ ⑱◎

鳴 瀬 町 12,167 52.35 ⑳ 仙 志 津 川 町 17,628 124.82 ⑪⇔

北 上 町 5,829 61.58 ㊧⑭ 沼 津 山 町 5β52 67.97 ⑪@●
域 本

(44)
女 川 町 17,884 66.27 ⑧⑱ 吉 本 吉 町 13,715 106.80 ⑭㊥

牡 鹿 町 11,107 72.68 ㊥㊥⑧⇔ 地 唐 桑 町 10,780 42.57 ⑭

1市9町 233,539 724.84
域

歌 津 町 6,628 40.26 @

*白 石 市 41,287 285.94 ⑭⑱
(46) 1市5町 118,411 566.33

*角 田 市 31,622 147.64 ⑱⑪
仙

蔵 王 町 14,397 153.56 ㊥
*古 川 市 52,958 135.02 ⑫⑯

南 七 ケ 宿 町 3,786 262.37 ⑩⑧⑱
中 新 田 町 14,971 60.71 ◎@

大 河 原 町 16,483 24.78 ⑱⑱ 大 小 野 田 町 9,882 220.87 ⑪㊥●

地 村 田 町 13,674 76.77 ⇔㊥
宮 崎 町 7,537 177.17 ⑪⑭②

柴 田 町 27,632 53.73 ●@
色 麻 村 8,827 llO.32 ⑱

域
川 崎 町 10,714 270.98 ⑭⑲

崎 松 ・山 町 7,474 30.19 Q

(45)
丸 森 町 22,077 274.18 @⑭ ⑱

三 本 木 町 7β77 44.77 ㊧◎⑮

2市7町 181,672 1,549.95
地

鹿 島 台 町 12,306 54.04 ⑭
一

岩 出 山 町 17,801 141.30 @㊧

*築 館 町 17,082 63.04 ● 鳴 子 町 13,626 325.29 ⑪●

若 柳 町 18,013 54.38 ● 涌 谷 町 21,791 82.13 ㊧●
栗 域

栗 駒 町 18,179 244.78 ⑪⑭●
(46)

田 尻 町 15,619 65.44 ●㊤

高 清 水 町 4,896 23.40 ◎⑧ 小 牛 田 町 18,851 35.61 ⇔⑯
原 一 迫 町 12,041 88.10 ●⇔ 南 郷 町 8,062 39.67 ⇔

瀬 峰 町 6,180 30.12 ⑳⑭⑪ 1市12町1村 217,082 1,522.53

地
鴬 沢 町 8,002 36.91 ⑭⑲

金 成 町 10,342 78.17 ⇔@ 囲 地方生活圏

㎡ 志 波 姫 町 8,253 30.57 ⑲⑧
○石巻地方生活圏

気仙沼本吉地域 登米地域 石巻地域
(45) 花 山 村 2,676 158.33 ⑪⇔◎ ○古川地方生活圏

9町1村 105,664 807.80 栗原地域 大崎地域

○仙台地方生活圏

登 *迫 町 22,283 68.25 ◎ 仙南地域

米 登 米 町 7,589 46.32 @⑳

地 東 和 町 11,432 140.27 ⑳㊥⇔

域 中 田 町 18,361 62.22 ⑳

(46) 豊 里 町 8,079 32.72 ⑭
、
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秋 田

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

湯 *湯 沢 市 38,545 202.43 ◎㊥ *大 曲 市 39,729 104.81 ◎⑪

稲 川 町 12,930 65.63 ㊥ 神 岡 町 7,173 34.88 ㊧

沢
雄 勝 町 13,461 304.96 ⑪⑳● 大 西 仙 北 町 13,943 167.06 ⑪⑭

雄 羽 後 町 23,801 231.36 ⑲㊥' 角 館 町 16,663 157.73 ◎Q㊥

東 成 瀬 村 4,680 204.93 ⑪⑰⇔ 六 郷 町 9,123 39.36 ㊧
勝

皆 瀬 村 3,861
・

218.35 ◎㊥㊥ 曲 中 仙 町 13,490 77.79 ●⑯

(44) 1市3町2村 97,278 1,227.66 田 沢 湖 町 15,280 673.51 ⑪@

協 和 町 11,306 247.22 ⑭●㊧

*本 荘 市 38,397 189.50 ⑪㊧⑱ 仙 太 田 町 8,760 103.78 ◎◎

本 仁 賀 保 町 11,770 99.32 ㊥⑮ 南 外 村 5,796 99.35 ⑭⇔

象 潟 町 13,418 125.09 ⑪㊥⑱ 仙 北 村 8,501 29.67 ⇔

金 浦 町 5,599 18.79 ㊥㊤
北

西 木 村 7,687 265.57 ⑭●

荘
矢 島 町 8,418 124.65 ⑭㊥ (46) 千 畑 村 9,656 86.35 ㊧

岩 城 町 7,052 107.98 ⑪㊧ 仙 南 村 9,613 40.40 ⇔⑯

由 由 利 町 7,272 96.66 ㊥⑱ 1市8町5村 176,720 2,127.48

大 内 町 11,687 182.55 ⑩⇔●

利 西 目 村 5,700 38.22 ㊧㊥
大

館
大 館 市 77,664 401.02 ①⇔㊥

(45) 鳥 海 村

東 由 利 村

10,160

7,011

322.54

148.51

⑭⑲㊥

⑪⑳⑭

周

辺

比 内 町

田 代 町

15,473

9,929

204.88

307.79

◎@●

⑪●●㊤

1市7町3村 126,484 L453.81 (47)
1市2町 103,066 913.69

*横 手 市 44,422 110.65 ●⑯
秋 田 市 245,922 458.88 ⑳

横 雄 物 川 町 14,079 73.39 ●⇔ 秋 男 鹿 市 43,235 196.03 ●㊥

手
増 田 町 11,081 73..82 ⇔

五 城 目 町 18,080 214.41 ⑪◎

十 文 字 町 15,683 38.53 ㊧⑯ 八 郎 潟 町 8,192 15.61 ⑭

平 平 鹿 町 17,714 62.62 ●⑱ 田 井 川 村 6,916 47.95 ◎㊨

山 内 村 6,252 205.87 ⑪⇔
飯 田 川 町 5,544 16.06 ⑰

鹿 大 森 町 9,337 102.29 @㊧ ●⑱
昭 和 町 10,417 40.52 ㊥

(45) 大 雄 村 6,530 26.35 ⇔㊥ 周
天 王 町 13,520 40.30 ㊥

1市5町2村 125,098 693.52
若 美 町 9,894 39.83 ⇔●⇔

鷹

巣

阿

仁

*鷹 巣 町

森 吉 町

阿 仁 町

合 川 町

25,451

12,034

7,906

9,951

324.64

341.87

368.91

112.52

㊥⇔⑱

⑪⇔●

⑪⑭㊧

⑪㊥⑱

辺

(47)

大 潟 村

河 辺 町

雄 和 町

2市8町2村

2,151

12,356

9,643

385,870

166.57

302.08

145.02

1,683.26

⇔

◎⇔

⑪⑭⇔

(夢)
上 小 阿仁 村

4町1村

5,283

60,625

257.48

1,405.42

@㊥ ●

闇 地方生活圏

○米代川地方生活 圏

*能 代 市 59,490 244.91 ●⑧ 大館周辺 鷹巣阿仁 能代 山本

能 藤 里 町 6,921 282.32 @⇔ ⇔ ○雄物川流域地方生活圏

琴 丘 町 8,752 109.08 ⑪⑱● 大曲仙北 横手平鹿 湯沢雄勝

代
八 竜 町 8,961 36.35 ⇔ ○秋田臨海地方生活圏

山 ニ ツ 井 町 17,251 180.10 ⇔ 秋 田周辺 本荘由利

峰 浜 村 6,529 121.68 ⇔

本 八 森 町 6,650 112.09 ⑪⑱⑭

(46) 山 本 町 10,899 98.32 ◎⑭

1市6町1村 125,453 1,184.85
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山 形

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(Kr㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考1

*新 庄 市 41,541 224.18 ⇔⑱ 庄 遊 佐 町 21,723 209.53 ●

最
舟 形 町 8,395 119.66 ⑪㊥⑤⑭ 八 幡 町 8,964 204.25 ⑪㊨◎

大 蔵 』 村 6,180 211.88 ⑪⇔㊧ 松 山 町 6,892 42.70 ㊥⇔

鮭 川 村 7,032 122.20 ⑩⇔ 内 平 田 町 8β86 179.01 ◎㊧Q

戸 沢 村 8,509 261.56 ⑪⇔● (46) 2市11町1村 335,800 2,401・89

真 室 川 町 13,952 374.55 ⑪@
北 *村 山 市 33,647 196.46 ◎②

金 山 町 8,401 161.54 ⑪◎
上 東 根 市 39,670 205.84 @●@

(44)
最 上 町 14,153 330.10 @⇔ ⑲ 村

尾 花 沢 市 27,172 374.96 ◎⑱⑱
1市4町3村 108,163 1,805.67

一 山 大 石 田 町 11,735 78.40 ⇔⑯

*米 沢 市 91,389 548.89 ⑪●⑫
(46) 3市1町 112,224 855.66

置 長 井 市 33,230 215.25 ●⑮

山 山 形 市 206,790 381.58 ⑪⑯

南 陽 市 37,119 166.12 ◎⇔㊥
上 山 市 37,826 241.00・

㊤⇔⑯

高 畠 町 27,722 181.21 ⑪◎⑪
天 童 市 45,895 113.20 ⑪⇔⑮

川 西 町 23,361 167.42 ⑪⑭⑳
山 辺 町 14,827 60.95 ◎㊤

白 鷹 町 20,028 157.12 ◎@● 形
中 山 町 11,575 31.73 Q㊤

飯 豊 町 1L566 329.02 ◎⇔⇔ (47)

賜 3市2町 316,913 828.46

小 国 町 13,540 738.58 ①●◎
(45)

3市5町 257,955 2,497.61 囲 地方生活圏

○新庄地方生活園
西 *寒 河 江 市 39,032 140.85 ⑪●⑮

最 上

河 北 町 22,798 51.37 ⑧⑱ ○米沢地方生活 園

村 大 江 町 12,779

>

153.00 ⑪⇔@ .置 賜

○山形地方生活圏
朝 日 町 12,353 196.91 ⑭⑭●

北村山 西村山 山 形
山 西 川 町 10,703 393.90 ⑪⇔⑲ ○庄内地方生活圏

(46) 1市4町 97,665 936.03 庄 内.

*鶴 岡 市 96,018 234.77 ◎⑭

庄 酒 田 市 96,83q 173.76 ◎㊧

立 川 町 9,195 191.97・ ⑭●◎

余 目 町 19,734 59.16 ◎

藤 島 町 13,946 62.53 ⑥

羽 黒 町 11,054 108.28 ⇔

櫛 引 町 9,058 81.51 ◎

内 三 川 町 8,953 32.90 ●

(46) 朝 日 村 8,354 566.53 @⇔

温 海 町 16,693 254.99 ⑭⑧
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福 島

考備

.

⑧

㊧◎⑧⑯㊧
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名村町市成構

市
町

村

村
村

村
村

村

町

町
町

村

村7河吹郷郷崎島信念奈川輌市自失西表東泉中大棚矢橋鮫1

*

市
市

町

町

町
村

村1馬町高島地館鋤市相原小鹿新飯2

*

*

市

村
村

町

町
村

町

村

鎌
都郷

⊇

喜
熱

北

塩
山

高

西
1

*

市
町

町

町
村

村
村2杜達和代沢玉禰二安東岩白大1

*

市
村
町

町

村

町

村
町

町

町
村

町
町

町

村

欝
欝

繍
・
津

蟹
島
・

▲

会

北

磐
猪

河

会

楊
柳

会

本
新
三

金

昭
1

*

町

町
町

村

町
町

村
町岡野葉内熊葉尾江富広楢川大双葛浪

*

分区

白

河

地
、

方

⑭

相

馬

地

方

㈲

喜
多
方
地
方

㈲

安

達

地

方

㈲

会

津

若

松

地

方

㈲

双

葉

地

方

㈲
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名村町市成構

市

町

市
村

町
町

町

町
村1館登城和瀬和城野醐布下真結大岩協開明2

*

市
市

町

村

町
町

村

町
町

市

町

村

　
鞠
馴
・
和

　

　

…

舌

下
八

千

石
船

五
三

猿
若

境
3

*

町

町
村

村
町

村2宮方和川子町大山美緒大3

*

市

市
市

市

村
町

町

町
村

村

町

町

町
村

村
町

町

村

戸

竿
間

　
原
北

訓
洗

　
会
海
珂

㌫

水

郡

勝

笠
常

茨

内
宮

桂

御

大

友
岩

七

東
那

瓜
4

*

市
市

町

町

町

町
村

村
社

村

村

　
郷
見
川
口
島

細

㌫

土
石

八

阿

小
美

出

子

新
玉
2

*

村旭

分区

区

下

館

地

方

⑭

茨

城

西

南

地

方

㈲

大
宮
大
子
地
方

㈲

水

戸

地

方

㈲

土

浦

石

岡

地

方

㈲

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*鉾 田 町 27,407 107.46 ●㊤

鹿 大 洋 村 9,517 46.46 ⇔Φ

大 野 村 10,150 47.04 ㊤

行 鹿 島 町

神 栖 町

29,578

24,609

55.86

77.93
㊤
㊤

'

地
波 崎 町
麻 生 町

31,148

18,529

68.69

97.43
㊤

●㊤

牛 堀 町 6,916 18.51 ①
方 潮 来 町 20,234 49.56 ①

(46)
北 浦 村
玉 造 町

11,095

13,878

58.49

69.38
⇔㊤
㊥㊤

8町4村 213,344 751.35

常 *水 海 道 市 37,871 79.60

総
取 手 市
伊 奈 村

43,583

13,407

36.83

46.70

地 谷 和 原 村 10,251 34.20

方 守 谷 町 13,039 35.47

藤 代 町 17,148 32.16

(46) 2市2町2村 135,299 264.96

県
日 立 市

常 陸 太 田 市

199,022

36,002

152.54

110.11

@㊧

北 高 萩 市 31,696 193.79 ⑩●㊧

北 茨 城 市 46,242 186.37 ㊧⑭㊧

地 金 砂 郷 村 12,353 63.14 ⇔

方
水 府 村

里 美 村

9,195

5,972

81.64

120.36

㊧⇔
@㊥@●

(47) 十 王 町 10,082 72.17 ⇔㊧

4市1町3村 350,564 980.12

稲 竜 ケ 崎 市

江 戸 崎 町

37,945

12,306

74.90

53.57 ◎

敷
美 浦 村

牛 久 町

8,122

21,802

70.68

59.16

㊧

新 利 根 村 8,502 29.59 ●
地 河 内 村 12,252 44.40 ㊨

桜 川 村 8,076 34.13 ◎

方 東 村 12,894 61.16 ◎

利 根 町 8,500 25.02
(47) 1布3町5村 130,399 452.61

筑 茎 崎 村 6,740 27.47

南 桜 村
谷 田 部 町

9,573

20,856

34.95

79.52

地 豊 里 町 10,880 32.12

筑 波 町 22,308 77.08
方 大 穂 町 10,945 34.03

(47)
4町2村 81,302 285.17

闇 地方生活圏

○水戸.・日立地方生活圏
県北地方 大宮大子地方 水戸地方

○鹿島地方生活圏
鹿行地方

○土浦地方生活圏
土浦石岡地方 稲敷地方 境南地方

常総地方

○下館 ・古河地方生活圏
下館地方 茨城西南地方
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栃 木

一

区分 構成市町村名 人口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

栃

*栃 木 市
、

西 方 村

79,711

6,779

122.21

31.82 ⑪Q
宇

都

上 三 川 町

上 河 内 村

22,392

8,166

53.75

57,% ◎

木 大 平 町、
19,868 39.58 宮 河 内 町 15,604 47.69

地 藤 岡 町 19,679 60.93 ◎ 地 壬 生 町 26,807 60.12

区 岩 舟 町 16,591 46.69 区 石 橋 町 17,032 22.79

(44)
都 賀 町

1市4町1村

12,367 30.41

331.64

(47) 1市4町1村 401,865 554.84

154,995

小 *小 山 市 111,246 173.78

芳
*真 岡 市 42,820 111.49 山 南 河 内 町 9,469 31.42 ●

二 宮 町 17,247 55.23 ⑨ 地 国 分 寺 町 11,947 20.60 ●

賀
益 子 町 20,025 89.96 ● 区 野 木 町 12,644 30.44 ●

地 茂 木 町 22,139 172.51 ⑪㊥㊥ (47) 1市3町 145,306 256.24

70.35区 芳 賀 町 16,553

(45) 市 貝 町 10β40 65.26 ◎ 大 田 原 市 41,857 134.88 ⑱

1市5町 129,124 564.80 那 黒 磯 市 39,178 343.40 ①●@

須 那 須 町 28,177 372.70 ⑪⇔⑧

日
*今 市 市 44,597 243.94 ◎

西 那 須 野 町 22,275 58.93 ㊧

光 日 光 市 27,628 320.89 ⑪@ 地
黒 羽 町 18,628 187.22 ⑪◎

地 足 尾 町 10,238 185.61 ⑭⇔⇔ 区 塩 原 町 10,212 190.28 ①

区 藤 原 町 12,985 272.13 ⑪@
(47) 湯 津 上 村 6,283 32.42 ⑧

(45)
栗 山 村 3,168 426.76 ⑪⑭㊤ 2市4町1村 166,610 1,319.83

2市2町1村 98,616 1,449.33

南

那

須

地

区

(46)

*烏 山 町

馬 頭 町

小 川 町

南 那 須 町

4町

21,700

16,610

7,695

12,550

58,555

92.35

15L27

42.43

80.33

366.38

⑳@

①⇔●

◎

⑭㊥

塩

谷

地

区

(47)

矢 板 市

塩 谷 町

氏 家 町

喜 連 川 町

高 根 沢 町

1市4町

30,574

15,421

21,625

11,293

21,426

100,339

169.94

174.64

50.70

74.53

71.09

540.90

@◎ ⑮

⑭●

◎

鹿

沼 *鹿 沼 市 79,531 311.74 ◎

地
粟 ・野 町 11,649 178.20 ◎㊥ 闇 地方生活圏

区

(46)

1市1町 9▲,180 489.94
○那須地方生活圏

那須地区 塩谷地区

両 *足 利 市 159,297 177.68
○ 日光地方生活圏

日光地区

毛 *佐 野 市 73,583 84.91
○宇都宮地方生活圏

地 田 沼 町 29,237 186.01 ⑩ 南那須地区 芳賀地区 宇都宮地区

区 葛 生 町 18,034 9L29 ⑭◎ 鹿沼地 区

(46) 2市2町 280,151 539.89
○両毛地方生活圏

小山地区 栃木地区 両毛地区

*宇 都 宮 市 311,864 312.53
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区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*沼 田 市 44,504 136.65 ⑪●⑱

利 月 夜 野 町 11,164 70.79 ⑧㊤

根
水 上 町 10,008 528.40 ⑪⑧

白 沢 村 3,239 28.28 ㊧㊧⑱
●

利 根 村 7,257 278.98 ⑪㊥●

沼 片 品 村 6,686 391.50 ⑪⑭⑭

川 場 村 4,062 85.36 @@⑱ ⑱
田

新 治 村 9,437 182.87 ⑪⑱

(44) 昭 和 村 8,595 63.71 @⑱
1市2町6村 104,952 1,766.54

高
*高 崎 市 201,025 110.48

安 中 市 4L170 101.56 ⇔⑱

崎 群 馬 町 17,136 21.83

市 榛 名 町 20,081 93.22 ⑱

箕 郷 町 11,991 43.33 ⑱

等 松 井 田 町 20,195 174.17 ⑭@⑱

(45)
倉 淵 村
2市4町1村

6,531

318,129

127.20

671.79

⑪㊥●

*太 田 市 101,827 97.52

東 館 林 市 64,167 60.83

尾 島 町 15,139 19.30

新 田 町 20,432 38.26

板 倉 町 16,309 41.34

大 泉 町 26,040 18.41

毛 邑 楽 町 15,372 30.47

明 和 村 8,798 19.14

(45) 千 代 田 村 9,766 21.80

2市5町2村 277,850 347.07

渋
*渋 川 市 44,681 51.84 ㊥

伊 香 保 町 4,756 22.29 ㊨

川 北 橘 村 8,311 19.57 ㊧

赤 城 村 13,147 78.18 ㊥
地 子 持 村 11,077 38.98 ⑱

小 野 上 村 2,614 30.33 ⑭
区 榛 東 村 8,745 27.66 ⇔

(46) 吉 岡 村 9,572 20.68 ㊥
1市1町6村 102,903 289.53

伊 *伊 勢 崎 市 93,563 65.40
勢 境 町 27,860 3L66
崎 玉 村 町 13,236 25.89
佐

赤 堀 村 9,080 24.47 ⑯
波 東 村 9,771 18.20 ⑭⇔

(46) 1市2町2村 153,510 165.62

富 *富 岡 市 46,339 93.63 ⑱⑧

岡 妙 義 町 5,190 28.65 ⑱⑱

甘 下 仁 田 町 17,566 189.44 ⑭●⑧

甘 楽 町 13,713 58.45 ⑭
楽

南 牧 村 7,601 119:33 ⑩@●
(46) 1市3町1村 90,409 489.50

前 前 橋 市 238,157 147.39
橋

富 士 見 村 13,711 69.63 ⑧

(47) 大 胡 町 10,221 19.71 @

群 馬

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

前 宮 城 村 7,723 48.49 ⇔
橋

粕 川 村 9,673 25.76 ●

(47) 1市1町3村 279,485 310.98

中 之 条 町 20,766 237.36 ◎⑭

吾 東 村 2,892 32.96 ⑨⇔

吾 妻 町 17,986 222.00 ⑩㊧

長 野 原 町 7,371 133.18 ◎@
嬬 恋 村 11,251 336.05 ⑪⑭●

草 津 町 8,799 49.70 ⇔
妻 六 合 村 2,562 202.38 ⑭@●

(47) 高 山 村 4,194 64.28 ①⇔
4町4村 75,821 1,277.91

多
藤 岡 市 46,029 .127.71 ◎

新 町 15,161 4.23

野 鬼 石 町 10,937 52.68 ◎@

藤
吉 井 町

万 場 町

18,600

4,822

57.98

62.11

⇔⑱
⑭@@

岡 中 里 村 1,948 5L24 ⑩⑭@

(47)
上 野 村

1市4町2村

2,899

100,396

182.07

538.02

⑭@⇔

桐 桐 生 市 135,183 131.田 ◎
生 大 間 々 町 20,962 47.93 ⑩⇔
市
外

薮 塚 本 町 9,317 20.87 ⇔

六 笠 懸 村 10,837 18.31 ⇔
か 新 里 村 9,814 35.56 ⇔
町
村

黒 保 根 村

東 村

3,860

5,598

102.39

141.66

◎⑭⑭

⑪⑳

(47) 1市2町4村 195,571 498.65

闇 地方生活圏

○沼 田 ・利根地方生活圏

利根 ・沼田

○桐生 ・太田地方生活圏

桐生市外六か町村 東毛

○前橋 ・高崎地方生活圏

前橋 伊勢崎佐波 高崎市等 富岡甘楽

多野藤岡

○渋川 ・吾妻地方生活圏

渋川地区 吾妻
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区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*秩 父 市 62,353 134.03 ⑭

秩 皆 野 町 13,185 63.07 ⑭

野 上 町 8,458 30.14 ●

小 鹿 野 町 12,842 100.02 ⑭●

吉 田 町 7,256 66.75 ⑭●

横 瀬 村 8,363 49.49 ⑭

両 神 村 3,784 70.46 ⑭⑭●

大 滝 村 4,442 331.83 ⑭⑧●
父

(44) 荒 川 村 6,196 47.43 ●

1市4町4村 126,879 893.22

*本 庄 市 48,217 36.52 ◎
児

児 玉 町 18,418 53.23 ①◎

玉
上 里 町 16,372 28.90 ◎

地 美 里 村 10,607 33.80 ●

神 川 村 10,207 23.41 @

域

(45)
神 泉 村 1,496 24.14 ⑭●◎

1市2町3村 105,317 200.00

*熊 谷 市 124,428 85.97

大
深 谷 市 62,992 56.34

妻 沼 町 21 .,530 36.21 ●

寄 居 町 25,285 64.01 ⇔

岡 部 町 14,942 30.01 ●

大 里 村 6,909 15.18

里
江 南 村 7,947 22.34 ⑳

(46) 豊 里 村 8,722 14.03 ◎

川 本 村 10,441 21.90 ◎

埼 玉

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

大

花 園 村 8,240 15.94 ◎

里 2市3町5村 291,436 361.93

(46)

東 松 山 市 52,048 66.09

比 滑 川 村 7,678 29.48

嵐 山 町 11,712 30.02 ●

小 川 町 25,829 59.94 ●

都 幾 川 村 6,762 41.79 ◎●

玉 川 村 3,834 14.57 ●

川 島 村 15,226 42.11

吉 見 村 14,478 38.77
、

企
鳩 山 村 4,765 25.91

(47)

東 秩 父 村 4,952 36.94 ◎

1市2町7村 147,284 385.62

曲 地方生活圏

○児玉 ・大里地方生活圏

児玉地域 大里'"

○秩 父地方生活圏

秩 父
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葉千

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

香 山 田 町 12,215 51.76 ◎

取 東 庄 町 15,164 45.32 ⇔

(46) 1市8町 144,930 482.27

*銚 子 市 92,677 84.92 ◎
東 *旭 市 33,047 50.45 ◎⑯

総
*八 日 市 場 市 31,392 80.28 ◎⑱

海 上 町 8,985 29.50 ⇔

地 飯 岡 町 11,639 18.85 ◎

光 町 11,744 33.40 ⇔
区

野 栄 町 9,746 20.38 ◎

(46) 干 潟 町 9,542 32.64 ●

3市5町 208,772 350.42

夷 勝 浦 市 27,230 94.89 ⇔

大 多 喜 町 14,738 130.83 ⑩●
隅

夷 隅 町 9,194 44.47 ⇔◎

郡 御 宿 町 8,608 25.04 ⇔

大 原 町 22,695 67.01 ●
市

岬 町 12,897 46.85 @

(47) 1市5町 95,362 409.09

成 田 市 45,125 130.50

印
佐 倉 市 68,243 102.38

四 街 道 町 28,757 36.06

酒 々 井 町 6,783 19.23
旛

八 街 町 26,445 75.49 ◎

富 里 村 12,777 53.54 ◎

郡 印 旛 村 7,546 46.58

白 井 町 11,199 35.19

市 印 西 町 16,519 53.03

本 埜 村 4,761 22.83

(47)
栄 町 9,186 34.37

2市6町3村 237,341 609.20

地方生活圏

○千葉地方生活圏

香取 東総地区 山武郡市 印旛郡市

長生郡市 夷隅郡市 君津郡市 安房郡市

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

長
*茂 原 市 60,208 99.79 ◎'

一 宮 町 10,207 23.65 ⑧

生 睦 沢 村 7,182 35.44 ◎

長 生 村 9,804 28.78 ⑭

郡 白 子 町 11,523 27.03 ⑧

市
長 柄 町 7,751 47.04 ◎

長 南 町 12,136 65.54 ●
(44)

1市4町2村 118,811 327.27

君 *木 更 津 市 87,914 133.52

津 君 津 市 70,329 311.25 ㊧

郡 富 津 市 55,834 197.67

市 袖 ケ 浦 町 26,575 87.78

(44) 3市1町 240,652 730.22

*東 金 市 33,007 89.98 ㊤

山 大網 白里 町 22,675 58.40 ◎

九十 九 里 町 18,299 22.81 ⇔

武 成 東 町 19,223 45.54 ◎

山 武 町 9,348 50.99 ⇔

郡 、 蓮 沼 村 4,941 9.15 ⑭

松 尾 町 10,513 37.55 ●

市
横 芝 町 12,547 33.33 ⇔

(45) 芝 山 町 8,187 43.77 ●⇔

1市7町1村 138,740 391.52

*館 山 市 56,166 109.77 ◎

安 鴨 川 市 33,ll2 146.83 ⇔Q

富 浦 町 7,312 25.52 ◎

富 山 町 7,230 40.04 ⇔一

房
鋸 南 町 13,784 45.00 ⇔

三 芳 村 4,869 34.18 ⇔●

郡 白 浜 町 8,275 16.95 ●

千 倉 町 17,036 36.17 ◎

市
丸 山 町 7,091 44.41 @

和 田 町 7,670 32.26 ●

(45)
天 津 小 湊 町 10,156 44.43 ⇔

2市8町1村 172,701 575.56

香
*佐 原 市 48,802 120.48 ◎

下 総 町 6,850 31.78 ◎

神 崎 町 5,376 19.49 @

大 栄 町 10,411 50.02 ◎

多 古 町 17,728 72.67 ⇔

取
栗 源 町 5,549 28.96 ⇔

(46) 小 見 川 町 22,835 61.79 ◎
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神 奈 川

区分 構成市町村名
1人](人)

面積(K㎡) 備 考

'

県

西

地

域

(44)

*小 田 原 市

南 足 柄 市

中 井 町

開 成 町

大 井 町

箱 根 町

松 田 町

真 鶴 町

山 北 町

湯 河 原 町

2市8町

166,327

32,954

6,336

9,052

9,473

20,252

12,230

10,154

14,545

24,560

305,883

114.24

77.57

19.75

6.23

14.71

94.03

37.33

6.99

224.25

40.67

635.77

⑭

◎⇔

●

津

久

井

地

域

(46)

城 山 町

*津 久 井 町

相 模 湖 町

藤 野 町

4町

8,975

14,642

8,173

8,467

40,257

19.47

122.18

31.40

65.04

238.09

④ ⇔

●

⑪●

峰

囲 神奈川県は地方生活圏が設定 されていない。
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名村町市成構
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市
市
町
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村
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村5条茂水田泊室彦上田町制三無加分古寺岩弥田下栄3
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-
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名村町市成構

鮒町和1
市
市
市
市
村
町
町
町
村
村
町
町
町
村
村
村
村
町
村

‥鱒

竃
㌶
纂⌒

*

市
市
市
市
町
村
町
村
町
村
町
町
町
村
村
村
村
村
村

⌒
難

鐸

灘
紘 市

町
町
町
村
村
村2泉松川瀬川川鋤市五村津庭上三1
市
村
町
村
村
町
村
付

載
羅…

分区

長

岡

小

出

地

域

㈲

新

潟

地

域

働

五
泉
地
域

㈲

岩
船
地
域

㈲

曲 地方生活圏
○村上地方生活圏

岩船地域
○新潟地方生活圏

新発田地域 五泉地域 新潟地域
〇三条 ・燕地方生活圏

三条 燕地域
○長岡地方生活圏

長岡小出地域 柏崎地域

○魚沼地方生活圏
六 日町地域 十 日町地域

○上越地方生活圏
上越地域 糸魚川地域

○佐渡地方生活圏
佐渡地域

一207一

、

へ



'

富 山

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考区分 構成市町村名 人 口(人) 面積 低㎡) 備 考

砺

波

地

区

(44)

*砺 波 市

城 端 町

平 村

上 平 村

利 賀 村

庄 川 町

井 波 町

井 口 村

福 野 町

福 光 町

1市5町4村

34,185

11,9田

2,294

1,102

1,758

7,525

11,938

1,462

15,636

23,091

110,980

96.33

65.84

93.10

94.19

176.38

30.77

25.46

11.66

31.25

167.74

792.72

Q⑤

⑪●⑯

④⑭◎

⑪●

@⑳ ◎

Q⑧

●⑱

◎⑯

●⑯

⑪◎⑱

富
山

地
区

(46)

山 田 村

2市6町3村

2,240

439,420

40.91

1,848.54

◎⑳◎⑰

射

水

地

区

(47)

新 湊 市

小 杉 町

大 門 町

大 島 町

下 村

1市3町1村

46,298

20,210

11,740

6,094

L965

76,307

33.01

41.Ol

21.62

7.85

5.15

108.64

⇔

⑰

⇔

⑪

㊥

囲 宇奈月町および朝 日町は境界未定のため両町面積を合

算 して掲げた。

囲 地方生活圏

○富山地方生活圏

新川地 区 富山地区 射水地区 高岡地区 砺

波地区

新

川

地

区

(45)

*魚 津 市

*黒 部 市

入 善 町

宇 奈 月 町

朝 日 町

2市3町

47,382

34,429

28,197

8,124

19,666

137,798

200.75

87.91

71.58

}56・ 臼

928.85

⑭◎

⑭⇔

◎㊤

●

@◎ ⑮

高

岡

地

区

(46)

*高 岡 市

氷 見 市

小 矢 部 市

福 岡 町

3市1町

163,355

62,480

35,608

11,217

272,660

151.05

229.65

134.09

58.62

573.41

⑪

◎⑪

●⑯

●㊧

富

山

地

区

(46)

*富 山 市

滑 川 市

大 沢 野 町

大 山 町

舟 橋 村

立 山 町

上 市 町

八 尾 町

婦 中 町

細 入 村

276,167

30,318

18,482

11,135

1,375

27,152

23,784

23,204

22,845

2,718

209.06

55.21

75.90

575.07

3.39

308.79

237.39

235.42

67.68

39.72

◎

⇔㊥

◎⑪

@● ⑯

⑪

⇔⑰

⑪◎⑱

●⑨

◎

◎●
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じ

⑨

●

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*七 尾 市 48,389 144.02 ◎⑱

七 田 鶴 浜 町 6,785 29.94 ⇔@
・

鳥 屋 町 6,674 26.58 @● ⑱
尾

中 島 町 9,955 98.86 ◎●

鹿 鹿 島 町 10,841 47.90 Q@

能 登 島 町 4,548 47.45 ●●●

島
鹿 西 町 6,166 14.32 ●⑮

(44)
1市6町 93,358 409.07

*羽 咋 市 29,075 81.06 ◎⑥

羽
富 来 町 14,096 124」5 ◎◎

咋
志 雄 町 8,295 59.11 ●⑱

郡
志 賀 町 17,929 122.52 @◎ ⑮

市 押 水 町 9β38 53.73 @● ⑱

(45) 1市4町 78,733 440.57

*輪 島 市 34,953 271.18 ⑭◎●

奥
珠 洲 市 30,088 247.23 ⑭⑳◎

穴 水 町 16,400 182.88 @◎

能 門 前 町 14,671 157.91 ⑩@◎

能 都 町 17,328 115.54 ⑭◎

柳 田 村 6,711 105.02 @⑳ ◎
登

内 浦 町 10,617 53.95 ⇔
(45)

2市4町1村 130,768 .1,133.71

*小 松 市 97,191 374.72 ⑪⇔

加 賀 市 58,383 152.01 ④◎@
南

山 中 町 13,296 154.61 ⑭⇔

加 根 上 町 13,016 13.74 ◎

寺 井 町 12,035' 13.31 ⇔

賀
辰 口 町 8,617 56.15 ⑭●

(46)
川 北 村 4β04 15.10 ◎

2市4町1村 206,842 779.64

*金 沢 市 366,418 459.31 ◎

石 川

区分 構成 市町村名 人口(人) 面積(K㎡) 備 考

松 任 市 32,129 59.75 ⇔

美 川 町 11,805 9.67 Q

石 鶴 来 町 12β56 35,431

■

◎

野 々 市 町 14,700 13.45 ◎

河 内 村 1,180 74.59 @⑰ ●

川
吉 野 谷 村 1,847 142.58 ⑪●●

鳥 越 村 4,380 74.58 ⑩⑳●

尾 口 村 1,380 136.77 ●◎

中
白 峰 村 2,U5 222.24 ◎●

津 幡 町 22,067 106.54 ④●

高 松 町 11,479 26.98 Q

央
七 塚 町 11,180 6.11 ◎

(46)
宇 ノ 気 町 10,225 29.90 ●

内 灘 町 13,268 12.75 ⇔

2市8町5村 516,559 1,410.65

囲 地方生活圏

○能登地方生活圏

奥能登 七尾鹿島 羽咋郡市

○加賀地方生活圏

石川 中央 南加賀、

一209一
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区分 構成市町村名 人口(人) 面 積(K㎡) 備 考

*福 井 市 217,232 339.24 ⑪

福
美 山 町 7,066 138.55 @⑳

松 岡 町 10,266 18.61

井 永 平 寺 町 6,478 50.19 @⑯

上 志 比 村 3,841 25.19 ⑧
●

三 国 町 21,824 44.53

坂 金 津 町 16,959 78.78

井
芦 原 町 12,838 37.57

丸 岡 町 23,682 .108.17 ⑭

地 坂 井 町 10,115
、

31.88

区
春 江 町 15,262 24.61

(44) 清 水 町 7,420 42.12

越 廼 村 2,6ラ6 14.60『 ⑳

1市10町2村 355,659 954.04

*武 生 市 62,649 184.98 ◎

武
*鯖 江 市 54,438 84.21 ◎

今 立 町 14,940 45.08 ⇔

生
池 田 町 5,856 194.77 ④㊥◎

■

南 条 町 5,017 53.46 ◎

鯖 今 庄 町 6,527 241.67 ⑭●●

江
河 野 村 2,901 50.13 ⑪⑳●

朝 日 町 8,315 45.59 ①◎

地

宮 崎 村 3,951 33.80 ●

区
織 田 町 5,261 39.01 ⑪◎

(45)

越 前 町 8,704 36.61 ⑰◎

2市7町2村 178,559 1,009.31

福 井

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*敦 賀 市 56,401 249.28 ●

*小 浜 市 34,032 233.72 ◎◎㊤
嶺

三 方 町 10,019 97.12 ●

南 美 浜 町 13,278 152.78 ◎◎

上 中 町 7,992 82.29 ⑩◎

地
名 田 庄 村 3,521 143.09 ◎⑳◎

大 飯 町 5,912 68.13 ◎●●
区

(45) 高 浜 町 11,160 7α79 ◎◎

2市5町1村 142,315 1,097.20

大 *大 野 市 42,556 54L66 ◎⑯
野

膓 *勝 山 市 32,789 253.32 ⇔●
山
地
区

和 泉 村 2,383 332.60 ◎⇔

(46) 2市1村 77,728 1,127.58

從 地方生活圏

○嶺北地方生活圏

福井 ・坂井地区 大野 ・勝 山地区 武生 ・鯖江

地区

○嶺南地方生活圏

嶺南地 区

一210一
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`

●

山 梨

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*富 士 吉 田 市 50,755 120.08 ⇔ 東 *山 梨 市 28,779 53.11 ●
富 西 桂 町 3,936 15.38 ◎ 春 日 居 町 4,999 13.95 ⇔

士

忍 野 村

山 中 湖 村

5,612

4,200

25.32

52.05

◎

⇔
山

牧 丘 町

三 富 村

8,166

1,852

102.33

135.68

@⑳ ◎

⑪㊥◎
河 口 湖 町 13,949 63.27 ⇔ 勝 沼 町 9,377 36.77 ◎

北 勝 山 村 2,073 4.21 ⑭ 梨 大 和 村 2,212 43.66 ⑪●●

麓
足 和 田 村 1,578 28.31 ● (46) 2市3町2村 82,570 569.96

鳴 沢 村 2,138 89.39 ⑭●
(44) 上 九 一 色村 2,185 86.48 ◎ 甲 府 市 188,836 171.12

1市2町6村 86,426 484.49 甲 竜 王 町 12,489 12.87

府 敷 島 町 10,480 40.37
*大 月 市 37,003 280.61 ⑭◎ 地 玉 穂 村 2,925 8.07

東 都 留 市 31,183 161.97 ◎⇔ 区 昭 和 町 6,001 9.16
上 野 原 町 25,706 124.11 ⑪⇔ (47) 田 富 町 5,619 9.81
秋 山 村 2,672 44.79 ⑪⑳◎ 1市4町1村 226,350 251.40
道 志 村 2,717 79.35 ⑳⑥

部 小 菅 村 1,493 51.96 ⑪⑳● 八 田 村 4,049 8.34 ◎⑱

(45)
丹 波 山 村 1,614 101.16 ⑪●◎ 峡 白 根 町 14,190 39.25 ◎⑮
2市1町4村 102,388 843.95 芦 安 村 770 147.71 ⇔

若 草 町 6,719 10.82 ⇔@
三 珠 町 4,468 29.28 ◎●⑱ 西 櫛 形 町 16,230 42.65 ⇔@

峡
*市 川 大 門町

六 郷 町

13,987

5,143

33.07

13.28

◎⑱

◎
(47)

甲 西 町

4町2村

10,304

52,262

15.99

264.76

⇔@

下 部 町 9,205 130.76 ⑭㊧◎
*増 穂 町 13,176 65.43 ⑪⇔⑱ 石 和 町 13,374 14.66 ⇔
*鰍 沢 町 6,596 47.45 ⑳●@ 東 御 坂 町 10,366 58.47 ●
中 富 町 7,405 42.91 ◎⑳◎ 一 宮 町

10,155 29.73 ●
早 川 町 4,615 369.96 ⑪◎

八
八 代 町 6,970 25.33 ⇔

南
身 延 町 11,573 130.47 ㊤◎ 境 川 村 4,570 21.12 ⑭

(46)

南 部 町

富 沢 町

7,945

5,614

112.44

87.73

◎◎

⑪◎
代

中 道 町

芦 川 村

5,795

1,227

20.50

36.96

●

⑪@◎
11町 89,727 1,062.78 (47) 豊 富 村 3,665 13.67 ⇔

5町3村 56,122 220.44
*韮 崎 市 26,738 143.44 ⑭●⑯

峡 双 葉 町 5,544 19.25 ⇔⑯ 曲 地方生活圏
明 野 村 5,244 28.83 ⑰●⑱ ○郡内地方生活圏
須 玉 町 9,043 174.19 ①⑭◎ 東部 富士北麓
高 根 町 8,666 64.58 ㊤⑳◎ ○国中地方生活圏
長 坂 町 8,650 40.36 ● 東山梨 東八代 甲府地 区 峡北 峡西 峡南

大 泉 村 3,405 62.99 ●◎

北
小 淵 沢 町 4,935 34.26 ㊥◎

白 州 町 4,854 137.56 ●●
(46) 武 川 村 3,573 60.24 ⑪⑭◎

1市6町3村 80,652 765.70

*塩 山 市 27,185 184.46 ⑪⑧
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名村町市成構

市
市
町
町
町
町
町
町
町
村
村
村
村
村
村
村
村

請
久
・
久

籔
科
上
牧

竃
科

舗

小
佐
臼
佐
小
軽
望
御
立
川
南
南
北
八
浅
北
2

*

*

市
町
町
町
町
町
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村
村

田

川藷

郷
路

智
合

翁
条
木

聾

歪
鹿

渡
脳

内飯鼎松高阿上清
阿波

平
根
下
売
天
泰
喬
豊
大
上
南
1

*

信
刷

町
町
町
村
村
村
村
村
村
村
村
村…松品川祖義・岳滝桑口恒木上南楢木日開三王大山3

*

市
市
町
町
町
町
村
村
村
社
村

邪
飛
遠
野

轟
谷
田

…

伊
胸
高
辰
箕
飯
南
中
長
官
2

*

*

市
市
町
村
村
村
村
村

野
山
内
平

幣

…

ノ
島
沢

市中飯山木野豊栄2

*

*

市
町町田大池

*

分区

佐

久

地

域

側

飯

伊

地

域

⑭

木

曾

地

域

㈲

上
伊
那
地
域

㈲

北
信
地
域

㈲
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名村町市成構

町
村
町

村
村
村
村
村5幡和鳥鷲並方良町八大白高美明和2

*

市

市
市
町
町見1治浪岐原市多瑞土笠3

*

*

*

市
市
市
町
町
町
町
町
町
町
町
町
町
村

町
村
町

村2

阜
島

瓢

暑
松
津

麦
積
南
正
貫
尾
富
"
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静 岡

区分 構成市町村名 人 口(人) 面 積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人口(人) 面積(K㎡) 備 考

*掛 川 市 59,920 186.05 ● 小 山 町 23,827 134.21 ①⇔

東
浜 岡 町

菊 川 町

17,994

24,484

53.91

63.50

●

㊧
駿 長 泉 町

清 水 町

29,336

22,742

24.09

8.81

㊤

①

遠 大 須 賀 町 10,938 33.64 @ 函 南 町 18,352 66.24 ㊤⇔

小 笠 町 ll,336 30.31 @ 豆 韮 山 町 13,598 34.99 ㊤●
地

大 浜 町 9,385 20.36 @ 大 仁 町 13,669 43.60 ㊤◎

区 相 良 町 26,024 58.Ol ⇔ 地 伊 豆 長 岡 町 11,730 16.39 o@

御 前 崎 町 10,640 11.16 ⑭ 修 善 寺 町 17,623 69.10 ⇔

(44) 城 東 村 7,346 25.62 ⇔
区

中 伊 豆 町 6,882 110.13 ⑭⑰⑭

1市7町1村 178,067 482.56 天城湯ケ島町 9,091 133.51 ⑭●
一 田 村

5,407 35.27 o◎(46) 　

*島 田 市 68,177 130.75 ● 6市10町1村 658,640 1,412.25

島 中 川 根 町 9,160 122.13 ⑪⑭
田

榛 原 町 22,913 52.83 ㊧ 富 富 士 市 190,437 215.34 ㊤
榛
原 吉 田 町 19,545 20.46 ⑱ 士

地
富 士 宮 市 92,934 314.22 ①

地 本 川 根 町 5,979 375.30 ⑪⇔ 区 芝 川 町 10,287 74.50 ⑪①●

区 金 谷 町 21,758 66.15 ◎ (47),
2市1町 293,658 604.06

川 根 町
@5)

1市6町

8,905

156,437

117.32

884.94

⑭⑭

静 静 岡 市 429,497 1,145.96

226.99

⑭

清 清 水 市 238,452

南 *下 田 市 30,843 104.55 ⑪⑱ 庵 由 比 町 12,397 24.39 ㊤●

伊
東 伊 豆 町

河 津 町

16,570

9,832

77.91

101.29

⑪㊥

⑪@

地
区

蒲 原 町

富 士 川 町

17,902
1

15,608

15.67

31.09

㊤●

㊤㊥

豆 南 伊 豆 町 12,388 110.33 ⑪⑱● (47) 2市3町 713,856 1,444.10

松 崎 町 11,111 84.69 ◎㊥
地

西 伊 豆 町 9,882 65.57 ◎● 士 焼 津 市 85,732 44.41 Q

区 賀 茂 村 5,135 39.46 ⑭㊥ 芙 藤 枝 市 82,098 141.98 ●
土 肥 町 7,083 50.16 ⑭◎ 地 大 井 川 町 17,330 25.11 ●

(46) 1市6町1村 102,844 633.96 区
岡 部 町 10,441 53.42 ⑭

*磐 田 市 64,679 64.35 @
(47) 2市2町 195,601 264.92

中 袋 井 市 40,276 78.74 ⇔ 天 竜 市 27,004 181.85 @●

遠 福 田 町

竜 洋 町

16,803

12,436

15.88

23.40

@

⇔

北
遠
地

春 野 町

佐 久 間 町

10,143

12,387

252.79

167.94

⑭●●

⑭◎
地 浅 羽 町 9,864 28.31 ⑱ 区 水 窪 町 7,264 271.17 @●

区
森 町

豊 田 村

21,580

11,587

134.32

20.09

◎●

@ (47)
竜 山 村

1市3町1村

2,794

59,592

70.73

944.48

⑩●

(46) 豊 岡 村 9,290 40.06 ●

2市4町2村 186,515 405.15

旬 地方生活圏
*浜 松 市 447,924 250.32

○東部地方生活圏
西 浜 北 市

湖 西 市

61,550

31,913

66.45

55.05

@

⇔
駿豆地区 南伊豆地区 富士地区

遠 可 美 村 11,286 4.11 ○中部地方生活圏

舞 阪 町 10,568 5.00 @ 静清庵地 区 志太地区 島田榛原地区

地 新 居 町 15,516 12.42 ⇔ ○西部地方生活圏
細 江 町 14,506 33.90 ⇔ 北遠地区 東遠地区 中遠地区 画遠地区
引 佐 町 14β06 120.44 ⑭●

区 三 ケ 日 町 16,318 69.54 ⑱

@6) 雄 踏 町 11,757 7.55 ◎

3市6町1村 635,644 624.78

駿
*沼 津 市 196,534 151.11 ①

豆 三 島 市 81,627 61.81 ㊤

地 熱 海 希 51,683 62.41 ⇔◎
区 伊 東 市 65,629 124.17 ●

@6)
御 殿 場 市

裾 野 市

57,529

33,381

198.59

137.82

①◎

①◎
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愛 知

区分 構成市町村名 人口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*新 城 市 33,582 117.60 ① 豊 小 原 村 4,946 74.85 ㊤⑭●

設 楽 町 8,357 220.89 ①⑳● 田 足 助 町 12,407 192.74 ⑪⑳⑯

新
東 栄 町 7,517 122.96 ◎㊥㊥

加
下 山 村 4,430 114.63 ⑪⑭◎

城 豊 根 村 2,597 120.28 ⑭●
茂

旭 町 5,348 82.21 ◎⑰◎

南 富 山 村 305 誕.71
(47)

1市3町3村 262,468 852.02

北 津 具 村 2,522 53.47 ◎⇔●

設 稲 武 町 4,364 98.69 ⑪⑭●
岡

崎
岡 崎 市 214,412 227.05

楽
鳳 来 町 17,480 265.55 ⑲⇔㊧ 額

田
幸 田 町 21,001 55.66

(46) 作 手 村 4,275 ll6.94 ⑪⇔● 地

区
額 田 町 8,809 160.25 ④●

1市4町4村 80,999 1,151.09
(47)

1市2町 244,222 442.96

宝

*豊 川 市 92,250 65.30 ㊤ 豊 豊 橋 市 267,157 253.38 ㊤

*蒲 郡 市 84,742 52.30 Φ 橋 田 原 町 25,929 74.67 ㊤

飯 音 羽 町 5,593 29.17 ㊤
渥 赤 羽 根 町 6,503 23.73 ①

地

一 宮 町 10,734 36.54 ①
美

渥 美 町 24,351 81.88 ㊤

小 坂 井 町 16,838 9.87 ㊤ (47) 1市3町 323,940 433.66

区 御 津 町 12,791 17.21 ①

(46)
曲 地方生活圏

2市4町 222,948 210.39 O東 三河地方生活圏

新城南北設楽 宝飯地区 豊橋渥美

西 尾 市 78,020 75.02

西

尾
一 色 町 24,829 21.89 ⑱

幡 吉 良 町 19,660 35.94

豆
幡 豆 町 13,020 25.81

(47)
1市3町 135,529 158.66

L

豊
田

豊 田 市 208,732 289.69

加
茂

三 好 町 20,897 32.20

(47) 藤 岡 村 5,708 65.70 ⑪●

一215一



三 重

、

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

伊
*上 野 市 58,109 194.55 ⑭●㊥

尾
鷲 紀 伊 長 島 町 14,465 110.64 @

名 張 市 31,783 130.28 ⑪●㊥ 地 海 山 町 14,021 146.20 ⑪⑧⑮

賀 伊 賀 町

島 ケ 原 村

10,283

3,054

59.93 ⑫㊥

@

区
(46)

1市2町 61,724 452.82

地
阿 山 町 8,026

23.79

75.88 ⑭⑭ 紀 *大 台 町 8,039 55.14

区 大 山 田 村 6,054 96.17 ⑪◎
勢

宮 川 村 5,805 306.Ol
し

@⑭ ⇔

青 山 町 7,767 108.68 ⑭⇔㊤ 大 宮 町 6,359 100.78 ⑪⑭
(44) 2市3町2村 125,076 689.28

地
紀 勢 町 6,415 68.50 ⑭⇔

区

松
*松 阪 市 103,384 208.08 @ (46)

大 内 山 村
3町2村

.

2,274

28,892

65.01

595.44

㊤⑧

三 雲 村 19.33 ⇔

阪 飯 南 町

8,590

・7,788 76.35 @⑭ ⑧ 鏡 地 鈴 鹿 市 125,592 195.89

地
飯 高 町

多 気 町

8,609

10,631

240,・74

49.62

⑪㊧@

⇔

鹿
亀
山区

亀 山 市

関 町

31,710

7,408

111.13

80.59

@●

@⑭ ⇔

区 明 和 町

村

17,673

5,885

40.47

53.60

㊥

⑩⇔ (47)
2市1町 164,710 387.61

(45) 1市4町2村 162,560 688.19
桑

桑 名 市 80,221 57.39

10,653 47.56

*熊 野 市 27,336 257.62 ◎@ 長 島 町 10,218 33.04 @
熊
野 御 浜 町 11,207 89.88 ⑪⇔ 名 木 曽 岬 村 3,433 12.19

地 紀 宝 町 8,068 76.50 ⑪⇔ 北 勢 町 12,325 88.51 ⑩⇔

区 紀 和 町 4,024 112.97 @@◎ 地 員 弁 町 6,877 23.73

鵜 殿 村 3,060 2.98 ⇔ 大 安 町 11,429 44.72 ◎
(45) 1市3町1村 53,695 539.95

区
東 員 町 9,807 22.69

藤 原 町 8,347 63.36 ㊤●

*伊 勢 市 105,268 177.82 (47) 1市7町1村 153,310 393.19
伊

鳥 羽 市 29,555 107.16

玉 城 町 10,755 41.41 ⇔ 四 四 日 市 市 232,448 194.48

勢 二 見 町 8,402 12.07 ◎ 日 菰 野 町 25,814 107.28 ⇔

小 俣 町 12,772 11.77 ◎ 市 楠 町 12,012 7.91

志 南 勢 町 14,869 109.78 ⑪◎ 地 川 越 町 10,822 7.09

南 島 町 12,951 134.72 ㊤@◎ 区 朝 日 町 6,939 5.93

御 薗 村 6,001 6.41 ◎ (47) 1市4町 288,035 322.69
摩

度 会 町 8,528 133.73 ①@

地

区

浜 島 町

大 王 町

志 摩 町

阿 児 町

7,333

10,365

17,444

18,260

26.35

12.87

17.62

44.47

⇔

⇔

⑲㊧

◎

曲 地方生活 圏

○北勢地域地方生活圏

桑名地区 四 日市地区 鈴鹿亀山地 区

磯 部 町 10,268 78.11 ◎⑱ ○伊賀地域地方生活圏
(46) 2市11町1村 272,771 914.29 伊賀地区

○中南勢地域地方生活圏
*津 市

久 居 市

127,215

35,026

84.52

68.59 ◎
津地区 松阪地区 紀勢地区

津 河 芸 町 15,679 19.67 ⑭ ○伊勢志摩地域地方生活圏

芸 濃 町 9,250 64.19 ⑭ 伊勢志摩地 区

美 里 村 4,560 50.09 ◎⇔ ○東紀州地域地 方生活圏

地 安 濃 村 7,653 36.54 ⇔ 尾鷲地区 熊野地区

豊 里 村 5,085 18.19 ⇔

香 良 洲 町 5,845 4.08 ◎
一 志 町 10,675 47.39 ◎

区 白 山 町 13,688 112.58 ◎㊨

(46)
嬉 野 町

美 杉 村

12,988

12,574

77.19

207.27

◎⇔

⑪⑭●

2市6町4村 260,238 790.30

*尾 鷲 市 33,238 195.98 ⇔⑱

一216一

●

吟



区分 構成市町村名 人 口(人) 面 積(K㎡) 備 考

*彦 根 市 80,202 99.35 ◎

長 浜 市 51,896 45.40 ●

琵 愛 東 町 5,769 41.55 ㊧

湖 東 町 9,606 26.35 ⑱

秦 荘 町 7,864 25.03 ㊤

琶
愛 知 川 町 8,593 12.98 ●

豊 郷 町 6,940 8.00 ●

甲 良 町 8,954 14.70 ⑱

湖
多 賀 町 9,315 134.29 ⑪⑳

山 東 町 11,864 53.22 ⑱

伊 吹 町 6,749 108.33 @●

東
米 ・原 町 13,007 42.82 ㊧

近 江 町 8,093 18.07 ●

浅 井 町 11,752 87.36 @⇔

北
虎 姫 町 6,212 9.60 ⇔

湖 北 町 8,734 29.35 ⇔

び わ 町 7,621 17.23 ◎

高 月 町 9,294 27.99 @⑱
部

木 之 本 町 10,879 88.64 ⑭@◎ ⑯
(44)

余 呉 町 5,324 168.63 @⇔ ⑱

西 浅 井 町 5,218 66.60 ㊤●⑱

2市19町 293,886 L125.49

*八 日 市 市 31,598 53.19 ⇔

近 江 八 幡 市 44,529 75.32 ⇔

中
竜 王 町 8,798 44.56 ⇔

部
、永 源 寺 町 7,235 179.51 ⑭●

安 土 町 8,380 24.54 ㊥

地 五 個 荘 町 8,894 16.36 ⇔

蒲 生 町 8,646 34.77 ●
域

能 登 川 町 15,411 31.18 ⑭
(45)

日 野 町 20,920 118.13 ⇔

2市7町 154,411 577.56

湖
*今 津 町 ll,490 120.95 ㊥◎⑮

域
(45)

マ キ ノ 町 6,988 78.09 @◎ ⑮

滋 賀

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積 口く㎡) 備 考

湖 朽 木 村 3,105 167.01 ⑪⇔●

西 安 曇 川 町 12,194 48.32 ●⑨

地 高 島 町 6,345 63.22 ●㊥

域 .新 旭 町 9,282 32.36 ●㊥

(45) 5町1村 49,404 509.95

石 部 町 6,725 13.28 ⇔

甲
甲 西 町 13,001 55.28 ◎

賀
*水 口 町 24,040 68.77 ⑱

土 山 町 9,354 126.20 ⑩●⑯

地 甲 賀 町 11,909 71.77 ●⑯

域
甲 ・南 町 9,954 49.34 ⑱㊥

(46)
信 楽 町 13,054 163.47 ◎⑱㊥

7町 88,037 548.11

大 *大 津 市 173,647 302.74

津 草 津 市 52,368 47.55 ●
'

湖 守 山 市 37,188 43.84 ●

南 志 .賀 町 9,620 71.22 ⑭

地 栗 東 町 26,732 53.02 ●

域 中 主 町 10,008 20.82 ◎

(46) 野 州 町 18,398 40.43 ◎

3市4町 327,961 579.62

囲 地方生活圏

○東北部地域地方生活圏

琵琶湖東北部

○中部地域地方生活圏

中部地域

○南部地域地方生活圏

湖西地域 大津湖南地域 甲賀地域
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区分 構成市町村名 人 口(人) 面 積(K㎡) 備 考

*宮 津 市 31,474 169.62 ⇔

丹
加 悦 町 9,653 59.39 ◎㊧

岩 滝 町 7,263 11.82 ⇔

後

伊 根 町 4,816 62.16 ⑯⇔

野 田 川 町 12,229 35.72 ㊥

*峰 山 町 15,186 67.67 ⇔

地
大 宮 町 10,806 68.80 ⑪◎

網 野 町 19,187 75.32 ◎⇔

区
丹 後 町 9,971 65.19 ◎⑱

弥 栄 町 6,836 79.76 ⑪⑧

(44)
久 美 浜 町 14,271 144.85 ⑪●

1市10町 141,692 840.30

中
*福 知 山 市 '57

,138 264.43 ⑪⑫

*舞 鶴 市 95,799 340.43 ⑪⇔

丹 *綾 部 市 45,263 348.49 ㊤◎

地
三 和 町 5,484 90.30 ◎愈⇔

夜 久 野 町 6,839 101.55 @@◎

区
大 江 町 7,520 96.46 ◎㊥⇔

(45) 3市3町 218⑩43 1,241.66

船
*園 部 町 15,181 102.48

井 八 木 町 10,502 49.23 '

北 丹 波 町 7,572 74.28 ⑪◎

桑

田
日 吉 町 7,172 123.82 ⑪⇔●

地 瑞 穂 町 6乳629 110.02 ㊤◎

区 和 知 町 6,260 119.79 ⑪㊧◎

146)
京 北 町 8,312 217.83 ①⑭◎

京 都

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

船地
井 美 山 町 6,644 339.81 ⑩●⇔

北
桑 8町 68,272 1,137.26
田区

(46)

山 城 町 8,784 ◎24
.76

相

木 津 町 10,912 23.17

楽
加 茂 町 8,812 36.13

笠 置 町 2,712 23.74 ⑱

地
和 束 町 6:428 64.50 @◎

区
精 華 町

∀

11,591 25.63

(47) 南 山 城 村 3,539 63.71 ⑭⇔◎

6町1村 52,778 261.64

曲 地方生活圏

○北部地方生活圏

丹後地区 中丹地区

○南部地方生活圏

船井北桑田地区 相楽地区
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奈 ・良

区分 構成市町村名 人 口(人) 面 積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面 積(K㎡) 備 考

*桜 井 市 52,576 98.93 南
川 上 村 6,123 269.82 ◎@◎

桜
大 宇 陀 町 11,022 47.40 東 吉 野 村 6,746 131.84 ⑭⑳◎

菟 田 野 町 6,289 27.68 ㊨ 下 北 山 村 2,226 135.88 ◎●

井

榛 原 町 13,117 64.62 和 上 北 山 村 1,489 273.52 ◎◎

A

宇
室 生 村 8,043 107.23 ⑭⑳◎ (46) 1市3町10村 120,077 2,346.54

曽 爾 村 3,252 47.61 ⑪⑭@

陀
御 杖 村

・

3,918 79.66 ⑪⑭◎ 山 *天 理 市' 54,409 85.73

(44)
1市3町3村 98,217 473.13 月 ケ 瀬 村 2,265 2L20 ◎◎

都 那 村 5β31 44.13

王 *王 寺 町 15,073 6.94 山 添 村 6,050 67.52 ⑩⇔

平 群 町 8,624 24.03 川 西 村 6,771 5.50

寺 三 郷 町 11,028 8.62 三 宅 村 6,397 4.97

斑 鳩 町 18,429 14・58 辺 田 原 本 町 22,664 20.59

周 安 堵 村 5,376 4.88
o

(46) 1市1町5村 103,887 249.64

上 牧 村 8,177 5.92

辺 河 合 町 9,417 8.30 橿
原

橿 原 市 83,385 40.43

(45) 5町2村 76,124 73.27 ・ 高 取 町 9,593 25.60

高

葛 御 所 市 36,976 60.83

市

(47)

明 日 香 村

1市1町1村

6,728

99,706

24.04

90.07

新 庄 町 13,539 17.53

当 麻 町 8,660 16.26
曲 地方生活 圏

○奈良地方生活圏

香 芝 町 22,072 24.27
山辺 王寺周辺 桜井宇陀 橿原 ・高市 葛城

広 陵 町 i8,026 16.65 南和

城 ボ大 和 高 田 市 56,682 16.73

(45) 2市4町 155,955 152.27

-

*五 條 市 34,046 88.87

南 吉 野 町 16,899 94.92 ⑭◎

大 淀 町 15,796 37.69 ⑭

下 市 町 12,856 62.54 ⑪◎

黒 滝 村 2,193 47.82 ⑭⑳⇔

天 川 村 4,139 】75.08 ◎⑭◎

野 迫 川 村 1β40 155.15 ⑭㊨◎

和 西 吉 野 村 6,284 92.67 ①⑥◎

(46) 大 塔 村 1,637 110.97 @⑳ ⇔ 、

十 津 川 村 8,303 669.77 ⑭⇔
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区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*御 坊 市 30,400 43.57 ⇔

御 美 浜 町 8,753 12.81 ⇔

日 高 町 7,557 46.43 ⇔

坊 由 良 町 8,751 30.43 ◎

川 辺 町 6,311 76.12 ⇔

周
中 津 村 3,303 87.06 ⑭⑭⑭

美 山 村 4,444 168.55 ㊥⑳⑧
辺

印 南 町 11,200 113.36 ⑪⇔⑱
(44)

1市5町2村 80,719 578.33

*田 辺 市 65,471 136.95 @◎ ⑱
田

龍 神 村 6,264 254.58 ⑩⑭⑧

南 部 町 8,783 26.33 ⇔⑮

辺
南 部 川 村 7,072 94.92 ⑪◎

白 浜 町 20,845 65.51 @⇔

中 辺 路 町 5,443 213.16 ⑪●◎

周 大 塔 村 4,395 218.37 ⑪⑭◎

上 富 田 町 10,474 55.28 ⑪⑧●

日 置 川 町 7,398 136.12 ⑩⑭◎
辺

す さ み 町 8,450 173.61 @⑱ ⇔
(44)

1市6町3村 144,595 1,374.83

*新 宮 市 39,136 79.76 @◎ ⑯

新
串 本 町 19,634 91.21 ①⇔⑯⑱

那 智 勝 浦 町 24,215 184.18 ㊥◎@

宮 太 地 町 4,628 5.80 ◎⑱

古 座 町 8,546 45.86 ①◎@

古 座 川 町 6,226 293.76 ⑪●⇔⑱
周

熊 野 川 町 3,315 176.55 @⑭ ●

本 宮 町 6,103 204.39 ⑪⑭◎

辺
北 山 村 1,050 47.29 ⑪●

(45)
1市7町1村 112,853 1,128.80

橋
本 *橋 本 市 34,058 107.86 ◎^

周
辺 か っ ら ぎ 町 24,526 104.14 ◎

(45) 高 野 口 町 16,512 20.08 @

和 歌 山

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

九 度 山 町 8,213 46.30 ◎
橋
本 高 野 町 7,257 136.01 ⑪⑳⇔
周
辺 花 園 村 952 48.24 ◎⑳◎

(45) 1市4町1村 91,518 462.63

有
*有 田 市 35,819 36.13 ⇔

湯 浅 町 16,783 20.63 ◎

田 広 川 町 8β79 65.44 ◎

吉 備 町 12β09 36.43 ●
周 ・

金 屋 町 12,317 118.97 ●

辺 清 水 町 8,360 195.53 ◎●◎

(46) 1市5町 94,467 473.13

和 歌 山 市 375,109 204.61

和
海 南 市 54,553 61.70 ●

下 津 町 18,258 39.40 @

歌 野 上 町 9,363 38.94 @●

美 里 町 7,182 90.87 ⑭⑭◎

山 打 田 町 12,466 45.60 Q・

粉 河 町 19,283 77.85 ◎◎

周
那 賀 町 10,720 29.83 ●

桃 山 町 9,523 48.70 ◎◎

辺
貴 志 川 町 9,857 22.28 ◎

(47)
岩 出 町 16,131 42.81 Q

2市9町 542,445 702.59

囲 地方生活圏

○和歌 山地方生活圏

橋本周辺 和歌山周辺 有 田周辺 御坊周辺

○田辺地方生活圏

田辺周辺

○新宮地方生活圏

新宮周辺
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鳥 取

区分 構成市町村名 人口(人)
一

面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考,

*倉 吉 市 50,193 174.19 ●⑱ *米 子 市 112,124 97.49
`

⑯

羽 合 町 6,578 12.41 ⇔⑱ 境 港 市 35,901 22.89 ⑨

鳥

泊 村 3,828 15.50 ●⑯ 鳥 西 伯 町 7,322 83.18 ●●

取 東 郷 町 7,377 46.35 ⑭㊧ 会 見 町 3,822 31.04 ⑪⑱㊥

三 朝 町 9,027 233.33 ⑳◎ 取 岸 本 町 5,294 39.61 ●⇔

県

関 金 町 5,120 ・97.89 ◎●● 日 吉 津 村 2,271 4.39 ㊥

中 北 条 町 5,993 20.74 ●⑱
県

淀 江 町 8,115 25.86 ⑭◎

大 栄 町 8,734 36.48 ◎㊤ 大 山 町, 7,832 85.40 ⑱●

部
東 伯 町 12,958 81.35 @@㊤ 名 和 町 8,714 45.53 ⑨●

'

.(44) 西

赤 碕 町 9,749 57.27 ⑭●㊥ 中 山 町 6,129 59.89 ⑨●

1市8町1村 119,557 775.51 日 南 町 10,875 340.83 @⇔ ◎

部
日 野 町 6,723 132.87 @● ●

*鳥 取 市 114,499 237.25 ⑭●⑪ (46)

江 府 町 5,542 124.89 ⑭●●

国 府 町 8,453 93.13 ⑭Q⑱

溝 口 町 6,553 100.06 ⑭⑳●

鳥 岩 美 町 17,016 122.15 ㊤●⑯

2市11町1村 227,217 1,193.93

福 部 村 3,327 34.85 ●⑱

郡 家 町 10,074 84.84 ⑭◎⑱ 囲 地方生活圏

取 ○東部地方生活圏

船 岡 町 5,284 54.69 ⑲◎⑱ 鳥取県東部

○中部地方生活圏
河 原 町 9,799 82.86 ⑭⇔@

鳥取県中部
県

八 東 町 6β01 67.20 @㊥ ◎㊧ ○西部地方生活圏

鳥取県西部

若 桜 町 7,700 200.15 ⑩⑳●⑱

東 用 瀬 町 5,168 80.33 ◎⑫@

佐 治 村 4,065 80.74 ⑭㊥◎

部 智 頭 町 12,471 224.85 ⑭●⑮

(45) 気 高 町 10,076 34.06 ⇔@

鹿 野 町 4,953 52.83 ⑭●◎⑱
.

青 谷 町 9,941 68.16 ⑩⇔⑯

1市12町2村 229,727 1,518.09
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区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*出 雲 市 69,432 175.44 ●⑰

大 田 市 37,588 333.16 ◎●⑭㊥

出 平 田 市 31,624 127.44 ◎㊥

三 刀 屋 町 9,283 82.81 ◎②⑭

吉 田 村 3,244 116.93 ⑪●⇔

雲
掛 合 町 5,349 110.06 ◎●◎⑧

頓 原 町 4,042 124.60 ◎⑳㊥

赤 来 町 4,654 119.05 ◎●◎

斐 川 町 22,746 72.78 ⑳⑳

地 佐 田 町 5,905 108.40 ⑭⑳㊧

多 伎 町 4,483 54.43 ⑪●●⑭

湖 陵 町 5,634 21.90 ㊥●㊤

区
大 社 町 18,538 42.30 ㊧⑰

(44)
温 泉 津 町 6,903 71.60 ◎@◎ ⑯

仁 摩 町 6,544 30.75 ⑪⑭⑭⑯

3市11町1村 235,969 1,591.65

ク*益 田 市 49,799 302.03 ◎●⑨⑱

益 美 都 町 4,249 132.64 ㊥⑥●

田
匹 見 町 3,599 300.88 ◎●⑱

地
津 和 野 町 8,623 139.44 ◎⑭◎⑪

日 原 町 6,384 167.72 ◎⇔●⑧
区 柿 木 村 2,593 137.37 ◎⑳⇔

(44) 六 日 市 町 6,971 197.97 ◎⑳●

1市5町1村 82,218 1,378.05

*松 江 市 ll8,516 175.21 ㊨
、

安 来 市 31,415 94.47 ⑳

松 鹿 島 町 9,352 30.05 ⑭㊥

島 根 町 5,175 37.65 ⑳⇔⑱

美 保 関 町 9,069 49.95 ⇔㊥

江 東 出 雲 町 10,043 31.07 ㊥

八 雲 村
'3

,842 55.41 ⑭⇔

地
玉 湯 町 5,645 24.93 ⑱

宍 道 町 9,513 44.37 ⇔㊨

ψ 八 束 町 4,749 5.94 ⇔⑳⑱

区 広 瀬 町 11,432 204.56 ⑪⇔◎

(45) 伯 太 町 6,271 95.68 ⑪⑭⇔

仁 多 町 10,696 177.06 ◎●◎

横 田 町 9,861 189.19 @● ⇔

島 根

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

松 大 東 町 16,890 152.41 ◎◎⑮

江

地
加 茂 町 6,855 30.53 ◎⑯

区 木 次 町 11β24 62.86 ⑪◎⑱

(45) 2市14町1村 280,648 1,46L34

*浜 田 市 48,515 163.60 ◎⑮

浜
江 津 市 28,211 158.55 ⑭◎⑱

川 本 ・町 7,070 106.84 ◎⇔⇔

邑 智 町 7,667 184.20 ◎●◎

大 和 村 2,886 99.oo ◎⑭⑭
田

羽 須 美 村 3,577 73.91 ◎@⇔

瑞 穂 町 6,542 207.15 ◎㊨●

石 見 町 7,581 135.87 ◎㊧⑭
地

桜 江 町 5,506 llO.65 @@●

金 城 町 5,582 165.07 ◎㊥◎

旭 町 4,643 128.76 ◎㊨⇔
区

弥 栄 村 2,826 105.67 ⑪㊧●
(45)

三 隅 町 10,785 128.32 ◎⑳⇔⑮

2市8町3村 141,391 1,767.59

隠
*西 郷 町 14,255 123.30 ●◎㊧

布 施 村 766 18.65 ●◎⑱

岐 五 箇 村 2,509 51.64 ㊥◎●

都 万 村 2,643 50.34 ㊥◎●
地

海 士 町 4,220 33.44 ⑧◎⑱

区 西 ノ 島 町 4,856 56.75 ●◎⇔

(46) 知 夫 村 1,218 13.63 ㊧◎㊥

3町4村 30,467 347.75

闇 地方生活圏

○松江地方生活圏

松江地区 隠岐地区

○出雲地方生活圏

出雲地区

○浜田地方生活圏

浜田地 区

O益 田地方生活圏

益田地 区
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岡 山

区分 構成市町村名 人口(人) 面 積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*津 山 市 75,379 185.64 ⇔⑯ 井 矢 掛 町 18,874 90.19 ⑭@

津
加 茂 町

鏡 野 町

7,362

11,796

159.53

121.81

⑪@@

◎⑭⑱
笠

美 星 町

芳 井 町

7,785

8,697

73.22

80.80

④㊥◎

㊧⇔㊤

奥 津 町 4,399 132.30 ⑭働⑧ (46) 2市6町 170,141 509.26

勝 央 町 10,929 53.54 ⇔㊥

奈 義 町 8,256 69.65 ◎⑭
東

備 前 市 34,182 132.98 ◎

勝 北 町 7,915 45.01 ⑪㊥ 和 気 町 13,229 82.94 ④◎

中 央 町 8,518 70.91 @㊥ 日 生 町 12,143 35.24 ⇔⑱

旭 町 5,131 83.39 ⑪⇔⑧ 吉 井 町 7,496 86.77 ⑪⇔⇔

久 米 南 町 7,900 78.15 ◎《㊧㊧ 備 吉 永 町 5,654 88.29 ⑭⑭

久 米 町 9,084 74.86 ●◎⑱ 佐 伯 町 5,409 60.10 ⑪⑭⑧

柵 原 町 9,740 78.06 働⇔ (47) 1市5町 78,113 486.32

山 阿 波 村 1,046 42.09 ⑪⇔@

富 村 1,404 76.56 ⑭㊥⑭ 岡 山 市 476,024 488.22 ⑭⑱

(44) 上 斉 原 村 1,257 88.67 ㊥⑭㊥ 倉 敷 市 375,689 291.64 ㊨⑮

1市11町3村 170,116 1,360.17 総 社 市 44,574 193.25 ⑪㊥⑱

88.00 ㊥玉 野 市 72,058

阿 *新 見 市 30,726 352.80 ◎⑯⑮
岡 御 津 町 12,127 114.00 ㊨◎

大 佐 町 5,047 122.39 ◎⑭⇔ 建 部 町 8,921 89.66 ◎@
神 郷 町 3,'637 136.35 ◎㊧⑥ 加 茂 川 町 8,471 141.36 ⑩㊥●

新 哲 西 町 4,285 76.93 ◎働⇔ 瀬 戸 町 11,518 43.02 ⇔

哲 多 町 5,150 106.13 ④⑭⇔ 山 陽 町 8,608 34.96 ㊥
(44) 1市4町 48,845 794.60 山

赤 坂 町 5,775 42.78 ②

真

庭

(45)

*勝 山 町

*落 合 町

*久 世 町

湯 原 町

北 房 町

美 甘 村

新 庄 村

川 上 村

八 束 村

中 和 村
5町5村

11,488

17,265

11,507

5,146

7,732

2β86

七438

2,725

3,504

1,139

64,330

138.50

147.61

74.81

142.26

71.76

66.48

67.26

77.26

61.54

47.73

895.21

⑪⑧⑯

⑪@⇔ ⑯

@● ⑱

◎@

⑳@

⑪●⑧

◎⑭⇔

⑭⑧

⑧

⑪@⑭

県

南

(47)

牛 窓 町

邑 久 町

長 船 町

灘 崎 町

藤 田 村
東 児 町

早 島 町

山 手 村

清 音 村

船 穂 町

金 光 町

真 備 町

9,878

17,562

6,755

9,311

6,440

5,,190

8,282

2,480

3,417

7,777

12,296

13,179

27.59

71.94

29.33

30.52

21.95

14.84

7.90

10.26

9.51

10.74

20.67

42.62

㊨@

㊨@

●

動

㊨

㊨@

⑨

㊥

⇔

⑨

⑧

⑨⑭

高
*高 梁 市 29,160 228.99 ◎⑱㊥ 4市15町3村 1,126,332 1,824.76

賀 陽 町 10,102 127.26 @⑳

有 漢 町 4,024 46.31 ⑭⑱⑭ 闇 地方生活圏

成 羽 町 8,029 82.05 ◎⑲◎㊥
.

O津 山地方生活圏

梁 川 上 町 6,508 86.81 ◎@⇔
英田 津山 真庭

(45)
備 中 町
1市5町

5,907

63,730

102.68

674.10

◎⇔⑲
○県南地方生活圏

東備 岡山県南 阿新 高梁 井笠

*美 作 町 14,165 88.45 ㊥㊧⑯

英 大 原 町 6,094 54.91 ④㊥⑭

作 東 町 11,004 110.15 ㊥㊥⇔

英 田 町 4,268 63.65 ◎@◎

東 粟 倉 村 1,689 28.04 ⑪働⇔
田

西 粟 倉 村 2,103 57.65 ◎㊥⇔

(46) 勝 田 町 5,057 86.06 ㊥㊥⇔

5町2村 44,380 488.91

井 *笠 岡 市 64,124 119.03 ㊤⑱

*井 原 市 38,077 89.50 ◎①

鴨 方 町 15,882 36.38 ⑭⑧
笠

寄 島 町 8,852 7.78 ◎

(46) 里 庄 町 7,850 12.36 ◎
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名村町市成構
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町
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名村町市成構

市
市

村
村
村
町

町
町
町
町

町
町
町

村3

次
原
・
野
木
舎

賊
和

讃
和
野

晶三庄君布作吉三三西吾高比肺

*

*

村

町
村

町
町
町
町

町
町
町

町
町
町

村

和
詩
賀

洞
北
朝

畑
平
・

撃

品

吉
加
筒

戸
芸

大
千
豊

吉
八

美
高
甲
11

*

*

*

市
町

町
町
町

町津4原芸崎野江市竹安大東木1

*

市

市
町
町

町
町
町

村
町
町

町
町

町
村
町

町
町
町

村2山中調海隈辺茂和田家市木石松和下領奴禰1福府御内沼神加脇戸駅新油神豊三上総甲肺

*

*

市
町

町
町
町

町
町

町
町西7原和内郷井山羅羅市三大河本久甲世世-

*

分区

備

北

鰺(

芸

北

胸(

竹

原

鋤(

福

山

府

中

㈲

三

原

胸(
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山 口

区分 構成市町村名 人 口(人) 面 積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考
、

*宇 部 市 154,114 204.63 ㊧ 下 豊 浦 町 20,030 78.40 ⑲
宇

部

小

小 野 田 市

美 祢 市

42,025

24,048

41.37

224.92

㊧◎

⑭⑧●

関
地
区

(45)

豊 北 町

1市4町

20,161

314,911

169.13

715.70

@⑭ ⑱●

野

田
阿 知 須 町 8,082 22.44 ㊧● *岩 国 市 107,640 219.25 ◎⑱

地 楠 町 8,380 77.25 ④㊧㊧◎ 和 木 村 8,093 10.31

区 山 陽 町 22二486 88.08 ㊧● 岩
由 宇 町 6,786 29.44 ⇔

(44)
3市3町 259,135 658.69

国
玖 珂 町 8,604 、23.34 ◎

*萩 市 51,835 137.75 ⑧⑯●
本 郷 村 2,337 40.45 @@◎

萩 川 上 村 1,842 94.94 ⑪⑲●
地 周 東 町 15,874 142.97 @⑳ ●

錦 町 7,278 210.80 ◎●◎
阿 武 町 7,409 116.76 ㊥●@

区 美 川 町 3,682 76.62 ◎●◎
田 万 川 町 6,171 78.02 ⑪@⑭ ⑱

地
む つ み 村 3,692 68.75 @@⑧

(46) 美 和 町 7,083 127.79 ◎●◎

須 佐 町 5,647 87.05 ⑭@◎ ⑱
1市6町2村 167,377 880.97

-

区 旭 村 3,367 134.16 @⑱ ⑧ *徳 山 市 101,505 337.73 ①●

(44) 福 栄 村 4,360 96.90 ⑳●⑧
周

*下 松 市 52,405 88.63 ㊦

1市3町4村 84,323 814.33 *光 市 47,589 60.91 ㊤⑮

南 *新 南 陽 市 33,400 62.88 ①

*柳 井 市 38,088 127.45 @① ⑯ 大 和 町 7,389 33.05 ㊦◎

柳 久 賀 町 6,553 23.06 ◎●
地

田 布 施 町 15,412 49.54 ①◎●

井
大 島 町 11,554 48.07 ㊥●⑯ 区 熊 毛 町

'

9,427 71.48 ①●

東 和 町 9,822 39.39 ●◎⑮
(46) 鹿 野 町 6,337 182.70 ⑩●◎

地 橘 町 9,842 29.34 ●◎● 4市4町 273,464 886.92

大 畠 町 5,089 12=30 ◎

区 上 関 町 8,701 34.44 ●●●
長

*長 門 市 27,628 151.96 ●◎@

門 三 隅 町 7,549 68.07 ⑳◎●
(45) 平 生 町 13,620 34.09 ◎Φ●

地 日 置 村 5,806 46.02 ●◎
1市7町 103,269 348.14

区
油 谷 町 12,606 91.55 ⑳◎

*山 口 市 102,033 355.98 @㊧ ◎ (46) 1市2町1村 53,589 357.60

山
*防 府 市 100,001 184.75 ①●

曲 地方生活圏
口

徳 地 町 12,672 288.39 ㊤⑭@ ○岩国地方生活圏

防 秋 穂 町 9,501 噛23
.50 ㊧ 岩国地区

府 小 郡 町 16,146 33.20 ㊧◎ ○徳山地方生活圏

地 美 東 町 7,368 129.53 ●@⇔ 柳井地区 周南地区

○山口地方生活圏
区 秋 芳 町 8,838 115.10 ㊤㊧⑭

山口防府地区

(45) 阿 東 町 13,480 294.15 ⑩⑳● ○萩地方生活圏

2市6町 270う039 1,424.60 萩地 区 長門地区

○宇部地方生活圏
下
関

*下 関 市 257,343 218.75 ㊧㊧ 宇部小野田地区

地
区
(45)

菊 川 町

豊 田 町

7,947

9,430

83.81

165.61

⇔㊧◎

@⑭ ㊧●

○下関地方生活圏

下関地区
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徳 島

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

三 野 町 5,644 43.33 ⑳●⑱ 石 井 町 22,136 28.72 ⑤

三 三 好 町 6,446 54.46 ●⇔⑱ 東 神 山 町 13,786 174.18 ⑪●⇔

*池 田 町 23,694 167.79 ⑩⇔⑧⑱ 松 茂 町 8,418 13.41 ㊨

好
部

山 城 町 8,840 131.57 ⑪⇔⑧ 北 島 町 13,407 8.80 ⑤

地
井 川 町 7,110 43.88 ●⑧⑯ 地 藍 住 町 10,591 16.80 ⑱

三 加 茂 町 10,029 68.09 ●⇔@
区

板 野 町 12,932 36.14 ◎⇔

区
東 祖 谷 山村 4,823 228.56 ⑩⑳◎ (46)

上 坂 町 11,786 33.94 ◎⑧

(44) 西 祖 谷 山村 3,747 106.13 ⑩●◎ 3市9町1村 453,123 900.03

6町2村 70,333 843.81

*阿 南 市 61,547 252.64 ⑱⑱

*鴨 島 町 23,897 33.48 ◎⑱ 羽 ノ 浦 町 8,242 8.90 ⑨

中 川 島 町 7,419 18.05 ◎⑧
南

那 賀 川 町 11,253 19.17 ⑱

山 川 町 12,552 43.83 ⑪◎⑱ 鷲 敷 町 3,798 29.94 ●◎

央
美 郷 村 3,440 50.04 ㊤⑳⑳ 相 生 町 4,776 100.45 @⑳ ●

阿 波 町 13,441 48.40 ⇔⑱
部

上 那 賀 町 4,047 175.13 ◎◎

地
市 場 町 12,607 72.36 ⑪⑭◎⑯ 木 沢 村 1,812 155.32 @⑳ ◎

土 成 町 8,531 55.61 ㊧◎⑱ 木 頭 村 2,872 232.08 @⑳ ◎
区 地

吉 野 町 9,257 13.52 ⑭⑱ 由 岐 町 5,539 23.31 ●◎
(45)

7町1村 91,144 335.29 日 和 佐 町

牟 岐 町

7,395

9ρ19

118.33
卜

57.14

⑪◎

⑳◎●

*脇 町 19,945 110.42 @⇔ ⑱
区

海 南 町 8,039 211.23 ⑭⑲◎
(46)

美 美 馬 町 10,455 4β.18 ●⇔⑯ 海 部 町 3,996 26.26 ◎●●

馬
半 田 町 9,000 51.79 ⑭◎⑮ 宍 喰 ,町 4,871 93.30 ㊤⇔◎

貞 光 町 8,841 45.64 ⑲⑭@ 1市11町2村 137,206 1,503.20

地
一 宇 村 4,376 97.41 @● ◎

囲 地方生活圏

穴 吹 町 11,564 】09.18 ⑩@● ⑧ 〇三好地方生活圏
区

木 屋 平 村 3,664 101.39 ㊤⑭◎ 三好地区

(45)
5町2村 67,845 562.01

○徳 島地方生活圏

中央地区 美馬地区 東部地区 南部地区

東

*徳 島 市 238,725 187.83 ㊨

鳴 門 市 62,107 135.16 ⑱
部

小 松 島 市 42,398 4432 ⑰
地

.

勝 浦 町 8,526 69.57 ◎

区 上 勝 町 4,258 108.72 ⑭●◎

(46)
佐 那 河 内村 4,053 42.44 ◎(⑪
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香 川

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

三

豊

地

区

(44)

*観 音 寺 市

高 瀬 町

山 本 町

三 野 町

大 野 原 町

豊 中 町

詫 間 町

仁 昆 町

豊 浜 町

財 田 町

1市9町

43,769

17,101

7,956

8,655

13,364

11,692

17,130

8,245

10,360

5,321

143,593

51.72

56.29

33.20

19.23

49.82

19.83

30.71

15.80

17.09

47.24

340.93

●⑱●

⑧⑱'

@

●㊥

⑭●⑱ ・

◎㊥

⑭⑱●

●㊥

◎⑯

Q

2市7町 176,820 376.90

高

松

地

区

(47)

高 松 市

三 木 町

牟 礼 町

庵 治 町

塩 江 町

香 川 町

香 南 町

直 島 町

綾 上 町

綾 南 町

国 分 寺 町

1市10町

280,806

23,637

10,428

7,918

5,419

12,461

6,040

5,975

8,637

13,985

11,865

387,171

194.34

77.08

16.47

14.83

80.10

27.47

14.74

14.11

71.37

38.22

26.00

574.73

⑪⑭

●⑱

◎

◎

@㊥ ●

⇔

⇔

⇔⑱

@⑰ ●

⑭

⇔

大

川

地

区

(45)

引 田 町

白 鳥 町

*大 内 町

*津 田 町

大 川 町

志 度 町

寒 川 町

長 尾 町

8町

11,355

14,518

17,856

9,977

7,881

18,240

6,000

12,262

98,089

48.10

72.14

34.49

12.08

34.83

39.02

22.99

45.88

309.53

⑭●㊧

⑪⇔㊧

◎⑱

⇔⑥

Q@

⇔⑯

◎⑤

⑪⇔⑮

坂

出
地

区

(47)

坂 出 市

宇 多 津 町

1市1町

65,837

10,214
A

76,051

90.44

7.32

97.76

◎●

◎

闇 地方生活圏

○高松地方生活圏

小豆地区 大川地区 高松地区 坂出地区

中讃地区 三豊地区

■

小

豆

地

区

(46)

内 海 町

*土 庄 町

池 田 町

3町

16,411

22,354

7,119

45,884

61.48

74.41

34.39

170.28

㊧

⇔㊥

●Q

中

讃

地

区

(46)

*丸 亀 市

*善 通 寺 市

琴 南 町

満 濃 町

琴 平 町

多 度 津 町

仲 南 町

綾 歌 町

飯 山 町

'62
,066

35,374

4,753

13,389

14,791

20,750

5,557

10,060

10,080

63.63

39.68

83.24

53.63

8.44

22.41

58.77

27.43

19.67

⇔⑱

⇔⑧

⑪●◎

⇔

⇔

⇔@⑱

⑪◎

㊧

⇔
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区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*宇 和 島 市 64,619 118.36 ●㊥⑯

宇 吉 田 町 16,347 48.25 ㊥⑫⑭

三 間 町 7,497 56.72 ㊥⑱

和 広 見 町 13,746 152.31 ⑪●⇔

松 野 町 6,174 98.66 ⑪㊧●

島 日 吉 村 2,853 88.91 ⑪⑭⇔

津 島 町 17,106 219.71 ⑭⇔ ㊥'

地 宇 和 海 村 6,309 24.55 ㊥●⑱

内 海 村 2,572 19.74 ⑭@
区 御 荘 町 9,789 50.80 ⑭

(44)
城 辺 町 11,937 76.10 ⑪㊥
一 本 松 町 4,281 71.68 ㊤⑲⑱

西 海 町 5,885 23.02 ⑱⑱

1市9町3村 169,115 1,048.81

*八 幡 浜 市 46,776 94.80 ㊧⑱⇔

八 *大 洲 市 38,039 240.93 ◎◎⑱

長 浜 町 14,101 74.06 ⇔⑧⑱⑱

幡 内 子 町 15,369 120.64 ⑪●⇔

五 十 崎 町 6,693 38.87 ⑪㊧⑭
浜

肱 川 町 4,448 63.35 ⑭⑭㊧

河 辺 村 2,754 53.37 ◎⇔⑱
●

保 内 町 11,679 37.16 @㊥ ⑱

大
伊 方 町 9,220 28.65 ㊥●

瀬 戸 町 5,366 32.19 ⑳⇔

洲
三 崎 町 7,853 34.10 ⇔⇔

三 瓶 町 12,911 41.73 ⇔③

地 明 浜 町 7,082 26.15 ㊥@⑯

宇 和 町 18,356 133.23 ⑪㊥⑭㊥

区 野 村 町 15,371 186.92 ㊤⑳@

(45) 城 川 町 7,372 126.72 @働 ⇔

2市13町1村 223,390 L332.87

*今 治 市 111,436 74.42 ⑪⇔

今 朝 倉 村 4,396 29.79 ㊥

玉 川 町 5,953 103.98 ⇔⑳

【 波 方 町 10,461 15.38 ㊥

治 大 西 町 7,485 18.69 ⑰

菊 間 町 10,505 36.07 ⇔⑳

吉 海 町 7,027 27.12 ㊥@㊧

地 宮 窪 町 7,262 19.48 ⑭⑥㊧

伯 方 町 10,937 19.29 ⑲㊥

魚 島 村 700 3.4a ㊥⑧⑮

区
弓 削 町 6,492 12.98 @⑱
生 名 村 3,177 3.37 ㊥

(46)
岩 城 村 3,425 10:76 ⇔㊧

上 浦 町 6,136 21.83 ⑥◎⑯

愛 媛

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

今地 大 三 島 町 8,068 42.73 ㊥⇔⑫

治区 関 前 村 2,002 5.35 ⑭㊧⑱

(46)
1市10町5村 205,462 444.66

松 山 市 341,588 288.33 ⑭⑱

伊 予 市 28,649 56.29 ⇔

松 北 条 市 28,688 102.36 @㊧

重 信 町 15,068 100.89 ●

川 内 町 9,528 110.89 @◎

中 島 町 12,494 38.30 ●⇔●
山

久 万 町 10,440 165.10 ⑪●◎

面 河 村 2,132 157.39 ⑪⇔⑳

美 川 村 5,248 135.02 ⑭⑲⇔

地 柳 谷 村 3,215 126.79 ⑪●⇔

小 田 町 6,920 139.87 ⑪⇔⇔

松 前 町 25,580 19.73 ◎

砥 部 町 12,086 57.31 ◎

区 広 田 村 2,110 44.09 ⑪㊧㊥

(47) 中 山 町 6,792 74.77 @㊥ ◎

双 海 町 8,235 63.19 ㊥●

3市9町4村 518,773 1,680.32

新 新 居 浜 市 129,532 157.41 ⑳㊧

居 西 条 市
A

52,479 225.66 ⑪
浜
・ 小 松 町 9,843 76.59 ⑰
西
条

東 予 町 32,662 72.80 ⑪

地 丹 原 町 15,336 129.51 ㊥
区

別 子 山 村 839 72.45 ㊨⇔

(47) 2市3町1村 240,691 734.42

宇 川 之 江 市 35,716 68.38 ㊨Q
摩 伊 予 三 島 市 39,110 184.63 ⑧◎
地

新 宮 村 3,662 78.30 ⑭㊨◎
区

土 居 町 16,544 86.67 ㊥◎

(47) 2市1町1村 95,032 417.98

闇 地方生活圏

○今治地区地方生活圏

今治地区

○新居浜 ・西条地区地方生活圏

新居浜 ・西条地区 宇摩地区

○松 山地区地方生活圏

松山地区

〇八幡浜 ・大洲地区地方生活圏

八幡浜 ・大洲地区

○宇和島地区地方生活圏

宇和島地区
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高 知

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

幡
*中 村 市 35,404 387.90 ⑭⑳ 香 我 美 町 6,231 59.41 @㊧ ⇔.

*宿 毛 市 25,701 284.44 ⑭●⑭㊧ 土 佐 山 田 町 22,459 110.98 ◎◎

*土 佐 清 水 市 25,539 266.43 ◎鰯⑱ 野 市 町 9,222 23.15 ⇔

佐 賀 町 5,076 76.07 ㊥㊥@ 夜 須 町 5,211 37.68 @⑭

大 方 町 11,140 ll2.87 ⑪愈㊧ 中 香 北 町 7,014 131.53 @⇔ ⑳

大 月 町 9,944 104.23 ⑳㊥ 吉 川 村 2,258 4.58 ●◎

西 土 佐 村 5,746 247.90 ⑪⑳● 物 部 村 6,623 291.07 ◎⑳●

多 三 原 村 2,563 84.47 ⑪㊥● 本 山 町 6,797 134.36 ⑪●⇔

(44) 3市3町2村 121,113 1,564.31 土 佐 町 7,594 210.96 ◎⑭●

大 豊 町 12,569 320.54 ⑪㊨⇔

*安 芸 市 25,26i 318.74 ⑭⑳㊥ 大 川 村 1β12 95.09 ⑪㊥●

安
*室 戸 市 29,177 248.49 ⑭● 本 川 村 1,589 20β.34 ◎◎

東 洋 町 5,743 73.55 ◎⑲⑨ 鏡 村 2,170 60.46 @㊧ ◎

奈 半 利 町 5,086 27.99 ●⑭ 土 佐 山 村 1,655 59.41 ㊤⑭⑳

田 野 町 4,479 6.66 ㊥⑱ 伊 野 町 20,471 99.86 @◎ ⑤

安 田 町 5,158 52.74 ⑰● 春 野 町 14,126 45.46 ◎⑯

北 川 村 2,440 196.89 ⑪⑭ 吾 北 村 6,165 162.05 ⑪㊥◎

芸
馬 路 村 2,144 165.07 ⑪㊥ 日 高 村 6,332 44.50 ◎

(45)
芸 西 村 4,654 38.83 @⇔ ㊥ 央 佐 川 町 15,513 104.39 ◎◎

2市4町3村 84,142 1,128.96 (46) 越 知 ・ 町 9,775 109.79 ㊤⑭◎

' 池 川 町 4,468 142.51 @㊧ ◎

*須 崎 市 31,102 135.98 ⑭●㊥
吾 川 村 5,186 83.52 @㊧@

高
窪 川 町 19,266 278.10 ⑪⑭⑭ 仁 淀 村 4,459 106.02 ⑪●●

中 土 佐 町 9,470 93.20 ⑭ 3市14町10村 514,060 3,007.07

ノ樽 原 町 6,785 236.34 ◎⑭⇔

大 正 町 4,641 199.51 ⑪⇔⇔
曲 地方生活圏

○安芸地方生活圏
葉 山 村 5,618 66.79 ⑭⇔◎

安芸

十 和 村 5,622 163.60 ⑪●⇔ ○ 中央地方生活圏

東 津 野 村 4,101 131.77 ⑪㊧⇔
中央

幡 ○高幡地方生活圏

(45)
大 野 見 村 2,361 100.35 ⑭●◎

高幡

1市4町4村 88,966 1,405.64 ○幡多地方生活圏

幡 多

中 *高 知 市 257,201 143.12 ⑯

南 国 市 42,192 125.02 ⑪◎⑯

央 土 佐 市 3L175 91.57 ◎⑭

(46) 赤 岡 町 4,293 1.70 ⑲
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区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

八 *八 女 市 39,400 39.20 ㊧⇔㊥
*筑 後 市 39,107 42.37 ㊧●⑯

女 黒 木 町 19,445 135.89 ◎◎

上 陽 町 6,006 58.93 ㊤㊥◎

立 花 町 16,142 86.35 働㊥⑳
筑 広 川 町 15,322 38.40 ㊧◎㊥

矢 部 村 3,590 81.74 ㊥●●

後 星 野 村 5,451 81.59 ㊥⑱@

(44)
2市4町2村 144,463 564.47

占
*行 橋 市 49,890 68.64 ㊧⇔

泉
*豊 前 市 32,434 109.46 ⑲●⑱

苅 田 町 26,601 40.15 ㊧@

犀 川 町 10,518 98.13 ⑭㊧●

勝 山 町 6,487 34.45 ㊥

豊 津 町 8,913 19:56 ⑥

椎 田 町 15,740 50.35 ㊥⑱

吉 富 町 7,629 5.51 ㊥㊥

築 城 町 11,960 67.92 ㊥●⑯

築 新 吉 富 村 3,837 13.14 ⑭●

大 平 村 5,343 48.68 ◎⑭●
(45) 2市7町2村 179,352 555.99

久
*久 留 米 市 194,670 123.93 ㊧◎⑪

大 川 市 52,570 33.49 ㊧◎⑪

吉 井 町 18,144 24.80 ⑥

田 主 丸 町 23,261 54.93 ㊧

浮 羽 町 19,327 90.08 ⑭◎

留 北 野 町 12,030 20.29 ⑲

小 郡 市 32,217 46.02
1

⇔⑯

大 刀 洗 町 12,905 22.66 ⇔⑭

城 島 町 14,271 17.57 ㊧◎

米 大 木 町 12,903 18.00 ⑯㊧

(45)
三 潴 町 12,472 15.83 ㊧●

3市8町 404,770 467.60

*大 牟 田 市 174,005 76.69 ㊧㊨
有

*柳 川 市 46,685 37.96 ㊧㊥@

瀬 高 町 27,995 38.13 ㊧⑳●

大 和 町 20,334 1&84 ㊨㊨@

三 橋 町 17,151 16.46 働㊨●

明 山 川 町 6,806 26.26 ㊧⑳@

(46) 高 田 町 18,457 37.74 ⇔⑪

2市5町 311,433 252.08

*甘 木 市 43,937 166.71 ⑪●㊧

杷 木 町 11,213 44.49 @◎

福 岡

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

朝 倉 町 12,477 34.66 ◎
甘
木 三 輪 町 9,009 21.62 ●⑮

訪 夜 須 町 9,875 45.43 ⇔㊥

倉 小 石 原 村 L629 29.46 ①⑲◎

(46)
宝 珠 山 村 2,658 22.21 ⑳㊧◎

1市4町2村 90,798 354.58

*飯 塚 市 76,183 72.34 ㊧◎

飯 山 田 市 15,653 21.75 ⑭㊧◎

桂 川 町 12,414 19.86 ⑭㊧㊥

稲 築 町 23,512 17.13 ⑭㊥◎

碓 井 町 7,106 8.41 @㊧ ◎

筑 穂 町 10,738 74.28 ㊧㊧●

庄 内 町 8,580 25.49 ⑭㊧⇔

塚
頴 田 町 7,448 16.56 ●●⇔

嘉 穂 町 12,713 88.75 ㊥轡●
(46) 穂 波 町 25,834 25.18 ㊥㊧⇔

2市8町 200,181 369.75

直 方 市 56,943 61.63 ㊧●
直

小 竹 町 11,550 14.14 ㊧㊧⑭

官 田 町 28,342 52.24 ㊥㊧⇔

方 鞍 手 町 19,617 35.81 ⑳㊧⑭

(47)
若 宮 町 11,164 87.07 @㊥ ㊧◎

1市4町 127,616 250.89

田 川 市 63,102 54.44 ㊥㊧⑭
田

香 春 町 15,310 45.32 ㊧●

添 田 町 16,832 131.82 ◎●㊧◎

金 田 町 8,879 7.58 ㊥㊧⇔

糸 田 町 10,672 8.03 ⑭⑯●

川 崎 町 23,922 35.97 ●㊧⇔

赤 池 町 8,918 16.28 ⇔㊧⇔

川
方 城 町 7,717 18.54 ㊥⑥㊥

大 任 町 6,492 14.16 ⑭@㊥
(47) 赤 村 3,898 31.18 ●④@

1市8町1村 165,742 363.32

饅 地方生活圏

○北九州地方生活圏

東築

○筑豊地方生活圏

直方 田川 飯塚

○福岡地方生活圏

甘木 ・朝倉

○久留米 ・大牟田地方生活圏

久留米 八女筑後 有明
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区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*唐 津 市 14,406 126.50 ⑰◎㊧㊥

唐 浜 玉 町 10,709 52.07 ㊧●

七 山 村 3,743 63.17 ◎●◎

津
厳 木 町 8,445 60.26 ●㊧⑥

■
相 知 町 10,881 65.20 ㊥㊧◎

東
北 波 多 村 4,313 26.26 ㊥㊧Q

肥 前 町 12,356 46.83 ●㊧◎⑮
松

玄 海 町 7,650 35.76 ㊧⇔
浦

鎮 西 町 9,220 39.16 ㊥㊧②@
(44)

呼 子 町 7,829 7.35 ⇔⇔㊧

1市7町2村 149,552 522.56

*佐 賀 市 147,663 103.68 ●⑮

佐 多 久 市 27,472 97.16 ⑭㊧◎

諸 富 町 11,166 12.20 ㊧⇔@

川 副 町 20,304 41.62 ㊧ ⇔ 、

東 与 賀 町 6,801 15.32 ㊧◎

賀
久 保 田 町 7,272 16.28 ㊧⇔

大 和 町 16,744 55.13 ⑲◎⑪

富 士 町 7,887 143.02 ⑪●◎

神 崎 町 17,014 39.28 ㊧◎⑱

千 代 田 町 12,011 24.63 ⑧②⑯
地

脊 振 村 3,ll7 60.94 ㊤⇔⇔

三 瀬 村 2,143 40.74 ⑪㊥◎

小 城 町 14,766 45.29 ㊧◎

三 日 月 町 7,641 20.30 ㊧◎

区
牛 津 町 8,248 13.38 ㊧⇔

(45) 芦 刈 町 7,286 16.11 ㊧◎

2市12町2村 317,535 745.08

*武 雄 市 35,501 128.96 ㊧◎@

杵
*鹿 島 市 35,495 109.76 ◎⑯

藤
山 内 町 9,491 40.76 ㊧⇔⑱

北 方 町 9,347 27.39 @㊧ ⑳

地 大.町 町 10,714 11.46 ⇔㊧⇔

江 北 町 10,341 24.28 ⑭㊧●

区 白 石 町 16,324 39.46 ●⇔

(46) 福 富 町 6,868 16.16 ●⇔

有 明 町 11,000 25.37 ㊨⑱

佐 賀

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

杵 太 良 町 13,733 74.38 ●

蔭地 塩 田 町 13,502 45.83 ㊨⇔⑱

区 嬉 野 町 18,890 80.41 ●⑭

(46) 2市10町 191,206 624.22

鳥 *鳥 栖 市 49,552 71.83 ㊧◎⑱

三 田 川 町 8,860 10.85 @◎@

栖
東 脊 振 村 4,770 32.90 ㊧◎

基 山 町 9,964 22.02 ㊧◎⑮

中 原 町 7,068 18.96 ●◎@
地

北 茂 安 町 8,921 16.66 ㊧◎@

三 根 町 8,846 16.12 ㊨◎⑧

区 上 峰 村 5,344 12.83 ㊧⇔⑧

(46) 1市5町2村 103,325 202.17

佐賀県 ・長崎県

*伊 万 里 市 58,942 252.87 @㊧ ◎

伊 有 田 町 15,135 26.74 ⑯㊨●

万 西 有 田 町 8,047 38.68 ⇔●◎

*平 戸 市 33,279 171.15 ⑳⇔◎
里

*松 浦 市 25,732 94.69 ●㊧◎●
●

大 島 村 3,103 15.32 ●◎⑭

北 生 月 町 10,755 16.51 ◎⇔

松 田 平 町 8,770 34.95 ㊧◎

地
福 島 町 5,870 16.73 ●㊧◎

鷹 島 村 4,459 17.14 ⇔◎㊧
域

江 迎 町 7,880 31.98 @㊨ ◎
(46)

鹿 町 町 6,744 29.21 @㊧ ◎

3市7町2村 188,716 745.97

曲 地方生活圏

○佐賀地方生活圏

鳥栖地区 佐賀地区 杵藤地区

○唐津地方生活圏

唐津 ・東松浦

○伊万里 ・北松地方生活圏(長崎県の一部含む)

伊万里 ・北松地域(長崎県の一部含む)
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名村町市成構

市
町
町

町

町
町

町
町

町

町
町

町
町

原
見
明
穂

瀦

講

諸
家
津

㍊

島
国

有
瑞
加

日

南

北
西

有

布
深
1

*

市
市

町
町

町
町

町

町
町

町
町

町

町早村見山盛来井野要石浜山伯良長々串市諌大多森飯高小壁吾子小南2

*

市

町
町

町

町
町
町

江
江

嬬
宿

謀

福

富
玉
三

岐
奈
1

*

市

町
町

町

町
町

町

町
町

町

町
町

町

町

町保杵見質々原13彼海島戸棚久々井世彼佐値佐知市佐西西大崎東川波小宇小佐吉世1

*

町
町

町

町

町
町島目尾松五魚川良君上新有奈5

*

*

町

町
町

町

町浦本辺田ノ郷勝角石4

*

分区

島

原

地

域

鋤(

県

央

地

域

㈲

下
五
島
地
域

胸(

佐

世

保

地

域

㈲

)上五島地域46(

)壱岐地域46(

長 崎

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

*長 崎 市 427,013 208.10

長 与 町 15,162 28.46 Q㊥
長 時 津 町 14,256 20.79 ●㊥

琴 海 町 7,332 68.26 ⇔
崎 大 瀬 戸 町 10,778 77.75 ⑳㊥◎●

外 海 町 14,028 46.69 ㊧●⇔
地 三 重 村 5,157 30.02 ㊥◎

香 焼 町 5,511 3.95 ㊥㊧㊥
域 伊 王 島 町 5,490 1.96 ㊧◎

(47)
高 島 町
野 母 崎 町

17,869

10,777

1.30

20.69
㊥◎
⑳◎⑱

三 和 町 8,362 21.67 ⑳◎
1市10町1村 541,735 529.64

対

馬

地

厳 原 町
美 津 島 町

豊 玉 村

峰 村

20,299

10,328

6,057

4,653

177.13

119.68

74.54

73.12

◎●

㊥◎◎
●◎●

●◎●
域 上 県 町 6,637 156.75 ⑲●◎

(47)
上 対 馬 町
4町2村

8,372

56,346

108.13

709.35

㊨●◎

長崎県 ・佐賀県

*平 戸 市 33,279 171.15 ㊨◎●
伊 *松 浦 市 25,732 94.69 ㊨㊨◎◎
万 大 島 村 3,103 15.32 ⑳◎㊧

里 生 月 町 10,755 16.51 ⇔●

◆
田 平 町 8,770 34.95 ㊧◎

北
福 島 町

鷹 島 村

5,870

4,459

16.73

17.14
⑳㊧◎
⑲●㊧

松 江 迎 町 7,880・ 31.98 ⑭⑥◎
地 鹿 町 町 6,744 29.21 ⑳㊥◎

域 *{弄 万 里 市 58,942 252.87 ⑳㊧●
有 田 町 15,135 26.74 ●㊧⇔

(46) 西 有 田 町 8,047 38.68 ⑱●◎
3市7町2村 188,716 745.97

曲 地方生活圏'

○伊万里 ・北松地方生活圏(佐賀県の一部含む)

伊万里 ・北松地域(佐賀県の一部含む)
○佐世保地方生活圏

佐世保地 域

○長崎地方生活圏
島原地域 県央地域 長崎地域

〇五島地方生活圏

上五島地域 下五島地域
○壱岐地方生活圏

壱岐地域

○対馬地方生活圏

対馬地域
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名村町市成構
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村

村
村

村

村
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村9吉田原ぱ前上恵田良木江磨禰人錦上免岡多湯水須深相五山球1*

市
市

町

町
町

町

町
町

町

町
町名尾明烏水東水和関洲、市加玉荒岱横天玉菊三南長2

*

町

町

町
町

村

村
町

町

村
村

村

村
村宮国野6の蘇国小山野陽森水木湯原町一阿小南産波蘇高白久長西6

*

市
市

町

町
町

町

町

町
町

町

町
町

町

町
町

町

渡
深

婿
島
明
戸

舗
岳
本
和
和

豊

轟

本

牛
大

松

有

姫
竜

御

倉
栖

新
五

苓

天
河
2

*

市

町
町
町

町鹿北鹿本央山鹿菊鹿鹿

*

分区

人

吉

球

磨

鋤(

有

明

㈲

阿

蘇

翻(

天

草

㈲

山
鹿
鹿
本

㈲

一234一

`

●



4

G

■

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

日
*日 田 市 65,072 270.78 ⑪●②

田 九 重 町 16,334 271.55 ⑪●◎
・ 玖 珠 町 23,684 287.61 ㊤◎
玖 前 津 江 村 2,249 76.73 ⑪⑲◎
珠 中 津 江 村 2,935 83.86 ⑪⑪

地 上 津 江 村 2,326 87.64 ⑭●◎

域 大 山 町 5,072 45.64 ⑳●
天 瀬 町 9,699 101.45 ⑩●◎

(44) 1市4町3村 127,371 1,225.26

佐
*佐 伯 市 51,222 197」2 ⑭⑬◎⑯

上 浦 町 4β58 15.78 ⑳●

弥 生 町 7,228 83.36 ⑪◎
伯 本 匠 村 3,360 123.44 ◎●◎

宇 目 町 6,602 266.14 ④⑲◎
地 直 川 村 3,880 81.45 @● ●

鶴 見 町 5,701 20.17 ⑳⑳⑬
域 米 水 津 村 3,397 25.31 ●◎

(45) 蒲 江 町 13,099 91.57 ⑪⑳Q⑱
1市5町3村 98,847 904.34

・

宇
*宇 佐 市 52,510 177.70 ●●⑱

佐 *豊 後 高 田市 22,386 122.61 ⑭●⑭●
● 大 田 村 3,072 46.33 @● ●
高
田

香 々 地 町 5,366 37.83 @● ◎

地 真 玉 町 5,690 41.61 ⑳◎
域 院 内 町 7,722 114.66 ⑩●◎

(46)
安 心 院 町
2市4町1村

11,599

108,345

145.23

685.97

⑪⑳●

窪
*中 津 市 55,249 54.97 ●⑱

・ 三 光 村 6,296 46.05 ⑳◎

下 本 耶 馬 渓 町 5,926 85.04 ⑩@⇔
毛地 耶 馬 渓 町 8,254 184.57 ⑩⇔⇔

域 山 国 町 5,803 119.60 ⑪⑳⑭

(46) 1市3町1村 81,528 490.23

東 国 見 町 8,499 72.56 ●◎
国 姫 島 村 3,298 7.18 ⑧◎●
東
地

*国 東 町 20,080 112.38 ㊤⑭◎

域 武 蔵 町 6,317 40.63 ●●

安 岐 町 11,658 90.03 @⑭ ●
(46) 4町1村 49,852 322.78

大
大 分 市 278,091 354.02 ⑰

分
野 津 原 町 7,068 91.70 ⑭●働

地
挾 間 町 9,521 51.00 ◎⇔
庄 内 町 13,189 139.41 ⑳◎㊨

域
湯 布 院 町 11,982 127.93 ●㊥

(47) 佐 賀 関 町 23,605 49.53 ⇔⑨
1市5町 343,456 813.59

∫ 別 府 市 124,478 124.79 ㊨

杵 築 市 23,432 90.83 ⑯◎
日 出 町 19,967 74.08 ⑧◎
山 香 町 12,051 143.50 ◎㊧⇔

(47)
2市2町 179,928 433.20

大 分

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

臼 杵 市 40,055 152.14 ◎

津 久 見 市 35,006 77.94 ⇔●

(47)
2市 75,061 230.08

竹
田 竹 田 市 26,444 200.45 ㊤⑳◎

直 荻 町 5,026 49.74 ⑳●
入
地
域

久 住 町

直 入 町

6,798

4β29

142.58

84.30

⑪●●

⑪⑳●

(47) 1布3町 42,597 477.07

野 津 町 12,900 138.78 ◎⑭◎
大 三 重 町 19,406 161.52 ⑪◎

野 清 川 村 4,166 47.10 ⑪⑭●

緒 方 町 10,990 148.19 @⑳ ●
地 朝 地 町 5,848 68.65 ⑭⑳◎

域 大 野 町 8,978 109.36 ⇔⇔
千 歳 村 3β25 22.01 ⑱◎

(47) 犬 飼 町 5,907 46.57 ③●●
6町2・ 村 71,520 742.18

囲 地方生活圏

○大分地区地方生活圏

東国東地域 別枠速見地域 大分地域
地域 大野地域 竹 田直入地域

○周防灘地域地方生活圏

宇佐 ・高田地域 中津下毛地域

○日田・玖珠地域地方生活圏

日田 ・玖珠地域

○佐伯地域地方生活圏

佐伯地域

一235一
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宮 崎

区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考 区分 構成市町村名 人 口(人) 面積(K㎡) 備 考

都
*都 城 市

山 田.町

116,528

8,787

306.70

61.65

⇔⑱

●⇔⑮
宮崎

佐 土 原 町

高 岡 町

20,605

12,989

56.89

144.57

◎●

⇔●⑱
城 東

三 股 町 15,340 109.85 ◎⑥ 諸 国 富 町 18,891 130.36 ⑭◎⑱

北
高 崎 町 12,963 92.87 ⑳⇔⑯

県
綾 町 7,457 95.29 ⑪⑳●⑯

諸 山 之 口 町 7,229 97.67 ㊤●●⑪
(46)

1市6町 291,316 870.02

県 高 城 町 12,913 94.16 ⑳◎⑭

(44)
.

1市5町 173,760 762.90 日 *日 南 市 54,015 294.97 @◎ ⑯.

⑭⑳⇔⑧
南 串 間 市 31,336 294.91

●

小
*小 林 市 38,657 230.85 ⇔⑱ 串 北 郷 町 6,022 179.16 @⑳ ◎●

林
え

え び の 市 28,934 283.17 ●⇔⑱ 間 南 郷 町 13,562 63.74 ⇔⑱●

び 高 原 町 12,515 85.58 ⑰◎⑥ (46) 2市2町 104,935 832.78

の
野 尻 町 9,806 88.02 @◎ ⑱西

諸
須 木 村 3,932 243.66 ⑪●◎ 西 西 都 市 38,081 437.57 ㊤㊥◎⑪

(45)
2市2町1村 93,844 931.28 高 鍋 町 19,801 43.53 ◎⑪

都、 新 富 町 16,136 60.94 ◎⑱

*延 岡 市 132,641 287.27 ⑰⑱
●

西 米 良 村 3,099 271.85 ⑪⑳◎

宮
西 郷 村 4,988 138.73 ㊤㊧● 児 木 城 村 5,891 145.42 ①⑳◎

諸 塚 村 4,365 188.03 ⑩●◎ 川 南 町 16,740 89.81 ⇔

日 向 市 53,469 117.58 ⑳
湯

都 農 町 12,842 102.66 ◎

崎 北 郷 村 3,419 ・120 .78 ⑪●㊧⇔
(47)

1市4町2村 112,590 1,151.78

椎 葉 村 7,138 537.29 ◎◎

門 川 町 15,661 119.42 ⑯●
曲 地方生活圏

○延岡地方生活圏

県 北 方 町 7,578 200.90 ⑳⑤◎ 宮崎県北部

高 千 穂 町 21,540 237.39 @⑭ ● ○宮崎地方生活圏

東 郷 町 7,165 218.61 ⑩⑳㊨●
西都 ・児湯 宮崎東諸県

○日南地方生活圏

北
北.川 村 7,316 279.60 ⑳⑯◎

日南串間

日 之 影 町 10,060 277.74 ⑫⑭● ○都城地方生活圏

南 郷 村 4,772 190.46 ⑭⑳● 小林えびの西諸 都城北諸県

北 浦 村 6,324 100.11 ⑭⑨◎

部 五 ケ 瀬 町 6,851 171.35 @⑲ ◎

・(46)
2市6町7村 293,287 3,186.26

宮
崎

*宮 崎 市 210,070 285.94 ㊧

東
諸 清 武 町 11,183 47.96 ◎⑱

県
(46) 田 野 町 10,121 109.0】 ⇔⑱

一236一

■



4

信

鹿 児 島

考備

◎

●

◎◎◎⑳⑯

@

●
⑱

⑤
⑭
⑭◎

麗

㌶
◎
⑭
⇔
⑲
㊥
@◎
⑭◎

㌶

麗
@◎

⑮

⑱

@
⑱

⑱

●

⑯
⑱

⑲

㊧⑮●⑱⑯⑱●⑱⑱⑯⑯⑱⑱@
⑥

麗

㌶
●◎
㊥◎
⑭
●◎
●◎

㌶
⇔◎

麗
.

⑥

⑭

⑫

⑱
⑱⑭⑯㊤⑱㊧⇔◎⇔⇔◎●⇔@⇔働

宿指佐伊良薩閥姶圏川活
圏

図

題

圏
島

=
講焔　離　
噸

両侭積面

娼

35

80

艇

669L版版328667101

灘
轄
籍
翼

翼

灘
1

02

34

鈎

92

65

33

97

71

51

80

80

14

37

82

92

皿

温

語

霞

品

書

藍

綬
1

7

0

0

2

1

0

㍑

㌶

㍑

20

13

11

29

23

99

ω知

皿

㌫

㌫

13

6

8

勿

471

竃

欝

欝

嶽㎜㎝
識砲

芸

鵠

鑑

麹

㍑

㍑

瓢

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

妬

3

3

16

2

6

9

12

16

9

n

9

8

7

631

72

71

41

21

90

95刀迂」メβ」549976216

名村町市成構

町

町
町

町
町8園島山人市牧霧福隼2

市

市

市
町

町
町

町

町

町
町

町
町

町

町
町

村

村

村
村

村

耀
治
良
生
辺
来

麟
元
・
吉
上
入
・

杜
島
島
伽

鹿
串
垂

加

姶

蒲

溝
市

東
伊

松

郡
日

吹

喜

吉
西
三

+
肺

市
村

村
町

村

村
町

町

町
町

町

町

町
町

村

瀬

竃
用
郷
利

寺
仙
泊
名

㌧

名
大
宇
瀬
住
竜
笠
喜
徳
天
伊
和
知
与
柿

市
町

町

町

町
町義子子久4之種種屋久市西中南上屋1

分区

)姶良伊佐妬(

・

)鹿児島47(

奄

美

群

島

鋤(

熊

毛

⑰

考備

⑱⑪

⑯

㊥

⑱
⑱⇔⑧⑱㊥●●⑲●●⑳@●

㊥

㊥
●

⑮⑯●⑲◎●@㊧㊥⇔●◎⇔●⑳⇔⑳⇔⑲㊥㊥⑥⑭@

@

@

●⑱⑱⑯㊥●㊥◎
●⇔㊥⑳⇔⑭働●⑭

●

⇔◎⑭◎㊥

欝

羅⑭
朧

朧

欝⑳◎
朧

⇔⑱⑳
⇔

◎
⑱

⇔●⑪●㊧㊥⑭

刷低横面

20

田

91

28

38

05

65

●

●

■

●

,

.

.

27

品

30

67

71

45

77215

39

29

02

59

54

36

04

33

20

%

56

31

59

・

…

.

・

■

…

.

・

書

鴛

る

鴇

麗
日

影
9

螂
62

32

60

82

69

37

51

㍗

674断乳ア&ぴ,乳La793332270116

為

17

20

64

25&アa飢乳73311宏

49

76

79

88

46

69

助

16

泌

21

69

42

10

68

21

61

55

01

87

蒜

濃
器

驚
器
品

登
霞
π

㌶
1

溺

品

品

湖

"

幻21920054887019●-

ω白人

53

92

88

47

35

39

況」ほ」浪浪謁過825296333101

認

溜
卿

認
霊

鑑
灘

1

8

7

7

0

5

7

6

2

3

5

1

76231

諸

㌫

㌫

㍑
⑭

仏

ぴ

ち

土

ぴ

ぴ

鳥

名

ち3211121

2

4

0

2

8096380ββほO159963117

…

欝

欝

き

議㎜…

議…
2

O

1

8

1

3

37347014929為ぴ飢乞ふ仇ち3211

名村町市成構
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*
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第1趣 旨

広域市町村圏振興整備措置要綱

暇 鑛 ㌶ 袈、鱒殼㌶ 〕

経済の発展に伴 い,わ が国土全体にわた り,住 民の生活水準

は急速に上昇 し,均 衡化 しつつあるとともに,そ の生活態様は

都市化 しつつある。しかし,公 共施設の整備は著 しく立ち遅れ

てお り,そ の速やかな整備 と均衡化が要請されている。また,

人口の都市集中お よび農山漁村地域 からの人口の流出のため,

いわゆる過疎過密の問題が生 じてお り,そ の解決のために もそ

れぞれの地域の特性に応じた産業の振興 と住民 の生活環境の近

代化が要請されている。

一方,交 通通信手段の発達}ヒ伴い,住 民の日常社会生活圏域

は漸次広域化 し,都 市的地域 を中心 とし,周 辺農山漁村地域 を

一体 とした広域的かつ総合的な市町村の行政 を推進す ることの

必要性が増大 しつつある。

このよ うな地域社会の変動に対処 し,住 民の要請に応え魅力

ある豊かな地域社会 を建設す るためには,形 成されつつある都

市および周辺農山漁村地域 を一体 とする日常社会生活圏 を場 と

する新 しい地域の振興整備に関す る施策の展開およびそのた.め

の広域行政体制の整備が不可欠である。わが国経済の発展に伴

う投資力の増大 と,モ ータリゼーションの普及によ り,こ のよ

うな施策 を可能ならしめる前提条件 も熟 しつつあると考えられ

る。

広域市町村圏の振興整備に関する措置は,以 上のような基本

的考 え方に基づき,地 域の実態に即 し,市 町村の自主性 を尊重

しつつ,広 域市町村圏における広域行政体制の整備ならびに広

域的かつ総合的な計画の策定およびこれに基づ く施策 の実施 を

促進 し,も つて市町村が当面する諸問題の解決 を図り,あ わせ

て国土の均衡 ある発展および過疎過密問題の解決にも資す るこ

とを目的とするものである。

第2広 域市町村圏

1広 域市町村圏の設定

Cl}都 道府県知事は,関 係のある市町村 と協議のうえ,広 域
』
市町村圏を設定するもの とする。この場合においては,あ

らかじめ自治大臣と協議するものとする。

(2)「数都道府県の区域にわたつて一の広域市町村圏 を設定 し

ようとするときは,関 係のある都道府県知事が協議のうえ,

共同してこれを行な うものとする。

③ 広域市町村圏の区域は,(1)および②の手続 に準 じて変更す

ることができるもの とする。

2広 域市町村圏の基準

(1)広 域市町村圏の設定は,お おむね人口10万以上の規模 を

有することを標準とし,次 の要件を具備 した日常社会生活

圏を形成 し,ま たは形成する可能性 を有すると認め られる

地域(大 都市およびこれと一体性 を有すると認 められる周

辺地域を除 く。)について行な うものとす る。

ア 就業,生 活物資 の調達,医 療,教 育,教 養,娯 楽その

他住民の日常社会生活上の通常の需要が,そ の中でほぼ

充足 されるような都市 および周辺農山漁村地域 を一体 と

した圏域であること。

イ 圏域 内にアの住民の日常生活上の通常の需要を充足す

る都市的施設および機能の集積を有する市街地 似下 「中

心市街地」 という。)が存在すること。

ウ 中心市街地 と圏域内のその他の市街地および集落 を連

絡する交通通信施設が整備されていること。

(2)広 域市町村圏の設定にあたつては,原 則としてすべての

市町村がいずれか一の広域市町村圏に属することとなるよ

う配慮するものとする。

第3広 域行政機構

(1)広 域市町村圏に属する市町村(以 下 「関係市町村」とい

う。)は,広 域市町村圏の振興整備 を推進するための行政機

構 として,少 なくとも次の要件を備 える地方自治法第284

条第1項 の一部事務組合または同法第252条 の2第1項 の

普通地方公共団体の協議会を設置するものとする。(こ れ

らを広域行政機構 とい う。)

ア すべての関係市町村をその構成団体 とす るものである

こと。

イ 広域市町村圏の振興整備に関する計画(以 下 「広域市

町村圏計画」 とい う。)の策定および広域市町村圏計画に

基づ く事業の実施の連絡調整に関する事務を処理するも

のであること。

② 関係市町村は,広 域市町村圏の地域の実態に即しつつ,

事情の許す限 り広域市町村圏計画に基づ く事業の実施に関

す る事務を広域行政機構である一部事務組合において総合

的に処理す るよう努めるもの とする。これがため関係市町

村は,広 域市町村圏計画に基づく事業の実施 に際して,普

通地方公共団体 の協議会 を広域行政機構として設置 してい

る場合においては,こ れ を廃止 し,あ らたに広域行政機構

である一部事務組合 を設置するとともに,広 域行政機構以

外 の一部事務組合または普通地方公共団体の協議会の廃止,

解散,処 理する事務の変更その他必要な措置 を講ずるよ う

努めるもの とする。

第4広 域市町村 圏計画

1広 域市町村圏計画の策定

ω 広域行政機構は,広 域市町村圏の総合的かつ合理的な振

興整備 を促進するため広域市町村圏計画 を策定する ものと

す る。この場合において,広 域行政機構は,あ らか じめ,

都道府県知事と協議するもの とする。

② 広域行政機構は,ω の手続に準 じて広域市町村圏計画を

変更 することができるものとする。

2広 域市町村圏計画の内容

広域市町村圏計画は,基 本構想,基 本計画および実施計画

からなるものとする。

ア 基本構想は,広 域市町村圏の地域の振興発展の将来図お

よびこれを達成するために必要な施策の大綱を示すものと

す る。

イ 基本計画は,基 本構想に基づき,次 の事項について定め

るものとする。

(力 市街地,集 落等の配置および交通通信施設の体系な ら

びに広域的に処理すべき事務の処理 の仕組みおよびその

運営の方法

④(カ の事項を具体化するために実施すべき施設設備の整

備等に関する事項

ウ 実施計画は,基 本計画に定める事業の実施の具体的な計

画 を定めるものとする。
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3広 域市町村圏計画と他の計画との関係

(1)広 域市町村圏計画の基本構想は,関 係市町村の基本構想

を基礎 として策定するもの とし,必 要に応 じて広域市町村

圏計画の基本構想 と市町村 の基本構想 との間の相互の調整

を行なうものとする。

② 広域市町村圏計画の策定にあたつては,都 道府県の計画

その他法令に基づく地域 の振興整備に関する計画 との調整

を図るよう努 めなければな らない もの とする。

第5国 および都道府県の措置

1国 の措置 ・

国は,こ の要綱に即して行な う広域市町村圏計画の策定お

よび広域市町村圏計画に基 づく事業の実施 に関し,次 に掲げ

る行財政上の措置を講ずるもの とする。

ア 広域市町村圏計画の策定に要する経費について広域行政

機構に対 して補助すること。

イ 広域市町村圏計画に基づいて広域行政機構または関係市

町村等が実施する広域市町村圏の振興整備のため必要な根

幹的な施設設備 の整備に関す る事業に要する経費の一部に

ついて補助すること。

ウ 広域市町村咽計画に基づいて広域行政機構または関係市

町村等が実施する広域市町村圏の振興整備のため必要な根

幹的な施設設備の整備に関する事業に要す る経費に充てる

ために起こす地方債の許可について優先的に考慮するとと

もに,こ れらの事業に要す る経費の一部 について,関 係市

町村に対する地方交付税の算定上所要の措置を講ずること。

2都 道府県の措置

都道府県は,広 域市町村圏の振興整備を促進するため,次

に掲げる措置 を講ずるものとする。

ア 広域行政機構の設置および運営な らびに広域市町村圏計

画の策定および実施 に関し,広 域行政機構および関係市町

村に対 し指導 し,お よび助言すること。

イ 広域行政機構と国の関係行政機関 との間の連絡調整 を図

ること。

ウ 都道府県の地域に関す る総合的な計画において広域市町

村圏の振興整備の基本的方向 を示ずこと。

3広 域的市町村の取扱い

一の広域市町村圏に属 するすべての関係市町村 の合併によ

り新たに設置された市町村については,当 該市町村の振興整

備に関する総合的な計画を広域市町村圏計画 とみな し,引 き

続 き必要な行財政上の措置 を講ずるものとする。

(注)こ の要綱は,昭 和44年5月28日 づけ通知 された 「昭和44年

度広域市町村圏振興整備措置要綱」 を恒久化するため,昭 和

45年 に通知された ものである。

広域市町村圏設定指針

〔昭 和45年4月10日 自 治 振 第54号関係道府県知事あて自治省行政局長通知〕

昭和45年度における広域市町村圏の設定にあたつては,次 の指

針により,広 域市町村圏振興整備措置要綱に定める広域市町村圏の

振興整備の趣旨に適した地域 を選定するものとする。

1全 般的留意事項

(1)広 域市町村圏は,市 町村が行な う新 しい広域的 な地域社会

の振興整備の単位であるとともに,将 来各種 の施策 を実施す

資料3広 域市町村圏設定指針

る場合`こおける基礎的区域 となるものであるごとにかんがみ,

その設定にあたつては関係のある市町村 との事前の協議を十

分に行なうとともに,都 道府県の関係各部局間の意見の調整

を尽 し,統 一的な意思のもとにこれ を行な うよう配慮するこ

と。

② 広域市町村圏の設定は,社 会的実態 としての日常社会生活

圏を基礎 として行なうものであるから,過 去の経緯のみに と

らわれるこ とな く,で きる限 り客観的な資料 に基づき,か つ,

科学的な方法 を活用 して区域の決定 を行な うよう努めること。

(3)広 域市町村圏の区域は,現 在における日常社会生活圏の地

域を基礎 としつつ,将 来における交通通信施設の整備および

モータ リゼーションの一層 の普及に伴 う住民の日常社会生活

圏の拡大を予測し,こ れに対応す るような ものとして定める

よう配慮す ること。

2広 域市町村圏配置の構想に関する事項

(1)本 年度における広域市町村圏の設定にあたつては,当 該都

道府県の全地域にわたる広域市町村圏の配置に関する構想に

基づいてこれを行 なうものとすること。

② 広域市町村圏の配置に関する構想を定めるにあたつては,

広域市町村囲 と他の各種の施策に基づ く圏域 との関係を次の

要領により調整するよう配慮すること。

ア 都道府県建設省所管癒設整備計画の作成にあたつて設定

される地方生活圏 との関係においては,両 国域が一致する

よう努めるものとし,そ れが不可能な場合 において も,二

ないし三の広域市町村圏の区域を合 した地域が即地方生活

圏の区域と一致することとなるようにするこ と。

イ 都市計画法に基づき数市町村 の区域にわたつて一の都市

計画区域が新たに指定 され ることとなる場合においては,

広域市町村圏と都市計画区域 とが相互に合理的 な関係 を保

つこととなるよ・うにすること。

ウ 新産業都市の区域および工業整備特別地域との関係につ

いては,広 域市町村圏がこれ らの圏域 と合理的な関係を保

つこととなるようにすること。

〔3!広域市町村圏の配置に関す る構想を定めるにあたつては,

{2)に掲げるもののほか,次 の事項についても留意す ること。

ア 昭和44年度において設定された広域市町村圏の平均的規

模を参考 として,将 来において適切な規模の広域市町村 圏

が配置されることとなるようにすること。

イ ニ以上の圏域のいずれに属せ しめることが適切であるか

現在明らかでない市町村 または現時点において適切な中心

市街地 を見出すことが困難な地域がある場合においては,

当面,無 理な地域区分をす る必要はないが,少 なくとも将

来における取扱いの方針 を定めておくこと。

ウ 他の都道府県の地域にわたつて一の広域市町村圏を設定

す る必要が生 じることが予想される場合には,あ らか じめ

関係のある都道府県と連絡のうえ意見の調整 を図ってお く

こと。

ω 広域市町村圏 の配置に関する構想 を定 めるにあたつては,

次の手順を参考 とすること。

ア 当該都道府県の全地域にわたる各日常社会生活圏の形成

の実態を,お おむね別表1に 掲 げるような諸指標を参考 と

して確認すること。

イ 形成 され ている各日常社会生活圏のそれぞれの中心 とな

るべき市街地(以 下 「中心市街地」という。)の中心性 の程

度,他 の中心市街地 との関係等 を考慮しつつ,将 来におけ

る当該都道府県 の全地域にわたる広域市町村圏の中心市街
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地の配置の構想をたてること。この場合においては,お お

むね別表2に 掲げるような諸指標 を参考 とすることが適当

であること。

ウ 各中心市街地相互の関係を考慮 して,そ れぞれの中心市

街地 を核 とする広城市町村圏の区域 を定め ること。この場

合においては,別 表1お よび2に 掲 げる諸指標を参考 と

することが適当であること。

▲ 昭和45年度において設定すべき広域市町村圏の区域の決定に

関す る事項

本年度において設定すべき広域市町村圏の区域を決定する

場合においては,広 域市町村圏振興整備措置要綱2,2(Dの

基準によるほか,さ らに次の事項についても配慮すること。

ア 中心市街地の存在が明確な地域であること。

イ 当該広域市町村圏に属すべき市町村の範囲が明らかであ

ること。

ウ 関係市町村の協力体制のととの う見通 しがあること。

別表1

圏域の確認に関す る指標

1中 心市街地の所在する市町村(以 下「中心市町村」という。)

への就業通学依存の状況

2

3

4

5

6

7

8

9

中心市町村への交通機関およびその利用の状況

中心市街地 までの交通機関による所要時間

中心市街地への公共施設利用依存の状況

中心市町村への医療機関利用依存の状況

中心市町村への中高級品購買依存の状況

中心市町村への教養娯楽施設利用依存の状況

地方新聞紙の地域版の地域 区分の状況

国,都 道府県,日 本電信電話公社その他の公共的機関の官

公署その他の施設の管轄区域の状況

別表2

中心市街地に関する指標

1

2

3

4

5

6

7

8

9

'餌1

1

中心市街地の人口

中心市街地人口の増減 の傾向
、

中心市町村の第2次,第3次 産業就業人 口率

中心市町村の就業者および通学者 の流入流出の状況

中心市街地の卸売,小 売業 およびサービス業従業者数

中心市町村の卸売および小売商店数

中心市町村の卸売および小売業年間売上高

中心市街地に対する交通機関の集中の状況

中心市町村における国,都 道府県,日 本電信電話 公社その

他の公共的機関の官公署その他の施設の設置状況

総括的事項

広域市町村圏計画策定指針

〔昭 和45年7月31日 自治領 第156号関係道府県知事あて自治省行政局長通知〕

広域市町村圏計画策定の目標

広域市町村圏計画は,関 係市町村の総意に基づき,月,都

道府県,公 共的機関および民間団体の協力をえて,次 の事項

を実現することによ り,広 域市町村圏の総合的かつ合理的な

振興整備を促進す ることを目標 として策定すること。

ア 地域の振興整備に関する各種の施策お よび事業 を調整す

ること。

イ 広域ネッ トワークを整備すること。広域ネッ トワークと

は,市 街地集落等の合理的な配置およびこれ らを連絡する

交通通信体系をいうものであること。

ウ 広域事務処理システムを整備すること。広域事務処理 シ.

ステムとは,広 域的に処理すぺ き事務を最も効率的に処理

するための広域的な事務処理 の仕組みをいうものであるこ

と。

2広 域市町村圏計画策定の一般的留意事項

広域市町村圏計画の策定にあたつては,一 般的に次の事項

に留意すること。

ア 既存の観念にとらわれ ることな く創意を活かして,地 域

の特性 に即 した独 自性の豊かなものとすること。

イ 一体的な地域社会の実態の認識に立って,関 係市町村の

利害 を調整 し,圏 域内の住民が広 く施策の成果を享受する

ことができるよう配慮すること。

ウ 国,都 道府県警の施策に依存す ることなく,関 係市町村

が協力 して自主的に地域の振興整備を推進することを旨と

して主体性のあるものとすること。

工 新 しい科学的手法 を採用するとともに民間の知識をも活

用 して合理的なものとす ること。

3広'域 市町村圏計画の構成

広域市町村圏計画は,基 本構想,基 本計画および実施計画

からなるものとすること。

ア 基本構想は,広 域市町村圏の地域の振興発展の将来図お

よびこれ を達成するために必要な振興の施策の大綱 を示す

ものであること。

イ 基本計画は,基 本構想に基づき,広 域ネットワークおよ

び広域事務処理システムを定めるとともに,こ れ らを形成

するため必要な根幹事業に関する計画を定めるものである

こと。

根幹事業 とは,広 域ネットワークおよび広域事務処理シ

ステムを形成す るために必要な事業であつて,関 係市町村

が共同処理方式 によ り処理 し,ま たは関係市町村が広域 を

対象 として処理す るものをい うものであること。ただ し,

広域ネッ トワークを構成する道路であつて市町村 が管理す

る ものの整備事業は,こ れ を根幹事業とす るものであるこ

と。

ウ 実施計画は,基 本計画に基づき根幹事業 の実施の年次計
、

画 を定めるものであること。

4広 域市町村圏計画策定の手続等

(1)計 画案の作成

広域市町村圏計画案の作成にあたつては,す べ ての関係

市町村が,そ の作成に参加するとともに,都 道府 県の関係

部局その他関係行政機関等 との連絡調整を十分に行な うこ

と。

なお,こ の場合,関 係市町村 の部(脚 長会議の開催,

審議会の設置等 を配慮すること。

{2}都 道府県知事 との協議

広域市町村圏計画 の正式決定に先立って,都 道府県知事

との協議を行なうこと。この場合において都道府県知事は,

次の事項に配慮す るものとすること。

ア 都道府県の計画その他広域的な地域社会の振興整備に

関する計画 との調和 が保たれているか。

イ 広域ネッ トワークおよび広域事務処理システムが明確

に定められているか。

ウ 根幹事業 およびその実施主体が明らかにされているか。

工 公共施設整備の水準その他計画の目標水準が地域の実

情に即 して妥当なものであるか。
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オ 計画の財政的裏づけは妥当であるか。将来の施設運営

についての見通しは十分か.

{3)計 画の決定

広域市町村圏計画の決定は,広 域行政機構が協議会であ

る場合は協議会の会議で,一 部事務組合である場合は議会

の議決を経て決定するものとすること。

第2基 本構想に関する事項

基本構想については,お おむね市町村 の基本構想の策定要領

(昭和44年9月13日 自治振第163号 各部道府県知事あて自治省

行政局長通知)に 定めるところに準ずるものとするが,特 に次

の事項に留意す ること。

ア 広域市町村圏の基本構想は,関 係市町村の基本構想 を基

礎 として策定するものとし,必 要に応 じて広域市町村圏の

基本構想と市町村の基本構想 との相互の調整を行な うもの

とすること。

イ 広域市町村圏の将来図においては,関 係市町村の地域 の

それぞれの性格,そ の果すべき役割および土地利用の基本

を明らかにすること。

ウ 施策の大綱については,広 域ネッ トワークおよび広域事

務処理システムの基本的な考え方を明らかにすること。

第3基 本計画に関す る4項

1基 本計画の内容

基本計画は次の事項 を定めるもの とすること。

ア

イ

ウ

工

広域ネッ トワーク

広域事務処理 システム

アおよびイを実現するためのプログラム

根幹事業の計画

2広 域ネットワーク

広域ネットワークは,次 の要領により定 めること。

ア 幼児,老 人の徒歩限界程度の拡が りを有する生活圏域,

小学校の通学区域程度の拡が りを有する生活圏域,中 学校

の通学区域程度 の拡が りを有する生活圏減等の地域の実情

に応 じた広域市町村圏における副次的生活圏域を設定 し,

それぞれその中心 とな1るべき市街地および基幹となるべき

集落 を選定す ること。

イ 公共施設を集 中的に設置すべ き'公共施設整備の拠点地区

を定めること。

ウ 住民か直接利用する大規模な公共施設の設置場所 を定め

ること。

工 広域市町村圏の中心市街地,ア の市街地および基幹とな

るべ き集落,イ の公共施設整備の拠点地区およびウの大規

模な公共施設の設置場所が合理的に配置されることとなる

よう配慮するとともに,こ れ らを連絡する基幹道路その他

の交通通信施設 の体系を定めること。

3広 域事務処理 システム

ω 広域事務処理 システムの整備

広域的に処理する必要のある事務 を逐次広域事務処理 シ

ステムに組入れるものとすること。

なお,広 域事務処理 システムは,次 の ような性格 を有す

るものであること。

ア 広域事務処理 システムは,当 該事務の処理に関連する

施設および運用にわたるすべての要素を対象 として定め

るものであるこ と。

(例)ご み焼却に関する事務を共同処理する場合にお

資料4広 域市町村圏計画策定指針

いては,単 にごみ焼却場の設置のみにっいて計画

す るものでなく,ご み収集 の方法,収 集車の配置

およびその運行系統,不 燃物等 の処理の方法等,

ごみの収集から最終処理にいたるあらゆる要素を

含 めて一貫 した事務処理の仕組みを定めるもので

ある。

イ 広域事務処理システムにおいては,事 務の処理に関す

る要素相互の合理的 かつ有機的な関係 がとくに重視 され

るものであること。

(例)広 域的なごみ焼却場 の配置およびその規模,型

式等,ご み収集 の方法,収 集車の配置お よびその

運行系統等は,相 互 に最も合理的な関係を保つよ

うに定めるべきである。ま た,中 心市街地の総合

病院 と周辺農林漁業地域(辺 地 を含 む)の 診療所

については医師,看 護婦の巡回,患 者輸送車の運

行等により有機的に連携させるこ とが合理的であ

る。

ウ 広域事務処理 システムは,こ れ を構成する要素である

施設等の設置主体または運営主体が異っていて も,全 体

として有機的に運用 されるよう組織 しては じめて最 も効

率的に目標が達成 され るものであること。

(例)中 心市街地の図書館と分館,公 民館等 が配本車

または,巡 回文庫の運行等により,連 携 して広域

図書館 システムの効果を挙げるためには,図 書館,

公民館,配 本車,巡 回文庫等のすべての要素が有

● 機的に組織されて機能 しなければならない。 した

がつて図書館,分 館,公 民館,配 本車,巡 回文庫

等の設置主体がそれぞれ異なる場合においても,

設置主体間の協力および連絡調整を組織化するこ

とがとくに重視 され ることとなる。

工 広域事務処理システムにおいては,技 術の効率性が重

視されるので,シ ステムの決定にあたつては,各 種 の代

替的な方策が比較検討 され,所 定の目標 を最 も効率的か

つ経済的に達成することのできる方策 が採用されなけれ

ばな らないこと。

(例)広 域的な調整のもとに各関係市町村 が除雪を行

な う方法と共同処理 により除雪 を行なう方法,埋

立処理 を中心 とするごみ処理方法 と焼却処理 を中

心 とするごみ処理方法,ご みの各戸収集の方法 と

ごみコンテナー配置による収集方法,各 種の施設

を分散配置する方法 と各種の施設を合 して複合的

施設 とする方法等の比較検討

② 広域事務処理システム決定の留意事項

広域事務処理システムを定めるにあたつては,事 情の許

す限り各種 の科学的な手法 を活用 し,次 の事項に配慮 して

合理的なシステムを定めること。

ア 事務の処理 を通じて達成すべ き施策の具体的な目標を,

例えば,ご みの収集率,収 集回数,積 雪期間中確保すべ

き交通の程度等の適切な指標を用 いる等の方法によ り明

確に定めること。

イ 広域事務処理システムの対象 となる事務 を明確 に定め

ること。この場合においては,例 えばし尿処理 と下水道

のごとく相互に関連する事務はできるだけこれ らを一体
ひ

的 に と りあ げひ とつの広 域事 務処理 システ ム を定 め るこ

と。

ウ システ ム を決定 す るに あたつ ては,事 務処理 の現 状 の
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分析 を基礎 として,当 該事務を広域的に処理するために

必要な施設面および運用面にわたる各種の要素を明らか

にし,こ れ らの要素の機能分担および有機的連携のあり

方に関する各種の代替的な方策 をたて,こ れらを比較検

討 して最 も効率的に施策の目標を達成することとなるよ

う適切な組合せによつてシステム を定めること。なお,

各種の要素 の実施主体が関係市町村でない場合において

も,こ れち の実施主体と連絡の うえすべての要素につい

て検討す ること。

4広 域ネッ トワークおよび広域事務処理システムの整備のプ

ログデムを明 らかにすること。すなわち,こ れらの整備を完

了 し,ま たは,運 用を開始すべ き時期,根 幹事業の実施の順

位,現 有施設等の利用の方法およびその廃止の時期元既存の

共同処理方式 との調整方法その他の具体的な段取りを明 らか

にすること◆ ・

5広 域ネッ トワークおよび広域事務処理システムの形成のた

めの事業

(1)根 幹事業

広域ネッ トワークおよび広域事務処理システムの整備 の

ために必要な根幹事業およびその実施主体を決定 し,実 施

の'具体的な計画を定めること。

この場合 においては,次 の事項に留意すること。

ア 広域ネッ トワークの整備のための道路の整備にっいて

は,市 町村が管理す る基幹道路の整備に関する事業のみ

を根幹事業 とす ること。なお関係市町村が当該市町村の

地域にかかる市町村 が管理する基幹道路の整備を個々に

行なうこととする場合においても,こ れを根幹事業 とす

るものであること。

イ 広域事務処理システムを整備するために必要な施設の

整備等の事業については,シ ステムの整備のために重要

な事業であつて広域的に処理することが適当なものを選

択 して根幹事業 とす るように配慮すること。

ウ 根幹事業の実施主体を明確にすること。すなわち広域

行政機構が実施するもの,関 係市町村が設置す る広域行

政機構以外 の共同処理方式により実施するものおよび関

係市町村が実施するものの区分を明確に定 めること。

工 根幹事業の実施に要する経費の関係市町村間における

分担の方法を明らかにすること。

② 根幹事業に関する計画

根幹事業は,こ れ を基本計画の中において根幹事業 に関

する計画 として整理 しておくものとす るこ・と。

この場合においては,事 業の種類 事業の'内容,実 施主

体,事 業費お よび財源内訳の概算,経 費分担の方法ならび

に実施年次等が明 らかになるようにす るものとし,別 記様

式1に よるものとすること。

(3}根 幹事業以外の事業

広域ネッ トワークおよび広域事務処理 システムの整備の

ために必要な事業であつて,根 幹事業でないものの取扱い

は,次 のとお りとすること。

ア 関係市町村 が実施するものについては,そ の実施の方

法,実 施の時期等についての広域的見地からす る調整の

考え方 を示すこと。

イ 国,都 道府県,公 共的機関,民 間団体等が実施す るも

のについては,こ れ らを要望事項 としてとりまとめてお

くことはさしつかえないか,そ の場合においては,あ ら

かじめ当該事業の実施主体と十分に連絡 して,実 現可能

な要望事項 となるよう配慮すること。

{4}地 域開発諸立法等による整備計画と広域市町村圏計画と

の調整

「離島振興法」の離島振興計画,「 辺地に係 る公共施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」の

総合整備計画,「 首都圏整備法」 「近畿圏整備法」 「中部

圏開発整備法」による整備計画,「新産業都市建設促進法」

「工業整備特別地域整備促進法」による新産業都市建設基

本計画または工業整備特別地域整備計画,「 山村振興法」

の山村振興計画,「 都市計画法」による都市計画,「 農業

振興地域の整備に関する法律」による農業振興地域整備計

画,「 過疎地域対策緊急措置法」による過疎地域振興計画,

地方生活圏整備計画等に定められた施策および事業 でそれ

らの施策および事業の推進が広域市町村圏の総合的かつ合

理的な振興整備に必要不可欠であ り,圏 域内の広域ネット

ワークの整備 または広域事務処理システムの一貫をなす も

のである限 り広域市町村圏計画に組み入れること。

6基 本計画の期間

基本計画は,基 本構想の期間以内において,計 画の対象と

する事項ごとにその性格,現 況および将来の見通 し等に即 し

た期間 を弾力的に定めて策定することが適当であること。

第4実 施計画に関する事項

1実 施計画の対象

実施計画は,根 幹事業について策定す るもの とすること。

なお,必 要に応 じて関係市町村が実施す る事業の調整および

国,都 道府県,公 共的機関,民 間団体等実施する事業 の促進

を図るため,こ れらのものが実施す る事業についての年度別

実施の要望 をす ることはさしつかえないが,こ の場合 には,

根幹事業に関す る実施計画 と混同することのないよう留意す

るこ と。

2実 施計画の内容

実施計画には,事 業の種類 事業の内容,実 施主体,事 業

費および財源 内訳,経 費の分担ならびに事業完了までの期間

等 を定 めるものとし毎年度向 う3ケ 年度 を期間 とす るロー リ

ング方式により策定するものとすること。なお実施計画は別

紙様式2に より整理するものとすること。

(様式略)
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2-3 都道府県別振興方 針の概要

本 表 は 「昭 和48年 版 ・過疎 臼 書 一 過 疎 対策 の現 況 一 」(自 治 省 過 疎 対 策 管 理宮 室編
,(財)過

疎 地 域 問題 調 査 会 発 行 昭和48年7月)よ り転 載 した もの で あ る
。
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心

都道府県別振興方針の概要

県 名 目 標 基 本 方 針

北 海 道 過度の人口減少の防止 1.広 大な土地、豊富な水を有効に利用 した生

と地域社会の基盤強化 産基盤の整備、経営の近代化等による農林

1こよる住民福祉の向上 水産業の振興 と地場産業の育成

と地域格差の是正 2.過 疎地域と他の地域間および都市間の道路

網の整備による時間距離の短縮

3教 育、 文化、厚生施設 の適正 な配置と整

備による住民生活の安定

4.生 産および生活基盤の整備が困難 な集落

の整備

青 森 県 社会基盤の充実と生活 1.生 活および産業関連道路の整備拡充 と冬

基盤の強化による地域 期間の交通確保、電話等の普及整備による

の振興 通信 ネ ッ トワ ー クの拡 充

2.義 務教育施設の統廃合などによる教育環

境の整備向上

3生 活環境、社会福祉施設の強化拡充

4農 林漁業の経営近代化 と畜産の振興、出

稼労働者の安全確保、技術教育、留守家族

の生産援護および相談

5.集 落 の整 備

岩 手 県 経済社会構造の再編整 1.後 進的な産業構造を改変す るため、畜産

備による地域住民の所 林業、観光等の大丸模な産業開発 プロジェ

得および生活水準の向 ク トの展 開

上と格差の是正 2.集 落の再編整備と相まって生活環境施設

の総合的整備

3.交 通 ネ ッ トワー クの整 備

4適 正規模集落の育成とあ らたな農山漁村

コ ミュニ テ ィの形 式

5.労 働力の雇用機会拡大

県 名 目 標 基 本 方 針

6.行 政 サ ー ビスの 拡充
1

(当面 の重要施策)

1.無 医地 区の解 消

2.基 幹的な交通網の整備と不採算パス路線

の交通確保な らびに地域集団電話、有線放

送施設 の普及推進

3.小 集落の再編成

↓ 学校統合による小規模学校の解消と総合

的な生活文化施設等の整備

5畜 産、林業、観光等大規模開発プロジェ

クトの具体化等

宮 城 県 住民福祉の向 上と県土 1,地 域の特性に応 じた産業の振興

の均衡ある発展 2.地 域の発展可能性に応じて産業開発のた

めの投資、生活環境条件の向上および集落

の再編成

3,交 通網の整備による広域市町村圏の中心都
「

市との時間距離の短縮

4地 域医療対策の確立と生活環境施設の整

備

5既 存の地域開発諸制度の活用

秋 田 県 他地域との所得格差 1.地 域中心都市と町村 の中心部および基幹

生活環境の是正 集落を結ぶ道路網の整備による広域的なネ

ッ トワークの形成と冬期交通確保

2,教 育文化施設、集会施設、厚生施設等の

整備 による地域住民の生活文化水準の向上

と健康の確保

3.集 落の再編成

4高 生産性稲作、大規模畜産、広域観光等

の大規模プロジェクトの推進、内陸工業団

地の造成による雇用機会の拡大と地域の立

む
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県 名

山 形 県

福 島 県

目 標

住民福祉の向上と地域

格差の是正

地域における潜在資源,

を顕在化するための産

基 本 方 針

地条件に応 じた養蚕 ・果樹等め生産地形成

L広 域市町村圏、地方生 活圏等の形成のた

めの交通ネットワークの整備と基幹道路の

冬期交通の確保

2.地 域の中心に圏域 の特性 、規模 に適合 し

た機能をもっ施設の総合整備

3.医 療ネットワークの体系的整備と圏域の

規模と実状に応じた段階的対策の促進

4.学 校統合を実現する基礎的条件の整備と

学校の適正規模化

5.開 発可能地ICお ける農林漁業の振興、観

光産業の振興と企業開発

6.末 端集落の再編整備

(当面の課題)

1.基 幹道路の整備と除雪体制 の整備、雪上

車の活用による緊急輸送の確立

2.ス クールバス、寄宿舎等通学手段の改善

中心都市への寄宿舎設置による高校進学率

の向上

3.公 民館、プール、 レクリェーション施

等 コ ミュニ テ ィ 施設の設置と生活環境の

改善

4.巡 回診療体制の充実強化 と巡回通院車等

医療サービスの向上

5.農 林業経営改善、観光産業 の創出、企業

誘致等による安定的雇用機会の増大

6.集 落再編計画のための総合診断調査およ

び計画の実施

1.農 林水産業の開発地域の選定とその開発

の推進な'らびに選定外地域に対する企業誘

◆ ■

県 名 目 標 基 本 方 針

業開発、観光開発等を 致と集落の再編成の推進

推 進 す る とと も1こ、 資 2小 集落の再編成と適正規模集落の育成

源の賦存量1こ見合 う人 a広 域生活圏の設定と圏域内の生活環境施

ロ規模とす るための人 設の整備

口の移動、集落の再編 4効 率的な公共投資のための道路網の整備

成の推進 と集落の整備

5地 域別による産業振興

茨 城 県 地域の もつ豊かな水と L近 隣都市との時間距離を短縮 し、経済活

緑の活用による地域構 動の活発化を図るため国県道および重要な

造 の改善を図 り、明 る 市町村道等の整備促進

く豊かな住民生活を実 2生 活環境施設、厚生施設の整備と医療施

現. 設の充実
.

3学 校教育施設の整備と社会教育施設の充

実による明るく、住みよい地域社会形成へ

の意欲の譲成

4地 域の特性等に応じた農林業の育成、優

良企業の導入、計画的観光開発の推進

5田 園都市構想による近代的農村集落の建

設

栃 木 県 都市と農山村とを一体 1.交 通体 系 の整 備

とする新 しい地域つ く 2生 活環境施設、厚生施設、教育文化施設

りの推 進 、 と くに 栗 山 等の整備充実と経営近代化等による産業の

地域1こつ い て は 「首 都 振興

圏 のオ ア シス 」と して

立村 しうる基盤を造成

群 馬 県 地域格差の縮少 と明る 1.住 民意思の疎通と物資 の交流な らびに就

く豊かな住民生活の実 労場所への利便促進のための交通通信施設

現 の整備

2へ き地性解消と公共投資の効率化のため



N
O
⑳

県 名 目 標 基 本 方 針

の末端小集落の移転統合

3、 農林業の選択的拡大による所得の増大と

優良企業の導入および観光開発による所得

の増大

4学 校施設、社会教育施設等教育環境施設

の充実

5,生 活環境施設の整備、社会福祉施設の充

実と医療の確保

埼 玉 県 地域住民が健康で文化 1.広 域市町村圏の中心都市との連けい強化

的な生活が営め るため を中心とした道路網の整備

の条件の創造 2.学 校統合による文教施設の充実、保育所

水道施設 ・集会施設の設置、医療施設の確

保

3地 域の特性1ζ応じた生産性 の高い農林業

経営の確立、適地工業の導入、野外 レクリ

エーション基地の建設等 の観光開発

干 葉 県 住民 が そこ1ζ住 み 働 く 1.近 隣主要都市 と過疎町村を結ぶ有機的交

ことを喜びとする地域 通 ネ ッ トワー クの確 立

社会の形成 2,教 育 、医療 機 関 、消 防施 設 、 上下 水道 、

ごみ処理施設等生活環境施設の整備

3.地 域の特性 に応 じた産業の振興

(三芳村 ・夷隅町 ・鴨川市長狭地区)

酪 農、'果樹 、 野菜 の規 模 の拡 大、 農業 基 盤

の整備、農業経営の合理化等の推進による

農林業の振興

(君津町上総地区、清和地区)

農 林業 の振 興 と とも1こ、 房総 ス カ イ ライ ン

県民の森、多目的 ダム等の建設を推進し

観 光 レク リェー シ ョン地 帯 と して開発

県 名 目 標 基 本 方 針

(芝山町)

野菜、畜産を主作目とする都市型農業の推
'

進、新東京国際空港建設 に関連 して、内陸

工業および住宅団地の受け入れによる空港
.

周辺都市として開発

東 京 都 所得 向 上と健康 で文 1.本 土 と離島、離島相互間の有機的連けい

化的 生活 が営め る地 強化のための港湾、空港などの整備ざ島内

域社会 の形 成 交通通信事業の整備

2.生 活環境 、教育文化施設等の整備

3,東 京を中心とす る大都市圏の消費需要に

対応する農林漁業の振興

4多 様化 、高 度化 す る観光、 レク リェー シ

ヨン需要に対応する観光開発の促進
㎡

新 潟 県
、

地域の実情に応 じて将 1.生 活圏域の中心都市と市町村の中心地お

来にわたって維持でき よび基礎集落を結ぶ基幹的道路の整備な ら

る魅力ある生産 と生活 びに冬期間交通の確保

の場の形成 2医 療、教育文化、防災施設等生活環境施

設の計画的配置とその整備

3.生 活圏整備の体系外にあるへん地築落筆

の再編成

4.地 域の特性 に応じた農林漁業の振興、企

業の誘致、観光開発の推進

5.土 地の有効利用と自然保護のための荒廃

地の買上げ等、国土保全施設の整備

富 山 県 住民福祉の向 ヒと格差 1.基 幹的な道路の整備、冬期間の交通確保

の是正による人口の定 通信施設の整備

着 2,水 道、消防、児童館等生活環境施設の整

備 と医療の確保

a学 校統合等による教育施設 の整備と総合

● 、
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県 名
`

目 標 基 本 方 針

セ ンター等 の設 置 に よる'文化施 設 の整 備

4経 営の近代化等による農林業の振興、企

業誘致と観光開発

5,集 落の整備 と再編成

石 川 県 地域め特性をふまえた 1.産 業振興、環境整備、道路整備等による

振興対策の実施による 所得源の拡大

人口の急激な減少 の阻 a開 発可能性の低い地域に対する生活環境

止 の整備等の施策の実施と集落再編成を中心
O

とした振興対策 の推進
'

福 井 県 過疎化現象の くいとめ 1.交 通通信網の整備

と過疎地域 の振興 2学 校統合による教育設備の充実、 中央公

民館等社会教育施設の積極的な設置

3医 療施設の整備、患者輸送車などの充実

による隣接市町村医療機関との協力体制の

確立と社会福祉セ ンター、保育所、簡易 水

道等生活環境施設の適正配置

4農 工一体策を大前提 とし、未利用資源の

開発、工場誘致、観光開発等による産業の

振興

5,集 落の整 備

山 梨 県 各種地域開発計画 と調 1.生 産活動、社会資本整備の障害 となって

塾 した過疎対策の推進 い る道路の整備

2他 地域との所得格差を是正するための第

2次 、第3次 産業の振興、農家所得の安定

■ 向 上を図るための経営規模の拡大 と経営の

近代化
、

3教 育、厚生、医療等の生活環境施設等に

対する社会資本の充実

4集 落の再編整備

◎ ■

県 名 目 標 基 本 方 針

長 野 県 魅力のある生産と生活 1.地 域中心都市と過疎地域の中心集落を結

の場の建設 ぷ交通通信網および中心集落と各集落とを

結ぶ道路等の整備、加入電話 の増設

2.農 林漁業の経営の近代化、生産基盤の整

備、企業誘致、観光資源の開発等による地

域の特性に応じた産業の振興
'

3中 心集落における公共的施設の重点整備

とその有機的な利用体系の確立を基本とし

た教育文化施設、生活環境施設等の整備

4中 心集落の整備 と適正規模集落の育成、

小規模集落の移転

5.県 土 の保全

岐 阜 県 所得の向上と雇用の安
吟

1.広 域市町村圏および地方生活圏との有機

定的な増大、よりよい 的な関連に配慮 した道路等の整備

生活の場の確保 2.小 ・中学 校 の規模 の適 正 化を はか るため

の統合整備と保健婦の配置、巡回診療の実

施による医療の確保

3.農 林業および観光を主導的産業として振
、

興、工業の誘致

4.小 規模集落の再編成

静 岡 県 住民生活の向上と産業 1,広 域生活圏の設定によるその中心中核都

の振興 市部と連結す る交通通信ネッ トワークの形

成

2.義 務教育施設、集会施設、保育所等の整

備

3地 域の特性に応 じた農林漁業の振興、観

光開発、工場誘致による産業の振興

愛 知 県 適正な人口規模を見き 1.近 接都市への1時 間圏を目標にした道路

わめ調和の とれた人口 網の整備
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県 名 目 標 基 本 方 針

構成への誘導を基本 と 2.基 幹集落等への工場誘致

して、都市の農山村の
,3.移 動 サ ー ビス によ る社会 的(公 共等)サ

新しい連けいの確立、 一ビスの便宜高揚

所得獲得機会の拡大、 4小 規模学校等の統廃合の推進 と寄宿舎、

生活環境の充実等によ ス クールバスの整備等による教育水準の向

る魅力ある地域づ くり 上

の推進 5基 幹集落等に総合開発センター建設

6.小 部落の集落再編成

三 重 県 他地域との格差の是正 L道 路交通網の整備による各集落と地域中

県土の均衡ある発展と 核都市等との時間的距離の短縮、就業機会

住民福祉の向上 の増大

2.計 画 的医療 ネ ッ トワ ー クの編成

3教 育施設の整備 と学校統合の促進

4社 会福祉、環境衛生、社会教育施設およ

び消防救急施設の整備

5.地 域の特性に応 じた産業の 振興

6観 光 資源 の活 用 によ る レク リェー シ ョン

施設の充実
・

7適 正集落整備のパターンづくりとその育

成

滋 賀 県 他地域 との格差の是正

O

L地 域のへき地性の解消と地域間の社会的

均衡ある県土の開発 と 経済的交流の円滑化のため幹線道路等の交

住民福祉の向上 通通信施設の整備および路線バス運行等交

通の確保

2地 域の特性等に応 じた農林業の振興、企

業立地の促進、観光資源 の開発

3拠 点集落における公共施設の重点的整備

とその有機的な利用体系の整備を基本とし

た生活環境施設の整備と医療 の確保

4教 育水準の向 とをはか るため、小 ・中学

県 名 目 標 基 本 方 針

校の統合整備等の促進と施設の改善充実、

文化水準の向上のための公民館等の建設

5.基 幹集落の整備と小規模集落の移転統合

京 都 府 地域の特性に応 じた産 伊 根 町一 ー一農 林 漁業 の振 興 、基幹 都市 への

業の振興 と交通通信体 運輸交通の確保、加工工業の導

系の整備等の諸施策の 入と生活環境施設の整備

実施による過疎地域の 大 江 町 ・三和町 一 一一 中丹 地方 の都 市開発 の
夜久野町

振興 波及的効果の導入と農

林業の振興な らびに生

活環境施設 の整備

知 町 ・日吉町_一.京 都都 市 圏整 備の一 環
北町 ・美山町
治田原町 としての運輸交通施設
山城村

の整備と農林業の振興

加工工業の導入ならび

に医療の確保等の環境

条件の整備

(地域相互間には順位はない。)

兵 庫 県 地域の特性に応 じた開 西播背後地域 一 ー一播磨工業地帯の一環への

発可能性を高め るため 位 置づ け とと もに、 中国

の基礎条件である交通 縦貫 自動車道佐用1.C

ネ ッ トワ ークの 形成 周辺の開発条件の熟度を

(県内2時 間交通)を 考慮 した振興施策の実施

基盤と した産業の振興 丹波地域 阪神地区との交通経済距

と広域生活圏の中心部 離の短縮化をはかりつつ

市機能 との結びつ きを 近郊 農 業、 日がえ り レク

強化 した施設整備の促 リェー シ ョン地 区等 と し

進 ての整備の推進

但馬地域 広大な高原を利用した食

糧供給基地の開発と隣接

地域の山岳、海岸などの

◆
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県 名 目 標 基 本 方 針

観光資源をも合わせた大

規模 レク リェーシ ョン基

地の建設、鉱物資源の開

発

淡路 地 域 『一ー一一 将 来、 架橋 そ の他 大規 模

プロ ジ ェク トの実 施 が想

定 され るが 、 当面 、洲 本

市 との交 通 ネ ッ トワ ー ク

の編成整備と農漁業 の振

興、 観光 レ ク リェー シ ョ

ン施設の整備 の促進

(地域相互間には順序はない。)

O奥 地集落の再編成 と開発可能地における

生活環境施設の整備、交通確保対策、末利

用資源の開発等

奈 良 県 県第2次 新総合開発計 1.地 域の辺地性を解消し、地域住民の 日常

画の基本理念である 生活圏における中心都市との経済 的社会的

「豊かで明るく住みよ な交流の円滑化 と都市的サービスの享受の

い県民生活」の全県的 ための道路交通網の整備、交通確保、電気

実現 通信施設、有線放送施設等の整備

2学 校統合による施設等整備、 教育の機会

均等格差是正、公民館相互の有機的な連携
、

体制の確立による社会教育の振興

3広 域市町村圏等の中心集落における公共

施設の重点的整備と有機的利用体系を基本

と した生活環境施設、厚生施設等の整備と

医療の確保

4地 域の特性に応 じた農林漁業の振興、企

業 の誘致、地域産業と有機的に結びついた

観光開発の促進

5.集 落 の整 備

◆ 皐

県 名 目 標 基 本 方 針

和 歌 山 県 所得と生活水準の均衡 1.農 林漁業の振興、観光開発と関連産業の

ある向上 ならびに住民 育成および企業の誘致 による兼業機会の増

の福祉水準の向 上と地 大と所得の向上

域間格差の是正 2交 通通信網の先行整備、バス運行の合理

化等による住民の足の確保、放送 ・通信体

系の整備

3.集 落の再編整備

4.巡 回診療、保健婦の駐在等による医療の

確保

5小 規模な小 ・中学校の統合整備、ス クー

ルバス等の就学環境の整備による教育、文

化水準の維持向上.

6.老 人憩の家の設置、保 育所の整備ならび

に広域消防体制の確立

7.国 に対する財政援助の要請と県における

財政援助制度の拡充等による過疎町村の財

政強化

鳥 取 県 地域の特性 に応じた施 1.中 国縦貫 ・横断 自動車道およびこれに連

策を講 じることにより 給する国道網との連絡に配慮 し、中心都市

地域社会 の基盤の強化 への通勤を可能にす る交通通信体系の整備

と住民福祉の向上 2.広 域生活圏内の各地域の機能分担に留意

した生活環境施設の整備

3開 発可能な未利用林野およびす ぐれた観

光資源を生かした開発 と企業の導入等によ

る産業 の振興

島 根 県 魅力ある生活の場の形 1.交 通 ネ ッ トワ ー クの形成 の ため の道路網

成と生活水準の向上 の整備
、

2.ネ ッ トワー クの形成 に よる医療 の確 保 と

生活基盤体制の整備な らびに孤立集落の移

転促進
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県 名 目 標 基 本 方 針

3.文 化施設、集会施設、厚生施設の建設と

中心集落の整備

4.山 地の大規模開発、漁業の企業化の促進

と農林 水産物加工企業の誘致 および職業訓

練施設の整備等 による産業の振興

岡 山 県 所得の向上と生活水準 1.中 国縦貫 ・横断 自動車道等 とを結ぶ道路

の向上 の整備による広域ネッ トワークの形成

2.地 域の特性に応 じた都市近郊型農業、観

光農業の振興、都市型工業の誘致 と石灰石

等 の地下資源の開発および観光ルー ト・施

設 の整備充実等による産業の振興

3各 集落の機能に応じた生活関連施設の整

備、学校統合 の推進と公民館等文化施設の

、 整備

広 島 県 長期的視野にた って地 1,開 発可能性のある地域

域の特性1こ応 じた振興 地域の特性に応じた産業開発 と生活環境

対策の実施 施設の整備'

2.開 発が困難な地域

住民が最低限の文化生活水準を保持 しう

るようきめ細かい社会施策を講ず るととも

に、必要に応じて集落の再編成 を実施

3.過 疎集落対策

冬期積雪時の対策、老人対策等 のきめ細

い施策の応急的実施

4.広 域的対策

生活圏道路網の整備、生活圏拠点都市の

整備育成、病院、学校等の広域的生活環境

の整備と広域的産業開発

(地域相互間には順位はない。)

'

県 名 目 標 基 本 方 針

山 口 県 極力生活圏の傘の中へ 1.生 活道路的性格の道路を重点に道路網を

組 み入 れ、都 市的サ ービ 整備

スの確保と日常生活の 2教 育 ・医療を含めた生活環境施設の整備

維持 a産 業基盤の整備の促進とあわせ農村工業

の導入育成による産業の振興

徳 島 県 県土の均衡ある発展 と 1,生 活圏の広域化に対処 した道路網の整備

住民福祉の向上をはか 2道 路網および生活環境施設の整備による

り、豊かで住み よい青 拠点集落を中心 とした生活圏の形成と圏域

少年 に魅力のある郷土 外集落の移転

の建設 3医 療ネッ トワークの整備と公立小中学校

の統合促進

4農 林漁業の振興 と1町 村1工 場を 目標に

した工場誘致の推進による産業の振興

香 川 県 地域における自然的、 1,地 域社会の広域化を図るための交通通信

経済的、社会的制約に 網の整備

よる不利の是正による 2.所 得水準の向上と地域格差の是正を図る

魅力的な生活と生産の ため、農林 水産業の振興、観光開発、末利

場の形成 用資源の開発等地域の特性に応 じた産業の

振興

3教 育文化施設の設備、医療の確保、生活

環境施設等の整備

4広 域的、総合的な振興施策の推進

愛 媛'県 過疎化の防止1こよる住 1.交 通通信網の整備 と交通の確保

民福祉の向 上 2.産 業基盤の整備と経営の改善な らびに労

働集約型企業の誘致、観光資源の開発等に

よる産業の振興

3医 療 ネッ トワークの形成 と診療機動力の

充実による医療保健の確保な らびに生活環

境施設の整備

● ●
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県 名 目 標 基 本 方 針

4老 人福祉をは じめとす る社会福祉の充実

5.教 育文化施設の充実

6集 落の整備

高 知 県 地域の立地特性を最高 1.核 集落、まちを拠点とす る一次生活圏を

度に活用 した開発をす 重点的1ζした道路交通網の整備 と交通の確

すめ集落を整備 して住 保な らびに通信施設の整備

民が 等 し く、 安 全、 快 2。 生活環境施設、教育施設および厚生医療

適で、心豊かに生活で 施設 の整備による生活環境の整備

きる魅力ある地域生活 3.農 林漁業の流通機構の整備および労働集

圏の創造 約型工業等の開発誘致な らびに観光開発等

による産業の振興

福 岡 県 地域に適'した産業の振 山村地域 一 ー一道路網 の整備、生活環境施設

興と生活水準の向上、 水準の向上.農 林業を主軸と

工 業 開発 プ ロ ジェ ク ト し所得の増大に寄与す る工業

等の推進とその波及効 の誘致等による産業の振興、

果の享受 小集落の再編成

産炭地域 一一一石炭産業に代る企業の誘致育

成、生活環境の整備、経営規
'

模の拡大等 による近代的農業

の振興、道路網 の整備と水資

源の開発な らびに自然景観の

保護に留意 した観光開発

離 島一一一生活環境の整備、連絡航路の

充実、漁業を中心とした産業

の振興、 自然景観を保護 し、

資源を生かした観光 レクリェ

一 シ ョン地 域 の 開発

(地域相互間には順位 はない。)

, ●

県 名 目 標 基 本 方 ・針

佐 賀 県 地域の特性を活か し、 開発 可能 地 域 一一ー一道路 等交通 網 の整備 、効

広域的な地域開発の促 率的な産業 ・観光開発

進と地域格差の是正
.

開発 が困難 な 地域 一ー一一 医療 の確保、 集 落移

転、生活環境施設等の整

備

(地域相互間には順位はない。)

長 崎 県 住民がひと しく健康で 1.交 通通信体系の整備による時間的距離の

文化的生活が営めるよ 短縮 と生活 ・生産基盤の強化

うナ ショナル ミニ マム 2,医 療、教育環境の整備と社会体育文化活

の確保 と生産の場の形 動の振興、厚生福祉施設の整備充実

成 による住民所得の向 3.集 落の再編成

上 4,農 林畜産、漁業等主産業の振興と企業誘

致、未開発特産品の加工等による第2次 産

業の振興、観光開発を中心と した第3次 産

業の振興

熊 ・本 県 地域における人 口の過 1.九 州縦貫 自動車道、空港など高速交通施

度の減少を防止 し、地 設を軸とした道路交通網 の形成と加入電話

域社会の基盤強化によ 、 普及率の向上等による通信施設の格差解消

る住民福祉の向上と地 2.小 規模校の再編整備、公民館、図書館等

域格差の是正 の整備

a給 水施設、老人福祉施設、消防施設 清

'掃施設等生活環境施設等厚生施設の整備と

医療体系の確 立

4自 立経営農家の育成、人工造林の推進、

栽培 ・養殖漁業への転換、資源を生か した

広域観光ルー トの形成等による産業の振興

と工業誘致の促進

5,集 落 の整 備
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県 名 目 標 基 本 方 針

大 分 県 健全な地域社会の建設 1.地 域 の特性 に応 じ、都 市近 郊 農業、 畜産

と住民福祉の向上をね 果樹、企業誘致、観光開発等による産業の

らい と して、 過 度の 人 振興

ロ流出を防止 し、住民 2,医 療、消防、上水道等基礎的な生活条件

' 福祉の国民的標準の確 の確 保を 図 るため 、交 通通 信 ネ ッ トワ ー ク

保 の整備と広域的な システムの形成

3老 人福祉、児童福祉施設等の整備、幼稚

園 ・小 ・中学校の規模の適正化と通学条件

の整備改善

宮 崎.県 地域住民が地域の将来 1.未 開発資源の活用、生産基盤の整備、内

の生活 と生産に希望を 水面漁業の振興等による農林漁業の振興と

託 し、 合理 的 、近代 的 労働集約型企業の誘導、観光開発等による

な社会生活をおくりう 産業の振興

る過疎なき魅力ある豊 2,豊 かな心と創意工夫に富む根性ある人づ

かな地域社会の実現 く り

3.中 核都市を中心として、これと周辺市町

村を縦横に結ぶ道路網の整備

4,医 療 ネ ッ トワー クの形 成 に よる無 医地 区

の解 消、過疎地域教育センターの設置等に

よる教育資質の向上、集落の整備、老人福

祉施設の適正な配置、小規模保育所の設置

促進

鹿 児 島 県 魅力ある地域社会の実 1.交 通通信施設の整備 と集落や地区中心都

.現 市の育成整備による広域生活圏の形成促進

2.農 林水産業、工業、観光等地域の実情に

応じた産業の振興

3保 健医療、社会福祉、教育文化、 レクリ

エー シ ョン施設等 の充 実

'

、 ●



2-4救 急 業務実施市町村 の状況

●

1)救 急業務義務実施市町村一覧表 、

2)救 急業務任意実施市町村一覧表

3)救 急業務実施一部事務組合一覧表

4)救 急業務委託市町村一覧表

木表は 「救急業務に関する資料」(昭 和48年11月 消防庁)よ り転載 したものである。
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救 急 業 務 義 務 実 施 市 町 村 一 覧 表
昭和48年4月1日 現在

都道府県 合計 桁数 町数 村数 市 町 村 名

北 海 道 89 32 48 9 札幌,函 館,小 樽,旭 川,室 蘭,釧 路,帯 広,(北 見).夕 張.(岩 見沢),(網 走),留 萌,苫 小紋.(稚 内}.

美唄,芦 別,江 別,赤 平.(紋 別),(士 別),(名 寄),三 笠,根 室,千 歳,(滝 川),(砂 川),・(深 川),富

良野.登 別.恵 庭,亀 田,伊 達,余 市町,羽 幌 町,(当 別 町).{新 篠津 村),(厚 田 村),(浜 益 村).美 幌 町.

(豊 浦町),(蛇 田町),(洞 爺 村),(壮 瞥 町),(八 雲 町),(静 内町),.(浦 河町).(様 似町),(え りも

町),(音 更町).(士 幌町),(}こ 士幌 町),(鹿 追 町),(新 得町),(清 水 町),(芽 室 町},(幕 別 町),

(池 田町),(豊 頃町),(浦 幌町).(本 別 町),(足 寄 町),(陸 別町),ヒ 磯 町,(風 連町).(卜'川 町),

(美 深町),(中 札内 村),(更 別 村),(忠 類 村).(大 樹町),(広 尾 田1),(.東 藻 琴 村),(女'満 別町),

'(津 別 町)
.(佐 呂間町),(常 呂町),(生 田 原田1),(遠 軽町}.(丸 瀬布 田」),(白 滝 村),(上 湧 別田1),

(湧 別町),(早 来町),(追 分 町),(厚 真町),(鵡 川町),(穂 別町).(新 冠町),(三 石町)

青 森 42 8 21 3 (青 森 ド,(弘 前),(八 戸),(黒 石).(五 所 川原),卜 和 田,シ 尺.(む つ),浪 岡 町,(野 辺 地 町),い ド
.

内町),(七 戸町},1東 北 町),(上 北 町).(天 間 林村),(尾 上 町),(平 賀 町),{金 木町},(中 Ψ町),

(鶴 田 町),(木 造 町),(森 田村),(柏 村),(稲 垣 村),〔 車 力村),(藤 崎 町),(大 鰐 町).(常 盤 村),

(田 舎館 村),(碇 ケ関 村),(百 石町),(=':戸 町).'(五 戸町}、(田 子町),(名 川 町),(南 部町),(階

上村),(福 地 村),(南 郷 村),〔 倉石 村),(新 郷 村),{ド 田町)

岩 手 27 12 10 5 〔盛 岡),釜 石,宮 古(一 関),(大 船 渡),〔 水 沢).花 巻,(久 慈),陸 前高 田,江 刺(遠 野),(北 ト},

(雫 石町),(葛 巻町),(岩 子町),(西 根町),(滝 沢 村),(松 尾 村),(玉 山 村1,〔 紫波 町).(矢 巾 田1),

(都 南村},(金 ケ崎町),(前 沢田]),(胆 沢 町),(衣 川 村),(安 代田」)

宮 城 57 11 44 2 仙 台.(石 巻),(塩 釜),(多 賀 城),〔 古川),名 取,(白 石),(角 田),(柴 田町),(気 仙 沼),岩 沼,

(亘 理 町),(山 元 町),(松 島 町),(七 が 浜町),(利 府 町),(中 新 田町),(小 野 田 町),(宮 崎 町),

〔色麻町)(松 山町)(二 本木町).(鹿 島台町),(岩 出山町),〔 鳴子町),(涌 谷町) ,(田 尻町},

(小 牛田 町),(南 郷町),(築 館 町),(若 柳町),(栗 駒 町),(高 清水 町),(一 ・迫町),(瀬 峯町),㍗ 鶯

沢町)(金 成町).(志 波姫 町)、(花lh村),泉 市,(追 町),(登 米町).(東 和町),(中 田町),(e〔n

町),(米 山 町),(石 越 町),(南 方 町),(河 北町),{矢 本町),(雄 勝 町).(河 南町),(桃 生 町),

ρ (鳴 瀬町),(北 上町},(女 川町),(牡 鹿町)

秋 田 29 9 15 5 秋 田,(能 代).(横 手),(大 館),男 鹿,(本 荘),(湯 沢),(大 曲),(鷹 巣 町),(合 川町),(仁 賀保

町),(金 浦 町).(象 潟 町).鹿 角,(ニ ツ井町'),(藤 里町L(昭 和町),(八 郎潟 町),(飯 田川 町) ,

(井 川 村),(西 目村),(東 由 利村),(大 内町},(稲 川町).(雄 勝 町),(羽 後 町),(東 成瀬 村),(皆

瀬村),(岩 城町)

山 形 加 13 4 3 山 形,(鶴 岡).(酒 田).天 童,米 沢,東 根,上 山.(寒 河江),(新 庄).村 山,(長 井),尾 花 沢,南 陽,

(金 山町),(最 上町).(舟 形町),(真 室川町).(大 蔵村),(鮭 川村),(戸 沢村)

福 島 38 10 18 10 福 島,(郡 山),(須 賀川),い わ き,(白 河),(原 町),(相 馬).(喜 多 方),(会 津 若松),(二 本 松).

(桑 折町),(伊 達町),(国 見町),(梁 川町),(保 原町),〔 霊山町),(月 館町),(熱 塩加納村),(北

塩原 村),(塩 川 町),(山 都町),(西 会 津 町),(高 郷 村},(表 郷 村).(東 村),(泉 崎 村),(中 島 村),

(矢 吹 町),(大 信 村),(棚 倉 町},(矢 祭町),(塙 町),(鮫 川村),(新 地 町),(鹿 島町),(小 高町).

(飯 館村}.(西 郷村)

茨 城 25 18 6 | 水 戸.日 立,土 浦,古 河.石 岡,(下 館),(結 城),竜 ケ崎.那 珂 湊,水 海 道,常 陸 太 田,勝 田,高 萩,北 茨 城,

笠 間,ド 妻,取 手.大 子町,(那 珂 町),(瓜 連町),(大 野 村),(鹿 島町),(神 栖町),1波 崎町),岩 井

栃 ・木 36 12 22. 2 宇 都 宮,足 利,栃 木.佐 野,鹿 沼,日 光,今 市.小 山,(真 岡),(大 田原),(矢 板),(黒 磯).(上 二川 町),

(南 河 内町).(壬 生町),{石 橋町),(国 分寺 町),(塩 原町),(湯 津上村},(黒 羽町},(西 那須野町),

(西 方 村),(二 宮 町),(益 子町),(茂 木 町),(市 貝町),(芳 賀町),(大 平 町),(藤 岡 町),(都 賀町).

(塩 谷町),(氏 家町),(高 根沢町),{喜 連 川町),(烏 山町),{那 須町)
・

群 馬 25 11 9 5 前 橋.(高 崎),桐 生,(大 田),(伊 勢 崎),(富 岡),沼 田,(渋 川),(藤 岡),(安 中),(館 林),(板

倉 町),(明 和 村).(千 代 田 村),(邑 楽 町),(棒 名 町),(倉 淵村).(箕 郷 町},(群 馬 町),(松 井 田町),

(赤 堀村),(東 村).(境 町),(玉 村 町),(泉 町)

埼 玉 59 38 12 9 (川 越),(熊 谷),川 口,浦 和,大 宮,行 田,(秩 父).・ 所沢,飯 能,加 須,(本 庄),(東 松 山),岩 槻.春 日

部,狭 山,羽 生,鴻 巣,〔 深 谷).上 尾.与 野,草 加,越 谷,蕨 戸 田,入 間,鳩 ケ谷,朝 霞,和 光 .新 座,桶 川,

八 潮,(久 喜),(上 福岡),(大 井 町),(富 士 見),(三 芳 町),(寄 居 町).(川 本 村1.(花 園 村),(鷲
.

宮 町),蓮 田,三 興 町,志 木,(嵐 山町)(小 川町),(都 幾 川 村),(玉 川 村),(横 瀬 村),(皆 野 町),

(野 上町),(吉 田町),(小 鹿野町L(両 神村},(大 滝村),(荒 川村),(東 秩父村),(松 伏町),(吉 川囲」},北 本

千 葉 45 24 19 2 千 葉,銚 子,市 川,船 橋.(館 山),木 更 津,松 戸,野 田,(茂 原)、 成田,(佐 倉),(佐 原),東 金,{八 日市

場),(旭),習 志 野,柏,市 原.八 千 代,流 山.我 孫 子、鎌 ケ谷.(下 総町),(神 崎町),(大 栄 町),(栗 源

町),(多 古町),(小 見 川 町),(山 田 町),(東 庄 町).(干 潟 町).(海 上 町)、(飯 岡町),(光 町).

`

(野 栄町),(横 芝 町),君 津.四 街道 町.(叫 官町).(睦 沢村),(長 生 村).(白 子町),(長 柄 町),勝 浦,〔長山 田D

東 京 32 27 3 2 特 別 区(ち3区)。 立刀L。 昭島,。 国立,。 小金 井,。 小平,。 国分 寺,。武蔵 野,。 田無,。保 谷.。 三鷹,。 調 布,。府中.。 日野,。 町田,

'八 王 子
,。青梅,。 東村 山,東 久 留 米、 清瀬,狛 江,〔 東 大和),(武 蔵 村 山),稲 城.多 摩,。 福生,。羽 村 町.。瑞 穂町.

(秋 川市),(日 の出村).(五 日市町).(檜 原村)

神 奈 川 21 18 3 横 浜.横 須 賀,川 崎,平 塚.鎌 倉.藤 沢,小 田原,茅 ケ崎,逗 子,相 模 原,三 浦.秦 野,厚 木.大 和、 伊 勢原,海 老

名,座 間,湯 河原町.大 磯町,箱 根町.南 足柄

新 潟 42 19 15 8 新 潟.長 岡,〔 柏崎),三 条.(新 発 田),上 越,新 津.十 日町,小 千谷,見 附,燕.糸 魚川,加 茂.五 泉,栃 尾,

村 上,新 井,豊 栄,(白 根』),亀 田 町,(弥 彦 村),(吉 田町),(味 方村),〔 月 潟 村),(中 之 日村),(堀 之.

内 町).(小 出 町).(湯 之谷 村),(塩 沢 町).(六 日町),(小 須 戸町).(巻 町},(出 雲 崎町).(広 神村),
、

(高 柳町),(刈 羽 村),(佐 和 田町),(金 井町),(新 穂村).(畑 野 町).(真 野 町),(西 山町1
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都道府県 合計 命数 町数 村数 市 町 村 名
富 山 16 9 6 1 富山 高岡,氷 見 新湊.魚 津,小 矢部,砺 波,黒 部,滑 川,婦 中町,入 善町,(城 端町),(庄 川町).(井 波町),

(井 日村),(福 野町)
..一.

石 川 15 8 7 金 沢,小 松.(七 尾).(輪 島),(珠 洲)、 加 賀.(羽 咋),松 任,津 幡 町 ,(田 鶴 浜 町),(鳥 屋 町).(中 島町),

(鹿 島町),(能 登島町).(鹿 西町)

福 井 30 7
ピ

19 4 (福 井).(敦 賀),(武 生).(小 浜),大 野,勝 山,(鯖 江),(丸 岡町) ,(金 津 町),(春 江町},(坂 井

町).(朝 日町).(松 岡町).(永 平寺 町),(上 志 比村).(今 立町),(三 方町),(美 浜 町),(上 中町) .

(大 飯 町).(高 浜町),(名 田庄 村),(美 山 町),(三 国 町),(南 条町),(河 野町) ,(越 前町).(越 廼

村),(織 田町),(清 水町)

山 梨 22 5 11 6 (甲 府),(富 士吉田).都 留,大 月,(韮 崎),(双 葉 町),(須 玉町),(高 根 町) .(長 坂町),(大 泉村).

(小 淵沢町).(白 州町).(武 川村),・(明 野村),(石 和町),(御 坂町).(一 宮町) ,(八 代町).(境 川

村).(中 道町),(芦 川村),(豊 富村}

長 野 32 16 13 3 長野.松 本.上 田.岡 谷,(飯 田),諏 訪.須 坂.(少 諸},伊 那,中 野,大 町 ,茅 野,塩 尻,更 埴,(佐 久),駒

ケ根.下 諏訪町.(鼎 町),(上 郷町),(豊 科町),(上 山町),(坂 城町),(戸 倉町},(臼 田町),(佐 久

町).(八 千穂村),(軽 井沢町),(望 月町),(御 代田町),(立 科町) ,(浅 科村),(北 御牧村}
岐 阜 48 13 20 5 岐 阜.(大 垣).各 務原,多 治見,土 岐,(高 山}.中 津川.(関),羽 島,瑞 浪,恵 那,(美 濃加茂),養 老町,

一 )- .

(笠 松町).(川 島町},(岐 南町).(柳 津町} ,(垂 井町}.(関 ヶ原町),(神 戸町),(安 八町'},(翰 之

内町).1池 田町)、(墨 俣町),(揖 斐川町),(大 野町),(谷 汲村),(北 方町) ,(糸 貫町).(真 正町).

(本 巣町),(巣 南町).(可 児町),(八 百津町).(御 嵩町),(川 辺町),(坂 祝町) ,(富 加村),(兼 山

町).(美 濃),(洞 戸村),(板 取村),(武 芸川町),(武 儀町) ,(上 之保村),(古 川町),神 岡町,(国

府町)、
静 岡 43 20 22 1 静 岡,浜 松.沼 津,清 水.熱 海,三 島,富 士 宮,伊 東,(島 田) .富 士,焼 津, .掛 川,藤 枝,(御 殿場),浜 北,

(袋 井)、 天 竜.ド 田,(磐 田).裾 野,(菊 川 町) ,長 泉町.(富 士 川町),(蒲 原 町},(由 比町),(吉 田町),

(榛 原町).(竜 洋町).(豊 田町),(福 田町),(伊 豆長岡町),(修 繕寺町),(函 南町),(韮 山町},

(大 仁町),(天 城湯ケ島町).(中 伊 豆町),(小 山町).(森 町),「(浅 羽町).(細 江町) ,(引 佐町),

(三 ケ日町)

愛 知 44 29 12 3 名 古 屋,豊 橋.岡 崎.一 宮 瀬 戸.半 田,春 日井,豊 川,津 島,碧 南,刈 谷,豊 田 ,・安 城,西 尾,蒲 郡,大 山,常 滑,

江南 尾西,小 牧.稲 沢,新 城,東 海,大 府,知 多,知 立,岩 倉.一 色町,(木 曾川町) ,{豊 山村).(師 勝町),

(西 春町).(清 洲町),(新 川町).(西 枇杷島町),(春 日村),尾 張旭,高 松,田 原町,渥 美町,(七 宝町).

(美 和町),(甚 目寺町).(大 治村)
二=重 16 13 3 四 日 市,津.伊 勢 鈴 鹿,(松 坂),桑 名.(上 野).

.(尾 鷲),亀 山,鳥 羽,(名 張),熊 野.(久 居),(紀 伊

長島町),(海 山町).。 多度町

滋 賀 19 7 12 大津 、彦根,長 浜,(近 江 八幡).(八 日市),(草 津) ,(守 山),(水 口町),(栗 東町),(中 主町),(野

洲町).(愛 東町),(湖 東町),{秦 荘町),(愛 知川町) ,(浅 井町),(虎 姫町).(湖 北町),(び わ町)
京 都 10 10 京 都 福知山.舞 鶴,綾 部.■ 治,宮 津,亀 岡,向 日,長 岡京.城 陽 ・

大 阪 31 31 大阪,岸 和田.豊 中1池 田,吹 田,泉 大津,高 槻 ・貝塚,茨 木,八 尾.泉 佐野,富 田林,河 内長野,松 原.大 東,和

泉.箕 面.摂 津.東 大阪.(堺).(高 石},(守 口),(門 真),(枚 方}.(寝 屋 川),(柏 原) ,(羽 曳野),

(藤 井寺}.泉 南,四 条畷,交 野

兵 庫 21 21 神戸.姫 路.尼 崎.明 石,西 宮,洲 本,芦 屋,伊 丹,相 生,豊 岡,加 古川,竜 野 ,赤 穂,.西 脇,宝 塚,三 木,高 砂,

川西,小 野,加 西,三 田

奈 良 9 9 奈良.大 和高田、大和郡山,天 理.橿 原,桜 井,五 条,御 所.生 駒

和 歌 山 7 7 ` 和歌山 、海南,橋 本,有 田,御 坊,田 辺,新 宮

鳥 取 4 4 鳥取,米 子,倉 吉,境 港
.

島 根 22 8 13・ 1 松 月二.浜 田.(出 雲),{益 田),大 田.江 津.『z田,安 来 .(大 東町),(加 茂 町),(木 次町),(三 辺 屋 町},

(斐 川町},(佐 田町L(多 岐町),(湖 綾町) ,(美 都町),(匹 見町},(津 和野町)、{日 原町},(柿 木

村).(六 日市町)'

岡 山 10 10 岡 山.倉 敷.津llL玉 野,(笠 岡).井 原.総 社,高 梁,新 見,備 前

広 島 28 11 17 広島.呉1福 山.尾 道 三原,府 中 .因 島,大 竹,(一.三 次),(庄 原),(竹 原) ,(船 越町),(海 田町),(矢

部町),(西 条町).(八 本松町),(高 屋町),(芦 田町),(駅 家町) ,(新 布町),五 日市町,廿 日市町 府

中町㌧祇園町,(坂 町).(志 和町),(福 富町),(神 近町),(加 茂町)
.

nl口 20 12 8 (ド 関i,宇 跳(岩 国) ,ll川,防 府,徳 山,萩,ド 松,小 野 田(光) ,(柳 井),新 南陽 山陽 町,

(久 賀町),(大 島町),(東 和町),(橘 町),(大 島町) ,(ヒ 関町),(平 生町)
徳 島 25 4 20 1' 徳 島.鴫r㌦ 小松 島,阿 南.(池 田町),(市 場 町'),(阿 波町) ,(鴨 島町),(川 島町.),(山 川 町),

(美 郷村).(脇 町),(穴 吹町),(松 茂町} ,(北 島町),(藍 住町),(吉 野町),(土 成町),仁 三野町),

(.i好 町),(井 川町),(三 加茂町),(美 馬町) ,半 田町 貞光町

香 川 11 5 6 高松,坂 出,丸 亀 観音寺,善 通寺,(琴 南町),(満 濃町),(琴 平町),(伯 ・南町) ,多 度 津町
愛 眈 9 9 松lh,新 」1}浜,今治,宇 和島,西 条 八幡浜 伊予 三島,川 之江 大洲

高 知 21 7 9 ,5 高知 南国,土 佐 須崎 中村,安 芸 土佐山田町,(赤 岡町) ,(香 我美町),(野 市町),(夜 須町).土 庄町,

(吉 川村),室 戸,(中 土佐町),(ぴ 川町),(梼 原町),(大 野見村) ,(東 津野村),(葉 山村},

(大 旺町),(+和 村)

都 制 66 20 43 3 北九州,福 岡,大 牟田.久 留)K(飯 塚),(山 田},直 方 甘木,筑 後,大 川,行 橋 豊前,中 間(八 女),

(柳 川),(筑 紫 野),(春n),(田 川 〕,(大 野 城) ,(太 宰 府町),苅 田町,宮 田町,(桂 川町),

{稲 築町),(碓 井町).(嘉 穂町},(筑 穂町),(穂 波町} ,(庄 内町),(穎 田町},(前 原町),

(二 条町),(志 摩 町).(黒 木町).(1:陽 町) ,(立 花町),(広 川 町),(矢 部 村),(星 野 村),

(三三駒)一 周 町)一 瀬高田∫L(川1町),橘 田町) .惜 春剛,(添 田剛,(金 田町),

(細 田D－ 川綱).(赤 池町)一 旗 田D－ 畑 町) ,(赤 村),(水 巻町),。 小羅.胡 町,

1 1

0川L丸 町
.「 口羽.(芦 屋町).(岡 垣町),(遠 賀町) ,『 北 野町,。 大 刀洗町,。 城島 町 。大 木町 .b三 潴町
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都道府県1合 計1市 数1町 数1村 数 市 町 村 名

佐 賀 17 7 9 1 佐 賀,唐 津,鳥 栖,多 久,伊 万 里,武 雄,鹿 島,(神 崎町),(千 代 田町),(三 田川 町),(東 背 振村),

(有 田町),(西 有 田町),(小 城 町},(三 日月町),(牛 深 町),(芦 刈 町)
一夏

崎

一

36 7 .29 長 崎,佐 世 保,(島 原),(諌 早),(大 村),{福 江),平 戸(国 見町),(瑞 穂町),(西 有家 町),(有 家町),

(布 津 町),(深 江町},(有 明町),(多 良見町),(森 山町),(飯 盛 町),(高 来町),(小 長月 町),

(ξ}妻 町),(愛 野町),(千 々石町),(小 浜町),(南 串 山町),(加 津 佐町),(∫ 」之 津町),(南 有 馬町),

(北 有馬 町),(郷 ノ浦町),(勝 本町),(芦 辺町),(石 田町),。 ・三和町,。 長 与町,『 時 津町,。 琴海町

熊 本

|

▽ ア「25

21 11

9

8

11

2 熊 本,八 代 人 吉 荒尾,水 俣,玉 名,(本 渡),山 鹿,菊 」也 宇 土 牛深,(合 志 町),(酒 水 町),

(西 合志町),{・ ・の 宮 町),(阿 蘇町 ピ(産 山町),(波 野 村),(有 明町),(新 和町),(五 和町)

5 大分,別 府,中 津,(日 田},佐 伯,臼 杵,津 久見,竹 田,宇 佐,(野 津町),〔 三重町),(清 川村),

(千 歳村),(犬 飼町),(国 見町),(国 東町),(武 蔵町),(安 岐 町),(九 直町),(玖 珠町),

(前 津江 村),(上 津江 村),(大 山町),(天 瀬町),(中 津江 村)

宮 崎
'

22 9 12 1

　一

宮 崎,(都 城),延 岡 日南(小 林),日 向.串 間 西都(高 鍋町).(新 富町),(木 城町),(川 南町),(都 農

町),(三 股 町),(山 之1.1町),(高 城 町),(山 田町),(高 崎町),(え びの),(剖 京町)、(野 晒1),(象 潟 寸)

鹿 児 島

]
19

'.-

8

12

"8

7

.L.「 ・ 一 ー-.噺

鹿児島,鹿 屋,川 内 名蔑 出水,阿 久根,大 口,(指 宿),串 木野,枕 崎,西 之表,(国 分),(隼 人町),

(山 川町),(開 聞町),(加 治木町),(姶 良町),(蒲 生町),(溝 辺町)

沖.冨
　

一一

那覇,コ ザ,石 垣,具 志 川,宜 野湾,浦 添,名 護,糸 満

合 計 1,314 620 576 118

.▲

注 。印の巾町村は他 市町村への委託によP,ま た1)内 の市町村は他市町村 と組合を結成 して処理 していることを示す。

|
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別1表r-{3)

新 たに救急業 務の実施 を義務づけ られた市町村・一覧表

昭和48年6月20日
都 道 実 施 未 実 施
府 県 市 町 村 名 お よ び 数 市長村名 および数

計

(磯 町),舩 前町),(紬 剛 .(知 内町),休 納 剛 一 北村),傑 沢町),情

幌町),(奈 井江町).(山 仁町),(長 沼町) ,(栗 山町),(月 形町),(浦 臼町),(新
北海道 33 情 川町)・(妹 背牛町),(秩 父9・1町),(瀧 剛 .(北 竜剛,(細 別,(幌 加内剛 33

(和 寒卿.(鋤 剛.嘲 日町).(緒 子府村),仲 川剛 .(端 野町),(訓f府 剛

(置 戸町),白 老町,(中 標津町),(標 津町),(羅 臼町)

(岩 崎村)・(市 制)・(小 泊‡寸),け 佃 町)一 類 町)一 横雨) ,(川 内卿,
青森県 20 (大 畑町),(大 間町).(東 通村),(風 間浦村) ,(佐 井村),(脇 野沢村),(蟹 田町), 20

(今 別町),(蓬 田村),(平 館村),(三 厩村)、(鯵 ケ沢町) ,(深 浦町)

岩手県 14
二酬 怖 泉町) ,〔 平泉町),(大 束町).憤 沢町).ほ 厳刑,ぽ 山卿.(室 根

村),(川 崎村),(普 代村),(種 市町),(野 田村),(山 形村) ,(大 野村)
14

宮城県 11
(蔵 王町),(七 ヶ宿町),(大 河原町),(村 田町) ,(川 崎町),(丸 森町),(志 津川町), 大和 田,大 郷町,大 衡村,
(津 山町),(本 吉町),(唐 桑町),(歌 津町)

4
富谷町

15

. (森 吉町).(阿 仁町),(上 小阿仁村),(八 森町) ,(峰 浜村),(神 岡町),(西 仙北町).

秋田県 25
(角 館町),(六 郷町),(中 仙町),(田 沢湖町) ,(協 和町),(南 外村),(仙 北村),

(西 木村).(太 田町),(千 畑村),(仙 南村),(増 田町),(平 鹿町),(雄 物川町.) ,
25

(大 森町),(十 文字町),(山 内村),(大 雄村)'(鑓 剛
.(大 玉村)一 白沢川,(酬 町),陳 爾)一 北会酬) ,逢 梯剛,

福島県 26
(猪 苗代町).(会 津坂 下町),(湯 川村),(柳 津町) ,(河 東村),(会 津 高田町),(本

郷町),(新 鶴 村),(三 島町),(金 山町),(昭 和村),(広 野町) ,(楢 葉町),(富 岡
26

町),(川 内村),(大 熊町),(双 葉町),(浪 江町) ,(葛 尾村)

UI形県 7 (河 北町),(・ 西川町),(朝 日町),(大 江町) ,(小 国町),(白 鷹町),(飯 豊町) 7

茨城県 1 茨城町
1

栃木県 4 (栗 野町),(南 那須町),(馬 頭町),(小 川町) 4

群馬県 13
(北 橘村).(赤 城村).(子 持村),(小 野上村),(伊 香保町) ,(榛 東村),(吉 岡村),

(妙 義町),(下 仁田町),(南 牧村),(甘 楽町),(尾 島町) ,(新 田町)
13

埼玉県 9
(美 里村),(児 玉村),(神 川村),(神 泉村),(上 里町) ,(大 里村),(江 南村方

(妻 沼町),(岡 部町) 9

富津市,(鴨 川市).(酒 々井町),(八 街町)∴(印 幡村) ,(白 井町),・(印 西町),(本

千葉県 17 埜村),(富 浦町),(富 山町),(鋸 南町) ,(三 芳村),(白 浜町),(千 倉町),(丸 山 17

町),(和 田町),(天 津小湊町)

神奈川県 5 (中 井町),(大 井町),(松 田町),(山 北町),(開 成町) 5

(豊 浦 村),(聖 龍村),(加 治川村),(紫 雲寺町),(中 条町) ,(黒 川村),(岩 室村),

(潟 東村),(守 門村).(入 広瀬村),(湯 沢町),(大 和町) ,(、安塚町),(浦 上原町),
新潟県 29 (松 代町),(松 之山町),(大 島村),(牧 村),(柿 崎町) ,(大 潟町),(頚 城 村), 29

(吉 川町),(妙 高高原町),(中 郷 村),(妙 高村) ,(坂 倉町),(清 里 村),(三 和村),

(名 立町)

石川県 9
(富 来町),(志 雄町),(志 賀町),(押 水町),(穴 水町),(門 前町)1(能 都町) ,

(柳 田村),(内 浦町)
9

福井県 2 (池 田町),(今 庄町) 1 和泉村 3

(上 九一色村),(西 桂町),(忍 野村),(山 中湖町),(河 口湖町) ,(勝 山村),(足 和 山梨市,塩 山市,春 日居町,
田村),(鳴 沢村) ,上 野原町 牧丘町,三 富村,勝 沼町,

大和村,三 珠町,市 川大門

山梨県 9
18 町 六郷町,下 部町,増 穂 27

町,鰍 沢町,中 富町,早 川

町,身 延町,南 部町,富 沢

町

長野県 7
(丸 子町),(長 門町),(東 部町),(真 田町) ,(武 石村),(和 田村),(青 木村),

4
穂 高町,梓 川村,三 郷村,

堀金村
ll

岐阜県 1
。穂積町

1

静岡県 12
(湖 西)一(御 前崎 町),(相 良町),(金 谷町),(大 東町) ,(大 須賀町),(浜 岡町),

(小 笠町),。 可美村,0舞 坂町,(新 居町),雄 踏町
.

12

愛知県 4 豊明市,(東 郷町),(日 進町),(三 好町)
4

三重県 11
(三 雲桐,(鱒 町),㈲ 高町).(多 鋼),(鯛 網),㈲ 和村) ,(伊 賀町),

(島 ケ原村),(阿 山町),(大 山田村),(青 山町) 11

滋賀県 13.

(安 土町),(蒲 生町),(日 野町),(竜 王町) ,(氷 源寺町),(五 個荘町),(能 登川町),

(マ キノ町),(今 津町),(朽 木村),(安 曇川町),(高 島町),(新 旭町)
13

京都府 5 八幡町,田 辺町,(山 城町),(木 津町) ,(加 茂町) 5

兵庫県 3 (社 町):(滝 野町),(東 条町) 3

鳥取県 9
(羽 合町),(泊 村),(東 郷町),(三 朝町),(関 金町) ,(北 条町),(大 栄町),(東

伯町),(赤 碕町)
9

一257一



都 道

府 県

実 施 未 実 施
計

市.町 村 名 お よ び 数 市町村名および数

島根県 17

(鹿 島町),(島 根町),(美 保関町),(東 出雲町).(八 雲村),(玉 湯町),(穴 道町).

(八 束町),(温 泉津町),(仁 摩町),(川 本町),(邑 智町),(大 和村),(羽 須美村),

(瑞 穂町),(石 見町),(桜 江町)

17

岡山県 21

。灘崎町
,。早島町,。船穂町 。金光町,(鴨 方町),(寄 島町):(里 庄町),(北 房町),(大 、

佐町),』(神 郷町),(哲 多町),(哲 西町),(勝 山町),(落 合町),(湯 原町).(久

世町),(美 甘村),(新 庄村),(川 上村),(八 束村),(中 和村)

21

広島県 10

。安芸町
,(吉 田町),(八 千代町),・(美 土里町),(高 宮町),(甲 田町),(安 芸津町),

(大 崎町),(東 野町),(木 江町)

io

山口県 7 (大 和町),(田 布施町),(熊 毛町),(菊 川町),(豊 田町),(豊 浦町),(豊 北町)
7

徳島県 1 (山 城町)
1

香川県 19

(引 田町),(白 島町),(大 内町),(津 田町),(大 川町),(志 度町).(寒 川町),

(長 尾町),(内 海町),(池 田町),(高 瀬町),(山 本町),(三 野町),(大 野原町).

(豊 中町),(詫 間町),(仁 尾町),(豊 浜町),(財 田町)

19

愛媛県 9
伊予市 〔東予市),(小 松町),(丹 原町),(松 前町),(砥 部町),(広 田村),(中

山町),(双 海町)

9

高知県 2

(香 北町),(物 部 村)
8

本山町,土 佐町,大 豊町,

佐川町,越 知町,池 川町,

吾川村,仁 淀村

10

佐賀県 16

w

(背 振村),(三 瀬 村),(基 山町),(中 原町),(北 茂安町),(三 根町),(上 峰村),

(浜 玉町),(七 山村),(厳 木町),(相 知町),(北 波多村),(肥 前町),(玄 関町),

(鎮 西町),(呼 子町)

6

諸富町,川 副町,東 与賀町,

久保田町,大 和町,富 士町 22

長崎県 24

(松 浦市),西 彼町.。西海町,。大島町,。崎戸町,。東彼杵町 。川棚町,。波佐見町,。小値賀町,。宇

久町,(田 平町),。 福島町,(鷹 島村),(江 迎町),(鹿 町町),。 佐々町,。小佐 々町 。吉井

町,。世知原町,(富 江町).(玉 之浦町),(三 井楽町),(岐 宿町),(奈 留町)

24

熊本県 11
(岱 明町),(横 島町),(天 水町),(玉 東町),(菊 水町),て 三加和町),(南 関町),

(長 洲町),(大 津町),(菊 陽町),(益 城町)

11

大分県 15

(姫 島村),(上 浦町),(弥 生町),(本 匠村),(宇 目町),(直 川村),(鶴 見町),

(米 水津村),(蒲 江町),(緒 方町),(朝 地町),.(大 野町),(荻 町),(久 住町),

(直 入町)

15

鹿児島県 2 (頴 娃町),(霧 島町)
2

合 計 453 41 494

注 ○印の市町村は他市町村への委託により,ま た()内 の市町村は他市町村 と組合 を結成 していることを示す。

A

勺
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別表1-(4)

救 急 業.務 任 意 実 施 市 町 村 一 覧 表

昭和48年4月1[ 用布

都道府県 市 町 村 名 市町村数
北 海 道 歌志内.森 町.長 万部町,江 差町,上 ノ国町,岩 内町,上 砂川町.上 川町,増 毛町,留 辺蘂町,(大 野町),(七 飯町),(倶 知安

町)1(蘭 越町),(ニ セ コ町1 .(直 狩村),(留 寿都村),(喜 茂別町),'(京 極町),(美 瑛町),(東 川町),(苫 前町),

(初 山別村)1(遠 別町),(天 塩町),(幌 延町),(豊 富町) ,(猿 払村),(枝 幸町),(浜 頓別町),(中 頓別町),〔 歌登

剛 ・(滝 上町)一 興部剛 一 醐 部町).慣 鋼).(斜 理剛 .(小 清水町)一 纏 町),債 掘 剛,隈 茶卿,

(上 富良町),(中 富良町)

q

青 森 県 板柳町,(岩 木町),(相 馬村),(西 目屋村) 4

岩 手 県 大槌町,(和 賀町),(江 釣 子村),(佳 田町),(三 陸町),(宮 守村) 6

秋 田 県 五城目町.(琴 平町),(山 本町) ,(八 竜町),(比 内町),(田 代町),(矢 島町),(由 利町).(鳥 海村) 9

山 形 県 (鵡 町}一 羽黒町)一 櫛引剛.(三 川町),㈲ 胎) ,(温 醐).(立 戊個)一 劒 町),(遊 佐剛,(鳩 町),

(松 山町),(平 田町),。 山辺町,。 中山町.。 大石田町

15

福 島 県 (川俣町)・(飯 野町),(本 宮町),『(三 春町) .(小 野町),(徽 剛.(大 越剛,(鵬 村).(常 期).(船 号1町),

(長 沼町),(鏡 石町),(岩 瀬村),(夫 栄村) ,(石 川町),(玉 川村),(平 田村),(浅 川町),(古 殿町)

19

茨 城 県 藤代町1東 海村,(岩 瀬町).(関 城町),(明 野町)1(真 壁町),(大 和村) ,(協 和町),(大 宮町),(山 方町),O常 澄
村,。 内原町,。 阿見町,。 牛久町,。 出島村,。 千代田杜 『新治杖 。桜村,。 総和町,。 三和町,。 鏡町,。 美野 里町,。 玉

里村,。 千代田村,『 新利根村,。 河内村,。 利根町,。 谷和原村,。 守谷町,。 十王町,。 猿島町,。 伊奈村,。 北川辺町

33

栃 木 県 藤原町,『 野木町,。 栗山村.., 3

群 馬 県 。大間 町々
,。 新里村.。 笠懸村,『 薮塚本町,。 東村,。 黒保根村,o月 夜野町,『 新治村,。 水上町,『 昭和村,。 利根村,。片

品村,'。川場村,。 白沢村,(草 津町) ,(中 之条町),(吾 妻町),(吉 井町),(新 町),`㈲,東 村),(長 野原町),(嬬 恋

村),(六 合村),(高 山村) ,(鬼 石町),(万 塚町),(中 里村),(上 野村)

28

埼 玉 県 (川 島町),(滑 川村),(吉 見町),(坂 戸町),(鶴 ケ島町) 5

千 葉 県 (大 網白里町),(九 十九里町),(成 東町),(山 武町),(蓮 沼町) ,(松 尾町),(芝 山町),袖 ケ浦町 8

神奈川県 葉山町.寒 川町,綾 瀬町,二 宮町,(城 山町),(津 久井町) ,(相 模湖町),(藤 野町),。 真鶴町 9

東 京 都 奥多摩町,大 島町,三 宅村..一
ト

3

新 潟 県 両津.村 松町,水 原町 分水町.相 川町.青 海町,寺 泊町.西 川町,与 板町,(津 南町),(川 西町),(中 里村),(水 原町),

(安 田町),(笹 神村),(京 ケ瀬村)

16

富 山 県 上市町.朝 日町,八 尾町,福 光町,大 沢野町,立 山町,(大.山 町),(小 杉町),福 岡町,(大 門町},(大 島町),(ド 村) 12

石 川 県 山中町,(高 松町),(内 灘町),(七 塚町) ,(宇 賀町) 5

福 井 県 。宮崎村
,(芦 原町) 2

山・梨 県 (敷 島町),(竜 王町),(昭 和町},(田 富町),(王 稔村) 5

長 野 県 山ノ内町 1

岐 阜 県 下呂町.晦 津町,南 濃町,平 田町 4

・静 岡 県 。大井川町
,。 岡部町,。 清水町,(豊 岡村),(芝 川町) 5

愛 知 県
,・

蟹江町,(弥 富町},(十 四山村),(飛 島村) 4

三 重 県 . (一志町),(白 山町),(嬉 野町).(南 勢町) ,(浜 島町),(大 王町),(志 摩町),(阿 児町),(磯 部町)..。 河芸町,
。芸濃町

,q安 濃村,。 香良洲町,。 美里村

14

滋 賀 県 (石 部町),(甲 西町),(土 山町),(甲 賀町) .(甲 南町).(信 楽町) 6

大阪 府 島本町,忠 岡町,狭 山町,飯 南所.『 岬町 5

兵 庫 県 城崎町.(淡 路町).(北 淡町),(東 浦町) ,(津 名町),(一 宮町),(緑 町},(三 原町},(西 淡町),(南 淡町),(五

色町)

・n

和歌山県 下津町,白 浜町,串 本町
3

島 根 県 大社町
1

岡 山 県 (加 茂剛 ・(鏡 野町),(富 村),(奥 津剛,ほ 斉原村} ,(阿 波村),(勝 頬)1(織 町),(勝 北剛,(・ 快 ・∫),

(旭 町).(久 米南町).(久 米町),(柵 原町) ,(矢 掛町)、(美 里町),(芳 井町).。 真備町.。 清 音町.。 山 伊 ∫

20

広 島 県 『熊野町,C熊 野跡付,(豊 栄町),(向 島町),(瀬 戸田町) ,大 野町、宮島町 7

山 口 県 .小胸 勧 町
・.㈱ 町・ 綱 ・(和 木剛1(錦 町)一 美目附 .(繍 ・D,(醐 町),(賑 町),(山 ・剛,

(長 門),(油 谷町),(三 隅町),(日 置村),(美 和町)・

16

香 川 県
..一 炬→「　 　 .一..一.一 一.一－LＬ r_.

『綾上町,『 綾南町,『 国分寺町
..L－一 ←　

3

愛 媛 県 北条
1

高 知 県 宿毛,土 佐清水.(安 田町}.(田 野町).〔 奈半和町),(北 川村},(馬 路村) ,。 春野町,(大 川村},(本 川村),(本 山町) 11

福 岡 県 (椎 田町)(築 城町)(犀 川町)(豊 津町)(吉 富町) ,(勝 山町),(大 平村).(新 諸 相 ・三綱 9

佐 賀 県 嬉野町
1

長 崎 県 高島町
1

大 分 県 杵築,(豊 後高田町),佐 賀関町,(大 田村) ,(真 玉町),(香 地々町} 6

鹿児島県 垂水,加 世田 2

沖 縄 県
'
石川,随,嘉r納 村

3

合 計 359

間O印 の市町村は他市町村への委託により,ま た(胸 の市町村 は他市町村 と組合を結成 して処理 していることを示す。
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別 表1-(5)

救 急 業 務 実 施 一 部 事 務 組 合 一 覧 表

昭和48年4月1日 現 在

都道府県名 組 合 名 構 ・成 市 町 村 名

北 海 道 石 狩 北 部 地 区 消防 事 務 組 合 当 別 町 ・ 新篠 津 村 ・ 厚 田 村 ・ 浜 益 村 ・ 石 狩 町

43,853 18,5474,8184,0945,89010,503

西 胆 振 消 防 組 合 蛇 田 町 ・ 豊 浦 町 ・ 洞 爺 村 ・ 壮 瞥 町 ・ 大 滝 村

31,157 13,2927,5192,8…55,3642,087

日 高 東 部 消 防 組 合 浦 河 町 ・ 様 似 町 ・ え りも町

37,481 20,9228,8347,725

東 十 勝 消 防 事 務 組 合 幕 別 町 ・ 池 田 町 ・ 豊 頃 町 ・ 浦 幌 町

51,125 18,38613,6277,38611,726

西 十 勝 消 防 事 務 組 合 清 水 町 ・ 茅 室 町 ・ 新 得 町

42,822 16,16215,57111;089

北 十 勝 消 防 事 務 組 合 音 更 町 ・ 土 幌 町 ・ 上土幌 町 ・ 鹿 追 町
.

48,703 24,1187,5679,1357,883

池 北 三 町 消 防 事 務 組 合 足 寄 町 ・ 本 別 町 ・ 陸 別 町

36,815 15,17214,8046,839

日 高 中 部 消 防 組 合 静 内 町 ・ 三 石 町 ・ 新 冠 町

42,696 25,1488,0939,455

渡 島 西 部 消 防 事 務 組 合 松 前 町 ・ 福 島 町 ・ 木 古 内町 ・ 知 内 町

47,572 18,62411,33410,4017,213

胆 振 東 部 消 防 組 合 追 分 町 ・ 早 来 町 ・ 厚 真 町 ・ 鵡 川 町 ・ 穂 別 町

35,712 5,7646,4787,9169,0436,511

上 川 南 部 消 防 事 務 組 合 上富良野町 ・ 中富良野町

24,143 15,7918,352

遠 軽 地 区 消 防 組 合 遠 軽 町 ・ 生田原町 ・ 止溜別 町 ・ 丸瀬 布町 ・ 湧 別 町

60,560 20,4584,8869,2925,0457,627

白 滝 村 ・ 佐呂間町

2,94110,311

美 幌 津 別 消 防 事 務 組 合 美 幌 町 ・ 津 別 町

38,932 25,91613,016

上 川 北 部 消 防 事 務 組 合 名 寄 市 ・ 下 川 町 ・ 美 深 町 ・ 風 連 町 ・ 中 川 町

74,450 35,03511,56811,4338,8394,736

音威子府村

2,839

網 走 地 区 消 防 組 合 網 走 市 ・ 常 呂 町 ・ 女満 別町 ・ 東藻 琴村

62,732 43,9047,8217,1643,843

滝 川 地 区広 域 消 防 事 務 組合 滝 川 市 ・ 雨 龍 町 ・ 新十津川町

66,659 50,8485,32810,483

岩 見 沢 地 区 消 防 事 務 組 合 岩見沢市 ・ 月 形 町 ・ 栗 沢 町 ・ 北 村

96,257 68,7126,65614,4516,438

南 空 知 消 防 組 合 栗 山 町 ・ 由 仁 町 ・ 南 幌 町 ・ 長 沼 町

51,307 19,34810,6206,48914,850
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号
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●

都道府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

深 川 地 区 消 防 組 合
' 深 川 市 ・ 妹背 牛町 ・ 幌加 内町 ・ 沼 津 町 ・ 秩 父別町

70,960 38,3737'4787 ,2838,1η5,036

北 龍 町

4,613

砂 川 地 区 広 域、消 防 組 合 砂 川 市 ・ 奈井江町 ・ 浦 臼 町

53,714 27,18410,9155 ,245

士 別 地 方 消 防 事 務 組 合 士 別 市 ・ 和 寒 町 ・ 剣 淵 町 ・ 朝 日 町
、

53,714 33,0448,5137
,0565,101

-、一}-一 ー一 一

北 見 地 区 消 防 組 合 北 見 市 ・ 置 戸 町 ・ 訓子 府町 ・ 端 野 町

106,080 82,7278,8818,5175 ,955

根 室 北 部 消 防 事 務 組 合 標 津 町 ・ 中標 津町 ・ 羅 臼 町

33,836 亀00117,0凶8,745

南 渡 島 消 防 事 務 組 合 上 磯 町 ・ 大 野 町 ・ 七 飯 町

51,120 25,0459,33016
,745

羊 蹄 山 ろ く 消 防 組 合 倶知 安町 ・ 蘭 越 町 ・ ニコセ町 ・ 真 狩 町 ・ 留寿 都村

50,805 19'1469,4065 ,7253,7582,615

喜茂別町.京 極 町

5,1155,040

大 雪 消 防 組 合 美 瑛 町 ・ 東 川 町

26,⑳6 18,0028 ,204
、

北 留 萌 消 防 組 合 羽 幌 町 ・ 苫 前 町.初 山別村.遠 別 町.天 塩 町

60,505 28・5748'5443 ,5126,9717,831

幌 延 町

5,073

稚 内 地 区 消 防 事 務 組 合 稚 内 市 ・ 豊 富 町.猿 払 村

67,973 54,4938,6624
,818

南 宗 谷 消 防 事 務 組 合 枝 幸 町 ・ 浜頓別 町 ・ 中頓別町.歌 登 町

28,281 10,7087,1305,3955
,048

紋 別 地 区 消 防 組 合 紋 別 市.滝 上 町.興 部 町 ・ 西興部町.雄 武 町

62,319 35・1108・5147
,3022,7148,679

斜 里 地 区 消 防'組 合 斜 里 町.小 清 水町.清 里 町

34,493 16,6749,1738 ,646

南 十 勝 消 防 事 務 組 合 広 尾 町 ・ 大 樹 町 ・ 忠 類 村 ・ 更 別 村 ・ 中 札 内村

33,613 1硫4368・814之8084
,3244,231

釧 路 北 部 消 防 事 務 組 合 弟子屈町.標 茶 町

26,069 12,23713,832

青 森 中 部 上 北 広 域 事 業 組 合 七 戸 町.上 北 町 ・ 東 北 町 ・ 天 間林 村

47,558 12,94610,83212,75611 ,024

平 賀 尾 上地 区 消 防 事 務組 合 平 賀.町 ・ 尾 上 町

34,366 23,41210,954.

野辺地 平 内 地区消防事 務組 合 野辺 地町 ・ 平 内 町.横 浜 町

・ 42,239 17,54417 ,5517,144
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都道府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

五 所 川 原 地 区 消 防 事 務 組合 五所川原市 ・ ・鶴 田 町

65,187 47,56717,620

津 軽、北 部 消 防 事 務 組 合 中 里 町 ・ 金 木 町 ・ 小 泊 村 ・ 市 浦 村

40,541 15,14914,9625,9124,518

木 造 地 区 消 防 事 務 組 合 木 造 町 ・ 森 田 村 ・ 柏 村 ・ 稲 垣 村 。 車 力 村

50,785 25,0056,0165,4756,8767,383

八戸地域広域 市町村圏事 務組 合 八 戸 市 ・ 三 戸 町 ・ 五 戸 町 ・ 田 子 町 ・ 名 川 町

322,693 208,80116,18420,1329,42711,895

南 部 町 ・ 階 上 村 ・ 福 地 村 ・ 南 郷 村 ・ 倉 石 村

7,2139,2795,8898,1543'929

新 郷 村 ・ 百 石 町 ・ 下 田 町

4,7548,9978,039
.

黒 石 地 区 消 防 事 務 組 合 黒 石 市 ・ 田舎館村

47,752 37,69010,062

弘 前 地 区 消 防 事 務 組 合 弘 前 市 ・ 大 鰐 町 ・ 藤 崎 町 ・ 常 盤 村 ・ 碇 ケ関 村

219,044 157,60316,72411,5286,8274,994・

岩 木 町 ・ 相 馬 村 ・ 西 目屋 村
、

12,7654,2764,327

青 森 地 域 広域 消 防 事 務組 合 ・青 森 市 ・ 蟹 田 町 ・ 分 別 町 ・ 蓬 田 村 ・ 平 館 村

268,450 240,0635,9597,3584,7714,713

三 厩 村

5,586

下北 地 域 広 域 行 政 事 務組 合 む つ 市 ・ 川 内 町 ・ 大 畑 町 ・ 大 間 町 ・ 東 通 村

93,720 41,1348,24112,8677,67310,735 一

風間浦村 ・ 佐 井 村 ・ 脇野沢村

4,2434,6224,205

鯵 ケ 沢 地 区 消 防 事 務 組 合 鰺 ケ沢町 ・ 深 浦 町 ・ 岩 崎 村

36,596 18,43913,2724,885

十 和 田 地 区 消 防 事 務 組 合 十 和田市 ・ 十和田町 ・ 六 戸 町

69,916 50,6019,12210,193

岩 手 盛 岡 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 盛 岡 市 ・ 岩 手 町 ・ 雫 石 町 ・ 葛 巻 町 ・ 西 根 町

369,431 196,03621,72517,95414,13519,110

玉 山 村r滝 沢 村 ・ 松 尾 村 ・ 紫 波 町 ・ 矢 巾 町

14,17812,0007,38426,45913,526

都 南 村 ・ 安 代 町 ・

16,65410,270

両 盤 地 区 消 防 組 合
一 関 市 ・ 平 泉 町 ・ 花 泉 町 ・ 千 厩 町 ・ 大 東 町

159,840 55,8309,47418,41616,44523,464

.

藤 沢 町 ・ 東 山 町 ・ 室 根 村 ・ 川 崎 村

12,5619,6407,7876,223

胆 沢 地 区 消 防 組 合 水 沢 市 ・ 金 ケ崎 町 ・ 前 沢 町 ・ 胆 沢 村 ・ 衣 川 村

103,000 48,26714,87216,39717,6915,773
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都道府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

和賀中 部 厚 生 お よび砕 石組 合 北 上 市 ・ 和 賀 町 ・ 江釣 子村

68,074 44,91915,3877,768

久 慈 地 区 広域 行 政 事 務 組 合 久 慈 市 ・ 普 代 村 ・ 種 市 町 ・ 野 田 村 ・ 山 形 村
乏

79,347 39,533.4,16216,8455,8635,511

大 野 村

11,433

大 舶 渡 地 区 消 防 組 合 大 船渡 市 ・ 住 田 町 ・ 三 陸 町

59,213 38,80410,397 .10,012

遠 野 地 区 消 防 組 合 遠 野 市 ・・一宮 守 村

40,768 33,4647,304

宮 城 仙 南 地 域 広 域 行 政 事 務 組合 白 、石 市 ・ 角 田 市 ・ 蔵 王 町 ・ 七 ケ宿町 ・ 大河原町

177,934 40,88631,17014,0373,71216,033

村 田 町 ・ 紫 田 町 ・ 川 崎 町 ・ 丸 森 町

13,33726,38810,34422,027

亘 理 地 区 消 防 事 務 組 合 亘 理 町 ・ 山 元 町

39,,961 25,14114,820
、

塩 釜 地 区 消 防 事 務 組 合
-

塩 釜 市 ・・ 多 賀城市 ・ 松 島 町 ・ 七 ケ浜町 ・ 利 府 町

133,688 58,77236,67716,00414,2048,031

大 崎 地 区 消 防 事 務 組 合 古 川 市 ・ 中新 田町 ・ 小野 田町 ・ 宮 崎 町 ・ 色 麻 村

214,243 52,51814,5169,6447,5338,836

松 山 町 ・ 三本木 町 ・ 鹿島 台町 ・ 岩 出山町 ・ 鳴 子 町

7,3817,38312,17217,63413,312

涌 谷 町 ・ 田 尻 町 ・ 小 牛田町 ・ 南 郷 町

20,93515,65718,7118,011

栗 原 地 区 消 防 事 務 組 合 築 館 町 ・ 若 柳 町 ・ 栗 駒 町 ・ 高 清水町 ・ 鷲 沢 町

104,888 17,13817,75217,7824,7578,452

金 成 町 ・ 一 迫 町 ・ 瀬 峰 町 ・ 志波 姫町 ・ 花 山 村

9,91112,1306,1948,1292 ,643

登 米 地 区 消 防 事 務 組 合 迫 町 ・ 登 米 町 ・ 東 和 町 ・ 中 田 町 ・ 豊 里 町

97,080 22,1037,53311
,27618,2638,046

米 山 町 ・ 石 越 町 ・ 南 方 町

12,6387,2469 ,975

石 巻 地 区 広 域 行 政 事 務 組合 石 巻 市 ・ 河:北 町 ・ 矢 本 町 ・ 雄 勝 町 ・ 河 南 町

227,470 106,68117,00720,4419,31218 ,675

桃 生 町 ・ 鳴 瀬 町 ・ 北 上 町 ・ 女 川 町 ・ 牡 鹿 町

9,53311,7515 ,80817,68110,581

気仙 沼本吉地域広域行政事務組 合
'気仙 沼市

・ 志 津川 町 ・ 津 山 町 ・ 本 吉 町 ・ 唐 桑 町

116β02 63・26516,4885
,44513,86010,789

歌 津 町

6,455

鷹巣合川地区消防一部 事務組合 鷹 巣 町 ・ 合 川 町 ・ 森 吉 町 ・ 上小阿仁村 ・ 阿 仁 町

60,843 25,3909,94612,0445,2428 ,224
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都道府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

仁 賀 保 地 区 消 防 組 合 金 浦 町 ● 仁賀保町 ・ 象 潟 町

30,542 5,646 11,852 13,044

能 代 地 区 消防 一 部 事 務 組合 能 代 市 ■ 八 森 町 ・ 峰 浜 村

72,878 59,795 6,618 6,465

横 手 平 鹿 広域 市 町 村 圏 組合 横 手 市 ● 十文字町 ・ 雄 物川 町 ・ 増 田 町 ・ 平 鹿 町

124,164 43,363 15/672 14,115 11,060 17,971

大 雄 村 ■ 山 内 村 ・ 大 森 町

6,542 6,116 9,325

本 庄 地 区 消 防 事 務 組 合 本 荘 市 ● 東由利村 ・ 大 内 町 ・ 西 目 村 ・ 岩 城 町

69,843 38,615 7,310 U,638 5,449 6,831

大 曲 仙 北 広 域 市 町 村 圏 組 合 大 曲 市 ■ 神 岡 町 ・ 西 仙 町 ・ 角 館 町 ・ 六 郷 町

175,571 40,107 7,032 13,別2 16,817 8,622

中 仙 町 ● 田沢湖町 ・ 協 和 町 ・ 南 外 村 ・ 仙 北 村

13,292 14,924 11,156 5,838 8,496

西 木 村 ● 大 田 町 ・ 千 畑 村 ・ 仙 南 村

7,475 8,611 9,589 9,770

湯 沢 雄 勝 広 域 市 町 村 圏組 合 湯 沢 市
.

● 稲 川 町 ・ 雄 勝 町 ・ 羽 後 町 ・ 東成瀬村

96,771 田,928 12,737 13,040 23,604 4,546

皆 瀬 村
、

3,916

ニッ井町藤里町消防一部事務組合 ニ ッ井町 ■ 藤 里 町 '

23,085 17β16 6,769
'

山本郡南部地区消防一部事務組合 琴 丘 町 ● 山 本 町 ・ 八 能 町

28,168 8,688 10,762 8,718

湖 東 地 区 消 防 一 部 組 合 昭 和 町 ■ 八郎潟町 ・ 飯 田川町 ・ 井 川 村

30,699 10,201 8,189 5,640 6,669

大 館 周 辺 広 域 市町 村 圏 組 合 大 館 市 ● 比 内 町 ・ 田 代 町

97,856 72,958 15,186 9,712

矢島 町ほか2町 村 消防 一一部事務組合 矢 島 町 ● 由 利 町 ・ 鳥 海 村

25,947 8,523 7β10 10,114

山 形 最 上 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 新 庄 市 ● 金 山 町 ・ 最 上 町 ・ 舟 形 町 ・ 真室川町

108,677 42パ20 8,430 14,015 8,397 13,976

大 蔵 村 ■ 鮭 川 村 ・ 戸 沢 村

6,080 7,059 8,600

西 村 山 広 域 行 政 事 務 組 合 寒河江市 ● 河 北 町 ・ 西 川 町 ・ 朝 日 町 ・ 大 江 町

g7,568 38,558 22,643 10,740 12,501 13,126

西 置 賜 広 域 消 防 事 務 組 合 長 井 市 ■ 小 国 町 ・ 白 鷹 町 ・ 飯 豊 町

79,537 33,226 13,999 20,』183 12,12g

鶴 岡 地 区 消 防 事 務 組 合 鶴 岡 市' ■ 藤 島 町 ・ 羽 黒 町 ・ 櫛 引 町 ・ 三 川 町

162,037 95,136 14,052 11,251 9,069 8,864

朝 日 村 ● 温 .海 町

8,206 15,459
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都道府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

酒 田 地 区 消 防 組 合 酒 田 市 ・ 立 、川 町 ・ 余 目 町 ・ 遊 佐 町 ● 八 幡 町

170,361 96,072 9,232 19,693 21,224 8,878

松 山 町 ・ 平 田 町

6β28 8,434

福 島 白河地方広域 市町村圏整備組 合 白 河 市 ・ 矢 吹 町 ・ 西 郷 村 ・ 表 郷 村 ● 東 村

140,772 40,904 15,666 10,454 7,535 5,819

泉 崎 村 ・ 中 島 村 ・ 大 信 村 ・ 棚 倉 町 ■ 矢 祭 町

5,490 4,438 4,638 16,621 9Z11

塙 町 ・ 鮫 川 村

13,592 6,404

相 馬 地 方 広 域 市 町 村 圏組 合 相 馬 市 ・ 原 田 市 ・ 鹿 島 町 ・ 小 高 町 ■ 飯 館 村

124,325 37,189 40,635 13,825 14,646 9,385

新 地 町

8,646

喜多方地方広域市町村圏振興整備組合 喜多方市 ・ 北 塩原 村 ・ 西会津 町 ・ 山 都 町 ● 熱塩加納村

82,664 38,352 4,287 14,200 6,400 5,155

塩 川 町 ・ 高 郷 村

10,565 3,705

会津若樹也方広域市町村圏整備組∋ 会津若松市 ・ 北会津村 ・ 磐 梯 町 ・ 猪 苗 代町 ● 河 東 村

224,522 104,065 7,265 5,263 21,417 9,509

会津坂 下町 ・ 湯 川 村 ・ 柳 津 町 ・ 会津高田町 ● 本 郷 町

21,720 4,207 6,817 17,979 7,067

新 鶴 村 ・ 三 島 町 ・ 金 山 町 ・ 昭 和 村

4,990 4,108 6,511 3,604

安 達 地 方 広 域 行 政 組 合 二本松市 ・ 安 達 町 ・ 岩 代 町 ・ 東 和 町 ■ 白 沢 村

85,061 33,166 ll,371 12,449 11,131 9,156、

大 玉 村

・
7,788

伊 達 地 方 消 防 組 合 桑 折 町 ・ 伊 達 町 ・ 国 見 町 ・ 梁 川 町 ● 保 原 町

100,583 14,723 9,450 12,093 23,653 22,133

霊 山 町 ・ 月 館 町 ・ 川 俣 町 ・ 飯 野 町

12,519 6,012 22,747 8,016

双 葉 地 方 広域 市町 村 圏 組 合 富 岡 町 ・ 楢 葉 町 ・ 大 熊 町 ・ 広 野 町 ● 川 内 村

68,423 11,614 8,215 7,750 4,939 4,709

浪 江 町 ・ 双 葉 町 ・ 葛 尾 村

21,375 7,424 2,397

郡 山 地 方 広 域 消 防 組 合 郡 山 市 ・ 本 宮 町 ・ 三 春 町 ・ 小 野 町 ■ 滝 根 町

347,351 241,673 17,356 19,898 15,498 6,019

大 越 町 ・ 都 路 村 ・ 常 葉 町 ・ 船 引 町

7,601 4,503 8,240 26,563

須 賀 川 地 方 広 域 消 防 組 合 須賀川市 ・ 長 沼 町 ・ 鏡 石 町 ・ 岩 瀬 村 ● 天 栄 村

139,419 53,761 6,866 9,278 5,978 7,324
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都道府県名 組 合 名 構 成 市 町 村'名

須 賀 川 地 方 広 域 消 防 組 合 石 川 町 ・ 平 田 村 ・ 浅 川 町 ・ 古 殿 町画

139,419 22,4239,3597,8379,113

茨 城 鹿 島 南 部 地 区消 防 事 務 組合 波 崎 町 ・ 鹿 島 町 ・ 神 栖 町 ・ 大 野 村

84,060 27,18725,17622,1739,524

那 珂 瓜 連 地,区消 防 事 務組 合 那 珂 町 ・ 瓜 連 町
.

38,256 31,2137,043

下 館地 方 広域 市 町 村圏 組 合 下 館 市 ・ 結 城 市 ・ 岩 瀬 町 ・ 関 城 町 ・ 明 野 町

187,040 53,86339,56121,65114,22616,091

真 壁 町 ・ 協 和 町 ・ 大 和 村

20,31214,1307,206

大 宮 山 方 地 区 消 防 事 務 組合 大 宮 町 ・ 山 方 町

33,865 23,30610,559

栃 木 大 田 原 地 区 広 域 消 防 組 合 大田原市 ・ 黒 羽 町 ・ 塩 原 町 ・ 湯 津上村 ・ 西那須野町

96,441 40,69818,33010,3756,20420,834

石 橋 地 区 消 防 組 合 石 橋 町 ・ 国分寺 町 ・ 南河内町 ・ 壬 生 町 ・ 上三川 町

79,964 15,68711,4499,35025,47518,003

黒 磯 那 須 消 防 組 合 黒 磯 市 ・ 那 須 町

65,921 37,80028,121

芳 賀 地 区 広域 行 政 事 務組 合 真 岡 市 ・ 茂 木 町 ・ 益 子 町 ・ 二 宮 町 ・ 芳 賀 町

i12∪275

40,00821,97819,84417,02716,169

市 見 町

10,249

栃 木 地 区 広 域 消 防 組 合 栃 木 市 ・ 都 賀 町 ・ 西 方 村 ・ 大 平 町 ・ 藤 岡 町

}36,083 78,34512,0806,75519,50619,397

塩 谷 郡 市 消 防 組 合 矢 板 市 ・ 氏 家 町 ・ 喜連川町 ・ 塩 谷 町 ・ 高根 沢町

98,375 30,06321,03411,46115,15520,662
、

鹿 沼 地 区 広域 行 政 事 務組 合 鹿 沼 市 ・ 栗 野 町

89,196 7ち7461い50

南 那 須 地 区広域 行 政事 務組合 烏 山 ・町 ・ 、馬 頭 町 ・ 小 川 町 ・ 南 那 須 町
'

58,555 21,70016,6107,69512,550

群 馬 高.崎 市 等 広 域 消 防 組 合 高 崎 市'・ 安 中 市 ・ 榛 名 町 ・ 倉 淵 村 ・ 箕 郷 町

307,844 193,072「40,09219,8716∂51111,8651

群 馬 町 ・ 松井田町
L

16,55519,878

太 田 地 区 消 防 組 合 太 田 市 ・ 大 泉 町 ・ 尾 道 町 ・ 新 田 町

157,764 98,25725,14914,78219,576

伊 勢 崎 佐 波 消 防 組 合 伊勢 崎市 ・ 境 町 ・ 玉 村 町 ・ 赤 堀 村 ・ 東 村

150,110 91,27727,31312,9928,8729,656

館 林 地 区 消 防 組 合 館 林 市 ・ 板 倉 町 ・ 明 和 村 ・ 千 代田村 ・ 邑 楽 町

110,566 61,13016,2908,4969,62015,030

渋川地区広域市町村圏振興整備継吉 渋 川 市 ・ 伊香保 町 ・ 小 野上村 ・ 子 持 村 ・ 吉 岡 村

101,788 44,5314,8962,56610,5399,432
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都道府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

渋川地 区広域市町村圏振興整備組合
'

101,788

榛 東 村 ・ 北 橘 村 ・ 赤 城 村
'
'

8,6008,16113,063

富岡 甘楽広域市町村圏振興整備組合 富 岡 市 ・ 妙 義 町 ・ 下仁 田町 ・ 南 牧 村 ・ 甘 楽 町

89,645 45,6385,14617,5747,67113,616

吾 妻 広 域 町 村圏振興整備 組合 草 津 町 ・ 中 之 条町 ・ 吾 妻 町 ・ 東 ,村 ・ 長 野 原町

76,358 8,59120,809917,9782,8237,342

嬬 恋 村 ・ 六 合 村 ・ 高 山 村

12.0742,5804,161

多野・藤岡広域市町村圏振興整備組合 藤 岡 市 ・ 吉 井 町 ・ 新 町 ・ 鬼 石 町 ・ 万 場 町 、

97,656 44,31117,99314,75810,7204,906

中 里 村 ・ 上 野 村

1,9722,996

埼 玉 入 間 東 部 地 区 消 防 組 合 上福岡市 ・ 大 井 町 ・ 富 士見市 ・ 三 ・芳 町

137,848 51,74819,61352,01214,475

秩 父 広 域 市 町 村 圏 組 合 秩 父 市 ・ 横 瀬 村 ・ 皆 野 町 ・ 長 瀞 町 ・ 吉 田 町

124,704 60,8668,09013,0998,2757,118

小鹿野 町 ・ 両 神 村 ・ 大 滝 村 ・ 荒 川 村

12,6383,8394,7915,988

寄 居 地 区 消 防 組 合 寄 居 町 ・ 川 本 村 ・ 花 園 村

42,860 25,1389,7647,958

深 谷 地 区 消 防 組 合 深 谷 市 ・ 岡 部 町

83,737 60,609'14,544

久 喜 鷲 宮 消 防 組 合 久 喜 市 ・ 鷲 宮 町

43,127 34,0289,099

小 川 地 区 消 防 事 務 組 合 小 川 町 ・ 嵐 山 町 ・ 都幾川村 ・ 玉 川 村 ・ 東秩 父村

51,587 25,64110,4656,6323,7825,057

吉 川 町 松 伏 町 消 防 組 合 吉 川 町 ・ 松 伏 町

30,728 18,52112,207

熊 谷 地 区 消 防 組 合 熊 谷 市 ・ 妻 沼 町 ・ 大 里 村 ・ 江 南 村

156,958 120,84420,8476,7828,485

川 越 地 区 消 防 組 合 川 越 市 ・ 川 島 町

186,087 171,03815,049

児 玉 郡 広 域 市 町 村 圏 組 合 本 庄 市 ・ 美 里 村 ・ 児 玉 町 ・ 神 川 村 ・ 神 泉 村

102,757 47,11610,49318,0619,9671,468

上 里 町

15,652

東 松 山 地 区 消 防 組 合 東松山 市 ・ 滑 川 村 ・ 吉 見 町

83,737 50,3837,50514,072

坂 戸 ・ 鶴 ケ 島 消 防 組 合 坂 戸 町 ・ 鶴 ケ島 町

41,942 27,30814,634

千 葉 佐 原 市 外5町 消 防 組 合 佐 原 市 ・ 神 崎 町 ・ 栗 源 町 ・ 下 総 町 ・ 大 栄 町

91,736 46,7615,3815,3766,85010,001

名 古 町

17,367

長 生 郡 市 広 域 市町 村圏 組 合 茂 原 市 ・ 一 宮 町 ・ 長 柄 町 ・ 陸 沢 村 ・ 長 生 村

115,210 58,2039,9297,5147,0689,353

長 南 町 ・ 白 子 町

11,90611,237

八 日 市 場 市外3町 消防 組 合 八 日市場市 ・ 野 栄 町 ・ 光 町 ・ 横 芝 町

63,378 30,9639,22311,04212 ,150
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都道府県名 組 合 名 構 成 市 町'村 名

旭 市 外3町 消 防 組 合 旭 市 飯 岡 町 海 上 町 干 潟 町

61,136 32,08511,3078,5179,227

小 見 川 市 外2町 消 防 組 合 小 見 川町 山 田 町 ・ 東 圧 町

47,239 20,55311,82914,857

安 房 郡 市 広 域 市 町 村 圏 組 合 館 山 市 ・ 鴨 川 市 ・ 鋸 南 町 富 浦 町'富 山 町

169,661 55,23631,95113,3167,1297,352

三 芳 村 ・ 白 浜 町 ・ 千 倉 町 ・ 丸 山 町 和 田 町

4,9937,89116,6157,0607,761

天 津]・湊 町

101357

佐 倉 市 外2町 消 防 組 合 佐 倉 市 ・ 酒 々井町 ・ 八 街 町

92,049 60,4336,25925,357

印 西 地 区 消 防 組 合 印 西 町 ・ 印 旛 村 ・ 白 井 町 ・ 本 埜 村

38,520 16,ll47,33110,5094,556

山 武 郡 広 域 行 政 組 合 東 金 市 ・ 大綱白里町 ・ 九十九里町 ・ 成 東 町 ・ 山 武 町

122,218 32,06521,93917,63918,5728,959

蓮 沼 村 ・ 松 屋 町 ・ 芝 山 町

4,71710,1298,198

東 京 北 多 摩 西 部 消 防 組 合 東大和市 ・ 武蔵村山市

87,448 46,17341,275

秋 川 地 区 消'防 組 合 秋 川 市 ・ 五 日市町 ・ 日の 出村 ・ 檜 原 村

58,938 28,35716,7108,8355,036

神 奈 川 足 柄 上 消 防 組 合 中 井 町 ・ 大 井 町 ・ 開 成 町 ・.山 北 町 ・ 松 田 町

49,219 6,0288,8768,20514,2351】,875

津 久 井 郡 広,域 行 政 組 合 城 山 町 ・ 津久井町 ・ 相模 湖町 ・ 藤 野 町

38,971 8,14114,3918,1448,295

新 潟 新発田地域広域事務処理 新 発田 市 ・ 中 条 町 ・ 聖 龍 村 ・ 豊 浦 村 ・ 紫雲 寺町

一部事務組合 74,45928,64111,76010,7808,104

148,656 加 治川 村 ・ 黒 川 村

7,9027,010

柏 崎 地 域 消 防 事 務 組 合 柏 崎 市 ・ 西 山 町 ・ 出雲崎町 ・ 高 柳 町 ・ 刈 羽 村

108,589, 79,9988,7388,1706,2545,429

魚 沼 消 防 事 務 組 合 六 日 町 ・ 塩 沢 町 ・ 大 和 町 ・ 湯 沢 町

70,369 26,30121,32014,3748,374

白 根 地 区 消 防 事 務 組 合 白 根 市 ・ 中之 口村 ・ 味 方 村 ・ 月 潟 村 ・ 小須戸 町

58,596 32,6116,5205,0113,83310,621

小 出 郷 消 防 衛 生 施 設 組 合 小 出 町 ・ 堀 之内町 ・ 湯之谷 村 ・ .広 神 村 ・ 守 門 村

49,689 13,07610,2056,09810,0476,,816

入広 瀬村

3,447

佐 渡 消 防 事 務 組 合 佐和 田町 ・ 金 井 町 ・ 真 野 町 ・ 畑 野 町 ・ 新 穂 村

39,783 11,0188,2557,5887,0405,882

西 蒲 原 郡 南 部 消 防 事 務 組合 吉 田 町 ・ 岩 室 村 ・ 弥 彦 村

37,057 20,6359,0247,398
一

巻 ・潟 東 消 防 事 務 組 合 巻 町 ・ 潟 東 村

33,710 27,1396,571

十 日 町 地 域 広 域 事 務 組 合 十 日町市 ・ 津 南 町 ・ 川 西 町 ・ 中 里 村

84,244 46,61916,09210,9757,558

水 原 郷 消 防 組 合 水 原 町 ・ 安 田 町 ・ 笹 神 村 ・ 京 ケ瀬 村

47,582 19,05810,29410,7817,449
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道都府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名
A-'一

新 潟 上 越 地 域 消 防 組 合 上 越 市 ・ 新 井 市 ・ 柿 崎 町 ・ 板 倉 町 ・ 大 潟 町

279,050 120.41029,97014,11110,193'9,446

松 代 町 ・ 吉 川 町 ・ 頸 城 村 ・ 妙高高原 町 ・ 三 和 村

9,7403,5648,2527,7037,431

安 塚 町 ・ 松 之山 町 ・ 妙 高 村 ・ 中 郷 村 ・ 牧 村
・

7,4797,4736,4856,3205,945

浦川原 村 ・ 大 島 村 ・ 名 立 町 ・ 清 里 村 ・

5,8105,0184,6444,056

富 山 南 砺 消 防 事 務 組 合 城 端 町 ・ 庄 川 町 井 波 町 ・ 福 野 町 ・ 井 口 村

47,932 12,0487,38く)11,78915,2751,440

射 水 消 防 組 合

一

小 杉 町 大 門 町 大 島 町 下 村

37,930
18,70511 ,3785,8921,955

石 川 奥 能 登 広 域 圏 消 防 事 務 組合 輪 島 市 ・ 珠 洲 市 ・ 能 都 町 ・ 穴 水 町 ・ 門 前 町

126,070 33,65229,22416,43715,48814,568

内 浦 町 ・ 柳 田 村 ・

10,3986,3α 《

七 尾 鹿 島 広 域 圏 事 務 組 合 七 尾 市 ・ 鹿 島 町 ・ 中 島 町 ・ 田鶴 浜 町 ・ 鳥 屋 町

91,484 47,85510,5769,6426,5876,480
.

鹿 西 町 ・ 能登島町

6,1254,219

羽 咋 郡 市 広 域 圏 事 務 組 合 羽 昨 市'志 賀 町 、・ 富 来 町 ・ 押 水 町 ・ 志 雄 町

76,960 28,53017,44013,8839,1038,004

河 北 郡 救 急 業 務 事 業 組 合 高 松 町 ・ 内 灘 町 ・ 七 塚 町 ・ 宇 ノ気町 ・

43,115 11,27210,89010,85810,095

福 井 福 井 地 区 消 防 組 合 福 井 市 ・ 美 山 町 ・ 清 水 町 ・ 越 廼 村

231,901 215,1376,7527,4112,601

吉 田 地 区 消 防 組 合 松 岡 町 ・ 永平寺町"上 志比村

20,244 10,0186,4333,793

坂 井 郡 救 急 業 務 組 合 丸 岡 町 ・ 三 国 町 ・ 芦 原 町 ・ 金 津 町 ・ 春 江 町

98,233 22,68721,24412,74116,69514,824

坂 井 町 ・

10,642

鯖 江 丹 生 消 防 組 合 鯖 江 市 ・ 朝 日 町'締 田 町 ・ 越 前 町 ・

74,244 52,6148,2605,1098,261

敦 賀 美 方 消 防 組 合 敦 賀 市 ・.美 浜 町 ・ 三 方 町

79,607 56,44513,15710,005

若 狭 消 防 組 合 小 浜 市 ・ 上 中 町 ・ 名田庄村 ・ 高 浜 町 ・ 大 飯 町

61,919 33,702&085乳57410,8415,717」

南 越 消 防 組 合 武 生 市 ・ 今 立 町 ・ 南 条 町 ・ 河 野 村 ・ 今 庄 町

96,686 62,01914,7015,0172,8076,618

池 田 町

5.5241
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道都府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

山 梨 峡 北 地 区 消 防 組 合 韮 崎 市 双 葉 町 明 野 村 ・ 須 玉 町 ・ 高 根 町

80,121 27,267 5,498 4,852 9,009 8,331

長 坂 町
・ 大 泉 村 ・ 小淵 沢町 ・ 白 州 町 s 武 川 村

8,621 3,334 4,955 4,747 3,507

富 士 五 湖 消 防 組 合 富士吉田町 '西 桂 町'・ 忍 野 村 ・ 山中湖村 ・ 河口湖村

85,020 50,046

φ

3,829 5,689 4,079 13,598

勝 山 村 ・ 足和 田村 ・ 鳴 沢 村 ・ 上九 一色村

、2,115
1,508

一
2,097 2,059

東 八 消 防 組 合 石 和 町 ・ 御 坂 町 一 宮 町. 八 代 町 ・ 境 川 村

54,585 12,864 10,079 9,991 6,800 4,489

中 道 町 ・ 芦 川 村 .豊 富 村

5,561 1,154 3,647

甲 府 地 区 広 域 行 政 事 務 組合 甲 府 市 ・ 竜 王 町 ・ 敷 島 町 ・ 昭 和 町 田 富 町

211,189 172,457 13,168 10,618 6,106 5,852

玉 穂 村

2,988

長 野 飯 田 鼎 上 郷 消 防 組 合 飯 田 市
・ 鼎 町 ・ 上 郷 町

99,242 77,261 11,844 10,137

佐 久 地 域 広 域 行 政 組 合 佐 久 市 ・ 小 諸 市 .軽 井 沢町 臼 田 町
. 望 月 町

179,022 55,214 39,093 13,473' 15,227 12,382

佐 久 町 ∵ 御代田町 ・ 立 科 町 ・ 浅 科 町 ・ 八千穂村

g,520 8,708 8,301 6,206 5,449

北御牧村

5,549

坂 城 戸 倉 上 山 田 消 防 組 合 坂 城 町 ・ 戸 倉 町
,

・ 上山田町

37,590 15,721 14,303 7,566

上 小 地 域 広 域 行 政 組 合 上 田 市 ・ 丸 子 町 東 部 町 ・ 長 門 町 . 真 田 町

173,170 99,499 25,402 19,077 5,541 10,630

武 石 村
・ 和 田 村 ・ 青 木 村

4,239 3,250 5,532

岐 阜 羽 島 郡 消 防 事 務 組 合 岐 南 町 柳 津 町
.・

・ 笠 松 町 ・ 川 島 町

49,156 11,603
'9

,085 21,912 6,556

本 巣 五 町 消 防 事 務 組 合 本 巣 町 ・ 糸 貫 町 ・ 北 方 町 ・ 真 正 町 . 巣 南 町

38,048 6,052 8,347 10,855 6,837 5,957

揖 斐 中 央 消 防 事 務 組 合 谷汲 村 ・ 揖斐川町 .大 野 町

36,853 4,408 16,573 15,032

垂 井 町 関 ケ 原 消 防 事 務 組合 関 ケ原町 ・ 垂 井 町

34,028 10,788 23,240

大 垣 消 防 組 合 大 垣 市
・ 池 田 町 ・ 神 戸 町 墨 俣 町 安 入 町

189,849 134,942 16,235 13,615 5,234 12,354

輪之内町

7,469
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道都府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

岐 阜 可 茂 消 防 組 合 , 美濃加茂市 ・ 川 辺 町 ・ 富 加 村 八百津町 御 嵩 町

116,800 35,0759,8854,86316,39614,798

前 山 町 ・ 可 児 町 ・ 坂 祝 町

2,15528,2355,393

中 渡 消 防 組 合 美 濃 市 ・ 関 市 ・ 武 儀 町 ・ 上之保 村 ・ 洞 戸 村

95,621 26,42149,0785,0783,4272,880

武芸川町 ・板 取 村.

6,1912,546

飛 騨 消 防 組 合 高 山 市 ・ 古 川 町 ・ 国 府 町

77,973 56,45915,0716,443

海 津 郡 消 防 組 合 海 津 町 ・ 南 濃 町 ・ 平 田 町

31,206 10,76912,3898,048

静 岡 磐 田 市 外3町 村 消 防 組 合 磐 田 市 ・ 龍 洋 町 豊 田 村 ・ 福 田 町 ・ 豊 岡 村

111,452 63,00211,98711,02616,3549,083

島 田 市 金 谷 町 消 防 組 合 島 田 市 ・ 金 谷 町

87,883 66,48921,394

田 方 地 区 消 防 組 合 伊 豆長岡 町 ・ 修 繕寺町 ・ 函 南 町.韮 山 町.大 仁 町

89,422 1r,36017,45417,73813,35513,269

天城 湯 ケ島町 ・ 中伊 豆町

9,1567,090

御殿場 市小 山町 広 域 行 政 組 合 御殿場 市 ・ 小 山 町

80,253 55,99724,256

袋 井 市 外2町 消 防 組 合 袋 井 市 ・ 森 町 ・ 浅 羽 町

70,502 38,99921,7649,739

小 笠 地 区 消 防 組 合 菊 川 町 小 笠 町 大 浜 町 ・ 大須賀町 ・ 大 東 村

62,324 24,33211,0338,97810,7047,277
`

庵 原 地 区 消 防 組 合 由 比 町 ・ 蒲 原 町 ・ 富士川町

45,412 112,54817,90514,949

引 佐 郡 消 防 組 合
、

三ヶ 日町 ・ 引 佐 町'細 江 町

44,824 16,22014,41414,189

吉 田 榛 原 消 防 組 合 吉 田 町 ・ 榛 原 町

41,848 19,24122,607

富 士 宮 市 芝 川 町 消 防 組 合 富士 宮市.芝 川 町

99,021 88,88010,141

相 良 町 外2町 広域 施 設 組 合 相 良 町 ・ 浜 岡 町 ・ 御前崎町

52,748 25,34617,17710,225

湖 西 市 ・新 居 町 消 防 組 合
1湖

西 市 ・ 新 居 町

46,126 31,26314,863
・-－L-A

1

愛 知 西 春 日 井 郡 東 部 消 防 組 合 豊 山 村 ・ 師 勝 町 ・ 西 春 町

57,745 11,00524,65822,082
」

西 春 日 井 郡 西 部 消 防 組 合 西批 杷島町 ・ 新 川 町 ・ 清 洲 町 ・ 春 日 村

5g,752 19,63720,12714,8785,110
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道都府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

愛 知 海 部 東 部 消 防 組 合 七 宝 町 ・ 美 和 町 ・ 甚 目寺町 大 治 村

62,761 14,16114,06720,62613,907

尾 三 消 防 組 合

52,729

三 好 町 ・ 東 郷 町 ・ 日 進 町
,

19,73411,50921,486

海 部 南 部 消 防 組 合 弥 富 町 ・ 十四山村 ・ 飛 島 村

31,692 22,2415,0704,381

三 重 三 重 紀 北 消 防 組 合 尾 鷲 市 ・紀伊 長島町 ・ 海 山 町

58,253 31,56213,841.12,850

A

伊 賀 北 部 消 防 組 合 上 野 市'阿 山 町 ・ 伊 賀 町 島 ケ原 村'大 山 田村

84,827 57,6668,03810,0663,0795,978

伊 賀 南 部 消 防 組 合 名 張 市 ・ 青 山 町

38,876 30,8628,014

松 坂 地 区 広 域 消 防 組 合 松 坂 市 ・ 明 和'町 ・ 多 気 町 ・ 飯 高 町 飯 南 町

159,969 40,43817,23310,4068,2837,700

勢 和 村 ・ 三 雲 村

5,7538,466

久 居 地 区 広 域 消 防 組 合 久 居 市 ・ 白 山 町 ・ 嬉 野 町 一 志 町

1 70,600 33,92913,48612,57410,611

志 摩 地 区 広 域 消 防 組 合 南 勢 町'浜 島 町 ・ 大 王 町 ・ 志 摩 町 阿 児 町

76,841 14,8097,10610,30917,19017,484

磯 部 町

9,943

滋 賀 湖 南 消 防 組 合 草 津 市 ・ 守 山 市 ・ 栗 東 町 ・ 中 主 町 野 洲 町

131,163 46,40934,78523,0319,80617,132

愛 知 郡 消 防 組 合 愛 東 町 ・ 湖 東 町 秦 荘 町 ・ 愛 知川町

31,968 5,6359,7807,9188,626

中 部 地 域 消 防 組 合 八 日市市 ・近 江八幡 市 ・ 五 ケ荘町 ・ 蒲 生 町 龍 王 町

151,366 30,26143,8328,6028,4668,669

安 土 町 ・ 日 野 町 ・ 永源寺町 ・ 能 登川町

8,33920,7547,18315,260

東 浅 井 郡 消 防 組 合

、

浅 井 町 ・ 湖 北 町 ・ 虎 姫 町 び わ 町

33,743 11,5738,5256,0547,590

湖 西 広 域 消 防 組 合 マキノ町 ・ 今 津 町 ・ 朽 木 村 ・ 安雲 川町 高 島 町

49,818 7,02111,4893,50112,0816,328

新 旭 町

9,398

甲 賀 郡 消 防 組 合 石 部 町 ・ 甲 西 町 ・ 水 口 町 ・ 土 山 町 甲 賀 町

86,408 6,37712,26924,0519'20211'729

甲 南 町 ・ 信 楽 町

9,91412,866

京 都 相 楽 中 部 消 防 組 合 山 城 町 ・ 木三 津町.加 茂 町

28,007 8,58110,7318,695
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大 阪 堺 市 ・ 高 石 市 消 防 組'合 堺 市 ・ 高 石 市

655,809 594,36761,442

「守 口 市 。 門 真 市 消 防 組 合
守 口 市.門 真 市

325,507 184,466141,041

●
枚 方 寝 屋 川 消 防 組 合 枚 方 市 ・ 寝屋川 市

424,330 217,369206,961

柏 原 羽 曳 野 藤 井 寺 消 防 組 合 柏 原 市 ・ 羽 曳野 市.藤 井 寺町

180,652 53,10477,13450,414

6 兵 庫 加 東 消 防 組 合 社 町.滝 野 町.東 条 町

32,149 17,0738,3516,725

淡 路 広 域 消 防 事 務 組 合 洲 本 市.淡 路 町 北 淡 町.東 浦 町.津 名 町

175,918 44,4999,83413,6179,02017,507

一 宮 町 .緑 町 三 原 町.五 色 町.西 淡 町

11,6975,22515,60611,67213,955
戸

南 淡 町

23,286

鳥 取 中部市町村共 同施設管理 組 合 倉 吉 市.羽 合 町.泊 村.東 郷 町.三 朝 町

118,464 49,6296,5393,8337,4049,157
・

関 金 町.北 条 町.大 栄 町.東 伯 町.赤 碕 町

5,1115,9088,58312,6019,699

島 根 木 次 町 外3町 消 防 組 合 大 東 町.木 次 町 加 茂 町.三 刀屋 町

44,922 17,09411,6356,8359,358

|

益田地区広域 市町 村圏事務組合 益 田 市 二 美 都 町 。 匹 見 町 。 津和野 町..日 原 町

83,387 50,0714,3663,8718,8406,572

柿 木 町 ・ 六 日市町

2,5477,120

出雲 市外4町 広 域 消 防 組 合 出 雲 市.斐 川 町.佐 田 町.多 岐 町.湖 陵 町

107,415 69,07822,3845,9114,4245,618

大 田 市 外2町 消 防 衛 生 組 合 大 田 市.温 泉津町.仁 摩 町

… 51,475 38,1926,9276,356

松 江 地 区 消 防 組 合 松 江 市.鹿 島 町.島 根 町.美 保関 町.東 出雲町

175,399 118,0059,1465,0138,75610,323

八 雲 村.玉 傷 町.突 道 町.八 束 町

3,8396,0469,4804,791

● 江 津 市 外7町 村 消 防 組 合 江 津 市.川 本 町.邑 智 町.大 和 村 ・ 羽 須美村

69,105 27,8g17,2137,4383,0563,690

瑞 穂 町.石 見 町.桜 江 町

6,5827.64755881
, 1

岡 山 笠 岡 地 区 消 防 組 合 笠 岡 市.鴨 方 町 ・ 寄 島 町 ・ 里 庄 町
'

g3,378 62,40514,9688,5607,4451

津 山 圏 域 消 防 組 合 津 山 市 ・ 加 茂 町 ● 鏡 野 町 ・ 富 村 ・ 奥 津 町1

168,148 76,3687,29311,5571,2914,223
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道都府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

岡 山 津 山 圏 域 消 防 組 合 上斎原村 ・ 阿 波 村 ・ 勝 央 町 ・ ・奈 義 町 ・ 藤 北 町

168,148 1,209 978 10,773 7,010 7,582

中 央 町 ・ 旭 町 久 米 南町 ・ 久 米 町 ・ 棚 原 町

8,195 5,154 7,697 8,794 10,024

井 原 地 区 消 防 組 合 井 原 市 ・ 矢 掛 町 ・ 美 里 町' 芳 井 町

73,015 37,819 18,665 7,807 8,724

阿 新 広 域 事 務 組 合 新 見 市 ・ 大 佐 町 ・ 神 郷 町 ・ 哲 西 町
。 哲 多 町

48,967 30,996 5,034 3,597 4,343 5,027

真 庭 消 防 組 合 勝 山 町
・ 落 合 町 ・ 湯 原 町 ・ 久 世 町 ・ 美 甘 村

64,012 11,682 17,376 5,003 11β21 2,304

新 庄 村 ・ 川 上 村 ・ 八 束 村 ・ 中 和 村 ・ 北 房 町

1,404 2,617 3,535 1,115 7,655

広 島 三 次 地 区 消 防 組 合 三 次 市 ・ 庄 原 市

60,632 36,168 24,464

竹 原 広 域 行 政 組 合 竹 原 市 ・ 東 野 町 ・ 本 江 町 ・ 大 崎 町 ・ 安 芸津 町

67,042 35,018 5β34 6,342 6,}96 14, ,152

海 田 地 区 消 防 組 合 船 越 町 ・ 海 田 町 ・ 矢 野 町 ・ 瀬野川町 ・ 坂 町

・ 88,703 14,790 24,648 16,502 18,540 14,223

高 田 地 区 消 防 組 合 吉 田 町
・ 八千代町 ・ 美 土里町 高 宮 町

・ 甲 田 町

32,412 10,636 3,996 4,635 6,420 6,725

西 条 地 区 消 防 組 合 西 条 町 ・ 八本松 町 ・ 志 和 町 ・ 福 富 町 ・ 高 屋 町

55,583 24,564 10,672 7,234 3,572 9,541

豊 栄 町

5,g70

芦 品 地 区 消 防 組 合 芦 田 町
・ 駅 家 町 ・ 新 布 町

48,915 6,638 18,725 23,552

深 安 消 防 組 合 神 辺 町 ・ 加 茂 町

3ぎ,626 25,034 8,592

尾 道 地 区 消 防 組 合 尾 道 市 ・ 向 島 町
`

120,340' 101,363 18,977

因 島 ・ 瀬 戸 田 消 防 組 合 因 島 市 '瀬 戸 田町

53,818 41,72g 12,089

山 口 下 関 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 下 関 市 ・ 豊 浦 町 ・ 豊 北 町 ・ 豊 田 町 ・ 菊 川 町

315,597 258,422 20,005 20,059 9,297 7,814

柳 井 地 区 広'域 消 防 組 合 柳 井 市
・ 久 賀 町 ・ 大 島 町 東 和 町 ・ 橘 町

101,887 37,774 6,424 11,545 9,830 9,832

上 関 町 ・ 平 生 町 ・ 大 畠 町

タ

8β08 13,107 5,067

岩 国 地 区 消 防 組 合 岩 国 市
'和 木 町 ・ 錦 町 '美 川 町 ・ 美 和 町

165,078 106,116 7,740 7,262 4,145 6,802

本 郷 村 ・ 玖 珂 町 ・ 周 東 町 ・ 由 宇 町

2,339 8,438 15,186 7,050
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道都府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

山 口 光 地 区 消 防 組 合 光 市 ・ 大 和 町 .
.熊 毛 町

.田 布施町

76,632 45,7167,182 9,187 14,547

長 門 地 区 広 域 行 政 事 務 組 合 長 門 市 ・ 油 谷 町 ・ 三 隅 町 .日 置 村

53,247 27,81512,325 7,366 5,741

徳 島 阿 北 消 防 組 合 鴨 島 町 ・ 川 島 町 .山 川 町 .美 郷 村 ・ 阿 波 町

88,747 23,5377,409 12,008 3,302 13,222

市 場 町 ・ 土 成 町 .吉 野 町 ・

12,3818,236 8,652

三 好 消 防 組 合 三 野 町 ・ 三 好 町 .池 田 町 .井 川 町 ・ 三加 茂町

67,762 5,6946 ,312 23,578 7,186 9,864

山 城 町 .

10,128

板 野 東 部 消 防 組 合 松 茂 町 ・ 北 島 町 .藍 住 町

32,046 8,34913,453 10,244

美 馬 東 部 消 防 組 合 脇 町 ・ 穴 吹 町 .

30,704 19,06111 ,643'

美 馬 西 部 消 防 組 合 美 馬 町 ・ 半 田 町
'

.貞 光 町

28,690 10,4729,406 8,812

香 川 仲 多 摩 消 防 事 務 組 合 琴 南 町 ・ 満 濃 町 .琴 平 町 .仲 南 町

37,998 4,93213 ,320 14ほ24 5,422

三豊地区広域市町村圏振興事務組合 観音寺市 ・ 高 瀬 町 .山 本 町 .三 野 町 ・ 大野 原町

141,863 43,16216,876 7,761 8,615 13,256

豊 中 町 ・ 詫 間 町 .仁 尾 町 .豊 沢 町 ・ 財 田 町

11,50516,931. 8,112 10,235 5,410

小 豆 地 区 消 防 組 合 内 海 町 ・ 土 庄 町 .池 田 町
、

45,485 16,06822,037 7,380

大川地区広域行政振興整備事務組合 引 田 町 ・ 白 島 町 .大 内 町 .津 田 町 ・ 大 川 町

96,104 11,09414 ,232 17,246 10,074 7,715

応 度 町 ・ 寒 川 町 ..長 尾 町

17,4245,953 12,366

愛 娘 周 桑 事 務 組 合 東 予 市 ・ 小 松 町 .丹 原 町

57,143 32,3089,5《)2 15β34

伊 予 消 防 組 合 伊 予 市 ・ 松 前 町 .砥 部 町 .広 田 村 ・ 中 山 町

80,343 27,76923,899 11,658 2,172 6,785

双 海 町

8,059

高 知 香 南 消 防 組 合 赤 岡 町 ・ 香我美町 .野 市 町 .夜 須 町 ・ 吉 川 村

26,570 4,2046 ,166 8,903 5,117 2,180

高 幡 消 防 組 合 須 崎 市 ・ 中土佐町 .窪 川 町 .櫛 原 町 ・ 大野 見村

88,060 31,0509 ,090 19,009 7,011 2,221

東津野村 ・ 葉 山 村 .大 正 町 .十 和 村

4,0805 ,546 4,585 5,468
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高 知 嶺 北 消 防 組 合 大 川 村 ・ 本 川 村 ・ 本山町'

9,679 1,0951,5327,052

㌧

山 田 消 防 組 合 土佐 山 田町 ・ 香 北 町 ・ 物 部 村

35,553 21,8207,0096,724

中 芸 消 防 組 合 安 田 町 ・ 田 野 町 ・ 奈半和町 ・ 北 川 村 ・ 馬 路 村

19,156 5,0314,3235,0842,5842,134

福 岡 飯 塚 地 区 消 防 組 合 飯 塚 市.山 田 市 ・ 桂 川 町 ・ 穂 築 町 ・ 碓 井 町

197,266 75,64315,33411,91223,5956,810

喜 穂 町.筑 穂 町.庄 内 町.穂 波 町 頴 田 町

12,68110,5738,10925,4157,194

田 川 地 区 消 防 組 合 田 川 市.香 春 町.添 田 町.金 田 町 ・ 糸 田 町

163,996 64,23314,91716,8108,6619,876

川 崎 町 ・ 赤 池 町.万 城 町.太 径 町.赤 村

23,1908,7707,5046,2563,779

筑 紫 野 太 宰 府 消 防 組 合 筑紫野市.太 宰府町

65,031・ 38,87626,155

八 女 地 区 消 防 組 合 八 女 市.立 花 町.広 川 町.黒 木 町.上 陽 町

103,953 38,84815,92315,05619,3675,834

星 野 村.矢 部 村

5,4713,445

柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合 柳 川 市.三 橋 町 ・ 大 和 町

82,263 45,78916,80719,667

春 日 大 野 城 消 防 組 合 春 日 市.大 野 城市

75,417 41,59933,816

遠 賀 郡 消 防 組 合 水 巻 町.芦 屋 町 ・ 岡 垣 町 ・ 遠 賀 町

70,468 26,97417,36616,7609・368

糸 島 郡 消 防 厚 生 施 設事務組合 前 原 町.二 丈 町.志 摩 町

56,204 30,66211,53114,011

瀬 高 町 外2町 消 防 組 合 瀬 高 町 ・ 山 川 町 ・ 高 田 町

52,868 27,6426,66218,564

京 築 広 域 組 合 豊 前 市.椎 田 町 ・ 築 城 町.犀 川 町.吉 富 町

98,503 32,(H913,22411,67010,1157・317

藤 山 町.天 平 村 ・ 新 吉富村 ・ 豊 津 町

6,3595,3763,804、8,589

佐 賀 神 崎 地 区 消 防 事 務 組 合 神 崎 町 ・ 千代 田町 ・ 三田川町 ・ 東背振 村 ・ 背 振 村

42,605 16,85411,8878,8385・0263・154

三 瀬 村

2,112

有 田 地 区 消 防 組 合 有 田 町 ・ 西 有田町

28,613 15,1208,111
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道都府県名 組 合 名 構 成 市 町 村 名

佐 賀 唐津 ・東松浦 広域市町村圏組 合 唐 津 市 ・ 浜 玉 町 ・ 七 山 村 ・ 巌 木 町'相 知 町

148,827 74,42110,6243,8088,64711,106

北波多村 ・ 肥 前 町 ・ 玄 海 町 ・ 鎮 西 町 ・ 呼 子 町

4,29911,8067,4688,9447,704

●
鳥栖 ・三養地 区消防 事 務 組 合 鳥 栖 市 ・ 基 山 町 ・ 中 原 町 ・ 北 茂安町 ・ 三 根 町

、 87,001 47,3699,7356,9628,8428,950

上 峰 村

5,143

` 小 城 地 区 消 防 事 務 組 合 小 城 町 ・ 三 日月町 ・ 牛 津 町 ・ 芦 刈 町

・38
,471 15,0967,7768,3057,2g4

長 崎 鳥 原 地 域 広 域 圏 消 防 組 合 島 原 市 ・ 有 明 町 ・ 布 津 町 ・ 口之 津町 ・ 国 見 町

145,841 44,47512,2176,3429,24512,885

西 有家町 ・ 深 江 町 ・.南 有馬 町 ・ 瑞 穂 町 ・ 有 家 町

10,6887,6538,6206,40310,795

'加 津佐町 ・ 北 有馬町

10,4626,056

県 央 地 域 広 域 圏 組 合 諌 早 市 ・ 大 村 市 ・ 多良 見町 ・ 森 山 町 ・ 飯 盛 町

206,181 65,26156,5388,8866,1488,182

高 来 町 ・ 小 長井町 ・ 吾 妻 町 ・ 愛 野 町 ・ 千 々石町

10,7687,7858,7424,3507,119

- 小 浜 町 ・ 南 串山町 ・
16,4835,919
■

壱 岐 郡 町 村 組 合 郷 浦 町 ・ 勝 本 町 ・ 芦 辺 町 ・ 石 田 町

42,983 15,5689,16412,5785,763

'下五島地域 広域 市町村圏 組 合
福 江 市 ・ 富 江 町 ・ 玉 ノ浦町 ・ 三井楽町 岐 宿 町

68,649 33,44210,0384,3907,3216,889

奈 留 町

6,569

松 浦 地 区 消 防 組 合 松 浦 市 ・ 由 平 町 ・ 鷹 島 村 江 迎 町 ・ 鹿 町 町

53,588 25,8109,0244,5017,8876,375

熊 本 阿 蘇 中 部 消 防 組 合 一 宮 町 ・ 阿 蘇 町 ・ 産 山 村 ・ 波 野 村

38,295 11,65521,5512,4172,672

本 郷 地 区 消 防 組 合 本 渡 市 ・ 有 明 町 ・ 新 和 町 ・ 五 味 町

67,527 39,3158,1716,09913,942

● 菊 地 西 部 地 区 消 防 組 合 合 志 町 ・ 沼 水 町 ・ 西合志 町

28,834 8,7069,18310,945

有 明 消 防 組 合 荒 尾 市 ・ 玉 名 市 ・ 岱 明 町 ・ 横 島 町 ・ 天 水 町

175,237 55,45242,68112,3586,3158,000
'

玉 東 町 ・ 菊 水 町 ・ 三加 和村 ・ 南 関 町 ・ 長 州 町

6,4037,8697,79714,27314,084

大 津 町 外2町 消 防 組 合 大 津 町 ・ 菊 陽 町 ・ 益 城 町

48,121 18,32210,88118,918
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大 分 日rl1玖 珠 広 域 巾町 村圏'封務 組合 日 田 市 ・ 九 重 町 中 津江 村 ・ 玖 珠 町 前 津江 村

127,254 64188616,3242.87023・8282β80

上津 江村 ・ 大 山 町 ・ 天 瀬 町

2,254511189,614

」

大 野 郡 東 都 消 防 組 合 野 津 町 ・ 三 重 町 ・ 犬 飼 町 ・ 清 川 村 ・ 千 才 村
'

54,210 12,54419,3585,827411543,259
'

大 野 町

9,068

高 田地 区 救 急 業 務 事 務組 合 後 高 田 市 ・'大 田 村 ・ 真 玉 町 ・ 香 々地 町
'

36,631 22,8663,0705,3885,307

一

東 国 東 消 防 組 合 国 見 町 ・ 国 東 町 ・ 武 蔵 町 ・ 安 岐 町 ・ 姫 島 村

49,943 8,49719,6576,13512,2323,422

佐 伯 地域 広 域 市 町 村 圏 組 合 佐 伯 市 ・ 上 浦 町.・ 弥 生 町 ・ 本 匠 村 ・ 宇 目 町

96,667
50'6984 ,2177.0243,2016,337

直 川 村 ・ 鶴'見 町 ・ 米水津町 ・ 蒲 江 町

3・7756,022
.3,18712,306

竹 由 直 入 大 野 西 部 消 防 組 合 竹 田 市 ・ 緒 方 町 ・ 朝 地 町 ・ 荻 町 ・ 久 住 町

59,519
27。12810 ,8195,8275,1556,606

直 入 町

3,984

宮.崎 都 城 北 諸 県 消 防 組 合 都 城 市 ・ 三 段 町 ・ 山之 口町 ・ 高 城 町 ・ 山 口,町

172,288 114,80214,6997,07213,0649,037

高 崎 町

13,614

東 児 湯 消 防 組 合 高 鍋 町 ・ 新 富 町 ・ 木 城 町 ・ 川 南 町 ・ 都 農 村

7L508 19,77016,5146,03116,70712,479

小 林 地 区 消 防 事 務 組 合 えびの市 ・ 小 林 市 ・ 野 尻 町 高 原 町 ・ 須 木 村

94,185 28,97238,6749,71912,7984,022

鹿 児 島 指 宿 地 区 消 防 組 合 指 宿 市 ・ 山 川 町 ・ 開 聞 町 ・ 頴 娃 町

75,708 31,47211,9659,39519.832

国 分 市 外2町 消 防 組 合 国 分 市 ・ 隼 人 町 ・ 霧 島 町

60,557 29,72924,1416,687

姶 良 郡 西 部 消 防 組 合 加治 木町 ・ 姶 艮 町 ・ 蒲 生 町 ・ 溝 辺 町

58,054 18,71623,6059,2876,446

市190

288組 合1481市 町 村 町11024

村267
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別紙1-(6)

救 急 業.務委 託 市町 村 一 覧 表

昭和48年4月1目 現 在

都 道 受 託 委 託 市 町 村 の 状 況

市 町 村 人 口

救急出 搬 送 交通事故件
数(人 身事
故を伴 った 委託内容 委託区域 委託年月 日

備 考

府 県 市 町 村 場件数 人 員 もの)

山 形 山 形 市 山 辺 町 14,825 13 10 22 救急のみ 全 部 45,10.1

中 山 町 11,597 22 21 22 〃 〃 〃

尾花沢市 大石 田町 11,799 27 16 24 救急のみ 全 部 45.5.1

茨 城 水 戸 市 内 原 町 12,935 38 48 77 救急のみ 一 部 45.6.29

常 澄 村 9,094 50 58 94 〃 〃 〃

土 浦 市 阿 見 町 24,907 93 94 114 救急のみ 全 部 43.12.3

牛 久 町 19,372 22 24 167 〃 一 部 44.4.1

桜 村 8,942 56 55 56 〃 全 部 〃

新 治 村 8,355 45 48 56 〃 〃 43.12.3

千代田村 13,680 27 27 138 〃 一 部 44.4.1

出 島 村 16,582 54 52 62 〃 全 部 43.12.3

古 河 市 総 和 町 24,999 348 369 262 救急のみ 全 部 46.1.1

三 和 町 18,487 94 99 127 〃 〃 〃

境 町 1,773 18 15 148 〃 〃 〃

北川辺町 7,694 63 71 48 〃 〃 〃

石 岡 市 玉 里 村 5,445 39 40 49 救急のみ 全 部 46、4.1

千代田村 13,680 111 142 138 〃 一 部 〃
土浦市へも
委託

美野里村 14,872 112 150 160 〃 全 部 〃

龍ケ崎市 牛 久 町 19,372 135 125 167 救急 のみ 一 部 46.4.1 土浦市へ も
委託

利 根 町 8,262 25 21 41 〃 全 部 〃

新利根村 8,621 25 33 59 〃 〃 〃

河 内 村 11,720 21 22 45 〃 〃 〃

水海道市 守 谷 町 12,300 5 5 48 救急のみ 全 部 46.10.1 交通事故
特殊災害

谷和原村 9,901 40 56 64 〃 〃 〃 のみ

高 萩 市 十 王 町 9,646 82 80 57 救急のみ 全 部 46.4.1

取 手 市 守 谷 町 12,300 48 47 64 救急のみ 全 部 46.4.1
水海道市へ
も委託

岩 井 市 猿 島 町 13,640 33 35 65 救急のみ 全 部 47.4.1

境 町 21,773 10 6 114 〃 一 部 48.L1

藤 代 町 伊 奈 村 11,171 10 8 61 〃 全 部 47.7.1

栃 木 小 山 市 野 木 町 11,983 73 75 128 救急のみ 全 部 44.10.1

藤 原 町 栗 山 村 3,142 4 5 27 〃 〃 47、7.1
〉
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都 道 受'託 委 託 市 町 村 の 状 況

市 町 村 人 口

救急出 搬 送 交通事故件
数(人 身事
故を伴った

委託内容 委託区域 委託年 月日
備 考

府 県 市 町 村 場件数 人 員 もの)

群馬県 桐 生 市 大間々間 19,751 125 108 130 消防全部 全 部 45,4.1

薮塚本町 8,876 63 59 54 〃 一 部 〃

笠 懸 村 9,404 143 177 109 〃 全 部 〃

新 里 村 9,434 36 43 46 〃 〃 〃

東 村 5,814 11 11 24 〃 〃 〃 勢多郡

黒保根村 3,914 10 8 9 〃 〃 〃

太田地区
消防組合

藪塚本町 8,876
一 一 一

救急のみ
一 部 〃 桐生市へ も

委託
富岡甘楽広
域市町村 圏 吉 井 町 17,993 88 67

一 救急のみ 全 部 45.7.1

整備組合

沼 田 市 水 上 町 8,904 27 30 34 救急のみ 全 部 44.4.1

月夜野町 11,103 48 49 90 〃 〃 〃

新 治 村 9,211 52 48 123 〃 〃 〃

昭 和 村 8,590 28 26 17 〃 〃 〃

白 沢 村 3,125 27 35 29 〃 〃 〃

川 場 村 4,109 9 10 8 〃 〃 〃

利 根 村 7,288 17 18 38 〃 〃 〃

片 品 村 6,754 20 19 43 〃 〃 〃

東 京 東京消防庁 立 川 市 117,057 2,392 2β57 360 消防全部 全 部 35,4.1 消防 団に か
か るもの な

国 立 市 59,709 1,248 1,230 147 〃 〃 〃 らびに水利
施設の設 置

昭 島 市 75,662 1,560 1,537 304 〃 〃 〃 管理に関す
るもの を除

小金井市 94,448 1,387 1,392 292 〃 〃 〃 く

小 平 市 137,373 2,035 2,042 520 〃 〃 〃

国分寺市 81,259 1,203 1,207 273 〃 〃 〃

武蔵野市 136,959 2,165 2,006 530 〃 〃 〃

田 無 市 58,466 926 858 248 〃 〃 〃

保 谷 市 86,194 1,368 1,270 312 〃 〃 〃

三 鷹 市 155,693 2,077 1,947 583 〃 〃 〃

調 布 市 157,488 2,780 1,569 637 〃 〃 〃

府 中 市 163,173 2,870 2031 653 〃 〃 〃

日 野 市 98,557 1,991 1,865 170 〃 〃 〃

町 田 市 202,801 4,477 4,279 743 〃 〃 〃

八王子市 253,527 5,363 4,938 1,686 〃 〃 〃

青 梅 市 70,954 1,276 1,233 226 〃 〃 〃

東村山市 96,545 1,483 1,398 422 〃 〃 〃

' 福 生 市 37,938 762 737 245 〃 〃 48.4.1,

瑞 穂 町 17,687 201 237 137 〃 〃 〃

羽 村 町, 22,783 393 391 104 〃 〃 〃
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都 道

府 県

受 託

市'町 村

委 託 市 町 村 の 状 況

備 考
市 町 村 人 口

救急出

場 件数

搬 送

人 員

交通事故件
数(人 身事
故を伴った
もの)

委託内容 委託区域 委託年 月日

神奈川 湯河原町 真 鶴 町 10,284 197 204 47 消防全部 全 部 41.6.1

福 井
鯖江・円生
消防組合

宮 崎 村 4,011 2 2 12 救急のみ 全 部 47,4.1

岐 阜 岐 阜 市 穂 積 町 15,319 139 135 131 消防全部 "
、

〃

静 岡 浜 松 市 可 美 村

雄 踏 町

舞 阪 町

11,131

11,420

10,489

60

34

29

53

32

23

89

40

117

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

沼 津 市 清 水 町 21,035 133 107 185 救急のみ 全 部 46.3.30

藤 枝 市 ,大井川町

岡 部 町

16,812

10,032

50

61

41

51

67

59

救急のみ

〃

全 部

〃

46.4.1

〃

三 重 桑 名 市 多 度 町 10,614 79 83 47 消防全部 全 部 45.4.1

津 市 河 芸 町

芸 濃 町

安 濃 町

香良洲町

美 果 村

14,287

8,881

7,605

5,663

4,522

一

ー

ー

ー

一

一

ー

ー

ー

一

78

42

19

13

12

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

48.4.1

〃

〃

〃

〃

大 阪 泉 南 、市 阪 南 町

岬 町

28,322

20,684

323

253

273

205

101

149

救急のみ

〃

全 部

〃

46」0.10

〃

岡 山 倉 敷 市 早 島 町

船 穂 町

金 光 町

8,352

7,148

11,361

31

17

29

30

13

29

47

15

59

消防全部

〃

〃

全 部

〃

〃

47.4.1

〃

〃

玉 野 市 灘 崎 町 8,993 45 55 61 消防全部 全 部 47.6.1

総 社 市 真 備 町

清 音 村

山 手 村

12,563

3,034

2,367

一

ー

一

一

ー

一

92

33

16

消防全部

〃

〃

全 部

〃

〃

48.4.1

広 島 広 島 市 安 芸 町 12,278 272 254 53 消防全部 全 部 47,1.1

海田地区

消防組合
熊 野 町

熊野跡町

14,884

1,294

49

3

45

3

65

2

救急のみ

〃

全 部

〃

47.4.1

山 口 山 口 市 小 郡 町 16,063 201 『217 245 救急のみ 全 部 46.8.10

防 府 町 徳 地 町

秋 穂 町

12,506

9,121

28

23

33

20

54

36

救急のみ

〃

全 部

〃

46.10.15

〃

山 陽 町 橘 町 8,306 53 40 30 救急のみ 全 部 46,4.1

香 川 高 松 市 綾 上 町

綾 南 町

国分寺町

8,605

13,947

11,419

一

一

一

一

ー

一

33

105

112

救急のみ

〃

〃

全 部

〃

〃

48,4.1

〃

〃

高 知 ‡ 佐 市 春 野 町 13,527 _」 一 102 消防全部 一 部 48.2.22
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都 道 受 託 委 託 市 町 村 の 状 況

救急出 搬 送 交通事故件 備 考

市 町 村 人 ロ
数(人 身事
故 を伴った

委託内容 委託区域 委託年 月日

府 県 市 町 村 場件数 人 員 もの

福 岡 甘 木 市 三 輪 町 9,029 28 30 97 救急のみ 全 部 46.10.1

久留米市
久留米広
域組合

154,449 123 111 1,146 消防全部 全 部 47,1.1

(小 郡 市) (30,469)

(田主丸町) (23,106)

(浮 羽 町) (19,217)

(吉 井 町) (18,084)

(城 島 町) (14,057)

(大 木 町) (12,885)噛

(大刀洗町) (12,769)

(三 潴 町) (12,123)

qヒ 野 町) (11,739)

長 崎 長 崎 市 三 和 町 8,007 2 2 0 消防全部 全 部 47.4.1

長 与 町 14,008 37 34 22 〃 〃 〃

時 津 町 12,493 35 32 12 〃 〃 〃

琴 海 町 7,347 1 1 1 〃 〃 〃

伊万里市 福 島 町 6,296
一 一 一 消防全部 全 部 48,4.1

佐世保市 東彼杵町 10,713 一 一 一 消防全部 全 部 48,4.1

'

川 棚 町 13,409 一 一 一 〃 〃 〃

波佐見町 14,673
一 一 一 〃 〃 〃

小値賀町 7,552 一 一 一 〃 〃 〃

宇 久 町 8,048
一 一 一 〃 〃 〃

小佐々町 6,729 一 一 一 〃 〃 〃

佐 々 町 10,987
一 一 一 〃 〃 〃

吉 井 町 6,242
一 一 一 〃 〃 〃

世知原町 4,757 一 一 一 〃 〃 〃

西 彼 町 g,830 一 一 一 〃 〃 〃

西 海 町 10,490 一 一 一 〃 〃 〃

大 島 町 6,77g 一 一 一 〃 〃 〃

崎 戸 町 4933
一 一 一 〃 〃 〃

受託綱 ρ 委託市町村一 ・訳{鰭
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付録3通 信 回線の利用 と電波の割当て に関する法規等

5-1通 信回線 の利用に関す る法規等

(1)有 線電気通信設備設置届書の一例

別紙様式第一
1

有 線 電 気 通 信 設 備 設 置 届

^年 月

郵 政 大 臣 『 殿

届 出 者 郵 便 番 号

住 所(法 人 に あ っ て は,本 店 又 は

主 た る事 務 所 の所 在地)

(ふりがな)

氏 名(法 人 に あ っ て は,商 号又 は

名 称 及 び代 表 者 の氏 名)

日

⑳

有線電気通信設備を設置するので,有 線電気通信法第3条 第1項 の規定に基づき,別 紙の書類を

添えて届け出ます。

■

,

別紙 様 式 第 二

事 項 書

1.有 線 電 気 通 信 の 方 式

注 「音 声 周 波 電 話(自 動 交 換)」,「 電 信 」,「 テ レ ビジ ョン(音 声 複 合)」 等 の よ うに

記 入 す る こ と。

2.通 信 事 項

注 「自家 通 信 」,「 電 気 供 給 に 伴 う電 気 設 備 の 保 安 及 び電 力 需給 調 整打 合 せ 」等 の よ うに

記 入 す るこ と。

3.設 備 の 設 置 の 場 所

(1)機 械(申 継 増 幅 器 を 除 く。)

注 機 械 の 種 別 ご と に 「(何)県(何)市(何)町(何)丁 目(何)番(何)号(何)内 」

等 の よ うに 記 入 す る こ と。

(2)線 路(中 継 増 幅 器 を含 む。)及 び付 近 の他 の有 線 電 気 通 信 設 備,強 電 流 露 線路,道 路,鉄 道,

軌 道 等 の 位 置

注 地 図 又 は これ に 類 す る もの に 記 入 す る こ と。

(3)設 備 と付 近 の 他 の 施 設 との関 係
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ア 架空電線等との関係

設 備

関
付近の 係
他の施設

架空電線の
支 持 物

架 空 電 線

備 考

接 近
最 短 距 離

接 近
最 短 距 離

交 さ
最 短 距 離

架 空 電 線 m m m

架電
空線
強
電
流

低 圧

高 圧

特 別 高 圧

建 造 物

そ の 他

注 「備 考 」欄 に は,「 双 方 共 絶 縁 電 線 」,「 当方 絶 縁 電線 相 手 方 裸 線 」,「 相 手 方

3,300V」,「 特 高 線 な し」,「 当方 保 護 網 設 置」 等 の よ うに 記 入 す る こ と。

イ 道 路 等 との 関係

付近の
他の施設

設 備 架 空 電 線

備 考関
係

道路 鉄道又は軌道上
の最低の高さ

道 路 m

鉄 道 又 は 軌 道

そ の 他

注 「備 考 」 欄 に は,

4.設 備 の概 要

(1)機 械

ア 交 換 機

「歩 道 と車道 との 区 別 があ る道路 」等 の よ うに記 入す る こ と。

型 式 回 線 容 量 台 数 製 造 者 備 考

()

注()内 は実 装 を記 入 す る こ と。

イ 増 幅 器(中 継 増幅 器 を 含 む 。)

型 式 台 数 定 格 出 力 レベ ル 製 造 者 備 考

W又 はdBm
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,

ウ 端末機器

品 名 型 式 台 数 製 造 者 備 考

工 保安装置

型 式 台 数 製 造 者 備 考

オ そ の 他

② 線 路

ア 線 条

架 空,地 下,

水 底 の 別
線 種

対 数

又 は 容 量

・ ■

こ う 長 延 長 備 考

km km

計

注1.線 種 につ い ては,「0・65CCP-SS」,「0.9SD」 等 お もな もの を具 体 的

に 掲 げ,そ れ 以 外 は 「その 他 」 とす る こ と。

2.「 延 長 」 とは,「 こ う長 」 に 条数 を乗 じた もの とす るこ と。

イ 電 柱

種 類 数 量

共架電柱の相手万別数量

備 考日 本 電 信
電 話 公 社

電気事業者 そ の 他

木 柱 本 本 本 本

コ ン ク リ ー ト 柱

鉄 柱

そ の 他

計

注1.「 数 量 」 欄 に は,共 架 電柱 以外 の電 柱 の本 数 を記 入 す るこ と。

2.共 架 電柱 を除 く木柱 に つ い て は,長 さが6メ ー トル以下 で あ る もの及 び 長 さが

6メ ー トル を こ え る もの で あ って元 口 か ら6メ ー トルの位 置 に お け る横 断 面 の最

も長い 部 分 の 長 さが10セ ン チ メ ー トル以 下 で あ る もの の本 数 を 「備 考 」欄 に 再掲

す るこ と。
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(3)線 路 の 電圧

注 実 効 値 に よ らな い場 合 は,そ の 旨 を付 記 す る こ と。

(4)線 路 に送 る電 力

通信回線の種別 周 波 数 の 別 電 力 備 考

'

注1.「 通 信 回線 の種 別 」欄 に は,「 音声 周波 を使 用 す る有 線 ラジ オ放 送 設 備 の通 信 回

線 」,「 強 電 流 電 線 に 重畳 され る通 信 回線 」等 の よ うに 記 入 す る こ と。

2.「 周 波 数 の 別 」 欄 に は,「 低 周 波 」,「 音 声 周 波 」 又 は 「高 周 波 」 と記 入 す る こ

と。

3.電 力 の 単位 は,有 線 電気 通 信 設備 令 施 行規 則(昭 和46年 郵 政 省 令 第2号)第3条

第2項 第1号 又 は 第2号 に 掲 げ る通 信 回線 に あ っ て は 「ワ ッ ト」 と し,そ の他 の 通

信 回線 に あ っ ては 「デ シベ ル」 とす るこ と。

4.通 信 回線 が有 線 電 気 通 信 設 備 令 施 行 規 則 第2条 第1項 第4号 か ら第8号 ま でに 掲

げ る場 合 に 該 当 す る もの で あ る と きは,そ の 旨 を 「備 考 」欄 に記 入す る こ と。

⑤ その他

5.工 事 開 始 及 び設 置の 予定 期 日

注 工 事 を要 しな い と きは,設 置 の 日を記 入す るこ と。

6.そ の 他 参 考事 項

備 考 回線 図 を添 付 の こ と。

一286一
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(2)寛 々公 社 の 提 供 す るサ ー ビス等

専用回線 ・特定通信 回線サ ービスの品目
4

区1 品 名

別 規 格 種 別
内 容 主 な 用 途 旧 名 称

A規 格 A-1 直流 方式に よる50ピ ッ 符 号 伝 送.デ ー タ伝送, 市内専用ま
(120ヘ ル
ツ)

〔50ピッ ト
/秒 直 流符

ト/秒 以下の符号伝送
が可能なもの

遠隔制御.遠 方監視 たは市外専
用の普通第

号伝送) 1規 格第1
種

B規 格 B-1 直流方 式に よる100ピ 符 号 伝 送,デ ー タ伝 送, 市内専用ま
(240ヘ ル 〔100ピ ッ ト ット/秒 以下の符号伝 遠隔制御,遠 方監視 たは市外専

専 ツ) /秒 直流符 送 が可能なもの 用の普通第
号伝送) 1規 格第2

用 種

回 C規 格 C-2 交流方式による200ピ デー タ伝送 市内専用ま
(400ヘ ル (200ビ ッ ト ット/秒 以下の符号伝 たは市外導

線 ツ). /秒 交流符 送が可能なもの 用の普通第

サ
号伝送) 2規 格

1 D規 格 D-1 通 常03キ ロヘ ルツか 通 話,デ ー タ伝 送,心 市内専用ま
(3.4キ ロ (帯域使用) ら3.4キ ロ ヘ ル ツ ま で 電 図伝送,手 書 伝 送, たは市外専

ピ ヘル ツ) の周波数帯域を伝送す 模写伝送 用の普通第
るこ とが可 能な もの 3規 格 第1

ス 種

ま
D-2 通常の音声伝送が可能 通話

た ㊥ (音声伝送) なもの

は
D-3 模写伝送が可能なもの 模写伝送

特 ⑰ (模写伝送) .

{

疋
D-5 交流方 式 による1,200 デー タ伝送

通 (1,200ピ ツ ピット/秒 以下の符号
ト/秒 交流 伝送が可能なもの

信 符号伝送)

回 D-7 交流 方式 による2,400 デー タ伝 送 市内専用ま
(2,400ピ ・ソ ピ ット/秒 の符号伝送 たは市外導

線 ト/秒 交流 が可能 なもの 用の普通第
符号伝送) 3規 格第2

サ 種

D-10 写真伝送が可能なもの 写真伝送 市内専用ま|
㊥ (写真伝送) たは市外専

ピ
用の普通第
3規 格 第1

D-11 音楽放送が可能なもの 音楽放送(BGM) 種ス
⑰ (音楽放送)

E規 格 E-] 通常100ヘ ルツか ら5 ラ ジ オ(AM)放 送 中継 市外専用の
(5キ ロ へ (AM放 送) キ ロヘ ル ツまでの周波 放送第1規
ル ツ) ⑰ 数帯域を伝送すること

が可能なもの
格

.

曹 吐

.

区 品 名
'

内 容 主 な 用 途 旧 名 称
別 規 格 種 別

F規 格 F-1 通常50ヘ ル ツから10キ ラジオ(AM倣 送中継 市外専用の
(10キ ロ (AM放 送} ロヘ ルツ までの周波数 放送第2規

ヘ ル ツ) 帯域 を伝送す るこ とが 格 または放
⑨ 可能 な もの 送第3規 格

惇 1規 格 1-1 通常48キ ロヘ ルツの周 通話 、写真伝送,模 写 広周波数帯
川 (48キ ロ (帯域使用) 波数帯域を伝送するこ 伝送 、 データ伝 送,新 域専用の広
回 ヘ ルツ) とが可能 な もの 聞紙面伝送 帯域第1規
線
サ

格

1 1-2 写真伝送および模写伝 写真伝送、模写伝送
ピ (写 真 ・模 送が可能なもの 新聞紙面伝送
ス 写伝送)

⑰

よ
ち
託
ピー↑
'

ノ

J規 格
(240キ ロ

ヘ ルツ)

」-1

(帯 域 使用)
通常240キ ロヘ ルツの
周波 数帯域 を伝送 す る
ことが可能 な もの

通 話,写 真伝 送,模 写
伝 送,デ ー タ伝 送,新

聞紙面 伝送

広周波数帯
域専用の広
帯域第2規

通 格
信
回 」-2 写真伝送および模写伝 写 真伝送,模 写伝送 、
線 (写 真 ・模 送が可能なもの 新聞紙面伝送
サ 写伝 」些)
ー

ピ
⑨

ス L規 格 L-1 白黒映像信号および音 白黒 テ レビジ ョン放送 テ レ ピ ジ ョ

(4メ ガ (白黒映像 響 を伝 送す ることが可 中継 ン中継専用
ヘ ルツ) 伝送) 能 なもの 第1規 格

L-2 カラー映像信号 お よび カ ラー テ レビジョン放 テ レ ピ ジ ョ

(カ ラ ー一晩 音響 を伝送す るこ とが 送中継 ン中継専用
像伝送) 可能なもの 第2規 格

⑰

無線設備(無 線電信機, 自動車.船 舶.飛 行機

無 線 専 用 無線電話機等およびこ
れに付属する連絡線)

等と基地局 との通信
『

の専用

専試 12キ ロヘ ルツ帯 に よる 地方自治体の住民票等.
用行

回サ
高速模写伝送サー ビス 高速模写伝送 を行 なう

もの

一般企業の各種伝票の

伝送等 一
線1
サピ
1ス 4メ ガヘ ルツ帯に よる 書類照合,遠 方監視,
ビ

ス

の

映 像 伝 送 サ ー ビ ス
映像伝送を行なうもの 交差点監視等

一

(注)⑨ は専用 回線 サー ビスと して提供 する もの を示 す。 特 に表示の ない ものは,専 用

回線 サー ビ スお よび特定通 信回線サ ー ビスの 双方 に提供 する もの である。(以 下同
じ。)
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サ ー ビ ス 品 目.別提 供 条 件 等

A-1

品

目
A-1(50ピ ット/秒直 流符 号 伝 送)

[専用お よび特定通信回線サービス]

用
途

.

符号伝送
データ伝送
遠隔制御遠方監視

端

末
機
器

直
営
に

限
る
も
の

直 れ

営 で
・も

自 よ

営 い
い も

ず の

自
営
に
よ
る
も
の

電子計算機'

符号伝送機器

デー タ伝送装置

遠隔制御装置

遠方監視装置

提
供
条

件

① 変 復調 装 置 は必 要 と しな い。

② 混合 使 用 は で きな い。

③ 回線 保護 装 置 を設 置 す る。

④ 引込 線 は2線 式 構 成 であ る。

⑤ 分岐 につ い て の条 件 は220ベ ー ジの とお りで あ る。

新
規
架

設
費

-端 末 機 器 等
, 課 金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引込線2線 式

回線保護装置

1引 込線 ご とに

1台 ご とに =
20,000円

一

一

5,500円

回

線

専

用

料

(

月
.

額
)

距 離 区 分 一 般
警察・消防 新聞・放送 距 離 区 分 一 般 警察・消防・新聞・放送...

1ふ までのもの' 550円 550円 5駒円 120ムまでのもの 49,000円 16,慨 円 27,000円

2方 950 950 950 160・ 57,000 19,000 3LOOO

3" 1,300 1,300 1,300 200・ 68,000 田,000 38,000

4, 1,700 1,700 1,700 240" 79,000 拓,000 44,000

5, 2,100 2,100 2,100 300・ 91,000 30,000 50,000

7" 2,500 2,500 2,500 舗0" 104,㎜ 34,000 57,000

10' 4,60D 2,900 3,500 420' 117,000 39,000 64,000

15" 7,200 3,500 5,400 500・ 132,000 44,00D 73,000

20. 11,000 4,000 8,000 600・ 151,000 50,000 83,000

30" 15,000 4,800 11,㎜ 750・ 178,000 59,㎜ 98,000

40" 加,ooo 6,400 15,000 900. 210,㎜ 69,000 116,㎜

60" 24,000 8,000 18,000 1,100. 248,000 82,000 136,000

80" 28,000 9,00D 21,000 1,500・ 312,000 103,000 172,000

Iooσ 43,000 14,000 24,000 1500ら こえるもの 377,000 1別,000 207,000

機械

専
用
料(
月
額一

`

B-1
-

品
目

B-1

(100ピ ット/秒直 流 符号 伝 送)
[専用および特定通信回線サー ビス]

用
途

符号伝送

デー タ伝送

端
末

機
器

直
営
に

限
る
も
の

直 れ

営 で
・も

自 よ

営 い
い も

ず の

自
営
に
よ
る
も
の

電子計算機

符号伝送機器

デー タ伝送装置

提

供
条
件

① 変復 調装 置 は必 要 と し ない。

② 混 合使 用 は で きな い。

③ 回 線 保護 装 置 を設 置 す る。

④ 引 込 線 は4線 式 構 成 で あ る。

⑤ 分 岐 につ い て の条 件 は220ペ ー ジの とお りで あ る。

新
規

架
設
費

端末機器等 課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引込線4線 式

回線保護装置

1引 込線 ご とに

1台 ごとに =
4b,000円

一

『

5,500円

回

線

専

用

料

(

月

額
)

距 離 区 分 一 般 警察・消防 新聞・放送 距 離 区 分 一 般 警察消防 新聞・放送

1ふまでのもの 700 700 700 120ふ までのもの 65,000 21,000 36,000

2" 1,200 1,200 1,200 160ρ 76,000 25,000 42,00D

3. 1,800 1,800 1,800 200・ 91,000 30,000 50,000

4" 2,300 2,300 2,300 240・ 106,㎜ 35,000 駆.000

5" 2,900 2,900 2,900 300" 121,000 40,000 67,000

7" 3,400 3,400 3,400 360' 139,000 46,000 76,000

10" 6,100 4,㎜ 4,600 420・ 156,000 51,000 86,㎜

15ρ 9,600 4,600 7,loo 500' 176,000 58,㎜ 97,000

20σ 14,000 5,400 11,000 600' 加2,000 66,000 111,000

30" 20,000 6,400 15,000 750" 幻7,000 78,000 131,000

40" 26,000 8,600 20,㎜ gooρ 280,000 92,000 154,000

60・ 31,000 10,0悦 24,000 1,100・ 330,000 Io9,㎜ 182,㎜

80" 37,000 12,000 27,000 1,500・ 416.㎜ 137,000 229,000

100' 57,000 19,000 32,000 1,蜘 こえるもの 502,000 166,000 276,000

機
械
専
用
料(
月
額
)

, .■
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C-2

品

目
C-2(200ピ ット/秒交 流符 号 伝送)
[専用お よび特定通信回線サー ビス]

用
途 デー タ伝 送

端
末

機
器

直
営
に
限
る
も
の

変復調装 置 直 れ営
で

・も

自 よ

営 い
い も

ず の

自
営
に
よ
る
も
の

電子計算機

符号伝送機器

デー タ伝送装置

提
供
条

件

① 混合使 用 は で きな い。

② 引込 線 はヶ ー プ ル区 間 に お い て使 用 す る場 合 は2線 式構 成,搬 送

区 間 にお い て使 用 す る場 合 は4線 式 構 成 で あ る。

③ 分岐 につ い て の 条件 は220ペ ー ジ の とお りで あ る。

新
規
架
設

費

端末機器等 課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引 込 線2線 式

4線 式

変復調装置2線 式
4線 式

1引 込線 ご とに

〃

1台 ご とに

"

=
270,000円

240,000円

20,000円

40,000円

二.

.=
5,000円

5,000円

回

線

専

用

料

(

月

額
)

距 離 区 分 一 般 警察・消防 新聞・放送 距 離 区 分 一 般 警察・消防 新聞・放送

1㎞ までのもの goo円 goo円 醐 120ムまでのもの 82,000円 27,(噺 45,000円

2" 】,600 1,600 1,600 160・ %,ooo 32,㎜ 53,000

3" 2,300 2,300 2,300 200" 114,㎜ 鵠,000 63,000

4・ 2,900 2,900 2,900 240" 133,000 44,000 73,000

5・ 3,600 3,600 3,600 300・ 153,000 50,㎜ 別,ooo

.7・ 4,300 4,300 4,300 360" 175,000 頴000 %,000

10・ 7,700 5,000 5,900 420" 197,000 65,000 108,㎜

15" 12,000 5,900 9,000 500万 222,000 73,000 12,000

勿 ・ 18,000 6,800 14,000 600' 254,000 況,000 140,000

30・ 25,000 8,000 19,000 750' 299,000 99,000 165,000

40n 33,㎜ 11,000 25,000 900" 353,000 117,㎜ 194,㎜

60" 40,000 13,000 30,000 1,100・ 416,00D 137,000 229,000

80" 46,000 15,000 35,000 1,500・ 524,000 173,000 銘8,000

100・ 72,000 24,000 40,000 1,500ふ こえるもの 632,000 209,000 348,㎜

機

尊
爵
(.

月琶

変復 調 装 置2線 式1台 ご とに6,500円

4線 式 〃6,000円

◎

D-1

品

目
D-1(帯 域 使 用)

〔専 用 お よ び特 定 通信 回 線 サ ー ビス]、

用
途

,

使 用 方 法 を特 に指定 しない

端

末
機
器

直
営
に

限
る
も
の

直 れi

営 でs
・も

自よ

営 い
い も

ず の

自

営
に

よ
る

も
の

変復調装置
電子計算機
符号伝送機器
デー タ伝送装置
遠隔制御装置
遠方監視装置

提
供

条
件

① 周波 数帯 域 が3.4キ ロヘ ル ツの 回線 を提 供す る。

② 端 末機 器 は 自営 に限 る。

③ 回 線保 護 装 置 を設 置 す る。

④ 分 岐 につ い て の条 件 は220ペ ー ジの とお りで あ る。

新
規

架
設
費

端 末機 器 ・等 課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引込線2線 式

4線 式

回線保護装置

1引 込線 ご とに

〃

1台 ご とに

一

=

20,000円

40,000円

一

二
5,500円

回

線

専

用

距 離 区 分 一 般
警察・消防 新聞・放送 距 離 区 分 一 般i警 察・消防1新 聞・放送

1㎞までのもの 2,000円 2,000円 2,000円 120ね までのもの 182,00α160.00θ1 100.000111

2" 3,500 3,500 3,500 160犀

"

213,00070,000 117,000

3・ 5,000 5,000 5,000 200帰 254,00084,000 140,①00

4・ 6,500 6,500 6,500 240, 296,000 98,000 163,000

5・' 8,000 8,000 8,000 300r 340,000 112,000{187,000

7'・ 9,500 9,500 9,500 360犀 389,000 1田,00川214,000

10" 17,000 11,000 13,000 420" 1437,000 144,000 240,000
料

(

月

額
)

15・ 27,000 13,㎜ 20,000 500・ 巨93,000 163,000 271,000

20・ 40,000 15,000 30,000 600'1託5,伽11卵,000 311,000

30・ 55,000 18,000 41,000 750・i舗5側1219卿 366,000

40" 73,000 .24,000 55,000 900'i785,000
1259

,000 432,000

60'「 88卿i酋,ooo 66,000 1,100"
1
925,000 305,000 509,000

80" 103,000 34,000 η,000 11,500・ 1,165,㎝ 384.000・ 64i,000

100" 161,000 53,000 89,000 ll蜘 ・こえるもの 1,405,000 肪4,。。。1773,000
, .

D規 格の時間専用 にかかる専用料は次のとお りであ る。(以下D規 格において同 じ。
① 基本回線専用料…加入電話に より待時通話 を行なった場 合の通話料 の3倍
② 端末回線専用料…1引 込線 ごとに1.000円

機

劉
料 .



N
Φ
O

D-2

品

目
D-2(音 声 伝 送)

[専用回線サー ビス]

用
途

通話

端

末
機
器

直
営
に

限
る
も
の

セ ン トレッ クス

専 用回線 自動交換 機

直 れ

営 で
・も

自 よ

営 い
い も

ずの

電話機

PBX

自
営
に
よ
る
も
の

ス ピー カ付電話機
』4線式 電話 機

提

供
条
件

① 端 末機 器 が セ ン トレ ック ス ま たはPBXの 場 合 は 、受 付 台 に収 容
す るか 、 あ る いは 内線 電 話 機 に直 接 接 続(ト ール ダ イヤ ル接 続)す

る こ と'がで きる。

② 変 復 調装 置 を設 置 した デ ー タ伝 送 との ・ また は分 割 使 用 に よ る混
合使 用 は で きな い。

③ 分 岐 につ い て の条 件 は220ペ ー ジの とお りで あ る。

新

規
架
設
費

端 末機器等
一

課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引込 線2線 式

4線 式

電話 機

専用回線自動交換機{1主)

トー ル ダイヤ ル装置
〔注ノ

1引 込線 ご とに

〃

1台 ご とに

1回 線 ご とに

1装 置 ご とに

自動交換機に よりダイヤル接続 を行 なう場合に用 いる。

一

一

10,000円

別 に定 め る額

i一

20,000円 '

40,000円

一

一

28、000円

=
一 「

別に定める額
一

回

線

専

用

料

(

月

額
)

距 離 区 分 一一 般 警察消防 新聞・放送 距 離 区 分 一 般
警察・消防 新聞・放送

1」 までのもの 2.000円 2,000円 2,000F 120偏 までのもの 182,000円 60,000円 100,000円

2ρ 3,500 3,500 3,500 160" 213,000 70,000 117,000

3, 5,ooo 5,000 5,000 200" 254,000 84,000 140,000

4・ 6,500 6,500 6,500 240" 296,000 98,000 163,000

5" 8,000 8,000 8,000 300" 340,000 112,000 187,000

7" 9,500 9,500 9,500 360月 389,000 128,000 214,000

10" 17,000 11,0①0 13,000 420" 437,000 144,①00 240,000

15・ 27,①00 13,000 20,000 500庁 493,000 163,000 271,000

20・ 40,000 15,000 30,000 600方 565,000 186,000 311,000

30タ 55,000 18,000 41,000 75〔1ρ 665,000 219,000 舗6,000

40・ 73,000 24,000 55,000 900・ 785,000 259,000 432,000

60" 88,000 29,000 66,00D UOO" 925,000 305,000 509,000
一80

・ 103,000 鍋,000 77,000 ,1,500" 1,165,000 384,000 641,000

loo" 161,000 53,000 89,000 ほ 蜘尻 えるもの 1,405,㈲ 4{渇.000 773,000

機
械
専用

料(
月額

・

電 話 機1台 ご と に200円

専用 回線 自動交 換機1回 線 ご とに 別 に 定 め る額

1

4

D-3

品
目

D-3(模 写伝 送)
[専用回線サービス]

用
途 模写伝 送

端

末
機

器

直
営
に

限
る
も
の

専用回線自動交換機 直 れ

営 で
・'も

自 よ

言 い
い も

ずの

鷹鱗 劇
自

責
よ

る

》

ノ提

供

条

件

① 搬 送 区 間 に お い て使 用 す る場合 の 引込 線 は4線 式 構 成 とす る方 が
伝 送 品質 上 よし㌔

② 変 復 調 装 置 を設 置 した デ ー タ伝 送 との,ま た は分 割使 用 に よる混

合 使 用 は で きな い。

③ 回線 保 護 装 置 を設 置 す る。(端末 機 器 が 自営 の場 合 に限 る.)

④ 分岐 につ い ての 条 件 は220ベ ー ジ の とお りで あ る。

新

規
架

設
費

端末機器等 課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

1引 込線 ご とに

〃

1台 ご とに

〃

1回 線 ご とに

1台 ご とに

=
310,000円

430,000円 .

別 に定 め る額

一

-

20,000円

40,000円

=

=

=

実費
〃

別 に定める額

5,500円

引込線2線 式

4線 式

模写伝送装置送信機

模写伝送装置受信機

専用回線自動交換機

回線保 護装置

回

線

専

用

料

(

月

額
)

距 霞 区 分 一 般
警察・消防 新聞・放送 距 度 区 分 一 般 警察鞘防 新聞・放送

1ムまでのもの 2,000円 2,00帆 2,〔脱臼 120」 までのもの 182,00鯛 60.000円 100,㎜ 円

2, 3,500 3,500 3,500 160・ 213,㎜ 70,000 117,00D

3・ 5,000 5,000 5,000 200・ 254,00D 鴎,000 140,000

4' 6,500 6,500 6,500 240・ 酋6,000 98,000 163,000

5' 8,000 8,㎜ 8,000 ,300(' 340,000 112,000 187,000

7" 9,500 9,500 9,500 360' 鵠9,000 1銘,ooo 214,000

10" 17,000 11,000 13,000 420" 437,㎜ 144,000 240,000

15ワ 27,000 13,㎜ ⑳,㎜ 500' 493,000 163,000 271,000

加. ω,000 15,000 30,000 600" 弱5,000 186,000 311,000

30" 55,000 18,000 41,000 750. 665,000
.

219,00D 蒲6.00D

胡" 73,000 別.000 55,000 goo' 785,000
.

259,000 432,000

60' 88,000 29,000 66,000 1,100. 925,000
.

305,000 509,000

80・ 103,000 34,000 77,000 1,500' 1,16,ω 384,000 641,000

100・ 161,000 53,000 89,000 1500柘 え砧 の 1,価,α節 妬4,0DO η3,000

轡
4巴

模写伝 送装 置送信 機1台 ご とに7,500円

模 写伝 送装 置受信 機 〃,10,500円

⑨, .輻

●
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D-5

品

目

D-5

(1,200ビ ット/秒交 流 符 号 伝 送)

[専用 および特定通信回線サービス]

用
途

`

デ ー タ伝 送

.

端

末
機
器

.

直
営
に

限
る
も
の

変復調装置 直れ
営 で
・も

自 よ

営い
い も
ずの

自
営

匡
る

も
の

電子計算機

符号伝送機器

デー タ伝送装置

提
供

条
件

① 分岐 につ いて の 条件 は221ペ ー ジの とお りで あ る。

新
規
架

設
費

端 末機器等 課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引 込 線2線 式

4線 式

変復調装置2線 式

4線 式

=
290,000円

280,000円

20,000円

40,000円

=

=
5,000円

5,000円

回

線

専

用

料

⌒

月

額
)

臣 限 区 分 一 般
警察・消防 新聞・放送 距 態 区 分 一 般 警察・消防

新聞・放送

』 までのもの 2,000円 2,000円 2.00餅 η 120」 までのもの 1鯉,00胴 60;000円 100,000円

2. 3,500 3,500 3500 160' 213,000 70,㎜ 117.㎜

3' 5,㎜ 5,000 5,000 200ワ お4,000 別,000 140,000
4' 6,500 6,500 6,500 240ぼ 酋6,000 艶,000 163,000

5" 8,000 8,000 8,000 300ワ 細 、000 112,000 187,㎜

7' 9,500 9,500 9,500 舗0. 漣9,000 1銘,㎜ 214,000

10・ 17,000 11,㎜ 、13,000 4加' 437,㎜ 1",000 別0,000

15㍉ 27,000 13,㎜ 20,000 500' 493,000 163,000 "1,000

釦" 40,000 15,000 30,000 600' 随5,000 1肪,000 311,000
釦. 55,000 18,000 41,000 750・ 鰯,ooo 219,000 366,000

40' ・73,000 24,000 55,000 goo' 785,㎜ お9,000 "2,000

60. 88,000 29,000 66,000 1,100. 9お,000 305,000 509,000

80. 103,000 34,000 77,000 1,500, 1,165,㎜ 鋤,000 臼1,000

100" 161,000 53,000 89,000 1,撒 こえるもの 1,ω5,000 舗4,000 773,㎜

(
月
額
)

変 復 調 装 置2線 式1台 ご と に7,000円

4線 式 〃6,500円

.

D-7

品

目

■

.

D-7

(2,400ピ ット/秒交 流 符 号伝 送)
[専用および特定通信回線サー ビス]

用
途 デ ー タ伝 送

端
末
機
器

直
営
に
限
る
も
の

変復調装置 直れ
営で・も

自よ
営 い
いも

ずの

自
営
に
よ
る
も
の

電子計算機

符号伝送機器

データ伝送装置

提

供
条
件

① 引 込線 は4線 式 構 成 で ある。

② 分 岐 に つ い て の条 件 は221ペ ー ジの とお りで あ る。

新
規

架
設
費

端末機器等 課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引込線4線 式

変復調装置

1引 込 線 ご とに

1台 ご とに

一

450,000円

40,000円

一

一

5,000円

ノ

回

線

専

用

料

(

月

額
)

距 離 区 分 一 般 警察・消防 新聞・放送 距 離 区 分 一 般
警察・消防 新聞・放送

M問までのもの 2,700工 2,7(畑 2,70円 円 120』 までのもの 242,000円 80,000同 133,00㎝

2ρ 4,700 4,700 4,700 160. 田3,㎜ 93,000 1舗,㎜

3. 6,500 6,500 6,500 200" 338,000 112,000 1肪,ooo

4' 8,500 8,500 8,500 240.・ 鋤,00D 130,㎜ 217,000

5・ 11,000 11,000 11,000 300" 452,000 149,000 249,000

7" 13,000 13,000 13,㎜ 鋳0" 517,000 170,㎜ 銘5,000

10. 23,㎜ 15,000 17,㎜ 420" 鴉1,000 192,000 319,000

15" 36,000 17,000 カ,ooo 卸0・ 6舗,000 217,000 360,000

勿" 53,000 勿,000 ω,000 600・ 751,000 247,㎜ 414,000

30ワ 73,000 24,000 55,㎜ 750', 884,000 釣1,㎜ 胡7,000

40' 97,㎜ 32,000 73,㎜ 900" 1,側』m %4,000 575,000

60. 117,000 39.㎜ 88,000 1,100" 1,鋤,吻 406,000 677,000

80・ 137,000 45,000 102,000 1,500. 1,549,㎝ 511,㎜ 肪3,000

100・ 214,000 70,000 118,000 1,500』こえるもの 1,86θ,α節 617,000 1,0銘,000

料
(
月額
)

変 復 調装 置1台 ご とに10,600円

1



N
Φ
N

D-10

品

目

.

D-10(写 真 伝 送)

[専用回線サービス]

用
途 写真伝送

端

末
機
器

直
営
に
限
る
も
の

直 れ

営 で
・も

自 よ

営 い
い も

ず の

自
営
に
よ
る
も
の

写真 伝 送 装 置』

提
供
条

件

① 搬送 区 間 に お い て使 用 す る場 合 の 引 込線 は4線 式 構 成 とす る方 が
伝 送 品質 上 よい。

② 変復 調 装 置 を設 置 した デー タ伝 送 との,ま た は分割 使 用 に よ る混
合 使 用 は で きな い。

③ 回 線保 護 装 置 を設 置 す る。④
分 岐 に つ い ての 条件 は220ぺ 」 ジの とお りで あ る。

新
規

架
設
費

端 末機器等 課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引込線2線 式
4線 式

回線保護装置

1引 込線 ご とに

〃

1台 ご とに

=
一

20,000円

40,000円

一

=
5,500円

　

距 離 区 分 一 般 警察・消防 新聞・放送 距 離 区 分
一 般 警察消防 新聞・放送

1ムまでのもの 2,0頂D円 2,000円 2,00研 120』 までのもの 182,0αD円 60,000円 100,000円

2ρ 3,500 3,500 3,500 160" 213,000 70,000 117,000

3" 5,000 5,000 5,000 200・ 254,000 84,000 14①,000

4" 6,500 6,500 6,500 別0" 拍6,000 98,000 163,000

5, 8,000 8,000 8,000 300・ 論0,000 112,000 187,000

7' 9,500 9,500 9,500 360" 鵠9,000 1お,000 214,000

10" 17,000 11,000 13,000 420・ 437,000 1".000 240,000

15" 27,000 13,000 勿,000 500〃 493,000 163,000 "1,000

`釦" 40,000 15,000 30,000 600・ 弱5,000 1肪,000 311,000

30" 55,000 18,000 41,000 750・ 665,000 219,000 366,000

ω' 73,000 24,000 55,000 900' 785,000 259,000 432,㎜

60ρ 88,000 箆,ooo 防,ooo 1,100・ 925,000 305,000 509,000

80, 103,000 34,000 77,㎜ 1,500" 1,16』 脚 384,000 "1,000

100" 161,000 53,000 89,000 1,500斌 えるもの 1,405,㎝ 464,000 773,000

機械

専
用
料
(
月
額
)

.

Q

1-1

品

目

1-・(雛 晶 レツ)

[専用お よび特定通信回線サー ビス]

用
途

使 用方法 を特 に指定 しない

端

末
機
器

.

直
営
に
限
る
も
の

直 れ
営 で
・も

自よ
営 い
いも

ずの

自
営
に
よ
る
も
の

分割装置

符一号伝送装置

データ伝送装置

模写伝送装置

提
供
条

件

① 国 の機 関 、新 聞 社,通 信 社 お よ び放 送事 業者 に限 り販 売 す る。

② 所属 専 用 取 扱 局 か ら端 末機 器 の設 置場 所 ま での 間(端 末 回線)は ・

特殊 な ケ ー ブ ル ま た は無 線 回 線 を専 用 者 負 担 に よ り設 置 す る。

③ 分 岐 につ い て の条 件 は221ベ ー ジの とお りで あ る。

新
規

架
設
費

端末機器等 課金単位 債 券 設 備 費 取 付 料

端末回線
一 一 実費

一

回

線

専

用

料

(

月

額
)

終

日

専

用

中継回線の部分 基本料 1端 局 につ き 325,000円

累加料 10キ ロ メ ー トル
ま で 二 とに

32,000円

(注)1.基 本料は,中 継回線の両端末における端 局(そ の中興回線 が他
の中継回線に接続 されているときは.そ の接続地 における端局 を

除 く。)の数 により算定す る。

2.累 加料 は,中継 回線の両端末 における端局およ.びそれらの端局 を

接 続するすべての中継局の間の直線距陸の合計により算定する。

端末回線の部分 有線による場合 関係線 路100メ
ー トルまでごとに

1,000円

無線 による場合 1100・ooO円

(注)「 関 係 線 路 」とは,端 末 回線 の 長 さ をい う。

時

間

専

用

中継回
線の部

分

(1時間
ごとに〕

午前7時 から午後8時 ま
での間におけるもの

基本料 1端 局につ き 37,500円

累加料 10キ ロメー トルまでごとに 3,500円

午後8時 から翌B午 前7
時 までの間におけるもの

基本料 1端 局につ き 21,500円

累加料 10キ ロメー トルまでごとに 2,000円

端末回線の部分 終 日専用 に同 じ

機械

専
用
料(
月
額
)

う 、 ,●



N
白o

c。

●

1-2

品

目
、

1-・(48キ ロヘ ル ツ写真'模 写 伝 送)

[専 用 回線 サ ー ビ ス]

用
途

.

新 聞紙面伝送,模 写伝送.

写真伝送
一

端
末

機

器

直
営
に

限
る
も
の

直 れ
営 で
・も

nよ
営 い
い も

ずの

分割装置 自
営
に
よ
る
も
の

新 聞 フ ァク シ ミリ

伝送 装 置

模 写伝 送 装 置

提
供
条

件

① 国の 機 関,新 聞 社,通 信社 お よび放 送事 業 者 に限 り販売 す る。
』② 所 属 専 用 取扱 局 か ら端 末機 器 の設 置場 所 まで の間(端 末 回 線)は

、

特 殊 なケ ー ブ ル また は無 線 回線 を専 用者 負担 に よ り設 置 す る。

③ 分岐 に つ い ての 条 件 は221ペ ー ジの とお りであ る。

新
規
架
設

費

端 末機器等 課金単位 債 券 設 備 費 取 付 料

端末回線

分割装置

一

1装 置 ご とに

一

一別 に定め る

額

実費
一

一

別 に定 め る

額

回

線

専

用

料

(

月

額
)

終

日

専

用

中継回線の部分 基本料 1端 局 につ き 325,000円

累加料 10キ ロ メ ー トル
ま で ご と に 32,00αII

(注)1.基 本料 は.中 継回線の両端末における端局(そ の中継回線 が他
の中継回線 に接続 されているときは.そ の接 続地 における端局 を

除 く。)の数 によ り算定する。
2.累 加料 は.中 継回線の両端末における端局お よびそれらの端局

を接続するすべての中継局の間の直線 距離の合計 により算定する。

端末回線の部分 有線による場合 関係 線路100メ
ー トルまでごとに 1,000円

無線による場合 100,000円

(注)「 関係 線 路 」とは,端 末 回線 の長 さ を い う。

時

間

専

用

中継回
線の部

分

(1嘲 日
ごとに)

午前7時 から午後8時 ま
での間におけるもの

基本料 1端 局 につ き 37,500円

累加料 10キ ロメー トルまでごとに 3,500円

午後8時 か ち翌 日午前7

時 までの間 におけ るもの

基本料 1端 局 につ き 21.500円

累加料 10キ ロメー トルまでごとに12,000円

端 末回線の部分 終 日専用 に同 じ

機
械
専
用
料⌒
月額

)

分割装 置1装 置ご とに 別 に定め る額
,

q 's

J.-1

品
目

・一・(#㌫ 冨 ルツ)
[専用および特定通信回線サー ビス]

用
途

使用方法 を特 に指定 しない

直 直れ 自 分割装置
端

末
機

器

営
に

限
る
も

営 で
・も

自 よ

営 い
い も

営
に
よ
る
も

符号伝送装置

データ伝送装置

模写伝送装置

の ずの の

提

供
条

① 国の機関,新 聞社,通 信社 および放送事業者に限 り販売する。

② 所属専 用取扱局か ら端 末機器の設置場所 までの間(端末回線)は,

特殊 なケーブルまたは無線 回線 を専用者負担によ り設置する。

件 ③ 分 岐 は行 な わ な い。

端末機器等 課金単位 債 券 設 備 費 取 付 料
新
規 端末回線 一 一 実費 一

架
設
費

中継回線の部分 基本料 1端 局 につ き 926,000円

累加料 10キ ロ メ ー トル

ま で ご と に

、
91,000円

回 (注)1.基 本料は,中 継 回線の両端末 における端局(そ の中継 回線が他

線 終 の中継回線に接続 されている ときは.そ の接 続地 における端局 を

専 除 く。)の 数 に よ り算 定す る。

用
日 2.累 加料は,中 継回線の両端末 における靖局およびそれらの端局

料
専

を接続す るすべての中継局 の間の直線距離の合計 により算定す る。

(

月

額
)

用 端末回線の部分 有線による場合 関係 線路100メ
ー トル までご と'

に

3,000円

無線にま る場合 360,000円

(注)「 関係 線 路 」とは.端 末 回線 の長 さ をい う。

機
械
専
用
料
( .

月
額
)
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品
目

・ 一 ・(240キ ロヘ ル ツ写真 ・模 写伝 送)

[専用回線サー ビス]

用
途

新聞紙面伝送,模 写伝送
写真伝送

.
直 直れ 分割装 置 自 新 聞 フ ァ ク シ ミ リ

端

末

営
に

営 で
・も

営
`こ

伝送装置

限 自 よ よ 模写伝送装置
機 る 営 い る
器 も い も も

の ずの
- の

ト

①国の機 関,新 聞社,通 信社 および放送事業者 に限 り販売す る。
提
供 ②所属専 用取扱局か ら端末機器の設置場所 までの間(端末回線)は,

条 特 殊 なケ ー ブル ま たは 無線 回線 を専 用 者 負担 に よ り設 置 す る。

件 ③ 分岐 は行 な わ な い。

端末機器等 課金単位 債 券 設 備 費 取 付 料
新

規
端末回線 一 一 実費

一

架 分割装 置 1装 置 ご とに 別に定め る
一 別に定める

設

費

額 額

中継回線の部分 繍 1端 局につき 926.000円

累加料
10キ ロ メ ー トル

ま で ご と に
91,000円

回 (注)1.基 本料 は,中 継回線 の両端末における靖局(そ の中継回線 が他 の中継

線 回線に接続 されているときは,そ の接 続地 におけ る端局 を除 く。)の数に

専 よ り算定 † る。

用
2.累 加科 は,中 継回線の両端末 におけ る端局 およびそれらの靖局 を接 続

料
†るすべての中継局の間の直線魔障の合計 により算定 †る。

(

月 端末回線の部分 有線による場合 関係線路100メ

額
一 トル までご と 3,000円

) に

無線による場合 360,000円

-

(注)「 関係 線 路」とは,端 末 回 線 の長 さ をい う。、

分割装置1装 置 ごとに 別 に定める額

料
(
月

琶
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(試行サ ービス)12キ ロヘルツ用高速 模写伝送

品
目

12キ ロベ ル ッ用高 速 模 写伝 送

[専用回線サー ビス]
用
途 高速模写伝送

.

直 回線終端装置 直れ 自 模写伝送装置
端
末

営
に 高速模写回線自動交換機 営 で

・も
営
に

機
限 自よ よ
る 営 い る器 も い も も
の ずの の

提
① 提 供 しう る範 囲 は.回 線 の経 過 線 路 距 離 に してお お む ね35キ ロ メ

ー トル まで で あ る。

供 ② 回線 お よび 回線 終 端 装 置 まで は直 営 に よ り提 供 し,模 写 送 受 信 装置 は 自営 設置
で あ る。

条

件
③ 伝 送 方 向 は1方 向 で あ るた め, .同一 場 所 にお い て送 受 信 を行 な う'場 合 には2回 線 必 要

とな る。
④ 使 用 期 間 が1年 未 満 の もの につ い て は 申 込 み に応 じ ない。

端末機器等 課金単位 債 券 設 備 料 取 付 料

引込線 1引 込線 ごとに 一
20,000円 一

新
規

回線終端装置送信装置

回線終端装置受信装置
1台 ご とに

〃

40,000円

70,000円 二
5,800円

5,800円

架 高速模写用回線 〃 別に定める額
一

別 に定める額

設
費

自動交換機

回
線
使

1回 線 1キ ロ メー トル ま で ご とに 1,600円

用 (注)回 線 距 離 は,両 端 末 に お け る端 局 お よ び それ らの端 局 を接 続 す
料
(

月

るす べ て の 中継 局 間 の直 線 距離 の 合計 とす る。

墾

1回 線 終端 装 置送 信 装 置11台 ご とに
900円

機 回線終端装置受信装置 〃 1.500円

械
専
用

高速模写用回線自動交換機 〃 別 に定 め る額

斜
線(
月

墾

9

(試 行 サー ビス)4メ ガヘル ツ用映像 伝送

4メ ガヘ ル ツ用 映像 伝 送

〔専 用 回 線 サ ー ビ ス〕

直 映像送信装置 直れ

嘗 映像鵠 鑓 警

馨;⌒ 御装置 罷
の ず の

新
規
架

用
料

置
使
用
料
(月
額
)

映
像
送

・
受
信
装

用
途

自 テ レ ビカ メラ
営 テ レ ビ受像 機
に

よ
る
も
の

①提 供 しう〉 範 囲 は,回 線 の 経過 線 路 距 離 に して お おむ ね20キ ロ メ
ー トル ま で であ る。

② 回 線 映 像送 ・受 信 装 置 お よび端 末 制御 装 置 まで は直営 に よ り提

供 し,テ レビカ メラ お よ び テ レ ビ受 像機 は 自営 設 置 で あ る。

③ 伝 送 方 向 は1方 向 で あ るた め 同一場 所 に お いて送 ・受信 を行 な う

場 合 には2回 線 必 要 とな る。

④ テ レ ビカ メ ラを遠 隔 制御 す る場 合 には別 に制御 用 回 線 を必要 とす

る。

⑤ 使 用 期 間 が1年 未 満 の もの につ いて は 申込 み に応 じな い。

引 込 線1引 込線ごとに

映像送信装置1台 ごとに 320,㎜ 円360,000円

450,000円510,COO円

210,000円210,000円

21,㎜ 円24,000円

SO,OOOP]34,000円

7.000円7,000円

(注)回 線使用料算定のための距離は次によるこ ととする。

①端末機器にかかる回線 を収容す る局が一つの場合

当該取扱局 と各端末 との間の直線距離の合計 したもの

②端末機器にかかる回線 を直接収容す る局が2以 上の場合

当該取扱局相互間間(中継局がある場 合はその中継局経由)の 直線

距離 に,各 端 末を直接収容 する局 と当該端 末との間の直線距離 と

を合計 した もの

映像送信装置

映像受信装置

端末制御装置

(白 黒 伝 送)

6,500円

9,200円

5,800円

(カ ラ ー 伝 送)

7,500円

11.000円

5,800円
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専用回線 ・特定通信 回線の分岐

条 件

搬 送 接 続 1の 分岐箇 1の 専 用 回

規 格 種 別 所 にお け る 線 に お い て

区 間 数 分岐回線の 分 岐 し うる そ の 他

数の限度 分岐回線の

数の限度

A規 格 A-1 1.直 営 の分 岐増 幅

(120ヘ ル (50ピ ッ ト 装置は設置 しない
ッ) /秒 直流符 (分岐料 の支払 い

号伝送) を要 しない)。

2.分 岐 回線 は分岐

2 2 2 箇 所 にお い てル ー
プ構 成 とす る。

3.分 岐 箇 所 か ら双

方向へ同時に異な
る通 信 が で き ない

端 末機器 であること。

B規 格 B-1

(240ヘ ル (100ピ ッ ト

ツ) /秒 直流符 2 2 2 1司 上

号伝送)

C規 格 C-2 1.分 岐 回 線 は4線

(400ヘ ル (200ビ ッ ト 式 とす る。

ツ) /秒 交流符 3 2 5 2.直 営 の 分 岐増1川

号伝送) 装 置 を設 置す る.

D規 格

(3.4キ ロ

D-1

(帯 域 使用)

特 に制限 しない
'

直 営 の 分岐 増 幅 装;折:
を設 置 す る。

ヘ ルツ)

D伝 四
5

た だ し,2 5

1送 線 式 に ょ り

2) 線 分岐回線 を
_お

音 よ 式 6
構成 した場
合には,回 同 左 同 上

声ぴ 線の設計規
伝D 回 格 に もとづ

送1 きその っ ど
)

、10 線 決 定 す る。

D_

1写 二R 1.直 営 の分 岐 増幅

3真 線/ 装 置 を設置 す る。

_伝 式D 4 3 3 2.分 岐 回線 は2線

模送 回方 式 とす る。

写) 線式
.

◎

条 件

1の 分岐箇 1の 専 用 回
規 格 種 別 搬 送 接 続 所における 線 に お いて

分岐 回線の 分岐 しうる そ の 他

区 間 数 数の限度 分岐回線の
数の限度

D規 格 その 回 線 の 設計 規 格 に も とづ き,そ の つ ど 直営の分岐増幅装置

(3.4キ ロ の場 決 定 す る。 を設 置 す る。

ヘ ル ツ) 地合

D-5 1.分 岐 回線 は4線

(1,200ピ ッ

ト/秒 交 流
3 2 5

式 とす る。

2.直 営 の分 岐増 幅

符号伝送) 装 置 を設 置す る。

D-7

(2.400ピ ツ 2 2 5 同 上
ト/秒 交流

符号伝送)

D-11 回 線 の設 計 規 格 に も とづ き,そ のつ ど 直営 の分岐増幅装置

(音楽放送) 決 定 す る。 を設 置す る。

E規 格 E-1

(5キ ロ (AM放 送) 同 上 同 上

ヘ ル ツ)

F規 格 F-1

(10キ ロ (AM放 送) 同 上 同 上
ヘ ルツ)

1規 格 1.-1 1.中 継 回線 の終 端

(48キ ロ (帯域使用) 5 1 4 にあ る専用取扱局

ヘ ル ツ) における分岐は行
なわ な い。-

1-2

(写 真 ・模 5 1 4 2.直 営 の 分岐 増 幅

写伝送) 装 置 を設 置 す る。

J規 格

〔240キ ロ

J-1

(帯 域使 用)
分岐 は行 なわない 一

ヘ ル ツ)「

J-2

(写 真 ・.模 同 上
一

写伝送)

L規 格 L-1 特 に制 限 しな い。

(4メ ガ 泊 黒映像伝 送) '

ヘ ル ツ)
お よび

L-2

{カラー蜘象伝送)

司 .虜



1規 格 及 びJ規 格 の 回 線 専 用 料(昭 和48年11月1日)

'終 日 専 用 の 基 本 回 線 専 用 料

(1回 線 ご とに 月 額,単 位 円)

●

●

距 離 区 分
1規 格 ,J規 格

一 般 新 聞社な ど 一 .般 新聞社 な ど

局

間

距'

離

15kmま で

30kmま で

60kmま で

120kmま で

240kmま で

420kmま で

750kmま で

750km以 上

200,000

400,000

800,000

1,100,000

1,500,000

2,100,000

3,200,000

4,400,000

200,000

400,000

600,000

800,000

1,100,000

1,600,000

2,400,000

3,300,000

600ρ00

1,100,000

2,300,000

3,100,000

4,300,000

6,000,000

9,100,000

12,500,000

600ρ00

1,100,000

1,700,000

2,300,000

3,100,000

4.600ρ00

6,800,000

9,400,000

時 間専 用(1規 格 の もの に限 る)の 基 本 回 線 専 用料

(1回 線 に つ き1時 間 ご とに 月 額,単 位 円)

●

距 離 区 分 ・午 前7時 か ら午 後8時 まで 午前8時 から翌日の午前7時 まで

15kmま で 90,000 50,000

30kmま で 170,000
'100

,000

局
60kmま で 350,000 200,000

間 120kmま で 480,000 280,000

距 240kmま で 650,000 380,000

離 420kmま で 910,000 530,000

750kmま で 1,390,000 800,000

750kln以 上 1,910,000 1,100,000

'
又1規 格J規 格 の 利 用者 範 囲 の 制 限 が 廃 止 され た。

1規 格 に新 た に1-3(48Kbit/秒 交 流符 号 伝送)の 品 目が 設 け られ 高 速 デ ー タ伝送 に利 用 で

き,基 本 回線 専 用料 は1規 格 と同 額 で あ る。

一297一
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料金等の基本的事項

申込みを承諾 した場合の料金等
.

区 分 内 容

債 券 端 末 機器 が直 営 の場 合 に引受 け を要 す る。

(た だ し,臨 時 専 用 にか か る もの を除 く。)

設 備 料

引 込 線 の工 事 費 で あ る。

(た だ し,臨 時 専 用 にか か る もの につ い て は 取付 料 の支

払 い を要 す る。)

取 付 料

1.直 営 端 末機 器 の取 付工 事 費

2.臨 時 に か か る引 込 線 の工 事 費 で あ っ て引 込 線1回 線

ご と に5,000円 で あ る。

3.端 末 機器 が 自営 で あ って 直営 の変 復 調 装 置 を用 い る

場 合,ま た は通 話 の用 にの み供 す る場 合,回 線 に 危険

電 圧 を送 出 す るお それ が ま っ た くない場 合 等 を除 き,

公社 ほ 回線 に回 線 保 護装 置 を設 置 す る。 臨時 に かか る

もの に つ い て は1台 ご とに 、1,300円 であ る。,

(機 械 専 用 料 は 課 金 しな い。)

線 路 設 置 費

端 末機 器 の 設 置 場 所 が電 話 加 入 区 域 外 で あ り,新 たに 回

線 の設 置 を要 す る場 合 に つ い て,回 線距 離100メ ー トル

ご とに9,000円(4線 式 に つ いて は18,000円)の 支 払 い

を要 す る。

設 備 費

申込 み に応 じる ため に新 た に局 間 の回 線 を設置 す る場 合

ま たは特 別 な設 備 を設 置 す る場 合 に は,こ れ に か か る実

費額 の 支払 い を要 す る。

(注)① 本欄 に記載 の な い料 金等 の額 は,品 目別概 要 欄 に記 載 して あ る。

② 本欄 は、 専 用 回 線 お よび特 定 通 信 回 線 と も1規 格,J規 格 お よ び

L規 格 につ い て は適 用 しな い。

つ
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映像サ ービス等の料金等

▲映 像 伝 送 サ ー ビス お よ び高 速 模 写 伝 送 サ ー ビス の

料 金 等 を定 め る件(昭 和45年目本電信電話公社公示第130号)

公示 昭和45年2月18日
施行 昭和45年2月18日

事務管理 、生産管理 の向上、教育訓練活動の合理化能率化および行政事務の刷新のた

めの公衆電気通信役務 として、映像伝送サービスお よび高速模写伝送サービスを公衆電

気通信法(昭 和28年 法律第97号)第12条 の2に よ リ、試行的に提供す ることとし、その

料金等 を次の とお り定め 、昭和45年2月18日 から実施することとしたか ら公示 します。

第1映 像伝送サー ビス

1定 義

映像伝送サー ビスとは、もつば らテレビジョンの 白黒 またはカラーの映像伝送(放

送事業者が行な う放送以外の目的の ものに限 る。)の用に供するため、通常4メ ガヘ
ルツ以下の周波数帯域の回線を用 いるもので、その伝送可能 距離が一定の範囲内に

限定される公衆電気通信役務 をいいます。

2使 用期 間

映像伝送サー ビスの使用期間は1年 以上の ものに限 ります。

3伝 送可能距離

映像伝送サー ビスの伝送可能 距離は、線路距離に しておおむね20キ ロメー トルま.

でとします。

4料 金等

映像伝送サー ビスに関す る料金等の額は、別表1の とお りとします。

5回 線終端装置の設置

回線終端装置(映 像送信装置、映像受信装 置お よび端末制御装置をいいます'。)に

ついては、利用者による設置 を認め ない もの とします。

6技 術的条件

利用者によ り設置を認め る端末機器等の技術的条件は次の とおりとします。

(1}端 末機器等の送出レベル、周波数帯域および特性インピーダンスは、専用設備

端末機器等の技術基準のテ レビジョン中継専用の映像端末の例に よります。

② 上記以外の技術的条件については、専用設備端末機器等の技術基準によります。

7そ の他

その他の事項 については、D規 格の専用設備(臨 時専用設備を除 きます。)を終 日

専用す る場合の例に よります。

第2高 速模写伝送サー ビス

1定 義

高速模写伝送サー ビス とは、もつばら模写伝送の用に供す るため 、通常12キ ロヘ
ルツの周波数帯域の回線を用 いるもので、その伝送可能距離が一定の範囲内に限定

される公衆電気通信役務 をいいます。

2使 用期間

高速模写伝送サー ビスの使用期間は1年 以上の ものに限 ります。

3伝 送可能距離

高速模写伝送サー ビスの伝送可能距離は、線路距離に しておおむね35キ ロメー ト
ルまでとします。

4料 金等

高速模写伝送サー ビスに関する料金等の額 は別表2の とお りとします。

5回 線終端装置の設置

回線終端装置(模 写送信装置および模写受信装置をいい ます。)については、利用

o
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者 に よる設 置 を認 め ない も.の と し ます。

6技 術 的 条件

利用 者 に よ り設置 を認め る端 末 機器 等 の 技術 的 条 件 は 次の とお りと し ます
。(

1).端 末機 器 等 に使 用 す る周 波 数帯 域 は 、模 写 電 信 端 末 にあ つ て は 、13キ ロヘ ル ツ
か ら23キ ロヘ ル ツの 、 また 、模 写 電信 端 末 に 付 随す る制御 端 末 に あつ て は 、300ヘ

ルツか ら2,700ヘ ル ツの 回 線 で使 用 可 能 な もの と します 。

(2)端 末 機 器等 の 回 線側 端 子q特 性 イ ン ピー ダ ン スは 、600オ ー ム とし、その 回路 は
平 衡回 路 と します 。

(3)端 末 機器 等 の送 出 レベ ル は 、専 用 設備 端 末 機 器 等の 技 術 基準 の 市 内専 用 の例 に

よ ります 。

(4)上 記 以 外の 技 術 的 条件 につ いて は 、専 用 設備 端 末 機 器 等の 技 術 基 準に よります 。
7補 償 金

高速 模 写伝 送 用 自動 交 換 設備 の 設 置 ま たは 増 設 の 日か ら5年 以 内 に利 用 者 がそ の

利 用契 約 を解 除 した と き、 ま たは 日本電 信 電 話 公社(以 下 「公 社 」 といい ます。)が
そ の交 換設 備 の 変 更の 請 求 に応 じ、 も しくは 利用 契 約 を解 除 した ときは 、 その 交換
設備 の 撤去 に 要 す る費 用 の額 以 内 に お いて 公社 が 定 め る額 を補 償 金 と して 支払 わ な

け れば な りませ ん。

8そ の 他

その 他の 事項 につ い て は 、D規 格 の 専 用 設備(臨 時専 用 設 備 を除 き ます。)を 終 日
専 用 す る場 合 の例 に よ ります 。

別表1映 像伝 送 サ ー ビス に関 す る債 券 お よび料 金

料 金 種 別

,

料 金 額
単 位

白 黒 映 像 伝 送 カラー映像伝送

1債 券(払 込額)

回線終端装置 1装 置 ご とに

〔設置または増設の場合)

映像送信装 置 320,000円 360,000円

映像受信装置 450,000円 510,000円

端末制御装置 210,000円 210,000円

2設 備料

引込線 1回 線 ご とに 20,000円 20,000円

3取 付料

回線終端装置 1装 置 ご とに

(設置または増設の場合)

映像送信装置 21,ρ00円 24,000円

映像受信装置 30.000円 34,000円

端末制御装置 7,000円 7,000円
4移 転料

(1)引 込 線 1回 線 ご とに

ア 移転工事

(ア)次 の い ずれ か に 5,000円 5,000円

該当する場合

① 引込柱の移転 を

要 す る とき。

② 引込柱の変更

(同一の建物内 ま

たはその建物の所

在場所のある敷地

● ◎.

映像サービス等の料金等

内における移転工

事に伴 うものを除

き ます 。)を要 す る

と き 。

(イ)(力 以外の場合 1,200円 1,200円

イ ー時撤去(利 用者が 400円 400円

設置する端末機器にか

か る引込線にかかる も

の に 限 ります 。)

ウ 再取付(利 用者が設 400円 400円

置す る端末機器にかか

る引込線にかかる もの

に 限 ります 。)

(2) 回線終端装置(不多転 ま 1装 置 ご とに

たは一時撤去の場合)

映像送信装置 21,000円 24,000円

映像受信装置 30,000円 34,000円

端末制御装置 7,000円 7,000円

5 回線使用料 1回 線500メ 8,000円 11,000円

一 トル まで ご

とに月額
6 回線終端装置使用料 1装 置 ご とに

・ 月額

映像送信装置 6,500円 7,500円

映像受信装置 9,200円 11,000円

端末制御装置 5,800円 5,800円

備考
1 売 出しの方法に より発行 される 1 の銘柄の債券を当該債券の売出期間中で

あつ てその売出期間の満了の 日の属す る月以外の月に引 き受け る場合におけ

る当該債券の払込額は、 1の 規定 にか か わ らず1に よ る額 か ら、 それ ぞれ 、

その額にその引受けの月か らその売出期間満了の 日の属する月までの期間 を

基準 として、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律施行令 第 2

項の割引率 を定める件 「(昭和37年 郵 政 省 告示 第838号)に 規 定 す る割 引率 と

同率 の 割 引率 を乗 じて得 た 額 を差 引 い て得 た額 と します 。

2 回線使用料算定 のための距離は次に よる こ と と します 。

(1) 端末機器にかかる回線 を直接収容する取扱局が1つ の場合

当該取扱局 と各端末 との間の直線距離 を合計 した距離 とします 。

(2) 端末機器にかか る回線を直接収容する取扱局が2以 上の場合

当該取扱局相互間

。、酬 。。かか。耀 離 ㌶ 鑑 ㌶:㌶ 、。間。直。。
由)の 直線距離

離を合計 した距離 とします。

別表2 高速模写伝送 サービスに関する債券および料金

料 金 種 別 料 金 額 、

1 債券(払 込額)

(1) 模写伝送設備

回線終端装 置(設 置の場合) 1装 置 ご とに

模写送信装 置 40,000円
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模写受信装置 70,000円

② 高速模写伝送用 自動交換設備(設 交換機等の価額にその調達 に要する費

置 または増設の場合) 用 を加 えた額

2模 写伝送設備

(D設 備料

引込線 1回 線 ご とに20,000円

(2}取 付料

回線終端装置(設 置の場合) 1装 置 ご とに

模写送信装置 5,800円

模写受信装置 5,800円

(3)移 転 料

ア 引込線 1回 線 ご と

{ア}移 転 工事

① 次のいずれかに該 当する場 5,000円

A
口

⑦ 引込柱の移転を要すると

き 。

④ 引込柱の変更(同 一の建

物内またはその建物の所在

場所のある敷地内における

移転工事に伴 うもの を除き

ます 。).を要 す る とき。

② ①以外の場合 1,200円

(イ)一 時撤去(利 用者 が設置する 400円

端末機器にかか る引込線にかか

る ものに 限 ります。)

(ウ)再 取付(利 用者が設置する端 400円

末機器にかかる引込線にかかる .

もの に 限 ります。)

イ 回線終端装置(移 転または一時 1装 置 ご とに

撤去の場合)

模写送信装置 5,800円

模写受信装置 5.800円

(4)回 線使 用 料
1回 線1キ ロ メー トル までL600円

ご とに 月額

(5)回 線終端装置使用料 1装 置ごどに月額

模写送信装置
900円

模写受信装置 1,500円

3高 速模写伝送用 自動交換設備

(1)取 付料(設 置 または増設の場合) 実 費

② 移転料(移 転 または一時撤去の場 実 費

合)
」

{3)種 類変更料(種 類変更 または一部 実 費

改造の場合)

(4)機 械使用料 実 費

備考
1売 出しの方法によ り発行 され る1の 銘柄の債券 を当該債券の売出期間中で

あつてその売出期 間の満了の日の属す る月以外の 月に引き受ける場合におけ

る当該 債 券の 払 込額 は 、1の 規 定 に か か わ らず 、1に よる額 か ら、そ れ ぞれ 、

u

映像サービス等の料金等

その額 にその引受けの月か らその売出期間満了の 日の属す る月までの期間を

基準 として、電信電話設備の拡充の ための暫定措置に関す る法律施行令第2

項の割 引率 を定め る件(昭 和37年 郵政省告示 第838号)に 規定する割引率 と

同率 の割引率を乗 じて得た額 を差引いて得た額 とします。

2回 線使用料算定の ための距離は、中継局経由の回線の両端未聞の直線距離

の合計 とします。

付 則(昭 和46年9月1日 電電公示第66号).

1こ の 改正 規 定 は 、昭 和46年9月1日 か ら実 施 します 。

2こ の 改正 規 定 実施 前 に支 払 い 、 また は 支払 うべ き であ つ た公衆 電 気通 信役 務 の料 金

は 、 なお 従前 の 例 に よ ります 。

改正 公示文(昭 和46年10月1日 電電公示 第90号)(抄)

昭和46■PIO月1日 か ら実 施 し ます。

付 則(昭 和47年4月21日 電電公示第20号)

1こ の改 正 規定 は 、 昭 和47年5月1日 か ら実 施 し ます。

2こ の改 正 規定 実 施 前 に 支払 い 、 また は支 払 わ なけ れ ば な らなか つ た公衆 電 気通 信サ

ー ビスの 料 金 につ いて は 、 なお 従 前 の とお り と します 。

付 則(昭 和47年8月22日 電電公示第89号)

この 改正 規 定 は 、昭 和47年8月22日 か ら実 施 します 。

付 則(昭 和48年4月21日 電電公示第26号)

1こ の改 正 規 定 は 、昭 和48年4月21日 か ら実 施 し ます。

2こ の配 正 規 定 実施 前 に支 払 い、 また は支 払 わ なけ れば な ら なかつ た 公衆 電 気通 信サ

ー ビス の料 金 に つ い ては 、 なお 従 前 の とお りと し ます。

.◎ づ
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専用サ ービスの特殊な契約形態

L国 の機 関,地 方公 共 団体 相 互 間 が使 用す る場 合

2.共 同 して同 一 の 業務 を行 な う者相 互 間 が使 用 す る場 合

3.資 本 金 につ い て10分 の1を こ え る出資 の 所 有関 係 が あ

る者 相 互 間 が使 用 す る場 合

4.業 務上 の依 存 関 係 が10分 の2を こ え る者 相 互 間 が使 用

す る場 合

5.業 務 の一 部 につ い て継 続 的 な業 務提 携 を して い る者 相

互 間 が使 用 す る場 合

1.音 楽 放 送 の た め に供 す る場 合

2.株 式 市 況.道 路 情 報,気 象情 報,ま た はニ ュ ー スの提

供 の た め に供 す る場 合

3.防 災,公 害 防 止,防 犯,ま た は警備 の た め の警 報 の た

め に供 す る場 合

4.気 象,地 象 また は水 象 の 自動 計 測,自 動 読 取 り等 の た

め に供 す る場 合

5・法律 上 他 人使 用 を認 め られ て い る者(警 察機 関,消 防

機 関等)が 使 用 す る場 合

(注)1.～4.に つ い て は1方 向伝 送 に 限 る。

○ 、

特定通信回線サービスの特殊な契約形態

1.基準 認可 となるもの

①国 の機関,地 方公共団体相 互間が使用する場合

②共同 して同一の業務 を行 な う者相互間が使用する場

③ 災害対策基本法等法律に基づいて共同で使用する場合

④ 生産,在 庫,販 売管理 システム を共同 で運用す る製

造業者,卸 売業者、小売業者相互 間が使 用する場 合

⑤預金 の受入払渡について,業 務委託契約 を締結 した

銀行相互間が使用す る場 合

⑥座席予約について業務委託 契約 を締結 した旅客運送

事業者,旅 行業者相互が使用す る場合

⑦ 電子計算機 と入出力装置 間に終始 するデー タ伝送の

用に共 同 で使 用す る場合

2個 別認可 となるもの

前記1.の 各項 に該 当 しないが個別 に郵政大臣の認可

を受 けた場 合

(注)1・ の① ～⑥ につ いては メッセー ジ交換 を行 なう

ものは除 かれ る。

1.電 子計算機 と入出力装置 間に終始するデー タ伝送の用

に供す る場合

2・法律上 他 人使用 を認め られている者(警 察機 関,消 防

機関等)が 使用す る場合



契約上の手続

提 出 書 類

轟晶 晶 齪 込書
1契 約 ご とに1通 を原 則 とす る。

適 合 審 査用 調 書 は 申込 書 の 写 を も って こ れ に代 え る。

自 営 届 書 専 用 回線 に 自営 の 端 末 機 器 を接 続 す る場 合 に用 い る。

(注)自 営 用 品認 定 申請 書 は廃止 され た。

oo
O
N

専用回線 ・特定通信 回線(デ ータ通信)取 扱局

区 分 受 付 局 契約締結局

専

用
サ
ー

ビ
ス

お

よ
び

特
定
通
信
回

線
サ
ー
ビ
ス

A規 格

B規 格

C規 格

D規 格

E規 格

F規 格

1の 電 話 加 入 区域 内 に終 始 す

る もの。
当該電話取扱局 同 左

回線 区 間 が1の 通信 郎 等 管 内
に終 始 す る もの。

当 該 通 信 部 等 同 左

回線 区 間 が1の 通信 局管 内 に
終始 す る もの 。

当該通信局 また
は設置場所 を管
轄す る通信部等

当該通信局

回線 区 間 が2以 上 の通 信 局 に
わ た る もの。 ただ し,東 京 と

関東 通信 局 間 に 終 始 す る もの
を除 く。

設置場所 を管轄
する通信局

7

料 金支払責
任者 が所在
す る場所 を
管 轄す る通
信局

東 京 と関東 通 信 局 間 に終始 す

る・もの。

東京 および関東
通信局

関東通侶局

1規 格 ・J規 格

i投置場 所 を管 轄

す る通 信 局

料 金支払貴

書窮離
管轄す る通
信局

L規 格(臨 時専 用 を除 く) 関 東 通 信 局 同 左

無 線 専 用 サ ー ビ ス
設置場所 を管轄
ず る通信局

同 左

試

行

サ
ー

ビ

ス

高速 模 写伝 送 サ ー ビ ス
設置場所 を管轄
する通信局

同 左

映 像 伝 送 サ ー ビ ス

設置場所 を管轄
す る通信 局 同 左

●

'
●



3-2電 波 の割 当てに関す る法規等

電 波 法 の抜 奉 は す で に 第4章3.4に 記 され て い る。 こ こで は電 波 法 と政 令 以外 の 法 文 の 抜 奉 を載

せ る。 その 項 目は 次 の 通 りで あ り,中 に は 一部 省 略 した もの もあ る。

(1)電 波 法 施 行 規 則(目 次)

「技 術 基 準 」 関 係

(2)無 線 設 備 規 則

(3)無 線 機 器型 式 検 定 規 則 第 一 章

(4)電 波 法 に よ る伝 搬 障 害 の 防 止 に 関 す る規 則 省 略

㈲ 地 方 電 波 監 理 局 で 行 な う技 術 審 査基 準(目 次)

「周 波 数 の 割 当 て 」 関 係

㈲ 電 波 法 施 行 規 則 第 二 節

(7)地 方委任局の電波の型式,周 波数,空 中線電力等の指定基準

(8)800MHz帯 の電波を使用するITV無 線局の免許申請に対す る処理について

(9)周 波数の公開について(通 達)

⑩ 周波数割当ての原則

「無線局開設の根本的基準」関係

⑭ 無線局開設の根本的基準

⑫

免許申請に対する処理方針について

「その他」

圓 電波法令集

ω 電波関係告示集

⑮ 通達集

佃 事務規程集

5条 後半
以降省略

省 略

省 略

無線局の開設の根本的基準に関する規則第4条 及び第8条 に該当する固定業務用無線局の

一303一



・

.

.

電
波
法

施
行
規
則

目

次
第

一
章

総
則

(第

一
条
一
策
四
条
の
四
)

第
二
章

無
線
局

第

一
節

通
則

(第
五
条
一
策
十
五
条
)

第
二
節

周
波
数
の
公
開

(第
十
六
条
一
策
二
十

一
条
)

第
三
節

安
全
施
設

(
第
二
十
二
条
ー
第
二
十
七
条
)

第
四
節

船
舶
局
、
航
空
機
局
等
の
特
別

(
第
二
十
八
条
一
策
三
十

一
条
の
四
)

第
四
節

の
二

地
球
局
、
宇
宙
局
等

の
特
別

(第
三
十
二
条
L
第
三

十
二
条

の
三
)

第
五
汁即

鉦
心線
従
事
者
一
(第
一二
十
=
一条
-
第
一二
十
]八条
)

第
六
節

目
的
外
通
信
等

(第
三
十
七
条
)

.

第
七
節

業
務
書
類
等

(第
三
十
八
条
一
策
四
十
三
条

の
四
)

第
三
章

高
周
波
利
用
設
備

第

一
節

通
則

(第
四
十
四
条
ー
第
四
十
六
条
の
二
)

第
二
節

安
全
施
設

(第
四
十
七
条
一
策
五
十
条
)

第
四
章

雑
則

第

}
節

電
波
天
文
業
務
等
の
受
信
設
備
の
指
定
基
準
等

(
第
五
十

条
の
二
一
第
五
十
条

の
九
)

第
二
節

無
線
方
位
測
定
装
置
の
保
護

(
第
五
十

一
条
)

第
三
節

権
限
の
委
任

(第
五
十

一
条
の
二
)

第
四
節

書
類
の
提
出

(第
五
十
二
条
)

第
五
章

経
過
規
定

(第
五
十
三
条
)

.

附
則

董

呈
露
講

櫻}一蕪

欝
欝
諸
嬢
戦

無
線
設
備
規
則

目
次第

一
章

総
則

窮 策 第
四 三 第 第 第 二 第 第 第 第
章 章 三 二 一 章 四 三 ニ 一節 節 節 節 節 節 節

通
則

(第

一
条
1
第
四
条
)

電
波

の
質

(第
五
条
ー
第
七
条
)

保
護
装
置

(第
八
条

・
第
九
条
)

特
殊
な
装
置

(第
九
条
の
二
)

送
信
設
備

通
則

(第
十
条
一
策
十
四
条
)

送
信
装
置

(第
十
五
条
一
策
十
九
条
)

送
信
空
中
線

(第
二
十
条
ー
第
二
十
三
条
)

受
信
設
備

(第
二
十
四
条
一
策
二
十
六
条
)

業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設

備
の
条
件

第

一節

放
送
局

(超
短
波
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
を
行
な

う
放
送
局
を
除
く
。)の
無
線
設
備

(第

二
十
七
条
-
第
三

十
三
条
)

第
二
節

超
短
波
放
送
を
行
な
う
放
送
局
の
無
線
設
備

(第
三
ヰ
四

条
一
策
三
十
七
条
)

第
二
節

の
ニ

テ
レ
ビ
ジ

ヨ
ン
放
送
を
行
な
う
放
送
局
の
無
線
設
備

(第
三
十
七
条
の
二
一
第
三
十
七
条
の
七
)

第
三
節

船
舶
局
及
び
海
岸
局
並
び
に
沿
岸
無
線
電
話
通
信
を
行
な

う
携
帯
局
等
の
無
線
設
備

(第
三
十
八
条
一
策
四
十
五
条
.

◆

の
三
)

第
三
節
の
二

航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局

並
び
に
航
空
機
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
の
無

線
設
備
(第
四
十
五
条
の
四
一
第
四
十
五
条

の
十
七
)

第
四
節

無
線
方
位
測

定

機
等

(第
四
十
六
条
一
策
四
十
九
条
の

四
)

第
五
節

非
常
局
の
無
線
設
備

(第
五
十
条
)

第
六
節

国
際
通
信

(国
際
放
送
を
除
く
。)
を
行
な
う
無
線
局
の
無

線
設
備

(第
五
十

一
条
-
第
五
十
三
条
)

第
七
節

簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備

(第
五
十
四
条
)

第
七
節

の

二

単
側
波

帯
を
使

用
す

る
単

一
通
信
路

の
無
線

局
の
無

線

設
備

(
第

五
十
五
条
ー

第
五

十
七
条

の
三
)

第
八
節

F
三
電
波

を
使
用
す

る
単

一
通

信
路

の
無

線
局

の
無
線

設

備

(
第

五
十
八
条
-
第

五
十

八
条

の
二
の

二
)

第
九
節

五
四
肋
以
上

の
周
波
数

の
電
波

を
使
用

し
て
通
信
系
を

構

成

す

る
固
定

局

の
無

線
設
備

(
第
五
十

八
条

の
二
の
三
)

第
五
章

高

周
波

利
用
設
備

第

一
節

通
則

(
第
五
十

八
条

の
三
)

第

二
節

通
信

設
備

(
第
五

十
九
条
-
第

六
十
四
条
)

第

三
節

通
信

設
備
以
外

の
設
備

(
第
六

十
五
条

・
第

六
十
六
条
)

附
則

(改
正
昭
二
七
二
八
規
則
第
八
号
、
昭
二
八
・
一
一
省
令
嫡
六
一
号
、
昭
三
一
・
一
一
省
令
第

一=
号
.
昭
三
三
・
一
一
省
令
第
三
〇
号
、
昭
三
五
・
六
省
令
第
一
〇
号
、
昭
三
五
.
九
省
令
第

一=
号
・
昭
三
ハ
・
六
省
令
竺

六
号
、
昭
三
九
こ

二
省
令
第
三
〇
号
.
昭
竺

.
=
看
令

弟
二
八
号
、
昭
四
二
・
七
省
令
竺

六
号
、
昭
四
三
・
七
省
令
竺

四
号
、
昭
四
四
.
三
省
令
箆

九
号
、
昭
四
六
・
=
一省
令
弟
三
一
号
、
昭
四
七
・
七
省
令
昂
二
五
号
)

無
線
機
器
型
式

検
定
規
則

第

一
章

総
則

(規
定
事
項
)

第

一
条

こ
の
規
則
は
、
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ

き
郵
政
大
臣
の
行
な
う
検
定
に
合
格
す
る
こ
と
を
要
す
る
無
線
設
備
の

機
器
の
型
式
検
定
及
び
郵
政
省
設
置
法

(昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
百

四
十
四
号
)
第
四
余
算
二
十
二
号
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
委
託
に
よ

り
郵
政
省
が
行
な
う
機
器
の
型
式
検
定
の
合
格
の
条
件
、
申
請
手
続
等

に
関
し
て
定
め
る
。

.
(対
象
と
す
る
機
器
)

第
二
条

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
型
式
検
定
を
行
な
う
機
器
は
、
法
第

三
十
七
条
及
び
施
行
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
郵
政
大
臣
の
行
な

う
検
定
に
合
格
す
る
こ
と
を
要
す
る
周
波
数
測
定
装
置
、
警
急
自
動
受

信
機
、
救
命
艇
用
携
帯
無
線
電
信
の
機
器

(船
舶
救
命
設
備
規
則

(昭

和
四
十
年
遅
輸
省
令
第
三
十
六
号
)
第
七
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
備
え

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。)、
航
空
機
に
施
設
す
る
無
線

設
備
の
機
器
及
び
無
線
方
位
測
定
機

(船
舶
設
備
規
程

(昭
和
九
年
逓

信
省
令
第
六
号
)
第
百
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
つ
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。)
の
ほ
か
、
郵
政
省
が
型
式
検
定
の
委
託
を
受

け
た
次
に
掲
げ
る
機
器
と
す
る
。

一

気
象
援
助
局
の
用
に
供
す
る
無
線
設
備

(ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
、
受
信

設
備
を
付
置
し
た
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ

(ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
及
び
こ
れ
に
特

定
の
動
作
を
さ
せ
る
た
め
の
電
波
を
受
け
る
受
信
設
備
か
ら
な
る
無

線
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)及
び
気
象
用
ラ
ジ
オ

・
ロ
ボ
ッ
ト
に

限
る
。)
の
機
器

、二

簡
易
無
線
局
の
用
に
供
す
る
無
線
設
備
の
機
器

三

遭
難
自
動
通
報
設
備
の
機
器

四

ラ
ジ
オ

・
ブ
イ
の
機
器

五

単
側
波
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局

(施
行
規
則
第
十
三
条
の

四
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。)
の
用
に
供
す
る
送
信
装
置
及
び
受
信

装
置
の
機
器

六

F
三
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
用
に
供
す
る
送
信
装
置
及
び
受

、

信
装
置
の
機
器

七

高
周
波
電
流
を
利
用
す
る
医
療
用
設
備

(施
行
規
則
第
四
十
五
条

第

一号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。)
の
機
器

ミば
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電波監理馬連4-3

昭和48年2月9日

地方電波監理局で行なう無線局に関する技術審査基準

日 次

第1章 総 員り(第1条 一策3条)

第2章 固定局の技術審査基準

第1節 無線設備の設置場所(第4条 ・第5条)

第2節 国内通信を行なう固定局の工事設計

(第6条 一第19条)

第3節 国際通信 を行な う固定局の工事設計

第4節 電波の型式、周波数、空中線電力等

第5節

第6節

第7節

(第20条)

(舞∫21条一 第24条)

伝送の質

混 信

無線設備のその他の技術審査基準等

(第25条)

(第26条)

(第27条 一策30条)

第3章 放送局の技術審査基準

第1節 微小電力テレビジョン放送局の技術審査基準 馳

(第31条 一策33条)

第4章

第5章

第6i';t

第7章

第8章

第9fit

海岸局の技術審査基準(第34条 一第39条)

船舶局の技術審査基準(第40条 一身∫43条)

遭難自動通報局の技術審査基準(orY'44条 一第45条)

航空局の技術審査脳 ∫{(第46条 一第49条)

航空機局の技術審査店珂{i(第50条 一第53条)

陸上移動業務の局の技術審査基準

亀

第1節 放送事業用陸上移動業務の局以外の陸上移動業務の

局の技術審査基準(第54条 一第58条)

第2節 放送事業用陸上移動業務の局の技術審査基準

(第59条 一第65条)

第10章 携帯移動業務の局の技術審査基準(第66条)

第11章 信号報知業務の局の技術審査基準

第1節 専用信号報知局の技術審査基準(第67条 一第71条)

第2節 一般の利用に供するために開設する信号報告局の技

術審査基準(第72条 一策75条)

第12章 無線航行業務の局の技術審査基準

第1節 無線航行陸上局の技術審査基準(第76条)

第2節 無線航行移動局の技術審査基準(第77条 一第79条)

第13章 無線標定業務の局の技術審査基準

第1節 無線標定陸上局の技術審査基準(第80条)

第2節 無線標定移動局の技術審査基準(第81条 一第85条)

第14章 非常局の技術審査基準(第86条 一第90条)

第15章 簡易無線局の技術審査基準(第91条 一第95条)

第16章 気象援助局の技術審査基準(第96条 一第99条)

第17章 実用化試験局に適刑する規定(第100条)

第18章 実験局(電 波伝搬試験用実験局を除 く。)の技術審査基

準(第101条 一第104条)

第19章 電波伝搬試験川実験局の技術審査基準(第105条)

第20章 アマチュア局の技術審査基準(第106条 一第107条)

附 則
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法
施
行
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則

第
三
章

第
二
節

(周
波
数
の
公
開
)

第
+
七
条

法
第
二
±

八
条
の
規
定
に
よ
・
周
波
数
の
公
開
は
、
第
+
九

条
か
ら
第

二
十

一
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

第
+
八
条

削
除

(周
波
数
表
の
内
容
)

第
+
九
条

周
数

表
に
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
。

一

附
属
規
則
に
規
定
す
る
周
波
数
分
配
表

の
う
ち
、
全
世
界
及
び
第
「

三
地
域
に
分
配
せ
ら
れ
た
業
務
別
周
波
数
帯

二

附
属
規
則
に
お
い
て
及
び
通
信
条
約

に
基
く
国
際
会
議
に
お
い
て

日
本

に
分
配
せ
ら
れ
た
周
波
数
及
び
こ
れ
ら
の
周
波
数
以
外
の
周
波

数

の
う
ち
日
本
が
利
用
す
る
・
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
護

大
臣
が
業
務
別
に
分
配
し
て
い
る
も
の

三

前
号
の
周
薮

の
う
ち
、
割
り
当
て
た
周
波
数
及
び
そ
の
発
射
の

場
所

四

第
二
号

の
周
波
数
の
う
ち
、
前
号
の
周
波
数
及
び
発
射

の
場
所
以

外
に
お
い
て
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

(周
波
数

の
現
状
)

第
二
十
条

郵
政
省
に
備
え
る
周
波
数
原
簿
は
、
周
波
数
の
毎
日
の
現
状

を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

2

郵
政
大
臣
は
、
毎
奇
数
月
の
一
日
現
在
に
お
け
る
周
波
数
の
状
況
を

表
示
す
る
周
波
数
表
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

(閲
覧

の
場
所
)

第
二
十

一
条

周
波
数
表
は
べ
左
の
場
所
に
お
い
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
す

る
。

一
・郵
政
省
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理
局

二

地
方
電
波
監
理
局
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縄
郵
政
管
理
事
務
所
を
含

む
。
以

下

同

じ
。)

,

、

ー

c。
O
Φ

ー
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② 空 中線 電 力 は1キ ロ ワ ッ ト未 満 はW 、1キ ロ ワ ッ ト以上

はkWで 表 示 す る こ と。

{3}簡 易 無 線 局 お よ び気 象 援 助 局 の 空 中線 電 力 は 、 規 格 電 力

(Pr)で 表 示 す る こ と。

付録第1号(第4条 参照)

附 則

この 達 は 、 昭 和47年5月15日 か ら施 行 す る。

固 定 局 の 指 定 電 波 一 覧 表

周波数 電波 の型式 鋪継
許 容 値

妓 大
空中線
電 力 用 途 使 用 地 域 免 剖:人 備 考

(kc) (W)
(kc)

1753.5 A3」 、A3H 3 10 消防用 全 国 地方公共団体 同報用
1755 A3 6 3 〃 〃 〃 〃

1756.5 A3J、A3H 3 10 〃 〃 〃 〃

1901.5 A3」 〃 〃 水防用 信越管内 新潟県
2053.5 〃 〃 〃 電気事業用 北陸、北海道管内 北陸 、北海道電力

2056.5 〃 〃 5 〃 四国管内 四国電力
2118.5 A3」 、A3H 〃 10 消防用 全 国 地方公共団休 同報用
2120 A3 6 3 〃 〃 -〃

〃

2121.5 A3」 、A3H 3 10 〃 〃 〃 〃

2240 A1 0.5 ち0 国有鉄道用 北海道管内 日本国有鉄道
2291.5 A3」 3 〃 地方行政用 〃 北海道庁
2295 A1 0.5 100 警察用 九州管内 警察庁
2371.5 A3J 3 50 海上保安用 九州、北海道管 内 海上保安庁
2410 A} 0.5 100 警察用 東北管内 警察庁
2425 〃 〃 5 海上保安用 全 国 海上保安庁 灯火監視用
2455 〃 〃 100 警察用 四国管内 警察庁'
2473.5 A3」 3 50 官庁用 北海道管内 北海道開発庁
2476.5 'ノ 〃 〃 水防用 京北管内 建設省
2485 A1 0.5 100 警察川 北海道管内 警察庁
2492.5 〃 〃 〃 〃 中国管内 〃

2546.5 A3J 3 5 地方鉄道用 東海管内 地方鉄道事業者
2556.25 〃 〃 50 水防用 東北管内 青森県
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電波監理馬連4-4

昭和47年5月13日

地方委任局の電波の型式、周波数、空中線電力等の

指定基準

(目的)

第1条 この達は、地方委任局(電 波法施行規則(昭 和25年 電

波監理委員会規則第14号)第51条 の2第1項 第1号{1)に 掲げ

る無線局および 「郵政省職務規程第20条 の2第5号 および6

号に掲げる別に定める無線局について(依 命通達)」(郵 渡船

第210号 昭和47年5月13日)下 記第1お よび2に 掲げる無線

局をいう。以下同じ。)の電波の型式、 周波数、 占有周波数

帯幅の許容値および空中線電力(以 下 「電波の型式、周波数

等」という。)の指定の基準を定めることを目的とする。

(関連する達)

第2条 この達は、次の達に関連す る。

(1)電 波関係の達に関する規程(昭 和35年9月 電波監理馬連

1-1)

{2}略 語の意義(昭 和29年3月 電波監理局達1-2)

㈲ 地方電波監理局(ψll縄郵政管理事務所を含む。)で 行 な

う無線局に関する申請書および届書等の事務処理手続規程

(n召下ll484F2月毛Uj皮!読把1{間遠4-1)

{4}地 方委任局の審査ユi§準(1昭 和45年3月 電波監理馬連4-

2)

㈲ 地方電波監理局(沖 縄郵政管理弓`務所を含む。)で 行 な

う無線局に関する技術審査基準(昭 和48年2月 電波監理局

達4-3)

(指定の根拠)

D

第3条 地 方 委 任 局 の電 波 の 型 式 、 周 波 数 等 の指 定 は、 別 に局

長 が 定 め る もの の ほ か 、 この 達 の 定 め る と ころ に よ り行 な う

もの とす る。'

(電 波 の型 式 、 周 波 数 等 の 指 定)

第4条 電 波 の型 式 、 周 波 数 等 の 指 定 は、 地 方 委 任局 の審 査 基

準 お よ び 地 方 電 波 監 理 局(沖 縄 郵 政 管 理 事 務 所 を 含 む 。)で

行 な う無 線 局 に 関 す る技 術 審 査 基 準 に よ る審 査 の結 果 に基 づ

き、 付 録 第1号 か ら付 録 第18号 ま で に 掲 げ る指 定電 波等 一 覧

表 に よ り行 な う。 た だ し、 指 定 電 波等 一 覧 表 に定 め の な い も

の に つ い て は 、 次 の 各 号 に よ る もの とす る。

(1)地 方 電 波 監 理 局(沖 縄 郵 政 管 理 事務 所 を 含む 。)で 行 な

う無 線 局 に 関 す る 申請 書 お よ び』⊥1書等 の 事務 処 理 手 続規 程

第11条 第2項 の 規 定 に よ り局 長 の指 示 を要 しない もの を除

き、 局 長 の 指 示 を 受 け る もの と す る。

{2)付 録 第1号 、 第2号 、 第7号 、 第101」 、 第11号 お よ び第

14号 に お い て無 線 設 備 規 則 の一 部を 改 正 す る省 令(昭 和44

年 郵 政 省 令 第9[})付 貝ll第2項 の 規 定 の 適 川 を 受 け る無 線

設 郁jlこ{系る1!iイU、ld波数 帯1川o)、1'1・17ミイ直は 、ll(]Wl49年3刀3111

まで は54輪 を こえ68Mc以 ドの1∴1波iし《に')い て は26kc、142

故 を こえ162.0375捷 以 下 ま た は335.4故 を こえ470旋 以下 の

周 波 数 につ い て は30kcと す る こ とが で き る。

(周 波 数 お よ び空 中線 電 力 の 表 示)

第5条 周 波 数 お よ び 空 中 線 電 力 の指 定 を行 な う場 合 に お い

て 、 周 波 数 お よ び 空 中 線 電 力 の表 示 は 、 次 の 各 号 によ る もの

とす る。

{1)周 波 数 は 、28,000kc以 下 はkc、28,000kcを こえ10,000th

以 下 は}k、10,0001kを こ え る もの はGcで 表 示 す る こと。

φ 吟
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◎800Mc帯 の電波を使用す るITV用

無線局の免許申請に対す る処理に

つ い て

地方電波監〕型局長

郵 波 陸 第518号

昭和43年10月11日

電 波 監 理 局 長

800Mc帯 の電 波 を 使 用 す る1TV用 無 線 局 の免 許

申 請 に 対 す る処 理 に つ い て(通 達)

郵 波 周 第22号(43・&26)関 連

上 記 の こ とに つ い て は、 さ き に 関連 通 達 に よ り、 産 業 用 テ レ

ビ ジ ョ ン(以 下 「ITV」 とい う。)の局 に対 す る周 波 数 帯 と し

て890脹 か ら9201kま で を充 当 され る こ と とな った が、 これ に 基

づ き、 この 周 波 数 を 使 用 す るITV用 無 線 局 の免 許 申請 に対 し

て は、 下 記 の基 準 に よ り処 理 す る こ と とな った か ら、 了知 され

た い。

な お、 これ に伴 い現 に免 許 を受 け て い る830故 か ら920祐 まで

の周 波 数 帯 のITV用 無 線 局(昭 和44年3月31日 まで の 間 に お

い て 、 同 日 まで に 限 定 して 再 免 許 す る もの を 含 む 。)に つ い て

は 、新 基 準 にか か わ らず 昭 和44年3月31日 まで は 、 な お従 前 の

例 に よ る こ と と な っ たか ら、 関 係 免 許 人 に対 す る周 知 方 よ ろ し

く取 り計 らわ れ た い。

また 、 「ITV用 無 線 局 の免 許 申 請 に 対 す る処 理 に つ い て」

(通 達)(郵 波 陸 第559号)(34.7.17)は 、 廃 止 す る。

◎ 、

記

1周 波数について

映像信号(当 該無線局の運用に必要な音声および信号(以

下 「補助信号」 という。)を付加する場合を含む。)の 送出を

行なう無線局(以 下 「ITV局 」 という。)およびITV局 の

監視および制御(打 合せを含む。)等を行なうことを目的とす

る無線局(以 下 「監視制御局」 とい う。)の割当周波数および

基準周波数は、別表1の とお りとする。

2電 波の質等について

{1)ITV局 および監視制御局の許容偏差および占有周波数

帯幅の許容値は、別表2の とお りとする(付 図参照)。

(2}映 像信号の周波数幅は、原則として200kc以 上とする。

3空 中線について

{1)人 口10万人以上の市制施行地域に設置する固定局(同 報

通信方式のものを除 く。)の空中線は、原則として開口面積

3平 方 メー トル以上のパ ラボラ空中線またはこれと同等以

上の指向特性を有するものとし、その他の地域に設置する

ものは、原則 として8素 子八木空中線以上の指向特性を有

す るものとする。

② 同報通信方式の固定局 の空中線は、できる限り指向特性

の尖鋭なものとす る。

{3}移 動局の空中線は、原則として8素 子八木空中線以上の

指向特性を有するものとする。
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別表1
割当周波数および基準周波数

ネ

番

チ ャ ン

ノレ

号

1 T V 局 監視制御局

割当周波数

918.65

一
割当周波数 基 準 川 波 数

映像信号1 補助{詔 ・

1 892・・1 1 892,930

2 893・・1 映1 893,930 1 918.75

3 894.5 像1 894,930 1 918.85

4 1 895.5 信 895,930 1 918.95

5 896.5 号 896,930 919.05

6 897.5 搬 1 897,930 919.15

7 898.5 送 898,930 919.25

8 899.5 波 899,930 919.35

9 1 900.5 1
|

の 1 900,930 1 919.45

10 1 901.5 周 901,930 1 919.55

11 1 902.5 波
、

902,930 919.65

12 903.5 数 903,930 919.75

・13 1 904.5 と 904,930 919.85

14 1 905.5 す 905,930 890.15

15
19・6・ ・ 駕

906,930 890.25

16 907.5 907,930 890.35

17
1・ ・8・'・ 1 1・ ・8・田 ・ 1 890.45

18 909.5 1 909,930

'

1 890.55

19 910.5 1 910,930 1 890.65

口

・・1 911.5 1 911.93・1 890・75

211 912.5 1 9・2.93・1 890.85

221 91a5 1 1 913.93・1 890.95

23 914.5 914,930 891.05

24 915.5 915,930 891.15

25 1 916.5 916,930 891.25

26 917.5 917,93σ 891.35

注 固定業務用は、低 い周波 数か ら順次高 い周波数に、また、移

動業務用は、高い周波数か ら順 次低い周波数にそれぞれ割 り当

て ることを原則 とす る。

別表2

許容偏差および占有周波数帯幅の許容値の表

区 別
信 号 の
種 類

周波数の
許容偏差

有周波数帯
轟の許容値

ITV局

映像信号
のみの局

50×10`8 900kc

蓼纏
る局

映像信号 50×10`6 850kc

補助信号 50×10'6 40kc

監 視 制 御 局 20×10'・ 80kc

● ≠
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付図

◎。
二

・ チャンネルの周 波数範囲

映像信号の占有周波数帯幅の許容随 一

11

il:き
竃1曇
11
`9
1,

l
l

一

一 補助信号の占有
帯 幅 の 許 容

補助信号の
基準周波数1

1
1
;

曇

50
kc

.

・ 4`
kc

一

・

50
kc

.

ど

一850kc一

900kc

1000kc一

1注}映 像信号搬送波の周波数 とする。



無
線
局

(放

送
局
を
除
く
。)
の
開
設

の
根
本

的
基
準

(目
的
)

第

一
条

こ
の
規
則
は
、
無
線
局

(放
送
局

(放
送
試
験
局
及
び
放
送
を

行
な
う
実
用
化
試
験
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)を
除
く
。)の
開
設
の
根

.本
的
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(用
語

の
意
義
)

第
二
条

こ
の
規
則
中
の
左
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
本
条
に
示
す
通

り
と
す
る
。

一

「根
本
的
基
準
」
と
は
、
無
線
局

(放
送
局
を
除
く
。)
の
開
設
の

免
許
に
関
す
る
基
本
的
方
針
を
い
う
。

二

「
公
衆
通
信
業
務
用
無
線
局
」
と
は
、
公
衆
の

一
般
的
利
用
に
供

す
る
無
線
通
信
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線

局

(放
送
局
を
除
く
。)を
い
う
。

三

「公
共
業
務
用
無
線
局
」
と
は
、
人
命
及
び
財
産

の
保
護
、
治
安

の
維
持
、
気
象
通
報
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
公
共
の
業
務
を
遂
行
す

る
た
め
に
開
設
す
る
無
線
局
を
い
う
。

四

「漁
業
用
海
岸
局
」
と
は
、
漁
船
の
船
舶
局
と
の
問
に
漁
業
に
関

す
る
通
信
を
行
う
た
め
に
陸
上
に
開
設
す
る

移
動
し
な
い
無
線
局

(漁
業
の
指
導
監
督
用
の
も
の
を
除
く
。)を
い
う
。

五

「簡
易
無
線
業
務
用
無
線
局
」
と
は
、
簡
易
な
無
線
通
信
業
務
で

あ
つ
て
、
且

つ
、
ア
マ
チ

ュ
ア
業
務
に
該
当
し
な
い
業
務
を
行
う
た

め
に
開
設
す
る
無
線
局
を
い
う
。

(公
衆
通
信
業
務
用
無
線
局
)

第
三
条

公
衆
通
信
業
務
用
無
線
局
は
、
左
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
公
共

の
利
益
、
利
便
及
び
必
要
に
合

致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
公
共
の
利
益
、
利
便
及
び

必
要
は
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す

る
。

ω

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
電
気
通
信
業
務
の
健
全
な
発
達
と

円
滑
な
運
営
と
に
寄
与
す
る
こ
と
。

②

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
既
設
の
無
線
局

(予
備
免
許
を
受

け
て
い
る
も
の
を
含
む
。)若
し
く
は
法
第
五
十
六
条
第

一
項
に
規

定
す
る
指
定
を
受
け
て
い
る
受
信
設
備

(以
下

「既
設
の
無
線
局

等
」
と
い
う
。)
の
運
用
又
は
電
波
の
監
視

(郵
政
大
臣
が
そ
の
公

示
す
る
場
所
に
お
い
て
行
な
う
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)
に
支

障
を
与
え
な
い
こ
と
。

㈲

そ
の
局
を
開
設
す
る
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
電
気
通
信
業
務

の
他
の
手
段
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
つ
て
、
他

の
各
種
の
電

気
通
信
手
段
に
比
較
し
て
能
率
的
か
つ
経
済
的
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
局
が
八
九
〇
肋
以
上
の
周
波
数
の
電
波
に
よ
る
特
定
の
固
定

地
点
間
の
無
線
通
信
を
行
な
う
も
の

(そ
の
局
の
無
線
通
信
に
つ
い

て
法
第
百
二
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の

指
定
の
必
要
が
な
い
も
の
を
除
く
。)で
あ
る
と
き
は
、
当
該
無
線
通

信
の
電
波
伝
搬
路
に
お
け
る
当
該
電
波
が
法
第
百
二
条

の
三
第

一
項

各
号
の

一
に
該
当
す
る
行
為
に
よ
り
伝
搬
障
害
を
生
ず
る
見
込
み
の

あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

(公
共
業
務
用
無
線
局
)

第
四
条

公
共
業
務
用
無
線
局
は
、
左
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で

な
け
れ
ば
「な
ら
な
い
。

一

そ
の
局
は
、
所
掌
事
務
の
遂
行
の
た
め
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
免
許
人
以
外
の
者
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

二

そ
の
局
を
運
用
す
る
こ
と
が
そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る

者

の
所
掌
事
務
の
円
滑
な
運
営
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
。

三

通
信
の
相
手
方
及
び
通
信
事
項
は
、
そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
の
所
掌
事
務
の
遂
行
上
必
要
不
可
欠

の
も
の

に
限

る

こ

と
。

四

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波

の
監
視
に
支
障
を
与
え
な
い
こ
と
。

.

五

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
他

の
各
種
の
電
気
通
信
手
段
に
比
較

し
て
、
能
率
的
且
つ
経
済
的
で
あ
る
こ
と
。

六

そ
の
局
が
八
九
〇
地
以
上
の
周
波
数
の
電
波
に
よ
る
特
定
の
固
定

地
点
間
の
無
線
通
信
で
法
第
百

二
条
の
二
第

一
項
第
三
号
か
ら
第
六

号
ま
で
の

}
に
掲
げ
る
も
の
を
行
な
う
も
の

(そ
の
局
の
無
線
通
信

に
つ
い
て
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
る
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
指
定
の

必
要
が
な
い
も
の
を
除
く
。)で
あ
る
と
き
は
、
当
該
無
線
通
信
の
電

波
伝
搬
路
に
お
け
る
当
該
電
波
が
法
弟
百
二
条
の
三
第

一項
各
号
の

ノ

一
に
該
当
す
る
行
為
に
よ
り
伝
搬
障
害
を
生
ず
る
見
込
み
の
あ
る
も

の
で
な
い
こ
と
。

(実
験
局
)

第
六
条

実
験
用
は
、
左
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

そ
の
局
は
、
免
許
人
以
外
の
者
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
な
い
ζ

と
。

一一

そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
実
験
を
遂
行
す
る

適
当
な
能
力
を
も
つ
て
い
る
こ
と
。

三

実
験
の
目
的
及
び
内
容
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
且
つ
、
公
共
の
福

祉
を
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

実
験
の
目
的
及
び
内
容
が
電
波
科
学
若
し
く
は
技
術
の
進
歩
発
達

び

又
は
科
学
知
識
の
普
及
に
貢
献
す
る
合
理
的
な
見
込
の
あ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

五

そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
実
験
の
目
的
を
達

す
る
た
め
電
波
の
発
射
を
必
要
と
し
、
且
つ
、
合
理
的
な
実
験
の
計

画
及
び
こ
れ
を
実
行
す
る
た
め
の
適
当
な
設
備
を
も
つ
て

い
る

こ

と
。

六

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波

の
監
視
に
支
障
を
与
え
な
い
こ
と
。

(
ア
マ
チ

ュ
ア
局
)

第
六
条
の
ニ

ア
マ
チ
ユ
ア
局
は
、
左
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
局
○
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

"

ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
無
線
設
備
の
操
作
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
無

線
従
事
者

(
以
下

「従
事
者
」
と
い
う
。)
の
資
格
を
有
す
る
者

ヵ

ア
マ
チ
ユ
ア
業
務
の
健
全
な
普
及
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
社
団
で
あ
つ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の

H

営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

⇔

目
的
、
名
称
、
事
務
所
、
資
産
、
理
事

の
任
免
及
び
社
員
の

資
格
の
得
喪
に
関
す
る
事
項
を
明
示
し
た
定
款
が
作
成
さ
れ
、

適
当
と
認
め
ら
れ
る
代
表
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

日

ア
マ
チ
ュ
ア
業
務
に
興
味
を
有
し
、
か
つ
、
従
事
者
の
資
格

を
有
す
る
者

(施
行
規
則
第
三
十
三
条
第
五
号
の
二
に
規
定
す

る
者
を
含
む
.)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
局
の
無
線
設
備
は
、
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で

あ
る
と
き
は
そ
の
者
の
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
社
団
で
あ

る
と
き
は
そ
の
す
べ
て
の
構
成
員
が
そ
の
い
ず
れ
か
の
無
線
設
備
に

つ
き
操
作
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
但
し
、
移
動

す
る
ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
無
線
設
備
は
、
空
中
線
電
力
が
五
〇
ワ
ッ
ト

以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

そ
の
局
は
、
免
許
人
以
外
の
者
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
な
い
こ

と
〇

四

そ
の
局
を
開
設
す
る
目
的
、
通
信
の
相
手
方
の
選
定
及
び
通
信
事

項
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
且

つ
、
公
共
の
福
祉
を
害
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

五

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波

の
監
視
に
支
障
を
与
え
な
い
.こ
と
。

(携
帯
局
)

第
六
条
の
三

携
帯
局
は
、
左
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
局
は
、
左
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
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ω

地
上
若
し
く
は
海
上
又
は
そ
れ
ら
の
上
空
の
い
ず
れ
か
の
二
以

上
の
区
域
に
わ
た
り
、
随
時
移
動
し
て
運
用
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
当
該
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
の
安

全
を
目
的
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

一
の
船
舶
又
は
航
空
機
に
お
い
て
運
用
す
る
も
の
で
な
く
、
船

舶
相
互
間
又
は
航
空
機
相
互
間
に
お
い
て
の
み
随
時
移
動
し
て
運

用
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
当
該
船
舶
又
は
航
空
機
の
航
行
の

安
全
を
目
的
と
し
な
い
、も
の
で
あ
る
こ
と
。

③

船
舶
以
外
の
移
動
体
で
あ
つ
て
海
上
を
航
行
又
は
浮
遊
す
る
も

の
、
又
は
航
空
機
以
外
の
移
動
体
で
あ
っ
て
上
空
を
航
行
又
は
飛

し
ょう

類
す
る
も
の
に
お
い
て
運
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
局
の
移
動
範
囲
は
、
海
上
に
お
い
て
運
用
す
る
場
合
は
日
本

周
辺
の
海
域
、
上
空
に
お
い
て
運
用
す
る
場
合
は
日
本
領
土
及
び
日

本
周
辺
の
海
域
の
上
空
に
限
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

シ

三

そ
の
局
の
無
線
設
備
は
、
別
に
法
令
に
規
定
が
あ
る
も
の
の
外
、

次

の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ω

容
易
に
持
運
び
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

航
空
機
に
搭
載
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
空

中

線

電
力

は
、
五
ワ
ッ
ト

(五
四
臓
か
ら
六
八
臓
ま
で
及
び

一
四
八
肋
か
ら

一
六
二
脆
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

一
ワ
ッ
ト
)
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四

通
信
の
相
手
方
及
び
通
信
事
項
は
、
そ
の
局
の
免
許
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
の
事
業
又
は
業
務
の
遂
行
上
必
要
で
あ
つ
て
、
最
少
限
の

も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

そ
の
局
は
、
免
許
人
以
外
の
者
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
な
い
こ

と
。

六

そ
の
局
を
開
設
す
る
目
的
及
び
通
信
事
項
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、

且
つ
、
公
共
の
福
祉
を
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波

の
監
視

に
支
障
を
与
え
な
い
こ
と
。

(簡
易
無
線
業
務
用
無
線
局
)

第
七
条

簡
易
無
線
業
務
用
無
線
局
は
、
左
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
局
は
、
免
許
人
以
外

の
者
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
な
い
.」

と
。

二

そ
の
局
を
開
設
す
る
目
的
、
通
信
の
相
手
方
の
選
定
及
び
通
信
事

項
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
且
つ
、
公
共
の
福
祉
を
害
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波

の
監
視
に
支
障
を
与
え
な
い
こ
と
。

(
そ
の
他
の
一
般
無
線
局
)

第
八
条

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
無
線
局
以
外

の
無

線

局

(放
送
局
を
除
く
。)は
、
左
の
各
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
局
は
、
免
許
人
以
外
の
者
の
使
用
に
供
す
る
も
の
で
な
い
こ

と
。

二

そ
の
局
を
開
設
す
る
目
的
、
通
信
の
相
手
方
の
選
定
及
び
通
信
事

項
が
法
令
に
違
反
せ
ず
、
且
つ
、
公
共
の
福
祉
を
害
し
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三

そ
の
局
を
運
用
す
る
こ
と
が
そ
の
局
を
使
用
す
る
事
業
ヌ
は
業
務

の
遂
行
の
た
め
に
必
要
で
あ

つ
て
、
且
つ
、
そ
れ
に
よ
り
公
共
の
福

祉
を
増
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

通
信
の
相
手
方
及
び
通
信
事
項
は
、
そ
の
局
を
使
用
す
る
事
業
又

は
業
務
の
遂
行
上
必
要
で
あ

つ
て
、
最
少
限
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

そ
の
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波

の
監
視
に
支
障
を
与
え
な
い
こ
と
。

六

そ
の
局
を
開
設
す
る
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
公
衆
通
信
施
設
を

利
用
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
。

七

そ
の
局
を
開
設
す
る
目
的
を
達
成
す
る
に
は
、
無
線
設
備
以
外
の

設
備
に
よ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
又
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
。

八

そ
の
局
が
八
九
〇
胱
以
上
の
周
波
数
の
電
波
に
よ
る
特
定
の
固
定

地
点
間
の
無
線
通
信
で
法
第
百
二
条

の
三
舞

一
項
第
二
号
に
掲
げ

る

も
の
を
行
な
う
も
の

(そ
の
局
の
無
線
通
信
に
つ
い
て
同
条
同
項

の

規
定
に
よ
る
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
指
定
の
必
要
が
な
い
も
の
を
除

く
。)
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
無
線
通
信
の
電
波
伝
搬
路
に
お
け
る
当

該
電
波
が
法
第
百
二
条
の
三
第

一項
各
号
の

一
に
該
当
す
る
行
為
に

よ
り
伝
搬
障
害
を
生
ず
る
見
込
み
の
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

(適
用
除
外
)

第
九
条

第
三
条
第

二
号
、
第
四
条
第
六
号
及
び
第
八
条
第
八
号
の
規
定

は
、
再
免
許
に

つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。

'

無

線

局

(放

送

局

を

除

く

。
)
の
開

設

の

根

本

的

基

準

に
関

す

る

規

則

第

四

条

及

び

第

八

条

に
該

当

す

る

固

定

業

務

用

無

線

局

の
免

許

申

請

に
対

す

る

処

理

方

針

に

つ
い

て

無
線
局

(
放
送
局
ま
除
く
。)
の
開
設
の
根
本
的
基
準
に
関
す
る

規
則
第
四
条
及
び
第
八
条
に
該
当
す
る
固
定
業
務
用
無
線
局
の

免
許
申
請
に
対
す
る
処
理
方
針
に
つ
い
て

無
線
局
の
免
許
に
つ
い
て
は
、
電
波
法
及
び
そ
の
関
係
省
令
に
よ
つ
て

処
理
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
将
来
も
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
行

へ

へ

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
来
無
線
局
開
設
申
請
激
増
の
す
う
勢
に
か
ん

が
み
、
電
波
利
用
に
対
す
る
需
給
の
見
と
お
し
を
立
て
る
こ
と
及
び
こ
れ

に
対
応
す
る
周
波
数
割
当
計
画
を
確
立
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
要
務
と
み
な

さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
、
そ
の
解
決
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
方
途
を
講
じ
つ

つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
て
、そ
の
方
途
の

一
つ
と
し
て
、無
線
局

開
設
申
請
に
対
す
る
公
衆
通
信
業
務
利
用
の
適
否
を
審
査
す
る
上
の
参
考

に
資
す
る
た
め
、
か
ね
て
日
本
電
信
電
話
公
社
に
対
し
、
公
社
施
設
利
用

の
可
能
性
な
い
し
公
社
の
受
入
態
勢
に
関
す
る
最
近
の
情
勢
に
つ
い
て
、

一
般
的
に
照
会
中
で
あ
つ
た
が
、
最
近
公
社
は
あ
る
範
囲
の
私
設
無
線
設

備
提
供
の
用
意
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
方
、
無
線
局
免
許
人

等
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
動
き
に
対
し
種

方
希
望
、
意
見
等
も
ひ
れ
き
さ
れ

た
。よ

つ
て
、
当
局
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
情
を
種

々
検
討
し
た
結
果
、
今

回
無
線
局

(放
送
局
を
除
く
。)
の
開
設
の
根
本
的
基
準
第
四
条
及
び
第
八

条
に
該
当
す
る
固
定
業
務
用
無
線
局
の
免
許
申
請
に
対
す
る
処
理
方
針
を

別
紙

一
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
左
記
と
と
も
に
了
知
さ
れ
た
い
。

記

一

別
紙

一
の
第

一
項
中

「特
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
と
は
、
た

と
え
ば
多
重
通
信
方
式
に
よ
る
無
線
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
、

そ
の
目
的
を
達
成
し
う
る
公
衆
電
気
通
信
役
務
を
直
ち
に
提
供
し
う
る

か
、
叉
は
近
い
将
来
提
供
し
う
る
場
合
で
あ
つ
て
そ
れ
を
利
用
す
る
ζ

と
が
国
家
的
見
地
か
ら
明
ら
か
に
有
利
で
あ
る
場
合
を
い
う
。

二

無
線
局

(
放
送
局
を
除
く
。)
の
開
設
の
根
本
的
基
準
第
八
条
の
審
査

を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
今
後
別
紙
二
の
要
領
に
よ
る

資
料
を
申
請
人
及
び
日
本
電
信
電
話
公
社
双
方
か
ら
徴
す
る
こ
と
と
す

る
。

(別
紙

一
)

無
線
局

(放
送
局
を
除
く
。)
の
開
設
の
根
本
的
基
準
に
関
す
る

規
則
第
四
条
及
び
第
八
条
に
該
当
す
る
固
定
業
務
用
無
線
局
の

免
許
申
請
に
対
す
る
処
理
方
針

(
二
九
、
七
、
二
〇
)

一

左
の
各
号
の

}
に
該
当
す
る
無
線
局
は
、
公
共
業
務
用
無
線
局
と
認

め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
本
来
公
衆
電
気
通
信
役
務

(現
存
の
役
務

及
び
将
来
提
供
さ
れ
る
予
定
の
も
の
で
あ
つ
て
申
請
人
が
希
望
す
る
時

」
'

・

I
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」
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、

'

ま
で
に
は
完
成
の
見
込
の
あ
る
役
務
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)と
の
関
係

を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
免
許
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
衆
電
気
通
信

役
務
を
利
用
す
る
こ
と
が
特
に
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

利
用
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
。

1

防
衛
用
、
海
上
保
安
用
、
警
察
用
、
検
察
用
、
気
象
用
、
消
防
用

及
び
水
防
用
と
し
て
開
設
す
る
も
の

2

船
舶
及
び
航
空
機
の
安
全
運
航
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的

と
し
て
開
設
す
る
も
の

3

鉄
道
用
又
は
軌
道
用
賀
客
車
の
安
全
運
行
を
確
保
す
る
こ
と
を
主

た
る
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の

4

送
配
電
線
の
保
全
を
確
保
す
る
ζ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
開
設

す
る
も
の

5

も

つ
ば
ら
天
災
地
変
そ
の
他
の
非
常
時
に
際
し
、
人
命
財
産
の
保

全
、
治
安
の
維
持
を
確
保
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
開
設
す
、

る
も
の

6

前
各
号
に
準
ず
る
も
の

二

左
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
益
的
性

格
に
か
ん
が
み
申
請
人
の
希
望
及
び
意
見
を
十
分
尊
重
す
る
が
、
公
衆

電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
う
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
己
れ
を
利
用
す
る

よ
う
指
導
す
る
。
、

ー

ガ

ス
管
、
水
道
管
の
保
▲
を
確
保
す
萢
ζ
と
を
主
た
る
目
的
と
し

て
開
設
す
る
も
の

2

自
動
車
の
安
全
運
行
を
確
保
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
開

設
す
る
も
の

.

3

日
本
放
送
協
会
が
放
送
中
継
業
務
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と

し
て
開
設
す
る
も
の

4

公
益
的
性
格
の
強
い
同
報
通
信
業
務
を
行
う
ζ
と
を
目
的
と
し
て

開
設
す
る
も
の

5

国
家
又
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
所
掌
事
務
遂
行
上
特
に
必
要
な

通
信
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の

6

前
各
号
に
.準
ず
る
も
の

三

前
各
項
に
該
当
し
な
い
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
公
衆
電
気
通
信
役
務

を
利
用
し
う
る
と
き
は
、
特
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、

こ
れ
を
利
用
せ
し
め
る
。

(別
紙
二
)

電
気
通
信
設
備
の
施
設
状
況
及
び
公
衆
通
信
そ
通
状
況
調
書

(
日
本

一

電
信
電
話
公
社
に
対
す
る
も
の
)

1

電

信

円

通
信
方
式
別
回
線
数

⇔

一
日
平
均
取
扱
通
数

目

電
報
種
類
別
平
均
所
要
時
分
及
び
最
高
所
要
時
分

国

障
害
状
況

国

将
来
の
回
線
改
善
の
具
体
的
計
画

㈱

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

2

電

話

H

回
線
数

一
日
平
均
受
付
数

目

一
日
当
り

一
回
線
平
均
通
話
時
数

回

昼
間
に
お
け
る
通
話
種
類
別
最
高
待
合
時
分

国

障
害
状
況

園

免
許
申
請
に
か
か
る
区
間
の
専
用
線
貸
与
の
見
込
の
有
無
、
も

し
見
込
が
あ
る
と
き
は
貸
与
の
時
期

将
来
の
回
線
改
善
の
具
体
的
計
画

専
用
線
を
貸
与
す
る
場
合
の
設
備
負
担
金
、
月
間
専
用
料
そ
の

他
の
料
金
額

囲

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

二

公
衆
通
信
施
設
の
利
用
状
況
調
書

(
申
請
人
に
対
す
る
も
の
)

H

予
約
、
定
時
及
び
専
用
通
信
制
度
利
用
の
有
無
及
び
利
用
し
て
い

る
場
合
の
利
用
の
内
容

目

昼
間
に
お
け
る
通
話
種
類
別
最
高
待
合
時
分

目

一
日
平
均
通
話
度
数
及
び
通
話
数
並
び
に
電
報
通
数

回

電
信
、
電
話
別
月
間
通
信
料
金

園

通
信
利
用
確
保
に
つ
き
現
在
ま
で
に
行
っ
た
努
力
及
び
対
策

因

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

注

目
及
び
四
に
つ
い
て
は
、
で
き
う
れ
ば
過
去

一
箇
年
間
の
実
績

を
日
μ別
に
調
査
統
計
す
る
こ
と
O

・

(

さ.●.

 

'

「●

l

Qo
－
《

ー



電
波
関
係
法
規

の
体
系

、

①

法

律

電

波

法

放

送

法

有
線
テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
法

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律

郵
政
省
設
置
法

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設

及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う

電
波
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
(抄
)

規

政則

ム
市

 

電
波
法
第
四
条
第
二
項
の
公
衆
通
信
業
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
政
令
'

無
線
従
事
者
操
作
範
囲
令

電
波
法
第
五
十
条
第

一
項
の
第
三
種
馬
甲
に
係
る
船
舶
の
範
囲
を
定
め
る
政
令

電
波
法
に
よ
る
旅
費
等
の
額
を
定
め
る
政
令

電
波
法
に
よ
る
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
指
定
に
関
す
る
政
令

電
波
法
関
係
手
数
料
令

・

放
送
法
施
行
令

有
線
テ
レ
ピ
ジ
8
ン
放
送
法
施
行
令

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
郵
政
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
(抄
)

郵
政
省
設
置
法
第
六
条
第

一
項
第
十
号
の
職
員
の
範
囲
を
定
め
る
政
令

郵
政
省
組
織
令

電
波
技
術
審
議
会
令

電
波
法
施
行
規
則

無
線
局
免
許
手
続
規
則

線
従
事
者
国
家
試
験
及
び
免
許
規
則

鑑
線
局
運
用
規
則

鉦
線
設
備
規
則

・

鉦超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

無
線
機
器
型
式
検
定
規
則

電
波
法
に
よ
る
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
規
則

放
送
法
施
行
規
則

郵
政
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
省
令

無
線
局
(放
送
局
を
除
く
。)
の
開
設
の
根
本
的
基
準

放
送
局
の
開
設
の
根
本
的
基
準

電
波
監
理
審
議
会
聴
聞
規
則

ー
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－
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有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
施
行
規
則

有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
施
設
及
び
業
務
に
関
す
る
届
出
の
特
例

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る
法
律
を
施
行
す
る
規
則

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
設
備
及
び
業
務
に
関
す
る
届
出
の
特
例

電
波
監
理
審
議
会
議
事
規
則

有
線
放
送
審
議
会
規
則

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
郵
政
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
省
令
(抄
)

郵
政
省
組
織
規
程

ρ

 

②

告

示

法

律

・

政

令

関

係

電
波
天
文
業
務
の
用
に
供
す
る
受
信
設
備

(電
波
法
第
五
六
条

・
施
行
規
則
第
五
〇
条
の
六
)

無
線
局
検
査
職
員
の
証
票

(電
波
法
第
七
三
条
)

郵
政
大
臣
の
施
設
す
る
無
線
方
位
測
定
装
置
の
設
置
場
所

(電
波
法
第

一
〇
二
条
)

酬
翼

横
難

灘

叢

騰

驚

な
い
う
る
.」、
が
で
き
る
場
師
鶴

翼

聾

正
法
第
六
条
)

標
準
電
波
の
周
波
数
及
び
標
準
時
の
偏
差
の
算
出

(
設
置
法
第
四
条
)
.

機
器
の
性
能
試
験
及
び
較
正
の
委
託
手
続
並
び
に
そ
の
手
数
料

(設
置
法
第
四
条
)

委
託
測
定
の
手
続
、
測
定
方
法
及
び
手
数
料
等

(設
置
法
第
四
条
)

型
式
検
定
手
続
の

一
部
省
略

(手
数
料
令
第
五
条
)

第
二
級
無
線
技
術
士
の
操
作
の
範
囲
に
属
す
る
無
線
設
備

(
操
作
範
囲
令
弟
二
条
)

 霞

に
出
頭
を
求
め
ら
れ
た
参
考
人
の
受
け
る
旅
費
等
の
額

(霊

群

書

纏

鑓

麗

定
)

電
波
法
に
よ
る
伝
搬
障
害
防
止
区
域

韓
鍵

域。
麗

麗

搬)

一 ・

 

電

波

法

施

行

規

則

関

係

免
許
を
要
し
な
い
無
線
局

免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
の
用
途
及
び
電
波

工
事
設
計
の
軽
微
な
事
項

短
波
帯
の
船
舶
無
線
電
信
局
の
具
備
す
べ
き
電
波

航
空
機
局
の
具
備
す
べ
き
電
波

二
六
輪
帯
及
び
二
七
氷
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
の
周
波

数
及
び
空
中
線
電
力

(施
行
規
則
第
六
条
)

(施
行
規
則
第
六
条
)

(施
行
規
則
第

一
〇
条
)

(施
行
規
則
第

=

一条
)

(施
行
規
則
第

一
二
条
)

ア
マ
チ
ュ
ア
局
が
動
作
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
周
波
数
帯

単
側
波
帯
の
使
用
を
強
制
さ
れ
な
い
無
線
局

型
式
検
定
を
要
し
な
い
機
器

義
務
船
舶
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
の
条
件
の
特
例

遭
難
通
信
の
通
信
方
法
に
関
す
る
事
項

(
施
行
規
則
第

=
二
条
)

(施
行
規
則
第

=
二
条
の
二
)

(
施
行
規
則
第

=
二
条
の
四
)

(施
行
規
則
第

一
五
条
)

(施
行
規
則
第
二
八
条
)

(施
行
規
則
第
二
八
条
の
二
)

警
急
自
動
電
鍵
装
置
を
備
え
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
海
岸
局
等

…
(
施
行
規
則
第
二
九
条
の
三

・
運
用
規
則

第
七
三
条
)

計
器
の
備
え
つ
け
を
省
略
で
き
る
送
信
設
備
等

(施
行
規
則
第
三
〇
条
)

予
備
品
の
備
え
つ
け
を
要
し
な
い
無
線
設
備

(施
行
規
則
第
三

一
条
)

通
信
操
作
に
つ
い
て
、
無
線
従
事
老
の
資
格
を
要
し
な
い
無
線
電
話

(施
行
規
則
第
三
三
条
)

㎏
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技
術
操
作
に
つ
い
て
、
無
線
従
事
者
の
資
格
を
要
し
な
い
無
線
設
備

(施
行
規
則
第
三
三
条
)

外
国
人
が

ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
無
線
設
備
の
操
作
を
行
な
う
た
め
の
手
続
等
…
…
(施
行
規
則
第
三
三
条
)

無
線
従
事
者
の
資
格
を
要
し
な
い
場
合

(
施
行
規
則
第
三
三
条
)

目
的
外
等
通
信
と
し
て
認
め
ら
れ
る
治
安
維
持
通
信

(
施
行
規
則
第
三
七
条
)

認
定
さ
れ
た
抄
録

(
施
行
規
則
第
三
八
条
)

認
定
さ
れ
た
局
名
録

(施
行
規
則
第
三
八
条
)

陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
の
証
票

(
施
行
規
則
第
三
八
条
)

郵
政
大
臣
の
認
定
す
る
抄
録
を
備
え

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
無
線
局

(施
行
規
則
第
三
八
条
)

時
計
、
業
務
書
類
等
の
省
略

:
(
施
行
規
則
第
三
八
条
の
二
、
第
三
八
条
の
三
)

廃
止
し
た
無
線
局
の
無
線
設
備
を
継
続
使
用
す
る
無
線
局
の
検
査
簿
を

継
続
し
て
使
用
す
る
無
線
局

(施
行
規
則
第
三
九
条
)

無
線
業
務
日
誌
の
抄
録
の
提
出
が
免
除
さ
れ
る
無
線
局

(施
行
規
則
第
四

一
条
)

安
全
通
報
の
発
信
に
関
す
る
報
告
の
手
続

(施
行
規
則
第
四
二
条
)

放
送
局
の
事
業
計
画
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
事
項

(施
行
規
則
第
四
三
条
の
三
)

誘
導
式
通
信
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
周
波
数
の
特
例

(施
行
規
則
第
四
四
条
∀

電
子

レ
ン
ジ
の
型
式
に
つ
い
て
の
指
定
の
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の
様
式
・

..(
施
行
規
則
第
四
五
条
の
二
及
び
四
)

無
線
設
備
の
設
置
場
所
の
変
更
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
ア
マ
チ
ュ
ア
局
…
(施
行
規
則
別
表
第
二
号
)

変
更
検
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
選
択
呼
出
装
置

(施
行
規
則
別
表
第
二
号
)

無

線

局

運

用

規

則

関

係

『
遭
難
自
動
通
報
局
の
無
線
設
備
の
機
能
試
験
の
方
法

(運
用
規
則
第
八
条

の
二
)

固
定
業
務
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
略
符
号

(運
用
規
則
第

=
二
条
)

航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
固
定
業
務
の
無
線
通
信
に
お
い
て
使
用
す
る
略
符
号

(
運
用
規
則
第

=
二
条
、
第

一
四
条
、

昼
間
及
び
夜
間
を
区
別
す
る
時
間

通
信
方
法
の
特
例

入
港
中
の
船
舶
の
船
舶
局
の
運
用

常
時
運
用
し
な
い
海
岸
局

海
岸
局
の
通
信
圏

海
上
移
動
業
務
に
使
用
す
る
電
波
の
使
用
区
別

識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
及
び

同
装
置
の
技
術
的
条
件

別
表
第
二
号
)

(運
用
規
則
第
・一
七
条
)

(運
用
規
則
第

一
八
条
の
二
)

(運
用
規
則
第
四
〇
条
)

(
運
用
規
則
第
四
五
条
)

(
運
用
規
則
第
四
六
条
)

(
運
用
規
則
第
五
六
条
)

海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び
当
該
無
線
局
が
装
置
す
る
選
択
呼
出
装
置

の
技
術
的
条
件

無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
の
測
定
及
び
算
出
方
法

海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
電
話
の
送
信
と
受
信
と
の
切
換
装
置
で

そ
の
切
換
操
作
を
音
声
に
よ
り
行
な
う
も
の
の
技
術
的
条
件

超
短
波
放
送
を
行
な
う
放
送
局
の
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性

(設
備
規
則
第
九
条
の
二
)

(設
備
規
則
第
九
条
の
二
第
三
項
)

(
設
備
規
則
第

=
二
条
)

(
設
備
規
則
第

一
九
条
)

(設
備
規
則
第
三
六
条
の
三
)
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A
二
電
波
又
は
A
二
H
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
で
変
調
波
の

電
鍵
開
閉
操
作
に
よ
ら
な
い
で
電
波
を
発
射
で
き
る
も
の

無
線
設
備
規
則
の
規
定
を
適
用
し
な
い
船
舶
に
設
置
す
る

無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー

(設
備
規
則
第
四
〇
条
)

(設
備
規
則
第
四
八
条
)

F
三
電
波
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
国
内
通
信
等
を
行
な
う

無
線
局
の
受
信
装
置
の
条
件

(
設
備
規
則
第
五
八
条
の
二
)

高
周
波
利
用
設
備
の
高
周
波
出
力
の
測
定
及
び
算
出
方
法

(
設
備
規
則
第
五
九
条
の
三
)

電
力
線
搬
送
及
び
誘
導
式
通
信
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
周
波
数
の
許
容
偏
差
…
(設
備
規
則
第
五
九
条
)

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
電
界
強
度
の
最
大
許
容
値
の
特
例
…
…
(設
備
規
則
第
六
五
条
)

無
線
設
備
規
則

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
無
線
局
の
無
線
設
備

(昭
和
四
四
年
省
令
第
九
号
の

附
則
第
二
、
九
、
第

一
七
項
)

そ

の

他

"

 

委
託
に
よ
る
無
線
機
器
の
検
定
手
数
料

航
空
機
用
選
択
呼
出
装
置

(検
定
規
則
第

一
五
条
)

郵
政
大
臣
が
行
な
う
電
波
の
監
視
の
場
所

(検
定
規
則
別
表
)

標
準
放
送
を
行
な
う
放
送
局
の
放
送
区
域

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
を
行
な
う
放
送
局
の
放
送
区
域

超
短
波
放
送
を
行
な
う
放
送
局
の
地
上
波
電
界
強
度
の
値

他
国
と
の
ア

マ
チ

ュ
ア
通
信
を
禁
止
又
は
制
限
し
て
い
る
国

(電
波
法
第

百
条

・
無
線
局
根
本

基
準
第
三
条

・
放
送
局
根
本
基

準
第
八
条
)

(放
送
局
根
本
基
準
第
二
条
)

(放
送
局
根
本
基
準
第
二
条
)

(放
送
局
根
本
基
準
第
二
条
)

(付
属
無
線
通
信
規
則
第
四

一
条
)

③

通

達

総

務

関

係

無
線
従
薯

の
処
分
に
関
す
る
事
務
の
分
差

つ
い
て

(郵
波
総
第
八

二

九
号
)

電
波
監
視
業
務
実
施
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
予
備
免
許
中
の
無
線
局
に
係
る
電
波
法
令

違
反
に
関
す
る
霧

処
理

つ
い
て

(郵
渡
船
第
五

八

二
号
)

電
波
監
理
局
事
務
分
任
規
程
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
委
任
事
項
の
処
理
状
況
の
報
告
手
続(郵

波
総
第

一

六

一
号
)

に
つ
い
て

電
波
監
理
局
書

分
任
規
程
及
び
電
波
監
理
局
の
局
議

事
規
程
の
実
施
三

い
て
…

(郵
波
総
第

=
三
一西

号
)

九
月
二
十
九
日
以
降
に
お
け
る
電
波
監
理
委
員
会
達
、
電
波
監
理
総
局
達
等
の
効
力
に
つ
い
て

(郵
渡
船
第

一
七
〇
九
号
)

行
政
不
服
審
査
法
の
施
行
に
伴
う
教
示
に
つ
い
て

(郵
波
総
第

一
七
九
五
号
)

電
波
監
理
局
達
四
一

一
、
四
一
二
及
び
四
一
三
の

一
部
改
正
に
伴
う
無
線
局
免
許
状
の
訂

正
に
関
す
る
事
務
取
扱
に
つ
い
て

(郵
渡
船
第
五

一

一
号
)
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登
録
免
許
税
関
係
の
事
務
処
理
に
つ
い
て

地
方
電
波
監
理
局
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
に
つ
い
て

人
事
記
録
の
整
備
に
つ
い
て

在
籍
専
従
制
度
の
改
正
に
伴
う
人
事
院
規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て

職
員
の
休
職
の
取
扱

い
に
つ
い
て

現
給
経
過
期
間
中
の
勤
務
成
績
通
報
書
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
採
用
中
級
試
験
合
格
者
に
対
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

普
通
昇
給
の
実
施
基
準
に
つ
い
て

長
期
療
養
者
の
休
職
発
令

の
取
扱
い
に
つ
い
て

郵
政
省
職
員
採
用
規
程
の
運
用
に
つ
い
て

非
常
勤
職
員
の
任
用
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

も

役
付
職
員
の
人
事
異
動
等
に
関
す
る
報
告
様
式
に
つ
い
て

永
年
勤
続
者
退
職
時
の
こ
う
労
に
つ
い
て

職
員
の
懲
戒
処
分
等
に
つ
い
て

勤
務
時
間
内
職
場
大
会
等
非
違
行
為
の
調
査
報
告
に
つ
い
て

職
員
の
海
外
渡
航
に
つ
い
て

服
務
時
間
に
つ
い
て

職
員
の
服
務
に
つ
い
て

宿
日
直
勤
務
に
つ
い
て

休
暇
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

郵
政
省
電
波
研
修
所
研
修
規
程
の
取
扱
い
に
つ
い
て

非
常
勤
職
員
の
雇
用
お
よ
び
給
与
等
に
つ
い
て

退
職
者
の
部
内
医
務
機
関
の
利
用
に
つ
い
て

退
職
者
等
の
医
務
機
関
の
利
用
に
つ
い
て

り
災
職
員
に
対
す
る
見
舞
金
に
つ
い
て

弔
慰
料
等
の
贈
与
に
つ
い
て

合
同
宿
舎

の
取
扱
い
に
つ
い
て

宿
舎
設
置
計
画
の
変
更
の
取
扱
い
に
つ
い
て

無
料
宿
舎
の
取
扱
い
に
つ
い
て

公
務
員
宿
舎
の
事
務
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
総
第
三

四

四
号
)

(郵
波
総
第
三

三

一
号
)

(郵
人

第
三

四

九
号
)

(郵
波
総
第
五

二

四
号
)

(郵
波
総
第
三

六

一
ロ写
)

(郵
波
総
第
三

七

一
号
)

(郵
波
総
第
二

〇

八
号
)

(郵
波
総
第

一
五
八
六
号
)

(
郵
波
総
第

一
六

一
八
号
)

(
郵
波
総
第
五

五

四
号
)

(郵
波
総
第
五

〇

三
号
)

(波

総

第
七

一
八
号
)

(郵
人
人
第

一

五

丸
号
)

(郵
波
総
第

一
二
三
七
号
)

(郵
波
総
第

一
四
〇
五
号
)

(郵
人
人
第

一
〇
〇
七
号
)

(波

人

第
六

八

四
号
)

(
郵

人

第

四

号
)

(郵
波
総
第
三

二

一
号
)

(郵
波
総
第
二
二
五
九
号
)

(郵
波
総
第
四

三

八
号
)

(郵
波
総
第
七

八

五
号
)

(波

総

第
九

五

六
号
)

(郵
波
総
第

一
一
八
〇
号
)

(郵
人

厚

第

一
八
七
号
)

(波

総

第

一
六
九
九
号
)

(蔵

管

第

一
九

〇

号
)

(波

総

第
四

七

二
号
)

(波

総

第
四

七

五
号
)

(郵
波
総
第

=
二
一
六
口写
)

国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
第

一
四
条
か
つ
こ
書
き
に
規
定
す
る
大
蔵
大
臣
が
定
め
る
場

合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
有
料
宿
舎
の
使
用
料
の
算
定
に
つ
い
て

改
築
し
た
公
務
員
宿
舎
の
使
用
料
を
減
額
す
る
場
合
の
経
年
の
始
期
に
つ
い
て
-

国
の
財
産
を
住
居
の
用
に
供
す
る
も
の
の
使
用
料
徴
収
に
つ
い
て

ー

◎。
一
〇

ー

(波

総

第
三

三

三
号
)

(波

総

第
四

九

二
号
)

…
…
・(郵
波
総
第

一
三

一
七
号
)

(郵
波
総
第

一
五
三
三
号
)



合
同
宿
舎
の
被
貸
与
者
に
か
か
る
転
任
等
の
通
報
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(渡

船

第
五

五

九
号
)

用
途
変
更
等
予
算
を
伴
わ
な
い
宿
舎
の
設
置
要
求
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
渡
船
第

一
九
九
三
号
)

国
家
公
務
員
宿
舎
の
現
況
に
関
す
る
記
録
の
作
成
に
つ
い
て

(渡

船

第
七

九

四
号
)

国
家
公
務
員
宿
舎
の
現
況
は
握
に
関
す
る
電
子
計
算
シ
ス
テ
ム
関
係
事
務
取
扱
要
領
の
制

定
に
つ
い
て

(渡

船

第
七

九

一
号
)

国
家
公
務
員
宿
舎
関
係
法
令
等
に
規
定
す
る
行
政
職
俸
給
表
H
の
職
務
の
等
級
に
属
す
る

職
員
に
準
ず
る
職
員
の
取
扱
い
に
つ
い
て

・

(郵
破

船
第
六

一
六
号
)

宿
舎
使
用
料
の
徴
収
等
に
つ
い
て

(蔵

管

簾

四

四

号
)

合
同
宿
舎
を
貸
与
す
る
者
の
選
定
に
つ
い
て

(郵
渡
船
第

一
四
九
三
号
)

国
の
財
産
を
住
居
の
用
に
供
す
る
も
の
の
使
用
料
の
徴
収
に
つ
い
て

(蔵

管

第
三
二
二
八
号
)

国
設
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
国
家
公
務
員
で
な
く
な
っ
た
場
合
等
に
お
い
て
引
き
続

き
国
設
宿
舎
に
入
居
し
て
い
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
総
第

一
一
五
八
号
)

国
家
公
務
員
宿
舎
法
弟
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
宿
舎
の
設
置
等
に
関
す
る
事
務
の
委
任
に
つ
い
て
…

(郵
波
総
第

八

一
号
)

文
書
の
取
扱
及
び
公
印
の
制
定
管
理
等
に
つ
い
て

(依
命
通
達
)

(郵

文

第
五

一
七
号
)

(郵
渡
船
第
六

八

二
号
)

文
書
の
写
の
送
付
に
つ
い
て

通
達
文
書
写
の
収
集
、
保
存
等
に
つ
い
て

後
納
郵
便
物
の
発
送
時
限
に
つ
い
て

電
波
資
料
室

の
運
営
に
つ
い
て

統
計
に
関
す
る
報
告
類
に
つ
い
て

電
波
統
計
月
報
資
料
の
提
出
方
に
つ
い
て

電
波
法
令
集
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

業
務
概
要
の
作
成
に
つ
い
て

資
料
類

の
所
在
調
査
に
つ
い
て

資
料

の
ほ
ん
訳
及
び
印
刷
に
つ
い
て

(郵
渡
船
第

一
〇

一
一
号
)

(郵
渡
船
第
八

四

六
号
)

(渡

船

第

一
一
七
五
号
)

(郵
渡
船
第

一
〇
六
〇
号
)

(郵
渡
船
第

一
一
四
五
号
)

(郵
波
総
第

一
六
五
六
号
)

(郵

渡
船
第
五

三

六
口写
)

(郵
渡
船
第

一
九

六
号
)

(波

文

第
八
四
二
八
号
)

→{一

 

経

理

関

係

会
計
帳
簿
及
び
書
類
の
金
額
の
記
載
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
二

〇

七
号
)

会
計
事
務
取
扱
手
続
の
運
用
に
つ
い
て

(波

経

第
二

五

六
号
)

会
計
事
務
簡
素
化
の
た
め
の
法
令
の
実
施
等
に
つ
い
て

(波

経

第

一

三

号
)

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
及
び
ζ
れ
に
基
く
命
令
の
実
施
に
つ
い
て
…
…
…

(歳

計

第

一
〇

五
号
)

債
権
管
理
官
が
、
公
正
証
書
の
作
成
を
嘱
託
す
る
場
合
に
お
け
る
公
証
人
法
の
規
定
に
よ

る
嘱
託
人
の
確
認
方
法
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
六

〇

一
号
)

継
続
的
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
金
債
権
に
係
る
納
入
告
知
の
方
法
に
つ
い
て
…
…

(郵
波
経
第
五

六

五
号
)

◆
'
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◆

『
国
家
公
務
員
宿
舎
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
法
の
取
扱
い
に
つ
い
て

合
同
宿
舎
使
用
料
債
権
に
係
る
取
扱

い
事
務
に
つ
い
て

生
計
調
査
に
対
す
る
謝
礼
金
等
に
対
す
る
所
得
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

国
庫
金
送
金
関
係
の
手
続
に
つ
い
て

外
国
送
金
請
求
書

へ
の
送
金
目
的
の
記
載
に
つ
い
て

支
払
遅
延
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

日
本
銀
行
の
振
替
印
の
制
定
に
つ
い
て

各
種
会
議
に
要
す
る
経
費
支
出
方
の
特
例
に
つ
い
て

政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
運
用
に
つ
い
て

契
約
書
等
の
作
成
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て

物
品
管
理
法
等
の
改
正
に
伴
う
物
品
管
理
事
務
の
処
理
方
に
つ
い
て

庁
舎
の
移
転
に
伴
い
物
品
を
運
送
す
る
物
品
管
理
簿
等
の
特
例
に
つ
い
て

(波

経

第
二

二

四
号
)

(波

経

第
二

七

一
号
)

(郵

会

第
八

五

六
号
)

(波

経

第

四

三

号

)

(郵
波
経
第

九

九

号
)

(郵
波

経
第
三

九

六
号
)

(郵

会

第
八

二

一
号
)

(郵
波
経
第
二

一

七
号
)

(郵

会

第
三

〇

九
号
)

(郵
波
経
第

二

「
号
)

(郵
波
経
第

一

九

六
号
)

(郵
波
経
第

一

七

〇
号
)

物
品
管
理
法
第
三
十
二
条
等
の
規
定
に
よ
る
物
品
の
亡
失
又
は
損
傷
の
通
知
に
係
る
調
査
等

に

つ
い

て

物
品
管
理
簿
に
記
載
さ
れ
た
価
格
の
改
正
等
に
つ
い
て

業
者
直
送
物
品
の
処
理
手
続
に
つ
い
て

物
品
番
号
表
の
制
定
に
つ
い
て

帳
簿
お
よ
び
式
紙
類
の
物
品
整
理
番
号
の
制
定
に
つ
い
て

国
有
財
産
台
帳
等
の
整
理
に
つ
い
て

国
有
財
産
の
現
況
に
関
す
る
記
録
の
整
備
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
六

六

四
号
)

(郵
波
経
第
三

七

〇
号
)

(郵
…波

経
第
三

二

六
号
)

(郵
波
経
第

五

八

号
)

(波

経

第

一

〇

三
号
)

(郵
波
経
第
五

〇

九
号
)

(郵
波
経
第
四

一

三
号
)

国
有
財
産
法
施
行
令
中
大
蔵
大
臣
の
定
あ
る
も
の
ま
た
は
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
…
…

(波

経

第
三

六

六
号
)

国
有
財
産
の
取
得
等
の
計
画
に
つ
い
て

(波

経

第
四
二

九

号
)

国
の
所
有
に
属
す
る
自
動
車
等
の
交
換
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
に
伴
う
事
務
処
理
に

つ
い
て
・

(郵
波
経
第

土
地
の
取
得
に
あ
た
り
特
に
留
意
す

べ
き
事
項
に
つ
い
て

国
有
財
産
法
施
行
令
第
十

一
条
第
十
二
号
の
大
蔵
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
…
:
(郵
波
経

第
四

国
有
財
産
法
施
行
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
事
務

の
取
扱
い
に
つ
い
て
…
…
…
-
(郵
波
経

第
四

国
有
財
産
法
施
行
令
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
…
…
:
(蔵

管

第
三

特
定
国
有
財
産
整
備
計
画
の
策
定
及
び
実
施
要
領
に
つ
い
て

一

一
号
)

(波

経

第
四

二

八
号
)

一

七
号
)

四

三
号
)

六

一
号
)

(蔵

理

第
一
=

五
七
号
)

土
地
又
は
建
物
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
協
議
書
に
記
載
を
要
す
る
事
項
及
び
添
付
を

要
す
る
書
類
に
つ
い
て

修
繕
、
模
様
替
の
取
扱
い
に
つ
い
て

屋
根
の
ふ
き
替
え
を
し
た
と
き
の
台
帳
整
理
に
つ
い
て

l

co
N
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ー

(郵
波
経
第
六

九

九
号
)

(郵
波
経
第

三

〇

号
)

(郵
波
経
第

一

七

四
号
)



庁
舎
、
倉
庫
等
と
宿
舎
と
が

一
敷
地
を
共
有
し
て
い
る
場
合
の
国
有
財
産
台
帳
の
整
理
に
つ
い
て
…

(郵
波
経
第
二

二

五
号
)

国
有
財
産
の
所
管
換
、
引
継
、
引
受
等
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
二

二

六
号
)

競
売
入
札
に
よ
り
建
物
を
新
築
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
協
議
書
に
記
載
す
る
建
物
価
格
に
つ
い
て
…

、
(郵
演
繹
第
二

六

九
号
)

国
の
財
産
を
住
居
の
用
に
供
す
る
も
の
の
使
用
料
の
徴
収
三

い
て

(蔵

管

第
三

ハ
三
五
号
)

国
有
地
上
の
芝
生
の
取
扱

い
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
四

六

一
号
)

浮
さ
ん
橋
を
国
有
財
産
台
帳
に
登
載
す
る
場
合
の
区
分
及
び
種
目
に
つ
い
て
…
…
-
:

(郵
波
経
第

一
〇

六
号
)

国
有
財
産
の
修
繕
に
伴
う
増
減
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
三

一

五
号
)

国
が
地
方
公
共
団
体
か
ら
寄
付
を
受
け
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
四

〇

三
号
)

国
有
財
産
法
施
行
細
則
の

一
部
改
正
に
伴
う
事
務
取
扱
い
に
つ
い
て

(波

経

第
三

五

三
号
)

国
有
財
産
法
施
行
細
則
の

一
部
改
正
に
伴
う
国
有
財
産
増
減
事
由
用
語
の
適
用
に
つ
い
て(郵

波
経
第
五

三

六
号
)

官
庁
、
学
校
等
と
宿
舎
と
が

一
の
敷
地
を
供
用
し
て
い
る
場
合
の
国
有
財
産
台
帳
整
理
に
つ
い
て
・.・

(郵
波
経
第
六

七

七
号
)

国
の
庁
舎
等
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る
場
合
の
取
扱
の
基
準
に
つ
い
て

(蔵

管

第

一

号
)

行
政
財
産
の
使
用
又
は
収
益
を
許
可
す
る
期
間
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(蔵

理

第

八

二

号
)

国
有
財
産
の
交
換
に
か
か
る
取
得
の
協
議
先
等
に
つ
い
て

(波

経

第
四

二

八
号
)

建
物
の
移
築
等
を
条
件
と
し
た
交
換
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
経
第

一

六

号
)

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
の
交
付
の
客
体
と
な
る
財
産
に
つ
い
て

(郵
波
経
第

九

九

号
)

工
作
物
等
を
取
り

こ
わ
し
後
、
他

の
部
局
に
移
設
す
る
場
合
の
国
有
財
産
上
の
取
扱
い
に

つ
い
て
・.・

(郵
波
経
第
二

六

四
号
)

国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
報
告
書
等
の
審
査
資
料
に
つ
い
て

(郵
演
繹
第
二

四

九
号
)

国
有
財
産
台
帳
取
扱
要
領
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
三

一

二
号
)

建
物
の
面
積
算
出
基
準
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
四
七

一

号
)

国
有
財
産
を
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
利
用
に
供
さ
せ
る
場
合
の
取
扱

い
に
つ
い
て
…

(郵
波
経
第
三

三

五
号
)

取
り
こ
わ
し
の
目
的
を
も

っ
て
建
物
等
を
用
途
廃
止
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
…

(郵
波
経
第

一
八

四
号
)

国
有
財
産
法
等
の

一
部
改
正
に
伴
う
国
有
財
産
の
管
理
お
よ
び
処
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
.

:

(波

経

第
三

一

三
号
)

寄
附
さ
れ
た
国
有
財
産
の
調
査
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
四

六

〇
号
)

郵
政
省
庁
舎
管
理
規
程
の
取
扱

い
に
つ
い
て

(郵
官
秘
第
二

六

二
号
)

電
波
監
理
局
電
話
設
置
基
準

の
制
定
に
つ
い
て

、

(郵
波
経
第

四

九

号
)

郵
政
省
関
係
の
計
算
証
明
に
関
す
る
指
定
に
つ
い
て

(検

第

一
〇

三
号
)

会
計
検
査
院
の
実
地
検
査
の
際
提
出
す
る
調
書
等
に
つ
い
て

(波

経

第

一
八

一
号
)

∫
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計
算
証
明
規
則
の

一
部
改
正
に
伴
う
証
拠
書
類
の
提
出
方
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
二

三

八
号
)

郵
政
省
旅
費
規
程
の
公
布
に
伴
う
事
務
処
理
に
つ
い
て

(郵

会

第
六

七

〇
号
)

郵
政
省
旅
費
規
程
の
実
施
に
つ
い
て

(郵

会

第
五

八

八
号
)

郵
政
省
旅
費
規
程
の
運
用
に
つ
い
て

(郵
波
経
第

一

一

四
号
)

郵
政
省
旅
費
規
程
第
十
四
条
に
掲
げ
る
在
勤
地
の
指
定
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
三

八

〇
号
)

同
時
に
多
数
の
者
が
同

一
用
務
で
同

一
目
的
地
に
旅
行
す
る
場
合
の
旅
行
命
令
簿
等
に
つ
い
て
・

…
:

(波

経

第

一

三

四
号
)

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律

の
改
正
に
伴
う
旅
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て
:
:

(郵
波
経
第

五

六

号
)

特
別
車
両
料
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
経
第

一
〇

九
号
)

電
波
研
修
所
研
修
生
に
対
し
て
支
給
す
る
日
額
旅
費
に
つ
い
て

(郵
波

経
第
五

四

六
号
)

小
笠
原
諸
島

へ
旅
行
す
る
場
合
の
旅
費
に
つ
い
て

(演

繹

第
四

一

七
号
)

会
計
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
予
算
の
使
用
状
況
の
監
査
の
権
限
の

委
任
に
つ
い
て

(逓

査

第
三

一
六
号
)

予
算
執
行
職
員
等
の
責
任
に
関
す
る
法
律
の
解
釈
及
び
運
用
に
つ
い
て

(郵

金

策
五

二

三
号
)

会
計
法
第
四
十
二
条
等
の
規
定
に
よ
る
現
金
亡
失
の
通
知
に
つ
い
て

(蔵

計

策

=
二
四
八
号
)

物
品
管
理
法
第
三
十
二
条
等
の
規
定
に
よ
る
物
品
の
亡
失
、
損
傷
等
の
通
知
に
つ
い
て

(蔵

計

策

=
二
四
九
号
)

会
計
法
第
四
十
二
条
、
物
品
管
理
法
弟
三
十
二
条
ま
た
は
会
計
検
査
院
法
第
二
十
七
条
の

規
定
に
よ
る
本
院
に
対
す
る
通
知
ま
た
は
報
告
に
つ
い
て

.(
四
〇
普
第
五

〇

七
号
)

国
有
財
産
増
減
事
由
別
調
書
の
調
製
に
つ
い
て

(郵
波

経
第
二

〇

七
号
)

国
有
財
産
台
帳
に
登
録
す
る
立
木
竹
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
経
第
二

九

四
号
)

技

術

調

査

関

係

地
方
電
波
監
理
局
の
測
定
器
等
の
校
正
実
施
要
領
に
つ
い
て

(郵
枝
枝
第

一

七

九
号
)

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

第
四
条
第
二
項
第
十
号
に
定
め
る
特
別
の
用
務

の
遂
行
に
つ
い
て

(郵
波
技
第
三

六

七
号
)

型
式
検
定
を
受
け
る
機
器
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て

(郵
枝
枝
第

八

二

号
)

無
線
設
備
の
機
能
に
障
害
を
与
え
る
雑
音
に
対
す
る
措
置
に
つ
い
て

(郵
波
技
第
六

三

一
号
)

電
波
監
理
用
機
器
要
求
書
の
提
出
に
つ
い
て

(渡

波

第
三

六

〇
号
)

電
波
監
理
用
機
器

(電
波
の
監
視
に
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。)
の
保
守
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
…

(
演

技

第
三
六

八

号
)

法

規

関

係

電
波
法
及
び
電
波
監
理
委
員
会
規
則
の
解
釈
に
つ
い
て

電
波
法
第
百
十
六
条
の
適
用
に
つ
い
て

有
線
放
送
に
お
け
る

「政
治
的
公
平
」
等
に
つ
い
て

(波

法

第
三

五

七
号
)

(郵
波
法
第
二

七

〇
号
)

(郵
波
法
第

四

七

号
)
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電
波
法
第
百

一
条
の
解
釈
に
つ
い
て

(波

法

第

一

二

〇
号
)

電
波
法
及
び
電
波
監
理
委
員
会
規
則
の
解
釈
に
つ
い
て

(波

法

弟

一

三

七
号
)

電
波
法
及
び
電
波
監
理
委
員
会
規
則
の
解
釈
に

つ
い
て

(波

法

弟

一

三

八
号
)

免
許
の
有
効
期
間

一
年
以
下
の
無
線
局

の
定
期
検
査
に
つ
い
て

(波

法

第
三

二

四
号
)

電
波
速
度
計
の
操
作
資
格
に
つ
い
て

(郵
波
法
弟
三

三

七
号
)

電
波
法
関
係
手
数
料
令
の
適
用
に
つ
い
て

(郵
波
法
第
三

一

八
号
)

改
正
電
波
法
第
百
四
条
の
二
の
運
用
の
基
準
に

つ
い
て

(郵
波
法
弟
四

四

九
号
)

電
波
法
施
行
規
則
第
三
十

一
条
第

一
項

の
解
釈
に
つ
い
て

(郵
波
法
弟

一

五

五
号
)

電
波
の
型
式
、
周
波
数
、
空
中
線
電
力
等
の
指
定
事
項
の
制
限
に
つ
い
て

(郵
波
法
第

一

四

二
号
)

無
線
設
備
規
則
第
五
十
五
条
第
二
号
四
に
規
定
す
る

「ホ
イ

ッ
プ
型
」
の
解
釈
に
つ
い
て
・…

…
…
:

(郵
波
法
第
三

七

六
号
)

無
線
設
備
の
変
更
工
事
の
許
可
と
変
更
検
査
と
の
関
係
に
つ
い
て

(郵
波
法
第

三

五

号
)

船
舶
局
の
検
査
に
伴
う
措
置
に
つ
い
て

(波

法

第
四

三

二
号
)

船
舶
局
の
設
置
場
所
変
更
の
解
釈
に
関
す
る
委
員
会
会
議
に
お
け
る
修
正
に
つ
い
て
・:
・
(波

法

第
二

八

三
号
)

公
職
選
挙
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
放
送
法
及
び
有
線
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る

法
律
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て

(郵
波
法
第

三

三

号
)

予
備
免
許
を
受
け
た
者
に
対
す
る
電
波
法

の
適
用
に
つ
い
て

(郵
波
法
第

一

〇

四
号
)

電
波
法
弟
九
十
九
条
の
十
一
第

一
項
第
三
号
の
解
釈
に
つ
い
て

(郵
波
法
第

一

〇

五
号
)

無
線
局

(固
定
局
)
の
運
用
に
っ
い
て

(郵
波
法
第

一

〇

七
号
)

電
波
法
第
八
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
異
議
の
申
立
が
地
方
電
波
監
理
局
を
経
由
し
て
提
起

せ
ら
れ
た
場
合
の
取
扱
に
つ
い
て

(郵
波
法
弟

六

一
号
)

無
線
局
の
再
免
許
に
お
け
る
始
期
付
免
許
等
に
つ
い
て

(郵
波
法
第

一

〇

〇
号
)

無
能
力
者
の
無
線
局
の
免
許
申
請
等
に
つ
い
て

(郵
波
法
弟

一

五

五
号
)

地
方
電
波
監
理
局
に
お
け
る
異
議
の
申
立
書
の
受
付
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
法
弟
五

六

七
号
)

刑
の
執
行
猶
予
の
言
渡
を
受
け
た
者
に
対
す
る
電
波
法
第
五
条
第
三
項
第

一
号
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て

(郵

波
法
第
二

八

二
号
)

電
波
法
弟
百
十
六
条
の
解
釈
に
つ
い
て

手
数
料
の
還
付
に
つ
い
て

航
空
機
に
開
設
し
た
外
国
の
無
線
局
の
免
許
に
つ
い
て

無
線
局
の
免
許
の
承
継
に
つ
い
て

実
用
化
試
験
局
に
対
す
る
電
波
法
関
係
手
数
料
令
の
適
用
に
つ
い
て

通
信
の
秘
密
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て

(郵
波
法
第
二

〇

二
号
)

(郵
波
法
第

六

八

号
)

(郵
波
法
弟
二

一

四
号
)

(郵
波
法
第
四

八

三
号
)

(郵
波
法
弟

一

八

九
号
)

(郵
波
法
第

五

五

号
)

公
職
選
挙
法
の

一
部
改
正
に
伴
う
放
送
法
及
び
有
線
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す
る

法
律
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て

(郵
波
法
第

一

公
職
選
挙
法
等
に
よ
る
選
挙
に
関
す
る
放
送
お
よ
び
有
線
放
送
の
規
正
に
つ
い
て
…
・…
(郵
波
法
第
三

三

八
号
)

一

五
号
)
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土
地
収
用
法
の
解
釈
に
つ
い
て

周

波

数

関

係

周
波
数
の
公
開
に
つ
い
て

(波

法

弟
三

一

五
号
)

沖
縄
V
O
A
中
継
局
の
放
送
時
間
の
変
更
等
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て

無
線
通
信

・
航
空
海
上
関
係

無
線
方
位
測
定
器
較
正
用
小
型
発
振
器
に
つ
い
て

(郵
波
周
第

一

九

二
号
)

(郵
波
周
第

二

八

号
)

(渡

海

第
三

四

七
号
)

施
行
規
則
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
空
中
線
等
の
保
安
施
設
及
び
設
備
規
則
第
十
九
条
に

規

定

す

る

ブ

レ
ー

ク

イ

ン
リ

レ
ー

に

つ

い

て

無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
に
つ
い
て

警
備
隊
の
使
用
す
る
移
動
局
の
取
扱
に
つ
い
て

(郵
渡

航
第

一
一
四
三
号
)

(郵
渡

航
第
二

四

五
号
)

(郵
渡
航
第
七

二

七
号
)

海
上
保
安
庁
所
属
無
線
局
の
無
線
業
務

日
誌
及
び
抄
録
の
記
載
事
項
の
省
略
等
に
つ
い
て
…

…
・…
:

(郵
渡
航
第
二

在
日
米
軍
か
ら
移
管
さ
れ
る
航
空
無
線
局
の
取
扱
に
つ
い
て

在
日
米
軍
か
ら
移
管
さ
れ
る
航
空
無
線
局
の
取
扱
に
つ
い
て

六

(郵
渡
航
第
七

五

(郵
渡
航
第
九

九

二 八 四
号 号 号
)))

 

航
空
機
局
に
お
い
て
共
通
使
用
す
る
送
信
装
置
又
は
受
信
装
置
の
取
扱
に
つ
い
て
-
:
…
(郵
波

航
第

一
〇
七
二
号
)

航
空
機
局
に
関
す
る
法
令
の
解
釈
等
に

つ
い
て

レ
ー
ダ
サ
イ
ト
関
係
無
線
局
に
対
す
る
電
波
法
の
適
用
に
つ
い
て

レ
ー
ダ
サ
イ
ト
関
係
無
線
局
の
申
請
書
等
の
処
理
に
つ
い
て

二
七
、
五
〇
〇
㎞
以
上

の
周
波
数

の
み
を
使
用
す
る
漁
業
用
海
岸
局
に
つ
い
て
:
:
…
…
(
郵
渡
航
第

一

遭
難
自
動
通
報
設
備
の
取
扱

い
に
つ
い
て

遭
難
自
動
通
報
設
備
を
装
置
す
る
無
線
局
の
取
扱
に
つ
い
て

遭
難
自
動
通
報
設
備
の
検
査
に
つ
い
て

漁
業
局
の
統
計
資
料
に
つ
い
て

漁
業
用
短
波
帯
電
語
用
周
波
数
の
割
当
て
に
つ
い
て

遭
難
自
動
通
報
設
備
を
装
置
す
る
無
線
局
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て

義
務
船
舶
局
の
補
助
設
備
に
つ
い
て

季
節
的
に
無
線
局
を
開
設
す
る
漁
船
の
船
舶
局
の
取
扱
に
つ
い
て

漁
業
用
の
選
択
呼
出
装
置
付
き
ラ
ジ
オ

・
ブ
イ
の
局
等
の
免
許
に
つ
い
て

漁
業
用
選
択
呼
出
装
置
付
き
ラ
ジ
オ

・
ブ
イ
の
局
等
お
よ
び
識
別
装
置
付
き
ラ
ジ
オ

・

ブ
イ
の
局
等
の
工
事
設
計
書
の
様
式
な
ら
び
に
検
査
実
施
要
領
に
つ
い
て

(郵
渡

航
第

一
ー
一
八
号
)

(郵
渡

航
第
七

七

二
号
)

(郵
渡
航
第

五

四

号
)

一
四
三
号
)

(郵
渡

航
第

二

八

号
)

(郵
渡
航
第

二

七

号
)

(郵
渡

航
第
三

三

六
号
)

〈郵
渡
航
第

五

号
)

(郵
渡
航
第

一

九

号
)

(郵
波

航
第
七

九

〇
号
)

(郵
渡
航
第
三

三

山ハ
ロ写
)

(郵
渡
航
第

一
二
四
五
号
)

(郵
渡
航
第

七

九

号
)

漁
船
の
船
舶
局
に
お
け
る
無
線
業
務
日
誌

の
記
載
事
項
の

一
部
省
略
に
つ
い
て
…
…
…

(郵
渡
航

第

二

漁
業
用
刀
沈
滞

(
鉛
椛
帯
を
含
む
。)
を
含
む
周
波
数
の
指
定
に
つ
い
て

漁
業
用
短
波
帯
電
信
周
波
数
の
混
信
対
策
波
に
つ
い
て

l

o。
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(郵
渡
航

第

八

〇

号
)

九

号
)

(郵
渡
航
第

一

三

七
号
)

(郵
渡
航

第
二

二

三
号
)

●



水
産
庁
所
属
漁
業
指
導
用
海
岸
局
が
行
な
う
漁
業
指
導
通
信
の
受
信
に
つ
い
て
…
:
…
三
波

航

第

一

七

四
号
)

漁
業
用
の
海
岸
局
が
使
用
す
る
短
波
電
信
周
波
数
の
空
中
線
電
力
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一

〇

二
号
)

船
舶
局
の
指
定
変
更
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
六

一
九
号
)

外
国
船
舶
に
対
す
る
安
全
無
線
電
信
証
書
等
の
発
給
手
続
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
八

九

五
号
)

船
舶
内
無
線
電
報
取
扱
所
に
関
す
る
事
務
処
理
に
つ
い
て

(波

無

第
六

五

一
号
)

漁
艇
に
使
用
す
る
予
備
送
信
機
の
取
扱
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一
三
八
七
号
)

補
助
設
備
の
空
中
線
等
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
九

六

〇
号
)

漁
業
用
固
定
局
の
免
許
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
九

九

五
号
)

漁
船
の
船
舶
局
に
対
す
る
漁
業
用
周
波
数
の
指
定
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
二

八

二
号
)

ラ
ス
パ
ル
マ
ス
沖
合
に
お
け
る
買
魚
事
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
船
舶
局
に
対
す
る
周
波
数
の

指
定
に
つ
い
て

(郵
渡

航
第
三

四

四
号
)

外
国
に
お
い
て
取
得
し
た
船
舶
の
無
線
局
の
免
許
手
続
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一
〇
三
七
号
)

抄
録
の
提
出
の
免
除
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
六

一

二
号
)

漁
業
用
海
岸
局
に
お
け
る
受
信
機
施
設
漁
船
向
通
報
の
取
扱
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
八

九

四
号
)

電
波
法
関
係
郵
政
省
令
の

一
部
改
正
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
二

八

九
号
)

新
設
漁
業
用
海
岸
局
の
免
許
申
請
の
審
査
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
四

一

八
号
)

漁
業
用
海
岸
局
に
対
す
る
短
波
の
指
定
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
六

六

六
号
)

中
央
漁
業
用
海
岸
局
に
お
け
る

「C
Q
」
等
の
送
信
に
つ
い
て

,

(郵
波
航
第
五

二

七
号
)

船
舶
に
設
置
す
る
可
搬
型
無
線
電
話
の
免
許
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一
五

一
九
号
)

レ
ー
ダ
ー
の
実
験
局
の
所
管
の
決
定
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一

二

一
号
)

陸
上
移
動
局
、
携
帯
局
お
よ
び
船
舶
局
の
種
別
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

九

九

号
)

契
約
に
よ
り
相
互
に
使
用
さ
れ
る
航
空
機
の
航
空
機
局
の
免
許
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

六

四

号
)

漁
船
の
船
舶
局
の
無
線
業
務
日
誌
の
記
載
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一
〇
八
二
号
)

航
空
機
局
に
お
け
る
無
線
業
務
日
誌
及
び
日
誌
抄
録
の
記
載
事
項
の

一
部
省
略
に
つ
い
て
…
-

…
…
・
(郵
渡
航
第

一
二
〇
二
号
)

海
上
保
安
庁
所
属
無
線
局
が
海
上
保
安
業
務
に
関
す
る
通
信
を
外
国
の
無
線
局
と
の
間
に

行
な
う
こ
と
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
九

四

九
号
)

外
国
製
の
航
空
機
用
無
線
通
信
機
器
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一
二
四
九
号
)

運
輸
省
所
属
航
空
交
通
管
制
の
た
め
の
航
空
局
及
び
G
C
A
の
無
線
業
務
日
誌
の
記
載
に
つ
い
て
・:

(郵
渡
航
第

一
九

五
号
)

運
輸
省
所
属
航
空
交
通
管
制
の
た
め
の
航
空
局
及
び
G
C
A
の
無
線
業
務

日
誌
の
記
載
に
つ
い
て
…

(郵
渡
航
第

一

二

六
号
)

運
輸
省
所
属
航
空
交
通
管
制
の
た
め
の
航
空
局

(東
京
、
福
岡
お
よ
び
札
幌
管
制
部
な
ら

び
に
東
京
国
際
、
大
阪
国
際
、
名
古
屋
、
仙
台
、
高
松
、
宮
崎
お
よ
び
鹿
児
島
空
港
の

各
航
空
局
)
に
お
け
る
無
線
業
務
日
誌
の
記
載
の
省
略
に
つ
い
て

(渡

航

第
二

〇

五
号
)

V
H
F
全
方
向
式
無
線
標
識
局

(V
O
R
)
の
監
理
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
七

五

六
号
)

・

ー
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船
舶
局
の
免
許
の
有
効
期
間
等
に

つ
い
て

(郵
渡
航
第
二

二

九
号
)

漁
業
用
無
線
局
の
通
信
の
相
手
方
に
つ
い
て

(波

無

策
五

八

七
号
)

回
転
式
無
線
標
識
局
の
空
中
線
電
力
の
測
定
方
法
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
五

七

五
号
)

無
線
方
向
探
知
局
の
新
設
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
二

八

六
号
)

無
線
方
向
探
知
局
の
新
設
に
つ
い
て

.

(郵
渡

航
第
三

四

四
号
)

日
本
漁
船
が
中
国
に
緊
急
寄
港
す
る
場
合
の
無
線
通
信
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
、一
〇
九
六
号
)

日
本
漁
船
が
中
国
に
緊
急
寄
港
す
る
場
合
の
無
線
通
信
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

=

二

四
号
)

通
信
長
の
業
務
従
事
経
歴
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
六

七

六
号
)

船
舶
局
の
申
請
書
届
書
等
の
処
理
手
続
規
程
と
検
査
規
程
の
統

一
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
九

六

八
号
)

さ
ん
ま
漁
業
調
整
通
信
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
七
.
九

七
号
)

漁
業
用
海
岸
局
に
対
す
る
A
三
J
三
三
〇
三

・
五
㎞

の
指
定
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
二

八

六
号
)

漁
業
用
中
短
波
帯
無
線
電
話
周
波
数

の
再
編
成
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
四

二

八
号
)

漁
業
用
中
短
波
帯
無
線
電
話
周
波
数

の

一
部
変
更
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

六

〇

号
)

日
韓
漁
業
協
定
に
基
づ
く
共
同
規
制
水
域

へ
出
漁
す
る
漁
船
の
正
午
位
置
報
告
等
に
つ
い
て
…
:

(郵
渡
航
第
六

四

九
号
)

漁
業
用
中
短
波
帯
無
線
電
話
周
波
数
の

一
部
変
更
に
つ
い
て

,

(郵
渡
航
第

一

九

六
号
)

船
舶
の
米
国
管
轄
下
に
あ
る
太
平
洋
諸
島

へ
の
緊
急
入
域
及
び
漁
船
の
米
国
管
轄
下
に
あ
る

地
域
を
除
く
外
国
の
領
海

へ
の
緊
急
入
域
の
許
可
申
請
手
続
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一
〇
九
四
号
)

無
線
電
話
に
よ
る
通
信
方
法
に
つ
い
て

(渡
海
第
四

八

四

号
)

外
国
の
船
舶
局
に
対
す
る
無
線
局
証
明
書
の
発
給
に
つ
い
て

ー

(郵
波
航
第
六

二

六
号
)

緊
急
通
信
及
び
安
全
通
信
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
八

四

〇
号
)

船
舶
局
の
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
二

三

九
号
)

船
舶
局
の
航
行
中
運
用
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
八

三

三
号
)

船
舶
局
に
配
置
す
べ
き
無
線
従
事
者
の
資
格
員
数
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
七

四

五
号
)

輸
出
船
等
の
無
線
設
備
の
性
能
証
明
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
九

二

三
号
)

後
回
受
信
証
に
よ
る
通
報
の
送
信
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
八

四

五
号
)

後
回
受
信
証
に
よ
る
通
報
の
送
信
を
行
な
う

一
般
海
岸
局
の
告
示
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
二

三

五
号
)

無
線
局

(放
送
局
を
除
く
。)
に
関
す
る
電
波
関
係
法
令
違
反
の
調
査
及
び
報
告
に
つ
い
て
…
㌔

…
…
:

(波

無

策
二

八

一
号
)

無
線
局

(放
送
局
を
除
く
。)
に
関
す
る
電
波
関
係
法
令
違
反
の
調
査
及
び
報
告
に
つ
い
て
-
:

…
…
:

(波

無

策
七

一
六
号
)

漁
業
用
海
岸
局
の
聴
守
義
務
に
つ
い
て

(郵
波
航
第

二

三

号
)

新
農
山
漁
村
建
設
総
合
対
策
の
特
別
助
成
事
業
に
指
定
さ
れ
た
先
達
漁
船
に
開
設
す
る

船
舶
局
の
免
許
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

四

四

号
)

以
西
底
び
き
漁
船
特
殊
通
信
取
扱
要
綱
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

一
七

一
号
)

ー
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無
線
業
務
日
誌
の
記
載
事
項
の

一
部
省
略
お
よ
び
日
誌
抄
録
の
提
出
の
免
除
に
つ
い
て
.

無
線
設
備
規
則
第
四
十
二
条
の
周
波
数
切
換
装
置
に
つ
い
て

船
舶
局
の
検
査
に
つ
い
て

一
般
海
岸
局
に
お
け
る

「C
Q
」

漁
業
用
海
岸
局
の
適
正
な
運
用
の
確
保
に
つ
い
て

遭
莫
、

等
の
送
信
に
つ
い
て

緊
急
符
号
を
冠
し
な
い
救
助
依
頼
通
信
の
取
扱
い
に
つ

い
て

補
助
設
備
の
電
源
を
退
船
警
報
に
利
用
す
る
件
に
つ
い
て

レ
ー
ダ
ー
に
関
す
る
無
線
業
務
日
誌
等
に
つ
い
て

船
舶
用
大
形
S
S
B
無
線
電
話
装
置
に
つ
い
て

操
船
援
助
用
の
携
帯
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て

海
上
移
動
業
務
用
警
急
自
動
電
話
装
置
お
よ
び
聴
守
用
ろ
波
器
什
無
線
電
話
受
信
装
置
の

性
能
調
査
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第
九

〇

〇
号
)

(郵
渡
航
第

二
ニ
六

一
号
)

(郵
渡
航
第
二

六

八
号
)

(郵
渡
航
第
三

〇

七
号
)

(郵
波
航
第

八

九

号
)

(藝
渡
航
第
九

二

八
号
)

(郵
渡
航
第
二

七

二
号
)

(郵
渡
航
第

一

〇

号
)

(郵
渡
航
第
二

五

九
号
)

(郵
渡
航
第
二

八

五
号
)

船
舶
局
の
空
中
線
電
力
の
算
出
に
つ
い
て

未
納
の
定
期
検
査
手
数
料
徴
収
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て

国
際
海
上
移
動
業
務
用
超
短
波
無
線
電
話
周
波
数
を
使
用
し
て
国
内
公
衆
通
話
業
務
を
行
な
う

船
舶
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
渡
航
第

二

号
)

(郵
渡
航
第
八

〇

四
号
)

(郵
渡
航
第

=
二
〇
三
号
)

(
郵
渡
航
第
二

四

八
号
)

無
線
局
運
用
規
則
第
四
十

一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
郵
政
大
臣
が
船
舶
局
の
運
用
義
務

時
間
を
指
定
す
る
場
合

の
事
務
処
理
に
つ
い
て

国
際
海
上
移
動
業
務
用
V
H
F
を
使
用
す
る
港
湾
通
信
業
務
に
つ
い
て

日
本
沿
岸
海
域

(港
湾
内
を
含
む
。)
で
運
用
す
る
無
線
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て
..

日
本
沿
岸
海
域

(港
湾
内
を
含
む
。)
で
運
用
す
る
無
線
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て
.

無
線
通
信

・
陸
上
関
係

(郵
渡
航
第

一

三

七
号
)

(郵
渡
航
第

四

九

号
)

…
…
…
(郵
渡
航
第
二

二

〇
号
)

三
:
(
郵
渡
航
第

一
八

〇
号
)

電
波
伝
搬
障
害
防
止
に
係
る
法
令
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第
七

〇

五
号
)

電
波
伝
搬
障
害
判
定
の
実
施
要
領
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第
七

〇

六
号
)

マ
イ
ク
ロ
波
に
よ
り
重
要
無
線
通
信
を
行
な
う
無
線
局
の
免
許
の
申
請
等
に
対
す
る
電
波
の

伝
搬
障
害
防
止
の
た
め
の
審
査
等
に
つ
い
て

'

(郵
波
陸
第
五

一

三
号
)

無
線
局
免
許
手
続
規
則
第
十
五
条
の
四
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
簡
易
な
免
許
手
続
を

行
な
う
こ
と
の
で
き
る
無
線
局
に
関
す
る
告
示
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第

一
四

三
号
)

無
線
局
の
通
信
事
項
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第
三
二
三

一
号
)

無
線
局
の
免
許
の
単
位
に
つ
い
て

(波

無

策
五

五

二
号
)

.
無
線
局
の
通
信
の
相
手
方
に
つ
い
て

(波

無

第
三

九

一
号
)

無
線
局
の
通
信
の
相
手
方
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第
三
四
二
八
号
)

異
な
る
免
許
人
間
通
信
を
目
的
と
し
た
固
定
局
等
の
開
設
を
認
め
る
基
準
に
つ
い
て
…
・一(郵
波
健
筆
五

八

六
号
)

・

l
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異
免
許
人
間
に
通
信
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
局
の
免
許
等
の
申
請
に
つ
い
て
…
…
・

…
-

(郵
波
陸
第
四

四

八
号
)

無
線
局

(放
送
局
を
除
く
。)
の
開
設
の
根
本
的
基
準
に
関
す
る
規
則
第
四
条
お
よ
び
第
八
条
に

該
当
す
る
固
定
業
務
用
無
線
局
の
免
許
申
請
に
対
す
る
処
理
方
針
に
つ
い
て
…
…
・…

(郵
波
陸

第
二
〇
九
九
号
)

都
道
府
県
の
防
災
行
政
用
無
線
局
の
免
許
方
針
等
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第

一

二

九
号
)

八
〇
〇
旋
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
I
T
V
用
無
線
局
の
免
許
申
請
に
対
す
る
処
理
に
つ
い
て
…
:

:
:

(郵
波
陸
第
五

八
号
)

地
方
公
共
団
体
が
開
設
す
る
広
報
用
の
同
報
無
線
局
に
つ
い
て

(郵
波
陸

第
三

五
号
)

消
防
用
ま
た
は
水
防
用
無
線
局
が
受
信
設
備
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
…

(郵
波
陸
第

六

'型
式
検
定
に
合
格
し
た
型
式
の
送
信
機
を
給
電
線
に
そ
う
入
す
る
減
衰
器
に
よ

っ
て
そ
の

○

号
)

空
中
線
電
力
を
低
下
し
て
使
用
す
る
無
線
局
の
検
査
手
数
料
の
徴
収
に
つ
い
て
…
…
・(郵
波
陸
第
七

〇

九
号
)

無
線
局
の
免
許
の
申
請
等
に
対
す
る
電
波
天
文
業
務

の
用
に
供
す
る
受
信
設
備
の
保
護
の
た
め

の

(多
重
)

国
際
公
衆
通
信
業
務
用
無
線
局
の
受
信
周
波
数
等
に
つ
い
て

・市
町
村
の
消
防
、

審
査
等
に
つ
い
て

四
〇
〇
品
格

に

つ
い

て

公
衆
通
信
用
陸
上
移
動
局
の
取
扱
い
に

つ
い
て

(郵
波
陸
第
六

(郵
波
陸
第
六

(郵
波
陸

第

一

救
急
業
務
用
の
陸
上
移
動
業
務
お
よ
び
携
帯
移
動
業
務
の
局
の
免
許
方
針

八 四 九

七 三
号 号 号
)))

 

(郵
波
陸
第
四

八

三
号
)

地
方
公
共
団
体
が
開
設
す
る
消
防
及
び
水
防
業
務
併
用
の
無
線
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て
・(郵
波
陸
第

一
七
八
九
号
)

二
六
旋
帯
お
よ
び
二
七
洗
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
の
免
許
等
に
つ
い
て
…

…

(郵
波

陸
第
五

九

六
号
)

不
法
に
無
線
局
を
開
設
し
て
告
発
さ
れ
た
者
の
申
請
に
係
る
ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
免
許
等
に
つ
い
て
:

・
(郵
波
陸

第

一
八
〇
二
号
)

ア

マ
チ

ュ
ア
局
の
免
許
に
つ
い
て

(郵
波
陸

第
二
六
五
五
号
)

ア

マ
チ

ュ
ア
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第

=
ハ
四
七
号
)

ア
マ
チ

ュ
ア
無
線
局
に
関
す
る
申
請
書
及
び
届
書
等
の
事
務
処
理
手
続
に
つ
い
て
…
…

(郵
波
陸
第

一
=
一二

号
)

異
な
る
免
許
人
間
通
信
を
目
的
と
し
た
固
定
局
等
の
開
設
を
認
め
る
基
準
に
つ
い
て
…

(郵
波
陸
第
二

二

八
号
)

小
笠
原
諸
島
復
帰
に
伴
う
ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
取
扱
い
等
に

つ
い
て

(郵
波
陸

第

九

五

号
)

外
国
人
が
行
な
う
ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
無
線
設
備
の
操
作
の
た
め
の
登
録
事
務
処
理
手
続
等

に

つ
い

て

ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
違
反
通
告
に
つ
い
て

無
線
電
話
の
局
に
指
定
さ
れ
て
い
る
電
波
の
型
式
に
つ
い
て

(郵
波
陸

第
四

七

九
号
)

(郵
波
健
筆

一
一
=
二
号
)

(波

内

第

一
四
〇
四
号
)

無
線
局
の
無
線
設
備
共
用
に
よ
る
変
更
申
請
の
取
扱
い
な
ら
び
に
検
査
手
数
料
の
算
出
に
つ
い

て
・

:
(
波

陸

第

六

〇

口写
)

陸
上
移
動
局
に
備
え

つ
け
を
要
す
る
時
計
に
つ
い
て

(波

内

第
二

〇

四
号
)

ー
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無
線
従
事
者

の
選
任
方
法
の
特
例
等
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第
二
二
四
六
号
)

法
第
五
十
二
条
各
号
の
通
信
を
行
な
う
場
合
の
使
用
周
波
数
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第

八

号
)

非
常
通
信
の
運
用
中
電
波
を
変
更
す
る
に
あ
た
り
呼
出
符
号
を
通
知
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

の

通
信
方
法
に
つ
い
て

列
車
の
運
行
管
理
の
通
信
に
お
け
る
通
信
方
法
の
特
例
に
つ
い
て

特
定
地
域
に
開
設
す
る
公
衆
通
信
業
務
用
無
線
局
に
つ
い
て

無
線
設
備
の
技
術
操
作
の
特
例
に
つ
い
て

公
衆
通
信
業
務
用
無
線
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て

国
際
回
線
の
混
信
処
理
手
続
に
つ
い
て

無
線
局
に
お
け
る
有
線
電
話
線
に
使
用
す
る
制
御
器
の
取
扱
い
に
つ
い
て

無
線
局
に
お
け
る
有
線
電
話
線
に
使
用
す
る
制
御
器
の
取
扱
い
に
つ
い
て

国
有
鉄
道
用
七
&
帯

(多
重
)
陸
上
移
動
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て

ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
取
扱
い
に
つ
い
て

移
動
す
る
ア
マ
チ

ュ
ア
局
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

極
東
軍
の
補
助
軍
用
無
線
局
に
つ
い
て

電
波
法
令
違
反
に
対
す
る
処
分
に
つ
い
て

無
線
局
事
項
書

(郵
波
陸
第
三

三

八
号
)

(郵
波
陸
第

一
七

五
号
)

(郵
波
陸
第

=
二
五
九
号
)

(郵
波
陸
第

一
八
九
六
号
)

(郵
波
陸
第

三

四

号
)

(郵
波
陸
第
二
七
五
九
号
)

(郵
波
陸
第
八

五

四
号
)

(郵
波
陸
第
三
四
二
七
号
)

(郵
波
陸
第
二

二

六
号
)

(郵
波
陸
第
二

六

一
号
)

(郵
波
陸
第

=

一四

一
号
)

(郵
波
陸
第
二
七
二
六
号
)

(郵
波
陸
第

一
九
八
八
号
)

(免
許
規
則
別
表
第
二
号
第

一
)
お
よ
び
工
事
設
計
書

(同
規
則
別
表
第
三
号

第

一
)
の
記
載
要
領
等
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第
九

二

七
号
)

非
常
災
害
時
に
お
け
る
臨
機
の
措
置
に
つ
い
て

.

(郵
波
陸
第
三

三

三
号
)

電
気
事
業
用
無
線
局
に
お
け
る
無
線
業
務
日
誌
及
び
抄
録
の
記
載
事
項
の

一
部
省
略
等
に

つ
い
て
.

;
(
郵
波
陸
第
二
〇
五
八
号
)

無
線
局
の
現
状
を
示
す
書
類
の
証
明
に
つ
い
て

(郵
波
陸
第

三

四

号
)

無
線
通
信

・
検
定
関
係

無
線
従
事
者
の
養
成
課
程
の
認
定
制
度
の
実
施
に
伴
う
養
成
機
関
の
指
導
お
よ
び
養
成

課
程
に
対
す
る
講
師
の
派
遣
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

一

二

二
号
)

無
線
従
事
者
の
養
成
課
程
に
係
る
業
務
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

九

号
)

沖
縄
関
係
無
線
従
事
者
国
家
試
験
お
よ
び
免
許
事
務
の
処
理
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

四

七

号
)

学
校
等
の
認
定
申
請
及
び
認
定
学
校
卒
業
者
の
国
家
試
験
に
関
す
る
事
務
処
理
要
領
等
に
つ
い
て
..

・
(郵
波
検
第

二

六

号
)

学
校
等

の
認
定
申
請
書
類
の
記
載
要
領
に
つ
い
て

(
郵
波
検
第

五

二

号
)

認
定
学
校
に
対
す
る
定
期
的
調
査
に
つ
い
て

(
郵
波
検
第

一

号
)

無
線
従
事
者
免
許
証
の
免
許
の
有
効
期
間
に
関
す
る
事
項
の
訂
正
等
に
つ
い
て
-
…
…
…
(
郵
波
検
第

一

六

三
号
)

無
線
従
事
者
免
許
証
の
免
許
の
有
効
期
間
に
関
す
る
事
項
の
訂
正
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
:
…

(
郵
波
検
算

八

六

号
)

→.σ
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、

.

無
線
従
事
者
国
家
試
験
及
び
免
許
規
則
の
全
部
改
正
に
伴
う
検
定
事
務
の
処
理
要
領
に
つ
い
て
・.・.

-

(郵
波
検
第

二

三

号
)

無
線
従
事
者
国
家
試
験
の
科
目
合
格
者
に
対
す
る
免
除
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

五

六

号
)

特
殊
無
線
技
士
等
の
養
成
講
習
に
対
す
る
講
師
の
派
遣
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

四

四

号
)

無
線
従
事
者
免
許
申
請
者

の
赤
緑
色
盲
に
つ
い
て

(郵
波
検
第
五

七

一
号
)

本
籍
が
沖
縄
に
あ
る
者
に
対
し
交
付
す
る
免
許
証
等
の
本
籍
地
の
表
示
に
つ
い
て
・…
…
(波

検

第

一

五

号
)

心
身
に
著
し
い
欠
陥
が
あ

っ
て
無
線
従
事
者
に
適
し
な
い
者
に
つ
い
て

(郵
波
検
第
三

九

四
号
)

心
身
に
著
し
い
欠
陥
が
あ

っ
て
無
線
従
事
者
に
適
し
な
い
者
に
つ
い
て

(郵
波
検
第
二

二

五
号
)

心
身
に
著
し
い
欠
陥
が
あ

っ
て
無
線
従
事
者
に
適
し
な
い
者
に
つ
い
て

(郵
波
検
第
五

七

九
号
)

無
線
従
事
者

の
免
許
に
関
す
る
欠
格
事
由
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

一

〇

号
)

無
線
従
事
者
免
許
証
の
交
付
に
つ
い
て

く
郵
波
検
第
五

八

四
号
)

無
線
従
事
者
養
成
課
程
に
係
る
改
正
従
事
者
規
則
の
施
行
に
伴
う
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
…
-

…
…
・
(郵
波
検
第

一

二

〇
号
)

学
校
等
に
よ
る
無
線
従
事
者
養
成
課
程
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

一

七

六
号
)

無
線
従
事
者
の
養
成
課
程
に
係
る
業
務
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

四

一
号
)

無
線
従
事
者
の
養
成
課
程
に
係
る
業
務
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

九

〇

号
)

無
線
従
事
者
の
養
成
課
程
に
係
る
業
務
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
波
検
第

二

三

号
)

無
線
従
事
者
養
成
課
程
修
了
者
に
係
る
識
別
カ
ー
ド
に
つ
い
て

・

.

(波

検

第
一
=

二

六
号
)

特
殊
無
線
技
士

(無
線
電
話
甲
)
の
資
格
の
養
成
課
程
の
授
業
時
間
軽
減
の
た
め
の

選
抜
試
験
に
つ
い
て

・

(郵
波
検
第

一
〇

四
号
)

無
線
従
事
者
の
需
給
状
況
の
調
査
に
つ
い
て

放

送

・
企

画
関

係

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
を
行
な
う
放
送
局
に
対
す
る
周
波
数

の
割
当
に
つ
い
て

(郵
波
検
算

二

一
号
)

放
送

・
業
務
関
係

放
送
番
組
を
他
に
提
供
す
る
た
め
F
P
U

(郵
放
企
第

〇
九
号
)

(陸
上
移
動
局
)
等
を
使
用
す
る
こ
と
の
可
否

に
つ
い
て

(郵
放
業
第
三

九

八
号
)

放
送
法
施
行
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
に
っ
い
て

(郵
放
業
第
八

〇

一
号
)

国
内
短
波
放
送
を
行
な
う

一
般
放
送
事
業
者
に
対
す
る
根
本
基
準
第
九
条

の
適
用
の
方
針

に

つ
い

て

一
般
放
送
事
業
者
に
対
す
る
根
本
基
準
第
九
条
の
適
用
の
方
針
等
に
つ
い
て

実
用
化
試
験
局
に
対
す
る
標
準
放
送
用
の
精
密
同

一
周
波
数
割
当
方
針
に
つ
い
て
…
:
:
(郵
放
業
第
八

九

六
号
)

放
送
局
に
設
置
す
る
予
備
送
信
機
及
び
代
替
送
信
機
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て

(
郵
放
業
第
五

〇

六
号
)

一
般
放
送
局
の
放
送
事
項
別
放
送
時
間
の
報
告
に
つ
い
て

(郵
放
業
第

二

=

五
号
)

ー
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)



有
線
放
送
業
務
の
届
出
等
に
つ
い
て

(波

送

第
九

五

八
号
)

非
常
災
害
時
に
お
け
る
放
送
局
の
運
用
に
つ
い
て

(郵
放
業
第
七

六

五
号
)

有
線
放
送
に
お
け
る
広
告
放
送
お
よ
び
政
治
的
公
平
に
つ
い
て

(郵
放
業
第
六

八

八
号
)

高
周
波
利
用
設
備
の
テ
レ
ビ
聴
視
妨
害
の
事
務
処
理
に

つ
い
て

(郵
放
業
第
四

一

三
号
)

有
線
放
送
受
信
契
約
者
数
の
報
告
に
つ
い
て

(波

送

第
二

四

七
号
)

放
送
法
施
行
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
資
料

の
提
出
に
つ
い
て

(郵
放
業
第
六

五

七
号
)

呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
の
放
送
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
送
局
に
つ
い
て
…
・…
(郵
放
業
第

一
〇
二

一
号
)

放
送
局
の
検
査
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
と
し
て
の
電
波
発
射
の
方
法
に
つ
い
て
…
…
…

(郵
放
業
第

一
四
八
四
号
)

日
本
放
送
協
会
が
放
送
受
信
用
機
器
の
修
理
業
務
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
場
所
の
指
定
に

関
す
る
調
査
な
ら
び
に
同
実
施
状
況
報
告
に
つ
い
て

(郵

放
業
第

一

三

〇
号
)

放
送
局
の
無
線
従
事
者
の
常
駐
を
要
し
な
い
場
合
に

つ
い
て

(郵

放
業
第

一
四

四
号
)

物
品
税
特
殊
用
途
免
税
物
品
購
入
者
の
証
明
に

つ
い
て

(郵

放
業
第
九

一

七
号
)

放
送

・
技
術
関
係

放
送
局
の
演
奏
設
備
の
取
扱
い
に
つ
い
て

(郵
放
技
第

三

標
準
放
送
を
行
な
う
放
送
局
の
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
昼
間
及
び
夜
間
の
区
別
に
つ
い
て
…
…
…

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
局
の
音
声
空
中
線
電
力

(実
効
ふ
く
射
電
力
)

(波

放

第
四

三

の
指
定
等
に
つ
い
て(郵

放
技
第

二

高
周
波
利
用
設
備
の
許
可
に
関
す
る
事
務
処
理
に
つ
い
て

屋
内
配
線
に
高
周
波
電
流
を
通
ず
る
イ
ン
タ
ホ
ー
ン
の
取
扱

い
に
つ
い
て

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
電
界
強
度
の
測
定
方
法
に
つ
い
て

(郵
放
技
第

三

(郵
放
技
第

一

(郵
放
技
第

三

(郵
放
技
第

三

(
郵
放
技
第

二

二

号
)

八
号
)

放
送
局
の
工
事
設
計
書
添
付
図
面
に
つ
い
て

テ
レ
ビ
ジ

ョ
ン
放
送
局
に
お
け
る
制
御
信
号
等
の
使
用
に
つ
い
て

監
視

・
監
視
業
務
関
係

担
当
電
波
の
割
当
て
等
に
つ
い
て

四

号
)

九

号
)

七

号
)

○

号
)

一
号
)

七

号
)

無
線
局
の
局
数
調
書
の
提
出
に
つ
い
て

電
波
監
視
業
務
の
実
施
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て

新
電
波
監
視
業
務
実
施
規
程
の
実
施
に
つ
い
て

(郵

監
業
第

三

号
)

(盛

業

第

五

九

号
)

(監

業

第

二

九

号
)

(郵
監
業
第
五

六

四
号
)

当
省
専
用
の
日
本
電
信
電
話
公
社
無
線
施
設

(監
視
業
務
用
)
の
電
波
法
等
に
基
づ
く
措
置

の

委
任
お
よ
び
事
務
処
理
要
領
の
変
更
の
承
認
に
つ
い
て

(郵
監
業
第

一

二

二
号
)

電
波
監
視
業
務
実
施
規
程
の

一
部
改
正
に
伴
う
業
務
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
監
業
第

五

一
号
)

委
託
測
定
に
お
け
る
測
定
値
お
よ
び
測
定
確
度
の
表
示
方
法
に
つ
い
て

(監

業

第

一
六

五
号
)

→●
`

ー
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亀
⇔

勺、

監
視
業
務
用
無
線
局
に
係
る
電
波
法
令
に
基
づ
く
申
請
ま
た
は
届
出
等
の
事
務
の
実
施
に

関
す
る
報
告
に
つ
い
て

定
期
便
に
就
航
す
る
航
空
機
の
航
空
機
局
の
監
査
に
つ
い
て

ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
電
波
法
令
違
反
の
場
合
の
適
用
条
項
に
つ
い
て

電
波
監
視
業
務
実
施
規
程
の
施
行
に
伴
う
業
務
の
実
施
に
つ
い
て

(郵
監
業
第
五

(監

業

第
二

(監

業

第

防
衛
庁
所
属
無
線
局
の
監
視
結
果
の
措
置
に
つ
い
て

ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
発
射
電
波
の
許
容
周
波
数
帯
逸
脱
の
判
定
基
準
に
つ
い
て

(郵
監
業
第
三

(郵
監
業
第
四

(盛

業

第

九

ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
運
用
に
係
る
許
容
周
波
数
帯
逸
脱
お
よ
び
指
定
外
周
波
数
使
用
の
判
定

に

つ
い

て

二

一
号

)

四

一
号

)

四

一

号

)

六

九

号

)

一

一
号

)

五

号

)

無
線
局
監
査
簿
の
備
付
に
つ
い
て

電
波
の
質
の
監
査
に
関
す
る
業
務
の
実
施
細
目
に
つ
い
て

(郵
監
業
第

一

四

号
)

(郵
監
業
第
二

四

五
号
)

(
監

業

第

一

六

六
号
)

周
波
数
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
記
録
装
置
に
よ
る
三
〇
佐
以
上
の
周
波
数
の
電
波
の
発
射
状
況
の

調
査
の
実
施
細
目
に
つ
い
て

以
西
底
び
き
漁
船
特
殊
通
信
に
関
す
る
監
視
規
正
に
つ
い
て

地
方
電
波
監
理
局
監
視
部
と
F
E
N
放
送
局
間
に
お
け
る
直
接
連
絡
に
つ
い
て
…
…
…

(盛

業

第

五

無
線
局

(放
送
局
を
除
く
。)
に
関
す
る
電
波
関
係
法
令
違
反
の
調
査
に
つ
い
て
…
…
…

無
線
電
話
の
ア
マ
チ

ュ
ア
局
に
お
け
る
モ
ー
ル
ス
符
号

の
送
信
に
つ
い
て

(監

業

第

八

一

号
)

(郵
監
業
第
五
八

一

号
)

七

号
)

(
郵
監
業
第

二

一

号
)

(郵
監
業
第
二

二

八
号
)

(郵
監
業
第

四

一

号
)

八

四
号
)

(
監

業

第

三

二

号
)

(
郵
監
業
第

一

四

号
)

(
郵
監
業
第
三

九

七
号
)

(郵
監
業
第

一

〇

八
号
)

(郵
監
業
第

一

五

四
号
)

(郵
監
業
第

七

号
)

(郵
監
業
第
四

八

六
号
)

(郵
監
業
第

一

二

号
)

●

ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
規
正
に
つ
い
て

電
波
監
視
業
務
に
必
要
な
記
号
、
符
号
お
よ
び
無
線
局
の
用
途
別
分
類
等
に
つ
い
て
…

(郵
監
業
第

一

電
波
の
運
用
の
監
査
に
関
す
る
業
務
の
実
施
に
つ
い
て

外
国
無
線
局
の
運
用
違
反
に
対
す
る
処
理
基
準
に
つ
い
て

漁
船
局
の
通
信
相
手
方
相
違
の
容
疑
に
つ
い
て

船
舶
の
衝
突
予
防

の
た
め
に
す
る
無
線
標
識
通
信
の
取
扱
い
に
つ
い
て

不
法
ア
マ
チ

ュ
ア
局
の
開
設
防
止
に
関
す
る
周
知
に
つ
い
て

国
際
監
視
に
つ
い
て

監
視
無
線
通
信
の
周
波
数
の
使
用
等
に
つ
い
て

無
線
局
に
電
波
の
発
射
を
命
じ
て
行
な
う
検
査
の
事
務
処
理
要
領
に
つ
い
て

監
視

・
監
視
技
術
関
係

電
波
監
視
用
機
器
の
整
理
記
号
に
つ
い
て

電
波
監
視
施
設
整
備
要
求
の
改
正
に
つ
い
て

(郵
監
技
第

八

〇

号
)

(監

技

第

、六

〇

号
)

ー
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④

事

務

規

程

一
の

系
列

総
則
的
事
項

123456

電
波
関
係
の
達
に
関
す
る
規
程

(電
波
監
理
局
達

一
一

一
)

略
語
の
意
義

(電
波
監
理
局
達

一
一
二
)

電
波
監
理
局
事
務
分
任
規
程

(電
波
監
理
局
達

一
一
三
)

電
波
監
理
局
局
議
規
程

(電
波
監
理
局
達

一
ー
四
)

監
視
第

一
課
、
監
視
第
二
課
、
監
視
第
三
課
お
よ
び
監
視
第
四
課
の
分
掌
を
定
め
る
達

(電
波
監
理
局
達

一
-
六
)

電
波
関
係
事
務
調
査
委
員
会
規
程

(電
波
監
理
局
達

一
-
九
)

二

の

系
列

条
約
、
協
定
及
び
国
際
会
議
に
関
す
る
事
項

1

国
際
電
気
通
信
会
議
対
策
委
員
会
規
程

(電
波
監
理
局
達
二
i

－
)

四

の

系
列

無
線
局
の
免
許
に
関
す
る
事
項

1

地
方
電
波
監
理
局
で
行
な
う
無
線
局
に
関
す
る
申
請
書
お
よ
び
届
書
等
の

事
務
処
理
手
続
規
程

(電
波
監
理
局
達
四
一

一
)

2

地
方
委
任
局
の
審
査
基
準

(電
波
監
理
局
達
四
1
-二
)

3

地
方
電
波
監
理
局
で
行
な
う
無
線
局
に
関
す
る
技
術
審
査
基
準

(電
波
監
理
局
達
四
一

三
)

4

地
方
委
任
局
の
電
波
の
型
式
、
周
波
数
、
空
中
線
電
力
等
の
指
定
基
準

(電
波
監
理
用
達
四
一
四
)

5

呼
出
符
号
、
呼
出
名
称
お
よ
び
標
識
符
号
の
指
定
基
準

(電
波
監
理
局
達
四
一
五
)

6

高
周
波
利
用
設
備
に
関
す
る
申
請
書
お
よ
び
届
書
等
の
事
務
処
理
手
続
規
程

(電
波
監
理
局
達
四
一
六
)

7

高
周
波
利
用
設
備
に
関
す
る
審
査
基
準

(電
波
監
理
局
達
四
一
七
)

五

の

系

列

無
線

局

の
運

用
及
び
検

査

そ

の
他

の
監

督

に
関
す

る
事

項

1

地
方
電
波
監
理
局

(沖
縄
郵
政
管
理
事
務
所
を
含
む
。)
で
行
な
う
有
線
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に

関
す
る
届
出
書
等
の
事
務
処
理
手
続
規
程

(電
波
監
理
局
達
五
一

一
)

2

船
舶
局
及
び
航
空
機
局

(船
舶
又
は
航
空
機
に
開
設
し
た
外
国
の
無
線
局
を
除
く
。)

の
検
査

に
伴
う
措
置
に
関
す
る
事
務
規
程

(電
波
監
理
局
達
五
一
二
)

3

船
舶
に
開
設
し
た
外
国
の
無
線
局
の
検
査
及
び
検
査
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
事
務
規
程

(
電
波
監
理
用
達
五
一
三
)

4

無
線
局

(放
送
局
、
船
舶
局
及
び
航
空
機
局
を
除
く
。)
の
検
査
並
び
に
検
査
に
伴
う
措
置
に

関
す
る
事
務
規
程

(電
波
監
理
局
達
五
一
四
)

5

無
線
検
査
職
員
証
票
に
関
す
る
事
務
規
程

(電
波
監
理
局
達
五
-
五
)

6

有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
監
査
職
員
証
票
お
よ
び
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
検
査
職
員
証
明
書
に

関
す
る
事
務
規
程

(電
波
監
理
馬
連
五
ー
六
)

7

放
送
局
の
検
査
及
び
検
査
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
事
務
規
程

(電
波
監
理
局
達
五
一
七
)

8

高
周
波
利
用
設
備
の
検
査
及
び
検
査
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
事
務
規
程

(電
波
監
理
用
達
五
ー
八
)

↓'
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9

地
方
電
波
監
理
局

(沖
縄
郵
政
管
理
事
務
所
を
含
む
。)
で
行
な
う
電
波
伝
搬
障
害
防
止
に

関
す
る
事
務
処
理
手
続
規
程

(電
波
監
理
局
達
五
一
九
)

六

の

系
列

無
線
従
事
者
の
国
家
試
験
及
び
免
許

に
関
す
る
事
項

1

無
線
従
事
者
国
家
試
験
お
よ
び
免
許
事
務
処
理
手
続
規
程

(電
波
監
理
用
達
六
一

一
)

八

の

系
列

技
術
基
準
及
び
型
式
検
定
並
び
に
仕
様
に
関
す
る
事
項

1

地
方
電
波
監
理
局

(沖
縄
郵
政
管
理
事
務
所
を
含
む
。)
の
測
定
器
等
の
校
正
実
施
規
程

(電
波
監
理
局
達
八
一

一
)
.

2

地
方
電
波
監
理
局

(沖
縄
郵
政
管
理
事
務
所
を
含
む
。)
で
行
な
う
電
波
監
理
用
機
器
の
保
守
実
施
規
程

(電
波
監
理
局
達
八
一
二
)

九

の

系

列

電

波

の
監

視

及
び

標
準

電
波

に
関

す

る
事

項

1

電
波
監
視
業
務
実
施
規
程

(
電
波
監
理
局
達
九
一

一
)

2

委
託
測
定
事
務
処
理
規
程

(電
波
監
理
局
達
九
一
二
)

3

監
視
無
線
通
信
実
施
細
則

(電
波
監
理
局
達
九
一
三
)

4

周
波
数
測
定
実
施
規
程

(電
波
監
理
用
達
九
一
五
)

一
五
の
系

列

文

書

及
び
図

書

並
び

に
統

計
資

料

に
関
す
る
事

項

1

電
報
取
扱
規
程

(
電
波
監
理
局
達

一
五
一

一
)

2

郵
便
物
発
送
事
務
処
理
手
続

(電
波
監
理
局
達

一
五
一
二
)

3

手
数
料
関
係
文
書
の
処
理
手
続
規
程

(電
波
監
理
局
達

一
五
一
三
)

4

文
書
取
扱
事
務
手
続
規
程

(
電
波
監
理
局
達

一
五
ー
四
)

附

録

1

郵
政
省
附
属
機
関
組
織
規
程

(鼓
す
い
)

2

地
方
郵
政
監
察
局
、
地
方
郵
政
局
、
地
方
電
波
監
理
局
及
び
沖
縄
郵
政
管
理
事
務
所

組
織
規
程

(鼓
す
い
)

3

郵
政
省
分
掌
規
程

(抜
す
い
)

4

電
波
監
理
事
務
機
械
化
企
画
室
設
置
規
程

5

宇
宙
通
信
連
絡
室
設
置
規
程

6

宇
宙
開
発
企
画
室
設
置
規
程

7

職
員
訓
練
所
及
び
電
波
研
究
所
に
お
け
る
係
の
設
置
基
準

8

地
方
郵
政
監
察
局
、
地
方
郵
政
局
、
地
方
電
波
監
理
局
及
び
沖
縄
郵
政
管
理
事
務
所

に
お
け
る
係
の
設
置
基
準

9

郵
政
省
職
務
規
程

(抜
す
い
)

10

郵
政
省
所
管
に
属
す
る
電
波
技
術
に
関
す
る
国
有

の
特
許
権
及
び
実
用
新
案
権
の
実
施
規
程

11

郵
政
省
職
員
勤
務
管
理
規
程

⑫

無
線
従
事
者
国
家
試
験
運
営
協
議
会
等
設
置
規
程

13

郵
政
省
文
書
管
理
規
程

14

電
波
研
修
所
分
掌
規
程

15

電
波
研
究
所
所
掌
規
程

16

電
波
研
究
所
分
掌
規
程

ー

c。c。
O
ー



付

録

4

救

急

業

務

お

よ

び

災

害

救

助

に

関

す

る

法

規

等

O
消
防
法

(
抜
粋

)

第

一
章

総

則

〔
用
語
の
意
義

〕

第
二
条

こ
の
法
律
の
用
語
は
左
の
例
に
よ
る
。

⑨

救
急
業
務
と
は
、
災
害

に
よ
り
生
じ
た
事
故
若
し

く
は
屋
外
若
し
く
は
公
衆

の
出
入
す
る
場
所
に
お
い

て
生
じ
た
事
故

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
災
害
に

よ
る
事
故
等
」
と

い
う
。
)
又
は
政
令
で
定
め
る
場

合
に
お
け
る
災
害
に
よ
る
事
故
等
に
準
ず
る
事
故
で

政
令
に
定
め
る
も
の
に
よ
る
傷
病
者

で
医
療
機
関
そ

の
他
の
場
所

へ
緊
急
に
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

を
、
救
急
隊

に
よ

っ
て
、
医
療
機
関

(厚
生
省
令
で

定
め
る
医
療
機
関
を
い
う
。
)
そ
の
他
の
場
所
に
搬

送
す
る
こ
と
を

い
う
。

第
七
章
の
二

救
急
業
務

〔
救
急
業
務
〕

第
三
十
五
条

の
五

政
令
で
定
め
る
市
町
村
は
、
救
急

業
務
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注

1
項
ー
政
令
で
定
め
る
市
町
村

施
行
令
四

三
条

救
急
業
務
の
用
語
の
意
義
の

二
条

⑨

第
三
十
五
条
の
六

部
道
府
県
知
事
は
、
救
急
業
務
を

行
な
っ
て
い
な

い
市
町
村
の
区
域
に
係
る
道
路
の
区

間
で
交
通
事
故
の
発
生
が
頻
繁
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
・つ
い
て
当
該
交
通
事
故
に
よ
り
必
要
と
さ

れ
る
救
急
業
務
を
、
関
係
市
町
村
の
意
見
を
き
い
て
、

救
急
業
務
を
行
な

っ
て
い
る
他
の
市
町
村
に
実
施
す

る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
要
請
を
受
け
た
市
町
村
は
、
当
該
要
請

9
に
係
る
救
急
業
務
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

②

都
道
府
県
は
、
救
急
業
務
を
行
な
っ
て
い
な

い
市

町
村
の
区
域
に
係
る
高
速
自
動
車
国
道
又
は

一
般
国

'
道
の
う
ら
交
通
事
故
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
救
急
業

務
が
特
に
必
要
な
区
間
と
し
て
政
令
で
定
め
る
区
間

(前
項
の
要
請

に
よ
り
救
急
業
務
が
行
な
わ
れ
て
い

る
道
路
の
区
間
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
、
当
該
救
急

業
務
を
行
な
っ
て
い
な
い
市
町
村
の
意
見
を
き
い
て
、

当
該
救
急
業
務
を
行
な
う
も

の
と
す
る
。
乙
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
救
急
業
務

に
従
事
す
る
吏
員
そ
の

他
の
職
員
は
、
地
方
公
務
員
法

(昭
和
二
十
五
年
法

律
第

二
百
六
十

一
号
)
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
消
防

職
員
と
す
る
。

〔
協
力
要
請
等

〕

第
三
十
五
条
の
七

救
急
隊
員

は
、
緊
急
の
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
事
故
の
現
場
附
近

に
あ
る
者
に
対
し
、

救
急
業
務
に
協
力
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

②

救
急
隊
員
は
、
救
急
業
務

の
実
施
に
際
し
て
は
、

常
に
警
察
官
と
密
接
な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

注

協
力
者
の
災
害
補
償

三
六
条
の
二

〔
準

用

〕

第
三
十
五
条
の
八

第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
救
急
隊

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

「
火

災
の
現
場
に
到
着
す
る
」
と
あ
る
の
は
、

「救
急
業

務
を
実
施
す
る
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

②

消
防
組
織
法

(昭
和
二
+

二
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
)
第
二
十

一
条
の
規
定

は
、
第
三
十
五
条
の
六

第
二
項
の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
が
救
急
業
務
を
行

な
う
場
合

に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
法
第

二
十

一
条
中

「市
町
村
」
と
あ
る
の
は

「
市
町
村
及
び
都
道
府
県
」
と
、

「
消
防
」
と
あ
る

の
は

「
救
急
業
務
」
と
、

「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の

は

「
市
町
村
長
及
び
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

〔
政
令

へ
の
委
任

〕

第
三
十
五
条
の
九

こ
の
章

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

救
急
隊
の
編
成
及
び
装
備

の
基
準
そ
の
他
救
急
業
務

の
処
理

に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

注

政
令
↓
施
行
令
四
四
条

(救
急
隊
の
編
成
及

び
装
備
の
基
準
)

O
消
防
法
施
行
令

(
抜
粋

)

〔
昭
和
三
十
六
年
三
月
二
十
五
日

政

令

第

三

十

七

号

〕

.
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亀
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◎、

最
終
改
正

昭
和
四
七
年

一
二
月

一
日

政

令

第

四

一
一
号

(災
害

に
よ
る
事
故
等
に
準
ず
る
事
故
の
範
囲
等
)

第
四
十

二
条

法
第

二
条
第
九
項
の
災
害
に
よ
る
事
故

等

に
準
ず
る
事
故

で
政
令

で
定
め
る
も
の
は
、
屋
内

に
お
い
て
生
じ
た
事
故
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
、

.る
場
合
は
、
当
該
事
故

に
よ
る
傷
病
者
を
医
療
機
関

そ
の
他
の
場
所

に
迅
速

に
搬
送
す
る
た
め
の
適
当
な

手
段
が
な
い
場
合
と
す
る
。

(救
急
業
務
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
市
町
村
)

第
四
十
三
条

法
第
三
十
五
条
の
五
の
政
令
で
定
め
る

市
町
村
は
、
自
治
大
臣
が
当
該
市
町
村
の
人
口
、
交

・通
事
故

の
発
生
件
数
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
市
町

村
と
す
る
。

(救
急
隊
の
編
成
及
び
装
備

の
基
準
)

第
四
十
四
条

救
急
隊
は
、
救
急
自
動
車

一
台
及
び
救

'

急
隊
員
三
人
以
上
を
も

つ
て
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

2

前
項
の
救
急
自
動
車
に
は
、
傷
病
者
を
搬
送
す
る

に
適
し
た
設
備
を
す
る
と
と
も
に
、
救
急
業
務
を
実

施
す
る
た
め
に
必
要
な
器
具
及
び
材
料
を
備
え

つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

消

防

法

の

一
部

を

改

正

す

る

法
律

の
施

行

に

つ
い

て

(
抄

)

第

一

総

則

に
関

す

る
事

項

救

急

業

務

の
定

義

に
関

す

る
規

定

が
消

防

法

(以

下

「
法

」

と

い
う
。

)

第

二
条

に
規

定

さ
れ

た
。

従

来

消

防

機

関

の
行

な
う

救

急

業

務

は

、
地

方

自

治

法

(
昭

和

二
十

二
年

法

律

第

六

十

七
号

)

の
規

定

に
基

づ

き

、

一
部

町

村

が

任

意

に

、
条

例

若

し
く

は
規

則

を
制

定

し

、
又

は
単

に
訓

令

に
よ

り

、
実

施

し

て
き

た

と

こ
ろ

で
あ

る

。

こ

の
業

務

は

、
今

ま

で
必
ず

し

も

十
分

な
体

制

の

も

と

に
行

な

わ

れ

て

い
る

と

は

い

い
が

た

い
実

情

に
あ

っ
た

に
も

か

か

わ

ら
ず

、

一
般

に
き

わ

め

て
高

く

そ

の
実

績

を

評

価

さ

れ

、
近

時

、

特

に
交

通

事

故

を

含

む
各

種

災
害

な

い
し
事

故

の
急

激

な

増

加

に
伴

っ
て

、
人

命

尊

重

の
見

地

か
ら

そ

の

制

度

の
確

立

が

当

面

の
急

務

と
考

え
ら

れ
る

に
至

っ

た

。

こ
の

よ
う

な
機

運

に
即
応

し

て

、

こ

の
際

、
消

防

機

関

の
行

な

う
救

急

業

務

を

法

律

制

度

化

し

、
救

急

体

制

を

全

国

的

に
整

備

す

る

た

め

、
消

防

法

中

に
新

た

に
救

急

業

務

に
関

す

る

規

定

が

設

け

ら

れ

、
そ

の

実

施

に
関

す

る
準

拠

基

準

が

示

さ

れ

る

こ
と

と

な

っ

た
も

の

で
あ

る
。

な

お

、

こ

こ

に

い
う

救

急

業

務

と

は

、
火

災

そ

の

他

の
災

害

に
際

し

そ

の
現

場

に

お

い
て
人

命

を
救

助

す

る
消

防

固

有

の
業

務

た

る

救

出

業

務

(
霧

・・
。
已
Φ

の
Φ
「
<
一
⇔
。
)

と

は

一
応

区
分

さ

れ

た
搬

送

業

務

(

き

巳
呂
8

の
Φ
q
ざ
o
)
を
意

味

す

る

も

の

で

あ

る

が

、

今

回

の
改

正

は

、
必

ず

し

も

他

の
機

関

又

は
団

体

が

行

な
う

搬

送

業

務
を

排

除
す

る

趣

旨

に
よ

る

も

の

で

は

な

い
こ

と

に
特

に
注

意

を

要

す

る

も

の

で
あ

る

。

法

第

二
条

の
定

義

に
関

す

る

改

正

事

項

の
内

容

は

、

次

の
と

お
り

で
あ

る

。

1

救

急

業

務

を
法

律

上

明

文

を

も

っ
て
消

防

機

関

の
任

務

に
追

加
す

る

に
際

し

、
そ

の
業

務

の
対

象

、
に

つ
い

て
す

べ
て

の
事

故

を

と

り

あ

げ

る

こ
と

は

必

ず

し

も

適
切

で

な

い
と
考

え

ら

れ

る

の

で

、,
原

則

と

し

て
重

点
的

に
処

理

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

事

故

の
範

囲

を
例

示

す

る

と

と

も

に

、

こ
れ

ら

の

事

故

に
準

ず

る
も

の

で
政

令

で
定

め

る

も

の
も

あ

わ

せ

て

処

理
す

る

も

の
と

さ

れ

た

こ
と
。

2

業

務

の
内

容

は

、

1

の
事

故

に
よ

る
傷

病

者

を

救

急

隊

に

よ

っ
て
医

療

機

関

そ

の
他

の

場
所

へ
搬

送

す

る

い
わ

ゆ
る

搬

送

業

務

で
あ

る

と

さ

れ

た

こ

と

。

な

お

、
医

療

機

関

に

つ

い
て

は

、
医

療
上

の

諸

条
件

を

考

慮

し

て
厚
生

省

令

で
定

め

る
も

の
と

さ

れ

て

い
る

こ
と
。

第

二
～

第

五

〔
略

〕

第

六

救

急

業

務

に
関

す

る
事

項

第

一
章

総

則
中

に
規

定

さ

れ

た

定
義

に
よ

る

救

急

業

務

に

つ
き

、
市

町
村

の
義

務

、

実
施

に
関

す

る

基

準

、
緊

急

時

に

お
け
る

権

限

等

に

つ

い

て
基

本
的

事

項
が

定

め

ら

れ

た
も

の

で
あ

る

が

、

な

お
業
務

実

施

上

の
細

目

に

つ

い
て

は

、

い
ず

れ
政

令

に
よ

り
定

め

ら

れ

る

こ
と

と

さ

れ

て

い
る

。

今

回

の
改

正

法

律

に
規

定

さ

れ

た
内

容

は

、
次

の

と

お

り

で

あ

る

。
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●

1

消

防

組

織

法

及

び
消

防

団

員

等

公

務

災

害

補

償

責

任

共

済

基

金

法

の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

(
昭

和

三

十

八
年

法

律

第

八
十

九

条

)

に
よ

る

改

正

後

の
消

防

組
織

法

第

十

条

の
政

令

で
定

め

る
市

町
村

で
あ

っ
て

、
政

令

で
定

め

る
基

準

に
該

当

す

る
市

町
村

に

つ

い
て

は

、
救
急

業

務

を
行

な

う
義

務

が

あ

る

こ
と

が
規

定

さ
れ

た

こ
と

(
法

第

三

十

五
条

の

五
第

一
項

)
。

こ
れ
と

同

時

に

、

こ

れ

に
準

ず

る
市

町

村

は

、
救

急
業

務

を

行

な

う
よ

う

に

つ
と

め

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
も

の

と

さ

れ

た

こ
と

(法

第

三

十

五
条

の

五
第

二
項

)

。

2

救

急

業

務

に
関

し

、
現

場

附

近

に
あ

る
者

に
対

す

る
協

力

要

請

権

が

認

め
ら

れ

た

こ
と

。

こ
の
場

合

、
消

火

活

動

に
対

す

る

従

事
命

令

の

場
合

と

同

様

の

趣
旨

に
基

づ
き

、
災

害

補
償

の
対

象

と

さ
れ

る
も

の

で
あ

る

こ
と

(法

第

三
十

五
条

の

七
節

一

項

、
第

三

十

六

条

の

二
)
。

な

お

、
今

回

の
改

正

法

の

附

則

第

十

二
条

に
よ

り

、
消
防
団
員
等
公
務

災

害

補

償

責

任

共

済

基

金

法

(昭

和

三

十

一
年

法
律

第

百

七
号

)

の

一
部

が

改

正

さ

れ

、
救

急

業

務

に
協

力

し

た
者

に
係

る

療

養

補
償

等

に
要

す

る
経

費

が

基
金

の
支

払

対

象

と

し

て
追

加

さ

れ

た

こ
と
。

3

救

急

業

務

の
対
象

と

さ

れ

る
事

故

の
う

ち

に
は

、

交

通
事

故

、
傷

害

事

故
等

の
現

場

保

存

を

必
要

と

す

る

事

故

が
少

な

く

な

い
の

で

、
救

急

業

務

の
実

施

に

つ

い
て
は

、
常

に
警

察

官

と

密

接

な
連

絡

を

と

る
も

の
と

さ
れ

た

こ
と

(法

第

三

十

五

条

の

七

第

二
項

)
。

4

救
急

隊

に

つ

い
て

、
消

防

隊

の
場

合

と

同

様

の

緊

急

通

行

権

が

認

め
ら

れ

た

こ
と

(法

第

三

十

五

条

の

八
)

。

5

救
急

隊

の
編

成

、
装

備

の
基

準

そ

の
他
救

急

業

務

の
処

理

に

つ

い

て
必

要

な
事

項

は

、
政

令

で
定

め

る
も

の
と

さ
れ

た

こ
と

(法

第

三

十

五

条

の

九

)。

最

近

に

お
け

る
交

通
事

故

の
激

増

に
対

処

し

、
人

命

救

護

の
徹

底

を

期

す

る

た

め

、
救

急

業

務

の
実

施

体

制

を

整
備

す

る

ほ

か

、
社

会

経

済

の
進

展

に
対

処

し

、
液

化

石

油

ガ

ス
等

に
対
す

る
予

防

措

置

の
強

化

、
消

防

教

養

の
充

実

等

を

図

る

た

め

、

別

添

の

と

お

り
消

防

法

及

.
び
消

防
組

織

法

の

一
部

の
改

正

が

行

な

わ

れ

た

。

こ

の
消

防
法

及
び

消

防

組

織

法

の

一
部

を

改

正

す

る

法

律

は

、

昭
和

四

十

二
年
法

律

第

八

十
号

と

し

て
七
月

二
十

五
日

に
公

布

さ

れ

、

一
部

を

除

き

同

日
施

行

さ

れ

た

の

で

、
下

記

事

項

に
留

意

の
う

え

、

そ

の
運

用

に
遺

憾

の

な

い
よ

う

に
措

置

さ

れ

た

い
。

な

お

、

管
下

市

町
村

に
対

し

て
も

そ

の
旨

示

達

の
う

え

、
趣

旨

の
徹

底

を

図

る

と
と

も

に

、

そ

の
実

施

に

つ

い
て
よ

ろ
し

く

御
指

導
願

い
た

い
。

記

O
消
防
法
及
び
消
防
組
識
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
つ
い
て
(
通
達

)
〔
抜
粋

〕

〔
昭

和

四

十

二
年

八

月

十

五

日

自
消
乙
総
発
第
二
十
九
号

〕

各
部
道
府
県
知
事
あ
て
消
防
庁
次
長

第

一

消
防
法
関
係

一

救

急
業

務
実

施

体

制

強

化

の

た

め

の
措

置

、

9

救

急

業

務

を

行

な

っ
て

い
な

い
市

町

村

の
区

域

の
う

ち
交

通

事

故

の
発

生

が

頻

繁

で
あ

る

と

認

め
ら

れ

る
道

路

の
区
間

に
係

る
救

急
業

務

の

実

施

を

、
現

に
救

急

業

務

を

行

な

っ
て

い
る

他

の
市

町
村

に
都

道

府

県

知

事

が

要

請

す

る

こ
と

が

で
き

る

こ
と

と

し

、
要

請

を

受

け

た
市

町

村

は
要

請

に
係

る

救

急

業

務

を

行

な

う

権

能

を

も

つ

こ
と

と

さ

れ

た

こ
と

(第

三

十

五
条

の

六
第

一
項

)
。

当

該

市

町

村

が

、
単

独

で
又

は
相

互

応

援

協

定

、
事

務

の
委

託

若

し
く

は

一
部

事

務

組

合

に

よ

る

共

同

処

理
方

式

に
よ

っ
て
処

理

す

る

こ
と

が
適

当

で
あ

る

と

判

断

さ

れ

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の
方

法

に
よ

る

こ
と
が

望

ま

し

い
の

で
、

都

道

府

県

知

事

が

他
市

町
村

に
要

請

し

よ

う

と

す

る

場

合

に
は

、

こ
れ

ら

の
方

法

に

よ
る

こ
と

の
適

否

に

つ

い
て

、
あ

ら

か

じ

め
関

係

市

町
村

の
意

見

を

き

い

て
、

よ

く
検

討

さ

れ

た

い
こ
と

。

な

お
都

道

府

県

知

事

の
要

請

に
よ

っ
て
行

な

わ

れ

る
救

急

業

務

に
要

す

る

経

費

に

つ
い

て

は

、

霧

隠

よ
る
措
置
が
考
慮
さ
れ
る
予
定

ー

o◎
Qo
oo

l

"づ
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A

⇔

救

急

業

務

を

行

な

っ
て

い
な

い
市

町
村

に
係

る
高

速

自

動

軍

国

道

又

は

[
般

国

道

の

う
ち

交

通

事

故

に
よ

り
必

要

と

さ

れ

る
救

急

業

務

が
特

に
必

要

な

区

間

と

し

て
政

令

で
定

め
る

区

間

に

つ

い
て

は

、
都

道

府

県

が

当

該

救

急

業

務

を

行

な

う
も

の
と

さ

れ

た

こ

と

(
第

三

十

五
条

の
六

第

二
項

)
。

こ
れ

は
、
市

町
村

が
救

急

業

務

を

行

な

う

こ

と

の
困

難

な

場

合

に

お
け

る

補

完

的

な
措

置

で

あ

る

か
ら

、
適

用

の
対

象

と

な

る
道

路

の
種

類

及

び

区
間

が
限

定

さ
れ

て

お

り

、

ま

た
都

道

府

県

知

事

の
要

請

に
よ

り
他

の
市

町

村

に
行

な

わ

せ
る

場

合

が

除

外

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
留
意

さ

れ

た

い
こ
と
。

な

お

、
区

間

指

定

の
政

令

を

立

案

す

る

に
あ

た

っ
て

は

、
関

係

都

道

府

県
.知

事

の
意

向

を

十

分

に
尊

重

す

る
方

針

で
あ

る

こ
と
。

四

消

防

組
織

法

第

二
十

一
条

の
規
定

を
都

道

府

県

の
行

な

う

救

急

業

務

に

つ

い
て
も

準

用

し

、

都

道

府

県

相

互

に
又

は
都

道

府

県

と

市

町

村

と

の
間

の
相

互

応

援

が

で
き

る

こ
と

と

さ

れ

た

こ

と

(
第

三

十

五

条

の

八
第

二
項

)
。

O
消
防
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
つ
い
て

(
抜
粋

)

命
蝿
恒
山鷲

掴
二㍉

⊇
麟
障
舗

〕

第

三

救

急
業

務

に
関
す

る

こ
と

従

来

、
消

防

本

部

を

置

か

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
市

町
村

で
政

令

で
定

め
る

基

準

に
該

当

す

る
も

の

は

、

救

急

業

務
を

行

な

わ

な
け

れ
ば

な

ら

な

い
も

の
と

さ

れ

て

い
た

が

、
今

回

の
改

正

に

よ

り

、
救

急

業

務
を

行

な
わ

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
市

町
村

は

、
政

令

で
指

定

す

る

も

の
と

さ

れ

た

こ
と

(
法

第

三

十

五
条

の

五
)。

本

改

正

は

、
最

近

に

お
け

る
救

急

需

要

の
急

増

に

対

処

し

、
今

後

さ

ら

に
実

施

体

制

の
整

備

を

促

進

す

る

た

め

に
は

、
従

来

の

「
政

令

で
定

め

る
基

準

に
該

当

す

る

も

の
」

と

い
う

方

式

で
は

、
真

に
合

理
的

な

義

務

づ

け

が

期

し

が

た

い
の

で

、
実

態

に
応

じ

た
義

務

づ
け

が

で
き

る

よ

う

個

別

指

定

方

式

に
改

め
た

も

の

で

あ

る

こ

と

。

O
消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
等
の
公
布

に
つ
い
て

(
抜
粋
)

〔
昭
和
三
+
八
年
幹

部

劇

詩

〕

都
道
府
県
消
防
主
管
部
長
あ

て
消
防
庁
次
長

第
五

救
急
業
務
に
関
す
る
事
項

一

政
令
で
定
め
る
事
故
の
範

囲

屋
内
に
お
い
て
生
じ
た
事
故
を
救
急
業
務
の
対

象
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ
ら

の
事
故
の
す
べ
て
を

と
り
あ
げ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
の
で

二
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す

る
も
の
に
つ
い
て
の

み
救
急
業
務
と
し
て
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
こ

と

(
令
第
四
十
二
条

)
。

二

政
ぶ
刀
で
定
め
る
場
合

.

屋
内

に
お
い
て
生
じ
た
事

故
の
う
ち
医
療
機
関

そ
の
他

の
場
所
へ
迅
速
に
搬
送
す
る
必
要
が
あ
る

傷
病
者
で
、
か
つ
、
救
急
自
動
車

に
よ
り
搬
送
す

る
こ
と
が
傷
病
者
に
と

っ
て
最
良
の
方
法
で
あ
る

場
合
又
は
救
急
自
動
車

に
よ
る
ほ
か
、
他
に
適
当

な
搬
送
手
段
が
な
い
場
合
と
さ
れ
た
こ
と

(
令
第

四
十
二
条

)

三

救
急
業
務
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
町

村
の
基
準

市
町
村

の
う
ち
救
急
業
務
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
は
、
当
該
市
町
村
の
人
口
が
十
万

以
上
で
、
か
つ
、
人
口
集
中
地
区
の
人
口
が
五
万

以
上
の
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
市
町
村
の
人
口
は
、

国
勢
調
査
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
全
国
的
な
人
口
調

査
の
結
果

に
よ
る
人
口
と
さ
れ
た

乙
と
。
た
だ
し
、

官
報

に
公
示
さ
れ
た
国
勢
調
査
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
全
国
的
な
人
口
調
査
の
結
果
以
降

に
お
い
て
市

町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
等
が
あ

っ

た
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事

の
告
示
し
た
人
口
に

よ
る
も

の
と
さ
れ
た
こ
と

(
令
弟
四
十
三
条
第

一

項
及
び
第

二
項

)
。

四

自
治
大
臣
の
告
示

三
に
該
当
す
る
市
町
村
は
、
自
治
大
臣
が
告
示

す
る
も
の
と
し
、
お
お
む
ね
百

五
市
が
こ
れ
に
該

・

ー

●。

o。
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当

す

る

も

の
と
考

え
ら

れ

る

が

、

事

務

手

続

と

し

て

は

、
告

示

前

に
当

該

市

町
村

に
通
知

す

る

予
定

で
あ
る

こ
と

(
令

第

四

十

三
条

第

三

項

)
。

五

救

急

隊

の
編

成

の
基

準

救

急

隊

は

、
救

急
自

動

車

一
台

に

つ
き
救

急

隊

員

三
人

以

上

を

も

っ
て
編

成

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
も

の
と

し

、
当

然
救

急

自

動

車

の
運

転

者

一
人

を

含

む
も

の

で
あ

る

こ
と

(
令
弟

四

十

四

条

第

一

項

)
。

六

救

急

隊

の
装

備

の
基

準

・

救
急

自

動

車

は

、
傷

病
者

を

搬

送

す

る

に
適

し

た

自
動

車

で
あ

る

と

と

も

に
救

急

業

務

を

実

施

す

る

た

め

に
必

要

な
設

備

、
器

具

及

び

材

料

を

備

え

つ
け

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
も

の
と

さ

れ

た

こ
と

。

な

お

、
救

急

業

務

の
実

施

に

つ

い
て
必

要

な
事

項

は

、

別

に
指

示

す

る

予

定

で
あ

る

こ
と

(
令

弟

四
十

四

条
第

二
項

)
。

0
消
防
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
(
抜
粋

)

〔
昭
和
四
十
六
年
六
月

一
日
消
防
消
第
二
六
号

各

部

道

府

県
知

事

あ

て
消

防
庁

長

官

〕

1

消
防
法
第
三
十
五
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
救

急
業
務
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
町
村
を
、

自
治
大
臣
が
当
該
市
町
村
の
人
口
[、
交
通
事
故
の
発

生
件
数
等
を
考
慮
し
て
指
定
す
る
市
町
村
と
し
た
こ

と

(
消
防
法
施
行
令
第
四
十
三
条

)
。

2

1
に
よ
り
救
急
業
務
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
市
町
村
は
、
昭
和
四
十
六
年
六
月

一
日
自
治
省
告

示
第
百
十

一
号
に
よ
り
告
示

(
別
記

)
さ
れ
た
市
町

村
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
こ
れ
に
よ
り
救
急
業
務
義
務
実
施
市
町
村

は
九
百
二
十
二
市
町
村
に
な
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

3

新
た
に
追
加
さ
れ
た
市
町
村
は
、
消
防
本
部
お
よ

び
消
防
署
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
町
村

(
消

防
組
織
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
)

第
十
条
に
規
定
す
る
市
町
村
を

い
う
。

)
で
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
市
町
村
で
あ
る
こ
と
。

ω

人
口
三
万
以
上
の
市
町
村
で
あ
る
こ
と
。

②

原
則
と
し
て
、
人
口
二
万
以
上
三
万
未
満
の
市

町
村
で
、
か
つ
、
当
該
市
町
村

の
区
域
内

に
お
け

る
交

通
事

故

の

発
生

件

数

(
交

通

安

全

対

策

特

別

交

付

金

に
関

す

る
政

令

(
昭
和

四
十

三
年

政

令
第

六

十

六

号

)
第

二
条

第

四

項
第

三
号

に
規

定

す

る

交

通
事

故

の
発

生

件

数

を

い
う

。

)
が

人

口

(
最

・
近

の
国
勢

調
査

に
よ

る
人

口

を

い
う

。

)

一
万
当

た

り

お

お
む

ね

五

十
件

以

上

で

あ

る

こ
と

。

③

上

記

ω

ま

た

は

②

に
準

ず

る

要
件

を
備

え

て

い

る
救

急

業

務

に
関

す

る

一
部
事

務
組

合

を

構

成

す

る
市

町

村

で
あ

る

こ
と
。

4

新

た

に
救

急

業

務

の
実
施

を
義

務

づ

け
ら

れ

た
市

町
村

の
う

ち

、
救

急

業

務

未

実
施

市

町

村

に
あ

っ
て

は

、
す

み
や

か

に

、
救

急

自

動

車

の
配

置

、
救

急

隊

員

の
教

育

訓

練

等

、
救

急

体

制

の
整

備

を
図

ら

れ

た

、

こ
と

。

L

○
救
急
業
務
実
施
基
準
に
つ
い
て

〔‥聾

縫
聖

日㌔
舗
鷺
第鯵

市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
な
う
救
急
業
務
の
実
施
基

準
を
別
紙

の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
下
記
事
項
に
御
留

意
の
う
え
、
貴
管
下
市
町
村
を
よ
ろ
し
く
御
指
導
願

い

た
い
。

記

1

基
準
第
三
条
第
二
項
に
い
う

「立
地
条
件
そ
の
他

の
事
情
」
を
例
示
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω

幹
線
道
路
等

の
沿
線
に
所
在
し
、
通
過
交
通
量

が
著
し
く
多

い
こ
と
。

②

特
殊
な
工
場
、
事
業
所
等
が
所
在
し
、
産
業
災

害
等
の
発
生
率
が
高

い
こ
と
。

③

観
光
地
等
で
あ

っ
て
、
常
時
多
数
の
滞
在
人
口

を
有
す
る
こ
と
。

ω

昼
夜
間
人
口
の
差
が
著
し
く
大
き

い
こ
と

2

基
準
第
五
条
第
五
号
に
掲
げ

る
救
急
業
務
を
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

ω

外
国
で
医
師
の
免
許
を
得
た
者

②

労
働
基
準
法

(
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
四
十
九

号

)
の
規
定

に
よ
る
衛
生
管
理
者
の
資
格
を
有
す

る
者

③

医
学
、
歯
学
そ
の
他
保
健
衛
生
に
関
す
る
旧
専

一

ω
ふ
O

ー

∀'
4
'

'



＼
走

■ 一
、

門
学
校
令

(
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十

一
号

)

に
基
づ
く
旧
専
門
学
校
卒
業
者

3

基
準
第
十
八
条
に
い
う
医
師
の
診
断
結
果

に
基
づ

く
所
要
の
措
置
は
、
伝
染
病
予
防
法

(
明
治
三
十
年

法
律
第
三
十
六
号

)
第
五
条

に
定
め
る
清
潔
方
法
及

び
消
毒
方
法
を
い
う
。

4

基
準
第

二
十
条
に
い
う
救
急
記
録
票
等
に
記
入
す

べ
き
所
要
事
項
は
、
救
急
事
故
発
生
年
月
日
、
覚
知

時
刻
、
発
生
場
所
、
発
生
原
因
、
傷
病
者
の
住
所
、

氏
名
、
性
別
、
傷
病
の
部
位
、
程
度

、
医
療
機
関
名

及
び
医
師
等
と
す
る
。

5

基
準
第
二
十
五
条
に
定

め
る
消
毒
実
施
表
に
は
、

消
毒
実
施
年
月
日
、
消
毒
方
法
、
消
毒
薬
品
名
及
び

施
行
者
名
等
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

6

基
準
第
二
十
七
条

に
定
め
る
救
急
業
務
計
画
は
、

救
急
隊

一
隊
の
み
で
は
処
理
で
き
な
い
集
団
災
害
発

生
時
等
に
お
け
る
計
画
を
し
、
災
害
対
策
基
本
法

(
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号

)
第
四
十

二
条
に
定
め
る
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、

か
つ
、
お
お
む
ね
次

に
掲
げ
る
事
項

に
重
点
を
お
き

作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

D

救
急
現
場
本
部
の
編
成

②

非
番
職
員
の
招
集

③

指
揮
系
統

ω

応
急
救
急
隊
の
編
成

⑤

出
場
計
画

㈲

医
療
機
関
等
の
連
絡

θ

医
師
等
の
派
遣

⑧

医
療
機
関
以
外
で
傷
病
者
を
収
容
で
き
る

「
そ

の
他
の
場
所
」

へ
の
搬
送
計
画

⑨

救
急
資
器
材
の
需
給

に
関
す
る
こ
と

oo

救
急
情
報

ω

通
信
連
絡
系
統

02

訓
練
計
画

03

そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

救
急
業
務
実
施
基
準

第

一
章

総
則

(
第

一
条
ー
第
二
条

)

第
二
章

救
急
隊
等

(
第
三
条
ー
第
八
条

)

第
三
章

救
急
自
動
車
等

(
第
九
条
-
第
十

一
条

)

第
四
章

救
急
活
動

(
第
十
二
条
ー
第
二
十

一
条

)

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

第

一
章

(
目
的

)

第

一
条

こ

の
基
準

は

、
市

町

村

の
消

防

機

関

が

行

な

う

救

急

業

務

に

つ

い
て

、
必

要

な

事

項

を

定

め

、

救

急

業

務

の
能

率
的

運
営

を

図

る

こ
と

を

目

的

と

す

る
。

(
用
語

の
意

義

)

第

二
条

こ

の
基
準

に
お

け

る

用
語

の
意

義

は

、
次

の

各

号

に
定

め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

一

救
急

業

務
と

は

、
消

防

法

(
昭

和

二
十

三
年

法

律

第

百

八

十
六

号

。

以
下

「
法

」

と

い
う

。

)
に

定

め

る

救
急

業

務

を

い
う
。

二

救

急

事

故
ど

は

、
法

及

び
消

防
法

施

行

令

(
昭

和

三

十

六
年

政

令

第

三
十

七
号

。

以

下

「
令

」

と

い
う
。

)
に
定

め
る

救

急

業

務

の
対

象

で
あ

る

事

故
を

い
う
。

三

救

急

自

動

車

と

は

、
救

急

業

務

を

行

な

う

自

動

車

を

い
う

。

第

二
章

救

急

隊
等

(
救

急

隊

の
数

)

第

三
条

令

第

四
十

三

条

に
定

め
る

基

準

に
該

当

す

る

市

町
村

に
置

く
救

急

隊

の
数

は
、

人

口

十

万

に

つ

い

て

一
と

し

、
十

万
を

こ

え

十

万

を

増

す

ご
と

に

一
を

加

え
た

数

と

す

る
。

2

前

項

の
規

定

に
か

か

わ

ら
ず

、
市

町

村

長

は

、
当

該

市

町
村

の
立
地

条

件

そ

の
他

の

事

情

に

よ

り
必

要

が

あ

る

と

認

め
る
と

き

は

、
救

急

隊

の
数

を

増

加

す

る

も

の
と

す

る
。

(
医

師

等

)

第

四

条

市

町
村

長

は

、
救

急

業

務

を

行

な

う

た

め
医

師

又

は
看

護

婦
を

配

置

し

、
若

し
く

は
救

急

自

動

車

に
と

う
乗

さ

せ
る

よ

う

つ
と

め
る

も

の

と

す

る

。

(
救

急

隊

員

)

第

五

条

消

防

長

は
、

消

防

職

員

の
う

ち

次

の

各

号

の

い
ず

れ

か

に
該

当
す

る
者

の
う

ち

か
ら

救

急

隊

員

1

ω
±

1

医

療
機

関
等

(
第

二
十

二
条

.
・
第

二
十

三

条

)

救

急

自

動

車

の
取

扱

い

(
第

二

十

四

条

ー

第

二

十

六
条

)

救

急

業

務

計

画

等

(
第

二
十

七

条

・
第

二
十

八
条

)

雑

則

(
第

二
十

九

条

)

総

則



(
以

下

「
隊

員

」

と

い
う
。

)
を

任
命

す

る

も

の

と

す

る
。

一

別

表

(
第

一
)
に
定

め

る
基

準

に
よ
り

、
消

防

庁

長

官

若

し

く

は
都

道

府

県

知

事

又

は
市

町
村

長

が

行

な

う
救

急
業

務

に
関

す

る

講
習

の
課

程

を

修

了

し

た
者

二

医

師

、
歯

科

医

師

、
薬

剤

士

及
び

獣

医

師

三

保

健

婦

、
助

産

婦

、
看

護

婦

及
び

准

看

護

婦

四

医
学

士

、
歯

学

士

及

び
衛

生

看
護

学

士

五

前

各

号

に
掲

げ

る

者

の
ほ

か

、

特

に
救

急
業

務

を

実

施

す

る

た

め

に
必

要

な

学

識

経

験

を

有

す

る

と

認

め
ら

れ

る
者

(
救

急

隊

長

)

第

六

条

隊

員

の
う

ち

一
人

は

、
救

急

隊
長

(
以

下

「
隊

長

」

と

い
う
。

)
と

す

る

。

2

隊

長

は

、
上

司

の
命

を

受

け

、
隊

員

を

指

揮

監
督

し

、
救

急

業

務

を
円

滑

に
行

な

う

よ

う

に

つ
と

め
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

(
隊

員

の
訓

練

)

第

七

条

消

防

長

は

、
隊

員

に
対

し

、
救

急

業

務

を

行

な

う

に
必

要

な
学

術

及
び

技

能

を
習

得

さ

せ
る

た

め

、

常

に
教

育

訓

練

を

行

な

う

よ

う

つ
と

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

(
隊

員

の
服

装

)

第

八
条

隊
員

は

、
救

急

業

務

を

実

施

す

る
場

合

は

、

白

衣

を

着

用

す

る

も

の

と
す

る
。

第

三
章

救

急

自

動

車

(
救

急

自

動

車

の
要

件

)

第

九

条

救

急

自
動

車

は

、
道

路
運

送

車

両

の
保

安

基

準

(
昭

和

二
十

六

年

運

輸
省

令

弟

六

十

七
号

)
に
定

め
る

緊

急

自

動

車

の
基

準

に
適

合

す

る

も

の

の
ほ

か

、

次

の
各

号

に
掲

げ

る
構

造

及

び

設

備

を

有

す

る

も

の

と

す

る
。

一

隊

員

三

人

以

上

及

び
傷

病

者

二
人

以
上

を

収

容

し

、

か

つ
第

十

一
条

に
定

め

る

も

の
を
積

載

で

き

る

構
造

の
も

の

で
あ

る

こ
と

。

二

四

輸

自
動

車

で

あ

る

こ
と
。

三

傷

病

者

を

収
容

す

る

部
分

の
大

き

さ

は

、
次

の

と

お
り

で
あ

る

こ
と

。

イ

長

さ

一
・
九

メ
ー

ト

ル
、
巾

○

.
五

メ

ー

ト

.

ル
以

上

の

ベ

ッ
ド

一
台

以

上

及

び

担

架

二
台

以

上

を
収

納

し

、

か

つ
、
隊

員

が

業

務

を

行

な
う

こ
と

が

で
き

る

容

積

を

有

す

る
も

の

で
あ

る

こ

と

。

ロ

室

内

の
高

さ

は

、
隊

員

が

業

務

を

行

な

う

に

支

障

の

な

い
も

の

で
あ

る

こ
と

。

四

十
分

な

緩
衝

装

置

を

有

す

る
も

の

で

あ

る

こ
と
。

五

適
当

な
防

音

、
換

気

及
び

保

温

の
た

め

の
装

置

を

有

す

る
も

の

で

あ

る

こ
と

。

(
救

急

自

動

車

の
標

示

)

第

十

条

救

急

自

動

車

の
側

面

に
は

、
当

該

市

町
村

の

消

防

本

部

名

又

は
消

防

署

名

若

し

く

は
救

急

隊

名

を

標

示

す

る

も

の
と

す

る
。

(
救

急

自

動

車

に
備

え

る
器

具

等

)

第

十

一
条

救

急

自

動
車

に
は

、
別

表

第

二

に
掲

げ

る

救

急

器

具

及

び

材

料

を

備

え

る

も

の
と
す

る

。

第

四

章

救

急

活

動

(
救

急

隊

の
出

動

)
.

第

十

二
条

消

防

長

又

は
消

防

署

長

は

、
救

急

事
故

が

、

発

生

し

た
旨

の
通

報

を

受

け

た
と

き

又

は
救

急

事
故

が
発

生

し

た

こ
と

を

知

っ
た

と
き

は

、
当

該

事

故

の

発

生

場

所

、
傷

病

者

の
数

及

び
傷

病

の
程
度

等

を

確

か

め

、
直

ち

に
所

要

の
救

急

隊

を

出

動

さ

せ

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
。

(
運
送

を

拒

ん

だ

者

の
取
扱

い

)

第
十

三

条

隊

員

は

、
救

急

業

務

の
実

施

に
際

し

、
傷

病

者

又

は

そ

の
関

係

者

が

搬

送

を

拒

ん

だ
場

合

は

、

こ
れ
を

搬

送

し

な

い
も

の

と
す

る
。

(
搬

送

の
制

限

)

第

十

四
条

隊

員

は

、
傷

病

者

を

搬
送

す
る

こ
と

が

傷

病

の
程
度

を

悪

化

さ

せ
又

は
生

命

に
重
大

な
影

響

を

お

よ

ぼ
す

と

認

め

る

と
き

は

、
医

師

に
診

断

を
依

頼

し

、

そ

の
結

果

に
よ

り

行

動
す

る
も

の
と

す

る
。

(
死

亡

者

の
取

扱

い

)

第

十

五

条

隊

員

は

、
傷

病

者

が

明

ら

か

に
死

亡

し

て

い
る
場

合

又

は

医
師

が
死

亡

し

て

い
る

と
診

断

し

た

場

合

は

、

こ
れ

を

搬

送

し

な

い
も

の

と
す

る

。

(
関
係

者

の
同

乗

)

第

十

六

条

隊

員

は

、
救

急

業

務

の
実

施

に
際

し

、
傷

病

者

の
関

係

者

又

は
警

察

官

が
同

乗

を

求

め

た

と
き

ー

Q。
心
N

－
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亀
「

一

は
、

つ
と

め

て

こ
れ

に
応
ず

る

も

の
と

す

る

。

(
災

害

救

助

法

に

お

け
る
救

助

と

の

関

係

)

第

十

七

条

市

町

村

の
消

防
機

関

が

行

な

う
救

急

業

務

は

、
災

害

救
助

法

(
昭

和

二
十

二
年

法

律

第

百
十

八
号

)

が

適

用

さ

れ

る
場

合

に
お

い
て

は

、

同
法

の
規

定

に

基

づ

く

救
助

に
協

力

す

る
関

係

に

お

い
て
実

施

す

る

も

の
と

す

る
。

(
法
定

伝

染

病

と

疑

わ
れ

る

者

の
取

扱

い

)

第

十

八
条

隊

長

は

、
法

定

伝

染

病

と

疑

わ

れ

る

傷

病

者

を
搬

送

し
た

場

合

は

、
隊
員

及

び

救

急

自

動

車
等

の

汚
染

に
留

意

し

、
直

ち

に
所

定

の
消

毒

を

行

な

い
、

こ
の
旨

を

消

防

長

に
報

告

す

る

と
と

も

に
、
当

該
傷

病

者

に
対

す

る

医
師

の
診

断

結

果

を

確

認

し

、
所

要

の
措

置

を

講
ず

る
も

の
と

す

る

。

(
要

保
護

者

等

の
取

扱

い

)

第

十

九
条

消

防

長

は

、
傷

病

者

が

生

活

保

護

法

(
昭

和

二
十

五
年

法

律

第

百

四
十

四

号

)
に
定

め
る

被

保

護

者

又

は
要

保
護

者

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

お

い

て

は

、

同
法

第

十

九

条

各

項

に
定

め

る
機

関

に
通
知

す

る

も

の

と
す

る
。

(
傷

病

者

の
引

渡

し

)

第

二
十

条

隊

員

は
、
傷

病
者

を
搬

送

し

医

療

機

関

に

引

渡

し

た

場

合

は

、
救

急

記
録

票

等

に
所

要
事

項
を

記

入
し

、

か

つ
、

こ
れ

に
医

師

の
記

名

又

は
押

印

を

受

け

る

も

の

と
す

る
。

(
家
族

等

へ
の
連

絡

)

第

二

十

一
条

隊

員

は

、
傷

病

者

の
傷

病

の
状

況

に
よ

り

必
要

が

あ

る
と

認

め

る

と

き

は

そ

の
者

の
家

族

に

対

し

、
傷

病

の
程
度

又

は
状

況
等

を

連

絡

す

る

よ

う

つ
と

め
る

も

の
と

す

る
。

第

五

章

医

療

機

関
等

(
医

療

機

関

と

の
連

絡

)

第

二
十

二
条

消

防

長

は

、
当

該

市

町
村

の

区

域

内

の

医

療

機

関

と
救

急

業

務

の
実

施

に

つ

い
て

、
常

に
密

接

な
連

絡

を

と

る
も

の
と

す

る

。

(
団
体

等

と

の
連

絡

)

第

二
十

三
条

消

防

長

は

、
当

該

市

町

村

の
区

域

内

で

救

急

に
関

す

る

事

務

を

行

な

っ
で

い
る

団

体

等

と

救

急

業

務

の
実

施

に

つ
い

て
情
報

を
交

換

し

、
密

接

な

連

絡

を

と

る

も

の
と

す

る
。

第
六
章

救
急
自
動
車
の
取
扱

い

(
消
毒

)

第
二
十
四
条

消
防
長
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
救
急
自
動
車
及
び
積
載
品
の
消
毒
を
行

な
う
も
の
と
す
る
。

一

定
期
消
毒

月

一
回

二

使
用
後
消
毒

密
使
用
後

(
消
毒
の
標
示

)

第
二
十
五
条

消
防
長
は
、
前
条
第

一
号
に
よ
る
消
毒

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
消

毒
実
施
表
に
記
入
し
、

救
急
自
動
車
の
見
や
す

い
場
所

に
標
示
し
て
お
く
も

の
と
す
る
。

(
救
急
自
動
車
の
整
備

)

第
二
十
六
条

消
防
長
は
、
自
動
車
点
検
基
準

(
昭
和

二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
条

)
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
救
急
自
動
車
の
整
備

を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
七
章

救
急
業
務
計
画
等

(
救
急
業
務
計
画

)

第
二
十
七
条

消
防
長
は
、
特
殊

な
救
急
事
故
の
発
生

し
た
場
合
に
お
け
る
救
急
業
務

の
実
施
に
つ
い
て
の

計
画
を
作
成
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

(
救
急
調
査

)

第
二
十
八
条

消
防
長
は
、
救
急

業
務
の
円
滑
な
実
施

を
図
る
た
め
、
当
該
市
町
村
の
区
域

に
つ
い
て
、
次

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
を
行
な
う
も

の
と
す
る
。

一

地
勢
及
び
交
通
の
状
況

二

救
急
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
対
象
物

の
位
置
及
び
構
造

三

医
療
機
関
等
の
位
置
及
び

そ
の
他
必
要
な
事
項

四

そ
の
他
消
防
長
が
必
要
と
認

め
る
事
項

第
八
章

雑
則

(
適
用
の
除
外

)

第
二
十
九
条

令
第
四
十
三
条
に
定
め
る
基
準
に
該
当

す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
が
救
急
業
務
を
行
な
う

場
合
は
、
第
九
条
及
び
第
十

一
条
の
規
定
の

一
部
を

適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

-

oo
《
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ー

.
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改
正
消
防
法
に
基
づ
く
救
急
制
度
が
発
足
以
来
約

一

年
間
を
経
過
し
て
い
る
が
、

一
部
都
市
に
お
い
て
は
消

防
法
第
三
十
五
条
の
二
第

一
項
に
基
づ
く
救
急
隊
の
業

務
設
置
に
指
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
だ
未
設
置

の
と

こ
ろ
も
あ
る
こ
と
は
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

救
急
業
務
を
強
力
に
推
進
す
る
に
は
、
救
急
自
動
車

の
整
備
と
有
能
な
救
急
隊
員
の
養
成
及
び
救
急
病
院
の

協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
御
承
知
の
と
お
り

で
あ
る
。

当
庁
に
お
い
て
は
、
救
急
体
制

の
整
備
拡
充

の
た
め

救
急
自
動
車
の
整
備

に
係
る
国
庫
補
助
を
大
幅
に
増
額

す
る
等
の
措
置
を
講
じ
、
強
力
に
そ
の
施
策
の
推
進
を

図

っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
貴
職

に
お
か
れ
て
も
、

救
急
業
務
の
重
要
性
の
増
大
し
て
い
る
現
状
に
か
ん
が

み
、
当
該
業
務
の
強
力
な
実
施

に
つ
い
て
万
全
を
期
す

よ
う
管
下
市
町
村
を
よ
ろ
し
く
御
指
導
願

い
た
い
。

記

1

救
急
自
動
車
の
整
備

救
急
自
動
車
は
、
救
急
業
務
の
根
幹
を
な
す
も
の

で
あ
り
、
そ
の
構
造
及
び
設
備
は
傷
病
者
の
安
全
輸

送
に
適
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が

っ

て
こ
れ
ら
の
点
が
十
分
考
慮
さ
れ
た
専
用
の
救
急
自

動
車
を
整
備
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
。

2

救
急
隊
員
の
教
育
訓
練
の
徹
底

救
急
隊
員
は
、
そ
の
職
務
上
特
別
な
知
識
及
び
技

能
を
要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
た
め
の
教

育
訓
練
の
徹
底
を
図
る
必
要
が
あ
る
の
で
各
部
道
府

県
に
お
い
て
も
救
急
業
務
実
施
基
準

(
昭
和
三
十
九

年
三
月
三
日
自
消
印
教
発
第
六
号

)
に
基
づ

い
て
講

習
を
実
施
し
て
隊
員
の
資
質
の
向
上
に
つ
と
め
、
と

く
に
専
任
救
急
隊
員
の
養
成
を
図
ら
れ
た
い
こ
と
。

3

広
域
に
わ
た
る
救
急
業
務
の
推
進

名
神
高
速
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
高
速
自
動
車
道

路
の
出
現

に
よ
り
救
急
業
務
も
市
町
村
が
単
独
で
処

理
で
き
な
い
広
域
行
政
処
理
の
必
要
性
も
生
じ
て
い

る
の
で
こ
れ
ら
広
域
に
わ
た
る
救
急
体
制

に
つ
い
て

は

、
各

部

道

府

県

は
積

極

的

に
連
絡

協

調

及
び

指

導

を

な
す

と
と

も

に
集

団

的

に
発

生

す

る

救

急
事

故

に

対
す

る
応

援

体

制

の
確

立

を

図

ら

れ

た

い
こ
と
。

4

救
急

病
院

の
確

保

に

つ

い
て

救

急

病
院

等

に
関

す

る

知

事
告

示

に

つ

い
て

は

、

衛

生

主

管

部

の
行

な
う

認

定

事

務

に
加

わ

り

、
円

滑

な
救

急

業

務

の
推

進

を

図

る

た

め

、
受

入
機

関

で
あ

る
救

急

病

院

等

の
確

保

を
図

ら

れ

た

い
こ
と
。

(
な

お
救

急

病

院

が

告

示

さ

れ

た
場

合

は
そ

の
都

度

直

ち

に
報

告

さ
れ

た

い
こ
と
。

)

5

民

間

の
協

力

が

得

ら

れ

る

よ

う

な
措

置

を

講
ず

る

こ
と
。

O
救
急
隊
員
の
教
育
訓
練

の
徹
底
に
つ
い
て

昭
和
四
十
三
年

一
月

五
日
消
防
防
第
二
号

〔
各
部
道
府
県
消
防
春

部
長
あ
て

〕

消

防

庁

防

災

救

急

課

長

最

近

に

お
け

る

交

通

事
故

を

は

じ

め
救

急

事

故

件

数

の
激

増

に
対

処

す

る
た

め

、
救
急

業

務

の
実

施

体

制

の

整

備

に
努

め

て
き

た
が

、

こ

れ

に
伴

な

い
救

急

隊

員

の

養

成

は
急

を

要

す

る
も

の
が

あ
る

。

救

急

隊

員

は
人
命

の
救
護

と

い
う

重

要

な
業

務

に
従

事

す

る
も

の

で

あ
る

の

で

、

そ

の
教

育

訓

練

に

つ
い

て

は
、

特

に
徹

底

を
図

り

、
資

質

の
向

上

に
努

め

な
け

れ

ば

な

ら

な

い

こ
と

は

い
う
ま

で
も

な

い
が

、

そ

の
実

態

は
ま

だ

十

分

と

は

い

え

な

い
状

況

で
あ

る
。

つ

い
て

は

、
下

記

事

項

に
基

づ

き

、
各

部

道

府

県

消

防

学

校

に

お

か

れ

て
教

育

訓

練

の
徹
底

を
図

ら

れ

る
等

各

部

道

府

県

の
実

状

に
即

し

た
方

法

に
よ

り

救

急

隊
員

の
教

育

訓

練

に
万
全

を

期

せ
ら

れ

る

と
と

も

に

、
教

育

訓

練

を

受

け
ず

に
救
急

業

務

に
従

事

す

る
隊

員

が
存

在

し

な

い
よ

う

、
貴

管

下
市

町

村

を
指

導

さ

れ

た

い
。

な

お
参

考

テ

キ

ス

ト

「
救

急

処

置

」

を

別

途

配
布

す

る

の

で
、
救

急

隊
員

の
教

育

を

行

な
う

う

え

に

お

い
て

一
助

と

さ

れ

た

い
。

記

-

教

育

訓
練

の
内

容

の
充

実

に

つ

い
て

救

急

業

務

は

こ
と
人

命

に
関

す

る

こ
と

で
あ

る

の

で

、
救

急

隊

員

の
教
育

訓

練

の
内

容

に

つ

い
て

は

、

特

に
充

実

を

図

る

必

要

が

あ

り

、
短

時

日

の
講
習

に

ダや

ー

◎o
心
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ー



主
、

角
逐
、

終

る

こ
と

な

く

救

急

業

務

実

施
基

準

(
昭

和

三

十

九

年

三

月

三

日
自

消

口

激

発

第

六
号

)
別

表
第

一
に
定

め

る
救

急

実

務

講

習

科

目

お
よ

び

時
間

に
の

っ
と

っ

て

行

な

う

よ

う

に

さ
れ

た

い
こ
と
。

2

教

育

訓
練

の
確

保

に

つ
い

て

各

消

防

学

校

に
お

い

て
救

急

隊
員

の
教

育

訓

練

を

行

な

う

よ

う
努

力

さ

れ

た

い

こ
と
。

も

し

講

師

の
不

足

、

教

育

訓

練

を

受

け

る

救

急

隊

員

が
僅

少

で
あ

る

等

の

理

由

に
よ

り

単

独

で
実

施

す

る

こ
と

が

困

難

又

は

不

適

当

な

と

こ
ろ

に

あ

っ
て

は

、
近

隣

都

道

府

県

が
協

議

し

て
ブ

ロ

ッ
ク
講

習

を

行

な
う

か

又

は
現

に
救

急

隊

員
養

成

コ
ー

ス
を

有

し

て

い
る

消

防
学

校

に
教

育

訓

練
を

委

託

す

る

か

あ

る

い

は
そ

の
地

域

の
自

衛

隊

の
衛

生

隊

の
協

力

を

得

る
等

の
方

法

に
よ
り

、
救

急

隊

員

の
教

育

訓
練

に
欠

け

る

こ
と

が

な

い
よ

う

に
す

る

こ
と

。

3

講

師

の

あ

っ
せ

ん

等

に

つ

い
て

都

道

府

県

に

お

い
て
適

当

な
講

師

が

い
な

い
た

め

、

救
急

隊

員

の
教

育

訓
練

が
困

難

な
場

合

に
は

、

で
き

る
限

り
当

庁

に

お

い
て
講

師

の
あ

っ
せ

ん
等

の
労

を

と

る

も

の

で
あ

る

こ
と

。

O
消
防
組
織
法

(
抜
粋

)

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日

〔
法

律

第

二

百

二

+

六

号
〕

〔
消
防
庁
長
官

〕

第
三
条

消
防
庁
の
長
は
消
防
庁
長
官
と
す
る
。

参
照

国
家
行
政
組
織
法
六
条
、

一
〇
条
、

一
二

条
、

一
三
条
、

一
四
条
、
国
家
公
務
員
法

五
五
条

〔
消
防
庁

の
事
務

〕

第
四
条

消
防
庁
は
、
左
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
る
。

一

消
防
制
度
及
び
消
防
準
則

の
研
究
及
び
立
案
に

関
す
る
事
項

二

消
防
に
関
す
る
市
街
地
の
等
級
化
に
関
す
る
事

項

(
都
道
府
県
の
所
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。

)

三

防
火
査
察

(
放
火
及
び
失
火
の
調
査
を
含
む
。
)

防
火
管
理
そ
の
他
火
災
予
防
の
制
度
の
確
立
に
関

す
る
事
項

四

放
火
及
び
失
火
の
調
査
技
術
の
研
究
並
び
に
調

査
員
の
訓
練
に
関
す
る
事
項

五

消
防
職
員

(
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
消
防

職
員
を
い
う
。
第
四
条
の
四
第

二
項
に
お

い
て
同
じ
)

及
び
消
防
団
員
の
教
養
訓
練
の
基
準
の
研
究
及
び
立

案
に
関
す
る
事
項

六

消
防
技
術
及
び
火
災
予
防
に
関
す
る
出
版

に
関
す

る
事
項

七

消
防
統
計
及
び
消
防
情
報
に
関
す
る
事
項

八

消
防
指
導
員
の
養
成
に
関
す

る
事
項

九

消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
機
械
器
具
及
び
資
材

の
検
定
に
関
す
る
事
項

十

消
防

に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
事
項

十

一

消
防
施
設
の
強
化
拡
充
の
指
導
及
び
助
成
に
関

す
る
事
項

十
二

消
防
思
想
の
普
及
宣
伝
に
関
す
る
事
項

十
三

危
険
物
取
扱
主
任
者
試
験

及
び
消
防
設
備
士
試

験

の
基
準
の
作
成
に
関
す
る
事

項

十
四

市
町
村

の
消
防
に
必
要
な
人

員
及
び
施
設
の
基

準
の
研
究
及
び
立
案

に
関
す
る
事

項

十
五

防
災
計
画
に
基
づ
く
消
防

に
関
す
る
計
画

(
以

下
第
十
八
条
の
二
に
お
い
て

「
消
防
計
画
」
と
い
う
。
)

の
基
準
の
研
究
及
び
立
案
に
関
す
る
事
項

十
六

救
急
業
務
の
基
準
の
研
究
及
び
立
案
に
関
す
る

事
項

十
七

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償

等
共
済
基
金
法

(
昭
和
三
十

一
年
法
律
第
百
七
号

)
の
施
行
に
関
す

る
事
項

十
八

日
本
消
防
検
定
協
会
の
監
督

に
関
す
る
事
項

十
九

非
常
勤
消
防
団
員
が
退
職
し
た
場
合

に
お
け
る

報
償
の
実
施

に
関
す
る
事
項

二
十

災
空
ロ対
災
基
本
法

(
昭
和
一二
十
六
年
法
律
第
二

百
二
十
三
号

)
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
の
事
務
で

消
防
に
係
る
も
の
に
関
す
る
国
と
地
方
公
共
団
体
及

び
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
連
絡

に
関
す
る
事
項

二
十

一

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法

(
昭
和
四
十
七

年
法
律
第
百
五
号

)
第
五
条
第
二
項
第

二
号
に
規
定

す
る
事
業
用
施
設
に
つ
い
て
の
工
事
の
計
画
及
び
検

査
そ
の
他
保
安

に
関
す
る
事
項

二
十
二

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
法
律

(
法
律

に
基
く
命
令
を
含
む
。

)
に
基
き
そ
の
権
限

に
属
す
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る
事
項第

三
章

自
治
体
の
機
関

〔
市
町
村
の
消
防
責
任
〕

第
六
条

市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る

消
防
を
十
分
に
果
す
べ
き
責
任
を
有
す
る
。

参
照

地
方
自
治
法
二
条
②
③

〔
市
町
村
消
防
の
管
理

〕

第
七
条

市
町
村

の
消
防
は
、
条
例
に
従

い
、
市

町
村

長
が
こ
れ
を
管
理
す
る
。

参
照

〔
条
例

〕
地
方
自
治
法

一
四
条

〔
費
用
負
担

〕

第
八
条

市
町
村
の
消
防
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
市

町
村
が
こ
れ
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

参
照

地
方
財
政
法
九
条

第
九
条

市
町
村
は
、
そ
の
消
防
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
左
に
掲
げ
る
機
関
の
全
部
又
は

一
部
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
本
部

二

消
防
署

三

消
防
団

参
照

一
〇
条
、

一
一
条
、

=

一

〔
消

防

本

部

〕

条

、

=

二
条

〔
消

防

署

〕

一
〇

条

、

西

条

〔
消

防

団

〕

一
五
条

一

一
条

、

一

二

条

、

〔
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
市
町
村

〕

第
十
条

政
令
で
定
め
る
市
町
村
は
、
前
条
の
規
定

に

か
か
わ
ら
ず
、
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

参
照

〔
政
令

〕
消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
市
町
村
を
定
め
る
政

令

〔
消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置

〕

第
十

一
条

消
防
本
部
及
び
消
防
署
の
設
置
、
位
置
及

び
名
称
並
び
に
消
防
署
の
管
轄
区
域
は
、
条
例
で
定

め
る
。

②

消
防
本
部
の
組
織
は
市
町
村
の
規
則
で
定
め
、
消

防
署
の
組
織
は
市
町
村
長
の
承
認
を
得
て
消
防
長
が

定
め
る
。

参
照

〔
規
則

〕
地
方
自
治
法

一
五
条

〔
消
防
職
員

〕

第
十
二
条

消
防
本
部
及
び
消
防
署

に
適
当
な
階
級
の

消
防
吏
員
及
び
そ
の
他
の
職
員

(
以
下

「
消
防
職
員
」

と

い
う
。

)
を
置
く
。

②

消
防
職
員
の
定
員
は
、
条
例
で
定
め
る
。
た
だ
し
、

臨
時
又
は
非
常
勤
の
職

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

な

い
。

参
照

〔
消
防
吏
員

〕
地

方
自
治
法

一
五
三
条

〔
消
防
職
員

〕
地

方
公
務
員
法
三
条
②

、

五
二
条
③

〔
階
級

〕
消
防
吏
員
の
階
級
準
則

〔
消
防
長

〕

第
十
三
条

消
防
本
部
の
長
は
、
消
防
長
と
す
る
。

②

消
防
長
は
、
消
防
本
部
の
事
務
を
統
括
し
、
消
防

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

参
照

〔
消
防
長

〕
一
一
条
、

一
二
条
、

一
四
条

の
三

〔
消
防
署
長

〕

第
十
四
条

消
防
署
の
長
は
、
消
防
署
長
と
す
る
。

②

消
防
署
長
は
、
消
防
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
消

防
署

の
事
務
を
総
括
し
、
所
属
の
消
防
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

参
照

〔
消
防
署
長

〕
一
二
条
、

一
四
条
の
三

〔
消
防
職
員
の
職
務

〕

第
十
四
条
の
二

消
防
職
員
は
、
上
司
の
指
揮
監
督
を

受
け
、
消
防
事
務
に
従
事
す
る
。

参
照

〔
上
司
の
指
揮
監
督

〕
地
方
公
務
員
法
三

二
条

〔
消
防
長
及
び
消
防
職
員
の
任
命
等

〕

第
十
四
条
の
三

消
防
長
は
、
市
町
村
長
が
任
命
し
、

消
防
長
以
外
の
消
防
職
員
は

、
市
町
村
長
の
承
認
を

得
て
消
防
長
が
任
命
す
る
。

②

消
防
長
及
び
消
防
署
長
は
、
政
令
で
定
め
る
資
格

を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

参
照

地
方
公
務
員
法
八
条

〔
政
令

〕
市
町
村

の
消
防
長
及
び
消
防
署

長
の
任
命
資
格
を
定
め
る
政
令

〔
消
防
職
員
の
身
分
取
扱
等

〕

第
十
四
条
の
四

職
防
職
員

に
関
す
る
任
用
、
給
与
、

"
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命
～叉

分
限
及
び
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
身
分
取
扱
い
に
関
し

て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
地

方
公
務
員
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十

一

号

)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

②

消
防
吏
員

の
階
級
並
び
に
訓
練
、
礼
式
及
び
服
制

に
関
す
る
事
項
は
、
消
防
庁
の
定
め
る
基
準

に
従

い
、

市
町
村
の
規
則
で
定
め
る
。

参
照

〔
基
準

〕
消
防
吏
員
の
階
級
準
則
、
消
防

訓
練
礼
式
の
基
準
、
消
防
操
法
の
準
則
、

消
防
用
器
具
操
法
の
準
則
、
消
防
吏
員
服

制
準
則

〔
消
防
団

〕

第
十
五
条

消
防
団
の
設
置
、
名
称
及
び
区
域
は
、
条

例
で
定
め
る
。

②

消
防
団
の
組
織
は
、
市
町
村
の
規
則
で
定
め
る
。

③

消
防
本
部
を
置
く
市
町
村
に
お
い
て
は
、
消
防
団

は
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
の
所
轄
の
下
に
行
動
す

る
も
の
と
し
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
の
命
令
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
区
域
外
に
お
い
て
も
行
動
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

参
照

〔
消
防
団

の
設
置

〕
九
条

〔
消
防
団
員

〕

第
十
五
条
の
二

消
防
団
に
消
防
団
員
を
置
く
。

②

消
防
団
員
の
定
員
は
、
条
例
で
定
め
る
。

参
照

〔
消
防
団
員

〕
一
五
条
の
四
、

一
五
条
の

六
～

一
五
条
の
八
、
地
方
公
務
員
法
三
条

③

V

〔
消
防
団
長

〕

第
十
五
条
の
三

消
防
団
の
長
は
、
消
防
団
長
と
す
る
。

②

消
防
団
長
は
、
消
防
団
の
事
務
を
統
括
し
、
所
属

の
消
防
団
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

参
照

〔
消
防
団
長

〕
一
五
条
の
五

〔
消
防
団
員
の
職
務

〕

第
十
五
条
の
四

消
防
団
員
は
、
上
司
の
指
揮
監
督
を

受
け
、
消
防
事
務
に
従
事
す
る
。

〔
消
防
団
長
及
び
消
防
団
員
の
任
命

〕

第
十
五
条
の
五

消
防
団
長
は
、
消
防
団
の
推
薦
に
基

づ
き
市
町
村
長
が
任
命
し
、
消
防
団
長
以
外
の
消
防

団
員
は
、
市
町
村
長
の
承
認
を
得
て
消
防
団
長
が
任

命
す
る
。

〔
消
防
団
員
の
身
分
取
扱
等

〕

第
十
五
条
の
六

消
防
団
員

に
関
す
る
任
用
、
給
与
、

分
限
及
び
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
身
分
取
扱

い
に
関
し

て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も

の
を
除
く
ほ
か
、
常

勤
の
消
防
団
員
に
つ
い
て
は
地
方
公
務
員
法
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
非
常
勤
の
消
防
団
員
に
つ
い
て

は
条
例
で
定

め
る
。

②

消
防
団
員
の
階
級
並
び
に
訓
練
、
礼
式
及
び
服
制

に
関
す
る
事
項
は
、
消
防
庁
の
定
め
る
基
準
に
従

い
、

市
町
村
の
規
則
で
定
め
る
。

〔
都
道
府
県
の
消
防
事
務

〕

第
十
八
条
の
二

部
道
府
県
は
、
市
町
村
の
消
防
が
十

分
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
消
防
に
関
す
る
当
該
都
道
府

県
と
市
町
村
と
の
連
絡
及
び
市
町
村
相
互
間
の
連
絡

協
調
を
図
る
ほ
か
、
消
防
に
関
し
、
左
に
掲
げ
る
事

務
を
掌
る
。

一

消
防
職
員
及
び
消
防
団
員

の
教
育
訓
練
に
関
す

る
事
項

二

市
町
村
相
互
間
に
お
け
る
消
防
職
員
の
人
事
交

流
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
事

項

三

消
防
統
計
及
び
消
防
情
報

に
関
す
る
事
項

四

消
防
施
設
の
強
化
拡
充
の
指
導
及
び
助
成

に
関

す
る
事
項

五

消
防
思
想
の
普
及
宣
伝
に
関
す
る
事
項

六

消
防
の
用
に
供
す
る
設
備

、
機
械
器
具
及
び
資

材

の
性
能
試
験

に
関
す
る
事
項

七

市
町
村

の
消
防
計
画
の
作
成
の
指
導
に
関
す
る

事
項

八

市
町
村

の
消
防
の
相
互
応
援

に
関
す
る
計
画
の

作
成
の
指
導
に
関
す
る
事
項

九

市
町
村
の
行
な
う
救
急
業
務
の
指
導
に
関
す
る

事
項

十

消
防
に
関
す
る
市
街
地
の
等
級
化

に
関
す
る
事

項

(
消
防
庁
長
官
が
指
定
す
る
市

に
係
る
も
の
を

除
く
。

)

十

一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
法
律

(
法
律

に
基
く
命
令
を
含
む
。

)
に
基
き
そ
の
権
限
に
属

す
る
事
項

参
照

四
条

地
方
自
治
法

二
条
⑦
、
別
表

一

第
四
章

雑
則

ー

o。
《
↓

ー



〔
市
町
村
消
防
の
原
則

〕

第
十
九
条

市
町
村

の
消
防
は
、
消
防
庁
長
官
又
は
都

道
府
県
知
事
の
運
営
管
理
又
は
行
政
管
理
に
服
す
る

こ
と
は
な
い
。

参
照

六
条

〔
消
防
庁
長
官
の
助
言
等

〕

第
二
十
条

消
防
庁
長
官
は
、
必
要
に
応
じ
、
消
防
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
又
は
市

町
村
に
対

し
て
助
言
を
与
え
、
勧
告
し
、
又
は
指
導
を
行
な
う

こ
と
が
で
き
る
。

〔
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
等

〕

第
二
十
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
に
応
じ
、

消
防
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村

に
勧
告
し
、

市
町
村
長
又
は
市
町
村
の
消
防
長
か
ら
要
求
が
あ

っ

た
場
合
は
、
消
防

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
指
導
し

又
は
助
言
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合

に

お
け
る
勧
告
、
指
導
及
び
助
言
は
、
消
防
庁
長
官
の

行
う
勧
告
、
指
導
及
び
助
言
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

参
照

二
〇
条

〔
相
互
応
援
協
定

〕

第
二
十

一
条

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
、
消
防

に
関

し
相
互
に
応
援
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

②

市
町
村
長
は
、
消
防
の
相
互
応
援
に
関
し
て
協
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
照

二
四
条
の
四

〔
消
防
統
計
及
び
消
防
情
報

〕

第
二
十
二
条

市
町
村
長
は
、
消
防
庁
の
定
め
る
形
式

及
び
方
法
に
よ
り
、
消
防
統
計
及
び
消
防
情
報
を
、

都
道
府
県
知
事
を
通
じ
て
、
消
防
庁
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

参
照

災
害
対
策
基
本
法
五
三
条

〔
形
式
及
び
方
法

〕
火
災
報
告
等
取
扱
要

領
、
救
急
事
故
等
報
告
要
領
等

〔
警
察
通
信
施
設
の
利
用

〕

第
二
十
三
条

消
防
庁
及
び
地
方
公
共
団
体

は
、
消
防

事
務
の
た
め
警
察
通
信
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

〔
消
防
及
び
警
察
の
協
力

〕

第
二
十
四
条

消
防
庁
及
び
警
察
は
、
国
民

の
生
命
、

身
体
及
び
財
産
の
保
護
の
た
め
に
相
互
に
協
力
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

O
消
防
施
設
強
化
促
進
法

(
抜
粋

)

昭
和
二
十
八
年

七
月

二
十
七
日

沿
革

法

律

第

八

+

七

昭
和
三
五
年
六
月
三
〇

日
法
律
第

一

号
改
正

(
イ

)

一 号

 

(
目

的

)

第

一
条

ピ

の
法

律

は

、

市

町

村

の
消

防

の
用

に
供

す

る
施

設

の
強

化

を

促

進

し

、
も

っ
て
社

会

公

共

の
福

祉

を

増

進

す

る

こ
と

に
寄

与

す

る

こ
と
を

目
的

と
す

る
。

(
国

の
補

助

)

第

二
条

国

は

、
消

防

の
用

に
供

す

る

施

設

(
以
下

「
消

防

施

設

」

と

い
う
。

)
を
購

入

し

、
又

は
設
置

し

よ

う

と
す

る

市

町

村

に
対

し

、
そ

の
費

用

の

一
部

を

補

助

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

(
補

助

の
対
象

)

第

三
条

こ
の
法

律

の
規

定

に
よ

り

国

が

補

助

を

行

う

こ
と

が

で
き

る
消

防

施

設

は

、
消

防

の

用

に
供

す

る

機

械

器

具

及

び
設

備

で
政

令

で
定

め

る

も

の
と

す

る
。

(
基

準

額

及

び

補

助

率

)

第

四

条

前
条

の
規

定

に

よ
り

国

が

行

う

補

助

は

、
予

算

の
範

囲

内

で
、
基

準

額

の

三
分

の

一
以
内

と

す

る
。

2

前

項

の
基

準

額

は

、
消

防

施

設

の
種

類

及
び

規

格

ご
と

に
、
自

治

大

臣

が

定

め

る
。

(
イ

)

第

五

条

市

町
村

長

は

、
当

該

市

町

村

が

購

入

し

、

又

は
設

置

し
よ

う

と

す

る

消

防

施

設

に
要

す

る

費

用

に

つ
い

て
国

の
補

助

を

受

け

よ
う

と
す

る
場

合

に

お

い

て

は

、
自

治

省

令

で
定

め

る

と

こ
ろ

に
よ

り

、
当

該

市

町
村

を

包
括

す

る

都

道

府

県

の
知

事

を

経

由

し

て

、

自
治

大
臣

に
補

助

金

の
交

付

申

請

書

を

提

出

し

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

こ
の
場

合

に

お

い

て
、
当

該

都
道

府

県

知

事

は
、

必
要

な
意

見

を

附

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

(
イ

)

ー

o。
ふ
oo

ー

●

・

ぷ
W
」
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念
～,

O
消
防
施
設
等
整
備
費
補
助
金
及
び
消
防
吏
員
待
機
宿

舎
施
設
整
備
費
補
助
金
交
付
要
綱
に
つ
い
て

〔
㌔

喧
八議

ピ
+…
舗

消露

頭

標

記

の
件

に

つ

い
て

、
別

紙

の
と

お
り

定

め

た

の

で
、

今

後

こ
れ

に
よ

り

取

扱

わ

れ

た

い
。

な

お

、
改

正

の
要

旨

は

下

記

の

と

お
り

で

あ

る

の

で

、

貴

管

下
市

町
村

に
も

こ
の
旨

通

知

の
う

え

、

ご
指

導

願

い
た

い
。

記

-

従

来

、
交

付

要

綱

に

つ
い

て
は

、
各

年

度

ご
と

に

通

知

し

て
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る

が

、
今

後

は

こ

の
要

綱

に
よ

り
取

り

扱

う
も

の

で

あ

る

こ
と

。

な

お

、
改

正

事

項

が

あ
れ

ば

そ

の
都

度

通

知

す

る

も

の

で
あ

る

こ
と

。

2

補

助

金
交

付

申
請

書

の
様
式

等

が
省

令

か
ら

消

防

庁

長
官

に
委
任

さ

れ

た

(
昭

和

四

八
年

四
月

一
〇

日

自
治

省

令

第

一
〇
号

)
こ
と

に

よ
り

、
様

式

を

簡
略

化

し

て

こ

の
交

付

要

綱

に
定

め

た

こ
と
。

3

従

来

、
実
績

報

告

書

の
様

式

、
補

助

事
業

に
よ
り

取

得

し

た

財
産

の
処

分

の
制

限

お
よ

び
補

助

金

交

付

調
書

に

つ

い
て

は

、
別

の
通

達

に
よ

り

処

理

し

て

い

た

が

、
所

要

の
整

備

を

図

り

こ

の
交

付

要

綱

に

一
本

化

し

た

こ
と
。

4

補

助
金

事

務

の

一
部

を

都

道

府
県

知

事

に
委

任

し

た

こ
と

に
伴

い
、
補

助

事
業

の
遂

行

の
監

督

、
検

査

及

び
補

助

事

業

完

了

後

の
管

理

等

に
関

す

る

規
定

を

加

え
た

こ
と

。

、
5

消

防

吏

員

待
機

宿
舎

施

設

整
備
費
補
助
金

の
交

付
要

綱

が

従
来

欠

け

て

い
た

が

、

こ
の
交

付

要

綱

に

一
本

化

し

た

こ
と
。

6

救

急

指

令

装

置

お
よ

び
救

急

自

動

車

に

つ

い

て
認

定

制
度

が

な

い
の

で

、
型

式

認
定

の
規

定

を
削

除

し

た

こ
と
。

7

予

算

補

助

と

し

て

、

昭

和

四

八
年

度

に
屈

折

放
水

増

車

が

加

え

ら

れ

た

の

で
規

格

を

追

加

し

た

こ
と
。

8

小

型

動

力

ポ

ン
プ

付

積

載

車

、
救

助

工

作
車

、
消

防

艇

、

お

よ

び
消

防
吏

員

待
機

宿

舎

に

つ

い
て

、
実

態

に
照

ら

し
若

干

の
整

備

を

図

っ
た

こ
と

。

9

消

防

専

用

無

線

電
話

装

置

に

つ

い
て

は

、
消

防

庁

が
認

定

し

た

も

の
と
な

っ
て

い
た

の
を

、

届
出

制

に

改

め

、

基

準

額

告

示

に
定

め

る
規

格

に
適

合

す

る

旨

消

防

長

官

が

確

認

し
た

も

の

に
変

更

し

た

こ
と

。

む

ノ

ー

以

上

に
よ

り

、

「
消

防

施

設

整
備

費

補

助

事

業

実

績
報
告
書

に
つ
い
て
(
昭
和
三
五
年
七
月
二
五
日
、

自
消
甲
総
発
第

一
四
号
各
部
道
府
県
知
事
あ
て
、
消

防
庁
長
官
通
知

)
」
、

「
消
防
施
設
整
備
費
補
助
事

業
の
内
容
及
び
補
助
事
業

に
要
す
る
経
費
の
配
分
の

変
更
の
承
認
申
請
、
補
助
事
業

の
中
止
又
は
廃
止

の

承
認
申
請
並
び
に
補
助
事
業
の
完
了
予
定
日
の
延
期

等
の
報
告
に
つ
い
て

(
昭
和
三

五
年
七
月
三
〇
日

自
消
乙
総
発
第
二
三
号

各
部
道
府
県
主
管
部
長
あ

て

消
防
庁
総
務
課
長
通
知

)
」
お
よ
び

「
補
助
事

業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用

の
増
加
し
た
財
産

の

処
分
制
限
期
間
の
設
定

に
つ
い
て
(
昭
和
四

一
年
二

月

一
八
日

自
消
甲
総
発
第
二
三
号

各
部
道
府
県

知
事
あ
て

消
防
庁
長
官
通
知

)
」
は
廃
止
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

(
別
添

)

市
町
村
消
防
施
設
等
整
備
費
補
助
金
交
付
要
綱

(
通
則

)

第

一
条

市
町
村
消
防
施
設
等
整
備
費
補
助
金

(
消
防

施
設
等
整
備
費
補
助
金

(
林
野
火
災
対
策
特
別
地
域

分
を
除
く
。

)
及
び
消
防
吏
員
待
機
宿
舎
施
設
整
備

費
補
助
金
と

い
う
。

)
の
交
付

に
関
し
て
は
、
補
助

金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化

に
関
す
る
法
律

(
昭
和
三
〇
年
法
律
第

一
七
九
号
以
下

「
適
正
化
法
」

と

い
う
。

)
、
同
法
施
行
令

(
昭
和
三
〇
年
政
令
第

二
五
五
号
以
下

「
適
正
化
法
施
行
令
」
と

い
う
。

)

消
防
施
設
強
化
促
進
法

(
昭
和
二
八
年
法
律
第
八
七

号

)
、
国
の
補
助
の
対
象
と
な
る
消
防
施
設
を
定
め

る
政
令

(
昭
和

二
八
年
政
令
第

一
二
四
号

)
、
消
防

施
設
強
化
促
進
法
第
五
条

の
規
定

に
基
く
補
助
金
の

交
付
申
請
書
の
提
出
に
関
す
る
総

理
府
令
第
三
九
号
。

以
下

「
総
理
府
令
」
と

い
う
。

)
及
び
国
が
行
う
補

助
の
対
象
と
な
る
消
防
施
設
の
基
準
額

(
昭
和
二
九

年
総
理
府
告
示
第
四
八
七
号
。
以
下

「
基
準
額
告
示
」

と
い
う
。

)
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
に

.ー

ω
お

ー



定

め

る

と

こ
ろ

に
よ

る
。

(
補

助

金

の
目

的

)

第

二
条

こ

の
補

助

金

は

、
市

町
村

の
消

防
施

設

の
強

化

を

促

進

す

る

と

と

も

に
消

防
吏

員

待
機

宿

舎

の
整

備

を

は

か
る

こ
と

を

目

的

と

す

る
。

(
補

助

対

象

施

設

)

第

三
条

こ

の
補

助

金

の
交

付

の
対
象

と

な

る
消

防
施

設

等

は

、
国

の
補

助

の
対

象

と

な

る
消

防

施

設

を
定

め

る
政

令

に
掲

げ

る

も

の

(
以

下

「
政

令

対
象

施
設

」

と

い
う

。

)
の

ほ
か

、

小

型

動
力

ポ

ン
プ

付

積

載
車

、

救

助

工

作

車

、
高

発

泡

車

、
消

防
艇

、

ヘ
リ

コ
プ

タ

ー

、
屈

折

放

水

増

車

、
救

急
指

令
装

置

及

び
救

急

自

動

車

(
以

下

「
積

載

車

等

」

と

い
う
。

)
並

び

に
消

防

吏

員

待

機

宿

舎

と

す

る
。

(
別

表
第

一
参

照

)

別

表

第

一

施
設
の
種
類

補

助

基

準

額

備

考

小型

動力

ポ
ンプ・積

七
五
〇

千
円ま

た
は八一

〇

千円

小型

動力

ポ
ンプが、B三級の場合は、七五〇千円、B二級の場合は

、へ一⊇十円

載車等
救
助
工

作
車高発泡車消防艇ヘリコプター救急指令装置救急自動車

四、

五

〇
〇

千
円六、○○○千円三〇、○○○千円九〇、○○○千円一五、○○○千円A型一〇、五〇〇千円

{ B
型

四
、

五

〇
〇
千
円C型三、OOO千円

{
三
B

型

二
、

二

五
〇
千
円二B型一、九八〇千円

消
防
吏
員
待
機宿舎

世

帯
用一㎡当

た

り
の
基

準単

価四〇、二二五円=戸当たりの基準面積三九・○㎡独身用一㎡当たりの基準単価四〇、二二五
円一戸当たりの基準面積一三・二㎡

(

参考

)=戸当た

り
四〇、二二五円x三九・○㎡ー一、五六八

、七七五円=戸当たり四〇、二二五円×一三・二㎡11五三〇、九七〇円

0
電
波
法

(
抜
粋

)

第
五
章

運
用

第

一
節

通
則

(
目
的
外
使
用
の
禁
止
等

)

第
五
十

二
条

無
線
局
は
、
免
許
状
に
記
載
さ
れ
た
目

的

又

は
通

信

の
相
手

方

若

し

く

は
通

信

事

項

(
放

送

を

す

る
無

線

局

に

つ

い

て

は
放

送

事

項

)
の
範

囲
を

こ

え

て
運

用

し

て

は
な

ら

な

い
。

但

し

、

左

に
掲

げ

る
通

信

に

つ

い
て
は

、

こ

の
限

り

で
な

い
。

四

非

常

通

信

(
地

震

、

台

風

、
洪

水

、
津

波

、
雪

害

、

火

災

、
暴

動

そ

の
他

非
常

の
事

態

が

発
生

し

、

又

は

発

生

す

る

お
そ

れ

が

あ

る

場

合

に
お

い

て

、
有

線

通

信

を

利

用
す

る

こ
と

が

で
き

な

い
か

又

は

こ
れ
を

利

用

す

る

こ
と

が
著

し

く
困

難

で
あ

る

と

き

に
人

命

の

救

助

、
災
害

の
救

援

、
交

通

通
信

の
確

保

又

は
秩

序

の
維
持

の
た

め

に
行

わ

れ

る
無

線

通
信

を

い
う

。

以

下

同

じ

。

)

○
電
波
法
施
行
規
則

(
抜
粋

)

第
三
十
七
条

二
十

一

人
命

の
救
助
又
は
人
の
生
命
、

身
体
若
し
く
は
財
産
に
重
大
な
危
害
を
及
ぼ
す
犯
罪

の
捜
査
若
し
く
は
こ
れ
ら

の
犯
罪
の
現
行
犯
人
若
し

く
は
被
疑
者
の
逮
捕
に
関
し
急
を
要
す
る
通
信

(
他

の
電
気
通
信
系
統
に
よ
っ
て
は
当
該
通
信
の
目
的
を

達
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

)

O
公
衆
電
気
通
信
法

(
抜
粋

)

第
七
十
条

公
社
は
、
郵
政
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
定

め
る
基
準
に
従

い
、
左
の
公
衆
電
気
通
信
役
務
の
料

金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

天
災
、
事
変
そ
の
他

の
非

常
事
態
が
発
生
し
、
又

"

は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
人
命
財

産
の
危
険
を
通
報
す
る
電
報

七

消
防
機
関
に
出
火
を
報
知
し
、
又
は
人
命
の
救
護

を
求
め
る
通
話
。

(
昭
三
六
法

一
四
九

・
一
部
改
正

)

げ
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◎
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

{願
鯉
一づ

雑
題
咋
題

消
防
法

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
)
第
二
条
第
九
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(
医
療
機
関
)

第

一
条

消
防
法

(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
)
第
二
条
第
九
項
に
規

定
す
る
救
急
隊
に
よ
り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療

機
関
は
、
次
の
基
準
化
該
当
す
る
病
院
又
は
診
療
所
で
あ

つ
て
、
そ
の
開
設
者

か
ら
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
あ

つ

た
も
の

(以
下

「.救
急
病
院
」
又
は

「救
急
診
療
所
」
と
い
う
。)
と
す
る
。
た

だ
し
、
疾
病
又
は
負
傷
の
程
度
が
軽
易
で
あ
る
と
診
断
さ
れ
た
傷
病
者
及
び
た

だ
ち
に
応
急
的
な
診
療
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
傷
病
者
に
関
す

る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
は
、
病
院
又
は
診
療
所
と
す
る
。

一

事
故

に
よ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
に
つ
い
て
相
当

の
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
医
師
が
常
時
診
療

に
従
事
し
て
い
る
こ
と
。

二

手
術
室
、
麻
酔
器
、

エ
ッ
ク
ス
線
装
置
、
輸
血
及
び
輸
液
の
た
め
の
設
備

そ
の
他
前
号
の
医
療
を
行
な
う
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
す
る
こ

と
。

三

救
急
隊
に
よ
る
傷
病
者
の
搬
送
に
容
易
な
場
所
に
所
在
し
、
か
つ
、
傷
病

者
の
搬
入
に
適
し
た
構
造
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

四

事
故
に
よ
る
傷
病
者
の
た
め
の
専
用
病
床
そ
の
他
救
急
隊
に
よ
つ
て
搬
入

さ
れ
る
傷
病
者
の
た
め
に
優
先
的
に
使
用
さ
れ
る
病
床
を
有
す
る
こ
と
。

(告
示
)

第
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条

の
申
出
の
あ

つ
た
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
つ

て
、
前
条
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
、
救
急
病
院
又
は
救
急

診
療
所
で
あ
る
旨
並
び
に
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
が
前
条
各
号
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は

前
条
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

○

救

急

病

院

等

を

定

め
る

省

令

の

施
行

に

つ

い

て

〔
昭
和
三
十
九
年
三
月
十
一
日

厚
生
省
発
医
第
五
一号

各
都
道
府
県
知
事
宛

厚
生
事
務
次
官
通
知

〕

事
故
に
よ
る
傷
病
者
に
対
し
て
は
、
事
故
発
生
直
後
の
初
期
診
療
か
ら
社
会
復

帰
に
至
る
ま
で
の
総
合
的
な
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
今
般
救
急
病
院
等

を
定
め
る
省
令

(昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
)
が
定
め
ら
れ
、
本
年
二
月

二
十
日
公
布
来
た
る
四
月
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
、
こ
の
面
に
お

け
る
措
置
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

こ
の
省
令
は
、消
防
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
(昭
和
三
十
八
年
法
律
第
九
十

号
)
の
制
定
に
よ
つ
て
消
防
機
関
の
行
な
う
救
急
業
務
に
関
す
る
規
定
が
整
備
さ

れ
た
こ
と
に
伴

っ
て
、
救
急
隊
が
傷
病
者
を
搬
送
す
る
医
療
機
関
を
定
め
て
、
事

故
に
よ
る
傷
病
者
に
対
す
る
適
正
な
医
療
を
確
保
す
る
こ
と
を
そ
の
趣
旨
と
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
施
行
に
あ
た

つ
て
は
特
に
次
の
事
項
に
御
留
意
の
う
え
、

遺
憾
の
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
く
、
通
達
す
る
。

一

こ
の
省
令
は
、
救
急
隊
が
傷
病
者
を
搬
送
す
る
医
療
機
関
と
し
て
、
も
つ
ば

ら
初
期
診
療
を
担
当
す
る
病
院
診
療
所
と
初
期
診
療
に
あ
わ
せ
本
格
的
な
救
急

医
療
を
行
な
う
救
急
病
院
、
救
急
診
療
所
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
間
に
お

け
る
緊
密
な
連
携
に
よ
つ
て
、
事
故
に
よ
る
傷
病
者
に
対
し
適
正
な
医
療
を
確

保
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

事
故
に
よ
る
傷
病
者
に
対
し
て
は
、
す
み
や
か
に
初
期
診
療
が
行
な
わ
れ
る

必
要
が
あ
る
の
で
、
す
べ
て
の
病
院
又
は
診
療
所
で
初
期
診
療
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
都
道
府
県
医
師
会
等
の
関
係
団
体
の
十
分
な
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
に

.

配
慮
す
る
ζ
と
.

三

救
急
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
が
、
地
域

に
お
け
る
事
故
発
生
の
態
様
に
応
じ
て
、
定
め
ら
れ
る
ζ
と
が
望
ま
し
く
、
こ

の
趣
旨
に
し
た
が
つ
て
、
こ
の
省
令
第

一
条
の
基
準
に
該
当
す
る
医
療
機
関
の

申
出
が
行
な
わ
れ
る

よ
う
配
意
す

る
と
と

も
に
、
公
的
医
療
機
関
に

つ
い
て

は
、
そ
の
設
置
の
目
的
に
か
ん
が
み
て
、
申
出
を
励
行
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ

と
・

四

ζ
の
制
度

の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
、
医
療
関
係
者
の
協
力
の
み
で

な
く
、
消
防
、
警
察
、
交
通
等
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
迎
携
が
心
要
で
あ
る
の

で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
.

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
の
施
行
に
つ
い

て

〔
昭
和
三
十
九
三
月
十
一日

厚
生
省
発
医
第
五
一号
の
二

各
部
道
府
県
知
事
宛

厚
生
省
医
務
局
長
通
知

〕
、

標
記
に
つ
い
て
は
、
別
途
厚
生
事
務
次
官
か

ら
通
知

さ
れ
た

と
こ
ろ
で

あ
る

が
、
病
院
の
開
設
者
か
ら
の
申
出
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は
次
に
よ
る
こ
と
と
し

た
の
で
、
御
了
知

の
う
え
遺
憾
の
な
い
よ
う
努
力
願
い
た
い
。

な
お
、
今
後
救
急
病
院
の
運
営
そ
の
他
救
急
医
療
の
実
施
に
関
し
検
討
改
善
を

図
る
べ
き
点
も
多
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
貴
職
に
お
い
て
も
格
段
の
御
尽
力
を
煩

わ
し
た
い
。

一

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
(昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
。以
下

「省

令
」
と
い
う
。)
第

一条
の
申
出
は
、
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
及
び
同
条
各
号

に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
面
に
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
関
す
る

必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

申
出
は
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
長
を
経
由

し
て
行
な
う
こ
と
。
こ
の
場
合
、
保
健
所
長
は
、
市
町
村
の
消
防
機
関
の
意
見

を
き
い
て
、
都
道
府
県
知
事
に
進
達
す
る
こ
と
。

三

省
令
弟

一
条
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同
条
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
を
認

め
る
た
め
審
査
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
審
査
に
あ
た
つ
て
は
、
次
の

事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

ω

省
令
第

一
条
第

一
号
は
、
事
故
に
よ
る
傷
病
者
に
対
し
て
迅
速
適
確
に
本

格
的
診
療
を
行
な
い
う
る
よ
う
救
急
病
院
及
び
救
急

§
療
所
に
お
け
る
医
師

に
関
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

事
故
に
よ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
医
師
と
は
、
救
急
医
療
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
経
験
を
修
得
す
る

の
に
適
し
た
医
療
機
関
に
お
い
て
免
許
取
得
後
相
当
期
間
外
科
診
療
に
従
事

し
た
経
歴
を
有
す
る
も
の
、
又
は
こ
れ
と
同
程
度
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
者
と
す
る
が
、
別
に
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
行
な
わ
れ
る
救
急

医
療
を
担
当
す
る
医
師
に
対
す
る
研
修
課
程
を
修
了
し
た
医
師
は
、
こ
れ
・に

該
当
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、
常
時
診
療
に
従
事
す
る
と
は
、
同
号
に
規
定
す
る
医
師
が
病
院
又

は
診
療
所
に
お
い
て
常
時
待
機
の
状
態

に
あ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
搬

・

入
さ
れ
た
傷
病
者

の
診
療
を
す
み
や
か
に
行
な
い
う
る
よ
う
、
施
設
構
内
又

は
近
接
し
た
自
宅
等
に
お
い
て
待
機
の
状
態
に
あ
る
こ
と
も
こ
れ
に
含
ま
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

②

第

一
条
第
二
号
は
、
事
故
に
よ
る
傷
病
者
の
多
様
な
傷
病
に
即
応
し
て
適

確
な
診
療
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
の
施
設
設
備
に

・

つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

し
た
が

つ
て
、
麻
酔
器
と
は
ガ
ス
麻
酔
器
、

エ
ッ
ク
ス
線
装
置
と
は
透
視

及
び
直
接
撮
影
の
用
に
供
し
う
る
装
置
と
し
、
輸
血
及
び
輸
液
の
た
め
の
設

ー

ω
O
」



備
と
は
輸
血
の
た
め
の
血
液
検
査
に
必
要
な
機
械
器
具
を
含
む
も
の
と
す
る

こ
と
。
な
お
、
そ
の
他
前
号
の
医
療
を
行
な
う
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設

備
と
は
、
酸
素
吸
入
装
置
、
人
工
呼
吸
器
等
で
あ
る
こ
と
。

③

省
令
第

一
条
第
三
号
は
、
救
急
隊
に
よ
つ
て
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
を
迅
速

か
つ
、
円
滑
に
救
急
病
院
叉
は
救
急
診
療
所
に
搬
入
し
う
る
よ
う
、
そ
の
所

在
地
の
状
況
、
建
物
の
構
造
等
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

・傷
病
者
の
搬
送
に
容
易
な
場
所
に
所
在
す
る
と
は
、
救
急
車
が
通
行
可
能

な
道
路
に
面
し
て
い
る
等
救
急
車
に
よ
る
搬
送
が
容
易
な
場
所
に
所
在
す
る

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
傷
病
者
の
搬
入
に
適
し
た
構
造
設
備
と
は
、
病
院
又
は

診
療
所
内
に
お
い
て
傷
病
者
を
担
架
等
に
よ
り
容
易
に
運
ぶ
こ
と
の
で
き
る

構
造
設
備
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ω

省
令
第

一
条
第
四
号
は
、
救
急
隊
に
よ
つ
て
搬
入
さ
れ
た
傷
病
者
が
、
優

先
的
に
収
容
さ
れ
う
る
よ
う
、
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
の
収
容
能
力
に

つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

専
用
病
床
を
有
す
る
と
は
、
い
わ
ゆ
る
救
急
病
室
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
病

室
を
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
優
先
的
に
使
用
さ
れ
る
病
床
と
は
、
救
急
病
室

等
は
有
し
て
い
な
い
が
、
救
急
隊
に
よ
り
搬
入
さ
れ
る
傷
病
者
の
た
め
に

一

定
数
の
病
床
が
確
保
さ
れ
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
規
定
は
、
通
常
、
救
急
隊
に
よ
り
搬
入
さ
れ
た
傷
病
者
を
実
際
に
収

容
し
う
る
こ
と
を
期
待
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
た
ま
た
ま
直
ち
に
収
容
し

て
診
療
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
他
の
患
者
が
あ
る
た
め
、
救
急
隊
の
搬
入
し

た
傷
病
者
を
収
容
し
え
な
い
場
合
が
あ
つ
て
も
、
同
号
の
規
定
に
該
当
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係

消
防
機
関
に
傷
病
者
を
収
容
し
え
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
連
絡
す
る
よ
う

指
導
す
る
こ
と
。

四

三
に
よ
る
審
査
に
当
っ
て
は
、
都
道
府
県

の
消
防
主
管
部
局
、
警
察
本
部
及

び
医
師
会
な
ら
び
に
学
識
経
験
者
等

の
意
見
を
聞

い
て
行
な
う
よ
う
配
慮
す
る

こ
と
。

五

申
出
に
つ
い
て
審
査
の
結
果
、
省
令
第

一
条
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ

た
と
き
は
、
省
令
第
二
条
に
よ
り
、
す
み
や
か
に
告
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該

病
院
又
は
診
療
所
、
関
係
市
町
村
、
都
道
府
県
医
師
会
等
に
対
し
、
そ
の
旨
を

通
知
す
る
こ
と
。

六

救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
が
第

一
条
各
号
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
同

条
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
と
き
に
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
こ
と

と
な
る
の
で
、
救
急
病
院
及
び
救
急
診
療
所
の
状
況
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も

に
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
側
か
ら
の
中
出
を
求
め
る
こ
と
。

七

省
令
施
行
前
に
お
い
て
、
救
急
業
務
に
関
し
市
町
村
に
協
力
を
行
な
っ
て
い

た
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
つ
て
、
省
令
第

一
条
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
省
令
施
行
後

に
お
い
て
も
引
続
い
て
協
力
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
省
令
第

一
条
に
よ
る
申
出
を
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
の
基
準
に
つ
い

て

〔謹

懸

緒
豊

麗
四麗

〕

標
記
の
件
に
関
し
、
広
島
県
か
ら
の
照
会

(別
紙
1
)
に
対
し
、
別
紙
写
の
通

り
回
答
し
た
か
ら
御
了
知
あ
り
た
い
。

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第

一
条
に
規
定
す
る
基
準
の
う
ち
、
第

一
号
に
お

い
て

「事
故
に
よ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を

有
す
る
医
師
が
常
時
診
療
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
。」と
な

つ
て
い
る
が
、
そ
の
医

師
が
常
時
診
療
に
従
事
し
て
い
る
と
の
解
釈
は
、
こ
れ
を
義
務
づ
け
た
も
の
か
ど

う
か
。

な
お
、
こ
れ
を
義
務
づ
け
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
釈
し
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
病
院
又
は
診
療
所
で
医
師
不
在
等
の
こ
と
が
あ

っ
て
、
搬
送
さ
れ
た
傷
病
者

を
他
の
救
急
病
院
又
は
救
急
診
療
所
に
搬
送
換
え
す
る
等

の
こ
と
か
ら
時
間
を
要

し
、
治
療
措
置
が
遅
れ
、
ひ
い
て
は
、
そ
の
傷
病
者
に
万

一
重
大
な
影
響
を
与
え

る
よ
う
な
事
態
を
生
ず
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

つ
た
と
し
て
も
、
当
該
病
院
又
は
診

療
所
と
し
て
は
道
義
上
の
立
場
か
ら
の
責
任
は

一
応
存
在
す
る
も
の
と
し
て
も
.

そ
れ
以
上
何
等
の
責
は
負
わ
な
い
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
か
。

お

つ
て
、
こ
れ
が
義
務
づ
け
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
協
力
の
申

出
等
に
相
当
の
影
響
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
申
添
え
ま
す
。

別
紙
写

〔
昭
和
三
十
九
年
十
月
十
四
日

総
第
七
四
号

広
島
県
衛
生
部
長
宛

厚
生
省
医
務
局
総
務
課
長
回
答
〕

昭
和
三
十
九
年
七
月
七
日
医
欝
二
七
五
号
で
照
会
の
あ

つ
た
標
記
の
こ
と
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
回
答
す
る
。

記

1

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条

の
規
定
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た
病
院

又
は
診
療
所
の
開
設
者
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
特
別
の
義
務
を
患
者
に
対
し
て

有
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
て
所
定
の
要
件
を
保

持
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

2

医
師
の
不
在
等
の
場
合
に
、
あ
ら
か
じ
め
搬
送
機
関
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る

等
の
適
切
な
措
置
が
な
さ
れ
れ
ば

不
在
の
責
め
は
問
わ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。な

お
、
救
急
病
院

・
救
急
診
療
所
は
、
不
時
の
事
故
に
対
応
す
る
こ
と
が
要

請
さ
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
全
て
の
施
設
が
た
え
ず
診
療
に
従
事
す
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
輪
番
制
の
採
用

等
を
配
慮
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
.

(
別
紙

1
)

〔醐
擢
針
驚
鮎魏
㌘
医鯉
貼
鰐
豊
照会
〕

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
関
係
団
体
か
ら
照
会
が
あ

つ
た
の
で
、
貴
職
の
見
解
を
折

返
し
ご
回
報
く
だ
さ
い
。

○
救
急
業
務
実
施
基
準
に
つ
い
て

〔
昭
和
三
十
九
年
三
月
三
日

自
治
甲
消
教
発
第
六
号

各
都
道
府
県
知
事
宛

消
防
庁
長
官
通
知

〕

市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
な
う
救
急
業
務
の
実
施
基
準
を
別
紙
の
と
お
り
定
め

た
の
で
、
左
記
事
項
に
御
留
意
の
う
え
、
貴
管
下
市
町
村
を
よ
ろ
し
く
御
指
導
願

い
た
い
。

記

1

基
準
第
三
条
第
二
項
に
い
う

「立
地
条
件
そ
の
他
の
事
情
」
を
例
示
す
れ
ば

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ω

幹
線
道
路
等
の
沿
線
に
所
在
し
、
通
過
交
通
量
が
著
し
く
多
い
こ
と
。

②

特
殊
な
工
場
、
事
業
所
等
が
所
在
し
、
産
業
災
害
等
の
発
生
率
が
高
い
こ

と
。

③

観
光
地
等
で
あ
つ
て
、
常
時
多
数
の
滞
在
人
口
を
有
す
る
こ
と
。

ω

昼
夜
間
人

口
の
差
が
著
し
く
大
き

い
こ
と
。

2

基
準
第
五
条
第
五
号
に
掲
げ
る
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
学
識

経
験
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す

る
。

ω

外
国
で
医
師
の
免
許
を
得
た
者

②

労
働
基
準
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
)
の
規
定
に
よ
る
衛
生

管
理
者
の
資
格
を
有
す
る
者

③

医
学
、
歯
科
そ
の
他
保
健
衛
生
に
関
す
る
旧
専
門
学
校
令

(明
治
三
十
六

年
勅
令
第
六
十

一
号
)
に
基
づ
く
旧
専
門
学
校
卒
業
者

一
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3

基
準
第
十
八
条
に
い
う
医
師
の
診
断
結
果
に
基
づ
く
所
要
の
措
置
は
、
伝
染

病
予
防
法

.(明
治
三
十
年
法
律
第
三
十
六
号
)
第
五
条
に
定
め
る
清
潔
方
法
及

び
消
毒
方
法
を
い
う
。

4

基
準
第
二
十
条
に
い
う
救
急
記
録
票
等
に
記
入
す
べ
き
所
要
事
項
は
、
救
急

事
故
発
生
年
月
日
覚
知
時
刻
、
発
生
場
所
、
発
生
原
因
、
傷
病
者
の
住
所
、
氏

名
、
年
令
、
性
別
、
傷
病
の
部
位
、
程
度
、
医
療
機
関
名
及
び
医
師
名
簿
と
す

る
。

5

基
準
第
二
十
五
条
に
定
め
る
消
毒
実
施
表
に
は
、
消
毒
実
施
年
月
日
、
消
毒

方
法
、・
消
毒
薬
品
名
及
び
施
行
者
名
筆
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

6

基
準
第
二
十
七
条
に
定
め
る
救
急
業
務
計
画
は
、
救
急
隊

一
隊
の
み
で
は
処

理
で
き
な

い
集
団
災
害
発
生
特
等
に

お
け
る

計
画
を
し
、

災
害
対
策
基
本
法

(
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
)
第
四
十
二
条
に
定
め
る
市
町
村
地

域
防
災
計
画
に
基
づ
き
、
か
つ
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
に
重
点
を
お
き

作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

)0

救
急
現
場
本
部
の
編
成

②

非
番
職
員
の
招
集

③

指
揮
系
統

④

応
急
救
急
隊
の
編
成

⑤

出
場
計
画

⑥

医
療
機
関
等
の
連
絡

⑦

医
師
等
の
派
遣

⑧

医
療
機
関

以
外
で
傷
病
者
を
収
容
で
き
る

送
計
画

⑬ ㈱ ⑪ ⑩(9)

 

別

紙
救
急
資
器
材
の
需
給
に
関
す
る
こ
と
。

救
急
情
報

通
信
連
絡
系
統

訓
練
計
画

そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

目
算 第 第 第 簾 舞 第 第 次
八 七 六 五 四 三 二 一
章 章 章 章 章 章 章 章

救
急
業
務
実
施
基
準

「
そ
の
他

の
場
所
」
へ
の
搬

第

一
章

(目
的
)

第

一
条

こ
の
基
準
は
、
市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
な
う
救
急
業
務
に
つ
い
て
、

必
要
な
事
項
を
定
め
、

救
急
業
務
の
能
率
的
運
営
を

図
る
こ
と
を

目
的
と
す

る
。

(用
語
の
意
義
)

第

二
条

こ
の
基
準
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一

救
急
業
務
と
は
、
消
防
法

(昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
。
以
下

「法
」
と

い
う
。)
に
定
め
る
救
急
業
務
を
い
う
。

二

救
急
事
故
と
は
、
法
及
び
消
防
法
施
行
令

(昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十

七
号
。
以
下

「令
」
と
い
う
。)
に
定
め
る
救
急
業
務
の
対
象
で
あ
る
事
故
を

い
う
。

三

救
急
自
動
車
と
は
、
救
急
業
務
を
行
な
う
自
動
車
を
い
う
。

総
則

(
第

一
条
ー
第
二
条
)

救
急
隊
等

(第
三
条
一
策
八
条
)

救
急
自
動
車
等

(第
九
条
-
第
十

一条
)

救
急
活
動

(第
十
二
条
-
第
二
十

一条
)

医
療
機
関
等

(第
二
十
二
条
一
策
二
十
三
条
)

救
急
自
動
車
の
取
扱
い

(第
二
十
四
条
一
策
二
十
六
条
)

救
急
業
務
計
画
等

(第
二
十
七
条
一
策
二
十
八
条
)

雑
則

(第
二
十
九
条
)

.

総
則

第

二
章

救
急
隊
等

(救
急
隊

の
数
)

第
三
条

令
第
四
十
三
条
に
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
市
町
村
に
置
く
救
急
隊
の

数
は
、
人
口
十
万
に
つ
い
て

一
と
し
、
十
万
を
こ
え
十
万
を
増
す
ご
と
に

一
を

.
加
え
た
数
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
長
は
、
当
該
市
町
村
の
立
地
条
件
そ

の
他
の
事
情
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
救
急
隊
の
数
を
増
加
す

る
も
の
と
す
る
。

(医
師
等
)

第
四
条

市
町
村
長
は
、
救
急
業
務
を
行
な
う
た
め
に
医
師
又
は
看
護
婦
を
配
置

し
、
若
し
く
は
救
急

自
動
車
に
と
う

乗
さ
せ
る
よ
う
に

つ
と
め

る
も
の
と
す

る
。

(救
急
隊
員
)

第
五
条

消
防
長
は
、
消
防
職
員
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

の
う
ち
か
ら
救
急
隊
員

(
以
下

「隊
員
」
と
い
う
。)
を
任
命
す
る
も
の
と
す

る
.

一

別
表
第

一
に
定

め
る
基
準
に
よ
り
、
消
防
庁
長
官
若
し
く
は
都
道
府
県
知

事
又
は
市
町
村
長
が
行
な
う
救
急
業
務
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た

者
二

医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
及
び
獣
医
師

三

保
健
婦
、
助
産
婦
、
看
護
婦
及
び
準
看
護
婦

四

医
学
士
、
歯
学
士
及
び
衛
生
看
護
士

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
特
に
救
急
業
務
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
学
識
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

(救
急
隊
長
)

第
六
条

隊
員
の
う
ち

一
人
は
、
救
急
隊
長

(以
下

「
隊
長
」
と
い
う
。)
と
す

る
。

2

隊
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
隊
員
を
指
揮
監
督
し
、
救
急
業
務
を
円
滑
に

行
な
う
よ
う
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(隊
員
の
訓
練
)

第
七
条

消
防
長
は
、
隊
員
に
対
し
、
救
急
業
務
を
行
な
う
に
必
要
な
学
術
及
び

技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
、
常
に
教
育
訓
練
を
行
な
う
よ
う
に
つ
と
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(隊
員
の
服
装
)

第
八
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
を
実
施
す
る
場
合
は
、
白
衣
を
着
用
す
る
も
の
と

す
る
。第

三
章

救
急
自
動
車
等

(救
急
自
動
車
の
要
件
)

第
九
条

救
急
自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準

(昭
和
二
十
六
年
運
輸

省
令
弟
六
十
七
号
)

に
定
め
る

緊
急
自
動
車
の
基
準
に
適
合
す
る

も
の
の
ほ

か
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一

隊
員
三
人
以
上
及
び
傷
病
者
二
人
以
上
を
収
容
し
、
か
つ
、
第
十

一
条
に

定
め
る
も
の
を
積
載
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

四
輪
自
動
車
で
あ
る
こ
と
。

三

傷
病
者
を
収
容
す
る
部
分
の
大
き
さ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ

長
さ

一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
巾
○

・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ベ
ッ
ト

一
台
以

上
及
び
担
架
二
台
以
上
を
収
納
し
、
か
つ
、
隊
員
が
業
務
を
行
な
う
こ
と

が
で
き
る
容
積
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

室
内
の
高
さ
は
、
隊
員
が
業
務
を
行
な
う
に
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

四

十
分
な
緩
衝
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

適
当
な
防
音
、
換
気
及
び
保
温

の
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

(救
急
自
動
車
の
標
示
)

ー

c。
㎝
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第
十
条

救
急
自
動
車
の
側
面
に
は
、
当
該
市
町
村
の
消
防
本
部
名
又
は
消
防
署

名
若
し
く
は
救
急
隊
名
を
標
示
す
る
も
の
と
す
る
。

(救
急
自
動
車
に
備
え
る
器
具
等
)

第
十

一
条

救
急
自
動
車
に
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
救
急
器
具
及
び
材
料
を
備

え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

救
急
活
動

。

(救
急
隊
の
出
動
)

第
十
二
条

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
救
急
事
故
が
、
発
生
し
た
旨

の
通
報
を

受
け
た
と
き
又
は
救
急
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を
知

っ
た
と
き
は
、
当
該
事
故

の
発
生
場
所
、
傷
病
者
の
数
及
び
傷
病
の
程
度
等
を
確
か
め
、
直
ち
に
所
要
の

救
急
隊
を
出
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(運
送
を
拒
ん
だ
者
の
取
扱
い
)

第
十
三
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
、
傷
病
者
又
は
そ
の
関
係
者
が

搬
送
を
拒
ん
だ
場
合
は
、
こ
れ
を
搬
送
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(搬
送
の
制
限
)

第
十
四
条

隊
員
は
、
傷
病
者
を
搬
送
す
る
こ
と
が
傷
病
の
程
度
を
悪
化
さ
せ
又

は
生
命
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
認
め
る
と
き
は
、
医
師
に
診
断
を
依
頼

し
、
そ
の
結
果
に
よ
り
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。

(死
亡
者
の
取
扱
い
)

■

第
十
五
条

隊
員
は
、
傷
病
者
が
明
ら
か
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
又
は
医
師
が
死

亡
し
て
い
る
と
診
断
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
搬
送
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(関
係
者
の
同
乗
)

第
十
六
条

隊
員
は
、
救
急
業
務
の
実
施
に
際
し
、
傷
病
者
の
関
係
者
又
は
警
察

官
が
同
乗
を
求
め
た
と
き
は
、
つ
と
め
て
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。

(災
害
救
助
法
に
お
け
る
救
助
と
の
関
係
)

第
十
七
条

市
町
村
の
消
防
機
関
が
行
な
う
救
急
業
務
は
、
災
害
救
助
法

(昭
和

二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
)
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
の
規

定
に
基
づ
く
救
助
に
協
力
す
る
関
係
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

(法
定
伝
染
病
と
疑
わ
れ
る
者
の
取
扱
い
)

第
十
八
条

隊
長
は
、
法
定
伝
染
病
と
疑
わ
れ
る
傷
病
者
を
搬
送
し
た
場
合
は
、

隊
員
及
び
救
急
自
動
車
等
の
汚
染
に
留
意
し
、直
ち
に
所
定
の
消
毒
を
行
な
い
、

こ
の
旨
を
消
防
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
傷
病
者
に
対
す
る
医
師
の
診

断
結
果
を
確
認
し
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

(要
保
護
者
等
の
取
扱
い
)

第
十
九
条

消
防
長
は
、
傷
病
者
が
生
活
保
護
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
四
号
)
に
定
め
る
被
保
護
者
又
は
要
保
護
者
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
同
法
第
十
九
条
各
項
に
定
め
る
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(傷
病
者
の
引
渡
し
)

第
二
十
条

隊
員
は
、
傷
病
者
を
搬
送
し
医
療
機
関
に
引
き
渡
し
た
場
合
は
、
救

急
記
録
票
等
に
所
要
事
項
を
記
入
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
医
師
の
記
名
又
は
押
印

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

(家
族
等

へ
の
連
絡
)

第
二
十

一条

隊
員
は
、
傷
病
者
の
傷
病
の
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
そ
の
者
の
家
族
等
に
対
し
、
傷
病
の
程
度
又
は
状
況
等
を
連
絡
す
る
よ

う
つ
と
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

医
療
機
関
等

(医
療
機
関
と
の
連
絡
)

第
二
十
二
条

消
防
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
医
療
機
関
と
救
急
業
務
の

実
施
に
つ
い
て
、
常
に
密
接
な
連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

(団
体
等
と
の
連
絡
)

第
二
十
三
条

消
防
長
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
で
救
急
に
関
す
る
事
務
を
行

な

っ
て
い
る
団
体
等
と
救
急
業
務
の
実
施

に
つ
い
て
情
報
を
交
換
し
、
緊
密
な

連
絡
を
と
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

救
急
自
動
車
の
取
扱
い

(消
毒
)

第
二
十
四
条

消
防
長
は
、
次

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
救
急
自
動
車

及
び
積
載
品
の
消
毒
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

一

定
期
消
毒

月

一
回

二

使
用
後
消
毒

毎
使
用
後

(消
毒
の
標
示
)

第
二
十
五
条

消
防
長
は
、
前
条
第

一
号
に
よ
る
消
毒
を
し
た
.と
き
は
、
そ
の
旨

を
消
毒
実
施
表
に
記
入
し
、
救
急
自
動
車
の
見
や
す
い
場
所
に
標
示
し
て
お
く

も
の
と
す
る
。

(救
急
自
動
車
の
整
備
)

第
二
十
六
条

消
防
長
は
、
自
動
車
点
検
基
準

(昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七

十
号
)
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
救
急
自
動
車
の
整
備
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

.

第
七
章

救
急
業
務
計
画
等

(救
急
業
務
計
画
)

第
二
十
七
条

消
防
長
は
、
特
殊
な
救
急
事
故
の
発
生
し
た
場
合

に
お
け
る
救
急

業
務
の
実
施
に
つ
い
て
の
計
画
を
作
成
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

2

消
防
長
は
、
毎
年

一
回
以
上
前
項
に
定
め
る
計
画
に
基
づ
く
訓
練
を
行
な
う

も
の
と
す
る
。

(救
急
調
査
)

第

二
十
八
条

消
防
長
は
、
救
急
業
務
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
市
町

村
の
区
域
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
を
行
な
う
も

の
と
す
る
。

一

地
勢
及
び
交
通
の
状
況

二三四

救
急
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
対
象
物

の
位
置
及
び
構
造

医
療
機
関
等
の
位
置
及
び
そ
の
他
必
要
な
事
項

そ
の
他
消
防
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

第
八
章

雑
則

(適
用
の
除
外
)

第
二
十
九
条

令
第
四
十
三
条
に
営
め
る
基
準
に
該
当
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町

村
が
救
急
業
務
を
行
な
う
場
合
は
、
第
九
条
及
び
第
十

一
条
の
規
定
の

一
部
を

適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

㊨

○

道

路

交

通

法

(昭
和
三
十
五
年
六
月
二
十
五
日

法

律

第

百

五

号
)

(緊
急
自
動
車
の
通
行
区
分
等
)

第
三
十
九
条

緊
急
自
動
車

(消
防
自
動
車
、
救
急
自
動
車
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
自
動
車
で
、
当
該
緊
急
用
務
の
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と

こ

ろ

に

よ

り
、
運
転
中
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
は
、
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定

す
る
場
合
の
ほ
か
、
追
越
し
を
す
る
た
め
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
の
右
側
部
分
に
そ

の
全
部
又
は

一
部
を
は
み
出
し
て
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
.

2

緊
急
自
動
車
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

に
お
い
て
も
、
停
止
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
.
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
他

の
交
通
に
注
意
し
て
徐
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

、

(昭
三
九
法
九
一
・
一部
改
正
)

(緊
急
自
動
車
の
優
先
)

第
四
十
条

交
差
点
又
は
そ
の
附
近
に
お
い
て
、
緊
急
自
動
車
が
接
近
し
て
き

た
と
き
は
、
路
面
電
車
は
交
差
点
を
避
け
て
、
」車
両

(緊
急
自

動

車

を
除

く
・
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
」
は
交
差
点
を
避
け
、
か
つ
、
道
路
の
左

側

(
一
方
通
行
と
な
つ
て
い
る
道
路
に
お
い
て
そ
の
左
側
に
寄
る
こ
と
が
緊

急
自
動
車
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

道

路

の
右

側
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
」
に
寄

っ
て

一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

・》 .▲
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2

前
項
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
緊
急
自
動
車
が
接
近
し
て
き
た
と
き
は
、

車
両
は
、
道
路
の
左
側
に
寄
っ
て
.
こ
れ
に
進
路
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
.

(罰
則

第
百
二
十
条
第

一
項
第
二
号
)

(昭
三
八
法
九
〇
・昭
四
五
法
八
六
・昭
四
六
法
九
八
・昭
四
七
法
五
一
・
一部
改
正
∨

(緊
急
自
動
車
等

の
特
例
)

第
四
十

一
条

緊
急
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第

一
項
、
第
十
七
条
第
五

項
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二

十
五
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の

二
第
三
項
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
四
条
第

一
項
、
第
二
項
及

び
第
四
項
、
第
三
十
五
条
第

一
項
並
び
に
第
三
十
八
条
第

一
項
前
段
及
び
第

三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
.

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
車
両

等
を
取
り
締
ま
る
場
合
に
お
け
る
緊
急
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
.

3

も
つ
ば
ら
交
通
の
取
締
り
に
従
事
す
る
自
動
車
で
総
理
府
令
で
定
め
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
第

一
項
、
第
二
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第

二
十
条
の
二
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
.

4

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
道
路
の
維
持
、
修
繕
等
の
た
め
の
作
業
に

従
事
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
道
路
維
持
作
業

用
自
動
車

(も
つ
ば
ら
道
路

の
維
持
、
修
繕
等
の
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い

う
.
以
下
第
七
十
五
条
の
九
に
お
い
て
同
じ
」
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
第

三
項
及
び
第
五
項
、.第
十
八
条
第

一
項
、
第
二
十
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、

第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項

の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
.

○
道
路
交
通
法
施

命 行
裡 令

彗
百手
七月

+主

題

 

(緊
急
自
動
車
の
要
件
)

第
十
四
条

消
防
自
動
車
、
救
急
自
動
車
又
は
前
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
自

動
車
は
、
緊
急
の
用
務
の
た
め
運
転
す
る
と
き
は
、
道
路
運
送
車
両
法
弟
三

章
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

(道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
が
適
用
さ

れ
な
い
自
衛
隊
用
自
動
車
に
っ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
第
百
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
防
衛
庁
長
官
の
定
め
。
以
下

「車
両
の
保
安
基
準

に
関
す
る
規

定
」
と
い
う
。)
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
、
か
つ
、
赤
色
の

善
光
燈
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
警
察
用
自
動
車
が
法
弟
二

十
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
車
両
又
は
路
面
電
車

(
以
下

「車
両
等
」
と
い

う
。
)を
取
り
締
ま
る
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め

る

と
き

は
、
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
す

こ
と
を
要
し
な
い
。

(昭
三
七
政
二
三
五
・
昭
四
六
政
三
四
八
・
一部
改
正
)

(道
路
維
持
作
業
用
自
動
車
)

第
十
四
条
の
二

法
第
四
十

一
条
第
四
項
の
政
令
で
定

め
る
自
動
車
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

道
路
を
維
持
し
、
若
し
く
は
修
繕
し
、
又
は
道
路
標
示
を
設
置
す
る
た

め
必
要
な
特
別
の
構
造
又
は
装
置
を
有
す
る
自
動
車

二

道
路
の
管
理
者
が
道
路
の
損
傷
箇
所
等
を
発
見
す
る
た
め
使
用
す
る
自

動
車

(総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
車
体
を
塗
色
し
た
も

の
に
限
る
。)
で
、
当
該
道
路
の
管
理
者
の
申
請

に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が

指
定
し
た
も
の

(昭
三
八
政
二
〇
五
・追
加
)

第
十
四
条
の
三

道
路
維
持
作
業
用
自
動
車
は
、
道
路

の
維
持
、
修
繕
等
の
た

め
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
車
両
の
保
安
基
準
に
関
す
る
規
定
に
ょ
り

設
け
ら
れ
る
黄
色
の
燈
火
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(昭
三
八
政
二
〇
五
・追
加
、
昭
三
九
政
二
八
〇
・
一部
改
正
)

(消
防
用
車
両
の
要
件
)

第
十
四
条
の
四

消
防
自
動
車
以
外
の
消
防
の
用
に
供
す
る
車
両
は
、
消
防
用

務
の
た
め
運
転
す
る
と
き
は
、
サ
イ
レ
ン
又
は
鐘
を
鳴
ら
し
、
か
つ
、
夜
間

及
び
第
十
九
条
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
赤
色

の
燈
火
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(昭
三
八
政
二
〇
五
・追
加
)

(路
側
帯
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
所
に
お
け
る
停
車
及
び
駐
車
)

第
十
四
条
の
五

法
弟
四
十
七
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
歩
行
者

の
通
行
の
用
に
供
す
る
路
側
帯
で
、
幅
員
が
○

・
七
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
と
す
る
。

2

車
両
は
、
路
側
帯
に
入
っ
て
停
電
し
、
又
は
駐
車
す
る
と
き
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分

に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

歩
行
者
の
通
行

の
用
に
供
す
る
路
側
帯

に
入
っ
て
擦
車
し
、
又
は
駐
車

・

す
る
場
合

当
該
路
側
帯
を
区
画
し
て
い
る
道
路
標
示
と
平
行
に
な
り
、

か
つ
、
当
該
車
両
の
左
側
に
歩
行
者
の
通
行

の
用
に
供
す
る
た
め
○

・
七

古
メ
ー
ト
ル
の
余
地
を
と
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
路
側
帯

に
当
該
車
両
の
全
部
が
入
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
左
側
に
○

・
七
五

メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
余
地
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
道
路
標

示
に
沿
う
こ
と
。

二

歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
し
な
い
路
側
帯
に
入
っ
て
停
車
し
、
又
は
駐

占陣
す
る
場
合

当
該
路
側
世町
の
左
側
端

に
沿
う
こ
と
。

○
災
害
救
助

改法
正

向 向 同 同 同 局 同 昭

1委iill麺
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災
害
救
助
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

災
害
救
助
法

弟

一
章

総
則

第

一
条

こ
の
法
律
は
、
災
害
に
際
し
て
、
国
が
地
方
公
共
団
体
、
日
本
赤
十

字
社
そ
の
他
の
団
体
及
び
国
民
の
協
力
の
下
に
、
応
急
的
に
、
必
要
な
救
助

を
行
い
、
災
害
に
か
か
つ
た
者
の
保
護
と
社
会
の
秩
序
の
保
全
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

(昭
三
七
法
「〇
九
・
一部
改
正
)

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
救
助

(以
下

「救
助
」
と
い
う
。)
は
、
都
道
府
県

知
事
が
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
災
害
が
発
生
し
た
市
町
村

(特
別
区
を
含

む
。)
の
区
域

(
地
方
自
治
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
当
該
市
の
区
域
又
は

当
該
市
の
区
の
区
域
と
す
る
。)
内
に
お
い
て
当
該
災
害
に
か
か
り
、
現
に
救

助
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
、
こ
れ
を
行
な
う
。

へ昭
三
七
法
一〇
九
・全
欧
)

第
三
条
か
ら
第
二
十

一
条
ま
で

削
除

(昭
三
七
法
一〇
九
)

第
二
章

救
助

第
二
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
の
万
全
を
期
す
る
た
め
、
常
に
、
必

要
な
計
画
の
樹
立
、
強
力
な
救
助
組
織
の
確
立
並
び
に
労
務
、施
設
、設
備
、

物
資
及
び
資
金
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(昭
三
七
法
一〇
九
・
「部
改
正
)

第
二
十
三
条

救
助
の
種
類
は
、
左
の
通
り
と
す
る
.

一

収
容
施
設

(応
急
仮
設
住
宅
を
含
む
。)
の
供
与

二

炊
出
し
そ
の
他
に
よ
る
食
品
の
給
与
及
び
飲
料
水
の
供
給

三

被
服
、
寝
具
そ
の
他
生
活
必
需
品
の
給
与
又
は
貸
与

,

、

ー

◎。
O
O

'1



四

医
療
及
び
助
産

五

災
害
に
か
か
つ
た
者
の
救
出

六

災
害
に
か
か
つ
た
住
宅
の
応
急
修
理

七

生
業
に
必
要
な
資
金
、
器
具
又
は
資
料
の
給
与
又
は
貸
与

八

学
用
品
の
給
与

九

埋
葬

十

前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
命
令
で
定
め
る
も
の

②

救
助
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
救
助
を
要
す
る
者

(埋
葬
に
つ
い
て
は
埋
葬

を
行
う
者
)
に
対
し
、
金
銭
を
支
給
し
て
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

③

救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を

定
め
る
。(昭

二
八
法
一六
六
・
一部
改
正
)

第
二
十
三
条
の
二

指
定
行
政
機
関
の
長

(災
害
対
策
基
本
法

(昭
和
三
十
六

年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
)
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
行
政
機
関
の

畏
を
い
い
、
当
該
指
定
行
政
機
関
が
国
家
行
政
組
織
法

(昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
号
)
第
三
条
第
二
項
の
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
指
定
行
政
機
関
と
す
る
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)
及
び
指
定
地
方
行

政
機
関
の
長

(災
害
対
策
基
本
法
弟
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
地
方
行

政
機
関
の
長
を
い
う
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。)
は
、
防
災

業

務

計

画

(同
法
同
条
第
九
号
に
規
定
す
る
防
災
業
務
計
画
を
い
う
。)
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
救
助
を
行
な
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
救

助
に
必
要
な
物
資
の
生
産
、
集
荷
、
販
売
、
配
給
、
保
管
若
し
く
は
輸
送
を

誰
と
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
取
り
扱
う
物
資
の
保
管
を
命
じ
、
又
は
救
助

に
必
、要
な
物
資
を
収
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
公
用
令
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

第

一
項
の
処
分
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
処
分
に
よ
り
通
常
生

ず
べ
き
損
失
を
揃
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔昭
三
七
法
一〇
九
・追
加
)

第
二
十
三
条
の
三

前
条
第

一
項
の
裁
定
に
よ
り
物
資
の
保
管
を
命
じ
、
又
は

物
資
を
収
用
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
指
定
行
政
機
関
の
長
及
び

指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
は
、
当
該
官
吏
に
物
資
を
保
管
さ
せ
る
場
所
又
は

物
資
の
所
在
す
る
場
所
に
立
ち
入
り
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

指
定
行
政
機
関
の
長
及
び
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
は
、
前
条
第

一
項
の

規
定
に
よ
り
物
資
を
保
管
さ
せ
た
者
か
ら
、
必
要
な
報
告
を
取
り
、
又
は
当

該
官
吏
に
当
該
物
資
を
保
管
さ
せ
て
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
検
査
を
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
o

③

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

旨
を
そ
の
場
所
の
管
理
者
に
通
知
レ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

④

当
該
官
吏
が
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
場
合
は
、
そ

の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(昭
三
七
法
一〇
九
・追
加
)

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
を
行
う
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
医
療
、
土
木
建
築
工
事
又
は
輸
送
関
係
者
を
、
第
三
十

一

条
の
規
定
に
基
く
主
任
大
臣
の
命
令
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
医
療
又
は
土
木
建
築
工
事
関
係
者
を
、
救
助
に
関
す
る
業
務

に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

陸
運
局
長
又
は
海
運
局
長
は
、
都
道
府
県
知
事
が
第
三
十

一
条
の
規
定
に

基
く
主
任
大
臣
の
命
令
を
実
施
す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
.「、要
求
し

た
と
き
は
、
輸
送
関
係
者
を
救
助
に
関
す
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

③

第

一
項
及
び
第
二
項
に
51
定
す
る
医
療
、
土
木
建
築
工
事
及
び
輸
送
関
係

者
の
範
囲
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

①

第
二
十
三
条
つ
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第

一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
、

こ
れ
を
準
用
す
る
。

⑤

第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
救
助
に
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
実
費
を
弁
償
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

(昭
二
四
法
一五
七
・昭
三
七
法
一〇
九
・
一部
改
正
)

第
二
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
を
要
す
る
者
及
び
そ
の
近
隣
の
者
を

救
助
に
関
す
る
業
務
に
協
力
さ
せ
る
ご
と
が
で
き
る
。

第
二
十
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
を
行
う
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
、
又
は
第
三
十

一
条
の
規
定
に
基
く
主
任
大
臣
の
命
令
を
実
施

す
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
病
院
、
診
療
所
、
旅
館
そ
の

他
政
令
で
定
め
る
施
設
を
管
理
し
、
土
地
、
家
屋
若
し
く
は
物

資

を
使
用

し
、
物
資
の
生
産
、
集
荷
、
販
売
、
配
給
.
保
管
若
し
く
は
輸
送
を
業
と
す

る
者
に
対
し
て
、
そ
の
取
り
扱
う
物
資
の
保
管
を
命
じ
、
又
は
物
資
を
収
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
、
こ

れ
を
準
用
す
る
。

(昭
三
七
法
一〇
九
・
一部
改
正
)

第
二
十
七
条

前
条
第

一
填
め
規
定
に
よ
り
施
設
を
管
理
し
、
土
地
、
家
屋
若

し
く
は
物
資
を
使
用
し
、
物
資
の
保
管
を
命
じ
、
又
は
物
資
を
収
用
す
る
た

め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
吏
員
に
施
設
、
土
地
、

家
屋
、
物
資
の
所
在
す
る
場
所
又
は
物
資
を
保
管
さ
せ
る
場
所
に
立
ち
入
り

検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
.

②

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
物
資
を
保
管
さ
せ
た
者

か
ら
、
必
要
な
報
告
を
取
り
、
又
は
当
該
吏
員
に
当
該
物
資
を
保
管
ざ
せ
て

あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
予
め
そ
の
●
を
そ

の
施
設
、
土
地
、
家
屋
又
は
場
所
の
管
理
者
に
通
知
し
な
け

れ

ば

な
ら
な

い
。

④

当
該
吏
員
が
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
ち
入
る
場
合
は
、
そ

の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

厚
生
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
、
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
救
助

の
実
施
に
関
す
る
都
道
府
県
知
事
の
職
権
の

一
部
を
委
任
さ
れ
た
市
町
村
長

(特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
命
を
受
け
た

者
は
、
非
常
災
害
が
発
生
し
、
現
に
応
急
的
な
救
助
を
行
う
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
緊
急
を
要
す
る
通
信
の
た
め
、
公
衆
電
気
通
信

設
備
を
優
先
的
に
利
用
し
、
又
は
有
線
電
気
通
信
法

(昭
和
二
十
八
年
法
律

第
九
十
六
号
)
第
三
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
設
置
す
る
有
線
電
気

通
信
設
備
若
し
く
は
無
線
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(昭
二
八
法
一六
六
・全
敗
、
昭
三
七
法
一〇
九
・
一
部
改
正
)

第
二
十
九
条

第
二
十
四
条
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
救
助
に
関
す

る
業
務
に
従
事
し
、
又
は
協
力
す
る
者
が
、
こ
れ
が
た
め
負
傷
し
、
疾
病
に

か
か
り
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ

り
扶
助
金
を
支
給
す
る
。

第
三
十
条

都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
を
迅
速
に
行
う
た
め
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
救
助
の
実
施
に
関
す
る
そ
の
職
権
の

一
部
を
市
町
村
長
に

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(昭
二
八
法
一六
六
・
一部
改
正
)
`

第
三
十

一
条

主
任
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
救
助
に
つ
き
、
他
の
都

道
府
県
知
事
に
対
し
て
、
応
援
を
な
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ

と
が

で
き

る
。

第
三
十

一
条
の
二

日
本
赤
十
字
社
は
、
そ
の
使
命
に
か
ん
が
み
、
救
助
に
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

政
府
は
、
日
本
赤
十
字
社
に
、
政
府
の
指
揮
監
督
の
下
に
、
救
助
に
関
し

地
方
公
共
団
体
以
外
の
団
体
又
は
個
人
が
す
る
協
力

(第
二
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
協
力
を
除
く
。)
の
連
絡
調
整
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔昭
三
七
法
一〇
九
・追
加
)

第
三
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
救
助
又
は
そ
の
応
援
の
実
施
に
関
し
て
必

要
な
事
項
を
日
本
赤
十
字
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、

〔
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第
三
章

費
用

第
三
+
三
条

第
二
+
三
条
の
規
定
に
ょ
る
救
助
に
要
す
る
費
用

(
救
助
の
事

務
を
行
う
の
に
必
要
な
費
用
を
含
む
。)
は
、
救
助
の
行
わ
れ
た
地
の
都
道
府

県
が
、
こ
れ
を
支
弁
す
る
。

②

第
二
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定

に
ょ
る
扶
助
金
の
支
給
で
、
第
二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
命
令

又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
協
力
命
令
に
よ
つ
て
救
助
に
関
す
る
業
務

に
従
事
し
、
又
は
協
力
し
た
者
に
係
る
も
の
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
従
事

命
令
又
は
協
力
命
令
を
発
し
た
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
が
、

第
二
十
四
条
第
一,項

の
規
定
に
よ
る
従
事
命
令
に
よ
つ
て
救
助
に
関
す
る
業

務
に
従
事
し
た
者
に
係
る
も
の
に
要
す
る
費
用
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
要

求
を
な
し
た
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
が
、
こ
れ

を
支

弁
す

る
。

③

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
に
要
す
る
費
用
は
、
管
理
、
使
用
若
し
く
は
収
用

を
行
い
、
又
は
保
管
を
命
じ
た
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府
県
が
、

こ
れ
を
支
弁
す
る
。

(昭
二
四
法
一
六
八
・
昭
二
八
法
一六
六
・昭
三
七
法
一〇
九
・
一部
改
正
)

第
三
十
四
条

都
道
府
県
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
第
三
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
委
託
し
た
事
項
を
実
施
す
る
た
め
、
日
本
赤
十
字
社
が
支
弁
し
た
費
用

に
対
し
、
そ
の
費
用
の
た
め
の
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
を
控
除
し
た
額
を
補

償
す
る
。(昭

二
四
法
一六
八
・
一部
改
正
)

第
三
十
五
条

都
道
府
県
は
、
他
の
都
道
府
県
に
お
い
て
行
わ
れ
た
救
助
に
つ

き
な
し
た
応
援
の
た
め
支
弁
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
救
助
の
行
わ
れ
た
地
の

都
道
府
県
に
対
し
て
、
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(昭
二
四
法
一
六
八
・
一部
改
正
)

第
三
十
六
条

国
庫
は
、
都
道
府
県
が
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た

費
用
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
に
要
し
た
費
用

(前
条
の
規
定

に
よ
り
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
除
く
。)
並
び
に
前
条
の
規
定
に
よ

る
求
償
に
対
す
る
支
払
に
要
し
た
費
用
の
合
計
額
が
政
令
で
定
め
る
額
以
上

と
な
る
場
合
に
お
ピ
c
、
当
該
合
計
額
が
、
地
方
税
法

(昭
和
二
+
五
年
法

律
第
二
百
二
十
六
号
)
に
定
め
る
当
該
都
道
府
県
の
普
通
税

(法
定
外
普
通

税
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)
に
つ
い
て
同
法
第

一
条
第

一
項
第
五
号
に
い
う
標

準
税
率

(標
準
税
率
の
定
め
の
な
い
地
方
税
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
定
め
る

'

税
率
と
す
る
。)
を
も
つ
て
算
定
し
た
当
該
年
度
の
収
入
見
込
額

(以
下
こ
の

条
に
お
い
て

「収
入
見
込
額
」
と
い
う
。)
の
百
分
の
二
以
下
で
あ
る
と
き
に

あ
っ
て
は
当
該
合
計
額
に
つ
い
て
そ
の
百
分
の
五
十
を
負
担
す

る

も

の

と

し
、
収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
を
こ
え
る
と
き
に
あ
つ
て
は
左
の
区
分
に
従

っ
て
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
収
入
見
込
額
の
算
定

方
法
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
法

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二

百

十

一

号
)
第
十
四
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
の
百
分

の
五
十

二

収
入
見
込
額
の
百
分
の
二
を
こ
え
、
百
分
の
四
以
下
の
部
分
に
つ
い
て

は
、
そ
の
額
の
百
分
の
八
十

三

収
入
見
込
額
の
百
分
の
四
を
こ
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
の
百

分
の
九
十

(昭
三
七
法
「〇
九
・全
欧
)

第
三
十
七
条

都
道
府
県
は
、
前
条
に
規
定
す
る
費
用
の
支
弁
の
財
源
に
充
て

る
た
め
、
災
害
救
助
基
金
を
積
み
立
て
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(昭
二
四
法
一六
八
・
　部
改
正
)

第
三
十
八
条

災
害
救
助
基
金
の
各
年
度
に
お
け
る
最
少
額
は
当
該
都
道
府
県

の
当
該
年
度

の
前
年
度
の
前
三
年
間
に
お
け
る
地
方
税
法
に
定
め
る
普
通
税

の
収
入
額
の
決
算
額
の
平
均
年
額
の
千
分
の
五
に
相
当
す
る
額
と
し
、
災
害

救
助
基
金
が
そ
の
最
少
額
に
達
し
て
い
な
い
場
合
は
、
都
道
府
県
は
、
政
令

で
定
め
る
金
額
を
、
当
該
年
度
に
お
い
て
、
積
み
立
て
な
け
れ

ば

な

ら
な

い
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
各
年
度
に
お
け
る
災
害
救
助
基
金
の
最
少

額
が
五
百
万
円
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
災
害
救
助
基
金

一

の
最
少
額
は
、
五
百
万
円
と
す
る
。

(昭
二
八
法
一
六
六
・
一部
改
正
)

第
三
十
九
条

災
害
救
助
基
金
か
ら
生
ず
る
収
入
は
、
す
べ
て
災
害
救
助
基
金

.

に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条

第
三
+
六
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
の
負
担
額
が
、
同
条
に
規
定
す

る
費
用
を
支
弁
す
る
た
め
に
災
害
救
助
基
金
以
外
の
財
源
か
ら
支
出
さ
れ
た

.

額
を
超
過
す
る
と
き
は
、
そ
の
超
過
額
は
、
こ
れ
を
災
害
救
助
基
金
に
繰
り

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

(昭
二
四
法
一六
八
・
一部
改
正
)

第
四
十

一
条

災
害
救
助
基
金
の
運
用
は
、
左
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
.

一

資
金
運
用
部

へ
の
預
託
又
は
確
実
な
銀
行

へ
の
預
金

二

国
債
証
券
、
地
方
債
証
券
、
勧
業
債
券
そ
の
他
確
実
な
債
券
の
応
募
又

は
買
入

三

舞
二
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
給
与
品
の
事
前
購
入

(昭
一=
ハ法
一〇
二
・
「部
改
正
)

第
四
十
二
条

災
害
救
助
基
金
の
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
災
害
救
助
基
金
か

ら
、,
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
三
条

災
害
救
助
基
金
が
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
最
少
額
以
上
積

み
立
て
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
は
、
区
域
内
の
市
町
村

(特
80
区
を
含
む
。

以
下
同
じ
」
が
災
害
救
助
の
資
金
を
貯
蓄
し
て
い
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定

に
よ
る
最
少
額
を
超
え
る
部
分
の
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
災
害
救
助
基

金
か
ら
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(昭
二
八
法
「六
六
・昭
三
七
法
一〇
九
・
一部
改
正
)

,

第
四
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
救
助
の
実
施
に

関
す
る
そ
の
職
権
の

一
部
を
市
町
村
長
に
委
任
し
た
場
合
又
は
都
道
府
県
が

救
助
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
暇
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
救
助
を
必

要
と
す
る
者
の
現
在
地
の
市
町
村
に
、
救
助
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
.一
時

繰
替
支
弁
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(昭
二
四
法
一六
八
・
一部
改
正
)

第
四
章

罰
則

・

第
四
十
五
条

左
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
以
下
の
懲

役
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

策
二
十
四
条
第

一項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
従
事
命
令
に
従
わ
な

い
者

二

第
二
十
三
条
の
二
第

一項
又
は
第
二
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
保

管
命
令
に
従
わ
な
い
者

(昭
三
七
法
一〇
九
・
一部
改
正
)

第
四
十
六
条

詐
偽
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
救
助
を
受
け
、
又
は
受
け
さ

せ
た
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
以
下
の
愁
殺
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。
そ
の
刑
法
に
正
条
が
ち
う
も
の
は
、
刑
法
に
ょ
る
。

(昭
三
七
法
一〇
九
・
一部
改
正
)

第
四
十
七
条

第
二
十
三
条
の
三
舞

一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
七
条
第

一
項
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
官
吏
若
し
く
は
吏
員
の
立
入
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
第
二
十
三
条
の
三
舞
二
項
若
し
く
は

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
な
さ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報

告
を
な
し
た
者
は
、
こ
れ
を
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

(昭
三
七
法
一〇
九
・
一郎
改
正
)

ー

o◎
㎝
べ

ー

・
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第
四
十
八
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
第
四
十
五
条
又
は
前
条

の
違
反
行
為
を
な
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
聞
す
る
の
外
、
そ
の
法
人
又
は

人
に
対
し
、
各
本
条
の
聞
金
刑
を
科
す
る
。

附

則

抄

①

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

②

罹
災
救
助
基
金
法
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

③

こ
の
法
律
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
旧
法
に
よ
る
罹
災
救
助
基
金
は
、
こ

の
法
律
に
よ
る
災
害
救
助
基
金
と
す
る
.

④

旧
法
第
十
七
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
貸
出
金
は
、
そ
の
貸
出
期

間
満
了
の
日
ま
で
、
な
お
従
前
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
.

附

.則

(昭
和
二
四
年
五
月
三
一日
法
律
第
一五
七
号
)
抄

(施
行
期
日
)

1

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
.

附

則

(昭
和
二
四
年
五
月
==
日
法
律
婚
一六
八
号
)
抄

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

(昭
和
二
六
年
三
月
==
日
法
律
第
一〇
二
号
)

こ
の
法
律
は
、
資
金
運
用
部
資
金
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
号
)
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(施
行
の
日
‖
昭
和
二
六
年
四
月
一日
)

附

則

(昭
和
二
八
年
八
月
三
日
法
律
第
三
ハ六
号
)
抄

-

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
三
十
三
条
及
び
第

三
十
六
条

の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則

(昭
和
三
七
年
五
月
八
日
法
律
第
一〇
九
号
)

1

こ
の
法
律
は
、
災
害
対
策
基
本
法
の
施
行
の
日
か
ら

施

行
す

る
。
た
だ

レ
、
第
三
条
中
災
害
救
助
法
第
三
十
六
条

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

.

施
行
し
、
昭
和
三
十
七
年
度
分
の
国
庫
負
担
金
か
ら
適
用
す
る
。

(施
行
の
11
‖
昭
和
三
七
年
七
月
一〇
n
「

2

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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自
衛

隊

法

(
災
害

派

遣

)

第

八

十

三
条

都

道

府

県

知

事

そ

の
他
政

令

で
定

め
る

・
者

は
、

天
災

地

変

そ

の
他

の
災

害

に
際

し

て

、
人
命

又

は
財

産

の

保
護

の
た

め

必

要

が

あ

る

と
認

め
る

場

合

に
は

、
部

隊
等

の
派

遣

を

長
官

又

は

そ

の
指

定

す

る

者

に
要

請

す

る

こ
と

が

で
き

る

。

2

長
官

又

は

そ

の
指
定

す

る

者

は

、
前

項

の
要

請

が

あ

り

、

事
態

や

む

を

得

な

い
と

認

め

る
場

合

に

は
、

部

隊
等

を
救

援

の
た

め

派

遣

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

た

だ

し

、
天

災

地

変

そ

の
他

の
災

害

に
際

し

、

そ

の

事

態

に
照
ら

し

特

に
緊

急

を

要

し

、
前

項

の
要

請

を

待

つ

い
と

ま

が

な

い
と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、
同

項

の
要

請

を
待

た

な

い
で

、
部

隊

等

を

派

遣
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

3

庁

舎

、
営

舎

そ

の
他

の
防

衛
庁

の
施

設
又

は

こ
れ

ら

の
近
傍

に
火

災

そ

の
他

の
災

害

が

発

生

し

た
場

合

に

お

い

て
は

、

部

隊

等

の
長

は

、
部

隊
等

を

派

遣

す

る

こ
と

が

で

き

る
。

4

第

一
項

の

要
請

の
手

続

は

、
政

令

で
定

め

る
。

二

項

…

一
部

改

正

〔
昭

和

三

七
年

五
月

法

律

=
二

二
号

二
条

〕

註

一
・
四

項

の

「
政

令
」

ー
本

法

施

行

令

一
〇

五
条

・

一
〇

六
条

、・

一

・
二
項

の

「
指

定
」

ー
自

衛

隊

の
災

害

派

遣

に
関

す

る
訓

令

二
条

(
防
衛

出

動

時

に

お

け

る

物

資

の
収

用
等

)

第

百

三
条

第

七

十

六

条
第

一
項

〔
防
衛

出

動

〕
の
規

定

に
よ
り

自

衛

隊

が

出

動

を
命

ぜ
ら

れ

、
当

該

自
衛

隊

の
行

動

に
係

る

地

域

に
お

い

て
自
衛

隊

の
任

務

遂

行
上

必

要

が

あ

る

と

認

め
ら

れ

る

場

合

に
は

、
都

道

府

県

知

事

は

、
.長
官

又

は
政
令

で

定

め

る
者

の
要
請

に
基

き

、
病

院

、

診

療
所

そ

の
他

政

令

で
定

め
る
施

設

(
以
下

本

条

中

「
施
設

」

と

い
う
。

)
を

管

理
し

、

土

地

、
家

屋

若

し

く

は
物

資

(
以

下

本
条

中

「
土

地

等

」

と

い
う
。

)
を

使

用

し

、
物

資

の
生

産

、
集

荷

、

販

売

、
配

給

、

保
管

若

し

は
輸

送

を

業
と

す

る

者

に

対

し

て

そ

の
取

り
扱

う
物

資

の
保
管

を
命

じ

、
又

は

こ
れ

ら

の
物

資

を
収

用

す

る

こ
と

が

で

き

る
。

た
だ

し

、
事

態

に
照

ら

し

緊
急

を
要

す

る

と
認

め
る

と

き

は

、
長

官

又

は
政

令

で
定

め

る
者

は

、
都

道

府

県
知

事

に
通

知

し

た
上

で

、
自

ら

こ
れ
ら

の
権

限

を

行

う

こ
と

が

で
き

る
。

2

第

七

十

六

条

第

一
項

の
規

定

に
よ

り

自
衛

隊

が
出

動

を
命

ぜ

ら

れ

た
場

合

に

お

い
て
は

、
当
該

自

衛

隊

の
行
動

の
係

る
地

域

以

外

の
地

域

に
お

い

て
も

、
都

道

府

県
知

事

は

、
長

官

又

は
政

令

で
定

め

る
者

の
要

請

に
基

き

、
自

衛

隊

の
任

務

遂

行

上

桂

に
必

要

が

あ

る

と
認

め

る

と
き

は

、
内

閣

総

理

大
臣

が

告

示

し

て

定

め

た
地

域

内

に
限

り

、
前

項

の
規
定

の
例

に
よ

り

、

施

設

の
管

理

、
土

地

等

の
使

用

若

し

く

は
物

資

の

収

用
を

行

い
、

又

は
取

扱

物

資

の

保

管
命

令

を
発

し

、

ま

た

、
当

該

地

域

内

に
あ

る

医

療

、
土

木

建

築

工
事

又

は
輸

送

を
業

と
す

る

者

に
対

し

て

、
当
該

地
域

内

に
お

い
て

こ
れ
ら

の
者

が

現

に
従

事

し

て

い
る
医

療

、

土

木

建

築

工

事
又

は
輸

送

の
業

務

と

同

種

の

業

務

で

長
官

又

は
政

令

で
定

め
る

者

が

指

定

し

た

も

の

に
従

事
す

る

こ
と

を
命

ず

る

こ
と

が

で
き

る
。

3

災

害

救

助

法

(
昭

和

二
十

二
年

法
律

第

百

十

八
号

)

第

二
十

三

条

の

二
第

二
項

〔
公

用

令
書

の

交
付

〕
及

び
第

三

項

〔
損
失

の
補
償

〕
並

び

に
第

二
十

三
条

の

三

〔
立

入
検

査

〕
の
規

定

は

、
前

二
項

の
規

定

に
よ

り
施

設

を

管

理

し

、
土

地

等

を

使

用

し

、
物

資

の
保

管

を

命

じ

、

又

は
物

資

を

収

用

す

る

場

合

に

つ

い
て

同
法

第

二

十

三
条

の

二
第

二
項

、
第

二
十

四

条

第

五

項

〔
実

費

の
弁

償

〕
及
び

第

二
十

九

条

〔
扶

助
金

の

支

給

〕
の
規

定

は
、

前

項

の
規

定

に
よ

り

医

療

、

土

木

建

築

工

事

又

は
輸

送

に
従

事

す

る
者

を

長

官

又

は

政

令

で
定

め
る

者

の

指

定

し

た
業

務

に
従

事

さ

せ

る

場

合

に

つ
い

て
準

用
す

る
。

4

第

二
項

に
規

定

す

る

医

療

、
土

木

建

築

工

事

又

は

　

輸

送

に
従

事

す

る
者

の
範

囲

は

、
政

令

で
定

め

る
。

5

前

四

項

に
定

め

る
も

の

の

ほ

か

、
第

七

十

六
条

第

一
項

の

規
定

に
よ
り

自

衛

隊

が

出
動

を

命

ぜ
ら

れ

た

場

合

に
お

け

る

施
設

の

管

理

、
土

地

等

の
使

用

、
物

資

の
保

管

命

令

、
物

資

の
収

用

又

は
業

務
従

事

命

令

に

つ

い
て
必

要

な
手

続

は

、
政

令

て
定

め

る
。

6

第

一
項
又

は
第

二
項

の
規

定

に
よ
る

処
分

に

つ

い

て

は

、
行

政

不
服

審

査

法

に
よ

る

不
服

申

立

て
を

す

る

こ
と

が

で
き

な

い
。

三

項

…

一
部

改

正

〔
昭

和

三

七
年

五
月

法

律
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